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博士論文 ･ 日本語要旨

〔Japanese sum m ary〕
明治初期の日伊蚕卵貿易関係における

第二次駐日イタリア全権公使

アレッサンドロ ･フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の役割

(1870-1877)

BE R TE Lu ,G IU u O A m O N IO

幕末 ･明治初期に日本とイタリアが盛んな貿易関係で繋がっていたことを知る人は､ 日

本でもイタリアでも極めて少ない｡ 当時､ 日本からイタリアに大量に輸出された貴重な品

目は､ いわゆる ｢種紙｣ (たねがみ)､ 即ち無数の ｢蚕卵｣ (さんらん) を載せた四角い厚紙

であった｡ 両国の歴史教科書には通常､ この重要な外交貿易関係に関する記述が一切掲載

されていない｡ 幕末 ･明治期の歴史に関する専門書ですら､ 事実に触れる記述があったに

せよ､ 説明は一二行で終わることが多い｡ 実際のところ､ 日伊外交貿易関係の不明点は未

だに多い｡ 130 年以上の境を溜めた幕末 ･明治初期の日伊交流をめぐる多くの忘れられた史

料はイタリアと日本との古文書館や資料館で､ 研究者に発見されるのを待っている｡

1850 年代から､ ヨーロッパで不治の蚕の病気がはやり始めた｡ そのせいで､ イタリアや

フランスなどの生糸生産が著しく低下し､ 養蚕製糸業に依存するイタリア経済は致命的な

打撃を受けた｡ 感染範囲が拡大し続ける中で､ イタリア人養蚕家のために無病で良質の卵

を仕入れる目的で､ 多くの商人は毎年､ 世界の果てにある未知の国､ 日本にまで訪れるこ

とになったのである｡

1866 年に､ この貿易を奨励するために､ イタリアと日本とは修好通商条約を結んだ｡ そ

れ以来､ 毎年多くのイタリア人蚕卵商人たちは 10 数年間､ 定期的に日本を訪れることにな

った｡ 毎年､ 彼らはイタリアの養蚕家から膨大な金額を預かり､ できるだけ大量に良質の

種紙を仕入れなければならなかった｡ 条約締結からおよそ 1 年後に､ イタリア政府は日本

に公使と領事とを派遣することになった｡ 彼らの主な任務は､ 他国の利害に触れない範囲

で日伊蚕卵貿易を擁護することだった｡

イタリア人養蚕家は､ 毎年高く購入する日本産蚕卵の質に幽する苦情を言い､ イタリア

政府､ そして蚕卵商人を激しく非難することが多かった｡ 同様に､ 蚕卵商人たちは､ 雑誌



や新聞などにおいて､ 彼らの仕事を容易にするような便宜 (特に､ 蚕卵原産地に立ち入る

ことを意味する日本における内地旅行の解禁) を日本政府から獲得できない駐日公使や領

事のせいにする傾向があった｡ 当時の駐日イタリア公使は､ 正に ｢購罪のヤギ｣ (スケープ

ゴー ト) のような存在で､ 責任の多い､ 困難に満ちた任務を遂行しなければならなかった

のである｡

本論は､ 岩倉使節団のイタリア訪問に際して接伴に携わり､ 美術品コレクターとして有

名なアレッサン ドロ ･ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵 (Conte A lessandro F占D 'O stiani,

1825･1905) という外交官を中心とするものである｡ 彼は第二代駐日イタリア公使として､

日本で約 6年間 (一回目は 1870年 11 月から1873年 2月までの間､ そして二回目は 1874

年 9 月から1877 年 5月までの間) 駐在することになった｡ 本論は 6 章で構成されており､

この人物の明治初期の日伊蚕卵貿易関係における役割を検討するものである｡

第 1 章では､ 日伊蚕卵貿易はなぜ､ どのような経緯で始まったか､ そしてどのような形

で行われていたかを詳しく検討する｡ この章の主な目的は､ 蚕卵貿易関係は日本とイタリ

アにとって､ どの程度重要なものだったかを明らかにすることである0

第 2 章では､ 第- に､ 駐日公使が果さなければならない任務を明らかにしてから､ 主に

未刊史料を利用し､ 駐日公使フェ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者に関して論じる｡ ここで､

フェ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者はどこまで日伊関係の基礎を築いたのか､ そしてなぜ､

どのような状況でフェ ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者は駐日公使を辞任することになった

のかという二つのポイントに焦点を当てる｡ また､ 第二に､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の

生い立ちと経歴､ 家族､ 養蚕知識などを追究する｡

第 3 章においては､ 主に未刊史料を利用し､ 第- に､ 彼の駐日公使としての着任- 導い

た様々な出来事を分析することによって､ なぜ､ そしていかなる経緯でフェ ･ ドステイア

- ニ伯爵は駐日公使として選ばれたのかという点を明らかにする｡ 第二に､ フェ ･ ドステ

イア- ニ伯爵と共に来日したイタリア領事や書記官などはどのように活躍したかを明らか

にする｡ 第三に､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵はどのように日本政府の好感をかち取ること

ができたのかという点に触れつつ､ 種紙押印問題をいかに解決できたのかについて明らか

にする｡ 最後に､ なぜ彼は 1873 (明治 6) 年 2 月下旬に一時帰国するのか､ その実の理由

を検討する｡

第 4 章において､ 先行研究及び未刊史料に基づき､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵が一時帰

国した期間 (1873･74年) にイタリアにおいて日本政府､ そして日伊貿易の継続を擁護する
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ために行なった様々な活動を検討する｡ 第一に､ 岩倉使節団のイタリア訪問 (フェ ･ ドス

テイア- ニ伯爵はその接伴係だった) について論述する｡ 第二に､ 1873 (明治 6) 年初夏

に日本政府が北イタリアに派遣した養蚕視察団 (フェ ･ ドステイア- ニ伯爵はこの一行の

接伴にも携わった) の行程､ 目的､ 成果について論 じる｡ ここで､ また､ 或る日本側史料

を分析 した結果､ 久米邦武が 『米欧回覧実記』に紹介するイタリア養蚕業に関する情報を

どのように手に入れたかという点も明らかになる｡ 本章の最後に､ フェ ･ ドステイア- ニ

伯爵がイタリア養蚕業 (そして蚕卵商人たちの活動) を支援するために発案 した醇化不良

種紙の取り調べ及びその結果を明らかにする｡

次の第 5 章は本論の最重要の部分であり､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵が直面した最大の

課題､ 即ち外国人内地旅行問題を検討する｡ ここで､ 主に未刊史料の分析に基づいて､ 蚕

卵商人たちにとって大変重要だったこの問題の解決に向かってフェ ･ ドステイア- ニ伯爵

は一体どのように動いたのかということを検討してから､ 次の点に基づき､ 彼の努力の歴

史的意義を明らかにする｡

① 外国人内地旅行の解禁に向けて､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵はどう動いたのか｡

② フェ ･ ドステイア- ニ伯爵は日本政府からいかなる特権を獲得できたのか｡

③ イタリア政府はどのように外国人内地旅行問題を理解 し､ どのように動いたのか｡

④ 外国人内地旅行問題はどのように展開し､ どのように終結 したのか｡

そして､ 最後の第 6 章においては､ 未刊史料を利用し､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の留

守中に発生した様々な出来事 (主に日伊蚕卵貿易の正常継続を危 うくする渋沢 ･井筒屋の

一件) を分析 してから､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の再着任が遅れた理由､ そして再着任

してから再び異動を申請した理由について論じる｡

本論の最終目的は､ 主に以下に挙げる 5 点を明らかにすることである｡

① フェ ･ ドステイア- ニ伯爵は駐 日公使に問われる能力を所持していたのか｡

② 彼はどこまで蚕卵商人たちのために努力し､ 日本政府から便宜を獲得できたのか｡

③ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵とその先任者の外交姿勢はどの点で相異するか｡

④ 彼はイタリア政府から受けた指示を守ることができ､ 外交官として成功したのか｡

⑤ 彼は日伊蚕卵貿易関係の中で､ どのような役割を果たしたのか｡
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本論において分析される未刊史料は主に､イタリア外務省歴史外交資料館 (A SD M A E )､

イタリア国立古文書館 (A C S)､ イタリア海軍歴史資料館 (A SD M M )､ 日本国立公文書館､

そして日本外務省外交史料館において発見されたものである｡
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Doctor's Thesis - English Summary

(*~~~J

The role played by the Second Italian Minister Plenipotentiary to

Japan, Count Alessandro Fe D'Ostiani, in the Italo-Japanese

silkworm egg trade during the early Meiji period. (1870-1877)

BERTELLI, cnnro ANTONIO

There are relatively few people, both in Italy and Japan, who know that in 1860s and

70s these two countries were connected by a prosperous, large-scale trade relationship.

The precious goods exported from Japan to Italy were hundreds of thousands of

rectangular cardboard sheets (tanegamJ); each one topped with thousands of minuscule

silkworm eggs (sanran). Usually, in history textbooks, this fact is completely ignored.

Even more specialized historiographical research centring on the Bakumatsu andMeiji

periods tend to consider it only superficially, but there is plenty to say about it, and

there are still many hundreds of documents relating to this issue that have lain

untouched for more than 130 years in Italian and Japanese archives.

The increase in demand for silkworm eggs started in early 1850s due to an epidemic

(known as "pebrind') that affected silkworms and inflicted a fatal blow to Italian and

European silk production, forcing most sericulturists to send traders to purchase

pebrine-free silkworm eggs from the most remote regions of the world. For this reason,

some courageous Italian traders started to export silkworm eggs from Japan in the

early 1860s.

A Treaty of Amity and Commerce between Italy and Japan was signed in 1866 to

promote this trade, and this brought a gradually increasing number ofItalian silkworm

egg traders to Japan for more than a decade. Every year, each silkworm egg trader was

trusted by the Italian sericulturists with large sums of money and was expected to bring

the greatest possible number of high quality eggs back to Italy. The year after the

signing of the treaty (1867), the Italian Ministry of Foreign Affairs decided to send a

Minister Plenipotentiary and a Consul to Japan in order to supervise this trade and
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guarantee its good and profitable continuation without interfering with other countries'

spheres of interest.

The Italian sericulturists were often disappointed with the quality of the expensive

Japanese silkworm eggs and criticized both the Italian government and the silkworm

egg traders. In turn, in newspapers and magazines the traders themselves blamed the

Italian diplomats to Japan for their problems. In particular the fact that the diplomats

were not able to obtain any privileges from the Japanese government that would

facilitate their task; most importantly the permission to enter the inner districts of

Japan where silkworm eggs were produced. In the end, the Italian Minister

Plenipotentiary became a scapegoat for both the Italian government and the whole

Italian sericulture industry so this was an extremely uncomfortable position that bore

heavy responsibilities.

This dissertation is divided in six chapters, and is centred on the figure of the second

Minister Plenipotentiary to Japan, Count Alessandro Fe D' Ostiani (1825-1905), who

resided in Japan for almost six years (from Nov. 1870 to Feb. 1873 and again from Sep.

1874 to May 1877), and on the role he played in the ItaloJapanese silkworm egg trade.

Count Fe is mainly known for guiding the Iwakura Mission during its visit to Italy, but

was also a noted collector of Japanese fine art.

In the first chapter, I examine in detail for what reasons, and under which

circumstances, Italian traders began to import silkworm eggs from Japan. The main

purpose of this chapter is to emphasize the importance of this trade relationship and to

give an idea of its particular characteristics.

In the second chapter, I illustrate in detail the directives given by the Italian Minister

of Foreign Affairs to the Minister Plenipotentiary in Japan. Through the analysis of

mainly unpublished documents, I show the main points which distinguished the

diplomatic activity of Count Fe D' Ostiani's from his predecessor Count Vittorio Sallier

De La Tour (1827-1894). The second part of this chapter deals with Count Fe's

diplomatic career, his family's links to the Italian sericulture industry and looks at his

actual knowledge of sericulture.

The third chapter is also mainly based on the analysis of unpublished documents.
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First of all, it gives us an idea about the reasons which brought Count Fe to Japan (he

was initially sent to China). Secondly, after introducing a number ofItalian consuls and

secretaries who resided in Japan while Count Fe was in charge of the legation, this

chapter explains how Count Fe was able to gain the favour and co-operation of the Meiji

Government. Thirdly, after explaining how Fe succeeded in obtaining from the Japanese

Government the introduction of particular stamps that were printed on silkworm egg

sheets, which brought many concrete advantages to Italian traders. The chapter ends

by analyzing the true reasons for which Count Fe asked, in 1871, permission to leave

Japan temporarily (which was only granted in 1873, coinciding with the visit to Italy of

the Iwakura embassy).

The fourth chapter dwells on Count Fe's activity during the eighteen months he spent

outside Japan in 1873-74 and is divided into three parts. The first part deals with the

visit of the Iwakura Mission to Italy; the second is based mainly on unpublished

documents and illustrates the visit of the Japanese Sericulture Commission to northern

Italy (May - June 1873), its historical significance and the role that Count Fe played in

order to make it successful. Also, from the analysis of certain Japanese documents, it

becomes clear where exactly Kume Kunitake gathered the information about Italian

sericulture which he introduced in his Beio Kairan Jikki. The last part of this chapter is

based on an investigation, ordered by Count Fe in May 1873, of the main causes which

determined the imperfect nature of silkworm eggs on a large number of cardboard

sheets imported from Japan the year before. The unpublished documents give us an

idea of Count Fe's sensitivity to the calls of Italian sericulture industry and of his

attitude towards the silkworm egg traders.

The fifth chapter covers the most important part of this research, dwelling entirely on

the problem of the admission of foreigners to the inner districts of Japan and in

particular on the efforts of Count Fe to obtain from the Japanese government the right

for Italian traders to visit some important silkworm egg producing sites situated in

those districts. By utilizing mainly primary sources (i.e. official documents, letters and

reports many of which are still unpublished), I intend to demonstrate the historical

significance of Count Fe's efforts, focusing mainly on the following points:
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1. Count Fe's diplomatic skills and his activity in achieving such privileges.

2. The actual privileges that Count Fe was able to obtain from the Meiji

Government for Italian citizens in Japan in the years 1872 and 1873.

3. The position and intervention taken by the Italian Government.

4. The controversy about the admission of foreigners into inner regions of Japan

and the evolution of this issue.

In the last chapter, by introducing other unpublished documents, I would like to

examine certain events that occurred in Japan during Count Fe's temporary departure

from Japan in 1873, which endangered the silkworm egg traders' business (i.e. the

Shibusawa-Izutsuya affair, an attempt by the Japanese government to corner the

silkworm egg market and export this product directly to Italy). Finally, I would like to

illustrate Count Fe's return to Japan in 1874, and the reasons why he asked the Foreign

Ministry to be transferred to another legation.

By following this path, I will draw my conclusions. The ultimate purpose of this

research is to clarify the following five points:

1. Did Count Fe have the diplomatic skills required of the Minister Plenipotentiary

to Japan?

2. Was Count Fe making enough effort to obtain from the Japanese government the

privileges requested by the Italian silkworm egg traders? Could he actually gain

those privileges?

3. In what way did Count Fe's diplomatic strategy differ from that of his predecessor

Count De La Tour?

4. Could Count Fe follow the directives given to him by the Italian government and

did he succeed diplomatically in his mission to Japan?

5. What role did Count Fe play in the Italo -Japanese silkworm egg trade?

The sources ofthe unpublished documents which have been analyzed in this research
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include the Historical-Diplomatic Archives of the Italian Ministry of Foreign Affairs

(ASDMAE), the Italian National Central Archive (ACS), the Italian Navy's Historical

Archive (ASDMM), the National Archives of Japan (Nippon Kokuritsu Kobunshokan),

the Diplomatic Record Office of the Ministry of Foreign Affairs of Japan (Nippon

Gaimusho Gaiko Shiryokan).
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■はじめに●

不思議なことに､ 幕末 ･明治初期に日本とイタリアが盛んな貿易関係で繋がっていたこ

とを知る人は､ 日本でもイタリアでも極めて少ない｡ 当時､ 日本からイタリアに大量に輸

出された貴重な品目は､ いわゆる ｢種紙｣ (たねがみ)､ 即ち無数の ｢蚕卵｣ (さんらん) を

載せた四角い厚紙であった｡ 両国の歴史教科書には通常､ この重要な外交貿易関係に関す

る記述が一切掲載されていない｡ 幕末 ･明治期の歴史に関する専門書ですら､ 事実に触れ

る記述があったにせよ､ 説明は一二行で終わることが多い｡

1850 年代から､ ヨーロッパで不治の蚕の病気がはやり始めた｡ そのせいで､ イタリアや

フランスなどの生糸生産が著しく低下し､ 養蚕製糸業に依存するイタリア経済は致命的な

打撃を受けた｡ 感染範囲が拡大し続ける中で､ イタリア人養蚕家のために無病で良質の卵

を仕入れる目的で､ 多くの商人は毎年､ 世界の果てにある未知の国､ 日本にまで訪れるこ

とになったのである｡

彼らは ｢蚕卵商人｣ と呼ばれていた｡

日伊蚕卵貿易が始まってから数年後に､ イタリアと日本とは修好通商条約を結び､ イタ

リア政府は日本に公使と領事とを派遣することになった｡ 彼らの主な任務は､ 信仰の自由

を保障しながら､ 他国の利害に触れない範囲で日伊蚕卵貿易を擁護することだった｡

1860 年代後半から 1870 年代前半にかけての間にイタリアで刊行された日刊紙に目を通

してみると､ 日本産蚕卵を販売する商社の宣伝､ または日本に関する情報を含めた養蚕関

係の記事が必ず目に止まるだろう｡ このように､ 日伊蚕卵貿易の規模は相当大きく､ イタ

リアの養蚕家が蚕卵商人たちに膨大な金額を預けていたことが窺える｡ したがって､ 蚕卵

商人は､ 万一質の悪い蚕卵を輸入した場合､ 大金を出してそれを買わざるを得なかった養

蚕家の批判を一身に浴びる立場にいたと言える｡

多くの蚕卵商人たちはまた､ イタリア政府に圧力をかけると同時に､ 日本政府との交渉

に携わっていた駐日公使の努力が不十分であると主張することが多かった｡ 具体的に述べ

ると､ 蚕卵商人及び養蚕家が横浜の居留地外にある蚕卵原産地で直接に種紙を仕入れるこ

とができなかったのは､ そのための許可を取得できないイタリア公使のせいにされていた｡

また､ 種紙の価格が高い､ 蚕卵の質が悪いということまでも､ 蚕卵商人たちの利益を十分

に意識しない公使のせいにされていた｡
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もちろん､ 蚕卵商人たちは日本の政治的情勢を詳細に把握しておらず､ 公使の任務を帯

びた者の苦労を理解できなかった. いずれにせよ､ このように､ イタリア語で ｢fare a

searicabar山｣ (相手の背中に樽を降ろす) という独自の表現で表す鎖のような責任のなす

り合いが生じ､ この鎖の最後の輪､ 即ちすべての責任を持ち､ 全ての批判を浴びなければ

ならなかったのは駐日イタリア公使 ･領事だったのである｡ 駐日イタリア公使は正に ｢腰

罪のヤギ｣ (スケープゴー ト) のような存在だったと言える｡

更に､ 一方で､ イタリア政府の日本に対する関心が非常に低く､ 他方で､ 明治政府の対

外政策はまだはっきりと定まっていなかったことも忘れてはならない0

以上の点に基づくと､ 当時の駐日イタリア公使というのは､ 困難に満ちた職業だったこ

とが窺える｡

明治維新直前 (1867 年) から岩倉使節団の帰国後 (1873 年) までの日伊関係はほぼ完全

に蚕卵貿易関係そのものだったといっても過言ではない｡ この理由に基づいて､ 有望な利

益をもたらす蚕卵貿易の継続を保障することは駐日イタリア外交官が果さなければならな

い最大の課題だった｡ したがって､ 駐日イタリア公使は､ 交渉能力と洞察力のある外交官

であると共に､ 進取の精神に富み､ 利益を常に意識した ｢商売人｣ のような人物でなけれ

ばならなった｡

本論でとり扱う第二代駐日イタリア公使の任務を帯びることになったアレッサンドロ ･

フェ ･ ドステイア- ニ伯爵 (C onte A lessandro F占D 'O stiami ,1825･1905) という外交官は

1870 (明治 3) 年秋､ つまりちょうど日伊蚕卵貿易が最も盛んである時に横浜に到着する｡

本論では､ 明治初期の日伊蚕卵貿易関係におけるフェ ･ ドステイア- ニ伯爵の役割を検討

する｡ 本論は6 章で構成されている｡

第 1 章では､ 日伊蚕卵貿易はなぜ､ どのような経緯で始まったか､ そしてどのような形

で行われていたかを詳しく検討する｡ この章の主な目的は､ 蚕卵貿易関係は日本とイタリ

アにとって､ どの程度重要なものだったかを明らかにすることである0

第 2 章では､ 第- に､ 駐日公使が果さなければならない任務を明らかにしてから､ 主に

未刊史料を利用し､ 駐日公使フェ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者に関して論じる｡ ここで､

フェ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者はどこまで日伊関係の基礎を築いたのか､そしてなぜ､

どんな状況でフェ ･ ドステイア- ニ伯爵の先任者は駐日公使を辞任することになったのか

という二つのポイントに焦点を当てる｡ また､ 第二に､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の生い

立ちと経歴､ 家族､ 養蚕知識などを追究する｡
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第 3 章においては､ 主に未刊史料を利用し､ 第一に､ 彼の駐日公使としての着任- 導い

た様々な出来事を分析することによって､ なぜ､ そしてどの経緯でフェ ･ ドステイア- ニ

伯爵は駐日公使として選ばれたのかという点を明らかにする｡ 第二に､ フェ ･ ドステイア

- ニ伯爵と共に来日したイタリア領事や書記官たちなどはどのように活躍したかを明らか

にする｡ 第三に､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵はどのように日本政府の好感をかち取ること

ができたのかという点に触れつつ､ どのように種紙押印問題を解決できたのかについて明

らかにする｡ 最後に､ なぜ彼は 1873 (明治 6) 年 2 月下旬に一時帰国するのか､ その本当

の理由を検討する｡

第 4 章において､ 先行研究及び未刊史料に基づき､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵が一時帰

国した期間 (1873･74年) にイタリアにおいて日本政府､ そして日伊貿易の継続を擁護する

ために行った様々な活動を検討する｡ 第- に､ 岩倉使節団のイタリア訪問 (フェ ･ ドステ

イア- ニ伯爵はその接伴掛だった) について論述する｡ 第二に､ 1873 (明治 6) 年初夏に

日本政府が北イタリアに派遣した養蚕視察団 (フェ伯爵 ･ ドステイア- ニはこの一行の接

伴にも携わった) の行程､ 目的､ 成果について論じる｡ 本章の最後に､ フェ伯爵がイタリ

ア養蚕業 (そして蚕卵商人たちの活動) を支援するために発案した醇化不良種紙の取り調

べ及びその結果を明らかにする｡

次の第 5 章は本論の最重要の部分となり､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵が直面した最大の

課題､ 即ち外国人内地旅行問題を検討している｡ ここで､ 主に未刊史料の分析に基づいて､

蚕卵商人たちにとって大変重要だったこの間題の解決に向かってフェ ･ ドステイア- ニ伯

爵は一体どのように動いたのか､ そして結局､ この問題を解決することができたのか､ な

どという点について論じる｡

そして､ 最後の第 6 章においては､ 未刊史料を利用し､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の留

守中に発生した様々な出来事 (主に日伊蚕卵貿易の正常継続を危 うくする脅威) を分析し

てから､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の再着任が遅れた理由､ そして再着任してから再び異

動を申請した理由について論じる｡

この道を辿り､ 結論- と導く｡ 本論の最終目的は､ 主に以下に挙げる 5 点を明らかにす

ることである｡

① フェ ･ ドステイア- ニ伯爵は駐日公使に問われる能力を所持していたのか｡

② 彼はどこまで蚕卵商人たちのために努力し､ 日本政府から便宜を獲得できたのか｡
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③ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵とその先任者の外交姿勢はどの点で相異するか｡

④ 彼はイタリア政府から受けた指示を守ることができ､ 外交官として成功したのか｡

⑤ 彼は日伊蚕卵貿易関係の中で､ どのような役割を果たしたのか｡

アレツサンドロ ･フェ ･ ドステイア- ニの活躍 (特に美術関係) に触れる様々な先行研

究は存在している｡ しかしながら､ 本研究は､ 主に未刊史料を利用し､ この外交官を蚕卵

貿易の擁護者として見ようとする全く新しい研究である｡ 本研究はまた､ 幕末 ･明治初期

の日伊関係に関する先行研究が残す多くの疑問を解明し､ 日伊関係の知られざる側面を明

らかにするものとしての価値がある｡

日伊関係に関する新しい､ 個性的な歴史研究を生むためには､ 先行研究において扱われ

ている貴重な情報を把握するだけでなく､ イタリアと日本とにある古文書館 ･資料館で発

見された未刊史料を紹介し､ 分析することが重要だと考えられる｡ しかしながら､ これは､

百数十年前に離散された巨大なモザイクの欠片を集め､ それらを元の位置に戻すような､

非常に困難な作業である｡ なぜなら､ 或る史料は､ 単独で扱 うと全く意味と重要性とを持

たないが､ それが本来持つべき背景に正しく位置づけ､他の関連史料と照らし合わせれば､

予想外の事実が浮かび上がることになるからである｡

筆者はおよそ 2 年 8 ケ月という限られた時間で､ イタリアと日本とにおける様々な資料

館や古文書館で､ フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の日本における活躍に関わる未刊史料を収集

した｡ イタリアで集めた史料を解読した後に残る疑問と不明点とは､ 不思議なことに､ た

いてい日本で発見した史料の解読後に次から次- 解明されていった｡ 本論で､ 失われた幕

末 ･明治初期の日伊関係というモザイクの再現に挑む｡ こうすることによって､ 多くの疑

問が解明される上に､ また新しい研究- の道が開かれるのである｡
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■第 1 章 1 幕末 ･明治初期一 日伊貿易と国交開始について

[1･1] ～微粒子病と日本- 渡る蚕卵商人たちについて～

[1･1･1- 微粒子病の発生とヨーロッパ養蚕業の危機について]

ヨーロッパ養蚕製糸業は 14･15 世紀ごろから徐々に発展し始めた｡ しかしながら､ 産業

革命1の影響によって､ 19 世紀前半から､ 蚕糸の生産は需要の急増に刺激され､ 特にフラン

スの南部及びイタリアの北部において目覚しく成長した｡ その頃､ イタリア諸国2からの最

大の輸出品は生糸となり､ イタリア半島の生糸生産量は中国に次ぎ､ 世界第二位だったの

である3｡

しかしながら､ 1840 年代の終わりと 1850 年代の初めにかけて､ 南フランスの養蚕場に

おいて飼育された蚕は､ 謎の病気に罷り始めた｡ この謎の病に冒された蚕の体表にはコシ

ョウに似た微小な黒い斑点4 (微粒子) が生じていた｡ そのため､ この病気は当時のヨーロ

ッパで､ 俗にペプリン (仏 P 3血血e､ 伊 R ebL血a) と名づけられた5｡ 日本語では正式に ｢微

粒子病｣ といい､ その原体はN osem a B om bycls という微生物にある60 その微生物に冒さ

れた蚕は､ 発育が著しく阻害されるため､ 正常に綿糸を生産できずに死ぬことになる｡ 微

粒子病は蚕が既に成長している時に症状を現し始めるので､ 養蚕家が被る損害は極めて大

きい｡ この猛烈な病に犯された蚕の繭生産は 50% から80% も減少するため､ 蚕の飼育にか

かった費用､ 時間､ そして努力はほとんど全て水の泡になる7｡

微粒子病の感染エリアは徐々に拡大し､ 1850 年代前半からアルプス山脈を越え､ フラン

1 産業革命 (IndustrialR evolution) は､ 生産方法及び技術の変革 (特に産業における機械の導入) によって､ 各種製

品の生産量と共に､ 原料の需要を急激に増加させる効果があり､ 大工場の成立は社会構造を一変させた現象である｡

それは 1760年代のイギリスに始まり､ 1830年代からヨーロッパ諸国にも普及し始めた｡ 産業化は徐々に､ 近代化

に欠かせない要素となった｡

2 イタリアは 1861年に統一される前に､ 複数の諸国､ つまりサルデーニヤ王国(Regno diSardegna)､ ロンパル ド･ ヴ

ェ- ネ ト王国(R egno IJOm bardoIVeneto)､ パルマ公国(D ucato diParm a)､ モデナ公国(D ucato diM odena)､ マッサ
公国D ucato diM aSSa)､ ルッカ王国(D ucato diLucca)､ トスカ- ナ大公国(G ran dllCatO diTbscana)､ 教皇領(Stato
Pontificio)､ そして両シチリア王国(R egno delle D ue Sicilie)に分かれていた｡

3 ZA M E R ,Claudio,S訂lぬけ- Se由)'oh')'b h'aBL')'D GL'alP One (1861-188a),Cleup,2006､ 19 ページ参照.
4 これらの微粒子はイタリア人科学者エンリーコ･コルナリア (E nrico Cornalia)によって発見されたものであるため､

｢コルナリアの微粒子｣ (伊 CorpuSCOlidelCornalia) とも国際的に知られている｡ ZA N IE R ,Claudio,SE M A I-
Setaioliitalianiin G iappone (1861-1880),Cleup,2006､ 20ページ参照｡

5 ｢ペプリン｣ はプロヴァンス語の ｢pebre｣ (コショウ) に由来している｡

6 ZA N IE R ,Claudio,SEW - SeLu'oh')'taltanl')'D a)'aFP One (1861-1880),Cleup,2006､ 20 ページ参照｡

7 ZA N IE R ,Clalldio,戯 A J - Se由loh')'taEanl'it2GL'aFP ODe (1861･1880),Cleup,2006､ 22 ページ参照.
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スからイタリア半島北部1にも渡った｡ 1850 年代のイタリア半島北部の経済は､ ちょうど

1848-49 年の第一次独立戦争がもたらした不況から立ち直ろうとした頃に､微粒子病の新た

な脅威と立ち向かう破目に陥った｡ その感染エリアが拡大するにつれて､ ありとあらゆる

治療法2が次から次- と試されたが､ 微粒子病の撲滅- 導くどころか､ むしろ養蚕家の憤怒

を扇動するだけであった｡

実際､ 微粒子病は現在も不治の病気である｡ その発生を予防する方法は 1869 (明治 2)

年に､ ルイ ･パスツール 3によって発見された｡ それは蚕卵を顕微鏡で検査し､ 感染した蚕

卵の隔離を中心とする極めて単純な予防法だった｡ 但し､ その普及は､ 必要な設備に非常

に高額の費用を要すること､ そして長年効果のない治療法に編されつづけた養蚕家の不信

によって著しく妨げられた｡ したがって､ 結局､ パスツール法によるイタリア産無病蚕卵

の生産が再びイタリア養蚕業の需要を満たしはじめたのは 1880 年代初年となった｡

ここで､ 1850年代から1880 年代までの 30 年間に､ イタリア人を含むヨーロッパ人の養

蚕家は一体どのように生糸を生産し続け､ 倒産を免れたのかという単純な疑問が残る｡

[1-1-2- 蚕卵商人という職業について]

微粒子病の感染以前､ 養蚕家たちは自らそれぞれの養蚕場で翌年分の蚕卵を生産してい

た｡ 他所で購入することはほとんどなかった4ため､ 蚕卵の価格は極めて低かった5｡ しかし

微粒子病がもたらした養蚕業界の危機によって､ この状況は一変することになった｡ 1850

年代半ばから 1880 年代までのおよそ 30 年間､ 微粒子病による被害､ そして倒産を回避す

るために､ ヨーロッパの養蚕家たちはまだ微粒子病に感染されていない地域で蚕卵を仕入

れるという一時的な解決策を採用するしかなかった｡

このように､ 養蚕家が預けた膨大な金額を携えながら未感染の地域を訪れ､ 良質の蚕卵

を探求する困難な任務を背負った冒険家のような者､ いわゆる ｢蚕卵商人｣ (イタリア語で

1 主にサルデーニヤ王国 (R egno diSardegna) とロンパル ド･ ヴェ- ネ ト王国(R egno I.om bardo-Veneto)とを指す｡
2 科学に基づくものもあれば､ そうでないものもあった- この災害につけ込み､ 意図的に何の効果もない ｢特効薬｣ を

高価で販売する悪徳業者も少なくなかった0

3 Le uis Pasteur (1822- 1895) :フランスの有名な化学者 ･細菌学者｡ 酒石酸の旋光性や発酵の研究を行い､ 乳酸菌 ･

酪酸菌を発見､ 発酵や腐敗が微生物によって起ることを明らかにし､ 自然発生説を否定､ また低温殺菌法を考案｡ 炭
症菌や狂犬菌のワクチンを発明｡ (広辞苑より)

4 他所で生産された新鮮な高級蚕卵の購入は､ 自家製の蚕卵の質が悪化し､ 繭の生産が低下した時 (およそ 3･4･5年毎

に1度)だけに行われていた｡ZA N IE R ,Claudio,SEW - Seta1-oh-I-iab'aLZL'1-A a -aFPOne (1861-1880),Cleup,2006､
27-28 ページ参照｡

5 蚕卵 25130 グラム (種紙一枚) の価格は微粒子病の感染以前の時期に､ せいぜい 213 フラン (または 2-3 リラ:1 フラ

ンはフランスの通貨で､ その価値はイタリアリラに等しい) に及んでいたが､ 微粒子病の感染がフランス全域に拡大

した後に､ それは 10･20 フラン以上に高騰した｡ ZAN IE R ,Claudio,SEW - Setal'oh')'tahaL21'血a 'aFPOne
(1861-1880),Cleup,2006､ 27ページ参照0
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俗に ｢セマイオ｣ - SeLZZa血1) という新たな職業が誕生したのである｡

最初に動き始めた蚕卵商人たちは､言うまでもなく､ フランス人だった｡彼らは 1854 (安

改元) 年までイタリア北部のロンパルディア州及びヴェ- ネ ト州を訪れ､ その地域の極め

て良質の蚕卵を大量に仕入れ始めた｡ この商売は最初に､ イタリア人養蚕家にとっては非

常に有利だったが､ その寿命は非常に短かった｡ 感染地域から来たフランス人蚕卵商人た

ちのせいで､ 微粒子病はすぐにイタリアの養蚕場にも広まった｡ イタリア人養蚕家はフラ

ンスの例に倣い､ 1857- 58 (安政 4･5) 年頃から､ 良質で無病の蚕を仕入れる目的で､ 蚕

卵商人を未感染の地域に派遣し始めることになった｡

ただし､ 微粒子病に感染されていない蚕卵を他の地域で発見し､ それを地元の養蚕家に

納入することは､ 微粒子病問題の一時的な解決策に過ぎなかった｡ 輸入された無病の蚕卵

では､ 正常に繭を生産することが可能だった｡ しかしながら､ その繭から生まれた蚕蛾が

産む卵は微粒子病に感染されてしまうため､ 養蚕家は毎年新鮮な蚕卵を仕入れる必要があ

ったわけである｡

イタリア人蚕卵商人は当初､ 比較的近いダルマチア､ コルシカ島､ ギリシャを訪れたが､

微粒子病がすぐにそれらの地域にも広まった2｡ また､ 蚕卵商人の数が倍増していたから競

争も激しくなる一方だった｡

そのため､ 彼らは 1860 (万延元) 年前後になると､ 徐々に遠い地域､ ルーマニア､ オス

マン帝国､ブハラ(B ukhara､ウズベキスタン南部の都市)､ペルシャ､カシミール (K ashm ir､

インド北西部の地方)､ 中国などにまで足を踏み入れることになった3｡ しかしながら､ それ

らの地域も微粒子病に感染されたか､ その蚕卵の質が良好でなかったかという理由で､ す

べての期待は裏切られた｡ その頃､ 養蚕業の危機が高まる中で､ イタリアの繭生産は既に

およそ 40･50% 低下していた｡ もはや､ 蚕卵の仕入れが可能な地域としては､ 朝鮮半島､ そ

して日本しか残っていなかった｡

一方で､ 朝鮮半島は極めて閉鎖された地域だったため､ 貿易関係や国交を開始すること

は不可能だった｡ しかし他方で､ 日本は 1850 年代から開国の兆しを見せていたため､ 勇敢

1 (複数形は Sem aiとなる｡) イタリア語の正式な呼び方は Com m erciante disem e-bachi (コツメルチャンテ ･ディ ･

セメ ･バーキ) である｡

2 実際､ 微粒子病を未感染地域に広めたのは蚕卵商人たち自身だった｡ 彼らは微粒子病の克服を試みる意志と希望に駆

り立てられ､ しばしばその遠い地域において､ イタリアの感染された蚕卵の回復を目的とした実験を行っていた｡ 日
本における微粒子病感染が特に遅かった理由は､ 島国であるほか､ 蚕卵商人 (外国人) の内地旅行を禁じる不平等条

約のおかげであるともいえる｡

3 これらの遠征は､ ZA N IER ,Claudio,A na n 'ceLICa deJBem ePeZdub .S zLua lT'a deua Beta tzTB SCIenza e speczllazL'oDe
(1858-18GB),Franco An geliE ditore,1993､ という一冊において､ 丁寧に紹介されているO また､ ZA N IE R ,Claudio,
SE M - Se由)'oh')'iall'aDL')'n a 'aFPOne (1861-1880),Cleup,2006､ 26138 ページにも扱われるo
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な蚕卵商人たちはこの国における蚕卵購入遠征を試みることを検討し始めた｡

ここで､ イタリア人蚕卵商人たちの最初の日本上陸を検討する前に､ 1850年代の日本の

歴史的情勢及び対外政策について触れる必要があるだろう｡

[1-1-3- 鎖国の日本と欧米列強について]

蚕卵商人たちが訪れようとしていた日本は､200年以上鎖国体制を保ち続けた国であった｡

18世紀の終わり頃から19世紀前半にかけて､日本はオランダと中国以外の国と公式な貿易

関係を持たなかった｡ 実際､ 日本列島に接近し､ 通商関係などを結ぼうとした試みは様々

であったが､ ロシアのレザノフ (N ikolaiPetrovich Rezanov,176411807) 使節をはじめ､

イギリスの ｢フェー トン号｣ (PIlaetOn)やアメリカの ｢モリソン号｣ (M orrison)の任務も､

すべて挫折に終わった1｡

しかし､ 1852 (嘉永 5) 年に､ 江戸幕府は米国のペリー提督(M atthew Calbraith Perry,

179411858)が艦隊を率いて日本を訪れる公式な報告を受けた｡ この報告がヨーロッパ各国

に広まったため､ ロシア､ イギリスなどの船が日本- 渡航する準備を始めた2｡ 翌 1853 (寡

永 6) 年 7 月 8 日､ ペリー提督の黒船が約束どおりに浦賀沖に現れたことで､ 幕府が長年維

持しつづけた鎖国体制の崩壊が始まった｡ なぜなら､ ペリー提督には以前の外国使節のよ

うな失敗が許される余地がなかったからである｡

幕府に対して､ ペリー提督は表向き友好的な態度を示していた｡ しかしながら､ 浦賀湾

に錨を下ろしていた ｢黒船｣ の大砲は､ 彼の言葉に言外の威圧感を与えていた｡ ペリー提

督は､ 1853 (嘉永 6) 年 7月 14 日､ フィルモア大統領 (M illard Fillm ore,1800･1874) か

らの国書とともに､ 日米通商関係の開始､ 日本沿岸で遭難したアメリカ人に対しての待遇､

そしてアメリカ船 (主に捕鯨船) - の薪水 ･食糧補給の保証などの要求を強調する自筆の

手紙を幕府に提出した｡ そして僅か三日後に日本を出航した3｡ これを受けた幕府には､ 二

つの選択肢しかなかった｡ ペリーの要求に応じるか､ それとも米国との対決に備えて時間

を稼ぎ､ 海岸防衛に力を入れるかということであった｡

翌 1854 (嘉永 7) 年 2 月に､ 再び黒船 (今回は八隻の巨大な船舶) が国書に対する回答

を受け取るために再び来日した｡ 幕府は結局､ 慎重な姿勢をとり､ ペリー提督との交渉を

始めることにした｡ こうして､ 同年 3月 31 日に日米和親条約が締結されることになった｡

1 W .G .Beasley,SiuL由del Gl'aFPODe m Odem o (nuova edizione),Einaudi,1975,48157ページ参照0

2 W .G .Beasley,StuL･)'a GelGL'appone LZ20dem o (nuova edi2;ione),Ein audi,1975,57･58ページ参照｡

3 W .α.Beasley,StuTla Gela 'appome m odem o (nuova edizione),Ein audi,1975,72ページ参照｡
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結局､ ペリー提督は日本との通商条約を結ばなかったが､ 補給港として下田港と函館港

の開港､ 遭難したアメリカ人に対する適切な待遇の保証､ そして駐日領事を派遣する許可

を獲得した｡

もちろん､ 黒船来航は幕府に相当の圧力をかけたという点で重大な役割を果たしたと言

える｡ しかし結局､ 外国と戦わずに交渉の道を選んだのはあくまでも幕府 (具体的に述べ

ると､ 老中阿部正弘と大老井伊直弼) だった｡ この決断は､ 日本が欧米列強の植民地にな

らなかった主な原因の一つであるとされる｡

いずれにせよ､ 欧米列強は近代化を進めながら､ 世界各地に貿易市場を拡大することに

相当の力を入れはじめていたため､ 日本が開国するのは時間の問題だった｡

ペリー提督が収めた成功を目の当たりにした多くのヨーロッパ列強も日本- 目を向け始

めた｡ 1853 (嘉永 6) 年 8 月 12 日に､ プチャーチン提督 (Ev丘m iiⅥlSil'evich Putyatin,

1804･1883) が長崎に来航し､ 1855 (安政 2) 年 2 月に日露和親条約が結ばれた｡ また､ イ

ギリスとオランダも同様の条約を締結することになった｡ まさに田中彰が述べているよう

に､ ｢ひとたび資本主義世界に開かれた鎖国の窓は､ つぎつぎとおし広げられていく｣ 1ので

あった｡

また､ 1856 (安政 3) 年 8 月 21 日に､ 日米和親条約に規定されているとおり､ 初代駐日

米国総額事は下田に着任 した. 彼の名はタウンゼン ド･ハ リス (Tow nsend H arris,

1804-1878) で､ 特に日米通商条約の締結までの過程に重要な役割を果たした人物であるO

- 方で､ 外国が日本にかける圧力は徐々に強くなりつつあった｡ 他方で､ この圧力をど

のように抑えればよいかがわからなかった幕府及び諸藩の懸念は高まっていくばかりだっ

た｡ 幕府 (老中阿部正弘) はペリーの来航と提出された国書について朝廷､ そして諸藩主

の見解を求めた｡ これは全く前例のないことで､ その結果､ 幕府の専制的 ･絶対的な権力

が討論に付され､ 朝廷と諸藩の権威が強まったのである｡

このように､ 大名や幕臣が開国問題について､ 多くの意見書を提出した｡ 1853 (嘉永 6)

年に､ 開戦 ･拒絶論を支持していた藩は合わせておよそ 62.9% を占領し､ 圧倒的に多く､

許容･積極的交易論を支持していた藩主は合わせてわずか 29.6% に過ぎなかった｡ しかし､

駐日アメリカ領事ハリスと老中阿部正弘 (1819･1857) の後継者堀田正睦 (1810･1864) の

働きかけ､ そしてアロー戦争の勃発2によって､ 諸藩の外国人許容論が徐々に広まっていっ

1 田中彰 『開国と倒幕』(児玉幸多､ 他編 『集英社版日本の歴史』第⑮巻)､ 集英社､ 1992､ 62 ページ参照｡

2 アロー戦争(TheA rrow W ar):1856年､ 広東港に停泊中のイギリス国旗を掲げた小帆船アロー号の臨検問題から起った､

中国とイギリス･フランスとの間の戦争｡ 1860 (万延元) 年､ イギリス ･フランス連合軍の北京入場によって北京条
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た1｡

ハリスは着任してからずっと､ イギリス･フランスの脅威について幕府を必死に説得しよ

うとした｡ そして､ アロー戦争が勃発した時､ 幕府は ｢無敵な｣ イギリスとフランスの危

険性を目の当たりにした｡ 徳川斉昭 (水戸藩) の猛反対にもかかわらず､ 老中堀田正睦は､

西洋列琴との破滅的戦争を避けるために､ 徳川幕府の死守すべき祖法に叛いても､ 異国を

許容する方針に沿ってあらゆる努力をした｡

このように､ 堀田はイギリス ･ フランス船の来航に備え､ 迅速にオランダとの通商条約

を結んだ｡ 同時に､ ロシアのプチャーチンが再度来航し､ 幕府に日露通商条約の締結を要

求した時､ 幕府は彼にオランダと結んだ通商条約モデルを提案した｡ プチャーチンは最後

にその条約に調印したが､ ハリスはそれを一切受け入れようとせず､ 強硬な姿勢で ｢本格

的な｣ 通商条約締結を要求するため､ あえて将軍に謁見した｡ その結果､ 老中堀田はつい

にハリスの通商契約モデルを受理し､ そこから長い交渉が開始されたのである｡

結局､ ハリスの条約草案は以前のオランダ草案より遥かにアメリカにとって有利だった｡

そこで､ ハリスは､ アメリカ領事館を下田から江戸に移動させること､ 貿易における幕臣

の干渉を許さないこと､ 長崎 ･神奈川 ･新潟 ･兵庫を開港すること､ アメリカ人商人が江

戸･大坂- 自由に立入できることなどの特権を獲得できた｡ しかしながら､ 堀田はこの条約

草案を諸藩に提出した時､ それに反対する藩が予想以上に多数であったことに気付いた｡

この間題を迅速に解決するために､ 堀田は朝廷の勅許を得ようと上京したが､ 孝明天皇

自身も外国との通商条約に反対するという意見を表明した｡

ちょうどその頃､ イギリスとフランスの脅威はさらに身近だった｡ 1858 (安政 5) 年に､

アロー戦争の結果として､ イギリス､ フランス､ アメリカとロシアが中国と天津条約を結

び､ 日本- 使節を送る準備に着手していた｡ その事情を知ったハリスが好機をつかむため､

江戸に駆け込み､ 幕府に改めてイギリス脅威論を巧みに説いた結果､ 1858 (安政 5) 年 7

月 29 日に､ 大老井伊直弼は孝明天皇の勅許を得ずして､ 日米修好通商条約を締結した｡ ま

た､ オランダとロシアの次に､ ついにイギリスのエルギン (Jam es B ruce, E arl of E lgin,

1811･1863) 及びフランスのグロ (Jean B aptiste Louis G ros,1793･1870) も来日し､ 同じ

条約を調印した｡

約を締結｡ 第二次阿片戦争ともいう｡ 〔広辞苑参照〕｡

1 1857-8 (安政 4･5) 年に､ 開戦 ･拒絶論支持が 20.5% に減り､ 許容 ･積極的交易論が圧倒的な 58.7% に達したのであ

る｡ 田中彰 『開国と倒幕』(児玉幸多､ 他編 『集英社版日本の歴史』第⑬巻)､ 集英社､ 1992､ 70 ページ (図その 51)
参照｡
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これらはいわゆる ｢安政の仮条約｣､ 又は ｢五カ国条約｣ である｡ それらの締結によって､

日本は鎖国体制を放棄し､ ついに欧米諸国と貿易を開始した｡ もちろん､ 在 日外国人には

開港された都市の居留地以外の場所に立ち入ることが禁止されていたが､ 欧米列強にとっ

て､ 大きな第一歩だった｡

しかしながら､ この条約の締結は日本各地に猛反発を引き起こし､ 壊夷派の憤怒を掻き

立てる効果もあったことを忘れてはならない｡

ここで､ 十四ヶ条からなる五カ国条約 (日米修好通商条約) の主な条文を簡潔に検討す

る1｡ まず､ 第- 条 ･第二条は日米修好関係及び公使 ･領事の派遣に関するものである｡ 第

三条では､貿易港が決定されており､それらは神奈川と長崎 (1859 (安政 6)年 7 月 4 日2)､

新潟 (1860 (万延元) 年 1月 1 日)､ 江戸 (1862 (文久 2) 年 1月 1 日)､ 大坂 ･兵庫(1863

(文久 3) 年 1月 1 日)である｡ また､ 神奈川の開港から6 ケ月が経つと､ 下田港は閉鎖さ

れることも決まる｡ 続いて､ 第四条は関税を決定する条項である｡ 第五条においては内外

貨幣の同種同量による通用が定められ､ 第六条には治外法権､ つまり日本で罪を犯す者が

アメリカの法律で裁かれることが規定される｡ 第七条は居留地に駐在する外国人の移動制

限に関するものであり､ 次の第八条は外国人の信仰の自由を保証するものである｡ また､

注目に値する条項は第十三条である｡ ここで､ 1872 (明治 5) 年 7 月 4 日 (後に 7 月 1 日

となる3) 以降､ 条約改正の予備会談が開かれるべきであるとのことが規定される｡ この条

約は日本にとって非常に不利なものであったことは周知の通りである｡ 日本と貿易を行う

外国が支払 う輸出税は極めて小額で､ 在 日外国人は治外法権の権利を享受することができ

る｡

いずれにせよ､ 日米修好通商条約の締結は 1860 (万延元) 年代の日本､ 特に尊壊運動の

発生と幕府の崩壊とに多大な影響を及ぼした｡ また､ その改正問題は明治維新後､ 近代化

に向かって歩み始めた新政府にとって頭の痛い課題となった｡ 条約改正の予備会談開始日

に向けて､ 1871 (明治 4 ) 年末に日本政府は岩倉使節団を米欧に派遣すると共に､ 一時的

に柔軟な対外姿勢をとる｡ 本論で扱 う駐日イタリア公使フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の外交

活動は､ 1870 年代前半の日本の対外政策に大きく影響されるため､ 上記の条約の内容及び

その改正問題の重要性を改めて強調しておく価値がある｡

1 日米修好通商条約の英語版はA U SLIN ,M ichaelR .,N egotiating wi th lm peri aliSm - The U nequalTr eaties and th e
Culture ofJapanese D iplom acy,H al･vard U mi versity Press,2004､ 214-221ページ､ に載っている｡

2 実際､ 横浜と長崎は 1859年 7 月 1 日に開港された｡

3 日伊修好通商条約にも､ 条約改正予定日は 1872 (明治 5) 年 7月 1 日となっている｡ 本論の付録③参照｡ 外務省記録

局 『締盟各国条約嚢纂』第一編 1884,1889 477･504ページ
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[1･1･4- 日本に上陸した最初のイタリア人蚕卵商人たちについて]

五カ国条約の締結及び横浜などの開港によって､ 多くの外国人が日本を訪れるようにな

った｡ 前述のとおり､ ちょうどその頃､ ヨーロッパ (そしてイタリア) の蚕卵商人たちは

日本に目を向け始めるところだったため､ 開国のタイミングは絶好だったと言える｡

ピサ大学教授クラウディオ ･ザニエル (Cla¶.dioZanier) 氏の蚕卵商人に関する研究によ

れば､ イタリア人蚕卵商人が最初に日本を訪れたのは 1861 (文久元) 年のことである｡ し

かしながら､ この人物が実際どの程度蚕卵を輸入できたかは不明である1｡

いずれにせよ､ 1860 (万延元) 年から 1862 (文久 2) 年までの間に､ 日本産蚕卵のサン

プルはフランスやイタリアのあちこちに現れ始め､ その質は極めて良好であることが証明

された2｡ 日本産蚕卵は早くもフランス人､そしてイタリア人養蚕家に好評を博した｡ 無論､

日本の蚕は決して微粒子病に免疫があるわけではなかったが､ 確実にヨーロッパの蚕より

もその病に対して抵抗力があることが判明した｡ しかしながら､ 日本に渡る蚕卵商人たち

は様々な困難や問題を乗り越えなければならなかった｡

第- に､ 当時3､ ヨーロッパから日本に渡る者は､ 片道 2 ケ月程度の長い旅行期間に耐え

なければならなかった｡ 更に､ その旅行を行うために膨大な費用が必要だった4｡

第二に､ 蚕卵商人を含む外国人には､ 前述の通り､ 五カ国条約によって定められたエリ

ア (外国人居留地とその周辺) 以外の地域に足を踏み入れることが厳禁されていた｡ 蚕卵

商人たちは従来､ ヨーロッパやアジアで蚕卵を仕入れていた時は､ 原産地で､ 直接に良質

の蚕卵を選抜することができていた｡ しかし日本の蚕卵原産地は居留地から相当離れてお

り､ 外国人蚕卵商人が蚕卵を直接に購入することができなかった｡ このように､ 彼らが帯

びる任務は更に困難となっていた(｢外国人内地旅行問題｣について､詳しくは第 5 章参照)0

第三に､ 横浜が開港されてから､ 蚕卵の輸出は幕府が発布した ｢蚕種輸出禁止令｣ とい

う法令によって禁じられていた｡ 蚕卵の輸出が解禁されるのは 1865 (慶応元) 年夏になる

ため､ その時までヨーロッパの蚕卵商人は蚕卵を密輸せざるを得なかった｡

1 1861年に確実に日本にいた蚕卵商人は､後にイタリア国籍を獲得するダルマチア人のニコロ･ヴチェティツク (N ico18
Vucetich) である. また､ トスカ- ナ出身のフェルディナンド･デ ･ベルフェッティ (Ferdinando D e Perfetti) と

いう人もその頃日本に滞在していたと見られる. ZA m E R ,Claudio,SEW - SetaL'oh')'由11aDL'ID GyaFPODe
(1861･1880),Cleup,2006 48 ページ参照｡

2 B R E SCIA N I,Cesare 仏cura diClaudio Zanier),Viaggio nell'in tern o delG iappone 日本国内旅行 (1872),Cleup,
2006､ 10-11ページ参照｡

3 ここで､ ｢当時｣ はスエズ運河が 1869 年に開通される以前の時期を指す｡

4 片道料金はおよそ 465 ドル(およそ 2580 リラ)である｡LEVA FA U STO (ed.),Sお肌由dene Cam pag27e Oceanjche dena
R .M an 'na - Vu um e 1 (RiStam Pa),U 皿cio Stori Co della M ari na M ilitare,1992､ 195ページ参照0
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しかしながら､ 蚕卵商人たちはそれでも挫けなかった｡ 1863 (文久 3) 年にはフランス､

イギリス､ そしてオランダ経由で､ 蚕卵が大規模に日本からイタリア- 輸出され始めるこ

とになった｡ その年の総輸出量はおよそ 3 万オンス1に相当し､ その一部がイタリア人養蚕

家の手にも届いた｡ このように､ 日本産蚕卵に対する好評が更に広まり､ それでできた絹

製品が良質であることが再確認されたため､ 大勢のイタリア人蚕卵商人は翌年から直接に

日本を訪れ始めたのであった｡

1864 (元治元) 年は､ 後に徳川幕府を積極的に支援する一方で､ 日仏貿易に新たな刺激

を与えた駐日フランス公使ロッシュ (L 6on R oches,1809･1901) が着任した年である2｡ イ

タリアはこの頃､ 日本との修好通商条約をまだ締結していなかったため､ イタリア人蚕卵

商人達は ｢蚕種輸出禁止令｣ が解除されるまでは蚕卵を密輸し､ その後はフランス､ スイ

ス､ イギリス､ オランダの傘下で取引していた｡

この年に日本を訪れたイタリア人には､ 合資会社を創立してから旅行を計画したエンリ

ーコ･アンドレオッスイ (E nrico A ndreossi, 1828･1884) 3を初め､ 1880 (明治 13) 年ま

でほぼ毎年渡日するボンベオ ･マツツオツキ (P om peo M azzocchi, 182911915) 4､ ジュゼ

ツペ ･グラツイオ- リ (G iuseppe G razioli,1808-1891) そしてアントニオ ･ ドゥズィ- ナ

(A ntonio D usina,1833･1906) 5などが含まれ､ 合計で 16 人にも及んだ｡ 1864 (元治元)

年に輸出された蚕卵の量が 30 万オンス (つまり1863年度の 10 倍程度) に上り､ その中の

2/3 がイタリアで販売された6｡ 更に､ 翌 1865 (慶応元) 年､ つまり ｢蚕種輸出禁止令｣ が

解除された年に､ ヨーロッパに輸出された蚕卵の量は合計 300 万オンス (1863年度の 100

倍) にまで上ったと見られる7｡

1 蚕卵の 1オンスはおよそ 25-30 グラムに相当していた. (つまり種紙一枚､ 蚕卵をおよそ 40000 個に等しい- オンス

の単位はまだ標準化されず､ 国と地方とによって異なっていた｡) 但し､ 日本の種紙一枚が載せる蚕卵の量は極めて

不規則的で､ 20 グラムから30 グラムの間で､ 変動が激しかった｡ また､ 日本の蚕卵はヨーロッパで生産されたもの

よりも小さかったようである (日本産の蚕卵の 1オンスは蚕卵 50000 個に相当する)｡ この点については､ ザニエル

氏の研究が詳しいo ZA N IE R ,Claudio,SE W - Se由)'oh')'b ll'anL'itZa 'appoDe (1861-1880),Cleup,2006､ 71-77ペ
ージ参照｡

2 田中彰 『開国と倒幕』(児玉幸多､ 他編 『集英社版日本の歴史』第⑮巻)､ 集英社､1 992､ 314･315,330 ページ参照｡

3 アンドレオッスイはロンパルディア州のベルガモ (B ergam o) で活躍するスイス系の大商人である｡ この蚕卵商人に

ついての詳しい情報はZA N IE R ,Claudio,SE W - Se由)'oh'1'LaLiaDliD GjaFPatZe (1861-1880),Cleup,2006､
271-275ページ､ に含まれている｡

4 この人物の生涯や活躍はSA LD IBA RISA N I,Cateri na,B um p eo M azzocchl'IL a IT'b e l'lq'ags7',Fonda2;ione civi lta
breSCiana,1999 という一冊において､丁寧にまとめられている｡また､彼の興味深い日記も刊行されている.ZA N IER ,

Claudio (a cura di),1ID 7-an 'o dtB om peo M az2m ChJ'18m ･1915,La Com pagnia della Stam pa - M asSettiR odella
E ditori,2003 を参照｡

5 グラツイオ- リや ドゥズィ- ナについては､ ZA N IE R ,Claudio,SE W - SetaL'oE L'tab'anl'血 a 'aFP ODe (1861-188a),
Clellp,2006､ 338-341､ 317･319 ページ参照｡

6 ZA N IE R ,Claudio,SEW - Se由)'oltL'tab'aLZI')'D a )'aFP ODe (1861-1880),Cleup,2006､ 63 ページ参照0
7 ザニエル氏が述べるように､ 以上の数字を見ると､ 蚕種輸出禁止令が解除される前にも､ 幕府はこの貿易の重要性に

目覚め､ その違法を厳しく取り締まる意志はなく､ 相当手加減していたと考えられる｡ ZA N IE R ,Claudio,SEM -
Se由)'oh')'tah'am '血 a 'appome (186111880),Cleup,2006 63165ページ参照｡
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[1･2] ～日伊国交の開始とその重要性について～

[1-2･1- イタリア王国の成立について]

イタリアは､ 国家として存在していなかった頃 (1861年以前) からも､ 近代化に向かっ

て歩み始めていた｡ 特にサルデーニヤ王国 (現在のピエモンテ州) 及びオース トリア帝国

の支配下にあったロンパルディア州においては近代工業が奨励されていた｡

しかしながら､ 1860 年以前イタリア半島は八ヶ国に分裂され､ それぞれの王国や公国は

独自の関税率､ 通貨､ 尺度の単位を持ち､ この状況は商業や産業の発展を著しく妨げてい

た｡ 北イタリアの商人､ 豪農や企業家などは､ 統一された国家の重要性を理解 し始めると

ころだった｡ 彼 らは自らの利益を増 し､ 経済成長を図るために､ 新たな道路や鉄道を作る

と共に貿易を擁護できる中央政府を必要としていたのである｡

微粒子病がヨーロッパ各地で猛威を振るい､ イタリアの養蚕場が完全に感染されていた

頃､ 試行錯誤の末､ 1861 (文久元) 年にイタリア王国がついに成立した｡ サルデーニヤ王

国の首相で優れた政治家カヴ- ル伯爵 (Cam illo B enso Conte diCavour, 1810･1861) の

努力によって､ イタリア北部地方 (ヴェ- ネ ト州以外) が､ オース トリア帝国から独立を

得ることに成功 し､ サルデーニヤ王国に併合 された｡ 翌年､ 伝説の愛国者ガリパルディ

(G iuseppe G aribaldi, 1807･1882) は､ 有名な ｢千人隊｣ を率い､ イタリア南部 (両シチ

リア王国) 遠征を行った｡ ガリパルディはその地方を支配していたブルボン族の追放に成

功し､ イタリア南部をサルデーニヤ国王 (後にイタリア国王) ヴイツトリオ ･エマヌエー

レ二世 (V ittorio E m anuele II,1820･1878) に献じた｡

[1-2-2 養蚕業の危機とイタリア経済について]

しかしながら､ 生まれたばかりの立憲君主制国家､ イタリア王国の政治 ･経済的構成は

まだ非常にもろく､ その基盤は不安定だった｡ また､ カグールの急死 (1861 (文久元) 年 6

月 6 日) によって､ イタリア王国の政界は手痛い打撃を受けた1｡ ちょうどこの困難な時代

が始まろうとしていた頃に､ 養蚕製糸業に基づいていたイタリア経済は微粒子病の脅威に

よって大きな損害を被った｡

蚕卵を除けば､ 1860･70年代イタリア王国の主要な輸入品は､ 食糧 (小麦)､ 石炭､ 木綿､

l M O N TAN E LLI,Indro,Sb LT'a d'1Ttab'8 - L 'Ztah'a deL'notabib'1861-1900,B iblioteca U mi versale R izzoli,2002,324
ページ参照｡
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(総輸出額のそして輸出していた主なものは生糸綿花、羊毛、鉄板、機械類などだった。

この事実は、イタリアワイン、オリーブ油などである1。の他、硫黄、大理石、銑鉄、113) 

の近代工業の発展度がし、かに低かったか、そしてイタリアの経済はし、かに農業(特に養蚕

業)に依存していたかということを明らかにする。

(明治 15) 年までのイタリア輪出入総額のデータ2を調べる1862 (文久 2) 年から 1882

この事実は更に明瞭に現れる(以下グラフ①参照 )0 1860 年代の輸入額は輸出額を遥かと、

に超えている。もちろん、 1866 (慶応 2) 年 5 月から 1883 (明治 16) 年まで導入された「コ

(Corso forzoso) 3によるイタリアリラの価値下落(そしてそれにノレソ・フオノレツォーソj

この差には養蚕業の危機が著し繋がる輸入の抑制と輸出の促進)は主な原因であろうが、

1870 年代から、イタリアの近代化がゆっくりと進む中で、輸く影響しているに相違ない。

1871 (明治 4) 年にイタリア経入額が上昇する傾向を見せるが、輸出額との差が縮まり、

しかしながら、それは単なる異例にすぎず、 1882 (明治 15) 年までの 11

(輸出入総額データを以下のグラフにまとめた。)年間に、再び黒字になることはなかった。

済は黒字になる。

グラフ①イタリア王国の輸出入総額(単位 :100 万リラ、期間: 1862-1882) 
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1 LUZZATTO ， Gino ， L'economia italiana da11861 a11894 ， Piccola Biblioteca Einaudi ， 1968 、146-151 ページ参照。

日本語で、森田鉄郎 編『世界各国史 15 イタリア史』山川出版社 1976 、358-360 ページ、を参照。

2 このデータは税関への申告書から抽出したもので、実際の輸出入総額はやや高いと恩われる。LUZZATTO ，Gino ， L' 
economia italiana da11861 a11894 ， Piccola Biblioteca Einaudi ， 1968 、145 ページ参照。

3 森田鉄郎の研究によれば、ナツイオナーレ銀行が発行する銀行券の金との免換停止が認められ、銀行券は強制通用力

の認められた不換紙幣となり、コノレソ ・フオルツォーソ(正貨先換の義務のない通貨制度)と呼ばれた 。森田鉄郎 編

『世界各国史 15 イタリア史』山川出版社 1976 、36 1・362 ページ参照。
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したがって､ 1860 年代前半の目立った赤字を無くすには､ まず､ 養蚕製糸業の危機を解

決する必要があった｡ その解決- の鍵を握っていたのは蚕卵商人だったのである｡

[1-2･3- 日伊修好通商条約の必要性について]

1863 (文久 3) 年 3 月 24 日に外務大臣となったエミリオ ･ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ

(E mi lio ⅥscontiVenosta,182911914) は､ 養蚕製糸業が最も発展しているロンパルディ

ア州 (ミラノ) の出身だったため､ その事情を非常によく理解していた｡ したがって､ 彼

は早くもイタリア北部の養蚕家 ･蚕卵商人たちの呼びかけに応えた｡ 渡日を希望する蚕卵

商人たちに便宜を図るためには､ できるだけ早く日本と修好通商条約を締結する必要があ

った｡

そのために､ ヴェノスタは､ 外交官クリス ト- フォロ ･ネ- グリ (C ri stoforo N egri,

1809･1896) 1や商人アンドレオッスイと協力し､ 日本にイタリア使節を派遣する計画の準

備に着手した｡ しかしながら､ 結局､ 海軍省はその使節に必要な軍艦を提供しなかったた

め､ 彼の全ての努力は水泡に帰した2｡

結局､ 1864 (元治元) 年 9 月 27 日､ ミングッティ (M arco M inghetti, 1818･1886) 内

閣が瓦解し､ ヴェノスタが外務大臣を辞した｡ しかし養蚕家の期待が裏切られそうになっ

たその時に､ イタリア王国首相 ･外務大臣･海軍大臣の任命を帯びたラ･マルモラ (A l丘)nso

La M arm ora,1804･1878) 将軍3が登場した｡ 彼は農工商大臣に任命された トレッリ (Luigi

Torelli,1810･1887) 4と協力し､ 更に積極的に日伊修好通商条約の締結に携わった5.

このように､ ヴィットリオ ･アルミニヨン海軍中佐 (V ittori o A rm in jon) が特命全権大

使に任命され､ イタリア海軍が誇るコルグェット艦 ｢マジェンタ号｣ (M agenta) 6の指揮権

を握ることになった｡ 彼の任務は靖国 (中国)､ そして日本の政府と交渉し､ 修好通商条約

1 ネ- グリはミラノ生まれで､ 1867年にフィレンツェにおいて､ イタリア地理学協会 (Societa G eografica ltal iana)
を創立し､その主席となる｡G R A SSI,F abio,L a fo rm a2;lone della diplom azia nazionale,Istituto Poligrafico e Zecca
deuo Stato,R om a,1987,527ページ参照｡

2 U G O LIN I,R om ano,ZLlaPPOytl血Ia ZLab'a e GL'aFPODe Deu 'e由'噸 in ISTITU TO PE R LA STO R IA I)E L
R ISO R G IM E N T O ITju IA N O I C O M ITATO D IR O M A,Lo staわh'bem le Zb llaDO e l'eta'M eLjiL A ttlGelI
a n I聯 OZtalo-GJ'am oDeSe dtstudtsぬ血 aloLZZ8,2312 7 6etteR2bzle 1985),E dizionidell'A teneo,1987,(131･174
ページ) 134 ページ参照｡

3 彼はカグールの政治観を支持し､ イタリア人企業家の企画を熱心に奨励するものだった｡

4 彼はロンパルディア州､ ソンドリオ市の出身で､ イタリア養蚕業界の悲惨な状況をよく把握していたと考えられる｡

6 U G O LIN I,R om an O,ZLTBPP以･tl由Ia Zb h 'a e a 'appoDe nen 'eta'Melji',in ISTITU TO PE R LA ST O R IA D E L
R ISO R G IM E N TO ITA LIA N O - C O加ⅡTAT O D I R O M A,Lo s由血h'bezrale Zb EaDO e l'e由'M eJjl-A tLldelI
a DIleg220 1Tbllo･GL'aFPOneSe dtstudtstom 'cl (R om e,23-2 7 setねむbzle 1985),E dizionidelrA teneo,1987,(131-174
ページ) 134-135ページ参照｡

6 この船の進水式は 1862 (文久 2) 年にリグォルノ (Livorn o) で行われた｡ その乗組員は 810 名に及び､ 排水量が 2503
トンである｡ 1865年にウルグアイの領海に駐在し､ そこから､ 1866 (慶応 2) 年 1月 18 日に横浜に向かって出発

した｡
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を締結することだった｡

アルミニヨンは早速､ 1865 (慶応元) 年 10 月 3 日に条約締結の予備交渉のためパリ- 赴

き､ そこに滞在していた柴田日向守 (しぼたひゆうがのかみ) と会見1 した｡ そして､ 彼を

乗せた ｢マジェンタ号｣ はナポリを出港し､ 1866 (慶応 2) 年 1月 18 日にウルグアイのモ

ンテビデオに到着した｡ そこから､ 2 月 2 日に日本2に向かって出港した｡ ちなみに､ ｢マジ

ェンタ号｣ が航海中だった時に､ ヨーロッパで戦争が勃発 した｡ 4 月 8 日にプロイセンと攻

守同盟を結んだイタリア王国は､ ヴェ- ネ ト (V eneto) 地方の返還を目指していたため､ 6

月 20 日に参戦し､ オース トリア帝国と戦端を開いた｡ この戦争は ｢第三次イタリア独立戦

争｣ とも呼ばれた｡ ロマ- ノ ･ ウゴリーニ教授が述べるように､ 第三次独立戦争の勃発に

よって､ 軍艦 ｢マジェンタ号｣ の旅行と共に日伊修好通商条約の締結が再び中止される恐

れがあった3｡ しかし結局､ アルミニヨンは無事任務を成功に導くことができた｡

[1･2･4- 1860 年代の日本及び徳川幕府の衰退について]

1858 (安政 5) 年に日本が欧米列強と締結した不平等条約は大きな矛盾を孝んでいた0

つまり､ 将軍は天皇に ｢征夷大将軍｣ として任命を受けていたにも拘 らず､ ｢夷秋｣ (いて

き)､ つまり外国人の日本上陸を公式に認めたわけである｡

この決断は一方で､ 鎖国から目覚めた日本を近代化に向かわせるのに著しい影響があっ

た4が､ 他方､ 尊擾派による多くの暴力 ･暗殺事件の原因となった｡

こうして､ 幕府が朝廷の勅令を受けずに条約を締結した結果､ 尊壊派大名､ 京都の公家､

そして日本各地の志士の不満の声が一斉に高まっていった｡ 特に､ 条約締結に携わった張

本人､ 大老井伊直弼 (181511860) は批判の的となったが､ 逆に騒動の鎮圧に着手した. 井

伊は多くの大名や公家に急度慎 (きっとつつしみ) や隠居を命 じ､ 志士を処刑 した5｡ いわ

ゆる ｢安政の大獄｣ である｡

1 AR M IN JO N ,V ittorio,Ll a 'aFPOme eillq'agg2'o dena car搾tta M ag即ta,G enova,R .I.Sordom uti,1869､ 205-206 ペ
ージ参照｡

2 アルミニヨンは蚕卵商人の活動を援助するため､ 蚕卵仕入れの季節である夏に日本に到着する計画を立てた｡ この理

由に基づき､ 彼は中国ではなく､ 日本を訪問することを優先させた0 A R M IN JO N ,Vittori 0,lla 'appaHe eilTdaggZ'o
dena coTTletta M aglen b ,Genova,R .Ⅰ.Sordom uti,1869､ 209ページ参照｡ ここで挙げる入港 ･出港の日にちも公式

な記録 (つまりAR M IN JO N ,Vittori 0,ll G l'appoDe a il IdaeP 'o deua cot陀地 M ageLH由,G enova,R エSordom uti,
1869) に基づいている｡

3 U G O LIN I,R om ano,ZLTaFPaE･11bla Zb na e GlappoBeneH 'e由'M eLjl',in ISTITU TO PER LA ST O R IA D E L
R ISO R G IM E N TO ITA LIA N O - CO M ITAT O D IR O M A,Lo sぬめb'betale ZtahaBO e l'e由'M eljy-A ttlGelI
a m vegno Ztalo-a 'aFP aHeSe distudtSね血 Olom a,23･2 7setお皿血Ie 1985),E di2iionidell'A teneo,1987,(131-174
ページ) 135ページ参照｡

4 不平等条約と幕末時代の日本外交などの点に関して､ M ichaelA uslin ,N eglDtla tlDg WT'th Zm perlah'sm 一乃e uneqzLal
tTeatles aLZd the cultzLLre OfJapaDeSe diplom acy,H arvard U niversity Press,2004 が詳しい｡

5 この点ついて､ 吉田常吉 『安政の大獄』吉川弘文館､ 1991 を参照｡
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条約締結及び安政の大獄は幕府に対する反感を更に高め､ 尊皇壊夷1派の怒 りを爆発させ

る結果となった｡ それは､ まさに恐怖の時代の幕開けであった｡ 尊皇擾夷運動を支持する

士族や浪人の刀が狙っていた標的は､ まさに ｢尊皇壊夷｣ という言葉が示すように､ 天皇

の意に背き､ 外国人を日本に受け入れる者 (主に幕府の ･開国論者)､ そして日本に移住す

る外国人自身だった｡ ここで､ 尊壌派襲撃事件の最も代表的な例を挙げる｡

第一に､ 1860 (万延元) 年 3 月 24 日の午前中に､ 江戸城の桜田門外で､ 大老井伊直弼が

水戸 ･薩摩藩士によって暗殺された｡ この事件は ｢桜田門外の変｣ として有名であり､ 徳

川幕府を激しく動揺させる結果となった｡

第二に､ 1862 (文久 2) 年 9 月 14 日に､ 幕末史上で最も有名な外国人暗殺事件が発生し

た｡ ｢生麦事件｣ である｡ 英国人ら4 人が乗馬したまま､ 薩摩藩主の父島津久光の行列を横

切ろうとしたため､ その四人のうちリチャー ドソン(Charles Lennox Richardson) が斬 り

殺され､ 残 りの三人が負傷した｡ 駐 日英国代理公使ニール (John N eale) は事件を外交的

に解決するために幕府に10 万ポンドの賠償金を請求したが､襲撃者は薩摩藩士だったので､

幕府は薩摩を罰する力もなく､ かといってイギリスに賠償金を支払 う勇気もなかった｡ 結

局､ この事件が翌 1863 (文久 3) 年の薩英戦争勃発の遠因となり､ 江戸幕府に対するイギ

リス政府の立場に大きく影響した｡

これ以降の幕府君権の軌跡を追ってみる｡ 第一に､ 大老井伊直弼の暗殺後､ 後任の老中

安藤信正(1820-1871)と久世広周 (1819･1864) は幕府の政局安定化に努めた｡ 二人は公武

合体政策を積極的に推進 し､ 将軍徳川家茂(1846･1866)を孝明天皇の皇妹和宮(1846･1877)

と結婚させることに成功した｡ しかしこの政策は尊壌派の怨みを買う結果となっただけで､

1862 (文久 2) 年 2 月 13 日に安藤信正が襲撃され､ 負傷する｡ この失敗で幕府の立場は更

に安定性を失った｡ ただし､ この事件をきっかけに､ オールコックは幕府の危機的状況を

実見し､ 兵庫と大坂の開港の延期を決心した｡ 安藤は金貨流出問題､ そしてそれに関連す

る物価高騰問題を解決 しなければならなかった｡

同時に､ リチャー ドソンの殺害に際して､ 一方で､ 幕府はイギリスに求められた賠償金

を支払ったが､ 他方で､ 薩摩藩はイギリスの催告を無視した2｡ 更に､ 薩摩藩は襲撃者たち

の処刑にも一切協力しなかった｡ そこで､ イギリスは薩摩と決着をつけるために､ 東洋艦

隊 (七隻) を薩摩に移動させ､ 1863 (文久 3) 年 8 月 12 日 (陰暦 6 月 28 日) に交渉を始

･ 天皇を阜敬し､ 真数を轟斥する幕末の政治運動である｡

2 幕府が支払った金額は 100000 ポンドで､薩摩が請求された賠償金は 25000 ポンドに及んでいた｡W G .B easley,Sb Ela
del a)'appoDe LZ20dem o (nuova edizione),E inaudi,1975,101ページ参照｡
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めた｡ しかしながら､ 事態は進展を見せなかったため､ イギリスは攻撃を開始せざるを得

なかった｡ このように､ 1863 (文久 3) 年 8月 15 日 (陰暦 7月 2 日) に､ いわゆる ｢薩英

戦争｣ が勃発 した｡ 嵐と高波にも拘わらず､ イギリスの圧倒的な海軍力が薩摩の砲台を撃

破 し､ 鹿児島の城下は火の海と化 した1｡

薩英戦争のおよそ 1 年後に､ 専横運動の本拠地であった長州藩も西洋の近代的武装によ

る攻撃を体験することになる｡ 長州藩は 1863 (文久 3) 年 6月 25 日以降､ 下関海峡を通過

する外国船に攻撃を開始した｡ そのため､ イギリス､ フランス､ アメリカ､ オランダの 4

ヶ国は幕府の黙認を得て､ 長州藩に対して武力行使に踏み切ろうと決心した｡ 四国連合艦

隊は 1864 (元治元) 年 9月 5 日 (陰暦 8月 5 日) の午後に移動を開始し､ 翌日の戦いで長

州の砲台が完全に撃破された｡ 連合軍は上陸し､ 勝利を収めた｡ そして､ 8 日に始まった交

渉の結果､ 14 日に､ 下関海峡の通過を許し､ ｢懇切｣ な対応を約束し､ 台場の新築を禁ずる

条約書が締結された｡ 後に､ 四国連合が幕府に 300 万 ドルの賠償金を求めることになった

が､ 幕府はそれを半分支払ったところで崩壊し､ 残 りの金額は明治政府が支払 うことにな

った2｡

薩英戦争と下関攻撃では､ 薩摩 と長州だけでなく､ 幕府､ そして日本全国が欧米諸国の

圧倒的に優れた軍事力を目の当たりにし､ 外国と全面戦争を行っても勝利の確率は零に近

いことを確実に知った｡ 一方では､ 以前､ 壊夷的な姿勢を見せていた薩摩藩と長州藩とは

これらの事件の後､ 外国 (主にイギリス) との協力関係､ そして貿易関係を開始すること

によって近代的な武器を購入 し､ 軍備を強化させた｡ 他方では､ 外国人は薩摩と長州の勇

敢な武士及びその精神的な力を高く評価 した｡ ただし､ フランスは雄藩でなく､ 幕府と協

力を継続するのであった｡

これらの戦いの後､ 尊皇擾夷運動は徐々に討幕運動に変化 していった｡ 倒幕をすすめる

主な志士たちの中には､ ｢奇兵隊｣とい う強力な非正規軍を組織 した長州出身の高杉晋作

(1839･1867)､ 維新後に五箇条の御誓文､ 版籍奉還や廃藩置県などに力を入れた桂小五郎

(木戸孝允､ 1833･1877)､ 英公使館の焼き討ち事件に参加 した長州出身の伊藤俊輔 (伊藤

博文､ 1841･1909)､ 王政復古やその後の戊辰戦争において決定的な役割を果たした薩摩藩

出身の大久保利通 (1830･1878) や西郷隆盛 (1827-1877) などがいた｡

1 田中彰 『集英社版日本の歴史⑮ 開国と倒幕』集英社 1992､ 134 ページ参照｡

2 この金額の支払いは 1871 (明治 4) 年末に欧米に派遣された岩倉使節団の課題の一つとなったo 明治政府は 1874 (明

治 7) 年に､ イギリスに 645000 ドル､ 米､ 仏､ 蘭にそれぞれ 785000 ドルを支払ったが､ アメリカが 1883 (明治

16) 年にその全額を日本に返した｡ 田中彰 『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992､1 49･150 ページ

参照｡
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1862 (文久 2) 年 10 月に参勤交代制度が緩和されたことによって､ 薩摩藩や長州藩に対

する幕府- の束縛が更に緩くなった｡ 両津は 1860 年代前半､ 朝廷の政治的決断をめぐる主

導権を得るために対立し続けたが､ 1860 年代後半に入ると､ 両津の指導者は同盟の必要性

を痛感し始めた｡ そのきっかけを作った人物こそが土佐藩出身の坂本竜馬 (1835･1867) で

ある｡ 彼の斡旋で､ 両津の首脳であった桂小五郎 (木戸孝允一長州) と西郷隆盛 (薩摩)

とは京都の薩摩藩邸にて会談し､ 両藩が倒幕に協力することを誓う｡ その結果､ 1866 (慶

応 2) 年 3 月 7 日に､ いわゆる ｢薩長盟約｣ という協定は締結された｡ 幕府の余命はそれか

ら､ 僅か 1年数ヶ月に過ぎなかった｡

[1-2･5- 日伊修好通商条約の締結について]

イタリア使節を乗せた ｢マジェンタ号｣ は ｢薩長同盟｣ が締結されてからおよそ 4 カ月

後の 1866 (慶応 2) 年 7 月 5 日に江戸湾に到着した｡ 同船は､ その頃すでに日本に到着し

ていたイタリア人蚕卵商人たちの熱烈な歓迎を受けた1｡ アルミニヨンは熱海でフランス公

使ロッシュと会見してから､横浜- 赴き､ 交渉を始めた｡ その結果､ ついに､ 1866 (慶応 2)

年 8 月 25 日に日伊修好通商条約が締結された2｡

本章第 1節において､ ｢五カ国条約｣ の内容を検討したが､ ここで日伊修好通商条約の内

容を簡潔にまとめることにする｡ この条約の全文 (イタリア語文､ フランス語文､ 日本語

文) は本論の付録③に収録されている3｡

日伊修好通商条約の本文は二十三ヶ条から構成されており､ それに､ 貿易に関する六つ

の定則と十一ヶ条の附属約書が付録されている｡ 序文には､ 条約の意味､ 目的､ そしてそ

の締結に携わる全権大使 (アルミニヨン､ そして柴田日向守､ 朝比奈甲斐守､ そして牛込

忠左衛門) に関する情報が見られる｡ 第一条においては､ 日伊修好関係が公式に藩められ

る｡ 第二条は両国公使 ･領事の派遣に関するもので､ 駐日イタリア公使と領事とは､ 日本

の各地を自由に移動することができると記述されている｡ 公使と領事以外のイタリア人の

移動が可能である範囲は､ 次の第三条で定められている｡ この条項によって､ もちろんイ

タリア人蚕卵商人達も日本の内地にある蚕卵原産地を自由に訪れることができなかった｡

第四条は､ 在日イタリア人の信仰の自由を保障するものである｡ 次の第五 ･六 ･七条は非

1 詳しくは､ A R M IN JO N ,Ⅵttori 0,m GJ'aFP One e d lq'agB7'o dena ow 搾tta M ageD由,G enova,R .Ⅰ.SoI･dom uti,1869､
218-225ページ参照｡

2 条約締結の詳細な経緯に関しては､ アルミニヨンの旅行記においてまとめられている｡ 詳しくは､ A R M IN JO N ,
Vittori 0,Il Gl'aFP ODe e lI v:Zlaeg7'o della cw 搾tta M agen由,G enova,R _I_Sordom uti,1869参照｡

3 外務省記録局 『締盟各国条約愛慕』第- 編 1884,1889 477･504ページ参照｡
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常に重要で､ 領事裁判権の施行に関するものである｡ 領事裁判権によって､ 在 日イタリア

人は罪を犯 した場合､ 日本の法律ではなく､ イタリアの法律によって裁かれることになる

(この点は本論の第 5 章に扱 うことにする)｡ 第八条から第十八条までの条項は日伊貿易の

運営方法 (取引の方法､ イタリア人による日本人の雇用､ 関税の支払い､ 通貨など) を定

めるものである｡ 第八条は特に重要で､ イタリア人と日本人の間に行われる取引に､ 日本

役人が立ち会わないことを定める｡第 19 条にはいわゆる ｢最恵国条款｣ (The M ostFavored

N ation Clause) で､ 次の第 20 条には条約改正の交渉が開始される予定日 (1872 年 7 月 1

日) が記されている｡ 第 21 条と第 22 条は日本政府とイタリア公使､ 領事との書簡のやり

取りの言語 (フランス語又はイタリア語) や､ 条約の正文 (フランス語文) を決定するも

ので､ 最後の第 23条は条約の有効開始日を定め､ 条文を締めるものである｡

条約に付録された ｢日本開きたる港々に於て伊太利商民貿易の定則｣ (全 6 則)､ そして

｢附属約書｣ (全 11 条) は､ 主に日伊貿易を中心としたものである｡

この条約が締結される数日前､ 8 月 12 日に伊喚休戦協定が結ばれ､ 第三次イタリア独立

戦争は終結していた｡ 講和が成立したのは 10 月 3 日であり､ 実際は､ プロイセンが勝利 し

たにも拘らず､イタリアはとりあえず､ヴェ- ネ ト州及びヴェネツィアの回収に成功した1｡

条約の締結をめぐる準備は予想外に順調に進んだ｡ アル ミニヨン中佐は政府から受けた

任務を見事に成 し遂げ､ 蚕卵商人たちが待ち続けていた通商条約の締結が実現した｡ この

条約のおかげで､ 数年前から始まっていた日本とイタリアとの間の蚕卵貿易は公式となり､

遠い日本を訪れるイタリア人の利益と権利とが初めて擁護されるようになった｡

日本とイタリアとの間の国交は､ 1867 (慶応 3) 年 1月 1 日と条約の第 23 条が定めてい

た (本論付録③参照) が､ 公使と領事が日本に到着したのは同年の春 と夏とにかけての間

である｡

ちなみに､ 1866 (文久 2) 年夏に日本に上陸したアルミニヨン､ そして彼の使節に随行

する自然科学者 ･民族誌学者ジッリョ- リ (E nrico H iuyer G iglioli 1845-1909) は二つの

非常に興味深い旅行記を遺した2｡ 本研究の中心となる第二代駐日イタリア公使フェ ･ ドス

1 詳しくは森田鉄郎 編 『世界各国史 15 イタリア史』山川出版社 1976､ 346-347ページ を参照｡ イタリア王国は

ヴェ- ネ ト州の回収に成功したが､ 旧ヴェネツィア領だった トレンティーノ (Tr entino)､ トリエステ(Tr ieste)､ ゴ

リツイア(G ori zia)､ イストリアO Stri a)やダルマツイア(D alm azia)などは第一次世界大戦の終結までオーストリアの
支配下に残った｡

2 - つ目の作品の題名は 『IIG iappone e ilⅥaggi o delta Corvetta M agenta』(『日本とコルグェット艦マジェンタ号の
航海』)｡ この本の前半では日本の歴史､ 社会､ 生活様式や習慣などが詳しく紹介され､ 後半では日伊通商修好条約の

締結- と導いた出来事と共に､ 使節団が日本で過ごした日々､ そして日伊､ 及び中伊修好通商条約の前文が記録され

ている｡ この書物は 1869 (明治 2) 年に刊行された｡ 1860年代のイタリア人にとって､ 日本は伝説と神秘とに包ま
れた未知の世界だったため､この一冊はイタリア人読者が持っていた日本に関する偏見と疑問を一気に追い払う役割
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ティア- ニ伯爵の極東派遣は 1870 (明治 3) 年 3 月 7 日に決定された｡ そのため､ 彼がイ

タリアを出発した時に､ アルミニヨンの本を参考書として利用したことがある可能性は極

めて高いと考えられる｡

[1･2･6- 維新の兆し一日本の皇室及び幕府における変化について]

1866 (慶応 2) 年 8 月 29 日､ つまり日伊修好通商条約締結からわずか四日後に､ 十四代

目将軍徳川家茂は他界した｡ その替わりに､ 同年 9 月 28 日に十五代目将軍として､ 一橋派

の徳川慶喜が任命されることになった｡ 慶喜は､ 主に駐日フランス公使レオン ･ ロッシュ

(Lion Roches, 1809-1901) の影響と協力を受け､ 近代的な政治基盤に基づいた幕府を作

る抜本的な改革を計画し始めたが､ 幕府の余命はあと僅かで､ この計画を実行することは

なかった｡

4 カ月後に､ 翌 1867 (慶応 3) 年 1月 30 日 (陰暦慶応 2 年 12 月 25 日) に､ 外国との

修好通商条約の締結に猛反対し､ 最後まで公武合体を支持 し続けた保守派の孝明天皇

(1831･1867) も京都で急死した｡ その後継者として､ 当時 15歳の息子が明治天皇 (睦仁､

1852･1912) 1として即位することになった｡

新しい将軍､ そして新しい天皇の登場は急激に時代を動かす効果があった｡ 明治天皇の

身近な存在であり､ 薩摩と長州との意思を理解していた公家岩倉具視 (182511883) の働き

かけによって､ 将軍は朝廷に政権を返すように説得される｡ このように､ 徳川慶喜は新政

権を監督できると確信し､ 1867(慶応 3)年 11 月 9 日､ 1603 (慶長 8) 年､ 幕府を開く際に

委任された征夷大将軍の職を返上する｡ これは｢大政奉還｣として知られている｡ ｢大政奉還｣

を果たしたわけである｡ A RM IN JO N ,Vittorio,n a)'aFPOBe e ilviagBT'o dena oor搾肋 M ageLata,G enova,R .Ⅰ.
Sordom uti,1869 参照｡ この本の前半のみが部分的に日本語に翻訳されている｡ アルミニヨン ･Ⅴ ･ F 著､ 大久保昭

男編訳 『イタリア使節の幕末見聞記』講談社学術文庫 2000 を参照｡ 残念ながら､ マジェンタ号の乗組員の日本滞

在や条約締結に関する最も興味深い第二部はなぜか､ この日本語翻訳に含まれていない｡ アルミニヨンと共に ｢マジ

ェンタ｣ 号に乗船し､ 1866 (文久 2) 年から1868 (明治元) 年までの期間に世界一周旅行を行ったジッリョ- リの

旅行記はアルミニヨンの見聞録よりもはるかに膨大なものである｡ なぜなら､ その中で日本の他にも､ ｢マジェンタ｣

号が訪れたその他の地域 (つまり中国､ ジャワ島､ オース トラリア､ ニュージーランド､ ペルーなど) に関する情報
が含まれているからである｡ この旅行記の日本に関する部分は､ アルミニヨンの旅行記と同様に､ 幕末時代を詳細に

描写するものである｡ ただし､ ジッリョ- リの書物をアルミニヨンの旅行記と比べてみると､ その内容だけでなく､

性格までが大きく異なっている｡アルミニヨンは､修好通商条約を締結する政治的な目標にアクセントを置いている｡

しかし､ ｢マジェンタ号｣ の世界一周旅行には実際､ 他にも気象学､ 水路学､ 民俗学や地理学上のあらゆる情報及び

鳥獣虫魚の標本を極力多く収集する科学的な目標もあった｡ よって､ ジッリョ- リの作品における括写は､ その莫大

な調査の結果であるため､ ｢科学者らしい｣､ 分析的且つ分類的なアプローチで行われている｡ また､ ジッリョ- リの

旅行記は 1870 (明治 8) 年代前半に編集され､ 1876 (明治 9) 年に刊行されたものであるため､ アルミニヨンの作

品と異なり､ 明治初年の社会的 ･政治的変化に関する記述も収録している｡ この記録は 1876 年にミラノで発刊され

たものである｡ そのタイ トルは 『R elazE'one delldagg2'o atb Lu alGh bo deuapiz10CW Vetta M agen由』である｡ こ
の本に収録された日本滞在記の主な部分は E nri co H illyer G iglioli, a 'aFPODePeLd ub ,a cura diRoberto Tr e801di,
LuniE ditrice,2005､ にまとめられている｡

明治天皇については､ K E E N E ,I)onald,EB2Pem rOfJapaB/M eljl'aDd his fn LE:1d,1852-1912,Colum bia U niversity
Pre88,2002 が詳しい｡
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によって 264年間政権を握った徳川幕府が崩壊したのである｡

[1･3] ～明治維新以降の日伊蚕卵貿易とその重要性について～

[1-3-1- 明治維新 ･封建社会との絶縁を図る新政府について]

薩摩藩と長州藩とはやはり幕府が新政権を監督することを許せなかった｡ したがって､

薩摩藩の大久保利通や公家岩倉具視などは王政復古を計画し､ 1868 (明治元) 年 1月 3 日

(陰暦慶応 3 年 12 月 9 日) にそれを実行した｡ 薩摩､ 芸州などの諸藩が宮門を固めた後､

朝廷の実権を握っていた岩倉具視は､ 天皇の臨席のもとに､ いわゆる｢王政復古の大号令｣

を発した｡ これによって､ 徳川慶喜の辞官 (内大臣1の辞退)､ そして納地 (所領の返上) 2が

決定され､ 天皇を中心とする新政府が設けられた｡

維新政府の基本政策と建国の方針は､ 1868 (明治元) 年 4 月 6 日 (陰暦 3 月 14 日) に

発表された ｢五箇条御誓文｣ においてまとめられている3｡ ｢五箇条｣ の内容は相当暖味で､

その解釈は様々であるが､ その内容は次のようにまとめられる｡ 明治政府は民主主義を採

用すると同時に江戸時代の階級社会を廃止することによって､ 一般庶民に官僚や武士と同

じ権利を与え､ それぞれの意見に耳を傾ける決断を下した｡ また､ 江戸時代の主なイデオ

ロギー (即ち儒学) を放棄しながら､ 各分野にわたる欧米諸国の専門的知識を採り入れる

ことによって､ 天皇を基にした国家を盛んにする方針を示す｡

また､ 新政府は､ 中央集権国家の出発点として､ 1868 (明治元) 年 9 月に江戸を東京と

改称し､ 翌 1869 (明治 2) 年 5 月に天皇も､ 太政官も東京に移動したため､ 東京は (再び)

日本の政治的中心となった｡ 更に､ 戊辰戦争の終結直後､ 1869 (明治 2) 年 7 月 15 日に､

新政府はいわゆる ｢版籍奉還｣ によって､ 諸藩主が所有する土地及び領民の天皇- の返上

を命じた｡ この結果､ 旧藩主が知藩事と称され､ 新政府の行政官吏となった｡

また､ 版籍奉還によって藩主と藩士との主従関係がなくなった上で､ 江戸時代の封建的

身分制度 (士 ･農 ･工 ･商) の改革も進められた｡ 大名と上層公家は ｢華族｣ に､ 一般の

1 慶喜は大政奉還後に､ 内大臣の職に就いた｡

2 田中彰 『集英社版日本の歴史⑮ 開国と倒幕』集英社 1992､ 318･319 ページ参照｡

3 - ､ 広ク会議ヲ興シ万機公論二決ス- シ ･- ､ 上下心ヲーニシテ､ 盛二経絵ヲ行フ- シ ･- ､ 官武一途庶民二至ル迄

各其志ヲ遂ケ､ 人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス ･- ､ 旧来ノ陣習ヲ破り天地ノ公道二基ク- シ ･一､ 知識ヲ世界

二求メ大二皇基ヲ振起ス- シO 中村哲 『集英社版日本の歴史⑳ 明治維新』集英社 1992､ 16188 ページ参照｡ 原案

は 1868 年 1月に由利公正 (1829-1909) によって書かれ､ 2 月に福岡孝弟 (183511919) によって改定された｡ 最

終版の文章は木戸孝允､ 岩倉具視､ そして三候実美によって決定された｡ 『五箇粂御誓文』について詳しくは､ 中村

哲 『集英社版日本の歴史⑳ 明治維新』集英社 1992 ､ 52-55 ページ参照｡
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武士は ｢士族｣ に､ そしてかつての農工商は ｢平民｣ になった｡ 平民と華士族との結婚も

認められていた1｡

しかしながら､ この政策はすぐに政府が期待 していた結果を生まなかった｡ 未だ新政府

に対して不満を抱いていた者の声が高まり､ 農民- 撰も頻繁に発生していた. 封建制度と

の縁を完全に切るために､ 更に抜本的な措置を採る必要があった｡ その措置は 1871 (明治

4) 年 8 月 29 日に発された ｢廃藩置県｣ の詔である｡ 明治政府はそれによって､ 封建時代

の後遺症とされていた ｢藩｣ を完全に廃止し､ ｢県｣ を設置した｡ そして､ 知藩事の代わり

に､ 政府が決めた官吏 (県知事) が派遣された｡ また､ 300 もの藩が､ 72 県と3 府にまと

められた｡ この政策によって､ 旧幕藩体制が完全に､ そして平和的に解体され､ 日本各地

が新政府の直接統治下に治まることになった｡ このように､ 明治政府は中央集権国家の確

固たる基盤に立脚して近代化を本格的に進めることになったのである0

[1･312- 維新政府の政治体制について]

本研究は基本的に､ 明治維新後に駐 日イタリア公使 として活躍した者の役割を追究する

ため､ ここで彼の交渉相手､ 即ち明治政府の仕組みに少し触れておく必要がある｡

1868 (明治元) 年 6 月 17 日 (陰暦閏 4 月 21 日) に発布された ｢政体書｣ によって､ 維

新後の政治的権力は ｢太政官｣ (だじょうかん) という組織に移った｡ ここで､ 明治政府は

古代日本の律令制を復活させたように思えるが､ 類似はその名称にとどまり､ 組織の内容

は大きく変革された｡ この新たな体制はアメリカの三権分立制度を模倣 していたが､ およ

そ 1年後に改新されることになった｡ 版籍奉還の直後に､ 1869 (明治 2) 年 8 月 15 日に､

｢祭政一致｣ に基づいた新たな太政官制 (神祇 ･太政二官制) が生まれたが､ 廃藩置県後

に中央集権体制を強める目的で再び改革されることになった｡ この改革が進めば進むほど､

様々な要職に携わる政治家 (特に公家) の数が徐々に少なくなっていき､ 主に薩摩 ･長州 ･

土佐､ そして肥前の四藩出身の人物が権力を握ることになった (つまり､ 藩閥政府が形成

された)｡ それ以来､ 政府高官として活躍し続けた公家は岩倉具視､ 三候実美､ そしてその

他の 5･6名に過ぎなかった2｡

次に､ 1871 (明治 4) 年以降の中央官制はいかに組織されていたかを簡潔に見ておく必

要がある｡ 1869 (明治 2) 年の改革に際して成立した神祇官が廃止され､ 太政官は正院､

1 また､ 平民に苗字をつけることも公認され､ 1871年に､ 解放令の発布によって､ 旧来のえた ･非人も平民として認め

られる｡ 詳細は､ 五味文彦他 『詳説日本史研究』山川出版社 1998､ 323ページを参照｡

2 詳しくは､ W .G .BeaSley,Siom 'a delGl'appone R20dem o (nuova edizione),Einaudi,1975,126･127ページ参照.
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左院そして右院の三院制になった｡ 政治を司る最高機関はもちろん正院であり､ それは太

政大臣､ 左右大臣そして参議からなっていた｡ 左院は立法諮問を行 う機関とされた｡ そし

て右院は各省の長官 (卿) 及び次官 (大輔) からなり､ 連絡機関の役割を果たす｡ 太政官

の下には宮内省､ 司法省､ 開拓使 (1882 (明治 15) 年 2 月に廃止)､ 工部省､ 文部省､ 外

務省､ 兵部省 (1872 (明治 5) 年 3 月に海軍省と陸軍省に分裂する)､ 大蔵省､ そして神祇

管 (後に教部省で､ 1877 (明治 10) 年 1月に廃止) が設置された｡ また､ 1873 (明治 6)

年 11 月に内務省､ 1875 (明治 8) 年 4 月に大審院､ 1881 (明治 14) 年 4 月に農商務省､

そして同年 10 月に参事院が成立した1｡ 太政官制度は 1885 (明治 18) 年 12 月に､ つまり

内閣制度が導入された際に廃止されたのである｡

[1-3-3- イタリアと日本 ･養蚕製糸技術 ･生産効率性の差について]

幕末 ･明治期から昭和初期まで､ 生糸は日本の最も有力な輸出品目だったため､ 日本の

経済は蚕糸業に支えられ続けた｡ もちろん､ 日本の養蚕製糸業は江戸時代から目覚しい成

長を見せていた｡ しかしながら､ 1860 年頃の日本蚕糸業をヨーロッパ式の近代蚕糸業と比

べてみると､ 技術及び生産効率性の差が顕著である｡

一方で､ 上垣守国 (1753- 1808) が 19 世紀の初め頃に執筆した 『養蚕秘録』 2には､ 日

本の伝統的製糸道具や練糸法を描く興味深い挿絵が収録されている｡ 中世から伝わる胴繰

(どうぐり)､ 18 世紀に出現した手繰 (たぐり) などの技術の進化から産まれた ｢座繰｣ (ざ

ぐり) という器具は 19 世紀半ばまでベル トや歯車を用いることによって改良され3､維新後

まで利用されていた｡ 但し ｢座繰｣ で生産する生糸の質は相当悪かったので､ 競争晶質に

達するために､ 西洋式の技術を導入する必要があった｡

他方で､ 北イタリア4蚕糸業は明治維新前後の日本蚕糸業よりはるかに発達していた｡ 微

粒子病による被害にも拘わらず､ 1850 (嘉永 3) 年から明治維新直後までの期間､ イタリ

アは世界で最重要生糸供給国だった｡フランスは1850年代半ばまで､二位を占めていたが､

微粒子病の影響で早くもそれを中国に譲り､ 三位となった｡ 日本は 1870 年代半ばまで､ 四

位を占め続けた｡ しかしながら､ 日本の生糸供給量は 1876 (明治 9) 年頃にフランスを越

えてから､ また急上昇し､ 20 世紀初年に中国やイタリアを遥かに越えることになった5｡

1 五味文彦他 『詳説日本史研究』山川出版社 1998､ 322 ページ参照｡

2 上垣守国著､ 西村法橋他画 『養蚕秘録』1803 (複写版) を参照｡

3 中村哲 『集英社版日本の歴史⑱ 明治維新』集英社 1992､ 239- 240 ページ参照｡
4 主にサルデーニヤ王国 ･ ロンパルディア州のことである｡

5 主要製糸供給国のグラフは､ 中村哲 『集英社版日本の歴史⑳ 明治維新』集英社 1992､ 238 ページにある｡ そのデ
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日本の蚕糸業が迎えた目覚しい成長は西洋式の製糸技術及び生産方法の導入による｡ 日

本蚕糸業､ そして産業近代化の出発点となるのは 1872 (明治 5) 年に､ 官営模範工場とし

て開設された富岡製糸場である｡

この大きな近代工場の設立に当たったのは､ 1869 (明治 2) 年から大蔵省に出仕 してい

た渋沢栄T lであった. 彼は日本産生糸の質､ そして西洋技術の導入に関して次のように述

べている｡

〔日本語原文〕

/貫の膨 〕ら戯曲L 度生糸棚 で上告来る# /j岸屋の生糸でIf唐かつjl-､全て髭密顔

虜であっT ､ 脚 の勝 彦Ifない､ # iE rデ= - /I,J 2の腐ぼぬ生承のみであB から震要

彪iL-M で超7諸 糸とL,て港費せらa 上に題ぎ暑い､之でぼ｢ 国劇 品t L,て二者LZ)m a を

彪窟すa ′野に行かぬから,虐務伊蕗のやうlr脚 素ir静めて､ Lj で経糸とL,て立野の生顔を

虜1野すa 虜lr i,なIfiz,ぱ凍らぬと云ふので､.克づ苫聯 夢を慶立すa f tL=凌ク､之zijh讃LF,-=fg

夢の産iE lf/# 紗 ∫掌ったのであa J 3

1870 年代に入っても､ イタリアの製糸技術は日本にとって模範だったわけである｡ 渋沢

の言葉は両国の製糸技術の差を非常によく表現している｡

イタリアと日本の養蚕技術に於ける差はさほど大きくなかった｡ しかしながら､ イタリ

アでは日本と異なり､ 病気の予防が目的で､ 養蚕業に科学的手法が応用されていた｡ また､

イタリアはエミリオ ･ コルナリア (Em ilio Cornalia) 4､ ガエタ- ノ ･カン ト- ニ(G aetano

一夕出典は､ 石井寛治 『日本蚕糸業史分析』東京大学出版会 1972 である｡

1 渋沢栄一 (1840- 1931) は武蔵血洗島村 (現在の埼玉県深谷市) の豪農の息子である｡ 幕末に､ 尊皇棲夷運動に参加

し､ 明治維新後に大蔵省に出仕する｡ 1873 (明治 6) 年 5月に下野してから､ 第一国立銀行を経営し､ 製紙､ 紡績､

保険､ 運輸､ 鉄道などの多くの企業設立に関与し､ 日本資本主義の指導者として活躍した大物実業家である｡

ちなみに､ 1873 (明治 6) 年初め (下野する前) に､ イタリアに日本産賓卵の大量輸出を狙った商社の設立に関与

したようである｡ ちょうどその頃､ 栄一の従弟 (渋沢喜作) はイタリアに赴き､ 蚕卵市場調査を行ったが､ 帰国した

時に､ 栄一はすでに下野し､ その計画は失敗に終わった｡ (『渋沢栄一伝記史料- 14』) この計画に関する情報がもた

らされた 1873年の夏､ イタリア人蚕卵商人は大騒ぎを起こした｡ (詳しくは本論の第 6 章を参照｡)

2 ｢デニール｣ (denier) は生糸の太さを表す時に用いる単位. 長さ450 メー トルで､ 重さが 0.05 グラムのものを1デ
ニールという｡

3 渋沢栄一伝記史料刊行会 『渋沢栄一伝記史料』(第 2巻) 1955- 出典.
4 ェミリオ ･コルナリア (1824- 1882)､ ミラノ出身の博物学者で､ ｢イタリア昆虫学協会｣ を設立した科学者の一人で

ある｡ 1866 (慶応 2) 年からはミラノ博物館長となった｡ 彼は微粒子病を起こす微生物を発見した者である｡ ちなみ

に､ その病気にかかった蚕の体表に現われる黒い斑点は ｢コルナリアの微粒子｣ (伊 :CorpuscolidelCornalia) と
して知られている｡
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c antoni)1､ カルロ･ヴィッタディーニ (C arlo V ittadini) 2エンリーコ･ヴェルソン(E nrico

Ⅵ∋rson)3などのヨーロッパでも極めて名高い農学士､ 昆虫学者や博物学者を誇っていた｡ 更

に､ 1871 (明治 4) 年に､ イタリア政府はパ ドグァにおいて養蚕実験局を設け､ その他に

も養蚕研究施設が設けられた｡ 1873 (明治 6) 年に､ 日本政府はヨーロッパ､ そしてイタ

リアの養蚕製糸業の実地調査を行い､養蚕製糸技術を学ぶ目的で､養蚕視察団を派遣した｡

この視察団の代表者はパ ドグァの養蚕実験局などを訪れ､ 帰国後に日本でも同じ役割を果

たす施設を設けた｡ (養蚕視察団のイタリア旅行に関しては､ 本論の第4 章で詳解｡)

[1-3-4- イタリア政府と明治維新後の蚕卵貿易とについて]

1864 (元治元) 年に本格的に始まり､ 条約締結によって合法になった日伊蚕卵貿易は､

日本の政権が交替したにも拘らず､ 1880 年代まで継続した｡ このように､ 一方で､ イタリ

アの経済を支える養蚕家たちは､ 微粒子病によって発生した危機を克服するために､ 日本

産蚕卵を輸入することになった｡ そして他方で､ 明治政府は強い近代国家作りをあげ､ 不

平等条約の重荷から解放されるために資金を必要としていたため､ ｢金の卵を産むニワト

リ｣ のような､ 非常に有利な日伊蚕卵貿易の擁護を重視し続けた｡

しかしながら､ イタリア王国政府自身は､ 日本との貿易関係を保護し､ 奨励させるため

の具体的な努力を見せることがほとんどなかった｡ この消極的な態度の主な理由は二つで

ある｡ 第一に､ カグールが死去した後､ イタリア政府は非常に不安定で､ 特に 1860 年代に

多くの内閣が成立し､ すぐに瓦解することが多く､ イタリア王国の政治的方針及び対外政

策が一貫性を持っていなかった｡そして第二に､1860･70 年代のイタリア政権担当者たち(主

に外務省と農工商省) が持っていた日本に関する知識は非常に浅薄で､ 日本における政治

的変化に対して明らかに無関心であった｡

日伊修好通商条約が締結された時にも､ イタリア政府を動かしたのは､ 微粒子病の危機

を訴え続ける養蚕家の声だった｡ イタリア公使と領事を日本に派遣することによって､ イ

タリア政府は彼らの ｢洞察力｣ に日伊蚕卵貿易の運命を任せた｡ このように､ イタリア政

府は､ 養蚕家 (そして蚕卵商人) の不満や猛烈な苦情から身を守るために､ 駐日公使 ･領

1 ガェタ- ノ･カント- ニ､ ロンパルディア出身の農学士で､微粒子病対策をめぐる研究に大きく貢献したものである｡

2 カルロ･ ヴィッタディーニ (1800- 1865)､ ミラノ付近出身の植物学者 ･菌学者である｡ 1850年代に､ コルナリアと
共に､ 微粒子病に関する研究の先駆者である｡

8 エンリーコ･ ヴェルソン (1845- 1927)､ パ ドグァ出身の昆虫学者｡ 1871 (明治 4) 年に､ パ ドグァの国立養蚕実験

局を設立し､ その局長となった｡ 1873 (明治 6) 年夏に､ 駐日イタリア公使フェ ･ ドステイア- ニ伯爵と共に､ イタ

リアを訪れた日本養蚕視察団の接伴掛として務めた｡ (本論の第 4 章も参照｡)
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事らを ｢盾｣ のようなものとして利用することができたのである｡

[1-3-5- 蚕卵商人が背負 う責任について]

イタリア人蚕卵商人らは､ 商社を設立することによって､ 養蚕家の注文､ そして蚕卵の

購入に必要な金額 (内金のみ一丁未払い金の決算は帰国してから) を集めていたo 彼らは毎

年 6･7せ9 月から 11･12 月までの間1に定期的に日本を訪れていた｡ そこで､ 自らの経験と

判断力に頼り､ できるだけ廉価で良質の蚕卵を厳選しなければならなかった｡ しかしなが

ら､ 外国人が移動できる地域は条約によって､ 居留地とその近辺に制限されていた｡ この

制限はイタリア人蚕卵商人たちにとって､ 非常に窮屈なものだった｡ なぜなら､ 蚕卵の主

な原産地は日本の内地 (埼玉県 ･群馬県 ･長野県 ･福島県など) にあったからである｡ そ

のため､ 内地で製造された蚕卵は横浜の市場に運送されてから､ 蚕卵商人の手に渡ってい

た｡ ここで､ 蚕卵はどのような形で外国人商人のもとに運ばれていたかに目を転ずること

にする｡

日本､ 及びアジアにおける蚕卵の単位はいわゆる ｢種紙｣ (たねがみ) であった｡ ｢種紙｣

とは長方形の厚紙で､ その表面は蚕蛾が蚕卵を産み落とせるようになっており､ その裏面

には生産地､ 生産者の名をあらわす文字などが記されていた｡

ヨーロッパ､ そしてイタリアでは本来､ 蚕卵の量を測るためには ｢オンス｣ という単位

がしばしば利用されていたが､ 当時はオンスの標準単位は未だに確定されず､ 国と地方に

よって､ - オンスにあたる量は様々であった｡

種紙一枚に当って､ 蚕卵の量は普段､ 25･30 グラムとされる｡ 但し､ 日本の種紙一枚が載

せる蚕卵の量は (主に 1860 年代に) 極めて不規則的で､ 20 グラムから30 グラムの間で､

変動が激しかったと見られる2｡ 普段､ 日本種紙一枚で生産できる繭の平均量は 51.3 キログ

ラムに及んでいた3｡

蚕卵は ｢生きている品物｣ で､ 気温の差や湿気､ カビなどに極めて敏感だった｡ そのた

め､ 種紙の保管､ 梱包及び運送の仕方には細心の注意と工夫とが求められていた｡ 具体的

に言うと､ 種紙は風通しのよい場所に保管する必要があっただけでなく､ 同時に部屋の気

1 年が経つにつれて､ 蚕卵の仕入れ時期の始まり､ そして商人たちの出発が遅くなる｡ こうした遅れの理由は以下に述

べる｡

2 20 グラム未満の種紙もあった｡

3 SAm O ,Pietro,L apL血Za SPedl2U'one L'b Eana neu ')'Dtem O delGl'aFPaae e EelceDtrL'seLIcoh'eB TettuatasL'LZe1LZZeSe d t

BT'ug270 dell'aDDO 1869 da S ue E oceueL2Za il a mte D e La TouzT,E.Tr eves editol･e,1870,98ページ参照｡ (これは､
こ の一冊の著者サグィオが日本語から翻訳した養蚕学に関する手稿本に含まれたデータであるため､その信頼性は

低い｡)
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温や品物の状況も常に管理しなければならなかった｡ 蚕卵は特に､ 温度差に敏感である｡

気温が急に上がったり下がったりすると､ 蚕卵の卯字化に問題が生じることがある｡

種紙の最適な保存条件を守る責任は､ 購入前には､ 日本人販売人にあったが購入後には

当然､ 外国人蚕卵商人- と移った｡ 購入した種紙をしばらく横浜の倉庫に保管し､ 11･12 月

が来て仕入れ期が終わると､ 種紙をヨーロッパまで発送するという最後の試練が待ってい

た｡ 蚕卵は日本からイタリア- の 2 ケ月以上の航海に耐えなければならなかったから､ 種

紙を穴の開いた木箱1に入れ､ できるだけ安全に梱包2する必要があった｡ 船は普段香港- ス

エズーマルセイユ経由3で､ 長い期間にわたって熱帯地域を通過していたため､ 蚕卵を入れ

た木箱を船の最も風通しのよいところに積む必要があった｡ そこで､ 蚕卵商人は品物に異

常が発生しないように､ 定期的にその保存気温を計るとともに､ 種紙の状態を常に監視す

る必要があった｡ 万一､ 蚕卵があまりの熱気などによるダメージを受けてしまえば､ 蚕卵

商人たちがその貴重な品物に費やした全ての時間､ 費用､ そして努力は全て水泡に帰する

ことになっていた4｡ 蚕卵商人は､ 非常に大きな責任を背負う覚悟､ そして相当の勇気と冒

険心を要する困難な職業だったのである｡

[1-3-6⊥種紙の種類について]

ここで､ 蚕､ そして種紙の種類について論じる｡ 蚕の種類は､ 大まかに言えば､ 二つあ

る｡ 一つ目は ｢春蚕｣ (｢はるこ｣ または ｢しゆんさん｣) という｡ この種類の蚕はイタリア

語で ｢M onovoltin o｣､ または ｢An nual e｣ といい､ その蚕蛾は一年に- 回しか卵を産まな

い種類である｡ この蚕の繭で生産できる生糸の品質は上等だったので､ 日本を訪れる蚕卵

商人たちは主にこの種類の蚕卵を購入していた｡

二つ目は ｢夏蚕｣ (｢なっこ｣ または ｢なっご｣) として知られているものである｡ イタリ

ア語で ｢Bivoltino｣ というこの蚕は､蛾に変態した時に､一年に二回卵を産む種類である5｡

1 穴は空気の入れ替えに必要だったC また､ ネズミ防止には､ 普段､ ブリキの網が設置されていた｡ ZA N IE R ,Claudio,
SEM - Se由LloE L'b h'aLZL'itza 'alP ODe (1861-1880),Cleup,2006,89 ページ参照｡

2 梱包の詳細について詳しくは､ ZA N IE R ,Claudio,SEW - SetaJ'oh'ぬh'am '血 G l'appaz2e (1861-1880),Cleup,2006,
89･92 ページ参照.

3 スエズ運河は 1869年に開通されたが､開通前にスエズからエジプトのアレクサンドリアまでに鉄道で行く必要があっ

た｡ そこで､ 蚕卵があまりの暑さに耐えきれないことが多かった｡ 他に､ シベリアのルー トもあったが､ そこから品

物の大量運輸が不可能だった｡ 1870 (明治 3) 年に､ カリフォルニア- ニューヨークの鉄道線が開設された頃から､

アメリカルー トも利用可能になった｡ このルー トを選ぶ商人たちは特に 1870 年代に多い｡ 詳しくはZA N IE R ,
Claudio,SEW - Setalloh J'b naLZL'1'D GJ'aFPOLZe (18611188a),Cleup,2006,80184ページ参照0

4 ZA M E R ,Claudio,SEW - Se由)'ob'血haDl')'D a 'appoDe (1861-1880),Cleup,2006,80-84､ 89-92ページ参照0
5 イタリア語で ｢Polivoltino｣ という｡ ｢Poli-｣ は ｢複数｣ を意味する接頭辞が示唆するように､ 一年に一回以上卵を産

む蚕のことである｡ (2 回から8 回まで産卵する蚕の種類があった)｡
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この種類の蚕は日本で広く栽培されていたが､ その繭から生産される生糸は極めて粗悪な

ため､ イタリア人蚕卵商人たちは (特に 1870年代に) ほとんどこの種類の蚕卵は購入しな

かった1｡ ヨーロッパでの需要が少なかったため､ ｢夏蚕｣ の種紙一枚の販売価格は､ 言 うま

でもなく非常に低かった2｡

(本論において､ ｢春蚕｣ や ｢夏蚕｣ は重要なキーワー ドとなるので､ その解説は付録③

にも収録した｡)

[1･317一種耗一枚の生産量及び販売価格変動について]

横浜蚕卵市場に販売される種紙一枚の価格は､ その年の気候､ 流行っていた蚕の病気 ･

寄生虫などに繋がる生産量 (実際に生産される種紙の総合枚数) によって大幅に変動して

いた｡ 更に､ 価格は蚕卵の原産地､ 及び購入時期によって異なることもあった｡

蚕卵貿易に関する信頼性の高いデータを収集することは極めて難しい作業である｡ 普段､

世界各国に駐在していた外交官たちは通年､ 定期的に通商関係の報告書を送っていたが､

それらはイタリア外務省歴史外交資料館 (A SD M A E ) によって廃棄され､ その中に含まれ

ていた情報や貴重なデータは永遠に失われた｡ これが主な原因で､ 日伊貿易関係の足跡を

たどることは極めて困難な作業となった3｡

いずれにせよ､ イタリア公使と領事はしばしば､ 蚕卵の仕入れ季節の終わりに､ 日本の

税関から入手した蚕卵輸出に関するデータを集め､ イタリア外務省が毎年刊行する 『領事

会報』 4において､ その年の蚕卵仕入れ季節に関する報告書を載せていた｡ そのため､ 日伊

蚕卵貿易の景気を観察するには､ この一次資料は極めてよい出発点となる｡

もちろん､ 信頼性の高いデータを集めることは当時の人々にとっても､ 非常に難しい作

業だった｡ 『領事会報』に現れるデータ (横浜の市場において販売された種紙の数や輸出高)

の出典は日本の税関に提出される申告書であるため､ 量や価格を表す数字は､ しばしば実

際の価格よりも低かったと考えなければならない｡

ここで､ 『領事会報』に含まれた情報などに基づき､ 上述した種紙一枚の生産量､ 及びそ

1 ｢夏蚕｣ を購入するのは主にフランス人の蚕卵商人だったが､ いずれにせよ､ その量は非常に少なかった｡ ZA N IE R ,
Claudio,SE W - 虚血)'oh'血血m ')'n Gl'appone (1861-1880),Cleup,2006､ 136ページ参照.

2 ZA N IE R ,Claudio,S跳 4 7 - Se由)'ob'1'tah'anL'血 Gl'appone (1861-188a),Cleup,2006､ 77180ページ参照｡
3 実を言うと､ 駐日公使がイタリア外務省に送っていた通商関係報告はすべて失われたわけではない｡ 偶然によってイ

タリア外務省歴史外交資料館の徹底処分を逃れ､他の資料館において保管された通商関係報告書は遣されている｡ 本

論で､ はじめて発見されたこれらの通商関係報告を紹介することによって､ 日伊蚕卵貿易関係及びフェ伯爵の活躍の
知られざる側面を明らかにしたい｡

4 イタリア語では､ 『B onettino Consolare』という｡ 『領事会報』における蚕卵貿易に関する報告は毎年掲載されるわけ
ではなかった｡
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れに繋がる価格を変動させる要因を検討する｡

①気候｡ 春に入ってからも続く寒冷な気候は時に､ 養蚕周期を狂わせ､ 蚕卵の生産を遅

らせることがあった｡

②病気と寄生虫による被害｡ 1869 (明治 2) 年当時､ 日本は一切微粒子病に感染されて

いなかったようである1｡ しかしその代わりに､ 日本の養蚕業は古来より､ ｢姐｣ (ウジ) 2と

いう寄生虫の脅威に晒されていた｡ ｢姐｣ の幼虫は蚕の体内に成長し､ 蚕のサナギを蚕蛾に

なる前に殺すため､ 蚕卵の生産量を著しく (20･80% ) 低下させ､ 種紙の価格高騰に影響を

及ぼすものであった3｡

③蚕卵の原産地｡ 例えば､ 『領事会報』の 1869 (明治 2) 年度蚕卵仕入れ季節に関する報

告書4によれば､ 蚕卵商人の中で最も需要の多いとされる ｢春蚕｣ の蚕卵は最も価格の高い

ものである｡ 例えば､ 奥州産 (4- 4.80 ドル5)､ 出羽産 (米沢- 4.25- 4.80 ドル)､ そして

信州産 (上田4.50- 4.90 ドル) の種紙は最高級品とされ､ 高価格である｡ また､ 上州産 (島

秤- 3.00- 3.60 ドル) の蚕卵も相当良質のもので､ 甲州､ 武州､ 豆州産 (平均 3.00 ドル)

種紙は中等品とされる｡ 下等晶として扱われる種紙は江州 (近江- 0.80- 1.40 ドル) で生

産されたものである｡ ちなみに､ ｢夏蚕｣ の価格も原産地によって大きく変動するが､ 需要

が少ないため､ その価格は非常に低い (0.30- 1.80 ドル)0

④横浜の市場での種紙の販売時期. 蚕卵商人はたいてい､ 617･819 月中に日本に到着して

いた｡ しかしながら､ 前述の通り､ 彼らは日本の内地にある蚕卵の原産地に立入り､ 生産

者の元で種紙を仕入れることができなかった｡ そのため､ 毎年､ 蚕卵の生産量に関する情

報を把握しないまま､ 種紙が原産地から横浜蚕卵市場- 運送されるまで待機せざるを得な

かった｡ 日本人種紙生産者は利益を上げるために､外国人内地旅行禁止の制限につけ込み､

内地で生産された種紙の横浜市場における販売を意図的に遅らせることによって､ 徐々に

供給を制御するようになった｡ したがって､ 外国人蚕卵商人は妥当な価格で蚕卵を購入す

1 R O B E C CH I,Cri StOforo,M ezICaわdelsam e dibachL'da se由a Yokoham a De11869,in M IN ISTE R O I)E G LIA FFA R I
E STE R I,B ouettlDO a nSOlaLle,Vol.ⅤⅠ,1870､ 90ページ参照.

2 又は ｢姐蝿｣ (ウジバエ) という｡

3 R O B E C CH I,Cristoforo,M ettlaわdelsem e dibachL'da Beta a Yoboham a ne11869,in M IN ISTER O D E G LIA FFAR I
E STE R I,B ouetLIDO a LaSOlaLle,Vol.Ⅵ,1870､ 89-90ページ参照｡

4 1869年度の平均価格は､蚕卵の生産はよくなかったため､ 例年より高い｡ R O B E C CH I,Cl･iStOforo,M eLICaわdeJBem e
dtbach -da se由a Yokoham a De11869,in M ュN ISTE R O D E G LIAFFA R IE STE R I,B ouet血o a DSOlare,Vol.ⅤⅠ,
1870､ 94-96 ページ参照｡

5 ｢ドル｣ は 16 世紀から中国や東南アジア､ そして開港後の日本で貿易用通貨として用いられていたメキシコドルを指

す｡ 1 メキシコドル (銀貨) は､ 1858 (安政 5) 年から一分銀 3枚と等価であると規定された｡ また､ 1871 (明治 5)
年に貿易用に鋳造された 1 円銀貨と同位同量である｡ 中村哲 『集英社版日本の歴史⑳ 明治維新』集英社 1992､
216･227ページ参照｡ イタリアリラで言うと､ その価値は 1861年から1880 年までの間に､ 5 リラから6.2 リラまで

変動する (平均 :5.6 リラ)0 ZA N IE R ,Claudio,S馳 け- Se由)'ob')'b h'a12L')'LZa 'appone (186111880),Cleup,2006､
18 ページ参照｡
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るために､ 急がずに種紙の価格が低下するのを待たなければならなかった｡ 但し､ 価格の

低下を待ち過ぎると､ 最良質の種紙が他の蚕卵商人に購入されるか､ 輸出用種紙が売り切

れるかなどの恐れがあった｡ そのため､ 彼らにとっては購入するタイミングを失わないこ

とも非常に重要だった｡ 蚕卵商人同士の競争も種紙の価格を大きく影響していたことを忘

れてはならない｡

蚕卵生産者と販売者とが図っていた種紙販売開始時期の意図的遅延の代表的な例として､

『領事会報』のデータに基づき､ 1868 (明治元) 年と 1869 (明治 2) 年の種紙販売枚数及

び種紙が横浜に運送された時期の表1 (以下の表①) を挙げておく｡

〔表①- 供給制御のために遅れて横浜の蚕卵市場に運送された種紙の枚数〕

販売時期 (月) 1868 (明治元) 午 1869 (明治 2)

午6 月 1.356枚

279枚7 月 1.057.053枚

55.839枚8 月 517.955枚

314.311枚9 月 262.0

06枚 581.466枚10 月 11

9.955枚 366.879枚11 月 26.219 枚

78.289枚12 月 884枚合計

: 1.984.544 枚 合計 : 1.397.947枚まず､ 冷害や虫害のせいで､ 186

9 (明治 2) 年に生産された蚕卵の数は前年より相当少なかったことを指摘しなければならな

い｡ 1868 (明治元) 年に､ 種紙の大多数は 7 月中横浜市場に届き､ 最初から供給は多

いが､ 8 月から 11 月までの間に徐々に減っていく｡ しかしながら､ 1869 (明治 2) 年

の場合は､ 種紙が大量に横浜に運ばれる時期は 7 月末からはじまり､ そのピークは 9 月に

達する｡ 一見したところ､ この遅延は冷害 ･虫害によるものであろうと考える余地がある｡ しか

しながら､ 『領事会報』の報告書2に目を通してみると､1 R O B E C CH I,CriStOforo,M etcaわdelseLZZe d 'bach 'da se由a Yokoham a De11869
,in M IN ISTE R O D E G LIA FFA R IE STE R I,B ouettlno a msola

Lle,Vol.ⅤⅠ,1870､ 91ページ参照02 R O B E C CH I,Cri stoforo,M etcaわdelsom e dibachi'da se白a n bohaB7a De11869
,in M IN ISTE R O D E G LIA FFA R IE STE R I,B onettlDO CoDS01are,Vol.ⅤⅠ,1870､ 91ページ､ CA STELLI,Pietro,R l'assuLZtO S由tlstlco sulm etcaわ Lb '



この遅延は日本人の蚕卵生産者と販売者が種紙の供給､ そして価格を制御するために､ 意

図的に企てたものであることが窺える｡ 1869 (明治 2) 年に､ 種紙を仕入れずに9･10 月ま

で待つことにした外国人蚕卵商人は多くの種紙を廉価で購入できた可能性がある1｡

年が経つに連れて､ この現象は更にはっきりと見えてくる｡ 例えば､ 1876 (明治 9) 午

度の蚕卵仕入れ季節に関する 『領事会報』の報告書2を見ると､ 最初の種紙が横浜で販売さ

れ始めるのは 8 月と9 月で､ そのほとんどが 11 月と 12 月にかけての間に販売されたこと

が窺える｡ 蚕卵商人たちに種紙購入を急がせないことは､ 駐日イタリア公使が果さなけれ

ばならない役割の一つである｡

[1-3-8- 日伊香卵貿易の重要性について]

日伊蚕卵貿易に関する具体的な情報､ つまり1868 (明治元) 年から 1880 (明治 13) 午

までの期間の種紙総輸出金額､ 種紙総輸出枚数､ 種紙一枚の価格変動､ そして渡日する蚕

卵商人人数は本論の付録①において紹介している｡ その中に含まれたデータ､ そしてそれ

に基づいて作成したグラフ①～④は本論に分析された史料を裏づけるものとして､ 極めて

重要なものである｡

その中に現れるグラフ④のデータ (表②の【21) を､ 1868-1880 (明治元･明治 13) 年間の

日本総合輸出データ3 (表②の【11) の横に並べ､ 更に､ 総合輸出の割合 (表②の【3])､ そし

てイタリア市場行きの割合 (表②の【4】) を計算してみると､ 日伊蚕卵貿易の規模､ 及びそ

の重要性､ そしてその行方については一目瞭然となる｡

ザニエル氏の研究4及び 『領事会報』に収録された様々な報告書によれば､ 1863･73 (文

久 3･明治 6) 年の間に､ 総額のおよそ 65% -75% に相当する蚕卵は最終的にイタリア養蚕家

が取り扱ったものである5｡ とにかく､ 1873年以降に､ フランス人蚕卵商人らの数が非常に

少なくなり､ イタリア行き蚕卵の総額は 80･85% 以上に上昇する点が重要である｡

seLZ2e Sen lco血 % boham a ne11876 in M IN ISTE R O D E G LIA FFA R IE STE R I,B ouet血o a DS01aLle,Vol.XIII,
1877､ 615ページ参照o

1 『領事会報』の報告書において､ 領事ロベッキは 1869 (明治 2) 年にすぐに種紙を買わず､ 粘り強く待ち続けた蚕卵商

人たちに褒め言葉を捧げる｡ R O B E C CH I,Cri StOforo,M eLICaわdelseRZe dtbachl'da Beta a Yt娘oham a ne11869,in
M IN ISTE R O D E G LIA FFAR IE STE RI,B onetL血O a DSOlazle,Vol.ⅤⅠ,1870､ 91ページ参照｡

2 CA STE LLI,Piet,ro,R L'assunto s由tlsLloo sulB7etCaおd som e sen 'col'D % bohaLZZa LZe11876 in M IN ISTE R O D E G LI
A F FA RIE STE R I,B ouet血 O a nsolaLle,Vol.X III,1877､ 615ページ参照｡

3 岡光夫､ 山崎隆三編著 『日本経済史 一幕藩体制の経済構造- 』ミネルヴァ書房 1983､ 257ページ出典｡

4 ZA N IE R ,Claudio,SEW - Seb joh')'tah'aBL'血 a 'aFPOne (1861･1880),Cleup,2006､ 136 ページ出典｡

5 残 りはほとんどフランス人の蚕卵商人たちが輸出する蚕卵の金額である｡ とにかく､ 輸出申告書においてフランス ･

アメリカ行きとされていた蚕卵はしばしばイタリアに転送されていたことも忘れてはならない｡ ZAN IE R ,Claudio,
SE 肱4∫- Setal'On J'tah'aDL')'LZGl'appoDe (186111880),Cleup,2006､ 134･136 ページ参照｡
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〔表②一 日本総合輸出における蚕卵輸出の割合一日伊蚕卵貿易の重要性〕

午 ll】日本輸出給額 [2]蚕卵輸出稔額 [3]蚕卵総合輸出 [4]イタリ

アの分(メキシコドル) (メキシコドル) (% ) (③の 70% - 74 年以降は

85% とする)1868 (明治元) 20435000 4180000 20.4

55% 14.319%1869 (明治 2) 11485000 2710000

23.596% 16.517%1870 (明治 3) 15143000 347

0000 22.915% 16.040%1871 (明治 4) 1918400

0 2170000 ll.312% 7.918%1872 (明治 5) 2

4294000 1920000 7.903% 5.532%1873 (明治 6)

20660000 3030000 14.666% 10.266%1874 (明治 7) 20164000 730000 3.620% 3.07

7%1875 (明治 8) 17917000 470000 2.623%

2.230%1876 (明治 9) 27578000 1900000 6.8

90% 5.856%1877 (明治 10) 22866000 350000

1.531% 1.301%1878 (明治 11) 26259000 6

80000 2.590% 2.201%1879 (明治 12) 27372

000 580000 2.119% 1.801%1880 (明治 13) 27419000

990000 3.610% 3.069%蚕卵貿易によって､ 1868 (

明治元) 年から 1870 (明治 3) 年までの 3年間には特に､ 生まれたばかりの明治政府は

､ 近代化を成し遂げるために必要な収入 (総輸出額) の 20% 以上を確保していた｡ 日本輸出総額のおよ

そ 14- 16% はイタリア人蚕卵商人らが毎年落としていた膨大な金額が占めるわけである｡その金額の割

合は 1871･72 (明治 4･5)年に下がり､1873 (明治 6) 年に再び 10% 台に上がった｡ その後､ 1874 (明治 7) 年

以降､ ヨーロッパにおける蚕卵の需要の急減に伴う種紙一枚の値下げ､ そして日本の輸出

総額の上昇によって､ 日伊蚕卵貿易は急激に重要性を失っていく｡本論で､ 第二代駐日イタリア公使アレッサンドロ･



■第 2 章 t ィタリア公使館の初年とフェ伯爵の登場について

[2･1] ～フェ伯爵の先任者及び初代領事の活躍について～

[2 -1-1- 駐日公使 ･領事の任務について]

前章でも述べたとおり､ 19 世紀のイタリア人にとって日本は全く未知の世界だった｡ イ

タリア人の頭の中の日本やその歴史と文化とは神秘に包まれていた上に､ 政治､ 経済に関

する事情と知識も非常に漠然たるものだった｡ 日伊修好通商条約の締結時点では日本に関

する書物も極めて少なかった｡ しかもその大多数は外国語で書かれたものだった｡

無論､ イタリア外務大臣及び外務省の職員たちの日本に関する知識も極めて漠然とした

ものだった｡ そのため､ 外務省は 1867 (慶応 3) 年に初めて日本に派遣されたイタリア人

外交官らにはっきりした使命を与えることはできず､ 外交官ら個人の洞察力を当てにする

以外に選択肢はなかった｡

駐日公使 ･領事- の指示としては､ 基本的に次の 3 点が挙げられる｡

①日伊修好貿易関係 (蚕卵貿易) を擁護し､ イタリア人商人の利益を確保すること｡

②日本に駐在 ･滞在しているイタリア人の思想 ･宗教の自由信奉を保障すること｡

③日本と修好通商条約を結んだ他国の利害と対立し得る外交活動を行わないこと1｡

本論では､ 特にポイント①と③を扱う｡ 第二代駐日イタリア公使アレッサンドロ･フェ ･

ドステイア- ニ伯爵が外交官として､ どこまでこの指示を守ることに成功したのであろう

かという疑問を明かすことは本論の主な目的の一つであるo

この人物の紹介に踏み切る前に､ 本章の第 1 節で､ 彼の果たした役割及びあげた実績を

より深く理解するために､ 彼の先任者が築いた日伊関係の基盤を検討する｡

[2-1-2- 初代イタリア公使 ･領事の着任について]

ここで､ イタリア外務省歴史外交資料館 (A SDM AE)､ イタリア国立古文書館 (A CS)､

1 A SD M AE ,Seri e M oscatiV I,b.612,1867年 5月 15 日､ イタリア外務大臣ボンベオ ･ディ ･カンペッロより､ 駐日イ
タリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵宛の書簡｡ (3 月 6 日にも､ 前外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタも公使らに同
じような指示を与えたとみられる｡) (未刊)
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そして日本外務省外交史料館などで収集 した史料を利用して､ 日伊外交関係はいかなる状

況で始まったかについて論じる｡

1867 (慶応 2) 年 1 月 1 日から日伊修好通商条約が施行されてから数カ月後､ ヴィット

リオ ･サリエ ･ ド･ ラ ･ トウール伯爵 (ConteⅥttorio Sanier D e La Tbull 1827･1894) は

中国･日本に駐在するイタリア公使に､そして領事クリス ト- フォロ･ロベッキ (C ri stoforo

R obecchi,1821･1891) 1は領事に､ 任命された｡

ド･ラ･ トウール伯爵は､ 彼が執筆した蚕卵貿易に関する報告書 (『領事会報』 2など) を

見ると､ 蚕卵及び蚕卵貿易に関する最低限の知識は持っていたのであろうが､ この面で決

して玄人ではなかったことが推測できる｡

この面で､ 領事ロべッキはド･ ラ ･ トクール伯爵よりもイタリア ･ 日本養蚕業をめぐる

専門的知識を持っていたと言える｡ 彼はミラノ (M ilano) に生まれた外交官で､ イタリア

外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタの親友だった3｡

ド･ラ･トウール伯爵は書記官マルコ･アレ- ゼ･ルチ- ニ伯爵 (Conte M arcoA rese Lucini,

184011893) 4と共にイタリア南東部プリンディシを出港し､ アレクサンドリア､ スエズ､

上海経由で､ ちょうど蚕卵の仕入れ期が始まる前に､ 1867 (慶応 3) 年 6 月 9 日に横浜に

入港した5｡ そして領事ロベッキが同地に到着したのはおよそ 1 カ月後のことだった｡

ド･ラ･ トウール伯爵はサルデーニヤ王国の首都 トリノ (Tbrino) 出身で､ 旧サルデーニ

ヤ王国の外交官だった6｡ 1867 (慶応 3) 年 1月 27 日に､ 9000 リラ (およそ 1607 ドル)

1 バグィア (Pavi a) 大学法学部出身で､ 駐横浜領事の任命を受けたのは 1867年 2 月 24 日である｡ G RA SSI,Fabio,L a
form azione della diplom azia nazional e,Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,R om a,1987,625ページ参照01867
年 4 月 5 日に､外務省がド･ラ･トウール伯爵に書簡を送り､彼にロべッキの領事としての任命を知らせる｡A SD M AE,
Seri e I,fasc.I,R ･4,1867年 4 月 5 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵宛の書簡｡ (Seri e Personale N .145)
(未刊)

2 領事会報には､ SA m IE R D E IJA T O U R ,Vittorio,Sulcom m ercio delsem e da filugelli a Jokoham a ne11867,,in
M IN ISTE R O D E G LIA FFA R IE STE R I,B ?Met血 O a msolaLle,Vol.IV,1868､ 355- 357ページ､ という短い報告書

以外にも､ SA m IE R D E IJA TO U R ,Ⅵttorio,Sopra una spedizione bacologi ca nell'in terno delG iappone,in
M IN ISTE R O D E G LIA FFAR IE STE R I,B onetti打O a mSOlaLle,Vol.V,parte II 1870､ 116･123ページ､ もある (た
だし､ この報告書を実際に公使が書いたか否かは定かでない｡)0

3 ロマ- ノ ･ ウゴリーニ､ ｢使節団訪伊以前の対日外交｣､ 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会

1997､ (167- 202 ページ) より､ 179 ページ参照｡ ウゴリーニの論文のイタリア語原文は ISTITU T O G IA PP O N E SE

D I CU I∬U R A (ed.),n Gl'appoDe SCOPZle l'OccideDte,una m L'ssL'One dEblaz27atlca (1871-73),Istituto G iapponese di
Cllltura in Rom a,1994 というカタログに収録されている｡

4 G R A SSI,Fabio,La form azione della diplom azia nazional e,Istituto Poligra且co e Zecca dello Stato,R om a,1987,28
ページ参照｡

5 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1867年 6 月 12 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡｡ (Serie Politica N .4-5) (未刊)

6 1846 (弘化 3) 年から外務省に入り､ 外交官としてのキャリアをはじめる｡ 書記官として､ 教皇庁､ ベルギー､ スイ

スなどで活躍してから､ 1862 (文久 2) 年に公使館付参事官になり､ ドイツやポル トガルに異動される｡ 1864 (元

治元) 年末､ 公使に昇進され､ 暫くメキシコに派遣されてから､ 日本- 派遣された｡ イタリア外務省外交資料館にお

いて､ 若いド･ラ･ トウール伯爵を外交官として評価する公文書によると､ 彼はボランティアとして外交活動をはじ

め､ フランス語が堪能で､ 特技は音楽 ･絵播きで､ 詳細な事柄よりも､ 大きな事柄を扱 うことに向いている｡ また､

道徳的資質の欄に心の細やかさがよく評価されるとある半面､社交的資質の欄にはその短気な性格に関する註がある｡

40



の給料1で､ 1870 (明治 3) 年 4 月 22 日まで2駐横浜イタリア全権公使としての任務を遂行

することになった3｡

領事ロベッキは 1871 (明治 4) 年 6 月 23 日まで日本に滞在し､ 公使 ド･ラ ･ トウール伯

爵が帰国してからその後任者フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の到着 (1870 年秋) までの間､ 代

理公使として活躍することになった｡ 彼は､ 蚕卵貿易に関する貴重な情報源である 『領事

会報』に掲載された報告書を執筆しただけでなく､ イタリア人蚕卵商人たち (そしてその

他の外国人) のために､ 日本 (特に養蚕地域) の地図に漢字で記されている地名をローマ

字に書き換える膨大な計画に挑んだ4｡ イタリア政府は領事ロベッキの活躍を非常に高く評

価し5､ 1869 (明治 2)年 6 月 22 日に､彼に聖マウリツイオ･エ･ラッヅァロ (SantiM aurizio

e L azzaro) の騎士称号を与えた6.

[2･1-3- 書記官アレ- ゼ､ サグイオとガルヴァ- ニヤについて]

1867 (慶応 3) 年に公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵と共に出発した書記官アレ- ゼ伯爵の健

康状態は､ 来日してから数カ月後に非常に悪くなり､ 全く回復する兆候を見せなかった｡

日本の政治状況が徐々に複雑になり､ 毎年日本を訪れるイタリア人が増えていく中で､ ド･

ラ･ トウール伯爵は多忙を極め､ 書記官の協力は不可欠であった｡ そのため､彼は 1868 (明

治元) 年度の蚕卵仕入れ期が開始する前 (2 月) に､ アレ- ゼ伯爵を帰国させ､ 外務省に新

たな書記官の派遣を依頼した7｡ しかしながら､ 外務省の返事は遅く､ 結局､ アレ- ゼが帰

そして､ 彼の政治的意見に関する欄には､ 彼が君主制支持者で保守主義者だったという情報が含まれている｡ この公

文書はサルデーニヤ王国外務省が発行したものである. (イタリア統一前のものである)A SD M A E ,Seri e I,B .174,Pi
- S - Sallier D e L a Tour (未刊)

I A SD M A E ,Serie I,B .174,Pi- S - Sallier D e La Tou r｡ M inistero degli A ffari E steri,R om a,9 Febbraio 1886
(1886年 2 月 9 日日付の履歴書) (未刊) リラはおよそ 5.6 ドルとした｡

2 A SD M AE ,Seri e I,B _174,Pi- S - Sallier D e La Tbur.1870年 3月 21 日､ ド･ラ ･ トウール伯爵よりイタリア外
務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡 (未刊)

3 日本に向かって出発する前に､ トリノで 1867 (慶応 3)年 2 月 9 日に､マチルデ ･ルイナ- ル ･ ド･プリモン (M atilde
R uinartde B rim ont) と結婚した｡ 翌 1868 (明治元) 年 6 月 16 日には､ 二人の間に娘ジャンナ ･フランチェスカ

(G ianna Fran cesca D e L a Tbur,1868･1887) が生まれるが､ その子は､ おそらく日本で生まれた最初のイタリア人

だと考えられる｡ G R A SSI,Fabio,La fo rm azione delta diplom azia nazional e,Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato,R om a,1987,651ページ参照. ちなみに､ ローマ ｢ラ･サピエンツァ｣ ぐ'La Sapienza") 大学専任講師テレサ ･
チャッバローニ ･ラ ･ ロッカ (TereSa Ciapparomi L a Rocca) 氏は､ ド.ラ ･ トウール伯爵夫人の日本滞在を語る史
料を発見した｡ (フランス語文で､ スケッチも多少含まれている)

4 ZA N IE R ,Claudio,SEW - Sebu'ob')'tah'ahL')'n a 'aFPODe (1861･1880),Cleup,2006､ 113- 114 ページ参照｡ ザニエ
ル氏によると､ ロべッキは漢字で書かれた地名を日本人にカタカナに書き直させて､ ローマ字に書き換えていた｡ ロ

べッキが所持していた日本の地図コレクションはイタリア地理学協会 (Societa G eografica ltaliana) が保管してい
る｡

6 A SD M A E ,Serie I,fasc.Ⅰ,R -4,1870年 11月 17 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタより､ 領事ロベ
ッキ宛の書簡｡ (Ser主e Personale N .840) (未刊)

6 A SD M A軌Seri e I,fasc.Ⅰ,R -4,1869年 6 月 22 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタより､ 領事ロべッ
キ宛の書簡｡ (Serie Personal e N .420) (未刊)

7 A SD M A E ,Seri e I,B .174,Pi- S I Sallier D e La Tour,1868年 2 月 4 日､ ド･ラ ･ トウール伯爵より､ 外務省総務部
長パルボラ- ニ宛の書簡｡ (未刊)
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路についたのは 10 月 30 日のことであった｡ 更に､ ド･ラ ･ トウール伯爵には､ 新しい書

記官の名前と来日予定日などの情報が一切提供されなかったばかりか､ 新しい書記官が派

遣されるか否かの情報さえ､ 知らされていなかった｡

イタリア政府の沈黙が続く中､ 余りに忙しい公使は､ 1867 (慶応 3) 年秋前から領事館

でロべッキの手伝いに携わっていた若者ピエ トロ･サグイオ(Pietro Savi0,183811904)を､

80 ドル (およそ 450 リラ) の月給で､ 代理書記官として 11 月から雇用することを決定し

た1｡ サグイオは蚕卵商人としても活躍し､ ザニエル氏の研究によると､ 1867 (慶応 3) 午

から 1880 (明治 13) 年まで､ 彼の日本滞在が毎年確認されている2｡ ここで､ ド･ ラ ･ ト

ウール伯爵の片腕として書記官の任を勤めたサヴィオについて更に詳しく述べることにす

る｡

サグイオはイタリア北部ピエモンテ州にあるアレッサンドリア県の出身で､ 商人の息子

だった｡ 1867 (慶応 3) 年夏に､ ｢最も遠い国｣､ 日本- 旅立つことにした｡ 彼が乗ってい

た同じ船で､ 領事の任命を受けて日本- 赴くところだったロベッキと偶然知 り合 うことに

なる3｡ 同年末から､ 彼は領事館でロべッキの手伝いをし始め､ 領事と共に蚕卵商人のため

の日本養蚕地域の地図作成に尽力しながら､ 日本語の勉強に挑戦した4｡ その頃､ サグイオ

は日本語から複数の養蚕手引冊子などを翻訳したほか5､ 1869 (明治 2) 年､ そして 1874

(明治 7) 年に訪問した日本内地の養蚕地域における実地調査を中心とした二冊の旅行記6

を刊行したのである｡ また､ 領事ロベッキの英語教師として活躍したことも確認されてい

る7｡

イタリア外務省は､ 1869 (明治 2) 年 1月 19 日の書簡で､ サグイオの無断雇用を非難8し

ながら､ アレ- ゼの後任者､ フランチェスコ ･ガルヴァ- ニヤ男爵 (Conte Francesco

1 A SI)M AE ,Seri e II,Con801ati,鮎 C.Yl1,Yokoham a､ 1868年 11月 7 日､ ド･ラ . トウール伯爵より､ 外務省メナブ

レア宛の書簡. A飽riin genere,N .28 (未刊)

2 ZA N IER ,Claudio,SE W - Se由)'oh')'b h'aLZLll'D a 'appoDe (1861-1880),Cleup,2006､ 383･386 ページ参照0

3 TA M B U RE LLO ,A dolfo (a cura di),Itah'a GL'aFP aTZe 450 aDDL',2004､108 ページ参照｡ この情報はローマ大学テレサ･
チヤツバローニ ･ラ ･ロッカ氏が発見したサグィオの日記から抽出された情報である｡

4 サグィオについての詳細な情報はZA N IE R ,Claudio,S馳 け一曲由)'ob')'LaEaDJ'血GlaFP OBe (1861-188a),Cleup,
2006､ 383- 386ページ､ に含まれている｡

5 冊子のイタリア語翻訳文は SA m IE R D E I｣A T O U R ,Vittorio,O puSCOligi apponesisull'allevam ento deibachida
seta,in ⅣⅡN ISTE R O D E G LIAFFA R IE STE R I,B oneitlDO a nS01aLle,Vol.V,parte II 1870､ 116-123 ページ参照｡

6 一冊目はSAVIO ,Pietro,L a p T:iala SPeh 'one L'b h'aLZa LZen 'iatezm )del GJ'app one e DeL'ceD加■sen 'Con eB u tuatasI
Belm ese dig2'ugno den 'aDDO 1869 da S zza E cceneDZa il a bleD e L a 7わuzT,M ilano,Tr eveS,1870. である｡ この一
冊は現在､ 岩倉邦子氏によって日本語に翻訳され､ 近いうちに出版される予定である｡ また､ この一冊に関する更な
る情報は､ 吉浦盛純 『日伊文化史考 十九世紀イタリアの日本研究』イタリア書房 1969､ 164ページ､ にも含まれ

ている｡ 二冊目は SAVIO ,Pietro,n G yaFP OLZe aI87'om o d'0937'LZena Sun lぬ p zLbbb'ca epn 'va由,F.lliTr eves,1875
である｡ 著者が措いた挿絵も多くふくまれ､ 極めて興味深い書物である｡

7 TAM B U R E LLO ,A dolfo (a cura di),Zb li'a G L'aFP ODe 450 aLZnL',2004､108 ページ参照O この情報はローマ大学テレサ･
チャッバローニ ･ラ ･ロッカ氏が発見したサグィオの日記から抽出された情報である｡

8 サグィオの給料は国庫の負担となっていた｡
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G alvagna, 1839･1902) 1の日本派遣をド･ラ ･ トウール伯爵に告げる｡ これを受けたド･

ラ ･ トウール伯爵はサグィオを解雇せざるを得なかった上に､ 彼の給料を私費で支払うこ

とになった2｡

[2･14 -信任状提出問題- ド･ ラ ･ トウール伯爵と明治維新について]

イタリア公使らは明治維新の直前に渡目した｡ その頃､ 日本の政治的情勢は極めて混乱

していた｡ また､ 駐日外交団にとっては､ 日本の内政に関する正しい情報を得ることも非

常に難しかった｡ そのような状況にありながら､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は日本に到着して

から僅か一カ月の間に､ 日本におけるフランスとイギリスとの対立､ 及び将軍の権力衰退

をめぐる情報をよく把握していたことが注目に値する3｡ 彼はこのように､ できるだけフラ

ンス4かイギリスの傘下に入らずに､ イタリアの独立的立場を保護することに尽力した｡

また､ 彼は､ 日本におけるイタリアの権力と存在感とを強化し､ そしてその貿易を保護

するために､フランスやイギリスのように極東に軍艦を派遣するように外務省に依頼した5｡

その依頼に対し､ 外務省は経済的な理由ですぐには受け入れかねる6 と回答した｡ しかしな

がら､ その後も､ 公使は軍艦の必要性を強調し続け､ 翌 1868 (明治元) 年 12 月に､ つい

にその要望に応じて､ 軍艦 ｢プリンチペッサ ･クロテイルデ号｣ (Prineipessa C lotilde) が

横浜に入港することになった7｡ これらはド･ラ ･ トウール伯爵の外交活動の中で､ 極めて

重要な点である｡

このように､ イタリア公使らはうまく情報を入手しながらその任を果していたが､ 彼は

着任してからすぐ､ 日本の真の支配者が将軍であるのか､ 天皇であるのか､ そして信任状

の提出はどちらに対して行えばよいかという疑問に直面した｡ 当初､ ド･ラ ･ トウール伯

1 ヴェネツィア出身の外交官｡ 書記官として任命されたのは 1868年 11 月 4 日である｡ G R A SSI,Fabio,La fo rm azione
della diplom azia nazional e,IStituto Poligra丘co e Zecca dello Stato,R om a,1987,23ページ参照.

2 A SD M A E,Seri e II,Consolati,fasc.Y-1,Yokoham a､ 1869年 4月 7 日､ ド･ラ ･ トウール伯爵より､ 外務省メナブレ

ア宛の書簡｡ (A ffariin genere N .35,Personale) (未刊)
8 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1867年 7月 14 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トクール伯爵より､ イタリア外

務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N .7) (未刊)

4 極秘の書簡において､ ド･ラ ･ トウール伯爵はフランス公使レオン ･ ロッシュ (IJ6on R oches,1809･1901) の ｢保護

的｣ 姿勢- の抵抗を明らかに現わす｡ A SD M AE ,Seri e M oscatiV I,b.1288,1867年 10 月 15 日､ 駐日イタリア公使

ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務省宛の書簡｡ (Seri e Politica Con丘denzial e N .1) (未刊)

5 A SD M AE ,Seri e M oscatiⅥ,b.1288,1867年 9 月 30 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ'･ トウール伯爵より､ イタリア外

務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N .13) (未刊)

6 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1130,1867年 12 月 28 日､ イタリア外務大臣より､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウー

ル伯爵宛の書簡｡ (N .re首.7,di8p.5) (未刊)

7 LEVA FA U STO (ed.),肋 Ia dene Cam pagzZe OceaLZL'Che deua R .M an 'Da - trOlum e 1 (R istam pa),U fficio Stori co
della M arina M ilitare,1992､ 123ページ参照.
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爵は､ 天皇に信任状を奉呈することも検討し､ この提案をイタリア外務省にも伝えた1｡ し

かしながら､ イタリア外務省はそれを受け､ 本来他国代表者らが信任状を奉呈していたの

も､ 支配者として広く公認されていたのも将軍だったため､ その提案を決然と却下した｡

公文書からすると､ それ以来､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は本国の命令に従い､ 信任状を将軍

に提出することにした2｡ 以下はなぜ ド･ラ ･ トウール伯爵が将軍に謁見できなかったかに

ついて論じる｡

1867 (慶応 3) 年頃､ 将軍徳川慶喜は大坂に滞在していた｡ ド･ラ ･ トウールは国書の

提出を行うために､ 大坂に赴く予定だったフランス軍艦 ｢ゲリエール号｣ (G uerriere)に乗

ることを検討した｡ しかしながら､ 領事ロべッキが一ケ月前から病気にかかり､ 書記官ア

レ- ゼが旅行中3で暫く横浜に戻れなかったため､ その時に横浜を離れることが不可能だっ

た｡ こうして､ 彼の大坂訪問は断念され､ 信任状の提出4は延期されることになった5｡

9 月 30 日付の外務省宛の書簡において､ ド･ラ ･ トウール伯爵は､ 幕府に会見を再度延

期された旨を報告する6｡ そして 1867 (慶応 3) 年 10 月 10 日､ 彼は信任状提出のため再び

大坂- 赴く計画を立てた｡ しかしながら､ 出発する 5 日前に､ 外国奉行の朝比奈甲斐守 (あ

さひなかいのかみ) はイタリア公使館を訪問し､ 将軍が京都で ｢極めて重要な交渉｣ (つま

り翌月の大政奉還に先立つ会談) に応じなければならないため､ 謁見及び信任状の提出を

延期するよう伝えた7｡

11 月 9 日の大政奉還によって政権が朝廷のもとに返上された頃､ ド･ラ ･ トウール伯爵

は中国 (上海) - と渡っていたようである｡ 彼がロべッキの報告によってその事実を知っ

1 1867年 8 月 30 日の外務省宛の書簡で､ ド･ラ･ トウールは初めて信任状提出問題に触れたのである｡A SD M A E ,Ser主e
M oscatiVI,b.1288,1867年 8 月 30 日､駐日イタリア公使 ド･ラ･トウール伯爵より､イタリア外務省宛の書簡｡ (Serie
Politica N .10) (未刊)

2 ペルージャ大学教授ロマ- ノ ･ ウゴリーニ氏の研究によると､ ド･ラ ･ トウール伯爵は ｢イタリア政府の指示に逆ら

い､｣ 意図的に将軍に信任状を奉呈しなかったという説を述べている. しかしこの断言は公文書の内容と少し敵齢す

るo tJG O LIN I,R om ano,Zm lP OLTtltZ切ZhZh'a e a 'appone Den 'e由′M eIjliin ISTITU T O PE R LA ST O R IA D E L
R ISO R G IM E N TO ITAl JIA N O - CO M ITAT O D IR O M A,L o s由toh'bezTale Zb b'aDO e l'eぬ'M eLjl'- A ttlGelI
a n l聯 O Ztalo･GlappoDeSe diStUdistoTjel(R om a,23･2 7setお皿bLle 1985),E dizionidell'A teneo,1987,(131･174
ページ)､ 137- 138 ページ参照｡

3 アレ- ゼ伯爵は､ 1868年 1月に開港する港町の選択 (能登､ 新潟､ 敦賀のどれか) という任務を負った諸外交官らと

共に､ フランス船 rラプラス｣ (I,aplace) 号に乗船していた｡ A SI)M AE ,Seri e M oscatiV I,b.1288,1867年 7月 28
日､ 駐日イタリア公使 ド･ ラ ･ トクール伯爵より､ イタリア外務省宛の書簡O (Serie Politica N .8) (未刊)

4 イタリア政府はイギリス ･フランスの政府と相談してから､ 将軍に信任状を奉呈するように指示した (12月- つまり

大政奉還が既に行われた頃)｡ しかしイタリア政府はもちろん､明治維新- 導いた様々な急展開を知る由もなかった｡

A SD M A E ,Serie M oscatiVI,b.1130,1867年 12 月 28 日､ イタリア外務大臣より､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウ

ール伯爵宛の書簡｡ (N .reg.7,diSp.5) (未刊)

5 A SD M A E ,Serie M oscatiVI,b.1288,1867年 8 月 30 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N _10) (未刊)

6 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1867年 9 月 30 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N .13) (未刊)

7 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1867年 10 月 6 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N .15) (未刊)

44



たのは 12月中になってからであり､ その数日後に既に帰国していたと見られる1｡ ド･ラ ･

トウール伯爵は､ 外務省に送った書簡において､ 将軍の権力を支持し続けたことを何度も

強調している｡ しかしながら､ 大政奉還の後､ 彼には情勢がいかに展開するかを見守るし

かなかった｡

つまり､ 公使が日本に着任した頃に心底に抱いていた日本の真の支配者に関する疑問は

正当であったにも拘わらず､ 彼は幕府が完全に崩壊するまで､ 将軍が日本の公認された唯

一の支配者であると信じ続けた｡ そのため､ 彼は最後まで信任状を将軍に提出する意志を

保ち続けるのであった｡ 結局､ ド･ ラ ･ トウール伯爵がその他の公使らと共に天皇に信任

状の提出を行ったのは 1869 (明治 2) 年 1月 4 日のことである2｡

[2･115- イタリア公使と神戸事件一新政府に対する信頼について]

1868 (明治元)年 1月 1 日は大坂と兵庫とが開港される期日だった｡ その機会に応じて､

欧米諸国は多くの軍艦を関西方面に赴かせる予定だった｡ しかしながら､ 公使 ド･ ラ ･ ト

ウール伯爵がイタリア外務省に繰 り返して依頼したにも拘らず､ イタリア軍艦は未だに派

遣されていなかった｡そのため､彼は改めてその要望を表しながら､領事ロベッキと共に3､

商船で大坂に赴いた4｡

兵庫と大坂とが予定通りに開港された5二日後､ 公使らは大坂に滞在していた｡ ちょうど

その頃に､ 王政復古の大号令が発せられた｡ この際､ ド･ラ ･ トウール伯爵は､ 外務大臣

宛の親展報告において､ イギリス以外の国を代表する公使らと同じように､ 最後まで将軍

を支持していたことを改めて強調する6｡

鳥羽 ･伏見で旧幕府軍を打ち破った薩長軍が､ 1月 29 日に大坂に突進しようとしていた

1 A SD M AE ,Seri e M oscatiⅥ,b.1288,1867年 11月 29 日､駐日イタリア領事ロべッキより､イタリア外務省宛の書簡｡
(Serie Politico･com m erciale N .1) (未刊)

2 A SD M A E ,Serie M oSCatiV I,b.1288,1869 年 1月 15 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外

務省宛の書簡参照｡ (Serie Politica N .56) (未刊) 謁見や信任状提出については､ イタリア軍艦 ｢プリンチペッサ ･

クロテイルデ｣ 号の航海日藷にも､ 非常に興味深い記録が残されている｡ (L E VA FA U ST O (ed.),S b d a Gene
CaR7PagDe OceanLIche deua a _M an 'na - tu um e 1 (m stam pa),U fBcio Stori co della M arin a M ilitare,1992､
98-100 ページ参照｡)

3 書記官アレ- ゼは数ヶ月前から病気にかかり､ 随行することができなかった｡ 大坂 ･兵庫には､ 市場調査のために､

主に生糸や蚕卵を扱っていたイタリア商会の代表者アイモニン(Vittori o Aym onin)､そしてコ- ミ(Ⅵncenzo Comi )
も赴いていた｡ A SD M A E ,Serie M oSCatiV I,b.1288,1867年 12 月 27 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵
より､ イタリア外務省宛の書簡｡ (Serie Politica N .17) (未刊)

4 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1867年 12 月 17 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡. (Seri e Politica N .16) (未刊)

5 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,ち.1288,1868年 1月 5 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務
省宛の書簡｡ (Ser主e Politica N .18) (未刊)

6 A SD M A E,Serie M oscatiV I,b.1288,1868年 1月 24 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外
務省宛の書簡｡ (Con丘denziale N .3) (未刊)
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ため､ 身に危険を感 じた1 ド･ ラ ･ トウール伯爵やロベッキは､ 他の外交官らと共に大坂を

離れ､ 天保山に避難 した｡ そこに 2 月 2 日の夜まで滞在せざるを得なかった二人はアメリ

カ軍艦に乗船 し､ ついに兵庫に向かって出航することができた｡ そこで一行は､ 新 しく開

港された兵庫の居留地のために利用される予定だった建設中の税関事務所に宿をとった際､

戦争に巻き込まれるのを恐れていたその地の住民が山の方- 逃走 しているところを目撃し

た2｡

しかしながら､ 2 月 4 日 (陰暦で 1月 11 日) には､ 外国人居留地付近にあった神戸にお

いて､ 在 日外国人を著しく心配させる事故が発生した｡ これは ｢神戸事件｣ として有名で

ある3｡ この事件に関して､ 日本側史料と外国側史料において多少離解をきたすところがあ

るため､ 不明な点も多い｡ 神戸三宮神社- 行き､ 鳥居の左側を見ると､ 一枚のプレー ト版

がある｡ そこには､ この事件の流れを語る次の碑文が刻み込まれている｡

〔日本語文〕

｢卵脚 ･耕戸事件鹿妻~

祈 執啓早々の好漁元年 正二々 千一6 月摩- 出府を命ぜちjz,唐船 膚好の贋士のF'<T-F 層j三宮

神教厳を戯 するt き神戸沖仁摩潜中の舛棚 がfff qを虜穿った

贋士の腰善三飲正好ぼ6 本LZ)m 酢 )ら/# fLを/# って好手を穿つげえそれが あとで舛屠兵と

超瀦産土の一行とのノ野に彪火をiX･61 8 贋ぎt なっPL-その厳君神戸の衝後舛虜兵lE cE っT 一時

Lf顔■きれ T i,まっPL-局方+ E H ′豪次働 命で神戸{ 廉 でjW脚 で天皇願 となった

ことを冴めて二葬虞頓酢こ知 らせ何時にこの事件 について交渉をL je:彪宗麟 三郎従者産を一身

仁愛 L堺国人fe.;安ら丘会いの崩好で勿貯L 儲抑 L,71-J

ド･ ラ ･ トウールの報告によると､ 負傷 したのはアメリカ人水兵一人及びフランスの護

衛に携わる兵士二人だったが､ その時神戸にいた ド･ ラ ･ トクール伯爵がこの事件を実際

1 将軍を支持していたド･ラ ･ トウールは､ 王政復古を知った時に､ 国が ｢浪人｣ や極端派の手に落ちることを恐れて

いた｡ (多くの在日外国人の頭の中で､ 薩摩 ･長州などと言えば､ ｢凶暴な浪人｣､ ｢壊夷派｣ などの先入観が相当根強

かった｡) A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1868年 2 月 7 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ･ トウール伯爵より､ イ
タリア外務省宛の書簡｡ (Serie Politica N .21) (未刊)

2 A SD M A E,Serie M oscatiV I,b.1288,1868 年 2 月 7 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務
省宛の書簡｡ (Serie Politica N .21) (未刊)

3 この事件について､ 内山正熊の研究が詳しい｡ 内山正熊 『神戸事件 明治外交の出発点』中公新書 1983参照｡
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に目撃したか否かに関しては不明である1｡

この事件が発生してから数 日後､ 2 月 8 日に､ 東久世勅使は､ 外交団に次の宣言書を提出

した｡ この宣言は 1868 (明治元) 年 2 月 3 日 (陰暦で 1月 10 日)､ つまり神戸事件の前 日

に書かれていることも注目に値する｡

〔日本語原文〕

5 本犀天皇､ 先着舛屠蘇王R E g ^ ､ 棚 ､ 戯克之､ 解 顔~事窟

裁之､ 乃B ､ 蕗務条彪鑑屠大君名歌 5 今ノ面穿尊顔以天童嵐 廟客殿 賢之戯尊命有F7-g 筈.

･/3屠公館 観野島

慶紺 卒戊虎屋二万+ a

静 名 園 @ 2

この宣言は王政復古以降､ 新政府と外国代表者たちとの最初の接触だと言えるため､ そ

の意味は重大である｡ 以前､ 種々の噂に振 り回され､ 情勢の展開をよく把握できなかった

外交団もこの公式の布告を受けたことによって､ 日本の新たな支配者は天皇である､ とい

う情報を確実に知ることができた｡ 新政府がこの宣言の直後に､ 国内にも開国和親の新国

是を表明した3｡

東久世の命令に従い､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は､ 日本や東アジアに在住するイタリア人

に､ 日本の情勢を伝達しながら､ イタリアの不干渉を公式に宣誓した40

イタリア公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵がこの時期に書いた報告書には､ 戊辰戦争の展開に

関する興味深い証言5が多く残されているが､ 本論の主旨とは異なるため､ これ以上はここ

では扱わない｡ そこから､ 最後まで将軍政権の正当性を説き続けた ド･ ラ ･ トウール伯爵

らは､ 旧幕府軍の撤退や将軍の逃走､ そして神戸事件などの出来事を目の当たりにするこ

とによって､ 不安を切実に感じたことが窺える｡

1 A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1868年 2 月 7 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務
省宛の書簡｡ (Serie Politica N .21)｡ この書簡に､ イタリア公使が事件を直接に目撃したことをほのめかす表現がな

い｡
2 内山正熊 『神戸事件 明治外交の出発点』中公新書 1983､ 66 ページ出典｡

3 内山正熊 『神戸事件 明治外交の出発点』中公新書 1983､ 67ページ参照｡

4 他国外交官ももちろん､ 公式に中立を示した｡ A SD M A E ,Serie M oscatiV I,b.1288,1868 年 2 月 25 日､ 駐日イタリ

ア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務省宛の書簡｡ (Serie Politica N .25) (未刊)

5 A SD M A E ,Serie M oSCatiV I,b.1288,1868 年 2 月 12 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外

務省宛の書簡｡ (Ser主e Politica N .22) (未刊)
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とにかく､ 東久世の宣言､ そして神戸事件を解決- と導いた瀧善三郎の速やかな逮捕と

処刑1は､ 彼､ そしてその他の外交官や在日外国人が抱いていた新政府に対する最初の不信

と疑問とを一気に吹き飛ばす効果があったと言える｡

[2-116- 偽造される日本産種紙及び公使館 ･領事館による種紙の押印について]

明治維新直後の政治的情勢が徐イ再こ落ち着き､ 新政府の権力が認められていくと同時に､

ド･ ラ ･ トウール伯爵とロべッキは公使館と領事館との運営に戻った｡ 毎年の蚕卵仕入れ

期に際して､ 公使､ 領事や書記官は多忙を極めていた｡ 彼らはいわゆる ｢種紙の押印｣ と

いう作業を行わなければならなかったからである｡

日本産の種紙には､ 生産者や原産地などを表す日本語 (漢字) が記されていたが､ 中国

や日本産種紙の象形文字記述は､ 大多数の人にとって不可解な記号に過ぎなかった｡ なぜ

なら､ 当時のイタリアで､ 日本語 ･漢字が十分に読める人はいなかったからである｡ その

結果､ 日伊蚕卵貿易が開始した頃から､ 悪徳商人はこの養蚕家の弱点につけ込み､ イタリ

アで ｢偽造された｣ 日本産種紙を販売していた｡

その手口は様々であった｡ 種紙に書かれた漢字を一生懸命に別の紙に模写する試みに挑

戦する ｢芸術派｣ の悪徳業者もいれば､ 単に本物の使用済み種紙 (前年のものなど) を利

用する ｢リサイクル派｣ の詐欺師もいたわけである｡ この人物達はとにかく､ 日本語 (そ

れか､ それに似たもの) の記述のある紙に､ 廉価の ｢夏蚕｣ (付録③参照) の卵､ そして最

悪の場合には､ イタリア産の微粒子病に冒された不良蚕卵を貼っていた｡ また､ 比較的質

の悪い中国産蚕卵を日本産のものとして売りつける商人も少なくなかった2｡

この現象を抑制するために､ イタリア公使や領事は､ 前述の ｢種糸氏の押印｣ という措置

を採用することに至った｡ 彼らはつまり､ しばしば蚕卵商人ら自身の手を借 りながら､ 種

紙一つ一つに購入年月日の記述がついた印を押していた｡ 公使の予想では､ この ｢証印｣

のようなものによって､ その種紙の蚕卵は､ 当年日本で生産されたものであることと ｢夏

蚕｣ 卵ではない3こととが保証されるはずであった｡

1瀧善三郎は新政府によって逮捕され､ 公使らの目前で切腹を命じられた｡ 顔の筋を一つも動かずに腹を切る瀧の姿は

鮮やかに外国人の心と意識に深く刻み込まれた｡ 彼らの目には ｢武士｣ は残酷でありながら尊敬すべき存在となった

のである｡ 瀧の処刑にイタリア代表として出席したのはド･ラ ･ トウールではなく､ ピエ トロ･サグィオだった｡ 彼

はこの処刑について､ 非常に興味深い報告書を残した｡ A SD M A E ,Seri e M oscatiV I,b.1288,1868年 8 月 3 日､ 駐

日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵より､ イタリア外務省宛の書簡｡ (Seri e Politica N .27+Al legato) (付録として
追加されている文章はサグィオが書いたものである｡ ) (未刊)

2 ｢偽造種紙問題｣ に関して､ ザニエル氏の研究は非常に詳しい｡ ZAN IER,Claudio,S跳 4∫- SetaL'oh'jtah'aL21'iLZ
GL'aFPOne (1861-1880),Cleup,2006､ 93･102 ページ参照｡

3 夏子卵の販売は､ 普段､ 春蚕卵のよりも遅く開始されていた｡
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イタリア領事が蚕卵商人たちに送った回状1を見ると､ この制度は 1867 (慶応 3) 年 8 月

8 日に導入されたことが窺える｡購入された種紙は押印のために公使館に運ばれることが多

かったが､ 商人が横浜で借りた倉庫で押印されることもあった｡ 商人らは､ 購入した種紙

を公使館や商事館に出す前に､ サインか､ それに代わる独特の記号を書く必要があった｡

とは言え､ 公使館や領事館による押印は義務ではなかった｡ 押印は無料だったものの､

実際それに応じる蚕卵商人たちは比較的少なかった｡ それに応じなかった蚕卵商人の大多

数にとって､ 種紙を押印することは何の保証も得られず､ かえって彼らの商売人としての

信頼性を傷つけるものであった2｡ 1867 (慶応 3) 年 11月 14 日当時､ イタリア公使館と領

事館によって押印された種紙は､ その年に輸出されたおよそ 850000 枚3中の僅か 177487

枚4に過ぎなかった｡ 表(丑を見れば､ 1868 (明治元) 年には､ イタリア領事館で押印された

種紙は急増するが､ その数は翌 1869 (明治 2) 年から減少していく一方である｡

[表①] 年ごとの押印された種紙枚数

午 押印された種紙の枚数

1867 17748

7枚1868 596

691枚1869 2

47090枚1870

203854枚1

871 56906枚実際､ 押印に応じなかった蚕卵商人の見解は正しかった｡ 公使

館 ･領事館印や蚕卵商人のサインや記号が偽造L やすかったため､ 次第に当初の意義が

失われ､ 結局は数ヶ月で数十万枚の種紙を押印するという公使館 ･領事館員の努力は種紙偽造問題の解決へ導

くことはなかった｡1870 (明治 3)年末に来日した第二代駐日公使フェ･ ドステイア- ニ

伯爵は､ 翌 1871 (明1 A C S ,M A IC ,D ir.Gen.A gr.,ⅠIvers.,b.153 1867 年 7 月 30 日､ 駐日イタリア領事ロベッキよりイタリア人蚕卵

商人宛の回状 (未刊)2 A C S ,M A IC ,D ip.G en.A gr.,ⅠIvers.,b.153 1867 年 10 月 1 日､ 駐日イタリア公使 ド･
ラ ･ トウールよりイタリア外務省宛の書簡 (農工商

省用のコピー) (未刊)8 ZA N IE R ,Claudio,SE W - SetaL'ah')'taEah L'itZa 'aFP ODe (1861-1880),Cleup,2006､ 131ページ参照‥ 本

論の付録(丑も参照｡4 この合計には､ フランスなどの商会が輸出した種紙 14330枚も含まれている｡ A C S ,M A IC ,D ip.G en.A g
r.,ⅠIvers.,b.153 1867 年 10 月 1 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ･ トウールよりイタリア外務省宛の書

簡 (農工商省用のコピー)(未刊) に付録されたデータ表より｡



治 4)年に日本政府の協力を得て､ 思いもよらぬ結果をもたらすことになった種紙偽造問題

に対する新たな解決策を考案 した (この点に関して､ 本論の第 3 章において詳しく取り上

げることにする)0

[2-1-7- ド･ ラ ･ トウール伯爵の日本内地養蚕地域における実地調査について]

1869 (明治 2) 年に､ 駐 日公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵は日本の内地にある養蚕地域にお

ける実地調査旅行を行 う機会があった｡ 旅行の主な目的は､ 第一に､ 養蚕場に養育されて

いる蚕の衛生状態を観察し､ 微粒子病やその他の病気の有無を確認すること､ そして第二

に､ 日本の養蚕法及び製紙技術を調べることだった｡ ド･ ラ ･ トウール伯爵と共に､ 伯爵

夫人､ 書記官のガルヴァ- ニヤ男爵や以前臨時書記官として勤めたサグィオの外にも､ フ

ェルディナンド･メアッツァ(Ferdinando M eazza)1､エルネス ト･プラ- ト(E rnesto P rato)

2､ そしてエルネス ト･ ピアッティ (E rnesto Piatti,1835･1872) 3という長年の経験を誇る

蚕卵商人 3 人も一行に加わっていた｡一行が横浜を出発したのは6 月 8 日の午前中である｡

主に上州 (群馬県) の主な養蚕地域を訪れてから､ 6 月 28 日正午に横浜に戻った4｡

外国人が日本の内地にある養蚕現場で実地調査を目的とした旅行を行 うのは全く前例の

ないことだった｡ この旅行の経緯を紹介するサヴイオ5､ そして ド･ラ ･ トウール伯爵6が遺

した二つの記録は大変貴重なもので､注目に値する｡また､イタリアのプレッシャ (B rescia)

県､ コツカーリョ (C occaglio) 市の歴史資料館には､ ド･ ラ ･ トウール伯爵一行を描く大

変美しい錦絵が保管されている7｡ この錦絵を見ると､ その時､ ド･ ラ ･ トウール伯爵の一

行は決 して自由に移動できず､ まるで江戸時代の大名のように､ 役人 ･衛兵の壮大な行列

1 この人物に関する更なる情報はZA N IE R ,Claudio,s私 ∫- Seb L'oh')'b llanL'血 a 'aFPOBe (1861-1880),Cleup,2006､
357-360 ページ に含まれている｡

2 この人物に関する更なる情報はZA N IE R ,Claudio,SEW - Se由)loE l'tab'anJ'血a 'appone (1861･1880),Cleup,2006､
373-376 ページ に含まれている｡

3 この人物に関する更なる情報はZA N IE R ,Claudio,且E肱4∫- SetaE'oE J'tah'aDl'血Gl'aFPODe (1861-1880),Cleup,2006､
370- 371ページ に含まれている｡

4 ちなみに､ イギリスも 1869 (明治 2) 年 6 月に日本内地の養蚕地域における実地調査を目的とした旅行を行った｡ こ

の旅行を企画したのはイギリス公使館において書記官として勤めるF . 0 . アダムズ (Francis O ttiw ellA dam s,
1826-1889) だったが､ ド･ラ ･ トウール伯爵のおよそ 2 週間後 (6 月 22 日) に出発し､ 7 月 6 日に東京に戻った｡

アダムズも､｢R eportby M r.A dam S,Secretary to H erM ajesty'SLe gation in Japan,on th e CentralSilk D istri ctsof
Japan｣ というタイ トルの興味深い記録を遺した (印刷物､ 全部で 17ページ､ それに詳細な地図も付録されている

- 1869年 8月9 日)｡この報告書はA CS ,M A IC ,D il..G en.A grリⅠIvers.,b.153 というファイルにも含まれている｡

5 SAV10 ,Pietro,Lap E:RZZa SPedi'zL'Ome L'tah'aDa L2en 'Intem o delGlaFPODe e LZelcentTl■sen 'colteHettuatasIDelLZZeSe dt
g2 'ug770 den 'anDO 1869 da S UB E cceneDZa il a mおD e La 乃uLT,Tr eves,1870 参照O この一冊の日本語訳は岩倉邦子
氏によって刊行される予定である｡

6 D E IA TO U R ,Ⅵttori o Sal 1ier,Sopra un a spedizione bacologi ca nell'intern o delG iappone,in B onetLlno a LZSOlaLle,
1869,vol.5,parte II,116ページ参照0

7 ZA N IE R ,Claudio (ed.),n D laL･jo dtBom peoM azzocchL',L a Com pagnia della Stam pa editori ,2003,12- 13ページ
参照｡
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に伴われていたことがわかる｡

ここで､ この実地調査旅行を計画しながら､ イタリア公使は日本政府とどのように交渉

したのかという疑問点が残る｡ この疑問点を解明できる史料は現時点で発見されていない｡

[2-1-8- 公使 ド･ ラ ･ トウールの怪我と帰国要望について]

1869 (明治 2) 年 9 月 2 日の書簡1から窺えるように､ 公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵は内地

旅行出発前に､ 右脚に打撲傷を負った｡ 20 日間にも及ぶ苦難に満ちた旅行はその傷の状態

を更に悪化させてしまう結果となった｡ そのため､ 5 ケ月間にも及んだ治療期間もよい結果

をもたらさず､ 公使はヨーロッパで特効的な治療を受ける必要性に駆り立てられ､ 外務大

臣に休暇期間を要望するに至った｡

同じ書簡において､ 彼は医師に勧められたように､ 9 月 4 日からおよそ 4- 5 週間､ 公使

館を離れ､ 宮ノ下 (箱根) 温泉で治療を受けることにしたと報告している｡

イタリア外務省は早速､ 1869 (明治 2) 年 10 月 28 日の書簡で､ ド･ ラ ･ トウール伯爵

の休暇要望を受け入れた2｡ その二日後 (10 月 30 日) に送った書簡3によると､ 彼はその時

には既に横浜に戻っており､ 怪我の状況も､ 宮ノ下 ･芦湯温泉で治療を受けたおかげで､

徐々に快方に向かい始めていたようである｡ そして､ 彼は以前求めた休暇を取り消す意志

を外務大臣に伝えた｡

しかしながら､ 解任が既に決定されており､ 外務省にはその決断を取り消す意志はなか

った4｡ そのため､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は 1870 (明治 3) 年初めに予定通り東南アジア-

は赴くことができたが､ 再び日本に着任することはなかった｡ そして､ 最後の任務を終え

てから一旦横浜に戻り､ その後､ 家族と共に 1870 (明治 3) 年 4 月 22 日に米国経由で帰国

した5｡

I A SD M A E,Seri e I,B .174,Pi- S - SallierD e La Tour｡ 1869年 9月 2 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール伯爵

より､ 外務大臣兼内閣総理大臣メナブレア伯爵宛の書簡 Serie Politica,S.N . (未刊)0

2 A SI)M A E ,Seri e I,B .174,Pi- S - Sallier D e La Tour.1870年 3月 21 日､ ド･ラ ･ トウール伯爵よりイタリア外
務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡 (未刊)

3 A SD M A E,Serie I,B .174,Pi- S - Sallier D e La Tbur. 1869年 10月 30 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール

伯爵より､ 外務大臣兼内閣総理大臣メナブレア伯爵宛の書簡 Sefie Politica,S.N .Personale (未刊)0
4 1869年 12月 14 日に外務大臣となったェミリオ･ヴィスコンテイ･ヴェノスタの返事は 1870年 1月 14 日に書かれ､

ド･ラ･ トウール伯爵がそれを受けたのは 3月半ばだったA SI)M AE ,Serie二,B .174,Pi- S - SallierD e La Touro
1870年 3月 21 日､駐日イタリア公使 ド･ラ･ トウール伯爵より､外務大臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタ宛の書簡 (未

刊)0

5 A SD M AE ,Seri e I,B .174,Pi- S - Sallier D e La lbur.1870年 3月 21 日､ ド･ラ ･ トウール伯爵よりイタリア外
務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡 (未刊)
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[211一計一公使の日本養蚕地域における新たな旅行の計画について]

体調を回復させ､ 日本に再着任できることをまだ信 じていた ド･ ラ ･ トウール伯爵は､

1870 (明治 3) 年 1 月 10 日に香港からイタリア外務大臣に- 通の通商系親展報告1を送っ

た｡ その中で､ 彼は日本で内地にある養蚕地域を訪問することがイタリア､ そしてしばし

ば日本を訪れるイタリア人蚕卵商人たちにとっていかに有益であるかを強調 しながら､ 新

たな大規模な養蚕視察団の派遣計画を提案 している｡ ここで､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は蚕

卵商人に有利な情報を獲得するための旅行を計画し､ イタリア政府に支援を求めていた点

を明らかにすることにする｡ また､ この書簡において､ ド･ ラ ･ トウール伯爵が呼び戻さ

れた理由を探ることもできる｡

この書簡は初めてこの計画の存在を知らしめると同時に､ 日本の内地にある養蚕現場の

様子を視察することがいかに重要だったかを更に明らかにする未刊の一次史料であるため､

ここでその全文を挙げることにする｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Legazl'one d'ZtaEa al al'app oDe H ang K oDg E 10 GeDDal'0 1870

Sem 'e Com BZerClale N 60 - ConGdeDZl'ale R l'sez･VatO

A ic
A S ua E coeneDZa Zl a Dem le am te M enabyea PTeBldeDte del CoDBlg:滋O,M h i'StTO P egL'

A 免n 'E steTl'a FhTeDZe

伽 oz･M b 'stTO.

aDR alP W tO Com m Je N 49 iTZ data 23 6ettem bTe SCW SO, n 'sp oDdendo al D T'spaccio

h 'stez:1'ale de126 a 'ugno N 1313,1'o spJegu 'a VostTB E ccelleDZa l'm otlvT'p eL quali'DaH

cTedeyp dip oteT SeCODdareildesM eTl'o espresso dalM h i'stero d'A BTT'coltLLrB e Com m em io,

accib l'sem al'vem 'ssez10 autW 2'zzatl a recBm l nen '1'ntem o del a 'app oDe P er a.gSIsteye all'

alle招皿eD tO del'bach 'eゑZ･Tq'acquL'stldl'buon Sem e.

D VsS1'1'DOltTe allora com ela Bacolta dl'Ear COLZZZ.ZZZerCl'o neH '1TD ten 20 DOE m l'SezzzbvTaSSe COSa

opp w tLLUa a Ch 'ederSl'. N om taLdeTem O a Tledem questa li'beytac oBCeSSa, RZa∂ d'uop o

lasclaz:1a p w tape dalle ciE1003taDZe Ste.gee delpaese/ ed ognL'81'om o plu Tq'sl avvTIcitZa/il
■ヽ

1 A CS ,M AIC ,D ip.G en.A gr.,ⅠIvers.,b_153 1870 年 1月 10 日､駐日イタリア公使ド･ラ･トウールよりイタリア
外務省宛の書簡､ Seri e Com m erciale N .60 Confidenzial e R iservato (付録付き､ 未刊史料)
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vDlerla andclb are sarebbe andaL･iL2CODtTO ad iTZCOD Vem 'entl e dl'stLZZ:bl'8Tali - P eyb ∂

eT4'dente che ♂d i som m o W taggZ'o il potez･ aDdap nell'ZD tem O P eZ･ aSSIsteye all'

alle四m en tO del m ugello ed alla cod ezl'oDe del seLZZe, - 3tudl'ape il m etodo segzLE'to

Bell'zLna cop e DeH 'altTa dl'queste op erazl'om 1 - e ZleDdeTS}'cosI zm ')Idea esatta dello stato

della bach 'coltzHla al al'app one.

- Per tale B20tlllD iL2tTaPyeSll'anDO SCW SO la sp edizl'oDe Eel Gllosclu.Q uesta credo abbl'a

otteD ufo tuttOlo SCOP O d ele comdizJ'om 'dl'fTetta Belle qualidovettl'ovgam 'zzaz:1a p otevBDO

pTeStaZle/e dal'Sl'3720m 'che m l'accoIZZPagnaL,OnO VeDneZ10 鬼tte tutte le osservBZl'om 'e g:L'

studl'p ossibib'.

1Ibuon n 'sILltato otteD utO dalla ppiz22a PmV a a 'aTle帽 )'spiTlatO ilp eDSl'ero d'eB 7ettuaEe

zLDa SeCODda sp edl'zl'oDe SU PIzl laLga SCala. SeBODCL∂alczLDe diBgcoh a ches l em DO

solle招te,e lo s由 to dl'm l'a salute che RZl'&aceva sulP W m Che doTT el'1GBclazle ilGl'app oDe,
a 'avevBDO CODSl'g:溢ato a sosp eDdere ogn LPm POSta a taln 'guazdo. - 2}ovandazzzl'p ezlb om

l'D sum ciente lq'a d iguan '87-0me p er p oter pyoIuBgaEe ilm l'0 808g2'om o itZqueStlpaesll ed

esam l'nata attentam eD te la cosa,credo L20D P OtTa eSSeTTq lm P edl'm eD tO all'attuazl'oDe del

BZlOPL10gettO.

ST4'ccom e sl'tTatteTebbe dl'una m l'ssu'one che p er Zlagglungere Plenam eL2te ilSZLO SCOP O

aw ebbe bl'80g220 den 'iaizl'atlvB e den 'app ogg7'o del G ovem o del R e, cosl Ilo rep uto

con Vem 'eDte disottoLZZZettem ilm l'o dtlq'sam en to algludl'zl'o dl'VostTB E ccelleDZa.A IGhiETe

del y班tlLZIO M agg7'0 Ilo m L'p orterel'血 zLL2CeD tTO dtcoltlvazl'oDe baco1097'ca coDduceDdo m eco

uDa BPedL'ziToDe CaZZZP OSta dl'alcum 'sc)'eDZl'atl l'n back icoltLUIB e dl'alcILLZLPyBtl'cl'seRZalll'

qzLali've〝℃bbe〝dal G ovem o D elegati ed a)'qualtl'D VT'terelad uD iEliU'alczLZZl'血 Ch l'b EaDl'

res)'deDtl al al'app aae. - Q uesta BP edl'21'oDe 0 RZegEo CoLZZZRZl'ssione lw m 'ta dal G oTlem O

d'ognt'StTILZ22eDtO OPP OrtunO,3'occup em bbe deno studio deu 'allevam ento delbaco,dalszlO

sch 'u血 eD tO SLt'DO alla cod eztlone del seLZZZe, deua tTattZLZla e delta teSSl'tw a dena seta,

delta ooltl帽m 'oDe delgelso,血 zm a pam la d'ogm 'p zm to che slrd em 'sca alla m atepla. - D l

queSta SP edl'zloDe C ap o sazlebbe ilM 'm 'stm ilquale dow ebbep oter esercl'tBre Su tutta la

DZl'SSI'oDe ZLDa autOPlta egzLale alla resp oDSabib'La che gガ血com be 血 Eacd a Gel G oTlem O

Gl'appoDeSe at eDOVe deg:H accozldipyesl血 pz10P OSl'to. CoRZe 血 quella deu 'anBO SCW SO

DeSSuZZm eRZbTV delta M l'SSI'oDe P OtTebbe Bane OP em ZL'om 'dl'com m ercl'0. - RJ'tom aDdo a
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N l'eg22ta, teLm 血alI g:滋 StUd it e sciolta qzLiHdi la sp edl'zl'one, 001om cu ' taleD terebbe

fez:m arTq'sIp er Baz･acquL'stl dL'cBrtOm 'De aW ebbem l'autorl'zzazl'one.L a sp edl'21'oDeP er tal

R20do DOE darebbe solo cazzZe h utto le osSerVaZ)'om 'C丘e slBarebbez10 SuH 'allevaRZeDtO del

m ugello, BZa SaLlebbe altTeSl 帽ntagg2'osa dal lato com m em lale/p ol'chet, tTOV:B12dosl gL'a

sopzla luogo (N L'egata),)'sem al'P otTebbez10 EaL,e COli le loro com p ez'e血 tem p o opp w tuDO,也

1uogo dtg2'ungepTTlcom ep elp assato, verso la 血 e delta stagZloDe,eP OPtaDdo zLna Parte dell

capjtali su zm altz10 CeDtTO dl'com m em lo, sl dim l'm L&ebbe la zleSSaC he v2'eD Eattaw B

eselusl'vBm ente SZLHa piazza dL'YokoAam a dal'nostTI com 2aZl'onaE. O Tle le condizl'om 'dl'

quella PTOl血cla DOE SIPyeStaSSerO alpZ10gettatO TqagS2'0,Ilo ihi'zl'ereLPZlaまねゐe COI G ovem o
S 1 C

Locale oDde otteDere eguaE 点cib'tazl'om 'p er qualcAe altTaPZ10TiLZCla,quale sazlebbe l'Oscl'u
S I C

oil一弘 sclu. I P er ageTIOlazleilcoB2PLaZeD tO dl'questa M i'ssl'oneila ovem o delR e dovTebbe

azltW l'zZBPe la L e922Zl'ane a sopp erizle ad alcuDe deHe sp ese occorren銘 BOlo e

RZaDtenizzZeDtO del'caflaR iitm sp w to del'bagag:ii'e Gel TT'verlllo chep w tezlebbefuvse ad zLZZa

sp esa m edl'a diFr.1'500p erp ersoDa.

Sarebbe a a )'o avvz'so zLtile, tm ttaDdoBj dl'uDa SP edl'zl'oDe con e qZZella che Ilo pTOP angO,

che dal R .o Goyem O Tlem 'ssero agw egatl zm o o due natzHTBli'stl l' quaE potessero

l'ntTaPTeDdere deg:E studl'Bla szLHa natLLrB delsud o che szLHe dM ereD tl sp ecie dl'plaD te e di
良 1 a

am 'm aliche clsazla data dil'DCOntm re SZd BOStm Cam m 血O, azTicAeDdbl coslla scleDZa dl'

D uOVe DOZlom 'e dl'D UOTq'pm dottl'.

A d oD ta del desl'den 'o che aTqel che Eossero ch 'am atl m oltl Ztaliam 'a p arteclilare ana

sp edtzl'oDe,1'o DOE P OSSO a .ZZZeDO dJ'coDGLiHaEe VostTa E coelZeDZa dl'vDlem e LleStTl'DgeZle il

m LZZZerO a 6 0 7''ed aDCW qUeStl doTjTebbem esser sceltl con RZOlta 伽 zB ODde BOD

com pyeDdeLm '1'Ddl'TM zH'cLe l'n luogo di zleCaZ,VaDtagg2'o dove.gsem cTeaZle dilWcoltaa l

com pLZZZeDtO delDOStm m aDdato. - D alla distln ta cA ')'o m aDdo quL'zLaita dellep ersone che

sl tTOVaPODO Belle ecov:se stag710m 'a Yokoham a,e (通e con tutta pyobabib'ti Tq'n 'tom eraDDO

血 quest'aDDO, VostTa E ccelleDZa Vedzlii su quali'sob'lsegnatl con UD *j l'oc Tledepel

opp w tuDO dl'faz･cadezle la scelta, coRZe qUeB icLe BZeg:Ho deg:E altTIRZl'p al'oDO adBttatla

ppenderp az･te alla M l'CSL'oDe.

N oD ∂d'uop o ch 'L'o Eaccla qu pyeSeD te au 'E ccelleDZa VostTB quaD tO Sla neceSSan 'o di

1 正しい綴りは arricchendo である｡
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zLSare la m aBSIRZa CaZLtela accia ilpL10gettO CLe ho l'oDW e dl'sottoLZZZetteLle nob .glP YOPali

prl'm a del teLZZZP O/87'acche?,pEeSCiTZdendo p w e dalle diiHcolti cLe p otTebbero Eaz･sozgeEe l'

nostTIcoDDaZl'oDali',se la TIOCe d'uD BizZZile Tq'agBT'o dovesse gZuDgere alle oyecch 'e dl'alczm e

PoteDZe,CaZZZe ebbJ'82'a a ditlo EelLZ21'o sucd tato R app w to,1'una p er le vT'ste sue pz10Pn 'e,

1'altTB P egE iz2teZleSSI che ha CORZZLm 'Can noI Delta questioBe bacolog7'ca, eSSe P OtTebbez10
8 i e

点cibz2eD te 0 Cream l deg:L'izZZbaEaZZl'o pm TleLZitlCl'neu 'eseczIZl'oDe dl'questo Tq'aggio, loche

in ZLD CaSO 0 DeH 'altz10 VeTZlebbe a m eDOm are diassajilvaDtagg7'o che daHa sp edizl'aHe l'o

m }'1usiHgO d iottenere in Bavote dena DOStTa 血dzzstTl'a sen 'ca.

CalcolaDdo la n 'stTetteZZa relatlva del tem p o, 1'o sarel'gTatO a Vostm E cceBeDZa Se,

appTO帽tO l'D Prinabl'o ilpm getto da m e om fw m zLlato,E BB TIOlesse Barm l'prontaRZente

●I ■
conoscezle la a)'L el'oplm oDe, aCCIO lO P OSSE COm l'ncl'are a preDdeDe tuttll'pmv vedl'm eBtI

opp ortuLZL'p er l'esecuzl'oDe dicodesto Tq'agBT'0.

GTadl'CCB,Sl'BT70Z･胞 由tm ,1'D uOfq'6eDSldelta m l'a alta oonSI'deLlaZl'oDe.

D e La Tow

Pini'A cW e *A B tODg血1'CaTECazlo *OTlo dottw Cazlo D BRZl'oE l'Dg.D T'ego

*Veh Zi'Paolo V eD t血 血 g.Gl'0帽12m ' *M eazza F eEdh aDdo Pam 'gatl'Fm DCeSCO

F ondzla Cazlo ZaDettlFraDCeSCO B it芳Gl'zLSeP P e Fn ien 'o Pl'etTO

l*A BdileOSSl'E nn 'col M azzom 'G.a. VedoTlelb'Cazlo Tqgand FraDCeSCO

M azzocch 'P oLZZZP eO M alugam 'Pl'etTO D usiTZaA DtOm 'o Pl'm 'E w l'co

Gat血om '抱 コCenZO G 鮎ElBZdl'Gllovanm ' Facch 'Paolo B aSSam 'L uLi2'

CateDaCCIA B tOm 'o Sale SecoDdo Ch 'ap eno Cazlo *SaTq'o Pl'etTO

GAiraLdottlL zLtb ' B eg220ttlAlessaDdi10 B ossolo L zLLb ' *B otto D om em 'co

B ertoDe a 'ovaDnl' Tartag:滋a Cesare a 'Tletta Gj'usepp e

*PazTBTq'ciHO .t20b.Ipp oE to B ertotd R obepto Trucetl'ch N l'001a *P ugno E g2'dl'01

1A CS ,M A IC ,D iy.G en.A gr.,ⅠIver8.,b.153 1870 年 1月 10 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウールよりイタリア
外務省宛の書簡､ Seri e Colnm erCiale N .60 Confidenziale R iserv ato (付録付き､ 未刊史料). ここに書き連ねている

蚕卵商人に関する情報はZAN IE R ,Claudio,SE M 一虚血)'oh')'tah'anL'ID a 'aFP One (1861-1880),C leup,2006､ 255
- 399ページに含まれているO ちなみに､ M ozzoniG .G .という人物はザニエル氏の蚕卵商人リストに現れない｡

55



〔日本語訳1〕

産 H̀ イクy ア公皮静 18 7汐牢 1 ,6 10 5 ､ 粛啓lr で

感度粛# 告 ノ夢60 号 - 虜屠

存フィレンツェ胤 互兼輝度太官メデブL/ア脚 T

ノ野70

6 JP 26 G # 5 1313 号紺 のこち豹富とL,て滋 送ク身L,まL,71-去る9 ,6 23 H H の虜彦系# 穿

_夢49 号lEおいT ､ 鍬 zij首の厨夢を虐凄易丁度.質の蚕三野を虜スすa ように､ 5 本の舶

j豹野の粛pT を虜得するt いう農工鰍 壕 野L,jE:紺 ご/Jl登IiG C a ことが不碓 であB と

存C ていa 齢 を屠T lEJ諸jW いそ L,ま L,えo

また､ /J､二生材舶 lEおいて慶寿を行 うJ,iT F,7 を< G 本郷 > 早慶すa こt 邑不適静 である

と存C T いa こと邑述べまL,た この符膚の謬F,7 ぽこの犀の候奔放夢ですが ､鯛 のノ闇遠野で､

その府が姦H 遜 ってきT いa ので､ その遜産を早めるこt ぼ潮 健脚 倉を好 < こと

/こなB でL,ようo いずれにせよ 蚕の厨房や秦野の髪著を｣易学 L,､ これ らの携署を行 う′有産

を学んで､ 5 本養蚕業の穿# lr つい丁度~L,b LEノ才をつげa ためIL.r棚 をj初野できB のメj二大密

斉材であa こt lf/G を虜たないこt ですTo

そのような軸 か ら､ /Jl登IfPF牢､l JyW Eおif る齢 の,,-=fLT を_立穿いた L,ま L,鳥 この遠産■

/普,# いで企画 L PL.- あのでL,えが. その5 伸ばそれ/J クlr戯 きれたt j官C て一ガ タ､ /Jl全順 行

i,PL-者たちによってあらゆる粛鮒 許蒼を行っていますo

この度財のノ試みで得PL-良好査定栗lE G きれ､ /J､二全If よク,* き淵 で雛 なa齢 を行 う

という者 達を彪 < ようにな クまL,たo i,A 〕L,/J が ら､ 見 離蒼生 L jE:腰つかの鹿野と､ 5 本 を

戯れな 頼れば扮らないt JBTわせそ/Jl登の慮療於慶t lf ､ それlr膠す8 あらゆa F,-=fLT を- 御

仁停止 きゼ官L,PL- o t lL,か < 舷 /Jl登ぽここの節 iLr.おIJ a 潜在を屠芽 できa < らいIf･9

iこ錐方lE向かっていますL,､ この岸を超音冴 < 鮒 L,た1 で､ /Jl登の腕 差し.支度唐 < 二者

行 できa t 存 C まi To

こわば､ G 5 を窟全に戯 すa ためiE ､ 務ガj凌)好の企画 と支援 とを必要とすa 任穿 ですの

で､ /J､二生ぽこの牌 を577 O 脚 こお産ゼす B のが穿掌であa t 孝之てこおクまi To ノ審8 6 ノダ

ノ寿/E ､ /Jl生ぼ着蚕歯好ノヽ磨き､ 虜府適j溌著すa 軌 の養蚕榔 びに< 養蚕lr > 岸 L,い蒼

顔蔵人か ら/J a 一行を何件させそ ぐ存C まf To E lr ､ この一行lE H 櫛 のイク9 7 ^ 数人

1 この書簡の日本語訳は本論筆者によるものである｡ また､ < > 内表記も本論筆者によるものである｡
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の参勿 あお@ め L,えいt 存L:て1おクまf To この遍在こ否ここの鰍 ､ 抑 あらゆる必

身を道具を超# きれ､ 紗 〕ら黍卵の身皆までの蚕の厨京 二全虜の顔顔t j簸好､ 桑の木の威

.好､ つまク:寿蚕斧泉箸の全勝 醗好に務わるg)のとなクまiTo この一行の稚奏者ぼ､ Lj崩 好

ノ好L た彪G によク定められPL-5 本虜府スニ対すa _寿庄t 掌 L,い鹿野を粛鰍 行好できa 公好

となるのでL,ようo 解牢t J野C < ､ 腕 貞ぼ- 劾産着の虜釘をすa ことが できません j1-

だこ虜潜 に5- って凝 蒼を顔 7 L ､ 粛虜野を鹿野させて凄)らIf ､ 財 を食入れ a ためにその彪

lE留まク71-い者ir /貨その許p7 を与ままi To このように､ 脚 の虎男ぼ蚕の厨青に膠すa カ

p-穿iEg i らダミ鹿署の表靴面であ斉材となクまiTo なぜ'/} ら､ M i= その腰 で:新顔ノlEいa 蚕節

度人たちぼ.以崩■のcf うIL_,食入れ季節の凝カ タ好でぼ凌ぐ, 農産の噂,q i= そこlr身着L,< 蚕卵

を>虜スできa からでf To そうすB と､ _資金の一都を劇/のノ方穿lr揮っT い< ことで､腰 漢 lr

だ'17 /こ脚 する務メj朋 人た ちとの穿争を威少させるこt が碓 t なクまiTo

その戯方の新顔Bj以上69m 行ir題きなかった夢合歓 /J､登が5 本肋 〕ら奥メW や鮒 などの

B lの俊才てう野L:虎富を@ 得するための卓彦-きlr虜 クかか クますToこの任務の芽行を′容易ir すa

ためlr払 王鰍 公皮雛 ､ 虜の賞辞 ･着爺夢､ 荷鯵と食者の運送などの必要を費膚の一

部をまかなう許 p7を与i T Tきa 必戯 ∫あクまi To それ で､ ｢ 入賞虎クの卿 はおそら<

500 フ7- J/iE /J a でL,ようo

/J､登メj遅 宥するような細 密にぼ､三脚 j肺 肝行中に発屈す8 劇超瀞を願 でき

a -一一二人慶だ二^ の5 卿 学者を一行に断 させることが有益 であるt存aT いますToそうダニれ

Ij=こ斉 L,い知者や彦顔で禅学を発展させることができまf o

多 < のイク9 7 ^ がこの鰍 参勿できB という/J､卓の慶 碧に邑務わらダミ/Jl二生ぼその人

慶を6- 7ノ人lrJ野a ことをノ野下に@ めざるを停まQ i 'o i PL-､# 々の任務にj縦蕗をあたらきず:

逆にその適 好を獅 ような者たちを含めないためlr ､彪行貞を度富に選ば扮Ifればを クませ

i ,0 /J､登ぼ､_倉卒虜資を鰍 ､ 今年あそこに房■a 可彦# の高い者たちのP ス jtをここに,酵付き

ぜて贋 きまL,そo その中から､ノ野柑 この脚 の｢ 責とL,て象勿すBの l= G の^ よク邑齢

L い者で､ 選ばれaべ き (* でマークきれ ていa 者ノであB と/Jl登zij静め8 着を教髪に磨れま

すTo

/J､二生ぼ今虜冴/好きゼて屠 <p-=f励 予ゞ定よク早 <広まっT L まわないcE うlEノ野Tのこ協力夢を

繍 lすa こt j甘言うまでg)あクまゼ寂 とiEか ( ､ # 々の櫛 から畳みだ L 得a 鰍 さ

ておき､ 邑L,､ そのような柳 j二者行きれ a 摩ガj街 の舛G の者に.八っT Lままぽこその

うちのひとつのJ罫増 G の見解を有L,､棚 界iEおif a .材益を務がG t /# lE i,T い
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a il-め､ それらIf粛々をgi',@ させる行瀞をt っPL- ク､脚 行の算行を屠止すa 可農産が-たか

にあク､いずれlrせよこのようなことば/Jl貨メj膨 16 ,# 符L,ていa # zij厚の者轟芳lr香7秒

を成果を者 L,< 粛なうことlEな B でL,よう0

時彫 j脚 少ないこt を考慮L,T ､ /Jl登B 潮 たp-H wT iij深層きれPL-_上で､ノ野千一のごま易を

揮噺できれば幸いでf o そうL,てG IJjz,ぽこ/J､登がその脚 行の穿行lE府かっての歯財な#

置lE着手できまfTo

夢:具 F'1･ラ ･ F クール

< 1鋸好ir ､ 轟釈商人の氏名が書き遭ねられ T いa >

この書簡において､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は外国人内地旅行の解禁などの便宜を日本政

府に求めることができないという慎重な外交姿勢を表す｡ その理由を含む書簡は発見され

ていないので､詳細は不明であるが､ その要求は農工商省から来ていたことは確実である｡

この事実に基づけば､ 農工商省は蚕卵商人たちから圧力をかけられていたことが十分に考

えられる｡

また､ 彼は慎重に ｢特定の外国｣ に言及 しているが､ それらは言 うまでもなく､ イギリ

ス (日本から生糸を大量に輸入 していたため､ イタリア人蚕卵商人の立ち入 りで微粒子病

が日本の養蚕地域にも感染してしまうことを恐れていた)､ とフランス (イタリアと同じ様

に､ 日本から蚕卵を輸入していた) である｡

この書簡は外務大臣メナブレア宛てであるが､ 1870 (明治 3) 年 1月 10 日には既にその

後任者ヴイスコンテイ ･ ヴェノスタが着任 していた｡ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタがこの

書簡にどのように返信 したかは不明であるが､ 書簡の最初のページには､ 後から追加 され

た数行の記述が書き殴られている｡ この文章は鉛筆で慌 しく書かれており､ 彼の手による

ものである可能性が非常に高い｡ 以下はその内容を挙げることにする0

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Parm l'.glP OeSa n BP ODdere che staDte ilsuo n 'ch 'am o e la DeCeSSlta dl'gTaVT'ecoDORZl'e

I
nob SIp uop er w ap eDSaZle ad uzZ且血ilepz10gettO.1

1 A CS ,M Al C ,D ir.G en.A gr.,ⅠIver8.,b.153 1870 年 1月 10 日､ 駐日イタリア公使ド･ラ･ トウールよりイタリア
外務省宛の書簡の 1ページ目に現われる鉛筆の追加記述(未刊史料)0
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〔日本語訳1〕

@ の虜願 倣 唐金顔め必要盲管を考慮すると､ 今のt ころ､ そのようなF,-=f画桟蘇原でき

ないと滋彦夢できB とノ囲いますo

このようにして､ ド･ ラ ･ トウール伯爵の計画は断念された｡ 外務大臣に着任 したばか

りのヴイスコンテイ ･ ヴェノスタは､ 蚕卵商人たちの立場をよく理解 していたため､ 以上

の書簡に表れるド･ ラ ･ トウール伯爵の日本における外国人内地旅行に対する慎重な態度

に驚き､ 彼を帰国させようと決心したことも十分に考えられる (彼の後任者は未だに決定

されなかったにも拘らず､ ド･ ラ ･ トウール伯爵は呼び戻されたことが注意に値する)｡ こ

の時点で､ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタは ド･ ラ ･ トウール伯爵を帰国させることによっ

て､ 蚕卵商人の利益を考慮すると共に､ 日本政府に対するもっと積極的な外交姿勢をとる

外交官を派遣しなければならないと思った｡

この事実を踏まえた上で､ 1870 (明治 3) 年 3 月 7 日に､ 彼の後任者となる運命にあっ

たアレッサンドロ ･フェ ･ ドステイア- ニ伯爵の中国派遣が決まったのは偶然ではなかろ

う｡ (フェ伯爵の派遣の経緯に関しては本論の第 3 章が詳しい｡)

[2-1･10- 1870 年夏 ･代理公使ロベッキの内地旅行について]

本節の最後に､ イタリア領事が行った内地旅行の知られざる事実を明かす未刊の史料を

紹介し､ 分析する｡ それは 1870 (明治 3) 年 7 月 22 日に､ 来日したばかりの副領事フラン

チェスコ ･ブルーニ (F rancesco B ru ni, 1844･1911) 2によって書かれた報告書であり､ そ

こには､ 領事ロべッキが内地旅行を行っていることが記されている｡

今のところ､ この旅行に関する他の史料は発見されていない｡ そのため､ ここで､ この

書簡を分析する価値は十分にあると言える｡

1 この記述の日本語訳は本論の筆者によるものである｡

2 駐日副領事フランチェスコ･ブルーニは 1844年 2 月 6 日､ サレルノ市 (Salerno) 付近にあるノチェ- ラ ･インフェ

リオーレ (N ocera lnferiore) にて生まれる｡ 1864年 12 月 20 日､ ナポリ大学法学部を卒業する｡ 1870 年 3月 25

日に横浜赴任が決定され､ 1875年末までに日本に滞在する｡ 1875年 3 月 29 日は二等副領事に昇進する｡ G R A SSI,
Fabio,La fo rm azione della diplom azia nazional e,ⅠStituto Poligra丘co e Zecca dello Stato,R om 乱,1987､ 1121113
ページ参照.0
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〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

CaDSOlato diS.M ilR e d'ZtaEa YokoLam a 22 L ug:L'0 1870

N 51 A鮎 112geDeye - Tqagg7'0血tTaPyeSO Gal CaTER obecch 'nen 'intem o del al'app oDe

-A S uB E ccellenza Jlh 'stTOP eP g:itA M arl'E sten ' FizTeDZe

E coelleDZa

H o l'oDW e dtaDD ZLDZl'azTe all'E ccellenza VostT a Che questo R .Console Cat:R obecch 'il

g2'om o 16 delcozTen te m eSePartl帽 da Yoboham a p er l'117tem O del Gl'app one.E gb'a搾帽a

plu'nbyese鬼tto l加古to ad alctLLZL'de'DOStTl'coDClttadim 'dl'accoRZPagnaZlo EelBuO IT'agBT'0,

0mde accTeSCeZle ilm LZZZerO delle taDtO utib'oSSe2相Zl'om 'szLHo stato de'bach 'e su quello

den 'iL2dustTla sen 'cB LIB geDem le.P ez10'iZvolglere alla szLa GDe delta stag7'oDePIu'adatta a

tall studii e d'altTO Canto l'izZZRZit2ente aP eZ･tLLr:a delta cam pagZZa bacolog2'Ca sono stall

ostacoL'a'6em alP er SegLLblo,coBZeP ZLrera loro desl'dez:1'0.
$ I C

11 G ovem o Locale zIl'D VeDne delle ditH colti ad acooFdargE ilp erm esso d'1'D nOltTam l DeH '

ZBZP em ,点 ceDdoSl'fw te dell'jh･tt'colo d el tTBttatO l'BT qgUre,COL quale tale Ea colta DOE lq'eD

con cessa che Salo agE A geDtl D TbloBZatlcl, ed a'a D60E a enem L'.M a sl arTeSe dietm l'

osseTVBZioDe C丘eil吻 w R obecch '.d tTO帽iTZqUeStO m Om eD tOl'ncan 'cato deg:ll'aH arldena

R . Legazl'oBe, SOgSZungeDdo p ezlD'che tal p emz e.gso DOE dovTlebbe Beu 'avvenire esseT

n guazldato com e ZID PLleCedeDte/ vDleDdosln 'seTbare pLeDa li'berta dtcondotta 血 qzLalche

altTa 血 ile occaslone.N oD fu p ol'p ossibde otteDem ilp erm esso diEazISl'accom p agnazle da

l'taEam 'Jm a .dccoBZe em StatO Cbi'estopz:izzZa CLe questlsldich 'am ssero neU l'm p ossibib'ta

dtp otem e pm G tb zle COSl ilI:iGuto DaTZP tTOdusse DOCum eDtO di sw ta. a dao sseT帽Z:SI

B IBttaD tO CLe m oltt'esem pI SIp otTebbero addw re, caastataDd cLe ilくわvem o p em Zette a

p ezISODe investl'te diben alblD BTado, che quello pyelq'sto dB'2}attadd i tTaTleLISar da zm

cap o aH 'altTO ilsuo teyrl'ton '0.Sl'soD Tq'stl tva queStl l'sem pli'CIA geD tl am solan l e ben

aDChe pyl'vB銘 specla血eDted i suddl'tanzBi LZg:1esee sem eLatl pm fessl'om '1'ndzLStTl'alii o

CaZZ2m em O.

1I Cat: R obeccbi'EazTa il giro d i tutte lel ocaE ti citlCOStaDtl al m oB teF uel-yam a,

如 veESaDdo cosl l'D tTeD ta 0 guaraD ta g2'oTm 'parte delぷ由sclu, e dew Oscl'U/ed a facile

preTledezle Che coslesp eyto,ed attento LID TleStlg22tOEe SaPZla De16ZZO Iq'aggZlo uLZitle alddetto,
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ossey帽Zl'om l e mc colta di'DOtlzl'e utib'ed iaZP W tan tlp e'L20Stm ')'DtePeSSi.ZD taDtO eg:L'ha

avlq'satot utte le A utun 'ta localii ede stere qu L'resideD銘 cL ')'o I:izzZaneVO a SLLtTOgaZlo,

m eDtZle m l'ppoTlePa dalcan toB21'o aP Orre taD由dibieDZB Eeldl'Blm p egno de'm l'e'doven lda

DOE dem en 'tazle la beDeVDlenza delR .G oTlerDO.

GTadl'CCB,BlgZZW M h istTO,gE attldelRZl'opm fuDdo oぷSeqZH'0. E B n LtZL'1

〔日本語訳2〕

イクy ア三脚 18 70 年 7A 22 5 願 にて

虜~51 号 柳 芳書 - EZベy 手丘Ir cf って行われPL- 5 棚 行

産フ イL/ン/ブヱ ガ盈 お気閣下窟

厨T

この.轡雌 をするイクy ア慶事L=ベy 辛虎ぼ今方16 a lr 5 本の棚 に1時かって1好資を彪蒼

i,PL-こt をj野T iE # 告させて磨きますTo @ ぼ､ 蚕の都潜や着二蚕業全紡 =/野L て二大弼 ir なa

鬼磯 を彪~めa j1-めlr ､ 腰度 邑# 々の伺恩人lEM L,T そ69m 行に何行するように静狩L,まL,71- o

i,か L,なが ら､ ｢ 方 で､ そのような彪 玖二度邑遂 する季夢ガj二好 7 L,たことt ､ 俊才で､緋

ノ八′れ季節の鰍 j滞皆に遜ってきそことt で､@ lLr彪行するノ貴志があった鍬 脚 を碁

i,離 まL,氏,

扉捌 あ好行すa ためのノ許p7 をめぐっT ､彪行中の条蹄if その超窮傍j罪二変宮せ藤粛

g iE のみ与虐B と居めT いるなどという数々の貞慶 を差 L,ぼきみまL,そ o 顔府ぼ L7ベy 牛虎が

穿在僧 公瘡 であa t いう炭窟ILT務れまL,71-が､ その帝に与尤度許 J77 if 将来､ よ <{Wje:冴務が

二全L:そ夢倉‥謬可泳者の感 材を留探L,､ 今W の粛 F,7 7iJW W t i,て二易なきjZ,a べきでIf ないこt

を言い添ままL,鳥 磨局､ イクy ア厨房iE彪行L T あろう許F,7 を得B のIf不碓 でL,)とZhtt. そ

の粛J77 は@ らがそれを.和暦でき/j いと寿好すa 舵 申′辞された虐め､それば少 L の鼻声あ発生

i,まゼメ/でL,71-o i lE zF〕< ､ 虜府ガ瀞 の定めa 身分以外の者ir願 ユらノ野まで金原併行=を真罪

ノ許Lた以上､ ノ野C 勿傍ゞ あっT g)よいこt 脚 L,な ノダれぽこを夕貴ゼ寂 そのような中にぼ､ 一挙

な a 紺 や｢ 虜人すらいたことzhtl卿 クまL,虎o これ らの者た ち/まき にイギy ス屠犀で､屠

二者や願 などに好夢す8 着 ですTo

1 A SD M AE ,Seri e I,fasc.I R /4,Cri StOfo ro R obecchi. 1870年 7 月 22 日､ 駐日イタリア副領事ブルーニより､ 外務大
臣宛の書簡 (未刊)0

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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L7ベッ辛氏ぼ富士/〟在庁一帯■を@ ク､三+ H zわらm + H J野でdJ72卿t奥jW t の｢ 野を甜 する

予雇ですも@ lf # 常に産雛 壇首で､ 5 zFj卿きますので､ 東暦らL,をL,ながら､ 必ず艶が厚 の

.和姦のPL-めlEなる粛啓t 毅彦つ修好の収費t に成功するでL よう O脚 に5 本､そL,確 G

ガノ野の聯 賞局iE/Jl登がここで@ のfeG を静めa j1-めlE虜a ことをtzT一之jとのですTo/J､卓のjf

夢とL,T li ､王彫 好のこ願 を度寿LjT いために､圧された義務を塵力彪歯に完遂すa よう

尽力する解 でfTo 節男 F . ブルーニ

この書簡から､ 簡事ロベッキは以前 ド･ ラ ･ トウール伯爵の計画の実行に踏み切ろうと

したのではないかと推測される｡ 結局､ ロベッキはたった一人で ド･ ラ ･ トウール伯爵が

訪問するつもりだった信州や奥州地方を旅行することになった｡ この書簡を書いたブルー

ニ副領事が､ 公使 ･領事ではないイギリス人の内地旅行1を許しながらイタリアに同じ便宜

を与えようとしない日本政府を批判している段落も興味深い｡

最後に､ ド･ ラ ･ トウール伯爵よりも蚕事に詳しいロべッキは､ 代理公使として､ 非常

に積極的で ｢攻勢｣ 的な外交姿勢を見せる機会があった｡ 条約 (本論の付録③参照) に基

づき､ 日本政府に反論し､ 外交官として内地を旅行する権利を要求することによって､ 後々

には､ 便宜の獲得に成功したのである｡

[2･2] ～アレツサンドロ ･フェ ･ ドステイア- ニ伯爵について～

[2-2-1- フェ伯爵の生い立ちと略歴について]

ここで､ 本論の中心テーマとなる第二代駐日イタリア公使アレッサンドロ ･ フェ ･ ドス

テイア- ニ伯爵 (Conte A lessandro F占D 'O stiani,1825･1905) 〔以下の写真①､ ②参照〕

の生い立ちと経歴とを簡潔にまとめることにする2｡

アレッサンドロ･フェ･ ドステイア- ニ伯爵は 1825 (文政 8) 年 6 月 12 日に､ 父ジュリ

オ･ディ･マルカントニオ (Giulio diM arcantonio) と母パオリーナ･フェナローリ(Paolina

1 ここで､ ブルーニはおそらく1869 (明治 2) 年にイギリス公使館に勤めるアダムズが率いた実地調査旅行を示唆して

いる｡ アダムズは単なる書記官だったからである｡

2 G RA SSI,Fabio,L a form azione della diplom azia nazional e,Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,R om a,1987 と

いう外務省の公式な記録の他にも､ この経歴をまとめるために利用した主な出典は､ ST R A D IO TTI,R enata;
CE RVATIL uiSa (a cura di),物 血d g71app oDeSla B vesd a,G rafo editore,1996 (カタログ)､ FA PR AN I,An tonio,
E DCIclopedla bLleSelana - vIDlum eZV;E dizioni"La Voce delPopolo"B rescia,1981 (百科事典)､ そしてDUCOS,
M ar2ial e,0222bzle - alcunZ'scplttlper aR7k lscom paLSI',Fratelli G eroldi,1961 (覚書) である.
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F enaroli)の 5 人目の子供として1イタリア北部都市プレッシャ(B rescia)で生まれた｡

1847 (弘化 4) 年 8 月にウィーン大学法学部を卒業してから､ しばらく在ロンパルディ

ア国サルデーニヤ王国公使館にて書記官として勤めた｡ これが彼の外交官としての職歴の

始まりとなる. また､ 1848-49 (嘉永元-2) 年の蜂起と第一次イタリア独立戦争の際には､

サルデーニヤ国王の参謀本部の一員となり､ 第七騎兵連隊に所属した0

そして､ 1849 (嘉永 2) 年 9 月からフェ伯爵は在 リオ ･デ ･ ジャネイロ公使館及び領事

館に書記官として勤め始める｡ 1854 (安改元) 年 8 月 3 日に､ フェ伯爵は一等書記官に昇

進するが､ 3 年後の 1857 (安政 4) 年 4 月に､ 家庭の事情により一時帰国する. フェ伯爵

が在ブラジル ･サルデーニヤ王国公使館に再着任 したのは翌 1858 年 5 月のことであるが､

その僅か 1 年 2 ケ月後に､ 公使館が廃止されたため､ 再び帰国することになる｡ その後､

ブラジルに滞在していた際､ フェ伯爵はブラジル出身のリタ･デ ･ソウザ ･プレヴェス (R ita

de Souza B reves) と結婚した｡ そして二人の間に､ 1859 (安政 6) 年 6 月 12 日には､ 二

人の間に娘マリア ･パオリーナ ･アントニア (M aria P aolina An tonia) 〔写真①参照〕が

生まれた｡

その二年後､ 1861 (文久元) 年 2 月に在ペルシャ伊

公使館に一等書記官として勤めたが､ 僅か数カ月後､

11 月に在フランス伊公使館- 異動した｡ しかしながら､

ここにも数ヶ月間しか滞在せず､ 翌 1862 (文久 2) 午

3 月末には､ 代理公使として新たに開設された在ブラ

ジル伊公使館- 派遣された｡ フェ伯爵が弁理公使に昇

進したのはまだブラジルに滞在 していた 1864 (元治

元) 年 1月のことである｡

1866 (慶応 2) 年 2 月末､ 妻リタ ･デ ･ ソウザ ･プ

レヴェスは突然リオ ･デ ･ ジャネイロで死去した｡ そ

の時､ フェ伯爵は外務省ラ ･マル

モラ (Al fonso L a M arm ora) に書簡を送っており､ そこで妻の死亡とそれに関わる事情 (健康上の理由など) を述べた上で､ 休暇を求めている2｡ちなみに､ 1866 (慶応 2) 年と 1867 (慶応 3) 年に､ リオ ･デ ･ジャネイロで､

娘マリア ･1 彼には 17人の兄弟がいた｡2 A SD M A E ,



パオリーナ ･アン トニアは､ 母方の祖父 ･祖母によって二回誘拐された1｡ 誘拐を企画した

祖父と祖母はブラジルの大変裕福な貴族の- つであるソウザ ･プレヴェス家で､ フェ伯爵

が一家の富を浪費することを恐れていたのであるO この誘拐はブラジル政府まで巻き込ん

だ複雑な裁判に発展したが､ その展開と解決に関する詳細な情報は手元にない｡

フェ伯爵は外交官として勤めた 20 年間に､ 聖マウリツイオとラッザロ (SantiM aurizio

e L azzaro) の騎士､ 上級騎士､ コンメンダ トーレ勲位､ ブラジルの暮夜高官勲章､ ペルシ

ャの太陽と獅子の称号など多くの褒章を得た｡

1860 年代後半には､ フェ伯爵は､ 旧在 トスカ- ナ教皇庁公使館の記録保管所を整理する

と共に､ 司教館の空席に着任 させる候補者名簿を教皇に提出するなどの任務を受けたこと

もある｡ また､ イタリア王国に統合される以前の教皇庁とイタリア王国政府 との直接交渉

に携わるとい う主要な役割を果たしたこともある2｡

フェ伯爵は 1867 (慶応 3) 年 1 月に二等特命全権公使になった後､ 1870 (明治 3) 年 3

月にはついに特命全権公使に昇進 し､ 駐 日本 ･ 中国イタリア公使の任務を受けた｡

そして同年 5 月下旬､ 上海に到着 し､ 養蚕実地調査

を行いながらおよそ 5 ケ月間中国で滞在してから､ 秋に横浜- 赴いた｡横浜に到着した

のは同年 10 月 30 日であり､国書を奉呈してからすぐに公使館に着任 した｡そして翌 1871

(明治 4) 年､ 3 月から7 月にかけての問､ 国書を奉呈するために再び中国に赴くことになった｡ 1873 (明治 6) 年 2 月下旬にフェ伯爵は日本を離れて一時帰国するが､ 帰国中にも日本

政府と協力を続ける｡ つまり岩倉使節団及び養蚕視察団の接伴掛として活躍する傍 ら､ ウィーン万国博覧会において日本政府出展を監督する

代表委員として活躍した｡翌 1874 (明治 7) 年 6 月上旬にイタリアを出国し､ アメリカ経由で在横浜イタリア公使館に再着任する (同年 9 月 23 日)｡ そして､ 1877 (明治 10) 年 5 月まで日本に滞在するこ

lA SD M A E ,Serie IPersonal e,b.172 (E -J),Fasc.F



とになる｡

駐 日イタリア公使 としての任命を全 うしたフェ伯爵は 1877 (明治 10) 年 11 月から再び

ブラジル (リオ ･デ ･ ジャネイロ) のイタリア公使館- 派遣され､ その地でおよそ 3 年間

勤めることになった｡ 1880 (明治 13) 年から､ 多くの勲位を受けながら､ 駐ベルギー (ブ

リュッセル)､ 駐スイス (ベルン)､ 駐ギリシャ (アテネ) イタリア公使 となり､ その後､

1890 (明治 23) 年にはイタリア王国の上院議員になった｡ その 4年後の 1894 (明治 27)

年､ フェ伯爵は外交官を辞 ししたものの､ 上院議員としての活躍を続けながら､ 1895 (明

治 28) 年には国際法諮問機関の参事官､ そ してその翌年にはプ レッシャ県 ビェンノ

(Bienno) 市議会の一員となったO 更には市長にもなった. 高齢にも拘わらず､ 上述の多

くの活動に尽力した｡ しかしながら､ 1905 (明治 38) 年 6 月 4 日､ フェ伯爵はローマ市内

のホテルの一室で急性肺炎に襲われ1､ この世を去った｡

フェ伯爵は頑丈な体格の持ち主であったと同時に､ 活力 と洞察力とに満ちあふれた外交

官だった｡ 日本に派遣されるイタリア人外交官はしばしば日本の気候に慣れることができ

ず､ 体調を崩すことが多かったが､ ド･ ラ ･ トウール伯爵などと異なり､ フェ伯爵は日本

に着任 してからも､ 病気を理由に与えられた任務から離れることがなかった｡

フェ伯爵関係の文書を調べると､ ドイツ語 とフランス語 とが堪能で､ 英語にも通 じてい

たことが窺える｡

[2･2･2- フェ ･ ドステイア- ニー家と養蚕業について]

フェ ･ ドステイア- ニー家は 18世紀から､ 北イタリアのプレッシャ市における最も裕福

で著名な華族であった｡ フェ ･ ドステイア- ニ邸は第二次世界大戦の空爆による損害を少

なからず受けたにも拘わらず､ 未だにプレッシャ市内 (現在､ マッテオッティ通り第 54番

地- C.so M atteottiN .54) 2に残存 している｡ この壮麗な建物は何よりも一家の威信を反映

するものである3｡

プレッシャ県はロンパルディア州の東側に位置 し､ ガルダ湖 (LagodiG arda) に面して

1 ｢ラ･プロヴィンチャ･ディ･プレッシャ｣ (La Provi ncia diB reSCia) 紙､ 1905年 6 月 7 日号も参照｡

2 この住所は､ フェ伯爵が生まれた 1825年現在､ パルペソ通り第 1763番地 (Corso deiB arberi N .1763) だった.
PR E STIN I,Rossana,Alessan血 E3 d'OstlanL'C 1e w Tb hl'della couezJlome Gelt軸血d oLlentaE del'M useICl'n 'cld'
戯･te eSぬd a dtBLleSCla.R egeeわin STRA I)IO TTI,R enata;CE RVATILuisa (a cura di),D ljZiz2tIg2'appomesja
BzleSd a,G rafo editore,1996､ 169ページ参照｡

3 フェ･ ドステイア- ニ邸に関する詳しい情報は､ FR A B E TTI,G iuliano,A lessandro F占d'O stiani,a representative
m an,in STR AI)IO TTI,R enata,'CE RVATILuisa (a cura di),D 由血Ljg7-aFPOLHeSla BzleSCla,G rafo editore,1996
35･38 ページ､ などにも含まれている｡
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いる｡ そこはイタリアの最も重要な養蚕製糸地域の一つであり､ 18 世紀後半のフェ ･ ドス

テイア- ニー家も積極的にその産業に関わっていた可能性が高い｡

まず､ フェ伯爵の兄弟 17 人の内､ 1870 年代に蚕卵商人として活躍 した者が二人もいた

ことは注目に値する｡ 1830 (天保元) 年 12 月 18 日に生まれた弟マルカントニオ ･ フェ ･

ドステイア- ニ (M arcantonio Fるd'O stiani) は技師 ･建築士であると同時に､ 1871 (明

治 4) 年と 1872 (明治 5) 年とに中国を訪れて蚕卵の売買に携わっていたとみられる｡ ま

た､ 1833 (天保 4) 年 1月 10 日に生まれた弟ピエ トロ･フェ ･ ドステイア- ニ (Pietro F占

d'O stiani, 1833･1901) は蚕卵を仕入れるために､ 1870 (明治 3) 年から 1874 (明治 7)

年までの 5 年間日本を訪れた1だけでなく､ プレッシャとミラノとで日本で仕入れた蚕卵を

販売する商店 (合資会社 ｢Pietro F占e com p.i｣) を設立した2｡

更に､ 1834 (天保 5) 年 4 月 20 日に生まれたフェ伯爵の妹カミッラ ･フェ ･ ドステイア

- ニ (C am illa F占d'O stiani) は､ プレッシャの市長として長年活躍したガェタ- ノ ･フア

ッキ (G aetan o F acchi, 1812-1895) の兄弟ジョヴァンニ ･フアツキ (G iovanni F acchi)

と結婚した｡ フアツキー家も養蚕業界と親密な関係を持っていた｡ 市長ガエタ- ノ ･ フア

ッキの息子パオロ (P aolo F acchi,1833･1904) は 1867 (慶応 3) 年から 1875 (明治 8) 午

にかけて､ 9 回も日本を訪れ､ 蚕卵商人として活躍していた｡ というのも､ 日本を訪れる前

(1860 年代前半に) から､ コ- カサス山脈やオスマン帝国などで蚕卵を仕入れる仕事をし

ており､ 経験に富んだ商人だったからである3｡

フェ伯爵は他にも､ 北イタリアの養蚕業界において､ 多くの人脈を持っていたとみられ

る4｡

[212-3- フェ伯爵の養蚕に関する知識について]

以上のような環境に生まれ育ったフェ伯爵自身の養蚕に関する知識は日本に着任する以

前から一般の外交官よりも深かったと推測できる｡ 上述の通 り､ フェ伯爵は 1870 (明治 3)

年の春から夏にかけて中国で実地調査を行った｡ その際､ 彼が執筆 した 『領事会報』のた

めの報告書に目を通してみれば､ 彼が日本- 赴く前にどの程度の養蚕知識を持っていたか

1 1870年といえば､ ちょうど兄が駐日イタリア公使として着任するために来日した年である｡

2 ピエ トロ･フェに関しては､ ZA N IE R ,Claudio,S舶 ∫- Se由)'ob')'tah'aDL'itzG2'aFPaDe (1861-1880),Cleup,2006､
323ページ､ を参照｡

3 パオロ･フアツキに関するその他の情報はZA N IE R ,Claudio,SEW - Se由1'oh'jtah'aDL'血 G)'aFPODe (186111880),
Cleup,2006､ 320-321ページ､ に含まれている0

4 この点に関しては､ 本論の第4 章を参照｡
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とい うことが明らかになる｡ この報告書は ｢E scursione nei distretti bachicultori del

Tche-Ki ang (C hina)｣(｢江漸省 (中国) 養蚕地域の旅行｣) 1という題名で､ その内容は基本

的に二つの部分に分かれている｡ 前半には､ 1870 (明治 3) 年 5 月 22 日から6 月 6 日の間

に､ フェ伯爵が重要な養蚕地域である中国東部の江漸省で行った実地調査の報告と､ 訪れ

た場所n /地名 とが詳しく記述されているo 例えば､ フェ伯爵は最初の段落で､ 次のように

述べている｡

〔イタリア語原文〕

D acch占Dello scozw aDDO ila oⅦ o delR e m l'ayea destit2atO ad zLDa RZl'ss)'oDel'D C温血&,

pyoR2088a dal TIOtOd el P arlaLZZeD tO, 1221 8aDO, Com e em RZl'o dovere, izz2RZedl'atam eB te

occupato EelrBCCOg:b'eEe l'D E LZZ10Pa qUelle notlzl'e cLep otessez10 1'n segu 'to esserm L'utib'szLl

1uogo.
良1 C

M 'dedl'cal'sp eclalz22ente ad aeSuRZere datl'bacoloBT'elp erI T'sltare ep zleParBre ZLDO deB滋

obbl'ettlvT'pyl'DClbaE delta decretata L egazl'oBe.(..jg

〔日本語訳3〕

解卒中に､ 王国抑 jl野会の戯 酢こcEって蕗定きれPL-/Jl登の中節 潜を産めPL-虐め､ /J､登

だ､ 3g,節の義静とL,T ､ Lg iE卵 で肴二好irなク得a 解 を3 - L7 y パで夜着L,磨あまL,た0

度虐'きjz,je:公紗 j二者iEG G t i,T いることの一つを戯 すa 贋M を行うPL-めに､ 符に養

蚕lrJ野すa デ｣ クを八手することlE棚 L,まL,鳥 {@ G j

フェ伯爵は 5月 22 日上海に到着 した｡ そしてその 5 日後に､ 通訳のペ レイラ (P ereira)

やその他の人物と共に､ 2 隻の舟に乗 り､ 出帆した｡ ちょうど丸一 日かけて黄浦河4上を航

行 しながら､ 嘉興市5周辺にある村々の養蚕現場を訪れた｡ その地方の桑の木を注意深く観

1 F占d'O stiami ,Al eSSan dro,E SCurSione neidistrettibachicultori delTche-Ki ang (China),in M IN ISTE R O D E G LI
A FM E STE RI,BonettlDO a mSOlazle,Vol.V,parte II 1870､ 172･180 ページ参照｡

2 F占d'O stiani,Al essan dro,E scursione neidistrettibachicultori delTche･K ang (China),in M IN ISTE R O D E G LI
A FFAR IE STE R I,BouetLIDOa LaSOlaLle,Vol.V,parte II 1870､ 172 ページ参照0

8 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡

4 中国語で黄浦江 (H uangp屯Jiang) という｡ フェ伯爵は H w ang-Pu,Wh am pu･khon と書く｡

5 中国語で嘉興市 (Ji豆東ngsh主) という｡ フェ伯爵は K a･shin g,K ausin-fA,K ia･hin g･fu と書く｡
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察してから､ 村人が飼育する蚕の良好な健康状態を確かめると同時に､ 彼らの養蚕製糸技

術を調べた｡ フェ伯爵は､ 訪れたほとんど全ての家が､ 蚕を飼育するだけでなく､ 同時に

製糸作業も励んでいたことも書いている｡ 後に､ フェ伯爵はほとんど未踏査だった江漸省

西部- 赴き､ 南洋 1という地方に着いた｡ そこで絹市場の開始を祝う花火に驚かされながら

市場で販売されているものを見た. 報告書には､ そこの商品の価格がまだ相当高いと述べ

ている｡ (ここで､フェ伯爵は蚕卵･生糸の価格の目安を十分に把握していることが窺える｡)

湖州2 という町にほんの少しの間だけ滞在した後､再び乗船したフェ伯爵は 31 日の午後に

ドザンセン3という地域に入った｡ フェ伯爵がそこで見た繭は最も良質のものの一つだった

とみられる｡ また､ そこの製糸道具が非常に粗末なものだったにも拘らず､ 生糸の質は抜

群だったことに驚いた4｡

その地に滞在している時に､ フェ伯爵はある寺院の僧侶にもてなされることになった｡

その時の様子は､ 『領事会報』の報告書には次のように記されている｡

〔イタリア語原文〕

Zm battutom l'con due suolsubod l'DB銘al.zzzl'o sbazI00,g:ガfzLida essl coDdotto.OH eTtaRZl'

uDa h ugalereRezl'oDe,quelbuoD Veg:Eazdo,pz10PPietan 'o dtestesBP aZ･te deue caB2PagZZe an '

1'ntom o,RZl'vDlle assecaDdazle nelm l'0 1'nteLtZtO e m edl'aDte ilsuo Interm ezzop otel'p erslno

otteDeye ZLDa CiaquaD tlDa dtbach ',allw a levatl dalla quaL･ta BZUta,Chep o1㌧gl'm cch 'useTO

Eel bozzolo nella m l'a 血bazICa2U'one dzLTaDte il TT'aBgZ'o dirltom o.(..i zo e摺 ilpylR20 1'Tq '

87'untop ep n 'ceycAe bacd ogl'cLe.

D alle l'iZfomZ aZlom 'aSSZm te,dal ldsto,dalpTOVatO SOttO al'RZl'eL'OcchiiDe.gSuna tmC Cla dl'

m w boI:ile帽帽SI血quelback iche saE vaDOP)'em 'd t Tq'ta albosco,sp esso alle帽tll'D tugLLTIit

RZaln bam tle sudl'al1zLtZgT'da ognL'czLLIB a CZLt'da nol♂costTettO,e SP eSSO anChel'Ddam o,lo

sRoTtunatO COloDO.Z p oven 'itZSetdc he RZeCO itzllDlal', RZal D U的 esp ostl al veDtO e alla

plOggla, Bel tm BT'tto dl'n 'tom o vDnerO P W tuttl costTW re il Ion bzleTle m a PZleZl'oso

1 中国語で南洋 (N孟nx丘n) というo フェ伯爵は N an-zin,N en-cin と書く.

2 中国語で湖州 (H dzh6u) という｡ フェ伯爵は W u-chu-fu ,U -tciu-fu ,H oo･chow ･fu と書く｡

3 この地名は確定できなかった. フェ伯爵は D oIZan-Sen と書く｡

4 F占d'O stiani,Al essandro,E scursione neidistrettibachicul tori delTche-K iang (China),in M IN ISTE R O D E G LI
AF FA R IE STE R I,B onettlDO a DSOh Lle,Vol.V,parte II 1870､ 172ページ参照｡

68



1'D IlDlucTO Seyl'co.(..ll

〔日本語訳2〕

勝 71 摩 L,虎ノ啓lr ､ @ < 膚@ > の厨7 7こ屠す8 着に/労会い､ @ の扉{ 者帝きれまL,j 1- 0

周還71=あるノ静の大部分あ所有すa あの点き老静If ､ /J､登 につまL,い食事を与克て凄ユらノ静香に

事象穿L,T < れまL,虎o /Jl_生If @ の伸介で､ 願 の尿の遜中に/Jl_生の舟て㈲ こ身を宙i /君国

戯野中の蚕を_有子偽 好手に̂ れa こt あできまL,え o TやG j/J､二全If ､養蚕冴努を行う5ノ野で､

その戯 ILrR あ好み̂ れ8 度身の者でL,j1-0

虜得 L,た停# やこの5 磯 顔瀞L,たことlEE づいて言うt ､ 廟夢あ,穿げ暑い不瀞なあ

ぼら家に厨夢きれ T いa ことが多< ､ 務がG の不離 農美の L,ぼL,ば鰍 となつT L,まう努

ノオzi塀 Jゲちあていないlr 邑滑らi it. 元宥よ<上顔 すa その蚕に､ - 勿療倉のL,a L ばあクま

せ尤/でL,えo /Jl生が揮っていっ虎産れ唐黍ぼ款 巣寿不二居で屠離 屠きれていたあのの､ 層

｣好の慮中lEそれぞれの孟夏をノ貯金顔を避クまL,PL-o T# 顧}

その後､ フェ伯爵は僧侶の仲介で入手 した蚕の健康状態を見守 りながら､ 再び嘉興の方

- 航行した｡ 6 月 3 日の朝には嘉興に到着し､ 直ぐに絹の名産地である杭州市5 (フェ伯爵

は ｢アゼ｣ と呼ぶ6) に向かって出帆した｡ そして､ 翌 4 日には､ フェ伯爵は途中にあった

キリス ト教の村 (チュ ･ フォ ･パンと書く7) に止まった｡ フェ伯爵はその地に住むフラン

ス人宣教師と会見する予定であったが､ 彼が留守だったため面会できなかった｡ その代わ

りに､ 養蚕製糸業に関する知識に長 じる中国人のカ トリック教徒にその村の養蚕場及び杭

州の絹市場まで案内された｡

フェ伯爵が杭州の絹市場で見た繭は価格のわりに､ 質が悪かったと述べる｡ 更に､ 種紙

1 F占d'O stiani,A lessan dro,E SCurSione neidistrettibachicultori delTche-Ki ang (China),in M IN ISTE R O D E G LI
A FFA R IE STE R I,B ollet血O a DSOlazle,Vol,V,parte II 1870､ 175ページ参照｡

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ [前略]､ [中略]､ [後略] も本論の筆者によるものである｡

3 本論では､ 1872 (明治 5)年に刊行された田嶋弥平の有名な養蚕参考書『養蚕新論』に基づき､原文にあるquarta m uta
というイタリア語を､ ｢四眠｣ という日本語に翻訳した｡ 最も広く普及している種類の蚕は通常､ 繭を作る前に四回
脱皮する｡ 一回目の脱皮期間 (眠期) は ｢初眠｣ 又は ｢獅休｣､ 二回目は ｢二眠｣ 又は ｢鷹休｣､ 三回目は ｢三眠｣ 又

は ｢船体｣､ 四回目は ｢匹l眠｣ 又は ｢庭休｣ と言う｡ 詳しくは田嶋弥平 『養蚕新論』(戟) 1872､ 巻之二､ 1-7ページ
参照｡

4 上藻 (じょうぞく) とは､ ｢蚕が十分発育して体の透き通った時､ 繭を造らせるために藻 (まぶし) に入れること｣ [広

辞苑､ 第五版より]｡ 外にも､ 田嶋弥平 『養蚕新論』(乾) 1872､ 巻之二､ 7･9 ページ参照｡

5 中国語ではこれを杭州 (H angzh6u) という｡
6 フェ伯爵はそのままA 盛 と書いているが､ 報告書で ｢その周辺の最も重要な都会｣ と述べていることから ｢杭州｣ を

指していると考えられる｡

7 フェ伯爵はこの地名をTciu-fo-pan,Tcio-fo-pan と記している｡
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はほとんど販売されておらず､ その地で生産される蚕卵は輸出向けでないと指摘している｡

そこから4 日の夕方に帰路につき､ 6 日の午後には既に上海に戻っていた｡

他方､ この報告書の後半では､ 訪れた地域で観察された桑樹や蚕の養育方法､ 及び絹の

質に関して､ 更なる専門的な情報が提供されているのである｡

この報告書から､ 以下の三点を伺い知ることができる｡ 第一に､ フェ伯爵が勇気と冒険

心とを備えていた点である｡ 彼が訪れた地は当時ヨーロッパ人がほとんど足を踏み入れた

ことのない地であったことから､ 高く評価すべき点であると言える｡ 第二に､ 彼が用いる

養蚕製糸関係の専門用語は単なる素人が決して利用できるものではないという点である｡

これは書簡の中に表れる語句から窺える｡ 第三に､ フェ伯爵がイタリア政府に与えられた

上述の任務は､ 日本派遣に向けて彼の養蚕製糸業の専門知識を測るために行われた試験の

ようなものだったという点である｡ この点に関しては本論第 3 章 1節において論じる｡
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■第 3章 ■駐日イタリア公使フェ伯爵の派遣や初期活動について

[3･1] ～フェ伯爵の派遣及び着任の経緯について～

[3･1-1- フェ伯爵の日本派遣について]

本章ではまず､ 主に未刊の一次資料を利用し､ フェ伯爵のイタリア公使 としての中国 ･

日本派遣と着任の経緯､ 彼と共に日本で活躍していた領事や書記官などの活動､ 彼の一時

帰国の理由､ そして彼がいかに日本政府の好感を得たのかを明らかにする｡ この事情を踏

まえた上で､彼の提案で 1871 (明治 4)年から日本政府によって導入された種紙押印制度､

及びそれが日伊蚕卵貿易に及ぼした影響に関して詳しく論 じる1｡

イタリア外務省歴史外交資料館 (A SDM AE ) の職員個人ファイルで､ イタリア養蚕業界

の声に敏感だったイタリア外務大臣エ ミリオ ･ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ (E m ilio

V isconti Venosta) が着任 してから僅か 10 日後にフェ伯爵に宛てた- 通の書簡の下書きが

発見された｡ この書簡は 1869 (明治 2) 年 12月 24 日付で､ これを以って外務大臣は待機

中のフェ伯爵に新たな任務を課した｡ それを以下に掲載する｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

h 'ste210 deg:ガA 鮎 E sterl- D ylq'su'One P oE tl'Ca

FitlenZe 24 D icem bzle 1869

物 Or CoD te,

L e iatom 2aZl'om p epveD ute a qUeStO R Z血iStem m l'ha皿かO P erSUaSO delta DeCeSSlta di

pyol′搾deLle ad uDa RZjssiatZe SP ed ale血αかa/dove m oltl Ztali'am 'sl'disp oDgUm O a ZleCaZTSI

p ep acqu 'starvT'de18eZZZe dibacbi'da Beta.

N ell' zLltizzZa relazT'oDe Gel bdaD Cio pyeseD tata alla caB2eZla del'D ep utatl ezlB StatO

espyesso ilTIOtO Che zLDa leg2221'omep erm aDe月te fosse sta肋 a P ech 'DO ed uD ag;gZ'uD ta al

bHaDCW P aSSIvop er l'aDDO 1870 Aa som m ihi'stm to a qzleStO M l'm 'Stero L'IUDdtoccw reD tla

1 フェ伯爵の外交活動において最重要の位置を占めるイタリア人蚕卵商人の日本内地旅行許可の獲得を目的とした交渉

は､ 本論の第 5章において別途検査されている｡
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tale sp esa.

N oD eSSeDdop eEb ancom decl'30 6e lo stabibh en to d izm a legaz.p eTm anente a P echiDO

sazli p ossiblep er l'aDnOPZ10SSiLUO,Ilo 1e am do l'DtantO una m L'SSI'oDe SP eClale l'n Tq'tandola a

Bare silld'w a jpTeParatl Tq'dipaz･teDZBP er quella destlnazioDe.

ZIM h istero sl'n 'sez･Va P Ol'diEazle .gap ere ee dop o la m l'SSI'oDe diCnitZa le vezTiiaB3 data

I
anche quena del Gl'app oDe, daddo搾e PZ10babHe che 血 alczLZZL'BZeSl'venga n 'ch 'am ato l'

attzzale tl'tolare deua legazl'oDe.

A d ogm 'm odo p eyla la pyizZZa Parte delta m l'SSI'one c丘e Le∂am data dovTa tm tteDere la

S.V p er 帽Z:I RZeSl iD a 'Da, ePP eyd E Ea p otTi 点re L'suoI p LleParBtl TT'dl'lq'agBl'o e di'

sogB2'om o teDendo coDtO dl'tale ciEICOStaDZa.

i Vl'scoDtl VeDOStal

〔日本語訳文〕

ガ虜省｣ 鰯 1869 年 12 ノダ24 5 ､ フイ L/ン/ツェiこて

慮磨 及

本省hjij安 iJ まL,え停# ぼ､ 密卵を虜スすa G 府 で多 < のイクy 7 ^ メj誘ン野する中国におIf

a 公館 の必要裡■を潜めさせる一身栗があクまL,度o

確 ir腰上労きれた願 の収支新芽においT ､ 微 分紗 j遡二京̀iE願 きれB という鯵 ∫

三寿きれまL j1-0 また､ 18 70 年の冴算に勿夢きれまL,虎金蓼の.おか4デで､ 本省凄∫そ郷 を貞

超できa よ2'lrなクまL,えo

LH L,､ 産:私有萩野公館 の頗凱 j二審牢易で仲に可潜であB か否かぼまだ決定き′れて1おクませ

A /ので､ /Jl二生ばとクあえヂ貴方lr存命を委ね､ そのG 動感へ超 ( 準宮野をなきいますようiEお

粛 い申L,_ムゲまF o

賓を 5本磁 L T いる公瘡が労力Jq @ lE呼び5- きれ a J77 /# 超があ 8 71-め､ 重野irおIf a

公庶静の# lr ､ 5 本にお/f 石公館 邑周好 lE鼻オlrj軍営させB かどうか tいう件は本省hj5∫#

iE .お知らせいた L,BEi To

1 A SD M AE ,Seri eV IIPersonale,b.F14,Fasc.Fe D 10 stiani,C.teA leSSandro､ 1869年 12月 24 日､ イタリア外務大臣
ヴィスコンテイ･ ヴェノスタよりフェ伯爵宛の書簡o D ivisione Politica (下書き)(未刊)｡
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鼻 をir屠きれた任務の｣好半ばとクあ虐ず㌔紗 j瀞 ヶ,G J野中犀 に滞在するこt を予定L,I

おクますゼミ Lj l の岸を考慮L度1 で､ ノ好行と潜在の_準瘡をL,T T きい o

署名 グィスコン.ティ ･ダニノスク

フェ伯爵は当初､ 駐中国イタリア公使として派遣された｡ 本論の第 2 章において検討し

たように､ 当時駐日公使として勤めていた ド･ ラ ･ トウール伯爵は体調を崩し､ 1869 (明

治 2) 年 9 月にイタリア外務省に休暇の請願をした｡ その依頼は受け入れられたが､ 芦湯温

泉で治療を受けた ド･ ラ ･ トウール伯爵の健康状態が回復し､ 休暇請願の取り消しを求め

た｡ 但し､ この取り消しの依頼 (前章 1節で分析した 10 月 30 日付の書簡1を参照) がイタ

リアに届くのは遅かった (おそらく2 カ月後､ つまり12 月末か 1月前半に届いたと思われ

る)｡ その頃､ 蚕卵貿易の奨励を重視していたフェ伯爵と同じロンパルディア出身のヴィス

コンテイ ･ ヴェノスタは既に前外務大臣メナブレアの後任者となっていた｡ 着任してから

すぐ､ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタは､ イタリアと中国 ･ 日本の間の蚕卵貿易が抱える問

題を積極的に解決できる最適の人物フェ伯爵の中国特命を即座に決定しただけでなく､ 彼

の日本派遣の可能性を検討しはじめていた｡ つまり､ ド･ ラ ･ トウール伯爵の健康状態が

快方に向かっていたとしても､ 彼の駐日イタリア公使の任務が延長されずに終わった2こと

から､ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタがフェ伯爵の日本派遣を検討していたことが推測でき

る｡ このヴィスコンテイ ･ ヴェノスタの決断に対し､ 任務延長を断られた ド･ ラ ･ トウー

ル伯爵の驚博ぶりは､ 以下に示す 1870 (明治 3) 年 3月 21 日の書簡の文面からも明らかに

なる｡

〔イタリア語原文〕

(..jA vendo l'o g2'a pyeye乃utO il h 'stero che m l' tTOVaVO it2 CODdtziom ' taE di

T;il
BZliHw Bm entODOE solo da nob essez･pluP ep m eilcaso dl'pzlDE ttare delcoDgedoBacoltatlvo

che avevo pyecedeDtem eD te Ch 'esto, e che con dl'spaccio de1 28 0 ttobye m l'eras tato

coDCe.gSO,m a da p oteT aDCW B PZleStare l'BZl'elseT IT'zl血 questl'p ae或 m l'desta,a dip TleTO,

1 A SD M AE ,Serie I,B .174,Pi- S I Sallier D e L a Ti )ufo 1869年 10 月 30 日､ 駐日イタリア公使 ド･ラ ･ トウール

伯爵より､ 外務大臣兼内閣総理大臣メナブレア伯爵宛の書簡 Seri e Politica,S.N .Personale (未刊)0
2 A SD M A E ,Serie I,B .174,Pi- S - Sallier D e La Tour｡ 1870年 3月 21 日､ 駐日イタリア公使 ド･ ラ ･ トウール伯

爵より､ 外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡 (未刊)
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zm a cepta 60ZPyeSa Che lo StatO di RZL'a salute abbja p otato esseLle CaZLSa delta

detezIm l'DaZl'oDePyeSa.-A d ogm 'm odo,obbedendo alle血ten.ziom 'dell'E ccelletZZB Vos的 )'o

partiEla alla vd tad 'ItaEa, 1ascIBDdo il segTetan 'o diL egazloDe, B .Be aal帽gn EZ, quale

h can 'cBtO d'A lianl.(..ll

〔日本語訳文2〕

/讃観7 /J､登の庶務於慶If J=) G7 /J､二全メj凝議好L,､ 10 ノダ28 G H の書斎で容謬きれた任,爵雛野

の崩j骨を虜クやめa だけでな < ､ 虎.方の@ 々Irおけa 任務をま傭 できa ぐらい層線L,I

いjとこt を虜酢こ鼻省､仁伝えまL,虎o 二者のt ころ､ /Jl二生の鮒 j)拓野t なってこのようを

於顔が TきれPL-ことに好男J瞥きまL jE:o いずれiE i,てら､厨T のノ5 @ iE L,たが って､ 貴君昏'

ノガル/グァ- ニヤ男爵を僧 公好の産霧を委ね､ /Jl登Ifイクy アiE府かって暑 蒼顔L,まi To l@

G j

ド･ ラ ･ トウール伯爵は 1870 (明治 3) 年 4 月 22 日に出発 したが､ 実際､ ガル ヴァ- ニ

ヤ男爵 も日本に長 く留まることな く帰国 し､ 同年 7 月 15 日にギ リシャのアテネに派遣 され

ることになった3｡ ちなみに､ ガル ヴァ- ニヤ男爵は単なる書記官であったため､ 代理公使

になる資格はなかった｡

その結果､ 1870 (明治 3) 年春に､ 副領事ブルーニが派遣 され る4までの期間､ 領事 ロベ

ッキは暫 く一人で領事 ･代理公使 とい う二重の任務 を負わざるを得なかった｡

しか しなが ら､ 領事 ロべ ッキが 5 月 2 日に送った書簡 を見ると､ ド･ ラ ･ トウール伯爵

は慌てて出発 したせいか､ 駐 日領事 ロベ ッキを公式に臨時代理公使 (Incaricato d'affari ad

interim ) とい う身分で 日本政府 に紹介す る義務 を怠った とい う事実が明 らかになる5｡ この

事情 を知 り､ 日本政府 との摩擦や事故が生 じるのを恐れていた外務大臣ヴイスコンテイ ･

ヴェノスタは即座 (7 月 5 日) に､ 領事 ロベ ッキに対 して遺憾の意 を表 しなが ら､ フェ伯爵

1 A SD M AE ,Seri e I,B .174,Pi- S - SallierD e La Tour｡ 1870年 3月 21 日､ 駐日イタリア公使ド･ラ. トウール伯
爵より､ 外務大臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタ宛の書簡 (未刊)

2 日本語翻訳は本論筆者によるものである｡ [前略]､ [後略] も本論の筆者によるものである｡
3 G RASSI,Fabio,La fo rm azione della diplom azia nazionale,Ⅰ8tituto Poligrafico e Zecca dello Stato,Rom a,1987,

346ページ参照｡
4 ブルーニの派遣は1870年 3月 25 日に決定されたのである. G RASSI,Fabio,La form azione della diplom azia

na乞ionale,Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,Rom a,1987,112ページ参照0
5 A SD M AE ､ M oscatiVI,ち.1288､ 1870年 5月 2 日､駐日イタリア領事･代理公使ロべッキより､ イタリア外務大臣宛

の書簡｡ (未刊)
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の日本派遣を伝えている｡ 以下にその書簡を挙げる｡

〔イタリア語原文〕

(..J zIR .G ovem o ha deslgnato a SZHTOgWe ila.te La To w ,com e Zn Tq'ato StTaOEd.n 'o

M l'm 'stm plem b .Plo l'DC ni'na ed al Gl'app one ilSl'g.Conte Fj.M a questo R .R app .te deve

Bare a P echino zm sog3g2'om o dl'van 'm esl'.E g:itDOE∂aDCOm aCCTedl'tatopyesso ilM l'cado,

epp ercl'd nan p otTebbe,pz:izZZa d iaTlerPyeSen tatO le sue credeDZl'aliipyesentare la S.V con

zLna S un lettezTa nana qUalita che ilu 'stero血teLDdeva che E ua asszLZZZeSSe.(..i 1

〔日本語訳2〕

TPigG j 王鰍 ､慶一牌 ･ 5 本イクy ア符冶金旋公魚 ilt･ラ ･ jtクール慮膚の托琴

を彦め8 着とL,丁､ フェ慮爵# 叡窟名L,BE i,たo i,かL,､ この外変官/号数ヶA J野北 京僻

i,/J 妨れば竣クまQ i 'o @ 成東だ紅 さカ jItlE庁圧されていないので､ 庁産# を.奉呈L,ないう

ちiこ本省凄J孝之a つ邑クだった資者 でJ野T を く天皇に> 彪介すa ことができません {# G j

外務大臣は更に､ もし､ 駐 日領事ロベッキがフェ伯爵の来日を緊急に必要とすれば､ 直

接フェ伯爵と連絡をとるように伝えた｡ 同時に､ 外務大臣はフェ伯爵にも下記の書簡にお

いて同様の旨を伝えている｡

〔イタリア語原文〕

(..JQ uaDdo L e B血ngen i qzzesto dispaccl'0, 1a StaB2'ome bacolog2'ca SaZTa g2'at em 2血ata.

Lascio dunque alszLo salq'o crlten 'o dtapprezzazle,)'D segu 'to a quaDtO L e scTIvey滋ilSl'g.

R obecchjise coD TleTZd Che Eua slaia ettl dl'aDdazle a YokohaRZa OVTlerO Se queStO VT'agB2'o

p otTiiaDCW a eSSeren 'taLTdato.

ZD Ogn l'caso,Se la S.Vd ovesse aDdape al al'app aaep er qualche tem p o,e dopo do搾SSe

n 'tom am LID( 温血a, VozTa ella n 'cozdam lche～sem pzle Stata 血teDZl'oDePyeCIsa Gel G oTEDO

1 A SD M A E ､ M oSCatiVI,b.1130､ 1870年 7 月 5 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタより､ 駐日イタリ
ア領事ロべッキ宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も､ [前略]､ [後略] も本論の筆者によるものである｡
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delR e cLe ilR .CoDSd e a Yokoham a sl'a pyeseDtatO al G oTrlocale ed al'zlaPP .tlesteplcazzze

lTDCan 'cato d'A H an 'ad iDteZ:ilo P er il tem p o itZ CZLi d w ezTa la tem p ozw l'aa sseDZa del

M 'DL'stTO ( .J 1

〔日本語訳文2〕

瀞 晩7本書離 導こ才のあとにG < 呼に, 養蚕噺 あう腰 7 L,ていB でL,ようo EZベッ中

居Z5j貴方lE書瀞lr T tLZT己Z a こt に広 C̀ T ､肋 j麿でlE願 /ヽ 超 < べきか､威ぽこ聯 j貫

に鹿野できB かt いう虎断をT すことをノ野T の.賢好.な劫断 ご産せますTo

いずれにせよ 厨下が暫< 6 本/ヽ 逝き､ その# ぼ重野- 房ら虐 げれば/J ら/J い歩合､ 公好の

不達瀞野I.=､鹿茸資イクy ア爵夢を5 本顔府友部匪 G ガ交酢 ､塵壁托穿公好とi,I:凝介すa

こt /貨元よク王彫 好のJ5 園であったと考慮L,T 贋き え いt 存L;1 4デてこおクまfTo {@ 磨}

中国における任務を果たすために､ フェ伯爵はイタリアを出発 し､ 5 月 4 日に香港に入港

していた3｡ そこから上海- 赴いてから､ 6 月 6 日まで､ 本論の第 2 華で検討した漸江省に

おける実地調査を行った｡ そして､ 6 月中に､ 彼は芝宋 (しふ) 4- 赴いた｡

6 月下旬にそこに到着したフェ伯爵の耳に入った最初のニュースは､ 1870 (明治 3) 年 6

月 21 日に､ 天津で外国人 18 人が無残に虐殺される事件5が起きた､ というものであった｡

これは ｢天津事件｣ と呼ばれた｡ その際､ 身に危険を感 じたフェ伯爵を含む在中国外国人

コミュニティーは新たな虐殺の発生を恐れながら警戒しっづけ､ 移動を最低限に抑えてい

1 A SD M A E ､ M oscatiV I,b.1130､ 1870年 7月 5 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタより､ 駐中国イタ
リア公使フェ伯爵宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ [前略] も [後略] も本論の筆者によるものである｡

3 A SD M A E ､ M oSCatiV I,b.1288､ 1870 年 5月 9 日､ 駐中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の

% % . Serie Politica N .1 (* frJ)

4 英 :Chefoo (チーフ- ). 中国山東省 (山東半島) 北東部の湾岸都市｡ この都市は現在､ 煙台 (えんたい)､ 中国語で
Y antaiShiと言う｡

5 この事件に関しては､A SD M A E ､M oscatiV I,b.1288､ 1870年 7月 7 日､駐中国イタリア領事ヴィニヤーレ(Ⅵgnale)
より､ イタリア外務大臣宛の書簡､ Serie Politica N .6 (未刊)､ そしてそれに添付されている 1870 年 6 月 29 日､ 駐

中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵より､ 鮭中国イタリア領事ヴィニヤーレ宛の書簡 (コピー)､ 更に､ 1870 年 7月 1
日､ 駐中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵よりイタリア外務大臣宛の書簡､ Serie Politica N .3 (未刊) が詳しい｡ 殺さ

れた人はまず､ フランス領事フォンタニエ (Fontanier) とその書記官 (Sim on)､ また駐北京フランス領事館で書記

官として勤める者 (Thom asSin) とその夫人である｡ 更に､ フランス人教師 (Chal m ai 80n) とその夫人やロシア人

商人 3人のほか､ 一人のフランス人神父 (Chevri er) と愛徳会の修道女 9 人もいる｡ 1870年 7月 3 日在北京フラン

ス公使ロッシュアー ト (R ochechouart) より駐中国イタリア公使フェ伯爵宛の書簡からすると修道女の 1人は (サ

ン ･カッシャノ･ トスカ- ナ生まれ) のマリア ･アンドレオーニ (M aria A n血 eoni,1836-1870) というイタリア人
だったとみられる｡

その時､ 在天津フランス領事館､ 修道女の教会や宣教師の修道院などの建物も焼き尽くされた｡ この暴行は､ 外国

人宣教師などが子供を誘拐し､黒魔法などの儀式の生賓にするという民間に広まったとんでもない噂から発生したも
のであるとみられる｡
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た｡

こ うして ､ 国書提 出の た め に北京 - 赴 くつ も りだ った フェ伯 爵 は結 局 ､ 芝罪 に留 ま り1､ 9

月 ま でイ タ リア人蚕 卵 商人数名 と共 に2治 安 の回復 を待 ち続 け る こ とにな った3｡

9 月 上旬 に､ フェ伯 爵 はイ タ リア外 務 大 臣が 7 月 5 日に送 った書簡 を受 けた後 ､ 次 の よ う

に返信 した｡

〔イ タ リア語原 文〕〔未刊史料〕

R eg2'a L egazl'oDe d'ZtaEa 血伽 a

N ll P oE tL'ca

Cnefo0 9 Settem bTe 1870

A S ue E ccelleDZa lICa帽Eere Tqscontl VeDOSta M ini'stm deg:ガA n an 'E stepldl'S.M LTR e

d'Ztalia a FireDZe

E ccelleLDZa

H o avuto l'aDW e dl'n 'cevem l'dl'spacc)'diVE .N l e 2 Sen 'e P oL'tleB,In data 5 e G L ug:Ho.

Cow zLltizZ20 m l'o rapp w to dl' queSta Sen 'e che raSSegDal'a VE . 1'n data 29 A gosto,

aDn ZLaZl'avp la m L'a l'DCeTteZZa Sulla coD Vem 'eDZa di pecazm l'B P ehlDO Deue attUaE

ciEICOStaDZe,Det血 questlg2'ozm 'alcLLt2Chd dl'D UOVO SW Se illPaeSe a Eazm l'decl'dere se fosse

plzlutile alR .SeTTdzl'oilm llo sogBT'om o血 (泡izza o unapTOntaPaZ･teLnZBP el Gj'alP One.

1Idispaccl'o d tVE .succl'tato N 1 SerieP oE tica,colquBle RZl'sIpyeTq'ene delle diBEcolti iTZ

czH'P otTebbe t托)Vam lilR .Console a YokohaRZB,e la 122it20reizzZP W taDZB Che aTTebbe om la

pzleSeDZa delta a .L egTZioDe a (泡efoo, quaDdo sta qzLt'p er ch 'udersl'1a cBm P agna del

bacolo81'che soho l'n pL10CiDtO dl'Z血ZpatTlare, sono l'due m otl Tq'pz:itzabaltche m l'haBnO

detem 2itZatOa d alles血Ⅶ1'p er la parteLTZZa alla TIOlta del Gl'app oDe. M i cem eDtd p al

m agB70mZ eDte Deltapyesa n '80h zl'oDe ilI:iGessoDOE irpile招Dte delppobabde RZl'o azTIvoizZ

YobohaRZa 血 tem p o aDCOrB P er aSSiSteZle,P er Pl'd di zm RZeSe, 1'B uLZZem Sl bacologl'che

1 A SD M A E ､ M oscatiVI,b.1288､ 1870 年 7 月 7 日､ 鉦中国イタリア領事ヴイニヤーレ (Ⅵgnale) より､ イタリア外
務大臣宛の書簡 (未刊) に添付されている 1870 年 6 月 29 日､ 駐中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵より､ 駐中国イ
タリア領事ヴィニヤーレ宛の書簡 (コピー ･未刊)

2 A SD M A E ､ M oscatiV I,b.1288､ 1870 年 7 月 9 日､ 駐中国･ 日本イタリア公使フェ伯爵よりイタリア外務大臣宛の書
簡､ Serie Politica N .5 (未刊)

3 中国の治安などに関する情報はA SD M A E ､ M oSCatiVI,b.1288､ 1870年 7月 16 日､ 7月 25 日､ 8 月 22 日､ 8 月 29

日の駐中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵よりイタリア外務大臣宛の書簡を参照､ Ser主e Politica N .6,7,9,10 (未刊)
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quest'annoparilvBDOPIzitardl'delsob'to血 Tq'sta denapLVCTaStitZata aP eytZu a delRZeZICatO

delsem e.(..i

E iZ

〔日本語訳2〕

存LP屠イクy ア王1琴公館

顔潜願 夢 11 号 18 70 年 9 .官9 5 ､ 芝欝ir T

イク9 7摩二王犀T の産フィレJ/クエ舶 グィスコンテイ ･グ云ノスクノ野下)野

ノ野7 .

7JC 5 5 ､ 6 5 材の棚 夢1 ､ 2 号の鼻静を受if まL,た0 8 JG 29 6 # て与野T lE:蒼還させ

て好い71-仰 # 芳書をLj っT ､ /Jl二全zFj濁肝 で# 首へ超 < べきかどうかt いうj豹野を彦ま

まL,虎o また､ このノ野で脚 j変推せダミ/JlJ生が重野に潜在するよクあ､ 一声j夢5 本に

ノ帝かって1生者L,度ノ方がよいのでIfないかというこt を鮒 L,ていまi To

/J､登がβ本lr彪窟すa こt をを兇穿L,71-二つの舶 ぼ､ 戯# # イクy ア慶事ガj周潜 IL,腰

i,T いる僻 を予告すa _上潜の慶僻 1 号鼻静と ここの鰍 れ季節があうすぐ

彪わク､ 廟人たちzhtlG g の孝女好をL,T いa 虐め､ 公好の芝勧 jlJ蒼顔を兵っ度というこt

でi To 今年蚕卵の肋 j二鹿野きれたことによっT いつg)よク膚 < < イクy アを> f聾者L,

え多 < の黍鰍 の藤静を- ケJG Lj l _支冴 できa ためiLT､ /J､登がGjZfiLT合って願 に身夢でき

るこt 現 象軒蜂/普/J､一生の顔意をE lrm めT <れ夏L jとo T中晩7

二7 コ=

こうした理由から､ 結局､ フェ伯爵は北京- 行かずに日本- 赴 くことにした｡ このように

して､ ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタの意図 (ド･ ラ ･ トウール伯爵の後任者 としてフェ伯

爵を日本に派遣する) は実現されることになったのである｡

ちなみに､ ザニエル氏の研究によると､ フェ伯爵の弟ピェ トロは 1870 (明治 3) 年に日

本- 渡ったようである｡ これもフェ伯爵を速やかに日本- 赴かせた理由の一つ となったの

ではないかと考えられる｡

1 A SD M A E ､ M oscatiVI,b.1288､ 1870年 9 月 9 日､ 駐中国 ･ 日本イタリア公使フェ伯爵よりイタリア外務大臣宛の
書簡､ Serie Politica N .ll (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者によるものである.
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[3十2- フェ伯爵の来日と着任について]

フェ伯爵は結局､ 1870 (明治 3) 年 10 月 22 日にアメリカの蒸気船 ｢ニューヨーク号｣

に乗船し､ 上海を出港した｡ そして､ 長崎 ･兵庫経由で､ ついに 30 日の夜明けに横浜に到

着した｡ 11 月 3 日の朝は日本外務卿及び外務大輔と会見してから天皇- の謁見の準備を整

えるため､ すぐに東京- 赴いた1｡

1870 (明治 3) 年 11 月 5 日に書かれた報告書2によれば､ 前公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵

の依頼に応 じて極東の海でイタリアの権威を高めるために派遣されたイタリア軍艦 ｢プリ

ンチペッサ ･ クロテイルデ号｣ (P rincipessa C lotilde) 3は以前からシャム- 赴く命令を受

けていたが､ 艦長のカルロ ･アルベル ト･ ラッキア (C arlo Al berto R acchia,1833-1896)

はわざわざ横浜でフェ伯爵の来日を待つために､ その任務を延期することにした｡ フェ伯

爵は､到着した後､できるだけ早く天皇に信任状を奉呈する意志に駆 り立てられたため､ ｢プ

リンチペッサ ･ クロテイルデ号｣ で､ 東京まで送ってくれるようにラッキア艦長に依頼した｡ そのため､ 艦長はフェ伯爵の依頼を快く

受け入れ､11月 7 日の朝に公使を乗せた軍艦は東京に向けて横浜出港した｡ 天皇- の謁見と信任状の提出とは予定通り翌 8 日に行われた4｡1 A SD M A E ､ M oscatiV I,b.1288､ 1

870年 11月 3 日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡この書簡はすでに､D IM Al 0 ,Silvana,IIConte F占d'O stianineirapportifr a
Ital ia e G iappone negliannisettantadell'O ttocento,in TA M B U R E IL O ,A dolfo (a cura di),N eu 'Zm p

em dela 1Le帽D te - trJ'ag由abn;R71'ssjoDaZ･jedlblom atlcl-iL2GLappoDe,FondazlOne Civi lta B resclana,1998 (133-155 ページ)､1 35-136 ページ､ にて

既に活字になっている｡ A SD M A E ､ M oscatiV I,b.1288､ 187 1年 1月 4 日､ イタリア海軍大臣より､ イタリア外務大

臣宛の書簡に添付された 1870 年 11 月 5

日の報告書 (軍艦 ｢プリンチペッサ ･ クロテイルデ号｣ の艦長ラッキアによるものである) (未刊) も参照｡2 A SD M A E ､ M osca

tiVI,b.1288､ 1871年 1月 4 日､ イタリア海軍大臣より､ イタリア外務大臣宛の書簡に添付された1870 年 11 月 5 日の報告書｡ (未刊)3 コルグェット艦 ｢プリンチペッサ ･ クロテイルデ号｣ の極東派遣に関

しては､ L E VA FA U ST O (ed.),S to).ja delleCam pagne OceaDl'che dellB R .M a}･1'Da - Volum e 1 (R istam pa),U fficio Storico del
la M arin a M ilitate,1992､87-124 ページ､ が詳しい｡ ローマにあるイタリア海軍資料館にもこの軍艦の日本駐在を

めぐる多くの史料が迫されている｡ A SM M , 〔イタリア海軍歴史資料館〕b.2196 "R .N .P rlnClpeSSa C lotilde"4 A SD M A E ､ M oscatiV I,b.1288､1
870 年 11 月 11 日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡､Serie P olitica N .2｡ この書簡はすでに､D E M Al 0 ,Silvana,ⅠIConte F占d

'O stianineirapportifr a ltal ia e G iapponenegliannisettan ta dell'O ttocento,in TA M B U R E LL O ,A dolfo (a cura di),N eu
'Zm

peL10 delSoILel唱D te -TrL'a g写



謁見に関しては､ 様々な史料が遣されている｡ まず､ 日本側史料として 『明治天皇紀』

にフェ伯爵の謁見と国書の提出の流れとが簡潔にまとめられている1｡ また､ 更に詳しい情

報は 『明治天皇紀』の編集に利用された出展､ 『嵯峨賛愛日記』 2にも現れる｡ (本論の筆者

は宮内庁書陵部においても調査を行 う機会があり3､ そこで発見した史料､ 皇居までの行列

や宴会の準備､ 謁見に参加する者4などに関する非常に詳しい情報も含まれている5｡) 天皇

に提出された信任状 〔以上写真①を参照〕は日本外務省外交史料館に保管されており6､ そ

の日本語翻訳は 『太政官日誌』 7に収録されている｡

イタリア側には､ フェ伯爵がイタリア外務大臣に送った報告書の外にも､ ｢プリンチペッ

サ ･クロテイルデ号｣ の航海日誌から引用された興味深い記録もある80

公式の手続きを済ませたフェ伯爵は横浜に戻り､ 以前 ド･ ラ ･ トウール伯爵が利用して

いた建物に住居を定め､ 駐日イタリア公使としての活動に着手したのである9｡

[3･1･3- フェ伯爵 ･二度目の中国訪問について]

1871 (明治 4) 年の春と夏にかけて､ フェ伯爵は前年中止した公式の訪問を済ませるた

めに再び中国を訪れる｡ (フェ伯爵は駐中国イタリア公使の任務を兼任していたことを忘れ

てはならない｡)

フェ伯爵が米国郵船で横浜を出港したのは 3月 8 日で､彼の留守中に領事ロベッキが嫌々

ながら再び代理公使となった｡ とにかく､ 今回はド･ ラ ･ トウール伯爵が出発 した時とは

異なり､ ロべッキは公式に代理公使として紹介された｡ フェ伯爵は 6-7 月に蚕卵仕入れ期の

始まりに間に合うために､ 3 ケ月以上日本を離れないつもりで出発した10｡

ページにて活字になっているため､ ここで放り扱わない｡

1 宮内省臨時帝室編修局編修 『明治天皇紀』(第二巻) 吉川弘文館 1969､ 345ページ参照｡

2 宮内省臨時帝室編修局編修 『極秘 績愚林記 二』 1921参照｡
3 宮内庁書陵部で熱烈に歓迎し､ この調査を手伝ってくれた宮内庁書陵部の編修課長岩壁義光氏に厚く感謝を申し上げ

る｡
4 フェ伯爵の他にも､領事ロべッキ､ 副領事ブルーニ､書記官ピサ､艦長ラッキア､海軍大尉のコシャ (G iulio CoSCia)､

ビアンケ- リ (A ngelo B iancheri)､ ボネッティ (D om enico B onetti) も宴会に参加したと見られる｡
5 宮内庁書陵部､ 全部局共通 ｢皇室例規類纂 (明治 3年)｣ ファイル､ ｢皇室例規類纂稿本 (明治 3年)｣ ファイルを参照｡

更に､ 式部職 (3) ｢外事録 (明治 3 年)｣ ファイルも参照｡

6 日本外務省外交史料館､ 国書イタリア 5 ｢千八百七十年三月七日 コント･デ ･フェ氏ヲ全権公使二任スル件｣
7 石井良助 編 『太政官日誌』(第四巻) 東京堂出版､ 1980､ 248-249ページ参照｡ ここに､天皇の勅語も含まれている｡

8 LEVA FAU STO (ed.),Sb v)'a dane Cam pag72e OceaDl'Che dena a _M an 'na - VoluLZ7e 1 (R istam pa),U fficio Stori Co
della M ari na M ilitare,1992､ 113-114 ページ参照｡

9 A SD M A E ､ M oscatiVI,b.1288､ 1870年 11月 19 日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡
Seri e Politica N .3 (未刊)

10 A SD M AE ,Seri e V II Personale,b.F -4,Fasc.Fe I)-0 8tiani,C.teA le88andro､ 1871年 3 月 7 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ N .1 Personale (未刊)｡ また､ 1871年 3
月 25 日､ 駐日イタリア領事ロべッキよりイタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ N .2 Personale.
(未刊)
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暫く上海に留まり､ 国の情勢と治安の様子を見てから14 月 6 日に同地を出発し､ 17 日に

北京に到着した｡ フェ伯爵は 22 日に総理衝門 (そうりがもん) 2に赴き､ 恭親王楽所 (きょ

うしんのうえききん､ 1832･1898) 3に謁見し､ 豪華な接待を受けた｡ ロシア公使館に投宿

していた4フェ伯爵は二日後に恭親王の訪問を受け､ 彼と中国に駐在するカ トリックの宣教

師の立場などに関する意見を交わした5｡ この会議で注目すべきは､ 中国と日本とでイタリ

ア公使として活躍 していたフェ伯爵は自由信仰の保障という課題の実現にも尽力したこと

である｡

フェ伯爵は､ 予定通り､ 蚕卵仕入れ期が始まるまでに日本に戻ることができた｡ 5 月 30

日に北京を出発し､ 7 月 5 日の午前中に横浜に入港した6｡

[3･2] ～フェ伯爵と共に活躍した領事や書記官たちについて～

[3-2･1- フェ伯爵の右腕一書記官クーゴ ･ ピサについて]

フェ伯爵が極東に向かってエジプ トのアレクサンドリアを出発 してからとい うもの､ フ

ェ伯爵の傍らには常に一人の若者が離れることなく付き従っていた｡ 彼こそが､ 後にフェ

伯爵の右腕として活躍したクーゴ･ ピサ (U go Pisa,1845-1910) 7である｡ 彼はフェラーラ

(Ferrara)出身で､ 領事ロベッキと同じくバグイア大学(U niversita diP avia､ 法学部) を卒

業し､ 弁護士となった｡

ピサは 1869 (明治 2) 年 7月 10 日に､ 私費 ･無報酬で､ 外務省に出仕し､ 暫くコンスタ

ンチノープルに派遣された後､ 1870 (明治 3) 年初めに､ また私費でフェ伯爵と共に極東

に向けて出発する申請書を外務大臣に提出した｡ もちろん､ 外務大臣は差し支えなく彼の

1 在中国外国人の立場は前年と変わらないという印象を表している. A SD M A E ､ M oSCatiV I,b.1288､ 1871年 4 月 4
日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Serie Politica N .15 (未刊)

2 ｢総理衝門｣ とは､ ｢総理各国事務衝門｣ の略称で､ 1861 (文久元) 年に創設された清末の外交機関である｡ 中国語で

Z6ngl TY am en と読むO フェ伯爵はTsungli- Yam en と綴っている｡

3 中国語で G 6ng QllnW ang Y i東n と読む｡ 清朝の皇族で､ 1860 (万延元)年に英仏と北京条約を結んだ者である｡ 1860-70
年代に清国を支配していた彼はしばしば外国人と会見し､ 中国の近代化を奨励しようとしたことも言及に値する｡ フ

ェ伯爵はPrin cipe K ung と綴る0
4 北京には､ イタリア公使館専用の建物は存在していなかった｡

8 A SD M A E ,Seri e V IIPersonale,b.F･4,Fasc.Fe D -O stiami ,C.teA lessandro､ 1871年 4 月 25 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Serie Per80nale S.N . (未刊)､ 1871年 4
月 26 日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Serie Politica
N .16 (未刊)｡ この書簡に､ フェ伯爵と恭親王の会見で行われた対話の記録が添付されているC

6 A SD M A E ,SerieⅥIPersonal e,b.F -4,Fasc.Fe D 10 stiani,C .te A lessandro､ 1871年 7 月 10 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴイスコンテイ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Serie Personal e N .3 (未刊)

7 ウ- ゴの父親はザッカリア ･ ピサ銀行 (B anca Zaccari a Pisa) の所有者ルイ- ジ ･ ピサ (LuigiPisa) の息子だった

とみられる｡ピサ家は大変裕福な家族だったようである｡詳しくはM AZZA N TI,PATR IZIO La diblom azl'a ltaEaDa
e L'caL･わnJ'97'appaHeSl(tesidilaurea U niv.B occoniM ilano)2002 (学士論文) 参照｡
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依頼を受け入れ､ 出発の準備について､ フェ伯爵と相談するように勧めた1｡

そこで､この若者は 1870 (明治 3)年 3 月 25 日にフェ伯爵とアレクサンドリアで合流し､

彼と共に中国に向かって出発した｡ フェ伯爵は二回目に中国に渡った時 (1871年 5 月 1 日)

に外務大臣に送った書簡の中で､ ピサの活躍を非常に高く評価している｡ フェ伯爵日く､

ピサは単なる公使館員ではなく､ 普段書記官の役割を勤勉に果たしていた｡ 更に､ ピサは

熱心に日本語の勉強に従事していたため､ フェ伯爵にとって大変有用な協力者となったの

である｡

ただし､ フェ伯爵は派遣された頃から､ 日本と中国との間の往復旅行を繰り返すことに

なり､ これは､ 裕福であるとは言え､ ピサにとって､ 経済的に大きな負担となっていた｡

具体的に述べると､ 1871 (明治 4)年 5 月 1 日の時点で､彼の出費は 3 万リラ (およそ 5357

ドル) 以上に及んでいた｡ そこで､ ピサはフェ伯爵の仲介をしてもらうことで､ 外務省に

正式な形で書記官として雇用されるように依頼した2｡ 彼の公式的な経歴を見ると､ この依

頼が外務省に受け入れられ､ 1871 (明治 4) 年 6 月 30 日の省令で正式に書記官となったこ

とが判る｡

ピサは日本に滞在している間に様々な旅行を行う機会があった｡ 例えば､ 1871 (明治 4)

年夏､ 2 回目中国から日本に渡った時､ フェ伯爵は公使館に再着任するために横浜- 赴いた

が､ ピサは一人で兵庫に下船し､ 大坂を訪問してから横浜に戻ったと見られる3｡

1871 (明治 4) 年 12 月 24 日付のフェ伯爵より外務省宛の書簡から判明するように､ 同

年の秋に､ 駐日米国公使デロング (CharlesDeLong) は､ 以前外国人が足を踏み入れるこ

とがなかった日本列島の北方地方､ 蝦夷 (現在の北海道) に遠征を行 うことを決定した｡

デロングはその遠征の同行をフェ伯爵に依頼したが､ 出発が予定された頃 (9 月) はまだ蚕

卵仕入れ期が終わっていなかった｡ そのため､ フェ伯爵が公使館を離れることはできなか

った｡そのため､ ピサはフェ伯爵の代わりに､私費でアメリカ公使に同行することにした4｡

デロングたちは 9 月 6 日に横浜を出港し､ 函館港- 赴いた｡ そこから一行は馬に乗り､ 18

日間でアイヌの集落を探検しながら一度札幌まで行ってから､ 別のルー トで函館に戻った｡

1 A SD M AE ,Seri e V IIPersonale,b.FI4,Fasc.Fe D 10 stiani,C.teA leSSandro､ 1870年 2月 26 日､ イタリア外務大臣
ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタより､ ウ- ゴ ･ ピサ宛の書簡｡ (未刊)

2 A SD M A E,Seri eⅥIPersonal e,b.F14,Fasc.Fe D -O stiani,C.teA lessandro､ 1871年 5月 1 日､ フェ伯爵より､ イタ
リア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Personale S.N . (未刊)

3 A SD M AE,Seri e VIIPer80nal e,b.F-4,FaSC.Fe I)-O stiani,C_teA lesSandro､ 1871 年 7月 10 日､ フェ伯爵より､ イ
タリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Personale S.N . (未刊)

4 デロングの誘いに関しては､ ASD M A E,SerieM oscatiVI,b.1288,1871年 12月 24 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務
大臣(ViscontiVenosta)宛の書簡｡ Seri e Politica N .20 (未刊) を参照｡
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その後はロシア軍艦で津軽海峡を渡って本州 (野辺地という村) に上陸し､ 駕龍で 23 日間

をかけて､ 青森､ 盛岡､ 一関､ 仙台､ 福島､ 郡山､ 宇都宮を通って 11 月 5 日に東京に戻っ

た｡

この旅行について貴重な記録が残されている｡ それはデロングの随行員だったチャール

ズ ･ ロングフェロー (Charles Longfellow ) が記した 『日本滞在記』 1である. この滞在記

には､ ピサに関する記述も多く遺されている2｡ 但し､ ロングフェローのピサに関する最後

のコメントは ｢この二ケ月間の素晴らしい旅で､ 僕は他の外国人が経験したこともない日

本の奥地を見ることができて､ 合計蝦夷で四百マイル､ 本州では五百マイルを踏破 した｡

全て良し､ というところだが､ デロング氏の病気､ そしてイタリアの書記官ピサが一緒で

あったことだけが不愉快な思い出だ｡｣ 3というもので､ 決してポジティブな印象は感じられ

ないものである｡

ピサの方もこの旅行に関する未刊の報告書を遺した｡ この手書きの文書はあまりに長く､

本論で紹介することは不可能であるが､ その中には訪れた場所に関する記述の他にも､ 外

国人を初めて見た日本の奥地に居住する人々の反応や振る舞い､ それらの地方における中

央政府の直轄､ インフラの欠如などに関する印象やコメントが多く含まれている4｡

この旅行のためか､ 翌 1872 (明治 5) 年からピサの健康状態は急に悪くなっていき5､ 同

年 5月 25 日にアメリカ経由でイタリアに帰ることになった｡ ピサの帰国後直ぐに､ フェ伯

爵は彼の代理となる書記官の必要性を外務省に強調した6｡

[3･2･2- イタリア領事館の通辞一吉田要作について]

ピサの他にも､ フェ伯爵の難しい任務を著しく助けていたと見られる人物がいた｡ それ

が当時イタリア公使館で勤めていた若き通辞吉田要作 (よしだようさく､ 1850-1927) であ

る｡ 『海を越えた日本人名事典』 7によると､ 吉田は士族の子として江戸に生まれた｡ 1865

1 チャールズ ･ A ･ ロングフェロー著､ 山田久美子訳 『ロングフェロー日本滞在記』､ 平凡社 2004参照｡

2 チャールズ ･A ･ ロングフェロー著､ 山田久美子訳 『ロングフェロー日本滞在記』､ 平凡社 2004､ 50,60,63,69,72,
80,100,110,117,130ページ参照｡

3 これは､ 山田久美子の翻訳である｡ チャールズ ･A ･ロングフェロー著､ 山田久美子訳 『ロングフェロー日本滞在記』､
平凡社 2004､ 130ページ出典｡

4 ピサの報告書はA SD M AE,Serie M oscatiVI,b.1288,187 1年 12月 21 日､ ピサより､ フェ伯爵宛の書簡 (未刊) に
ある｡

5 A SD M AE ,Serie V IIPersonale,b.Fl4,Fasc.Fe D -O stiani,C.teA lessandro､ 1872年 5月 26 日､ フェ伯爵より､ イ

タリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ Contabilita N .13 (D uplicata) (未刊) 付録として､ 医者が
書いた診断書が添付されており､ そこから､ ピサが以前から胃腸を患っていたことが明らかになる｡

6 ASD M AE ,Seri eV IIPersonale,b.F･4,Fasc.Fe D -O stiani,C.teAl essandro､ 1872年 9月 14 日､ フェ伯爵より､ イ
タリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡. N .3 (未刊)

7 富田仁 『海を越えた日本人名事典』日外アソシエーツ 1985､ 631ページ参照｡
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(慶応元) 年に横浜仏蘭西語伝習所に入学し､ 1867 (慶応 3) 年にフランスに留学した｡

帰国後の 1870 (明治 3) 年に岡山藩の兵学校でフランス語を教え始めた｡ イタリア公使館1

及び富岡製糸場の通辞として活躍し､ 1873 (明治 6) 年にウィーン万国博覧会の事務員と

してヨーロッパに派遣された2. 岩倉邦子氏が編修した史料集 『Prim a e dopo la M issione

lw akura,- Testim onianze inedite』によると､ 吉田は岩倉使節団がイタリアを訪問した時

に､ 通訳としても活躍した3｡ また､ 石井元章の研究 『ヴェネツィアと日本』によると､ 吉

田は 1873 (明治 6)年 10 月 29 日にヴェネツィア商業高等学校4 (現在のヴェネツィア大学

5) で開かれた日本語講座の初代講師となっている6｡

1871 (明治 4) 年 9月にイタリア軍艦 ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ (VettorPisani) が

初めて横浜に入港した7｡ 蚕卵仕入れ季節がほぼ終了した頃､ つまり同年 11月 20 日に､ 軍

艦は瀬戸内海の水位流量図を観測する目的で､ 兵庫､ 大坂､ 長崎､ そして中国- 赴いた｡

その際､ フェ伯爵は日本政府に､ その計画を実現するために必要だった許可を得るなどの

準備に携わっただけでなく､ 通訳として吉田を乗船させることを決定した8｡ 艦長ジュゼッ

ペ ･ ローヴェラ ･ディ ･マリア (G iuseppe Lovera D iM aria) は､ フェ伯爵に送付した長

い報告書において､ 訪れた地方に関する貴重な情報を提供しながら､ 吉田の活躍を高く評

価する9｡

[31213- 領事ロベッキの帰国について]

1867 (慶応 3年) 年から日本で領事として職責を全うしていたが､ ロべッキは､ 1870 (明

1 日本政府が公使館に送る書簡の英語訳を添付しなくなった頃から､ フェ伯爵は吉田を雇うことになったと見られる｡

A SD M A E ,Seri e M oscatiVI,b.1288,1871年 12 月 24 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣(ViscontiVenoSta)宛の
書簡｡ Seri e Politica N .20 (未刊)

2 ちなみに､ その頃､ 彼はフェ伯爵と共にヨーロッパ- 赴いたことが明らかである｡ A SD M A E ,Ser主e V IIPersonale,
b.F -4,Fasc.Fe D 10 stiani,C .te Al essandro､ 1872年 12 月 2 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･
ヴェノスタ宛の書簡｡ N .15 A ffari in Genere (未刊)

3 IW A m SH O K O (ed.),PTit22a e dopo la m J'SSIoDe Zwak uza lZ?stlm om 'aDZe l'nedE'te,L'E rm a diB retsclm eider,
1994､ 46ページ参照｡

4 イタリア語で Scuola Supel･iore diCom m ercio in Venezia という｡
5 イタリア語でU niversita "Ca'Foscari " diVenezia という.

6 石井元章 『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交流』プリュッケ 1999､ 41･46ページ参照｡

7 ｢ヴェットール ･ ピザ一二号｣ の最初の世界一周航海に関しては､ LEVA FAU STO (ed.),StuL.ja dene CaB2Pag72e
OceaLZL'ehe delLa a .M aLlIDa - Trolum e 1 (R iStam pa),U fficio Stori co della M arin a M ilitare,1992､ 125･149 ページ

参照O 更に､ B E D IN ELL O ,U go,D laLlo Gel lq'agg7'0 1'nb Lm 0 81g:lobo dena Lle87'a cw vetb ZtaltaDa LLTTettw PIsanL'"
LZegh'anDL'1871-73,(Seconda edizione)Ti pografia D om enico D elB ianco,1893 という一冊の日本に関する部分も大
変興味深いものである｡ ｢ヴェットール ･ピザ- ニ号｣ は翌 1872 (明治 5) 年の養蚕仕入れ期に際して (8 月 7 日か
ら11月 1 日までの期間) 横浜に戻った｡

8 A SD M A E ,Serie M oseatiVI,b.1288,1871年 12 月 24 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣(ⅥSCOntiⅥ∋nosta)宛の
書簡｡ Ser主e Politica N .20 (未刊)

9 ロヴェラ ･ディ ･マリアの報告書はA SD M A E ,Serie M oSCatiVI,ち.1288,1871年 12 月 11 日､ ヴェットール ･ ピザ
- ニの艦長ロヴェラ･ディ ･マリアより､ フェ伯爵宛の書簡 (未刊) にある｡
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治 3) 年後半頃から健康状態が悪くなり始めた｡ そのため､ 同年の秋に､ 彼は外務省に休暇

を求めた｡ これを受けた外務大臣ヴイスコンテイ ･ ヴェノスタは 1870 (明治 3) 年の書簡

で与えられた任務を見事に果たしたロベッキを褒めながら､ その要求を受け入れ､ 翌 1871

(明治 4) 年の養蚕仕入れ期の終了後に帰国する許可を与えた1｡

更に､ 彼の帰国を養蚕仕入れ期の終了まで延ばすと､ 望んでいた休暇の開始が遅れるの

で､ 数カ月後の 1871 (明治 4) 年 3 月 5 日､ 外務大臣は改めてロベッキに書簡を送 り､ い

つ帰国してもよいという許可を与えた2｡ そこで､ フェ伯爵とピサも中国から横浜に戻る途

中だった､ ロベッキは副領事ブルーニに領事館の引継ぎの手続きを済ましてから､ 1871 (明

治 4) 年 6 月 23 日にアメリカ経由で帰国した3｡ もちろん､ 出発する前に､ ロベッキは帰国

の旨をフェ伯爵にも伝えた｡ ただし､ フェ伯爵が中国から戻る日 (7 月 5 日) までの 12 日

間の間､ 日本に駐在するイタリア人外交官は､ 副領事ブルーニー人だった｡

[3-2-4- ロべッキの後任者一領事バッリーリスの来日と帰国について]

領事ロべッキが帰国してから領事館の運営に 1 年間携わったのはまた､ 副領事ブルーニ

ただ一人である｡ 額事ロベッキの後任者ディェゴ ･デ ･バッリーリス (D iego D e B arrilis,

1835･1881) 4は 1872 (明治 5) 年 8 月中に横浜に到着したと見られる5｡ バッリーリスは来

日してからすぐに領事として勤め始めた｡ フェ伯爵が一時帰国する翌 1873 (明治 6) 年 2

月下旬から､ 代理公使パルツァリーノ･ リッタ (Balzari no Litta Biumi Resta,1832･1880)

が来日するまでの間に､ 在東京イタリア公使館の運営に携わり､ 同期間にブルーニは再び

領事を代行することになった6｡

フェ伯爵の一時帰国後､ バッリーリスは 1873 (明治 6) 年 1月 23 日にトリノで父親が突

然死去したことを知り､ その衝撃の余り､ 彼の精神的 ･健康的状態は急激に悪化した｡ そ

のため､ 1873 (明治 6) 年 3 月 22 日付の書簡で､ 外務大臣に 1873 (明治 6) 年度の蚕卵仕

1 A SD M AE ,Seri e IPersonale,b.R ･4,Fasc.Robecchi､ 1870年 11月 17 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェ

ノスタより､ 領事ロべッキ宛の書簡｡ N .840 perS. (下書き) (未刊)
2 A SD M AE ,Seri e IPersonale,b.R -4,FaSC.Robecchi､ 1871年 3月 5 日､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノ

スタより､ 領事ロベッキ宛の書簡｡ N .155 pers. (下書き) (未刊)

3 A SD M AE ,Sel･ie IPersonale,b.R ･4,Fasc.Robecchi､ 1871年 6月 23 日､ 領事ロべッキより､ イタリア外務大臣ヴィ

スコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ N .65Affariin G enere personale (未刊)
4 トリノ出身｡ 1855年に､ トリノ大学法学部を卒業し､ 外交官になる｡ 彼の領事としての横浜派遣は 1872年 4月 2 日

に決定された｡ G RASSI,Fabio,La form azione della diplom azia nazionale,Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Rom a,1987,57ページ参照｡

5 A SD M A E,Seri e IPersonale,b.B -1,Fasc.B arrilis､ 1872年 7月 9 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡
A ffari in Genere N .13 (未刊)､ 1872年 7月 19 日､在ニューヨークイタリア公使より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡
A飽riin Genere N .808 (未刊)

6 A SD M AE ,Seri e IPersonale,b.B ･1,FaSC.B arri li8､ 1873年 2月 18 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡o
N .18A uari in Genere (未刊)
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入れ期の終了後に帰国できるよう許可を求めた1｡ 結局､ 1873 (明治 6) 年 7 月 28 日付の

書簡から判明するように､ イタリア外務大臣ヴイスコンテイ ･ ヴェノスタは､ バッリーリ

スに帰国する許可2を与えると共に､ 父親の死去にも拘らずイタリア政府から与えられた任

務に尽力したことに感謝するために､ 同年 6 月 6 日､ 聖マウリツイオ ･エ ･ ラッヅァロの

勲位を与えた3｡ 父親の死去がバッリーリスを激しく動揺させ､ 彼の臨時代理公使としての

任務の遂行を著しく妨げたと言える｡

[3･3] ～日本政府の好意を勝ち取るフェ伯爵について～

[3-3-1- 外交団長となるフェ伯爵について]

1871 (明治 4) 年 12 月 23 日に､ その日まで駐日外交団長として勤めていた米国公使デ

ロングはアメリカで岩倉使節団を案内するために､ 一行と共に横浜を出港した｡ その日か

ら､ フェ伯爵はデロングを代行し､ 外交団長として活躍し始めたのである｡ この地位を占

めることは､ フェ伯爵にとって､ 日本政府のイタリアに対する好感を勝ち取る機会でもあ

った｡

1872 (明治 5) 年と 1873 (明治 6) 年の新年4､ そして東京- 横浜鉄道線の開設5に際し

て､ 外交団を代表して祝辞を述べたということだけで､ フェ伯爵は以前よりも明治政府の

注目を浴びるようになった｡ フェ伯爵が初めて日本政府の活動を具体的に支援する最大の

チャンスは､ 1872 (明治 5) 年 2 月に訪れた｡ 以下はその状況について論じる｡

I A SD M AE ,Seri e IPel.sonal e,b.B -1,Fasc.B arrili 8､ 1873年 3月 22 日､ 駐日領事バッリーリスより､ イタリア外務
大臣宛の書簡｡ S.N .Per80nale (未刊)

2 A SD M A E ,Seri e IPersonale,b.B -1,Fasc.B ar rili S､ 1873年 7月 28 日､ 駐日領事バッリーリスより､ イタリア外務
大臣宛の書簡｡ S.N .Personale (未刊)

3 A SD M A E ,Seri e IPersonale,b.B ll,Fasc.B arrilis､ 1873年 8 月 31 日､ 駐日領事バッリーリスより､ イタリア外務
大臣宛の書簡｡ A ffari in G enere N .27 (未刊)

4 外交団が天皇に新年の挨拶を届ける習慣を初めて採用しようと決めたのは､ 外交団長となったばかりのフェ伯爵だっ

た｡ 外交団はこの発案を受け入れ､ 1872 (明治 5) 年 2 月 10 日 (陰暦 1月 2 日) に日本と修好通商関係を結んだ国々

の代表者たちが初めて全員揃って天皇に謁見した｡ 明治天皇は､ フェ伯爵の挨拶の辞に対して自ら答えたのである｡

この事実は 1872 (明治 5)年 2 月 11 日にフェ伯爵が書いたイタリア外務大臣宛の書簡に確認できる｡その書簡には､

フェ伯爵の挨拶の辞 (イタリア語) 及び天皇が返した言葉 (フランス語) も収録されている｡ 天皇が直接に外交官に

対して口を利くことは初めてだったため､ このことは言及する価値があると言える｡ A SD M A E ,Serie M oscatiVI,
b.1288,1872 年 2 月 11 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Serie Politica N .23 (未刊) この件に関す
る日本側史料は､ 国立公文書館 本館 2A -009･00 ･公 00578100 リール番号 :006000､ 開始コマ :1189 ｢伊国公

使ヨリ来歳年賀各国公使一同参拝ノ儀申立二付上陳｣ にある｡

5 東京一横浜鉄道線の開設式は 1872 年 10 月 16 日に行われている｡ 開設式の流れとその際にフェ伯爵が天皇に捧げた

言葉 (フランス語) と､ 天皇の返事 (フランス語) はA SD M A E ,Serie M oseatiV I,b.1288,1872年 10 月 20 日､ フ
ェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡o Seri e Politica N .34 (未刊) に収録されているO 同じ書簡で､ フェ伯爵は

イタリア外務省に､ 日本とヨーロッパをつなぐ新しい電信線が設けられたことと､横演でガスが導入された旨も報告

している｡
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[3･3･2- ウィーン万博の日本出展におけるフェ伯爵の役割について]

翌 1873 (明治 6) 年 5 月からオース トリアの首都ウィーンで､ 万国博覧会が開催 される

予定だった｡ 日本もそれに出品することになったため､ その準備に向かって､ 明治政府は

駐 日オース トリア代理公使カリチェ男爵 (B arone H enry Calice) を通 して､ オース トリア

政府や博覧会総監督 との連絡を取っていた｡ しかしながら､ 1872 (明治 5) 年初めに､ 日

本政府はオース トリア公使から次の書簡を受けた｡

〔当時の ドイツ語から日本語訳文1〕

-.rA + /i H (= A 二+ m H ) 虜蕗卵 公G E y ′大願 穿幕好

摩㈱ 公抑 ㈱ 者盈歓ノ件

LJ 手樹 上庚麿ノ､_発願 卿好′好摩虜# ノ野と㌧へ1-屠屠倉之慮二付必着@ 夢戯盛7守中ノ､

ifi ifi
イダy ヤ慶全磨公∠軒へエー声13 テアニ潜者朗 棚 周冴y 定点を乏虚

- マ- テンダーメン 仰 ぎ

ニケン7 /I,マン/ タイツ公戯抑雛轟好

局人メ艶象碧浄書史粛

三ククネル 脚

q / ,t'ビ =ノレ 鰍

_五クラメノレ 本署家■

原人鹿露髪替手厚

/i シーポカ/i･ 棚 腎

石之者井藤鮒 申鹿称名｣好嘉差置申虎を之段可得M ,景勿薪緻密虎g l

子ソL百七ナ二年二月# ∠野H 虜歯欄 酵穿公超~ - ンy オンカy プチ

虜磯舟密ビン＼プ鰯 ニlJ

一大5 本右脚

_大鰯

手′暴弁慶寿静 ノ野7

# 上元戯三大静

1 翻訳者の名前は不明である｡

2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 594-596 ページ参照｡
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このように､ フェ伯爵は帰国を余儀なくされたカリチェ男爵の代わりに､ 日本各地から

送られた出品物の収集及び発送の準備に携わることになった｡ カリチェ男爵は 1871-72 (明

治 4･5) 年頃､ 暫くの間イタリア公使館に投宿したこともあり､ フェ伯爵の友人だった1｡

フェ伯爵はウィーン大学で法律を学び､ ドイツ語が堪能だった上に､ 日本政府と良好な関

係を持っていたことから､ カリチェ男爵に託された任務を果たせる最適の者として選ばれ

たことが十分に考えられる｡

[3-3-3- ウィーン万博の日本出展準備に携わるフェ伯爵の活躍について]

1872 (明治 5) 年 12 月 8 日に､ 副島外務卿はフェ伯爵に次の書簡を送った｡

〔日本語原文〕

+ .一二月ノIH (+ = A ノLG ) 脚 卿 E y 伊齢 庶務

脚 産脚 ノ#

壬申+ - A ノLC 運

康彦鰍 て三好行者之顔膚穿倉彦R 甚助好よク′夢鯵件基労L 庚-1=棚

脚 冷ヱ勝 三等背任佐野薪守事務槻 冷庚彪俊 申選好教其

牢 ノ方 G 劇場卿

併走御 得余全磨公館 T

(朱脊)
傾ぎ公魚好適軌//凝滞磨替事務ヲ伊公好- I,H セシニH M 赦如何公慶べ遷せシ也j 2

そしてこの- 通の書簡に対して､ フェ伯爵が次のように返信した｡

〔フランス語原文〕

L egazl'oD e d 'Ztalta al al'app om e Toh '0,ll13 D Icem bve 18ク2

E xcellen ce

J 'al'm onD eW de zleCeVDirle a m m um 'CatloD de V a .que le a LaSeiLleT d 'E tat Ok zLm a et

1 SH E PA RI),Charles 0 .,Can'stm assbTlesfutmy si9ぬr'schilh en一触 oDalLlem lh 'scencesolaDOCULZe11eD娩J
E re,E ntre nous,1878､ 104-106 ページ参照｡

2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 600 ページ参照｡
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M oDSl'ew SaDO ODt 占ta DaZZZBZ∂PTeBldeD t et lqce PTeSl'deD t de la CoLZZZm l'sS1'oD P OLu11'

E xp osl'tion de Vl'eDDe.ere m e szLt'3 em PPeSS∂d'eD infum 2er le G ouvem em en tlTm p en 'al de

VおDne auSSlbl'eD qZLe le D iETeCteW G eDerBle dele di'te E xp oBltioD.

A gTaeZ, M oDSl'ew le M 'm 'stTe m eS Zlem em iz22eDte t lee sens de m a tTis haute

coDSl'deEatJlon. F E .

A S.E M om.91'ew Soyeg2'm a M l'm 'stTe desA B :aitTeS E tTangereS Toh '0 1

〔当時の日本語訳文2〕

+一一rAナ三H (+ 二A + 三G ) 細 分倉 E y 脚 顔宿

願 倉事務柳 線粛産命ノm /､虜顔J罫勝 二虜蓉スノレ岸好答ノ拝

顔園と七こンヌ棚 倉裏静粛粛t i,r 参慮大層朋 廟勝者t L,て症常圧滋彦冷柵

の鼻掛 声庚者の段5 m とtEン機 首ジL/ク jtク/I,､ セネター/I,,i G lE変身資産庚▲

御 上

チ/(5 七一+ 二年夢ナ二A ナ三G

倒 産甜 下37

フヱ

ウィーン万博出品の事務に尽力するフェ伯爵の活躍は 1873 (明治 6) 年に日本政府によ

って刊行 された ｢N otl'ce supl 'E m piEle du ｡Tap oD et SaP artlclb atl'oD a l'E 4 70SItl'oD

Um 'verselle de Vl'eBDe, 18 73J というフランス語で書かれたパンフレット4にも取り扱われ

ている｡ フェ伯爵に関する部分は以下に挙げることにする｡

〔フランス語原文〕

(..i p eDdaDt le m ole de M aES5, deso od erences rtigult'azleee LLnent Eeu eD tTe lee

M em byeS de la Com m l'Ssl'oD Zm p e;n 'ale eTap oDal'se les 3, 8, 13, 18,23 et28 de cheque m olls

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 600ページ参照｡

2 翻訳者の名前は不明である｡

3 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 601ページ参照｡

4 C O M M ISSIO N IM P E R IA LE JAP O N A ISE ,Noticesurl'EmpitT duJapoD etSaPar物 adon al'E xposL'tlon
UDl'IleLISellede lrIleDne,18 73,C .Le vy,1873参照｡ このパンフレットは 84ページからなっており､ El本の歴史や経
済的事情以外にも､ 同国のウィーン万博出展に関する多くの興味深い事情を紹介している｡

5 1872 (明治 5) 年 3月のことである｡
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et eDtTe le h 'stTe d'Ztalte, Com te E j d'0stlam l et lee M eLZZZbyes de la Com B21'BSL'oD

A us加 rH ongTOISe, lee 3 et 18 de cLaque m ol's JaP ODal'S, COd ezleDCeS ayant tTaL't a la

zleunLlon des diGatleDtS aZ･tL'cles eta d'autTeS detal'16 del'E xp oBltl'an.1

[...]29 D 占cem bre 1872. - L e CoRZteEh D 'OS TA M ,M 'm 'stTe軸 otentlaire d'Ztali'e,

a eD T70J13 1e ttUegTam m e SZLt'帽nta Son E xcellence le CoRZteA N D M SS Y a Vl'enne･'

'L e vap ew 血 DQa)'s Phase p art p ozu 7h 'este le 23 JaD Tq'er avec la Com B21'ssl'on

LrJap oDal'se etles con ectL'oDSP OW l'E xp osjtlloD de Vl'enne.llazTl'vera a q}1'estele 15 M az:S.

(E RZPlacem eDtreqZH's a l')'D ten 'ezLZ･dupalal'S dozIZe Centm dtTeS Can lis".

L e 18 Jan vi er 1873. - UDereZLnL'oD d'adl'eu des CoLZZZm l'ssl'oDS eTap oDal'se etautTl'ch 'enne

a eu Eeu aupalal'sl'm p ezIl'aldeH am agoteB.Le Com te FE D 'OS TM M D 'ayantp upaz･SZLl'te

d'une ligliye l'ndl'sp osltloD y aSSIsteT, a P n '3 1e Consul d'A Dg:1eteTEe et d'A utTl'che de le

zlem PlaceT P OW SOZLbajtez･ zm bob Voyagea uX m em bez:s paz･taD tS de la CoLZZ21221'SSI'On

JaP Onal'Se･2

(..jL e VL'ce Pzlasl'deD t a+W O, ゆ ondan t a ce dtscoLUISa UD OE de la am RZl'ssl'OD

eTap oDa)'se,3'estem pYeSS∂de coDStater a Sad tOuZ･lee boDneS Ld adoDS qul'oDteXl'Sta eかtTe

le deux Com m l'ssL'oDS, et a V2'Ⅵ2m ent Zlem em ia la Com m l'SST'oB A ustTO H oDgTOIse, SI

DOblem eDt ZlePyBseDtae PaZ･1e M l'm 'stTe d'Ztalte, du comcoILZIS l'ntelb'glent etP eES占T7iTaD t

pzletaPaZ･elle a la al ZZm l'.gsl'oD Zm p dTlale,coDCOZLZlS,a -i-ilajouta,BuqueleStdLieD gTBDde

partl'ele sucois del'Exp osltloD.3 ∫..i

〔日本語訳4〕

勝 3 A 中に､ 5 本帝犀委貞会のメンソヾ - eZ)Pj27で､ 者3 5 ､ 8 5 ､ 13 6 ､ 18 5 ､ 23 5 ､

28 5に､ そL てイクy ア公好フヱ･ 八ステイア- ニm 虜tオース j.y ア ･ノ､ン二グp - 鼻声会

のメy バ ーのノ野で､ 姦方慮 産の 3 5 ､ 18 5 に産物 j解 されa ごt lrをるo これ らの会

1 C O M M ISSIO N IM P ER IA LE JA PO N A ISE ,Noticesupl'ERZPireduJapom etsapar抽 出oB al'E xp osldon
UnL'帽LISellede TqenDe,18 73,C .Le vy,1873､ 55ページ参照｡

2 CO M M ISSIO N IM P E R IA LE JA PO N A ISE ,Noilcesatl'EmpireduJapoD etSaPar軸 atlaaal'ExposltIlon
UDjveL7Seuede Vl'eDDe,18 73,C .Le vy,1873､ 63ページ参照.

3 CO M M ISSIO N IM P E R IA LE JA P O N A ISE ,NotloeSZLTl'Enzpiredu JapoD etSaPaZ･tlcLbatlaTZal'Exposltlom
ULZL'I珊euede lrJ'eDDe,18 73,C .Le vy,187臥 64 ページ参照｡

4 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も､ [前略]､ [中略]､ [後略] も本論の筆者によるもので

ある｡
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′者ぼ窟々/J′gfpp/,珍の機 び揮穿会の御 仁膠すa i)のであるo /中藤/

1872 年12 ノq 29 5 0 - イクy ア全癒公好フェ ･ 八ステイア- ニ慮爵ばをクイーンのアン jI1

7I y シー脚 下7こ次の齢 を彦っ)とo

rフランス廉売二齢 √フアースf J ぼ､ 6 本委貞会虎びクイーン初 夢のためのJy LIJ7,% を廃せ

T ､ 1 Jq 23 6 lE j･y エステに向かって凝 着L,ますも3 JG 15 5 iE iLy エステiE身夢すa 予定で

f To 虐鮒 秘 穿t きjz,B 面与野J 千二百平 方メ- j･/I,oJ

18 73 年 1 ノC 18 5 一癖願 においT ､ 6 本:虎びオース F y ア裏声会の送膨 j､行われた0

番い疲 宥lrかか ク､ 鋤 できなかっPL-フヱ I jrR ティア- ニ超磨 紘 j蟹超す8 5 本委貞会の

メy バーlERTjねの顔夢をすa ために､ 男露禿びオース jty ア釣 針こ@ の僧 をすa よう仁斎

i'震 (中G J

庄野脚 ぼ以1 の紗 こ対L,丁､ 5 本委貞会のfe一轟音t i,T ､ ｣帝委貞会のJ野にあった良

好な願 に慮謬L,なが ら､ イクy ア公W に歯めて赦症L,C fe愛されたオース jty ア ･ノ､ン二が

p - 委貞会irG ぐ感静のJ者を三者L,PL-o j酢こ､ < 佐㈱ 粛l£ オース F y ア ･/ ､ンフグp - 委貞

会が> 磨野に､ そL,丁線斎よ( 5 本委貞会t 彪カL,たこと枕 席質会を成功- 者 < PL-めLZ)メ`

き凌二穿囲 であっj1-と述べたo l# m J

以上の段落に目を通す と､ フェ伯爵がウィーン万博の日本出展の準備にあたって､ 非常

に積極的に働いたことが再確認できる｡ ウィーン博覧会は日本にとって､ その文明度を世

界に示す好機だった｡ 日本の文明度や近代化に向かっての努力を高 く評価 していたフェ伯

爵は､ 一時帰国をしてからも､ 現地で博覧会の成功を収めるために､ 日本政府 と協力 し続

けたのである｡ この協力をきっかけに､ 日本政府は他国外交官よりも､ フェ伯爵に対する

信頼 と好意を抱 くようになったのである｡ フェ伯爵は､ 一時帰国する前の 1873 (明治 6)

年 2 月 22 日､天皇に謁見 した｡ その謁見式の模様を報告するバ ッリー リスが書いた書簡1に

よれば､ フェ伯爵は天皇から ｢あなたの出発を知って遺憾に思いますが､ 一刻 も早 く再会

できるよう期待 してお ります｡あなたはわれわれの友人の一人です｣2とい う言葉を受けた｡

天皇 自らが彼に捧げたこの言葉は､ 日本政府の彼に表す好意を示 した最大の証拠であると

1 この書簡のイタリア語文はIW A X U RA SH O K O (ed.),P TitzZa e dopo la m l'ssloDe ZwBbuLla.乃stiz220m)'aDZeLhedlte,L '
E rm a diBretschneider,1994､ 22-25ページにおいて活字になっている｡ その日本語訳は､岩倉邦子編著『岩倉使節
団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 50･52ページにおいて紹介されている｡ この書簡の手書き原文はイタリ
ア外務省歴史外交資料館にて保管されているo A SI)M AR ,Seri e M oscatiVI,b.1288,1873年 3月 2 日､ バッリーリ
スより､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Serie Politica N .46

2 この日本語翻訳は岩倉邦子によるものである｡ 岩倉和子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､
51ページ出典｡
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言える｡

[3･4] ～フェ伯爵と日本政府種紙押印の制定について～

[3･4-1⊥種紙押印をめぐるフェ伯爵の新提案について]

フェ伯爵は日本に到着してから直ぐ､ イタリアにとって有益な蚕卵貿易の擁護に尽力し

た｡

本論の第 2 章 1節で説明した通り､ 初代駐日イタリア公使 ド･ ラ ･ トウール伯爵､ 領事

ロベッキや彼らの下に勤める人々にとって最も手間のかかる作業､ つまり 1867 (慶応 3)

年夏に導入された輸出用種紙の押印は思わしい結果を出さなかった｡ なぜなら､ 公使館印

が偽造されやすかったからだけでなく､ 種紙に載せる蚕卵が必ずしも需要の少なく､ 価格

の安い ｢夏蚕｣ のそれではないことをはっきりと保証するわけではなかったからである｡

その結果､ その無駄な作業に応じる蚕卵商人たちも徐々に少なくなっていくばかりだった｡

ここで､ その問題をよく認識し､ その解決のために､ イタリア政府の積極的な支援を期

待できないことを知っていたフェ伯爵は､ 下記の書簡を送って単刀直入に日本政府の協力

を求めることにしたのである｡

〔英語原文〕〔未刊史料〕

L dgatlaa d'Ztalte aa eTap oD YokoLaRZa,4th F ebm az･y 1871

To TheirE xcelleT2Cies Sawa etc.etc.etc.aBd 触 血 a etc.etc.etc.

M h i'stezIS OfF oreJin A 鮎 ofH .M the ZbnDO Zbk to

ExoeHencies

Z have the Aonow of 血cludiag to I:Beir Excellencies the Acre aBneXed M em o, that

coDt31'Ds 地e whole corresp oDdeLaCe OfH l's h 2P eyl'alM ajesty 's G oTlem m eD tWILL the Ztab'aD

L egation up on theA ratam e-R l'a's questloD.

The opm ans on thep w p ose are and zleLZZZa血opp osl'te.

Tne Undersl'872ed m akes zleSerVe Of discussing th 'S lZZatter at the next OCCaSl'oD, When

taxes and taz:M s wiH be treated.
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Zn 地e RZeaD Wk ile,the Undersigned hop es thatthe ZRZP em 'al G ovem m eD t WiLTadh ye to

szLch TWhatevez･m easw e taken,aBTeeiTZg Wl'th hizzZ, y々 Wh 故 地e quality of.siLkw w m 'S eggs,

ifbl'vohiaiw aDD UBl,wl'llbep ointed.

Tb UndersLined has theA oDOW Of aBSZHT'Dg 花. E xcelleDCies of h 's m ost h由カ

considezTBtl'an.

〔日本語訳2〕

FB I

産~G イクP ア公皮静 1 871 年2 ,6 4 6 ､ 願 iE T

_天童犀 下:隼虜卿 ･ー*# 贋草々､ 読者事々 ノ野T ノ東京~

ノ野下の一方々

動 軌間G ir膠 する薪動酪好とイクy ア粛 真野との在■粛嘉静を全都含む添付のメモをノ野T の

ノ方々lE送 らせて好きBEi To

そのノ倉をめ ぐa 朗 If穿存あ､ 頗窟L,たままでございますも

以上の件をめぐa 会務ぼ､次好鐙金と願 t zij瀕われ8 時に鹿野i,たいと署名者従者克て暑

_F')ますTo

周輝 lr ､ 署名者統 御 聯 < 署名者> と9 ,5 L たI lE ､ 秦野の層新 願 であB か､

_春蚕 であa かを示 す暑 めのあ らゆa j歓夢の廃R に広一C ることを望冗/でおクまずTo

節男

アユ

この書簡 の前半に現れ る ｢theA ratam e･R ia's question｣ (改料問題)に関す る詳 しい情報､

そ してそれ に関す るフェ伯爵が言及 してい る ｢the here annexed M em o｣ (添付 のメモ)は手

元にない｡ いずれ にせ よ､ ｢改料｣ は 日本政府が種紙の検査 にあたって徴収す る税金 のよ う

なものだったことが推測 され る｡

1 日本外務省外交史料館 3･5･2･3 ｢伊太利園二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣ 1871年2 月 4 日
駐日イタリア公使フェ伯爵より 副島外務卿宛の書簡｡ (未刊) この書簡のイタリア語訳はイタリアで発見し､ それ
にも基づき､ 本論の筆者が日本語訳を行ったo A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D irezione G enerale del-

l'A gricoltura,ⅠV versam ento.b.153､ 1871年2 月 17 日付､ 通商係報告第5号､ 付録 1 (未刊)
2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の文章も本論の筆者によるものである｡
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[3-4･2- フェ伯爵の依頼に応じる日本政府について]

フェ伯爵は､ 津外務卿らと会談した結果､ 以上の書簡で､ 種紙に載せた蚕卵の種類を見

分ける措置の採用を要求した｡ 日伊蚕卵貿易関係の順調な継続によって膨大な収入を得て

いた日本政府は､ 以下の書簡を以って､ すぐにフェ伯爵の依頼を受け入れた｡

〔英語原文からのイタリア語訳文1〕〔未刊史料〕

A llegato N2 alR app w to Sen 'e Com m em lale N 5 1'D data 1 7F ebbm l'0 1871

VeESl'oBe dan 'ZDg:1ese

22 0 g2'om o 12 o m ese d'A nDO diM elgl' (ll F ebbral'0 18 71)

N olabbl'aB20 ben com pyesol'oggetto delta BZem Orla, o n 'coudo,acclusa Delta llOStTB lettem ,

LID data 4 F ebbval'0 1871.

Lo soop o dl'EacibZZeB te dl'scem erela quaDtlta deg:ガaDD Ualiie delbL'IIOltlm 'espLleSSO Delta

TIOStTa lettera fup w epz10mtam eDtel'DteSO da DOIstessL

Se Eattl dl'h ode astuta Bl eH ettuassero su queStO PZ10dotto, qzLeStO P eTderebbe tosto la

sua z血om anza, (credtto) egTaDde ostTuZl'onep zLZle De VeZTebbe alcom m ercl'0.

Laaade con 'iTZteDtO dl'pyoteggeplo n iurosam en te d3 1'Dg7'zu l'B,DOlabbl'am o Gssato certl

con tTaSSegm lcom e daH 'um 'to esem plare,e abbL'aBZOP W e Stabib'to DW m eP erPyOteggerlo.

OTa DOI Tq'spl'egh 'am o cAe se zLa CaZ'tODe DOE P OP teEa boB tiDdicantl'o DatZko, oyotzuka o

sal'de eec...,tale cartoBe deye esseTe anLZUale.

N olabbl'am op oste tallnomz e alto scop o didarepL10 teZl'oDe CORZe dl'cem m o sop tTB,m a nOI

DOE P OSSlam o assl'cw are che DeSSZm bouo sBZTiicontTBuattO/ quiDdJ'nol'desl'derlam o che

aDChel'Com pyaton '8tleDOl'n guazdl'a e scm tit20 COD tm UD tale eTleLHtO.
$ 1 (;

N ol' abbl'aB20 1'oDW e di n 'sp oDderTT' com e sopzTa, e Sl'am o con BTBDde n sp etto e

coDBiderazl'oDe

(a m ato) Sawa al'usanm lK'owazlaDO N obuyosh '乃tzLLka.gah'd

触 BIB2a a 'zLSd F ug2'wam DO Mu DeDOm 'TotzucasaDtaik ol

1 本書簡の英語原文は発見されていない｡
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〔日本語訳2〕

1871 年2 ,6 17 5 lJ の虚業静粛# 芳書夢●5 号､ 〟摩その 2

男# p% からの財

界潜牢12 .5 22 5 (2 .ヴ11 a )

# 々/皆18 71 年2 JG 4 G H の鼻静lE〟療きれたメモ､ノア拙 著の摩5 を大変よ <解 でき

ま L,71-0

また､ # 々従者静lrj寿jWきれた脚 と春蚕卵tを麻夢に屠分 If a t いうこtの 5 ノ紛らす

ぐlE 7 # L,まL,je:0

本鮎 に巧み唐不正行為が行われた虜倉､ そのこt がそのJ,-SP #q 徹 を彦~とL ､ 彪

ら.* い仁疹穿きjz,a ことlr一女クまfTo

cf って, # 々ぼそれを穿者から守るためlr # 鈴L,たB 本のcfう虐待者の伊を盾め､ それ /;好

JFq) を床屠す8 71-めの魔窟邑戯宕穿 L,まL,たo

また､ 邑L 虜好に細 密秩 序潜などの鋤 j押 され ていない歩合if ､ 即 ちその齢 啓

二君に脚 であるt ､ # 々メ項痢 こ腐労 L,/J頼れば汝 ク夏ゼん

1 潜の虚ク､ # 々ぼ床慶のje:めにこれ らの虜君を戯定g L,ま Lj=o i,か L,なが ら､ 鋤 ∫一

身招遷されないこt ぼ床慶で きませんっ L,たがって､ 虜八着 邑勝 ゼプミ その潜め行動 j､行

われないようiE G J爵穿< 粛啓すa ことを動 /でおクますTo 以上o

教具

仁署名) 殿 三好 液絡 嘉葬j敵野

寺ノ暑# m tuzLL ノ藤棚 露大好

日本政府からの返信を受けてから､ 一方で､ 領事 ロベ ッキは在 日イタリア人たちにフェ

伯爵が獲得 した便宜を説明する目的で､ 横浜の英字新聞 ｢T he Japan H erald｣ に回状 (2

月 16 日の日付) を掲載 した｡

そ して他方で､ フェ伯爵はとりあえず 2 月 17 日に､ イタリア外務省に以上の旨を伝える

商業関係の報告書 と共に､ 彼 と日本外務省 との間の往復書簡 (つま り以上に分析 したもの)

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M Al C ,D irezione G enerale dell'A gricoltuI･a,ⅠV verSam entO.b.153. 1871年 2 月 17
日付､ 商業関係報告第 5 号､ 付録 2 (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ ( ) 内の文は原文にも現れるものであり､ 本論の筆者が追加 したもの■
ではない｡
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や､ 領事ロべッキの回状を載せた ｢T he J叩an H erald｣ を 5 部程度送付 した｡

十 日後に､ フェ伯爵は次に挙げる書簡で､ 日本政府 に､ 種紙に押 される印の見本 を五十

枚程度用意させる｡

〔フランス語原文〕 〔未刊史料〕

L∂gatJ'oD d'ZtaEe aa eTap oD YoboLaBZa,1e 2 7E jTqT'eT 1871

A L euz:s ExcelleDCeS Sawn eec.etc.eec.et触 sizZZa eec.etC.etC.

h 'stTeS desA B :hiresE tTaDgeTeS de S.M le qbLnLZOan kel'

ExcellaaOeS

eTe pyeDdsl a h'beytB de pyl'eT L .L . a .E . de vpzLloir m eB aire pzleParer Cm qUaDte

exem plaitleS des 血 bTeS COD Ven US P OW aPPEquey azLX Cartons. Je de.sitle lee en TIOyePa

m om Goullcm em eLDtP OW lee dl'stTl'bzLer azLX Centres agTIcoles d'Ztalie.ere m e pTOCW eEal'

m oDDeZH･de m e rendile en P eZSODne CAez L .L . a .E . daDSq uelques JOLLEIS P OW L e w

pyeseDter a eS OOm Pli'm eDtS.

eTeprl'e L.L .E .E .d'agTeer l'asszLZTBDCe de BZa PIus ABute CODSl'deratl'oD.

F 3 1

〔日本語訳2〕

存G イクy ア公皮静 18 71 年2 ,6 2 7 5 ､ 願 lr で

一天二重摩下:年虜卿 ･メ潜 プ撃草々､ 寺虐等々 ノ野T /東京~

厨T の方々iE

脚 の伊の月本を50 顔柳 爵L,て屠きますcf 2' lL=.お好 い申LI JゲますTo /Jl生Ii ､ それ

らzijイクy ア微 に齢好きjz,a ために､ # zij抑 ご送〝L,えいと/5 ってこおクますTo 戯-a

# lr/Jl登は叡 /で､紺 の虐めir ､5 らノ野下の′才々のt ころへ超 < ことあ.おtzT一度申L,1 4デまfTo

教具 二アユ

1 日本外務省外交史料館 3･5･2-3 ｢伊太利園二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第- 巻 自二年至六年｣ 1871年 2 月 27
日､ 駐日イタリア公使フェ伯爵より 副島外務卿宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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フェ伯爵は日本政府から見本を入手すると､ それらをイタリア外務省に送ったとみられ

る｡ フェ伯爵が日本政府から獲得できた便宜を知った外務省領事 ･商業総局長アウグス ト･

ペイロレ- リ (A u gusto P eiroleri , 183 1-19 12) は､ 4 月 11 日付の書簡1で､ 即座に農工商

省にその旨を伝え､ 引き続き数日後に届いたとみられる印の見本も送付した｡

[3-4-3- 農工商省が養蚕家 ･蚕卵商人たちに当てた回状について]

イタリア農工商省総務部長ルイ- ジ ･ルッツアツティ (L uigi L uzzatti, 184 1･1926) は､

以上の情報がイタリアの養蚕家と蚕卵商人たちに一刻も早く報告されるように､ 全国の農

業共進会に､ 次の回状を送った｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

E E GN O D '/ZlAL IA - M +～+S TE R O D VA GR JC OL TUM ,ZN D US T:R TA E O OM M E R CTO

D l'vDe la - Sez.ne la Oggett0.1 B ollatzLZTa Gelcartom 'Gl'aFP OneSI

CTR COW E N 163 A l丘由刀OylPTeSl'deDtlGel am l'zl'A gTan 'delR egno

FhleDZe,addlt20Apn '1e 1871
a I C

1IR egl'oM 'm 'stm a YoboAaR2a dop o Tlan 'e cod ezleDZe ten ute COLsecondo M l'm 'stTEO2 deg:ガ

aH an 'eeterl'del a 'app oDe, ODde tTOVBZ･D odo d}'iLUP edk e p oBS1'bdm eDte le BTOdl'Del

CoRZm em lo delcartom 'dl'sem ente dl'bach 'da setB,Ottenne dal G oTlem O ZB2P erlale che la
$1e

sp ecie polivoltina fosse dl'S血 tac cn3 app osltlbolb'zLi27ciaE dalla sp ecie annuale.Q zLl'DdtLID

segzH'to a cw p er cLLtla del R eg2'o CoDSOlato, fu dblaB2ata agl'ZtaE am 'coli resl'deDtl una
■ヽ

citlCOlape p ep m gguagEaz滋della pyesa deli'bem zl'oDe, CiEICOlare che p osd a fu nbz10dotta
S I C

p w e Eel Japon H erald4 oTgaDO ZLtk iale dena L egazl'oDe e del CoDSOlato

Zo m l'do pm LDZlLra dl'p w 由re a coDOSCeDZa delle h ppzTeSeDtaDZe aBTan 'e laC 滋lCOlape

aDZl'detta,ched delteDOre SegueDte,eP W ta la data dJ'Yoboam a 16 RebbTal'op .p.

1 ACS 〔イタリア国立古文書館〕,M Al C,I)irezioneGeneraledelrAgricoltura,Ⅳversam ento.b.1530 1871 年 4 月 11
日付､外務省領事･商業総局長ペイロレ- リより､農工商省宛ての書簡 (付録に､領事ロべッキの回状を載せた ｢Japan
H erald｣ などが添付されている) (未刊)

2 正しくはM in istroである｡

3 正しくはcon である｡

4 正しくはJapan H erald と綴る｡
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(TIsottoGCn 'ttop ey血carico dl'S.E .ilR .M h istTO,P W ta a nOtlzl'a delsuddttlZtali'am 'cLe,

払̀ segzLt'to ad accoEdl'passatl col肋 由tero Zm p erlale, nella pyossiaza staBT'oDe 18 71 1'

'̀caz･tom 'dl'SeBZeDte dibachもdow BDDO P W tare ilDOm e delpzlDduttw e, ed l'P oE voltlm '

"eRSeZle CODtm Segnatl'da uD bono sp eclale,COBIche ogm 'captone DOE P OPtante uD tale bon o

"san ga n 'teDeT:Sl'dl'8eBZeDte annual e.

lA d e血 peLla le 血 dte le iDCeyteZZe Eazla d'uop o che ogm 'com pzlatom Baccla d'w a

払̀DaDZlaggZungere al'cartom 'ilDOm e e bono del veDdl'tore l'RZm ediato.

'N el caso p ol'cLe la Sem ente y紺duta p er B nD uale n 'sultasse p er POlivoltina,now sari

"datac oqTSO a reClam o p er n 'san :izZZeD tO di daDDO, Se DOE OantTO n 'tom o del cartom '

"accom pagZZatlda certiGcato del戯Bdaco del Com zHZe OTlefuz10mO alleva銘coDStatante Chel'

(bach 'n 'szLltaz10DO POlivoltimi .TtLttlp al esBI cartom 'doTqlaDDO P W taLle ilbollo delta delta

lA uton 'ta cLe aTqla lasclato ilceytiGcato.

(Tm odeR tdel'boR tsol澗m eDZl'oDatISaraDDO OSten.fu'bib'1'n qzLeStO R a CoBSOlato
さ 1 C

'2IConsole dies.M . E{C. B OB E C CH TIM

N elp t,egazle quiDdtle SS.LL .dl'recBre quan ta SOPZT a COnOSCeDZa delp ubbh'co 帽1eDdosl

aH 'uop o sla delB ullettlm 'del Com l'zi .sla iD quelE altTl'm odicAe cm dem BDO COD Vlem 'eD tl/

Ilo m l'n 'sen lO dl'tm sm etteye 血 bTe搾 g:itesem plan 'del'boB tstabib'tlp er gE opp ortzLnZ'

accertam eDtl.

P ep ilM 'nl'stTO

L 〃Z乙4TTP

〔日本語訳3〕

イクyア 三野 -｢農z j5 g 屠｢ 局 一 g ｢ 欝 件名- 3 ノ本郷 LZ)御

殿 夢163 号 三周農業煮澄会長各鎗 1871 年 4 A 20 5 ､ フィレンツェiE で

虚頻済イクPア 公超ぼ､ 5 本の舛慶大膚と東郷 L,え彪栗､郷 の虜宏におif a 不正行

1 正しくは､ C.R O B E C CH I と綴る0

2 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M ju C ,D irezione G eneral e den'A gricoltura,Ⅳ versam ento.b.1530 1871 年 4月 20
目付の回状｡ (未刊)

3 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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為を/J a べ < 屠止す8 ,5 # のj監屠lr府かつT .帝断 僻 の伊を以って脚 t 脚 と

を局分けらノれa cfうlE なa 超産を導入するtいう皮富を感得L,ま L,j1-0 その@ ､ イクy ア厨夢

磨ぼ､ その腰に庭番すa イクy ア^ lE 二の次虜を知 らせる@ # を公着 L まL PL-o この鰍 If#

lE ､ 公館 ･脚 の公式脚 ジャパン ･- テル F7= あ屠爵きれまL,j1-0 /J､登/貨虜ク,急ぎこ

去る2A 16 5 僻 ir T 公葬きれた1 潜の回折を各農業共産会に励 らせいPL- i,まi To それ

ば次の虐 クですTo

/署名者ぼ公館 下■のfeb クiLT､ 虚妄iE柵 好と磨ばれた彪虐てこ基づいて､ 屠る1871年

のit:入れ劾 )ら､鰍 生産者名を君ダ鯵 ∫あること､ そL,T g g の鰍 耗財か甲をlJ

仇 その伊のない超群僻 と屠凌ぎをlfil,紛 らないt いうことをイクy ア屠犀lE励 らせ

# L,ます;

とにか ぐ､ 不正行為や象欝を避if るためlE ､ 各虜八着ぼ今顔､ 小売若者の氏名と伊を鹿好lr

H /カ軌之させa 必二夢があB でL,ようO

-春蚕とL,て願 きれた密卿 j芽蚕 であるt r紺野L,た参倉ぼ､虚卸すB 席縮 こ､盛運j芳香 であ

a こt を粛めB という密カj音 声きれた町村の希長者行の産卵書を顔材 LjTい｣野ク､虜善好膠の

鮒 - 舵 穿きあまゼん まえ それ らの尉 lE脚 書を:蒼行L,度普局の伊叡記粛Lj 穿け

れぼ扮クません

上述のFPのB 席駕差し支美恵 < ､ 牌 てこ雛 なれますo

屠王犀 F の穿夢

"C . L7ベy 辛" J

脚 会新 )､避好t きれそその超の方潜 で以上の岸を,ZfÎ lE励 するように紛 らIr

腰 いを申L,1 げ汝が ら､ /J､登だ参考のためiE ､ 盈君きれPL-伊の月本を彦いうちlE送 らせて粛

きまf To

.*g fe･､

/I,y プア y ティo

[3-4-4一種紙用印の見本について]

本論の筆者が､ ローマにあるイタ リア国立古文書館 (A C S) で以上の回状 (すでに活字

になったもの) を見付 けた時､ それには､ 日本政府が定めた種紙用印の見本 〔以下写真③

参照〕が数枚添付 されていた｡
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これらの見本はフェ伯爵が日本政府に注文し､ 農工商省が各県の農業共進会などに送付

した時に余ったものである｡ ここで､ 見本にある記述について目を転じることにする｡

左上にはまず､ ｢線テ蚕種紙- 可押印判ハ油製ノ印肉不可用事｣ とある｡ 中上の四角い印に見られる蒙書体の文字は ｢改済｣ (あらためずみ) と読み1､ 種紙が検

査済みであることを表している｡ その下の丸い印に ｢極｣ と書かれ､ 横に小さく ｢白字打込印｣ と書かれてい

る(｢極｣ の文字はつまり､ 種紙自体に凹状に印刻される)0



そして ｢再出｣ (さいで) 1を表すものである｡ フェ伯爵が日本政府から受けた書簡によると､

種紙にこれらの印が押されていないことは､ それに載っている蚕卵がイタリアで最も需要

の多い､ 高価な ｢春蚕｣ であることを意味する｡

左下に､ ｢蚕種製造人井原紙製造人居所名前之印ハ銘々彫刻押印可致事｣ という記述が見

られる｡ 蚕卵の製造人だけでなく､ 台紙の製造人も種紙にそれぞれの印を彫刻､ または押

印することになる｡ これらの印の形､ 大きさと内容は､ 見本の中下､ 右下に表れる図を以

って定められている｡

中下のものは､原紙製造人の印である｡ その大きさは 7 分×1 寸 3 分 (2.121×3.939cm .)

で､ 枠外に ｢墨印槽字｣ と書かれている｡ 枠内には､ ｢原紙製造人 何囲 何郡 何村 誰｣

という記述がある｡

右下にあるのは蚕卵製造人の印で､その大きさは 1寸 3 分×1寸 7 分 (3.939×5.151cm .)

に相当する｡ また､ 枠外には ｢墨印槽書並輪｣､ 枠内には ｢原紙製造人 何圃 何郡 何村

誰｣ と書かれている｡

以上の見本に似た写真は､ ザニエル氏の研究においても見ることができる2｡ そこで見本

と共に､ その日本語記述をイタリア語に訳した試みも紹介されている｡ ただし､ ザニエル

氏の研究には､ この印の歴史と詳細経緯ではなく､ イタリア人蚕卵商人や養蚕家が種紙に

記された漢字の表記をどこまで読むことができていたか､ そして本物の種紙を見分けるた

めにどの様な努力をしていたかというところに焦点が当てられている3｡ ザニエル氏が紹介

する日本語からのイタリア語訳は比較的正確なものであるが､ 誰が翻訳したかは不明であ

る｡ そこに､ ピエモンテ州アレッサンドリア (A lessandria) 県の農業共進会の印が押され

ている｡

以上の事実を考えると､ 農工商省は約束通り､ 農業共進会にその見本を送っただけでな

く､ 日本語を読めない養蚕家や蚕卵商人たちのために､ 日本政府が決定した公式の印は一

体何を指しているかをイタリア語で表す努力も惜しんでいなかったと言える｡

[3･4･5- フェ伯爵の活動がもたらした成果について]

フェ伯爵の働きかけで日本政府によって導入された印は一体､ 日伊蚕卵貿易､ そしてイ

1 ｢再出｣ は翌年の春でなく､ 生産年中に不時に鰐化する春蚕卵のことである｡

2 ZA N IE R ,Claudio,SE W - SetaLlo11'L'tah'aDL'1-A GJ'appone (1861･1880),Cleup,2006,100-101ページ参照｡

3 見本とそのイタリア語訳はアレッサンドリア国立古文書館が所蔵するものである｡ ZA N IE R ,Claudio,SE u -

Se由L'oh'血EaDL'itZGl'aFPOne (186111880),Cleup,2006,101ページ､ 図その 28 参照｡
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タリア養蚕業にどのような利益をもたらしたかということを追究する｡ 以下は､ 1872 (明

治 5) 年 1月 25 日に､ イタリア外務省の領事 ･商業総局長ペイロレ- リが農工商大臣に宛

てた書簡で､ その内容からフェ伯爵の努力が高く評価されていることが窺える｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

% 'stero dog:itA l/an 'E stem '- D h ezl'atze G enerale del Comsolatle del Com m ezld o

D l'IT'sl'oDe Com m era'd e と挽 1'o 1 a N 37 0ggetto M er｡BtO di sem e dl' bacbi' al

al'app oDe A JM 'm 'stem dl'A BTicoltLLr:a e CoLZZ2m em io

R om a addLt25 G eDDajo 1872

IlR .M l'm 'stE10 a YobohaBZa COD m PP W tOiL2data 25 N ovem bm p .p .,BBD ZIDCl'a la chl'uszHla

delm ercato bacolog2'co ala 'app oDePeZ･1'aDDO W B decozso,che Eeloom plesso A t,a suo 血Ie,

B201to ゑvw eTIOle agl'1'DteyeSSl'degl'Ztaltam '1'Tq'accom l'p ep Bare acqu L's tOd t sem eD te,

87'accL∂1'jstltuzl'oDe del n uovo bollo, che DOEl ascla luogo ad iagaBDO,PL10dusse ottlm l'

eH etd.

Q uelR .% 'stzlO Ba aDZl'06SeyVare,a queStO Pm P OBlto, che ilG ovem o e le p op olazl'om '

Gel GJ'app oDe SI soho aCCW te Che tale l'8tltuzl'one DOE n '8ulta che a 帽ntagg2'o del

Com m em lo ZtaliaDO,P Ol'C丘∂1a bollatzu B ZLtUzl'ale deL'cartom 'pyep aratlp ep l'esp ortazl'oDe,

Costltul'sce la stadetl'ca delta quaD tlta dena .zzZem e dl'sp om 'bde, RZeB tTe i veDdttun '

Gl'appoBeSl,dallovv can to,DOE P OSSOBO BZal'coDOSCere eSattam ente la quan tlta dtn 'cerca

cLe DeP OSSE EaEe l'ZtaEa.

1ICoDteE 3 cbi'ede aduBqUe,Dell'1'DteZleSSe delcom RZeZlalo Ztaliano,dl'esseTe autOVl'zzato

′ヽ
ad l'D.d stere pLleSSO il G ovem o Gl'app oDeSe P er OtteneTe, Se P OSSl'bde, 1ac oD血 zLaZl'one

delta SuaCCeLnData COmCeSSl'oDe aDChep erl'anDO 1872.

q uelR .M l'm 'stTO aggZ'uDge CLe esseDdo veD utO a COBOSCeDZa CLe LLa RZill'oDe e duecen to

m ile cartom 'eraDO g7'a stall baua銘 ec he altre tTe 0 qlLattTOCen tO m ile doveansene

pzleSentare al bono pl泣taLTdii p er CZH'1a m eTOe tTO和昭Sl iTZ qUaDtlti.zZZagS2'om della

dom anda de'DOStTI sem aJ; eg:itfu 血 BTado dican.slgEazle COStOm dl'BOD auTettaZISl'nelle

loro op ezTBZlom l dhz20doche;esslp otem DO aCqZH'stazTe l'caz･tOm 'alprezzo m g70De110le dl'tzle

donaz:1'ogD uL20,PTOCLLtlaDdo 血 talD odo aH 'ZtaEa,p er quest'aDDO Zm rlspazm L'o di'qua.gl
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cm que m ib'om 'diL itle.

1Iu 'stero .gcrlveDte a蝕 t由sl dl'paz･teClbare a quello den 'A BTicoltzLZTB, e CoRZBZem io

quanta pyeseD te, e Sl n 'serba, dtetTO un SUOa yIdso, d'血tepessBre l'1 R . M b istTOa

Yokoham a a DOE de.glstere dal dom aDdare al G oTlem O Gl'app oDeSe la contlD UaZlone delta

bollatlLZIB gOVem atl'vB de'caL･tOm 'destlnatl'aH 'esp w tazl'one.

P elM h '.gtz10 A .P eizlOlepll

〔日本語訳2〕

外題答一爵夢 ･虚業線露層 虚業局倉｢ 評 者 3 7 号 件名/ 5 本におif a 賓新帝穿

脚 中 18 7:2 年1 Jq 25 5 ､ 3 - マir T

戯解 イクy ア公皮ぼ､ 去a ll ,6 25 5 材の書静で､ 解緒 の5 働 k ,M の腰 7 を

# 穿L,まL,え｡ それIf@ B < ､ 不二正行藷を登 C きぜせ い粛L,い伊のM 走触 変よい願 を邑PL-

らL,度ので､重野を牒スするためlEその彪- 急ぎ番いjE:イクy ア̂ 運 7ことって､全納 lr弟常

lE斉益とのことでL,71-0

公@ lf それlrついT E lE ､ 5 本廟)好t 屠居tzhtl. その劇是凄ゞイクy ア官財だげlr t って有益だ

t いうこt lE克付いた岸を戯静L,T いますo なぜ接､ら､鮎 解蚕卵の脚 初耳産好の魚静を

表jW L,ているからでfTo また､ それと周時lr､ G ノ本人膨 らの_立穿t L T 払 イクy アW

の黍痢震夢を館 irJ磨き貯できません

L,たがっT ､ アユ瘡爵ぼイクy ア鹿署のために､ できjz,ば上述L,PL.-庶富の勝 り872 三宅好

iE あJPaFj77 きれa cf うに5 本肺 再び要求する< B ヱ願 の> ノ許F,7 を求めT いまF o

公皮ぼ､ 虜好120 ノ不離j冴7こ解申済みで､ .更7こ30-40 ,万:W zij俊 lr解 され a 予定で､ 商品

の量ぼazij野の密鰍 たちの震夢を1 m っていたという停# を磨犀 i,得71-こt lE よっT ､屠

^ らlrだニスカを急がないようlr@ めa ことができまL,鳥 このようlr@ らzij衝 を｢ 身着たク

三 脚 t いう題正せ癖存瑠 スできたため､ 鮪 イクy アぽおよそ 500ノ才P タ4を願 でき

まL,えo

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D irezione G eneral e dell'A gri coltura,ⅠV verSam entO.b.153｡ 1872年 1月 25
日､ 領事･商業総務局長ペイロレ- リより､ 農工商省宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述は本論の筆者が追加したものである｡
3 これはおそらく､ イタリア人が多く仕入れる春蚕種紙 (最も高い種紙) の平均価格であるとみられる｡ 本論の第1章

に挙げた種紙一枚の平均価格データ (1871年- 1.45 ドル) は低価の夏蚕種紙を含むものである｡
4 5.6 リラは1メキシコドルというレートでいえば､ この金額はおよそ892857 メキシコドルに相当する｡
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本省､If虜ク,急ぎ∴農願 IL,以上の岸を齢 L ､ 責省､の見解をノ好いた# ､戯瀕漢イクy ア公G

lE､ 戯臓 好の農産卿 の鹿野を5本磨舵 ､産げずlr､願 L,# げa ようlこ顔みたいt 存

C て一.おクまf To

,* E M A . ペイP L,- y

この書簡からすると､ フェ伯爵の発案はまさに一石二鳥だったと言えるo 彼が日本政府

に導入させた種紙の押印は､ つまり種紙の偽造を難 しくするという目的を達成しただけで

なく､ 輸出用の種紙の枚数に関する詳しい情報の公開という思いもよらぬ成果をもたらし

た｡ 輸出用に生産される種紙の枚数､ つまり供給を把握できることによって､ 蚕卵商人た

ちは種紙の販売価格が下がる時まで待ち､ 安い価格で種紙を購入することができた｡

本論の付録①に挙げた 1871 (明治 4) 年度の種紙一枚あたりの平均価格､ 総輸出枚数､

そして総輸出額を 1870 (明治 3) 年のデータと比べてみると､ 以上の書簡が強調するイタ

リア側の利益がはっきりと見えてくるのである1｡

結局､ 1872 (明治 5) 年度にもフェ伯爵は日本政府に圧力をかけ､ 輸出用種紙の法定押

印の継続を確保できた｡ この事実は､ 次に挙げる書簡によって明らかにされる｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

M ini'stez10 deg:E A B Tan 'E sten '- D irezl'oDe G enezale del'CoLDSOlatle del Com RZem io

D TIIT'sioDe 23 と娩 1'o 1 a N 345 0ggetto B onatzLZla de'caz･tom 'a 'app oDeSI

A IM 'm 'steTO d'A BTl'coltw a,IDdzLstTla e Cazz2m em iTo Uzgente

R om a,addlt1 Gl'u8220 1872

Uhiform eBZeDte al deSl'den 'o espresso da codesto D ice.gtem con Pyeg2'ata N ote de1 2 7

M arzo scw so N 3171=1477 P oslz. 6a, il sottoscrltto 血 dal 1 a ApL:ile scoq:so dhleSSe

app oBlto dl'spaccio al R .o M h istTO al Gl'app oDe, COL qzLale, Deu 'attestazTgE la nostTa

soddl'sfazl'onep el'BaYorevoL'rlszLltatloften ud da'sem ajl'taEanL'in .gegzH'to delta l'stltzLzl'oDe

del bouo guTlem atlvo locale, lo 戯Im P egZZaV:aa da dop em zTSI P em h∂zLa tal slstem a dl'

bonatw a fosse con tlD UatO anChep ep queSt'aDnO.

種紙一枚の平均価格 (1870 年- 2.48 ドル､ 1871年- 1.45 ドル)､ 種紙の総輸出枚数 (1870 年- 140 万枚､ 1871年-

143 万枚)､ 蚕卵の総輸出額 (1870 年- 347 万ドル､ 1871年- 217 万ドル)0 1871 年に輸出された種紙の枚数はほ

ぼ前年に等しいが､ このデータを参考にすると､ 総輸出額の差は 130 万ドル (728 万リラ) に相当するのである｡
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OTa gZunge とLn telegTBm m a Gel Caute Fet iTZ data d i N agaSah ', 29 M agp o, col quale

com um 'ca cheilG1'app oDe aCCOZda,anche血quest'aDDO,ilbollo del'cBrtOm lcom e D en 'anDO

scw so, e soggT'unge cLe las tagZ'one bacologZ'caB I RZaD ifesta favomv Dle. LI sottoscn 'tto

aHTettaBl dip ortazTe quan ta precede a DOtlzla del suo Onomv ole Conega al D icastem d'

A BTl'coltw a,ZDdzzstTl'a e Com m em io

P elh 'sb 10 A .P eiroleTT'1

〔日本語訳2〕

ガ5 9 - 慶事 ･虜為絵務好 一夢二局夢一腰 _夢345 号 件名.･G 櫛 の御

.農ヱ御 中 f /% 18 72 年 6ノ方1 5 ､ E7- マlE T

去る3 ノ々 2 7 5 [1 69g 3171-1477t C j鑑の鼻静において､ 鼻省､の療署に広 C 丁､ 署名者ぼわ

ざわざこ去る4 JG 1 βlEG H 公W l=嘉静を送 クまL,71-0 その中で､ G 本郷 のM 雇Jt iこよっ

て黍鰍 たちzij二見事盆成果を得たため､ 粛々If @ lE款首の,5 を矛すと何時 に､ その押紺

虜諺∫今年 あ腐骨されa ことに向かって尽カナa ようlE命 L:まL,たo

この度 フェ超腰が長斬 )ら5 Jq 29 5 に送った線 描 き､ その中で@ ぼ今年邑解 とノ野

ごようlr ､ 5 本顔府諺j瀞 の脚 を廃屠すa ことと芽に､ 今年の秀郷 才乙腰 がよL腐 栗を邑

7とらダニ屠逆夢だt 伝までいますo 署名者ば虜 ク急ぎ. 以上の芦を農Z /酔夢に脚 L,まf o

畑 fe A . ペイL7 L/- y

本論の付録①に紹介 した 1872 (明治 5) 年のデータを見れば､ 1871 (明治 4) 年度のデ

ータとは大きく変わらないことから､ イタリアの蚕卵商人たちは比較的廉価で種紙を購入

できたことが推測できる｡

ただ し､ 微粒子病が 日本にも広まったと言 う声が高まる一方で､ 蚕卵の晶質は徐々に落

ちていく一方だった｡ 1871 (明治 4) 年､ そ して 1872 (明治 5) 年度にイタリアに輸入 さ

れた多くの種紙は翌年の春に醇化 しなかったため､ イタリア人養蚕家 と蚕卵商人の不満は

高まっていくばか りだった｡ この間題の原因は一体 どこにあったかとい うことを探るため

に､ 一方で､ 日本政府は 1873 (明治 6) 年夏に､ 北イタリアに養蚕視察団を派遣 した｡ そ

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D irezione General e delrA gricoltura,ⅠV versam ento.b.1530 1872
年 6 月 1 日､ 領事･商業総務局長ペイロレ- リより､ 農工商省宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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して他方で､ ほぼ同じ時期に､ フェ伯爵は自ら蚕卵鰐化不良について取り調べを開始する

ことになった｡ (本論の第 4 章参照｡)

1872 (明治 5) 年以降も政府の押印が導入されたかは不明であるが､ 1873 (明治 6) 年 2

月にフェ伯爵が一時帰国をしたせいか､ 種紙の総輸出枚数は 1871-72 (明治 4-5) 年と比べ

て大きく変化しないものの､ その年の種紙一枚あたりの平均価格は急騰する｡ 本論の付録

①においても確認できるように､ その年に日本を訪れる蚕卵商人が非常に多かったため､

競争が激化したことは高値の理由の一つと考えられる｡ 実際のところ､ 種紙の価格高騰の

主な原因は蚕卵商人たちの間で流れていた噂にあった｡ その噂によれば､ 日本政府は輸出

用種紙の一部を買占め､ 直接にイタリアに売り捌く計画を立てようとしている､ とのこと

であった｡ その計画は実際に存在していたか､ そして噂は蚕卵商人たちにどのように受け

止められたかなどという点は､ 本論の第 6 章 1節において論じる｡

総括すると､ フェ伯爵は､ 日本政府にかけた圧力と､ イタリア人蚕卵商人たちに購入を

急がないように指示する働きかけによって､ 着任してからの最初の二年間で､ 見事に種紙

の価格を抑えることに成功し､ 彼の努力はイタリア養蚕業､ ひいてはイタリア経済に相当

の潤いをもたらしたと言える｡

[3･5] ～フェ伯爵の休暇請願及び岩倉使節団の派遣について～

[3･5･1----岩倉使節団の派遣について]

フェ伯爵の帰国に関する最後の展開について論じる前に､ ここで､ 岩倉使節団派遣の経

緯､ 目的､ 成員､ 行程を簡潔にまとめることにする｡

1872 (明治 5) 年は日本にとって極めて重要な年だった｡ なぜなら､ 不平等条約を改正

する会談が開催される年だったからである｡ 不平等条約は近代国家を目指していた日本の

経済成長を著しく妨げるものであり､ あらゆる問題の根源として見倣されていたので､ そ

の改正は新政府にとって緊急の課題であった｡

また､ 天皇を中心とする新政府は欧米諸国の最高指導者らに国書を奉呈する必要があっ

た｡ 使節団を派遣することによって､ 日本政府は近代国家を目指していることと､ 新政権

を樹立させたこととを欧米諸国の政府に通知しようとした｡

更に､ 五箇条の御誓文において強調された点､ 即ち ｢知識ヲ世界二求メ､ 大二皇基ヲ振

起スベシ｣ に基づき､ 使節団の派遣には西洋諸国の政治制度 ･先端技術 ･近代工業 ･生活

106



様式などに関する知識を積極的に学び取る意味もあった｡

ちなみに､欧米に大規模な使節団を派遣するという原案1はフルベッキ2という人物が考え

た｡ フルベッキは長崎において､ 英語を中心とする実学を教えていた頃､ 知識に飢えてい

た彼の生徒たち (ちなみにその中で大隈重信(1838･1922)や副島種臣(1828-1905)などもい

た)が次から次- とぶつける全ての質問に答えようとしていたが､質問の数に圧倒され､ ｢私

の知っていることには限りがある｡ 百聞は一見に如かずです｡ 西洋の文明を学ぶには俊秀

を選んで海外に派遣し､ 直接見るに如くはありません｡｣ と述べたという3｡ 維新後､ フルベ

ッキは開成所 (現在の東京大学) の教授となり､ 新政権において相当の権力を握ることに

なった元生徒 ･佐賀藩出身の大隈重信の指示に耳を貸 しながら､ 1869 (明治 2) 年に､ 使

節団の海外派遣企画書､ いわゆる ｢ブリーフ ･スケッチ｣ というものを執筆 した｡ その中

で､ ｢天皇及び国民が､ その知性､ 活動力､ 高い人格に充分の信頼がおける人物｣ 4を使節団

代表として派遣する重要性を強調したのである｡

明治政府は 1871 (明治 4) 年に廃藩置県などの改革を見事に成功させ､ その基盤が安定

すると遣米欧使節団の具体的な企画に着手し､ 岩倉使節団を編成 したのである｡ そして､

明治維新からわずか三年後の 1871 (明治 4) 年 12 月 23 日 (陰暦 11 月 22 日) に､ 新政府

の右大臣岩倉具視が率いる岩倉使節団を乗せた外輪船 ｢アメリカ号｣ はサンフランシスコ

に向い､ 横浜を出港した｡ その日から､ 632 日間にも及んだ使節団の世界一周の旅が始まっ

た5｡

岩倉使節団の総勢は､出発の時点でおよそ 107 人6にも及んでいた｡一行のリーダー達は､

周知のように､ 公家 ･右大臣岩倉具視 (47 歳 ･特命全権大使)､ 薩摩出身の大蔵卿大久保利

過 (42 歳 ･副使)､ 長州出身の参議木戸孝允 (39 歳 ･副使) と工部大輔伊藤博文 (31歳 ･

なおよし
副使)､ そして肥前出身の外務少輔山口尚芳7 (33 歳 ･副使) という五人の人物であった｡

彼らは正に使節団の核心であったとも言える｡ それらに書記官､ 理事官､ そして様々な随

1 田中彰 『岩倉使節団 『米欧回覧実記』』岩波書店 2002､ 22-28ページ参照｡
2 G uidoH erm an Fri dolin Verbeck (1830･1898)は､ 1859 (安政 6) 年､ 長崎に渡来したオランダ系アメリカ人の宣教師

である｡ 当時､ キリスト教は未だに禁止だった故､ 数年間にわたり実学 (主に工業技術) そして英語を教え続けた｡

維新後､ 明治政府にお雇い外国人として採用され､ 後に明治学院大学で神学の教授となった｡

3 泉三郎 『堂々たる日本人 知られざる岩倉使節団』祥伝社黄金文庫 2004 38ページ参照｡

4 泉三郎 『堂々たる日本人 知られざる岩倉使節団』祥伝社黄金文庫 2004 40ページ参照｡

5田中彰 『岩倉使節団 『米欧回覧実記』』岩波書店 2002､ 2-8ページ参照｡

6 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記 - 』岩波書店､ 1977参照｡

7 山口尚芳は他の副使ほど知られている人物ではない｡ 1839 (天保 10) 年に肥前 (現在の佐賀県武雄市) で生まれ､ 長

崎でオランダ語と英語を学び､ 明治政府の外国事務局御用掛として勤めた｡ その後､ 東京府知事として勤め､ 外務少

輔になってから岩倉使節団に参加した｡ 帰国した後は征韓論に反対し､ 慎重な政策を奨励し続け､ 貴族貞議員の任命

を受けた｡ この人物については､武雄市図書館 ･歴史資料館編校 『海に火輪を 山口尚芳の米欧回覧』武雄市図書館 ･

歴史資料館 (平成十三年度 特別企画展) 2002､ というカタログが詳しい｡ ちなみに､ 尚芳は ｢ますか｣ と読
まれることもある｡
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行員を追加すると､ 総勢は 46 人に達した｡ このグループは使節の本隊であり､ その最も代

表的な人物は 『特命全権大使米欧回覧実記』という膨大な報告書を編集した権少外史久米

邦武 (33 歳)､ 学制と教育令に力を尽くした教育行政者田中不二麿 (27 歳)､ そして 1868 ･

69 (明治元 ･2) 年の戊辰戦争に従軍した長州の陸軍少将山田顕義 (28 歳) などであった1｡

ただし､ この 46 人は全員新政府の代表的人物や公家のみではなかった｡ そのほかに､ 欧

米に渡った経験のある､ 欧米についての知識に富んだ旧徳川幕府の幕臣 (福地源一郎､ 田

辺太一､ 安藤太郎､ 川路寛堂など) も少なくなかった (13 人程度2)｡ ただし､ 幕臣はまだ

明治寡頭政府に対する嫌悪を胸の奥底に抱いていたので､ 使節団員同士で摩擦や挟め事が

発生することはけっして稀ではなかった｡

残りのおよそ 60 人の参加者は使節随従者と留学生であった｡ 随行者の間には､ 岩倉具視

の息子岩倉具綱､ 大久保利通の長男と次男大久保彦之進と牧野描熊､ 山口尚芳の長男山口

俊太郎も並んでいた｡ 続いて､ 留学生として､ 使節団の中で最も若い 8 歳の少女津田梅子

(1882 (明治 15) 年に女子英語塾 ･後津田塾大学を設立)､ 更にほかの四人の若い婦人ら

と共に､ 著名な作家武者小路実篤3の父武者小路実世､ 1880 年代に伊藤博文と共に憲法の起

草に励むことになる金子健太郎や鍋島直正の息子置笑も派遣された｡

一行が最初に訪れたのは北米である｡ サンフランシスコからボス トンまでアメリカ大陸

を横断し､ その次は､ 大西洋を渡りイギリス- 向かった｡ イギリスを回覧してから､ フラ

ンス､ ベルギー､ オランダ､ ドイツ､ ロシア､ デンマーク､ スウェーデン､ 再び ドイツ､

イタリア､ オース トリア､ スイス､ 再びフランス､ そしてスエズ運河を経由し､ 1873 (明

治 6) 年 9 月 13 日に日本に帰国した4｡

岩倉使節団が欧米で行った条約改正をめぐる予備会談は結局､ 失敗に終わり､ 日本政府

の期待は早くも裏切られることになる｡ 歴史が証明するように､ 不平等条約の改正問題が

完全に解決されるまでは､ さらにおよそ40 年の年月が必要となる50

しかしながら､ 岩倉の一行は新政府の成立を国際的に認めさせると同時に､ 欧米諸国の

事情を鋭く､ そして深く観察することができた｡ 久米邦武が編集した膨大な報告書 『特命

1 田中彰 『岩倉使節団 『米欧回覧実記』』岩波書店 2002､ 9･22ページ参照｡

2 泉三郎 『堂々たる日本人 知られざる岩倉使節団』祥伝社黄金文庫 2004 288･291ページ参照｡

3 武者小路実篤 (1885-1976) は東京生まれの作家で､ 志賀直哉らと共に文学雑誌 『白樺』を創刊した｡ 彼の最も代表的

な作品は ｢お目出たき人｣､ ｢その妹｣､ ｢人間万歳｣ などである｡

4 詳しい年表は､ 田中彰 『｢脱亜｣ の明治維新 岩倉使節団を追う旅から』N H X ブックス 1984､ 227･230ページにあ

る｡ この一冊は岩倉使節団の世界一周旅行を詳細に紹介するものである｡

5 条約が完全に改正されたのは 1911 (明治 44) 年のことである (関税自由権が回復される)｡ しかし治外法権は 1894
(明治 27) 年に締結された日英通商航海条約において撤廃されたのである｡
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全権大使 米欧回覧実記』自体がこれらの任務が見事に達成されたことを証明している｡

つまり､ 岩倉使節団が条約改正には失敗しながらも､ 欧米諸国で得た政治的 ･技術的知識

を確実に理解し､ それを十分に活用したことは日本の近代化において極めて重大であった

と言える｡

岩倉使節団のイタリア訪問1 (1873 (明治 6) 年 5 月 9 日～6 月 3 日) に際して､ 駐日イ

タリア公使フェ伯爵が一行の接伴掛として活躍するのは周知の通りである(本論の第 4 章 1

節参照)0

[3･512- 留守政府の活躍について]

岩倉使節団に参加したことによって､ 岩倉具視､ 大久保利通や木戸孝允などの維新政府

首脳は 1年 10 ケ月もの間､ 日本を離れることになった｡ 廃藩置県で旧幕藩体制と絶縁でき

たにも拘らず､ その重要な時期に､ 新政府は新たな脅威に晒される恐れがあった｡

しかしながら､祖国に残った者たちは国をしっかりと治めながら､様々な改革を進めた｡

太政大臣三候実美の下で､ 参議としては大久保と木戸と共に王政復古に決定的な役割を果

たし､ 軍を掌握していた西郷隆盛､ 戊辰戦争に参加 した板垣退助 (1837･1919)､ そして以

前岩倉使節団の欧米派遣を提案した大隈重信 (1838･1922) がいた｡ 三候､ 西郷と板垣は政

府に安定性を与える役割を果たしたが､ 殊に改革に力を入れたのは大隈､ そして諸省に携

わっていた井上馨 (183511915)､ 山県有朋 (183811922)､ そして江藤新平 (183411874)

などの急進改革派だった｡ この政治家たちには､ 急変に対して慎重な姿勢をとっていた岩

倉､ 木戸､ 大久保などのような人物たちが不在である間に､ 改革を実行させる仕事をほと

んど何の妨害もなく推し進めることができた｡

彼らは 1871 (明治 4) 年の ｢廃藩置県｣ に続く三つの大きな改革､ つまり ｢学制｣､ ｢徴

兵令｣､ そして ｢地租改正｣ を実行した｡

第一に､ 1872 (明治 5) 年 9 月に､ 明治政府が ｢学制｣ の公布によって､ 平民及び華士

族各自男女の間で学問を広め､ 国家を強化するために､ 近代的な国民教育制度の基礎工事

をした｡ この改革はもともと､ 全国を8 つの大学区､ 各大学区を32 の中学区､ そして各中

岩倉使節団のイタリア訪問に関する､ El本語で書かれた最も正確で詳細な専門研究は､ 岩倉邦子 『岩倉使節団とイタ

リア』､ 京都大学出版会 1997 という一冊である｡ イタリアで刊行されたものとして､ IW A K U RA SH O X O (ed.),
PTiEZZa e dop o la m l'SSIoDe ZwBb zLza Testiz220m)'aDZe血ediie,IjE rm a diB retschneider,1994 という資料集と､

IW A X m SfIO K O (ed.),n Gl'aRP One SOOPLle l'Occidente,uDa LZ71'sslone diblom atlca (1871 ･73),Istituto
G iapponese diCultura in R om a,1994 というカタログも極めて興味深い｡ この 2 冊の中に､ 岩倉使節団や日伊関係
などに関係する多くの写実も収録されている｡
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学区を 210 の小学区にわけ､ 各大学区に大学を 1校､ 各中学区に中学校を 1校､ そして各

小学区に小学校 1 校を設けるという計画であった｡ しかしながら､ この計画は国民の実情

に合わなかったもので､ その完全な実現は不可能であった｡ そのため､ 1879 (明治 12) 午

の ｢教育令｣ 発布と同時に廃止されることになった｡ いずれにせよ､ ｢学制｣ によって､ 全

国に2 万以上の小学校1が開かれた｡その結果､1875 (明治 8)年に男子小学校就学率は 50%

を超える2ようになった3一方で､ 貧窮に苦しんでいた農民の間では､ 働き手であった子供を

学校にとられることと､ 入学金の支払いを強いられることで､ 不満の声が高まっていくば

かりだった｡

第二に､ 1873 (明治 6) 年 1月 10 日に､ 1872年 (明治 5) 12 月の ｢全国徴兵二関スル

詔｣､ 及び ｢徴兵告諭｣ に続く ｢徴兵令｣ が発布された｡ この新しい軍制によって､ 満 20

歳の男性は身分を問わず (士族でも平民でも) 兵役に服しなければならなくなった｡ また､

軍隊は洋式の軍備及び訓練を受けることになった｡ この政策によって､ 新政府は軍隊を近

代的に組織できたものの､ 旧来の特権的身分に加えて､ 戦 うという階級としての ｢存在理

由｣ を失ってしまった士族の怒りと怨みを買う結果にもなった4｡

第三に､ 太政官は田畑永代売買の禁止を解いてから､ 1873 (明治 6) 年 7月 28 日に､ い

わゆる ｢地租改正｣ に着手した｡ この政策で､ 政府は土地制度､ そして税制を抜本的に改

革した｡ その内容を簡潔にまとめることにする｡ 第- に､ 地価を課税の標準にし､ 旧来の

収穫高の標準を廃止した｡ 第二に､ 税率を3% にし､ それを収穫の豊凶によって変更できな

いと決定した｡ 第三に､ 納税は現物でなく､ 金貨で支払うべL と定め､ そして第四に旧来

の土地保有権者を土地所有権者とした5｡ この政策も未だに不完全なところがあり､ 結局､

農村社会に新たなる不満の種を蒔くこととなった｡

これらの改革以外に､ 留守政府は 1873 (明治 6) 年 1月 1 日 (太陰暦明治 5 年 12 月 3

日) に､ 旧来の太陰暦を廃止し､ 太陽暦を導入した｡ この政策を採った政府にはもちろん

太陰暦 ･太陽暦の変換問題を解決する意図があったが､ 実はそれだけではなかった｡ 1872

(明治 5) 年は閏年で､ ちょうど12月は閏月だった｡ 12月 3 日を突然 1873 (明治 6) 年 1

月 1 日に変換することによって､ 閏 12月分の給料の支払いを行わずに済んだため､ 国家財

1 この目覚ましい結果は江戸時代に ｢寺子屋｣ という手習所､ つまり初等教育機関があったことによるものである｡

2 女子の小学校就学率は 18.7% に過ぎなかった｡

3 五味文彦他 『詳説日本史研究』山川出版社 1998､ 322 ページ参照｡

4 五味文彦他 『詳説日本史研究』山川出版社 1998､ 322 ページ参照0

5 五味文彦他 『詳説日本史研究』山川出版社 1998､ 324 ページ参照｡
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政的にも名案だったと言える1｡ このように､ 岩倉使節団が欧米を旅行している間､ 留守政

府は ｢文明開化｣､ そして ｢富国強兵｣ の旗印のもとに､ 数多くの画期的な改革を進めた｡

しかしながら､ それらは士族や農民が背負 うべき負担を伴い､ 政府内にも様々な対立を発

生させる逆効果もあったのである｡

[3-5-3- フェ伯爵の休暇要求と岩倉使節団派遣の知らせについて]

ただし､ フェ伯爵の一時帰国の動機は岩倉使節団の欧州訪問とは全く無関係である｡ 以

下は未刊史料を利用し､ この事実を明らかにする｡ フェ伯爵は再度中国から横浜に入港し

てから僅か 5 日後に外務省に書簡を送 り､ 暫くイタリアに帰国するための休暇を求めた｡

しかしながら､ 丈夫な身体の持ち主だったフェ伯爵は､ 書記官アレ- ゼやピサ､ そしてロ

ベッキなどのように､ 日本滞在中に病の苦痛を経験したわけではなく､ むしろ､ 家族の事

情で休暇を求めることになった｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Legatl'oD d'ZtaEe au J ap on.SeTl'e P ersoDale N 3 YokoABRZa,10 L ug:滋0 1871

A S.E LI Cav:Z･VJ'scoDtlVeDOSta h 'stTOP er gE A B 73m 'E steri R om e

E ccellenza

I..jH o bl'sogロO di'ch 'edeEe a V E . uD COngedon omZ ale a seDBO deH 'A rt.28 del

R egd am ento,EeClaRZatO dan 'LLtlgeDZa dideteym itZare L'BZl'elau arl dom estlclp er la m orte

di'm l'o Padre.

N e pyoG tteyel Eella.gso ditem p o BIB la ck iusuzTB dell'attuale cBRZPag72a bacoloBT'ca aH '

ap eptLLra delle conRerenze p er la I:inDOVBZl'aae del' tT:attatl col Gl'app oDe (S en 'e

aLZZZRZeDClale) com pLleDdeDdo coal la 血 e dell'attuale ed ilppincTかo delpyosslm o aLZDO

g7'app oDeSe,tem p o dtfen 'e bzHlDCm tl'che血questlp aesl'.

Q ILello steSSO SeDtizZZeDtO CLe DOE m jp e皿 )lee d ich 'edezle PZ血za d'ovlB ilcoDgedo, tosto

ebbll1a DOtlzl'a deldom estlcolutto,gTlaccが do陀a COm Pl'erela BZl'ssl'one血 Cni'na e tTO帽m Zl'

qu 'dI'n 'tom o aH 'aLTl'vo delsem aLi.zzZllm P e血頑p uzle dl'pm E ttazle delEavoa cAe ch 'eggo se

altTe CaZZSe diSePTTZIO qul'reclam em DDO la m la PTeSeDZa.

1 泉三郎 『堂々たる日本人 知られざる岩倉使節団』祥伝社黄金文庫 2004､ 204･206 ページ参照｡
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PTefez:itla SeRZPZ,e l'utib'ta delp zLbbltco zLt& T'o al'm l'elpn 'vatl iDteTeSSll e col soneclto

Tq'agB2'o che.zZZl'pm p ongo dl'Barep otTbid w m are VE .dl'Tq'va voce sulla grave queStl'oDe Che

slag7'ta LIB Ch 'na ed avezle qZZellel'stmz l'om '.slap er Cni'na o a 'app oDe C丘ep otm nDOZTeDdeTe

pL'滋em cBClqueste B21'sd om l.(..i

UD SOueCl'to rlsca打tm dl' V E . aq uests B21'ad aazanda RZl'sam gTatO COm e See:DO dt

sp ecl'ale beDeTIOleDZa.

A ccolga,Sl'gnopM h istz10,1'SeDBldel.zzZl'opm fondo osseqzLio. 邦 1

〔日本語訳2〕

産▲G イクy ア公餓 戯考# 告夢3 号 18 71 年 7Jq 10 G ､ 超湊iE T

イクy ア舛く務* 5 ダイスコJ/ティ ･ グェノスクノ野T L7 - マ

ノ野T {LP G j

二父虜の歯牙枯野L,､ # メ瀞 の事柄矛盾めa 必要樫.iEM ク_lZTf てらわ､ /J､:告慮瀞棚 居の

屠 28 _条lr準 C a 普薗林野を鹿粛L,な操れば扮 クません

そのPL-めに､ 今年の黍掛 れ 静の顔 7 ∠･5 本の条府eeIE t をめぐa 会瀞の願 (商業膠

虜# 穿書を@ /質) までのjW 野を1和好L,たいと存C てこおクまf To このようにすればこziJb G 酸潜

の新野 t か ち合うB 席 の今年の彪わクと廃 字のIW め あそ69易野ir 含まれ るこt ir を クますTo

/Jl登zij今 までLP @ lEおけa 庁務を震度L,､ 黍所蔵人た ちの粛G を題は a ためにここ仁摩ら

なノダればならなかったため､ 裁メj家にあっFr不幸の知らせを耽 i,た帝 でさえ すぐlE紺

緒 いm 唐かつj1-のとJq # /J 東岸 ちか ら､ 鹿の原囲lr よク､ /Jl卓が ここlこg まら/J 妨ればせ

らない事勘 j二全 C た夢合歓 M C,lJ野PL-新野を.和暦すa こt ぽないでL,ようo

/Jl畳銃 必 ず者事よ クあ公務lE段立つこt を度会L,まi To そL,丁､ /Jl登がp-=fLT すa 励 野

LZ)m 行で､ 重野で老生L,度農財を膚努lr ついて､ 屠下7こD 屠 佃 らゼナ a i /# ir ､ 東国t

5 本 t lrおける公館 の虜静僻 蟹を虜~める虐めに払穿葱彦示を得ることが できB でL,cf

うo lLP顧}

/Jl登の顔附 す8 ノ野下~の桝 を､ ご髪膚勿産超 t i,T ､ 肴〕酵< 存 C ますTo

戯二男 二アユ

1 A SD M A E ,SeI･ie V IIPersonale,b.F ･4,Fasc.Fe D 10 stiani,C.teA lessandro､ 1871 年 7 月 10 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタ宛の書簡. Serie Personal e N .3 (未刊)

2 日本語訳と一部省略は本論の筆者によるものである｡ [中略] も本論の筆者によるものである｡
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この書簡からすると､ フェ伯爵が父親の死亡を耳にしたのは中国- 渡る前のことである｡

いずれにせよ､ 上記の書簡で､ フェ伯爵は帰国するための許可を求めながらも､ 日本や中

国で止むを得ない用事で引き留められる場合､ 帰国を延期する可能性を表している｡

ちょうどフェ伯爵がイタリア外務大臣の返事を待っていた頃､ 日本では 1871 (明治 4)

年 8 月末に廃藩置県の詔が発せられる｡ その頃の政治関係の報告書1において､ フェ伯爵は

日本が迎えている大きな改革について長く述べている｡

この書簡に対■するヴィスコンテイ ･ ヴェノスタの返事は 9 月 8 日に送られ､ フェ伯爵の

手に渡ったのは 11 月上旬のことである｡ その書簡は発見されておらず､ その詳しい内容は

不明であるが､ 大臣はフェ伯爵の一時帰国を許したものの､ 出発をフェ伯爵が望んでいた

期間ではなく､ 1873 (明治 6) 年 3月に決定した2｡

大臣の書簡を受けてからおよそ 2週間後 (11 月 22 日の書簡を参考) に､ フェ伯爵は初め

て日本政府から岩倉使節団の欧米派遣について報告を受ける3｡

[3･5･4- フェ伯爵の一時帰国一公式の発表について]

フェ伯爵が初めてイタリア外務大臣に 1871 (明治 4) 年秋に許可された休暇を利用する

旨を報告したのは 1872 (明治 5)年 12月 2 日のことである｡ 以下に彼がその日に書いた書

簡を挙げる｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

L egaZl'aDe d'ZtaEa al Gl'app oDe N 15A tran '1'D G eDeEe 7bb 'O,i12 D iceLZZZbye 1872

A S ua E ccelleDZa lIDObHe Ca帽EeEle Vl'ScoDtl VeDOSta,M inistm deg:ガAB 7an 'E sten lR om e

E ccellenza

Q ualw aV E .DOE m l'RZaDdtoudibi'iD OODtTBn 'o De'pz:血1'g2'w m 'diM arzo l'o paz･血Ta in

1 A SD M AE ,Seri e M oscati ⅤⅠ,b.1288,1871年 8 月 21 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Seri e Politica
N .13 (未刊)､ 1871年 9 月 4 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Serie Politica N .14 (未刊)

2 A SD M A E ,Seri e V IIPersonal e,b.F ･4,Fasc.Fe D 10 stiani,C .teA leSSandro､ 1872 年 12 月 2 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡o N .15A ffariin G enel･e (未刊)

3 岩倉使節団の出発やメンバーなどに関するフェ伯爵の報告書は､ 岩倉邦子氏によって丁寧に紹介されている｡ これら

の書簡とその付録のイタリア語 ･フランス語の原文も収録されている｡ 岩倉邦子 ｢未刊行イタリア外交文書-.岩 倉使

節団関係資料 (一八七一年十一～十二月) - ｣､ 就実女子大学史学科 編 『就実女子大学史学論集』(第 15号) 就実

女子大学史学科 2000 参照｡ これらの書簡はイタリア外務省歴史外交資料館に保管されている｡ A SD M A E ,Ser主e
M oSCatiV I,b.1288,1871年 11 月 22 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡0 Serie Politica N .17､ 1871
年 11 月 30 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡 (付録付)0 Serie Politica N .18､ 1871年 12 月 20 日､ フ

ェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡 (付録付)0 Serie Politica N .19
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I A SD M A E ,Seri eⅥIPersonale,b.Fl4,FaSC.Fe D 10 stiani,C.teA leSSandro､ 1872年 12月 2 日､ 駐日イタリア公使

フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡o N .15A ffari in Genere (未刊)
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〔日本語訳1〕

在5 イクy ア公館 屠 15 号 厳密̀

ガ彦根 グィスコンテイ ･ク'1ノ スクノ野ア冴 ローマ

18 72 年12 ノダ2 5 ､ 虜斉 にて

ノ野T

ノ野下方〕らLj T t 凝着する務示を受げな採ればこ/Jl:生If 18 71 年 9 JG 8 5 付の戯貞ノ野疾無君の

責瀞に広~C で､ 3 ,6 1 宙lE普薗林野のためir臓 L まf To

5 本顔刺 こよa t ､ 東郷 をめぐa 会.評ぼ 18 74 年の冴めG iE層贋きれa こt lEなク､ そ

れを符っ T いa 風 塵要鰍 全て甜 L,まL PL-o /Jl登If公皮静で未摩於の願 g)虜 L,

丁おらf il. 鰍 G 槻 好t 廉 宅好の養蚕鰍 を虐めa 予定で i To

中節 おける任務にノ野L,てぼ､/ J､登の臓 軌野中に､ # 有におif a 潜透~を必要とする急ノ骨

ば生Cないだちクと存 C てこおクますTo

l 潜の聯 iE彪穿すればこ/Jl二者のイクyア 身着ぼ5 本瀕凝膠の身着と周呼 iEをa ことがほ

ぼ擦算ですTo このJ77 )# # lE広一C T ､/ Jl二全If公館 の願 をこ穿lr産れて行 < ことを潜めa よう

/LTノ野下7こ選者させで いただきますO をゼミなら､ この/有BJtf'たちt鹿野L,合うために､ その贋イ

ギy スやプラJ/スが したようlr ､ 斉務 首に丘式に層二骨きれPL-着通でいPL-ノ方妻j遂 好であa からで

すTo 甜 氏紘 王犀 公虜責の身分であa ため半粛 t をa 鋼 船の二第船級 そL,I /Jl磨め

潜在者 L,か求めてこおクません //.二全が# iE会郷 の# 芳書を以って知らせa つめクである

ように､ これ らの煮骨ば倉′評で､ 本公魚野の虚穿 ･廃兵の予算を1 m 古めのでぼないでL,cf

j o

以上の桑件で､ pfB7度ぼ 3 年膠の屠脚 を動 /でいますこ ぞればネ公皮相 立っ

こt です0 6 本lEおげa 脚 j離 すa lr つれ て瀞 j､多 < 求められ､ 慶秀彦虜雛 t っ

T B G の慶事 ･ガ交官irなるのziウ僻 易であa ので､ そうL,ないと､/ Jl一生If @ を崩帰 L M

lJ ら才乙a ことを床産できまQ i /o

/Jl登の庶人野凌こt lE層 L,T lf ､ 雛 を紛 /ゞJ 頼ればこ1 潜の甜 lrおいて与虐ら九度

願 の許可妻j期 され T いa t させT贋きますTo また､責 省､仁よっT /Jl登の5 本裾 野との

倉顔オj櫛 きれ､ ノ野下妻ユら､ 齢 を以ってこの岸に膠すa 慶二正命令を受けなかっPL-彦倉に

ノ野っT ､ /Jl_生Iii#j欝を慮れて行 < 腕 寿行lE# i,まf o 節男 アユ

1 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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この書簡は､ 通辞吉田要作の雇用やイタリア派遣に関する貴重な事情を提供する以外に

も､ 本論で検討した 1871 (明治 4) 年 7 月 10 日付の書簡と共に､ フェ伯爵の一時帰国は岩

倉使節団のイタリア訪問と重なることになったのは偶然だったという知られざる側面を明

らかにするものである｡ フェ伯爵は 1872 (明治 5) 年末頃に､ 岩倉使節団の接伴掛 りとな

る可能性が充分にあったため､ その準備を整え始めていた｡ それは､ 彼にとって､ 日本政

府のイタリアに対する好感と共に､ 日伊蚕卵貿易を奨励する新たな便宜や特権を勝ち取る

ための最大のチャンスだったからである｡

岩倉使節団のイタリア訪問に際するフェ伯爵の活躍は､ 岩倉邦子氏が 『岩倉使節団とイ

タリア』において詳しく扱っている｡ 次章では､ 主にこの先行研究に基づき､ その最重要

ポイントのみを取 りあげることにする｡ そして､ イタリア､ ならびに日本で収集 した未刊

の史料を利用し､ 岩倉使節団のイタリア訪問がほぼ完了されている時にイタリアに入国し

た養蚕視察団の訪問などに際するフェ伯爵の役割に焦点を当てて検討する｡
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■第 4 章 ■ フェ伯爵の一時帰国- イタリアでの活躍について

[4･1] ～フェ伯爵の帰国と岩倉使節団のイタリア訪問について～

[4･1･1- フェ伯爵のイタリア到着について]

第 3 章 5 節で明らかにしたように､ フェ伯爵が 1871 (明治 4) 年夏に父親の死去を理由

に求めた休暇は 1873 (明治 6) 年 2 月 25 日に利用されることになった｡ その時期に帰国す

ることで､ フェ伯爵はちょうどウィーン万国博覧会の開会式に出席 し､ 岩倉使節団及び日

本養蚕視察団の接伴掛として活躍することができた｡ 本章では､ 日本を出発 してからのフ

ェ伯爵の移動をフォローしながら､ 彼が如何にヨーロッパにおける日本政府の活動を支援

したかという点を明らかにしたい1｡

フェ伯爵は､ ウィーン万博の副総裁佐野常民と共にアレクサンドリア経由でヨーロッパ

- 赴いた2｡ 佐野は同時に､ 日本政府から駐ローマ日本弁理公使に任命されていたので､ 信

任状提出のためにローマ- 赴く予定だった｡ しかしながら､ 1873 (明治 6) 年 4 月 7 日に

佐野自らがイタリア外務大臣に送った書簡3からも判明するように､ 彼はウィーン訪問を優

先し､ ローマ赴任を延期することになった｡

そのため､ 13 日にイタリア南部プリンディシ (B rindisi) に入港した佐野は､ すぐにロ

ーマ- 赴いたフェ伯爵と別れ､ ヴェネツィア- 赴いた4｡ 一方で､ 佐野は駐ヴェネツィア日

本領事中山譲治5と会見してから､ 博覧会の開会式に出席するためにウィーン- 赴いた｡ 他

方で､ フェ伯爵はローマで外務大臣や農工商大臣などと会見し､ 口頭で日本及び中国の情

1 ただし､ フェ伯爵のイタリアでの移動をより詳しく追うために､ 公文書だけでなく､ 当時イタリアで刊行された日刊
紙の報道に含まれた情報なども利用することにする｡

2 ちなみに､ ウィーン万博の日本委員会の一員で､ 1873年 5-6月にイタリアを訪問した養蚕視察団を率いることになる

佐々木長淳もフェ伯爵や佐野と同じ船でヨーロッパ- 赴いたとみられる｡ この情報は､ 佐々木の著書 『微粒子病苦之

顛末』に含まれた自伝に基づくものである｡ 佐々木長淳 『微粒子病苦之顛末』佐々木長淳 1907､ 34ページ参照｡

3 この書簡の英語文､及び当時の日本語訳は､岩倉和子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､44･45
ページに紹介されている｡ この書簡で､ 佐野は改めてフェ伯爵の日本における活躍を褒める｡

4 ｢ラ ･ガゼッタ ･ディ･ ヴェネツィア｣ (La G azzetta diVenezia)､ 1873年 4月 14 日号参照｡

5 中山譲治 (1839 (天保 10 年) 年 6月 15 日1 1911 (明治 44) 午)､ 江戸生まれ､ 幕臣瀬戸本太夫の息子である. 1857
(安政 4)年に､長崎で蘭学･実学を学び､ 1865 (慶応元) 年に横浜仏蘭酉語学所伝習生となり､ フランスに留学し､

そこで兵学を学んだ｡ 1870 (明治 3) 年に､ 蚕卵紙の海外販路を拡大させるために､ イタリアに派遣された｡ また､

1872 (明治 5) 年に外交官 (総領事) になり､ ヴェネツィア- 赴き､ 翌 1873 (明治 6) 年 5月 9 日にそこで領事館

を設けるが､ 1874 (明治 7 ) 年 3月 8 日に太政官がそれを廃館する決断をとった故､ 同年 10 月 17 日に帰国した｡

五ヶ国語に通じていたという｡ [『海を越えた日本人名事典』より]｡ 中山譲治､ 在ローマ日本公使館と在ヴェネツィ

ア日本領事館に関する更に詳しい情報は､ 石井元章『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交凍』プリュッケ 1999､
17-24ページ､ に含まれている｡
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勢を説いた｡ その後､ 26 日にヴェネツィアに到着したフェ伯爵も､ 翌朝ウィーンに向かっ

て出発した1｡

いずれにせよ､ フェ伯爵はウィーンに長く滞在 しなかった｡ 万博開会式の数 日後､ 彼は

岩倉使節団の出迎えに行くためにイタリアに戻った2｡

[4･1･2｢ 岩倉使節団のイタリア訪問について]

この点は既に深く研究されているため3､ 本論では､ 『米欧回覧実記』､ 及び岩倉邦子氏の

先行研究 『岩倉使節団とイタリア』などに基づき､ 一行の行程などを概観するに留める｡

横浜港から出発してからおよそ一年半が経過した頃､ 1873 (明治 6) 年 5 月 7 日に､ 一

行はアメリカとヨーロッパの多くの国々を回覧してから､ ミュン- ンを出発した4｡ チロル

地方 (Ti rol) のインスブルック (Innsbru ck)､ そして当時オース トリア領であったボルツ

アーノ (B olzano)､ トレント (Tr ento) とログェレー ト (R overeto) 経由で､ 使節団は翌

8 日にイタリアに入国した｡

久米邦武は 『米欧回覧実記』で､ イタリアに関して次のようなコメントを残している｡

その中には､ 儒学者久米が持っていた ｢イタリア観｣ が露骨に現れている｡

1 ｢ラ ･ガゼッタ ･ディ ･ ヴェネツィア｣ (La G azzetta di V enezia)､ 1873 年 4 月 27 日号参照.a

2 フェ伯爵帰国後の動きに関しては､ 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 91-93 ペー

ジ､ を参照｡ 岩倉氏が指摘するように､ 『木戸孝允日記』によると､ 岩倉使節団と別れ､ 万博の開会式に出席した木

戸がウィーンからイタリア- 赴いた頃はフェ伯爵と同じ列車に乗っていたことが分かるO ｢同五日 晴六字出宿佐野

公使渡連書記小松書記送てステーションに至る伊太利公使も- 行中の蒸車にて蹄囲せ り｣､ 木戸孝允 『木戸孝允日記』

(第二巻)､ 早川出版､ 1933､ 358 ページ参照｡

3 もちろん､岩倉使節団のイタリア訪問に関する最も詳しい日本側一次史料は『特命全権大使 米欧回覧実記』(第 73-78
巻) である｡ 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 252･357 ページ を

参照｡ 最も詳しい先行研究は､ イタリアの資料館や古文書館で発見された多種の資料を活用する岩倉邦子の 『岩倉使

節団とイタリア』である｡ この先行研究を補うものとして､ 岩倉邦子 ｢未刊行イタリア外交文書一一一岩倉使節団関係資

料 (一八七一年十一～十二月) - ｣､ 就実女子大学史学科 編 『就実女子大学史学論集』(第 15 号) 就実女子大学史

学科 2000､ 189-213 ページ､ 岩倉邦子 ｢イタリア日刊紙掲載記事一岩倉使節団のフィレンツェとローマ訪問- ｣､

就実女子大学史学科 編 『就実女子大学史学論集』(第 16 号) 就実女子大学史学科 2001､ 191-205 ページもある｡

更に､太田昭子｢岩倉使節団のイタリア訪問｣､芳賀徹編『岩倉使節団の比較文化史的研究』思文閣出版 2003､148-229
ページ､ そしてフェ･ ドステイア- ニ伯爵の活躍を中心としたシルヴァ- ナ ･デマイオ ｢一八七〇年代のイタリアと

日本の交流におけるフェ･ ドステイア- ニ伯爵の役割｣､米欧回覧の会 編『岩倉使節団の再発見』思文閣出版 2001､
67･76 ページなどがある｡ もちろん､ 田中彰 『岩倉使節団 明治維新のなかの米欧』講談社現代新書 1977､ 田中彰

『明治維新と西洋文明 一岩倉使節団は何を見たか- 』岩波新書 2003､ 田中彰 『｢脱亜｣ の明治維新 岩倉使節団

を追う旅から』N H X ブックス 1984､ 田中彰 『岩倉使節団 明治維新のなかの欧米』講談社現代新書 1977 の中

にも､ 主に 『米欧回覧実記』に見る岩倉使節団のイタリア訪問に関する部分が含まれている｡ 岩倉使節団について､

英語で大変参考になるものは N ISH ,lan (ed.),乃eZfTlabw a m igSloD iL2ARZeTL'ca & E zLLlDPe.A DeW aSSeSS皿eDt,
Japan Library,1998､そして M AY O ,M arlene,TheZwahzLra M ksloDわ虎e UDL'ted Staねぎand E zLrOPe.1871-18 73,
in 蝕 eart:hasL'LZ地eSocialSclencesi-A Japan,Colum bia U niversity E astAs ian Stlldies,1956,ⅤⅠ,pg.28･47 であ
る｡イタリア語では､IW W RA SH O K O (ed.),PTizzza e dopola RZigslatze Z wakzLZa 乃S血 onJ'aLZ虚血edz'te,IIE rm a
diB retSChneider,1994､ そして IW A m RA SH O X O (ed.),ZIGlappoLZe SCOPZlel'OccT'deDte,una LZ21ksloDe
diblom atL'ca (18 71173),Istituto G iapponese diCultura in Rom a,1994 を参照｡

4ⅠⅥ仏E URA ,Sh6ko (ed.),1IGJ'aFPOne SCOP Ele l'OccideD的 uDa m l'ssla'Ze蜘 atl'ca (18 71I73),IStittltO G iapponese
diCtlltura in Rom a,1994,119 ページ参照｡
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〔日本語原文〕

牌 7 品夢二B ､ 洗土之虎僚 jt. 磨- p% / ､､ 脚 二膚 シテ､ 不湯ノ彦 F イブベシ1 r7 /I,

フニスJ ノ/〟タコエデ､ 肋 秋./穿ニ^ i,/ ,'t. 藤 = 面5 ヲカエル ア者フ､ EL/秀テ水潜ク､ 空克彦

@ ニシえ i 虜肥m ナP ､ 草木ミナ茂シ牽 若干鹿 野j･シテ､ 岸 ヲ争7 ､ ,a /I,ニJ好伊ニノ､､虜カ

タ減 乾草アP ､ 牌 = ノ､彪ノ､サル塵芥ア9 ､ 度ノ､野中二度新字摩 シ＼威ン､戯膠二男脚 ノス､

紗 ､卓LP ニ摩 y ､ ノ夢二任せテ好ヲ遜ス､ 市中ニノ､鹿野ニテ=芳彦 シ1 磨ヲ飲ミ顔軒ス､威ン､一

彦署轡シテ飲食ヲナシ､ 具 生著ニM /I,. 虚 シテ彪励ノ克彦二乏 シク､ 淵 j･/ ､､ 藤 = 超俗

を屠 ヱ/I,/J ク､ {# 展 7 1

岩倉使節団がイタリアに到着した頃､ 副使木戸 ･大久保は既に帰国の途についていたた

め､ その構成員の人数は僅か 15人程度に減少していた｡ 規模をかなり小さくした使節団は

以前より簡単に移動することができるため､ フェ伯爵が担っていた接伴の任務が比較的容

易となったことが推測される｡

岩倉邦子氏が 『岩倉使節団とイタリア』において紹介する史料によると､ イタリア政府

が岩倉使節団のイタリア入国を確実に知ったのは 4 月末で､ 慌しくその受け入れの準備に

着手したことが窺える2｡ 更に､ イタリア政府が使節団やその到着予定日に関する詳しい情

報を把握していなかったため3､ 一行の受け入れにあたってのミスまで生じることになった4｡

岩倉使節団が最初に訪問した都市はフィレンツェである｡ 一行は 5 月 9 日早朝にそこに

到着し､ フェ伯爵の出迎えを受けた｡ この点に関し､ 『米欧回覧実記』には次の記述が現れ

る｡

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 266 ページ出典｡

2 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 53-56 ページ参照｡

3 フェ伯爵が 4 月末に外務省総務局長イサッコ･アル トムに送った電信によれば､使節団が 5 月 10 日にローマに到着す

る予定であるという情報しかない｡ 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 53 ページ

参照｡ (アル トムの書簡のイタリア語原文はfWAR URA SH OKO (ed.),PTiaza a dopola m L'CSJ'oneZt和kzLLla.
Testiz220DL'anze血edYte,L'E rm a diB retschneider,1994､ 26 ページ参照｡

4 5 月 9 日は岩倉使節団がフィレンツェに到着した日であるOその日に､ヴェローナ県知事フアラル ド氏 (C arlo F araldo)
が外務省に一つの報告を送った｡ 8 日の午後 3 時 15分過ぎに外務大臣は､ 日本使節のヴェローナ到着を知らせるた

めにこの人物に電報を打った｡ したがって､ フアラル ド氏は慌ててヴェローナ駅に係員を送り､ 王族専用の列車を使

節団のために用意させたが､ 結局使節団はもうヴェローナを発ちフィレンツェ- 向かっているところだった. この長

い手紙はイタリア側の極めて非効率的な情報管理の証拠として興味深いものであり､ 『米欧回覧実記』に記されてい

ない事実を呈示する｡ IW AKURA SH OKO (ed.),PTiD7a e dopola m L'SsloDeZwakLLra.7bs血 oDL'anze血edt海,L'
E rm a diB retSChneidel･,1994､ 26 ページ参照O この史料は日本語でも紹介されている｡ 岩倉邦子､ ｢日欧交流史研究
の盲点 - 岩倉使節団のイタリア訪問の場合- ｣､ 『あうろ- ら』2000 年春 ･第 19 号､ "21世紀の関西を考える会"

事務局､ 88-100 ページ参照｡
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〔日本語原文〕

併走神政好 E y ､ 元 5 本在船 倉 (カタン jtJ < 虚名> r- - j･スチエンニーリ氏ヲ顔揮'M

とL,丁､ 彪二朋 穿ヲナス､ 1

フェ伯爵は岩倉使節団がイタリアを出国する 6 月 3 日まで､ 一行に随行した｡

岩倉使節団はフィレンツェのグランデ･アルベルゴ･レア- レ･デッラ･バーチェ (G rande

Al bergo R eale della P ace) に宿泊した｡ 9 日午前からフィレンツェの中心部にあるサンタ ･

マリア ･デル ･ フイオレ (S.M aria delFiore) 教会､ 町の美術館 (G alleria degliU ffizi)

やナツイオナーレ博物館 (M useo N azionale) などを見学した｡ 午後はカシーネ (C ascine)

公園を馬車で回った｡

翌 10 日に､ 岩倉使節団は徒歩でフィレンツェ市内にあるモザイク師の家や 日本物産店を

見学し､ 午後は馬車で郊外の ドッチャ (D oceia) 磁器製造工場を訪れる｡ その後､ フィレ

ンツェの周辺にある桑畑を馬車で走り回る｡ ちなみに､ 久米邦武は 『米欧回覧実記』第 74

巻において､ 初めてイタリアの養蚕方法に関する記述を行っている｡

〔日本語原文〕

倣 7 度G ノ､､ 必慮㌔酪符ノ瀞ヲ虐待シ､ 屠髪スノレこ､ 卿 に春貞嵐 二､ 5 腐濃厚 jlシ

テ､ 鹿野ノ量辛ヲ屠フ､ 午売人アW アシ､ 虜∠夢二腐研シ､ 威ン､卓二摩 y 屠二圧せ行ク農美ヲ

∫/I,､ 野路 .､彦■マ7-ス､ 摩壁紺 二顔L,､ 腰 草7 @ テ廉ンレ､ J好∠歓= 多ク桑M ヲ易でデ､ 行M

jtナシク/I,タミル､ _百二着5 .= 贋ノ靡ニテ､ 豪家ノ/W アP ､ 桑M ヲ超メテ二者ヲ# 1シF y ､ 虜

各 =斉テルヲ′屠ル､ 伊太痢ヒデモ､ 線 ､R ク摩ノ顔裁 E y 噸 テ屠7 /I,ニノ､アラス､ _ズ貞~

M アナサシメデ, 易者デモ# m スノレコjtモアL// ､､ 裁雛 男ナラヴソレア如 /- シ1

2努力材寿蚕ノ大府 ヲ辛クニ､ 児養蚕ノg /､､ 潜浄ヲJig と,* m ノ魔窟 八 空売ノ虜瀞こ､ 心

57m 7 /I,ヲ要ス､ # = 養蚕ノ鼻 /､､ rコロール1 カルキノ.水二戸､ 免紛癖紛ヲ欄 シ1 屠

R と脚 ヲ塗y ､ x ､ rコローソれ ノオルキノニ､ rビjty b 7L,j ヲ希シテ一癖摩セシメ､ 爵 =

ノ声ヲJ野デ, ｢ 塵虜冴チ置クソ､､ 宮中ノ顧 慮斉､ ミナグy テ潜浄 jtf /I,. 居着ヲ潜ム/I,# ナ

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 272ページ出典｡ < > 中のものも
原文のままで､ 本論の筆者が追加したものではない｡
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y ､ 昔 rコロールJ E ,# / ､､ 威臭顔色ノ佐藤ク､ 廃材ニM デ､ 磨音≠乳 臭克止メ､ .虎と空窟

ヲ潜ムル賓 F ナシ1遼寧ニノ､_益多量二嵐 ス/I,ヲLj デ､癖●ぞ硝 ナL,j･そ､ ∠乾病臥/′鰍 = デ､

豪家二粛ア養フノ､､ ミ1-必ス彪癖資産ヲ行フニノ､弟ス､ 庶家ナj/l= テノ､､ 一二ノM ア天井E

y @ T シテ､ J其上ニテ養蚕ヲナシ､ 一朝 女､ ミナ其ン取蜜二度超シテそ､ 産窟57厚クシ1 富

帝ヲ痛撃ニシ1 虜オ3 辛モノノ､､ 良好ノノ酵素ヲ得デ､崩憾 多ケL/ jtそ､ 大家三豪産ノ虚野ニデ､

R 葺塗薬水産ノミ# - ､貞二大̀膚芽ノ密着ヲノ野クソレそ､ i ^ 虜ラ着席ヒ/L:.57m と戸手ヲ7 タス､

瘡r ヲ鰍 JL,,g シヰモノノ､兵館 クシテ欄 ナシi･. 斉レ殉静 .､､ j敷労ノm = デ､ 名誉ハ

励 ノ虜ナP ､ 産潜をp-穿シテ兵勝 二2野ナ磯 産二彪 本ヲ停メノ､､虜 鯵テ貞節 .､グノレコj･

ノ､､ 循 モノ野シ辛コF ア知ラL/ク9 ､ 0 脚 ニ､ 蚕産E y鰍 ルニ及- ノ､､ 痛撃ノ# ニ､

席数ノ//,花ヲ穿テクル5 = ､ 東署ヲ廟卿シテ静粛シ1 之ヲ虜好ノ1 ニオクソ､､ 男力選シ辛蚕

ノ､､ 兵曹ヲ倉ハJ/j･､虜ラ花E y 彪ク~背戸､ ノ紀上ニ_上.〟.､ ノ野テ二者貞/､､ j好ノア ＼ニRTjg = テ

厨フ､ 中ニj紀上ニL蟹ル′ヲ得サル蚕アL// ､､ _勢力遠野プソレモノニデ､ 之ヲ勝 二着フ､ 兵凌初野

サンチグラ- ド
E y ､ 励貯二重やデ､ 廟芽ノ彪/､､ 虜裁邦 j･ノ野シ､ 書中ノ題# /､百度表ノ十六度有半 3 9 ､

+ E 好マテノ題デ兵ノ､チタシム､ # ニ皇帝ニノ､､ 必ス畑 ノ# ケアP , 虐二摩クM /､､ 多ク

桑慶子好ク､ ｣曹シ麿済ノG /汐ニE y 戸,a /I,ナP ､ 鹿方ニハ､ 兵火斎ニデ､ 澄膵ナル空窟 タ,狩

ツキタテ
瀞セシメデ､ 潜浄j-/I,_=37iTjq アイル 1､ 度ノ/厳粛ニノ､､ rフラン/グ ッ jlJ ノ三筑轡ヲオ早戸､ 火.宥

ノ虐射 アサク､ ,@ ニノ､必スB 席 ヲ̀垂L,デ､ 5度ノ産# ヲ彪ク､ 除 ノ､､ 風 声ヲノ野デ､ 澄ヲ

′ヽシ
ノ好手､ 膚ニノ虜 ヲクL/デ､一塩顔ヲ跡 ､ 戯糞ノ j･辛､ 密身ヲ膚, 威ン､夢ニデモ､ 虜 ミj･ル′

コi･ノ､7 /I,ナシ､ 必ス/J､花タ.穿チタル髪 者ク/､/iSノ膚 ヲ易でデ､ 粛 箸ヲ慶 と､ ニ芹上二桑穿ヲ

j静粛スレ/､､ 蚕G 夕顔 = 1 /I,ヲ符デ､ /素顔をi/# デ､ 彪爵 = if/I,. 兵務 y ク.叫無気力ノ蚕

ノ､一雄 二着フ､ J男顔ヲ易でデ､ 停啓二黍身ヲノ野シテ､ 兵;好7 /I,ヤ無ヤア静粛ス､ J軌野ノ@ こ､

顔 //彦産産アP ､ Be/ ､麦岸菜箸57一束ネ､ 威ン､叢終= _上せ､ 威ン､ノ静二男メタ顔合せ/I,アP ､

歯厚ア者メテ窟セシメ､ 戎ハ東度ノ1 ､度二願 ヲ鯵 ネデ､ 肴セシム､ 密ノブ竪爵= E P テ

ノ､､ ｣野好二登y 窟セシメ､ 威ン､願 セシ虜二F P 膚セシム､ スベテ腐ミ蚕ノjt手ノ､､ 房密葬ニ

テ澄+ 七ノL度ヲ屠ス､ {# G j 1

一行は､ フィレンツェをわずか 2 日間で見回った後､ 再び蒸気車に乗 り､ イタリア王国

の首都ローマ- と向かった｡ 11 日早朝にローマに到着 した岩倉たちは､ 駐伊 日本総領事中

山譲治に歓迎され､ 宿泊先ホテル ･ コスタンツイ (H otel C ostanEi) - と向かった. 翌 日､

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 282･284ページ出典.
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イタリア外務大臣エミリオ ･ ヴイスコンテイ ･ ヴェノスタを訪問し､ イタリア王- の謁見

を申請 した｡ 午後に､ 一行は馬車でサン ･ ピエ トロ広場 (P iazza San Pietro)､ サンタンジ

ェロ城(C astel 告ant-A ngelo)､ パンテオン (P antheon)､ コロツセオ (C olosseo) やその他

の旧跡を回覧 した｡ そして､ 13 日に､ 岩倉たちは初めてイタリア国王の前に立ち､ 国書を

捧呈し､ 夕方は下院議会 (C am era deiD eplltati) を訪問した｡

翌 14 日に､ 夕方から王宮にて岩倉使節団をもてなすために晩餐会が開かれた｡ 15 日から

17 日までの期間に､ 一行はじっくりとローマを回覧 した｡ 15 日の兵屯営所の見学を終えて

から､ 一行はローマの城外壁周辺にある養蚕所及び桑樹畑を見学することになった｡ 久米

は 『米欧回覧実記』において､ 改めてイタリア養蚕 ･製糸業に関する記述を載せる｡

〔日本語原文〕

/~前後7 0頗屠ニ､ 屠 蘇妙修 ノLW ニアル′､ 養蚕ヲー一局ス､ .是ノ､二屠ノ/Jl富ニデ､ 腰上二

膚渚 ネテ者フ､ 鹿野ノ,a / ､､ 毒粛 豹好ヲLj デ､ 一光顔ヲ慶 と､ 空中二虜 ヲ虚ヌルD ナシ1 M

l ニノ､腐ノ底 ナ手# 子へ､ 勝 二.糸ヲ粛y デ､ 1 ニ厚手ノ好ア虜 j･シテ養ス 澄ノ､ r牽ノ虎ノ

+九度ナP ､ E ニ.= 1貯ノ虜中ニテアy ケP ､ 期 ニノ､ノ野ラ薮ル′貞モアL/ F そ､ 虐/､ミナ真野

ノカ@ ナテヌヲ屠- クP ､ 盛者ハ∠軌野ノ jt辛マテ鹿野シテ食/､シム､ 凸虜ヲLj テ虚ヲ,野ス､ 之

ヲ二穿ヌルこ､ 養蚕ノ/杏/ ､､ 5 本 左大助 軌野シ1 麿財5 本二生/iSノ癖芝エ/手ノ､､ R 礎製糸ニ# ナ

/I,ニE P ､ ノ拶ヲ顔卿二慶L//I,ノミ

柵称= テデ薗ヲ伊P ､ 登虜ア髪スル二大膚 ヲノ野フニ､ 子鹿ノ題置.′､､ 各家ニテノ野シカラス､

資卿 ヤルタ量感スL/ jtそ､大勝 ′､席式ノ願 ニスキス､真一ノ､尋常ノ腰 ニブイデ､中央､

BH / ､戯 財と､ .* @ ヲ冴ケ､ 鹿 火E ヲLj デ､ 具慶火ヲ挙手､ 壁ニノフテ虜好セシメ､ 朗 ノ題腰

アマシテ､ 粛中ノ東城 ス､ 紡 .､密と軒= テ慮ノ彪摩こぞ､ 虐善ナル.ニ財クP ､ # - ノ､励

瓦 ヲ易でテj弥= /Jl富ヲ伊9 ､ m @ ノ二壁拷こ､ ノ火遂57m シ1 傍二着ヲ冴ケ､ 虜 ヲ密早戸､ 俊才ノ兼

題へ畑 アマノ､シ1 塵拷ノ腰度ヲヌ ーメデ､ 一一｢ゑ /′D ニ戸アy ､ 顔遂ア伊P ､ 慮ヲ願 ネタノレ

頗草タ､ 富 = y ′聖人ヲナス､ .凡m-F+一中ノ貞デ魔窟スル腰鼻 .､､ √牽ノ虎ノ/i + 度1= デ､ + 棉

雁 二+ J野帝アオキテ粛ス j.ナP ､ # # ニ子粛ヲ静 = クク/､へ､ G ニー一一度タ ､鹿野シテ､ 空斎

ストクプ
ヲ虚シ∴太虜ノー光顔二虞@ シテ､ 摩彪フく/I,ヲ蒼 ス､ 虜ヲ夢フ者こぞ顔好アオキ､ 常ニ+ /iIG /

題テ斉フナカタシム､ 0 .糸57顔手テ承 j･ナスノ､､ jW - ナラス､ ,* /J､ノ題号碁ク不等ナP ､威~

/ ､二房二最カノ蒸二売主穿57m フル′アP ､ノアm E /暴力ノ棚 7 m フルモアP ､ 永二好プ二ルノ葬/､､ .求
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卓5̀7m フ､水卓二屠慮新藤ノ二アy ､ Bf瀞ヲ好ナy Fス､ /J､ナノわ.､j静粛ノカヲ疲ラス､^ カノ

ミニテ数スルヲ常j･ス､ ｢ 鎗ニデ､ 二条乃至宵条ノ'# ヲ顔ク､ 顔承ノj紅女_二人コj･ニ､ ｢ ^ ノ

女57m シテ､ D ヲ丘シム､ 威ン､/i ^ ニ､ - ノD 立身57@ スルモアP ､ 1線弟D 丘ヲ｢ 女ニテ弟少

モアy h g 者ヲ姦鎗ニ′野クル､ 菰野ノ勿辛ノ､碁ダ肴ナP ､ 顔者ノ鼻 ′､､ 家家人̂ ニ尻好アP ､

ノ尤//t得発､ 一一ニ廃藩シカクシ1 腰 弟ノ大府ナy jt. {Gm j 1

ちなみに､ ローマの日刊紙 ｢フアンフツラ｣ (｢F anfu na｣) の 1873 年 5月 20 日号に掲載

された記事によると､ 岩倉たちが訪れた養蚕場はニッコロ ･ ノヴェッレット (N iccolb

N ovelle仕o) という人物が所有する規模の相当大きいものだったようである｡ この養蚕場は

ローマのサン･セバステイア- ノ門 (Porta San Sebastiano) 周辺にあるとも書かれている

2｡ 養蚕場の主人はフェ伯爵の知人だったか否かは不明であるが､ 岩倉使節団にその見学を

勧めたのはフェ伯爵だったことも推測できる｡ いずれにせよ､ イタリアの最も代表的な養

蚕地域は､ 岩倉使節団がほとんど足を踏み入れていないロンパルディア州及びピエモンテ

州3にあった｡

18 日に､ 岩倉たちはついにイタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタと会見した｡

そこで､ 一行は条約改正をめぐる会談4を行ったが､ イタリア外務大臣がその件に関して非

常に慎重な姿勢をとっていたため､ 岩倉使節団には交渉の余地もなく､ 具体的な成果を収

められなかった (この点に関して詳しくは､ 本論の第 5 章 3 節を参照)0

19 日の夜､ 使節団はローマを発って､ 南- 向かった. 翌日早朝に､ 一行はナポリ付近の

町カゼルタ (Caserta)に到着した｡ ここで､午前中に壮麗なカゼルタ王宮 (Palazzo R eale､

又はR eggi a diC aserta) 及びその庭園を訪問した｡ 夕方にカゼルタを発ち､ ナポリのホテ

ル ･デュ ･ グラン ･ブレターニュ ･エ ･アングレテール (H otel du G rand B retagne et

dtA ngteterFe) に到着した｡ ちなみに､ 『米欧回覧実記』によれば､ ここで､ フェ伯爵は岩

倉たちのために鯛を用意させていた｡

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 312･313ページ出典｡
2 日刊紙 rフアンフツラ｣ (｢Fanfu 1la｣)､ 1873年 5月 20 日号参照｡

3 実際､ 副使伊藤と山口は数日間､ 岩倉大使が体調不良のためにヴェネツィアに留まっていた頃､ フェ伯爵と共に､ プ

レッシャ及びミラノを訪れた｡ ただし､ この訪問の記録が 『米欧回覧実記』に遺されていないため､ 非公式の訪問と
すべきである｡

4 この会談の内容は日本国外務省編『日本外交文書』(第六巻) 1955 101･103ページに収録されている｡ [5 月 18 日 倹

約改正二開シ伊園側ノ見込照合ノ件]｡ 本対話の解説は､ 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977､ 93-94
ページに行われている.
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〔日本語原文〕

タイ
臓 魚腰上シテ戯美ナP ､彪ニテ凝:皮膚ヲ宰ス､5 本ヲ二者スノレノ# ニ､彪虜ヲ倉シクルノ､､

動 軌野7 /I,ノミ､廃材ノ俗､ ｢ 戯一二虜倉行ハL/G 畜ノ舟へ 斉茶飯 =此ス- シ1 度テ魚虜ヲ

ヒ ラ メ タラ

富ン.ス､ 慮虜ノm / ､､ 友テ都府ニiJ7LILuス､ 煮 β､ 戯適者ニテ宰スル魚ノ､､ 多クノ､此5 慮､ 庶
サケ しおづけニシン

腰ニデ､ 夢中ノ､ 磨 戯 ヲ倉セシメ/I,ニf /I,. 倉テ紅欝ノ_美ヲ倉セシコF 7 ルナシ1 顔紺

/二カタンp - - リ 虎､ 朗 人ノ鹿欝ヲ賞スノレアLj デ､ # ニ彪ヲ宰せシメタP ､ 戯端 執野ミナ

彪東ヲ要せス､ 励鞄野こぞ虎魚ヲ着ブタ/I,57R ス､ .定昇房少テル,ニ3 ルナラン1 /穿厳戸

久米が述べるとお り､ ヨーロッパの内陸地方で最も食べられる魚の一つは塩漬けのもの

である｡ 鮭の需要は特に多かったため､ ちょうど 1873 (明治 6) 年に､ フェ伯爵は日本か

ら廉価で美味の塩漬け鮭をイタリアに輸出しようと計画した｡ (この件に関しては､ 本論第

6 章 2 節が詳しく述べている｡)

21日に､一行は朝からナポリ市内を見学した｡王宮 (Pal a2;27O Real e)､考古学博物館(M useo

A rcheologico)､ カステル ･デッローヴオ (CastelD el1-Ovo) などを訪問した｡ また､ 22 日

に､ 朝からヴェスヴイオ火山の麓にあるポンペイ及び- ルクラネウムの遺跡を訪れた｡

翌 23 日午後に､ 一行は汽車でナポリ駅を発ち､ ローマに戻 り､ 再びホテル ･ コスタンツ

イで投宿 した. 二 日後の朝､ イタリア王ヴィットリオ ･エマヌエーレ二世に別離の謁見を

した後､ 午後に再びサン ･ ピエ トロを訪れ､ 散歩がてらにピンチョ ･ ヴイツラボルグーゼ

(Pincio,Villa Borgh ese) 公園でローマの美しいパノラマを眺望した｡ 一行がローマを離

れたのは 26 日の夜で､ 次の目的地はヴェネツィア (Venezia)､ いわゆる ｢水の都｣ だった.

列車は途中でパ ドグァ駅に止まるO - 行はそこで下車しないが､ 久米は 『米欧回覧実記』

において､ イタリア政府が 1871 (明治 4) 年に同市に設けた養蚕実験局に関する記述を書

き加える｡ 以下にその一部を示す｡

〔日本語原文〕

TRV G j 彦宇摩ン好E y ､ 俊二養蚕ノ学2賢ヲ屠デ､ 本年彦二成せy F 云､ ク夢卓ノ脚 シ

チ, 一一一rB ニj5 ナカy ケL/ j･そ､ 兵讃膠ノ粛啓57左二戯ス- シ1

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 323･325 ページ出典｡
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(中晩7 0 度草紙 和琴E y ､ 磨メテβ欄 好ヲ屠スL,､ 者粛アナセシ好 = ノ､､ - # /

鰍 = デ､ 腰虐プソレへ 虜 ヲG ム/I,a + r中ロカラムJ ニJEIR とシコ F アP ､ 早晩二+ a rキ

ロカラムJ ノ虜 得ナy シニ､脚 二者クナy 穿今ノ､平穆+ i /i-rキロカ ラムj ニスキス､

兵拷ニノ､全都 ミカ舶 ヲ登 シテ､ .未ク薗アナサゲル併 =腰'L//I,コ jtアP ､ 養蚕ノ^ 虎､ 之力

為メニ威磨滅酵ヌル モノ､ 年率二脚 シタダ､ 槻 ノ鹿 多年是材ア受タ､ 潜申二筋 材

ヲノ野シ1 朗 之力願 二彪y 具弊イブベIb タス, 虐 ヲLj テ慶好 E P r/ jヾ･クJ 麻 = ､ 養蚕学

歴 男酸彦シ､ 二者讃貯夕顔穿シ1 席題ノ:夢産ヲ jLy デ､ 以来動野 E y 蚕産ヲ貫スノレコ jtア奈スノL,

G 彪 ヲ丘クP ､ 去年 5 本E y 巌八ノ蚕産タ､ 彪ニテ牌 セシニ､ E 千倉ノノ申ニ､ 鮪 ./粛産

ノ､､ 啓二顔アルノ ミナy 辛､ # ニ5本ノ蓉産ン､､ 以屠ノ屠 ヲ腐静せシムル御 ナP F え 顔

戯･F シテミルニf /I,. 虐5 槻 牢牢ニm ヲ庶T シテ､ 鮎 ノ顔塞カラン jtヌル5 g タ

グ､ 0 度貯ニノ於デ.岩千倉 ヲ費スノ､､ 二変節 ヲ顔査シテ､ 願 /ノ産 ヲFルニアy ､ 歴拷二蚕虐ノ

腰､ 密好ノ腰 タ､ 贋教産ニテノ野シクル彫 ヲ伊P ､ 謝 ノ励 勤統 # @ / # ヲ示 シ1 _方/i

膚蚕好ノ願 ヲ伊y テ衆二示ス､ 普噂併走称 二戸三産ヲ Fメ/ニノ､､ 粛ノ粛 ヲナシクル膚､ 虐̀
サンチグヲ- ド

ニ具准櫛 ヲG シテ武野ヲナス､ 真澄/､, Fg彪讃ヒ慮フィレ､ 之二題ヲ送 P , 5 度 表 ニデ､ 尤

度 E y + / L度 マテノ題 ヲ､ 半5 ブ 1次夢二磨潜ス L,/ ､､ 腐朽ノ虚ノ､克 鈴佑酵ノ/# ニ.者タデ､

戯 F ナy 紺 ス､ノ野テ其瀞 ヲ jty ､ j# # ニテ超潜 シ､ 兵瀞 ヲ勝 二,5 シ1 贋教穿ニテノ野ス

ニ､ 冴中ニE jg f /I,/点者ヲ粛 ′､スノ､鰯 /ノ虐戯 ナグ､ 産産ノ彫 ヲ昇 .､スノ､､ 廟 貯ナP ､ a

デ虐戯ノ慮ノミ番伊 アナシテ､ 願 7 分チオ辛､ 棚 ノ it辛ヲ符タ､ 0 克 新任好ノ摩ニ

ツキタテ
至■L// ､､ 序 と兵膚ノ# アミデ､ 戯 轡ヌ鑑定シ､ ノ糸ヲ窟クル勝 二､ 具慶 ヲ_産- オク､ 戯ノ粛

ヲ虜 y′労デ, 腰掛 小 手, # ク腰y クル白ノ有ニテ髪セル.､ /J､j好ヲLj デ､ 戯 轡ア腐て jty

テ靡ニイ L,､ 藤子プ屠 シクル歩摩二薗アシ､ 虞静ニオ辛､ 一審顔7 番シテ､ 一両瀞ノ二穿ノ､y テ舟

j# /I,ヽ欄 と､ 戯呼ニ兵曹ヲノ野手､ 磨噺ヲ虜 ミデ､ @ ノ周番号ノ靡ニイ L/A 一手､戯 ノ3g/ ､､

j鋸顔ノ@ ヲ/ ､y クノ碩 貞屠 ./府ニイ L,､ 慶 好撒 タ､ _Lj72'@ 一寸ブ オヽ早戸､ _立ク酢卓､ 之

ニノオケオク､ 虐ノ､腰卿 ヲ登ム雛 ､ 厳密ノ舶 鹿 乗y デ､戯 身ヲ穿ス/I,ヲ｣好クナP ､ ノア顔

ノ歯顔餅層3鋸顔ノ願 ナダニイ L/デ登 シムノL,モアy F 云､ 戯 全ク卵 ヲ工費ミ腰L// ､､ 原産孝

ノ磯 野ヲアクメデ､ 胡 座ヲ超潜 シ､ 虜款穿ニデ庚 蒼シ1 農 好7 /I.i.辛ノ､､ j芽産ア廃寮ス､

0 虐ニ.於テ虐戯ノ屠 ミクル､ 顔 中ノメ軒産ノ ミタ､ 学報 威ソ､ナ二五分槻 唐衣こ とクシ

ふちやく
オ辛､ J卵タ.有二厚 着 シクル′√ゴムJ 質ノ粛 ヲ瀞シ､ 兵卵ヲ潜ニテ摩 < 腰 シテ粛啓シ1 有 と産

と# .f ノj野中ニイノレ一､ 線 ､､ .水野 E y 膚水ヲ姥f野シテ､ 卵 ヲJ解酵セシメ/I,島野ヲナシ1

虐 ニ戸畑 二冴A ルぞノア虐卵 j･盾ム､ 厚顔ヌル モノノ､不遜 ノ卵 ナP ､ 之 ヲ謝 ニ# さ､
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むこうし
牌 敗 者クノ､静粛ノ1 ニ､ 卵アオキテ水アサP ､二者# 歯ノB ノ有ヲ窟クル席静ノ中二腰粛シ1

虐 ヲ超ノ麟 ノm ヲ窟ク/雌 =送y ､ I-一服 ぞ豆ネ､ 姦脚 テル.コ八 一ナノ重囲ヲF

P ､ 慮ニノ､願 ノ/J､苑ヲ穿タデ､ 二其卵産ノ虚アサP ､ 空斎ヲ遷穿セシムル i.ナP ､ 此度ハ逝=

牢ノ二者LW ニデ､ 超好学終二.於テヱ美ヲ靡-シ､ _昇= 虐善好材ノ貯ヲ併穿スル jt云､ {@ G j 1

ここで本節に引用した 『米欧回覧実記』に紹介される養蚕製糸業をめぐる専門的知識は

本当に久米が集めたものなのかという疑問が生じる｡ (詳細は本章 2節参照｡)

岩倉使節団がヴェネツィアに到着したのは 5月 27 日の夜であった｡ 駐ヴェネツィア日本

総領事中山譲治とその書記官の歓迎を受けてから､ 投宿先のホテル ･ニューヨーク (H otel

N ew York) まで案内した｡ 翌日､ 一行は午後から､ サンマルコ広場 (Pia2;2Ia S.M arco)､

溜息の橋 (Ponte deiSospiri )､ ドゥカーレ宮殿 (Palazzo D ucale) などのヴェネツィアの

主なスポットを回覧した｡ そして29 日は､ 岩倉使節団は二つのグループに分かれた｡ 一方

で､ 岩倉大使とその書記官らなどは体調を崩したため､ ヴェネツィアに滞在し､ 他方では､

伊藤 ･山口副使らはフェ伯爵に案内され､ 列車でプレッシャ及びミラノ- 赴いた｡ 岩倉の

一行はグッリエルモ ･ベルシェ- (G uglielm o B erchet) に案内され､国立古文書館を訪れ､

1615年支倉常長 (六右衛門) がヴェネツィアを訪問した際に残した署名を見た後､サンタ ･

マリア ･デッラ ･サル- チ (S.M aria della Salute) 教会などを訪問した｡ 30 日､ 岩倉は船

に乗り､ ムラーノ島 (M urano) でガラス工芸館及び複数の工房を見学し､ 翌 日はヴェネツ

ィアのアカデミア美術館 (G alleria dell-A ecadem ia) を見学した｡ そして 6 月 1 日には､

プレッシャ ･ ミラノから帰ってきたフェ伯爵､ 伊藤 と山口と再合流し､ 翌日王室専用列車

を利用して､ 伊喚国境に向かって出発した｡ 一行はウディネ (U dine) 経由でイタリアの国

境を越え､ 当時オース トリア帝国領土であったナプレシナ (N abresina) 駅で駐 日オース ト

リア公使カリチェ (C alice) 及び佐野常民と落ち合った｡ ここで､ フェ伯爵は岩倉使節団と

別れ､ 本章の第 2 節に扱 う養蚕視察団の案内掛として務めるために､ パ ドグァ- 赴いた｡

[4･1･3一使節団副使伊藤と山口のフェ ･ ドステイア- ニ邸訪問について]

以上述べた通 り､ 特命全権大使岩倉具視がヴェネツィアで滞在している間､ 副使 ら伊藤

博文と山口尚芳などがフェ伯爵の生まれ故郷プレッシャとミラノとを訪問した｡ 久米邦武

の 『特命全権大使米欧回覧実記』においては､ この非公式の訪問に関する記述は一切現れ

l 久米邦武編､ EEl中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第四巻) 岩波文庫 1977､ 341･344 ページ出典｡
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ない. 岩倉邦子氏は､ 『岩倉使節団とイタリア』という研究において､ 貴重な史料を紹介す

ることによって､ この点に光を投じている｡

この史料はプレッシャで刊行された日刊紙ラ ･センチイネッラ ･プレッシャーナ (La

Sentinena Breseiana) の 5月 30 日号に掲載された記事である｡ その中には､ 副使伊藤 ･

山口のフェ ･ ドステイア- ニ邸訪問に関する情報が多く含まれるため､ 以下にその原文及

びその日本語訳を挙げる価値が充分にあると考えられる｡

〔イタリア語原文〕
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d'1'DteZPyetl血 o a cLe alZe azle tTe e BZeZZOP ORZen 'diaDe fw oDO aaCOm P ag22atlalla leyTO Tq'a

血 iepartizlaUOP er M Elan o .1

〔日本語訳2〕

本βE 字､ グヱネブイア穿功 畔草で､ 尊顔iL,5 .本瀕:静の一御 切 着L た o 一行のためlr倉立

てられPL-三重柳 〕ら虜m lr下草L,えのぼ､イクy ア輝 の皮節一行iE彪伊す8 5 5 本全

磨公瘡 傾癒御 節野中ノアレy サン F 七 ･フェ r jttlステイア- ニ超虜 で､ つい働 鮫

さらlE全貞六名の虚の高官た ちBj冴 いたo 二会貞25棚 資 であったo

フヱ ･八ステイア- ニ磨邸に入ったあと､空軌 と高官諺j凝己かきれ､ ついで黍a 七方l.=5

本再診を予定L,ていa ブ L,y シャの養:密会在身H の秀彦若者の節 が動き合わされj1-0

以上の窟介のあと､m ブ膚 の午餐会を畏穿L PL-元広ン野に顔貌 大都 執替さまざま唐超瀞や符

で卓彦 _とLFu lEG らカ､ そ′わ あL 家 Jマソレコ} ･ マソレクオータの掌ir なB ､ クエ/i.ギy クスのア

ユネイス助穿叡好いPL- + / l館 グムローi -# のきわめ手業L,いフ L/スコ醐 めを層まめよ

うな厳粛の g)とlE ､ i,つら虎らjz,T い71-0

字密ぼ半榔 ど磨いたd斗 遠来の賓客のかえわ らir統 テノレグイ虎爵夫人､ フヱ ･ Fつて

ティア- ニ慮爵夫人､ フェ ･プアy 単軌 が塵■を占~めT いたo 賞轡fe表の面々ぽzPJ名士

および碓 芽者らメ堀 好L虎o + 倉ほどの慶 寿をm J客車が字密会参勿者全貞を桑せ 丁､ 席庁

舎LL パ F y オ脚 のj執野/=超 い71-0 劫 軍産で賓客た ちば､ ー若名産■,'=署名を粛L 71-が､ 草,'=

よっT G 本 字で書かれT いa PL-め､ ,* M の あのIrぼ櫛 L,# jl-いとL,T あ､ われわれir/貨オ

好なL,-aEJ倉となるこt だろう 0

度夢の一行のだれ 邑メ瀞 やフランス房 で､ あa あの鑑歯群を介L,T 会膚 を蒼L,み､ 大い

に虜愛の庁を示 L,71-0 それば字数二一時半iE ミラノ- 府 if 碓 穿すa メ乾草の_見送 ク停まて溶 い

たのであったO (E A 三+ B tj F ラ r センティネプラ rプレシヤーナitU 3

岩倉邦子氏が指摘するよ うに､ フェ伯爵が伊藤 ･ 山口をプ レッシャの蚕卵商人たちに面

1 rラ ･センチイネッラ ･プレッシャーナ｣ (La Sentin ella B reSCiana) 紙､ 5 月 30 日より｡ この史料のイタリア語原

文は､ IW Am SH OKO (ed.),触 a e dopo la LZ2igslazZeItv;ahzLta 75sLbzzom 'anH 血edtb ,L'E rn a di
B retschneider,1994､ 1211122 ページにも紹介されている.

2 この日本語訳は岩倉粕子氏によるものである｡ 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 lS蛤7､
133-134 ページ出典｡

3 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 133-134ページ出典｡
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会させたのは注目に値する点である｡ まず､ この事実からすると､ フェ伯爵がプレッシャ

訪問及び午餐会を前もって計画したことは明らかであろう｡ また､岩倉氏は ｢その機会に､

郷土の商人に益するなんらかの優遇措置を日本側から引き出そうと意図し､ あるいは少な

くともなにがしの便宜を図ってもらいたいとの期待感が､ この計画に秘められていたので

はなかろうか｡ 午餐会は私的な性格を装いながら､ 公的な意図の反映､ 政治的な配慮があ

ったことは否定できないであろう｡｣ 1と指摘する｡

フェ伯爵に蚕卵商人として活躍する二人も兄弟や多くの知人がいたことを考えると2､ 日

本政府に期待していた ｢なにがしの便宜｣ はまず､ 彼自身の家族及び知り合いに有益なも

のであることが確実である｡

次に､ フェ伯爵の果たした役割に焦点を置くことにする｡ フェ伯爵が数時間でも､ 日本

政府･の高官伊藤と山口と､ 毎年日本を訪れる蚕卵商人たちとの接触の場を設けることによ

って､ 蚕卵商人たちと日本政府の高官とが直接に話し合うための機会を作ったのである｡

一方では､ 伊藤と山口とには少なくとも､ 蚕卵商人たちが毎年背負う重大な責任 (膨大な

金額を日本に持ち込み､ 良質の蚕を選ばなければならない)､ 抱える不満 (日本産蚕卵の晶

質悪化)､そして解決して欲しい政治的問題 (特に本論の第 5 章に扱う外国人内地旅行問題)

を直接耳にし､ 蚕卵商人らの立場をよりよく理解するチャンスを得たと言える｡ そして他

方では､ この出会いをきっかけに､ イタリア政府 (そして駐日公使) の活動を批判する傾

向のある蚕卵商人は日本政府の立場をよりよく理解できたことが充分に考えられる｡

[4-幻 ～フェ伯爵と日本養蚕視察団のイタリア訪問について～

[4･2･1- 養蚕視察団のイタリア訪問について1

1873 (明治 6) 年 5 月末に､ 岩倉使節団がイタリアの主要都市の訪問をほぼ完了し､ ち

ょうどヴェネツィアに到着しようとした頃 3､ ウィーン万国博覧会から､ 他の日本人団体が

イタリアに入国した｡ それは日本政府によって派遣された養蚕視察団だった｡

この一行は､ オーストリア､ スイス､ そしてイタリア北部の養蚕場 ･製糸場を訪れ､ ヨ

1 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 135 ページ出典｡

2 弟のピエ トロ ･フェは 1873 (明治 6) 年にもEl本を訪れたため､ 午餐会に参加していたことが充分に考えられる｡

ZA N IE R ,Claudio,S戯l広4∫- Se由)'oltJ'b h'aDL'iz2G laFPOne (1861-1880),Cleup,2006､ 323ページ参照｡
3 岩倉使節団は 1873 (明治 6) 年 5月 9 日から6 月 8 日にかけての間に､ イタリアの主要都市フィレンツェ､ ローマ､

ナポリ､ ヴェネツィアなどを訪れた｡ その時､ 一行のメンバーは非常に少なくなり (15- 16 人)､ その時点で副使木

戸孝允と大久保利通はすでに使節団を離れていた｡
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- ロブパにおける蚕の飼育方法 ･技術 ･環境や生糸の生産技術を徹底的に視察する任務を

帯びていた｡

一行がイタリアを訪問した時期は 5 月 26 日から6 月 11 日にかけての間で､ 訪れた場所

はフリウリ州､ ヴェ- ネ ト州､ ロンパルディア州､ そしてピエモンテ州の主な養蚕 ･製糸

関係スポットである｡

フェ伯爵は､ 岩倉使節団と別れてから､ すぐにこの視察団と合流し､ その接伴にも携わ

ったo また､ フェ伯爵とともに一行の北イタリア視察旅行に案内掛として同行 したもう一

人の人物は､ パ ドグァ養蚕実験局の局長であり､ なお且つ当時のイタリアにおける最高の

養蚕専門家でもあったェンリーコ ･ ヴェルソン博士 (D ott.E nri co Verson)1だった｡

この養蚕視察団に関する日本側､ 及びイタリア側の一次資料を分析 した専門的研究はほ

とんどない2｡ そこで､ 本節では両国で集めた未刊史料を活用することで､ この視察団の経

緯を浮き彫りにしながら､ 次に挙げる四つの疑問を解明する｡

① 視察団の目的は果たして順調に達成されたのか｡

② 養蚕視察団は日伊貿易関係の継続にどの程度の影響をもたらしたのか｡

③ 養蚕視察団のヨーロッパ派遣はどのような歴史的意義を持つのか｡

④ 養蚕視察団の接伴掛として務めたフェ伯爵の役割はいかに評価すべきなのか｡

これらの疑問に答えるためにはまず､ 養蚕視察団のメンバー､ 訪れた都市､ 受けた歓迎

やかかった費用といった点に光を当てる必要がある｡ そして､ 日本側及びイタリア側の報

告書や建言書などの一次資料の分析を行 う必要がある.

[4-2-2- 視察団のヨーロッパ派遣の目的についてユ

もちろん､ 養蚕視察団をヨーロッパに派遣 した日本政府の狙いは､ 幕末 ･明治初期の日

本の最重要な輸出品であった生糸の生産量と晶質とをヨーロッパの水準にまで引き上げる

ことだった｡ なぜなら､ 輸出を増加させることで､ 日本政府は､ 国家を豊かにするための

1 エンリーコ･ ヴェルソン博士 (D ott.E nri co Ver80n, 1845年 4月 25 日1 1927年 2月 15 日) は北イタリアパ ドグァ

(Padova) で生まれた医者並びに優れた昆虫学者であり､ 1871年にイタリアの農工商省 (M inistero diA gTicoltura,
IndtlStri a e Com m ercio) が養蚕業に関する研究を奨励する目的で設立 したパ ドグァ養蚕実験局 (S tazione

B aeob gica Sperim ental e diPadeFVa) の局長となった｡
2 実際､ この視察団の訪問に触れる一つの研究は存在する｡ それは cA M P O R E SE ,Chiara,La M 'sslone ZwBbuzTa l'D

Zb b'&,U nivel･Sita'Ca'Foscari diVenezia,TeSidilaurea (学士論文),1998､ というものである｡ しかしこの学士論
文は主に､ イタリアの日刊紙を利用しており､ 日本側資料を一切扱っていない｡
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収入を確保することができるからである｡

しかしながら､ 毎年 (特に 1871年以降) 日本からイタリア- 輸出される蚕卵の質が悪化

する1とともに､ イタリア人養蚕家の不満は高まっていくばかりだった｡

また､ 1869 (明治 2) 年に､ パスツール 2によって､ 微粒子病に対する予防策が発見され

たため､ ヨーロッパの養蚕業界はこれに全ての望みを託し､ 蚕卵を再び自ら生産する方向

に進み始め､ 前向きな姿勢を取り戻すところだった｡ ただし､ この予防策はすぐには中小

規模の養蚕場に普及せず3､ 結局､ イタリア人蚕卵商人らは 1870 年代後半まで定期的に日

本を訪問し続けなければならなかった｡

前述のとおり､ この貿易関係は日本側にとって非常に有益だった｡ したがって､ 日本産

蚕卵の晶質低下を訴えるイタリア人養蚕家の不満の声､ そして微粒子病の予防策の発見を

耳にした明治政府は､ 日本の近代化にとって貴重な外貨の泉が滴れてしまうのではないか

という懸念を抱くようになった4｡

この角度から見ると､ 1873 (明治 6) 年 5 ･6 月に北イタリアに派遣された養蚕視察団の

主な目的は様々な養蚕場 ･製糸場 ･養蚕試験所 ･養蚕学校を訪問し､ 当時の日本養蚕業 ･

製糸業に不可欠だった科学的 ･技術的知識をできるだけ集めるとともに､ 日伊蚕卵貿易の

危機を生じさせた諸問題の解決に尽力することもあったのではないかと考えられる｡

また､ イタリア人蚕卵商人たちは日本で外国人居留地以外の地域を自由に旅行すること

ができず､ 直接に生産地で良質の蚕卵を仕入れることができなかったことを忘れてはなら

ない｡ この理由で､ 1873 (明治 6) 年に岩倉使節団がイタリア国内を自由に旅行した時､

イタリア養蚕業界において更に5憤怒の声が高まり､ イタリア政府､ そして駐日イタリア公

使などが猛烈な批判の的となった6｡

以上のような状況の中で､ 養蚕視察団はイタリアに足を踏み入れたのである｡

[4･2-3- 視察団のメンバーについて]

イタリアに派遣された日本養蚕視察団の代表者は､佐々木長淳 (ささき･ながあっ､ 1830

1 蚕卵の質の悪化は生産側 ･販売側による不正行為､ 様々な病気や誤った保存方法などによるものだったとみられる｡
2 Le uiS Pasteur (1822- 1895)フランスの化学者 ･細菌学者.

3 この予防策を実行させるために､ 当初は膨大な金額が必要となっていた｡

4 日伊蚕卵貿易関係について､ ザニエル氏の研究が詳しい｡ 例えば､ ｢岩倉使節団の時代における綿と日伊通商関係｣､

岩倉邦子 1997『岩倉使節団とイタリア』217-236､ZA N IE R ,CLAU D IO (A cura di)LID lan 'o dilTom peoM a彪PCChL',
M aSSettiR odella E ditori2003 17-63ページなどを参照｡ また､ M AZZA m I,PATRIZIO La dlblom azla l'tab'ana e
L'caL･b mL'gZlappoDeSL'(teSidilaurea U niv.B occoniM ilano)2002 (学士論文) もこのテーマについて論じている｡

5 1872年に日本から輸出された蚕卵の質が特に悪く(本章第 3節参照)､イタリア養蚕業界においての不満は高かった.

6 イタリア養蚕業会の不満は､ 特に 1873年 5･6 月に観光されたイタリア側の日刊紙に現われている｡
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- 19-16) という人物である｡ 佐々木は福井藩の出身で､ 維新前に洋式兵器の技術者 として

務めていたが､ 維新後に工部省に出仕し､ 養蚕業務を司り､ 近代的養蚕技術の導入の先駆

者となった｡ 彼は､ 日本養蚕業の近代化及び養蚕研究の発展に最も貢献した人物の一人で

ある1｡

佐々木の同行者に､ グレーフェン (E ngelA .G reven) というドイツ人技師も加わってい

たが､ この人物に関する情報は非常に少ない｡ グレーフェンは何らかの形でウィーン万博

において日本政府と協力したと見られるが､ その詳細は不明である｡

また､ 一行に駐伊日本総領事中山譲治2も同行したと見られるO

イタリア側の新聞記事と書簡､ そして日本側の公式な報告書には､ 佐々木､ グレーフェ

ンそして中山以外のメンバーや視察団構成員の数に関する情報は一切見出せない｡ ただし

次に挙げているウディネのホテルの領収証には､ 一行の人数を示唆する情報がある｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

N OTA IN TERLN ALE

〔日本語訳3)

虚1時会F,-=f

Cam em N 1,9,10,13 1i29膠 73 1,9,10,13 館 1873 年5 A 29 B /E で

Zt.ムお Cent.

A nogg70 L .15' 00
S I C
CaDdelle , 3' 00
8 1 C

a nazl'one p er se1 , 13' 25
S 1 C

1 B otZiHa fdno e bitTB , 6' 00

触 zop ez･8ela L .5 ,30' 00

伊 y ラ せこ/.ツ

膚潜 15' 00
舶 3' 00
昼食 6ノん好 13' 25

グイン′とビーソレ ｢ 本 6' 00
夕食 6ノ人崩▲5 y ラ 30' 00

1 『海を越えた日本人名事典』によると､ 佐々木長淳 (または権六) は 1830 (天保 1) 年､ 越前国福井で､ 福井藩士の

長男として生まれたo 藩主の下で海外の軍備品や工業の事情を学び､ 1867 (慶鷹3) 年に工場を視察するためにアメ

リカ- と渡った｡ また､ 帰国してから､ 兵器､ 書籍､ そして軍法規を日本に輸入し､ 日本の軍備開発 ･軍隊教育に著

しく貢献した人物であった｡ 佐々木は 1871 (明治 4) 年に新政府が設けた工部省勧工寮に勤め､ 1873年に内務省勧

業寮に移り､ 同年の春と夏とにかけて､ オーストリアのウィーン万国博覧会に派遣された｡ 佐々木は全部でイタリア

を2回訪問した｡ 1回目は､本論で扱っている養蚕業視察団の代表者として行った時で､2回目は 1876 (明治 9)年､

イタリアの養蚕公会所に出張した時である｡ また､ 帰国後､ 1877 (明治 10) 年に､ ドイツ人技師グレーフェンの協

力を得､ 上州新町駅紡凍所を創立し､ 養蚕業に関する 『蚕夢問答』､ 『蚕の夢』､ 『蚕体解剖』などの書籍を執筆した｡

2 中山譲治 (1839 (天保 10 年) 年 6月 15 日- 1911 (明治 44) 午)､ 江戸生まれ､ 幕臣瀬戸本太夫の息子である｡ 1857
(安政 4) 年に､ 長崎で蘭学 ･英学を学び､ 1865 (慶応元) 年に横浜仏蘭西語学所伝習生となる｡ そしてフランスに

留学し､ そこで兵学を学んだ. また､ 1870 (明治 8) 年に､ 蚕卵紙の海外販路を拡大させるために､ イタリアに派遣

された｡ 1872 (折治 5) 年に外交官 (総額事) になり､ 同年 10月 15 日にヴェネツィア- 赴く｡ 翌 1873 (明治 6)
年 5月 9 日にそこで領事館を設けるが､ 1874 (明治 7 ) 年 3月 8 日に太政官がそれを廃館する決断をとったため､
同年 10月 17 日に帰国した｡ 五ケ国語に通じていたという｡ [『海を越えた日本人名事典』より]

3 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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8 1 a
N2 B otlgL'eI 血o e birEa , 7' 00 クインとビーソレ 二本 7' 00

CazTOZZa , 15' 00 屠革 15' 00

0m m 'bue PapteDZa e bag , 5' 00 一乗ク倉 レ膚 卓 ･荷紛 5' 00

L .94 25'

ServT'zlo 6 00'
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サーとつて膨 6 00'

Saldato L .100 25' _支諺;い済み 100 25'9 7-

B 血 Volpato 1 7 'ji,フォーニ グオルパーf

昼食代や夕食代がそれぞれ 6 人分ずつ請求されていることを考えると､ 日本視察団の総

勢は､ 案内掛を除いておよそ 4- 5人だったことが推定できる2｡

[4-2-本一養蚕視察団の行程について]

ここで､ イタリア側の新聞記事3や公文書などの史料に基づき､ 養蚕視察団一行の視察旅

行のルー トを簡単にま■とめたい 〔以下の地図①参照〕 4｡

1873 (明治 6) 年 5 月 21 日 (水) :視察団はオース トリア帝国の首都ウィーンを出発し

た｡ ちなみに､ ウィーン万国博覧会は 1873 (明治 6) 年 5 月 1 日に開催された｡

1873 (明治 6) 年 5月 27 日 (火) :視察団は汽車で､ イタリア東北フリウリ (Friuli) 州

にあるウディネ(U din e)市経由で､ 岩倉使節団と同じ日に､ ヴェ- ネ ト (Veneto) 州､ ヴェ

ネツィア (Venezia) に到着し､ ｢ホテル ･ ラ ･ルーナ｣ (H otelLa Luna) で宿泊したO フ

ェ伯爵もこのホテルに泊まっていたとみられる｡ この日にヴェルソン博士も一行に合流し

た｡

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ip.G e n .A gr.,ⅠIVers.b.153 1873年 5月 29 日､ ウディネ ･ホテルの領収
証

2 ちなみに､ 1873 年 2 月､ 日本政府に北イタリアの養蚕場･製糸場を視察するために､渋沢喜作 (誠一郎､ 1838- 1912､
渋沢粂- の従兄) と中島才吉 (謙益､ 1846- 1925､ 外交官 ･在ヴェネツィア日本総額事館にて勤めた) という二人の人

物が派遣されたが､ この二人は 5- 6 月に未だヨーロッパに滞在しているはずだったものの､佐々木の一行に随行してい
なかったことはほぼ確実である｡ なぜなら､ 渋沢と中島の 1873 年 2 月の北イタリア訪問は日刊紙などに広く取りあげ

られたが､ 佐々木の視察団の移動を取り上げる日刊米は今回､ 渋沢と中島について一切言及しないからである0
8 プレッシャのF 刊紙 ｢ラ ･センチイネッラ･プレッシャーナ｣ (IJa Sentin eⅡa B rescian a) (6月 8 F 号)､ そしてヴェ

ネツィアの日刊紙 ｢ラ ･ガゼッタ･ディ ･ヴェネツィア｣ (La G azzetta diVenezia) (6 月 17 日号) において､ 一行

の移動が詳細に取り上げられている｡

4 R A N D M cN ally,PTeLZZl'eT FVoL:1dA dae,R and M cN ally & C0.,1967,21ページ出典.
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ナローリ (Fenaroli) 家1の養蚕場を訪問したo そこから､ 正午､ 一行はプレッシャ市内-

移動し､ 博物館､ テア トロ広場 (Piazza del Teatro) にある蚕の市場などを見学した後､

岩倉使節団と同じように､ 佐々木らはフェ伯爵の自宅にて宴会でもてなしを受けた｡ その

後､ 一行はロンカデッレ (R oncadelle) 村のグアイネ- リ (G uaineri) 兄弟の城- 赴き､

近くの養蚕場において､ 数人の養蚕家と面会した｡ 夕方､ 視察団は汽車でミラノ (M ilano)

- と出発した｡

1873 (明治 6) 年 6 月 7 日 (土) : ミラノに到着した視察団は博物館と農業高等学校を訪

れた｡ 一行は同市内に投宿した｡

1873 (明治 6) 年 6 月 8 日 (日) :この日に､ 一行はブリアンツァ (B ri anza) という地

域にあるランカーテ (R ancate) 村- 赴いた｡ そこで､ スザ- ニ (C av.G uido Susani) 2の

｢カシーナ ･パスツール｣ (Caseina Paste llr ) 3という私立養蚕試験場を見学した｡ この施

設で､ 佐々木らは､ イタリアで飼育された良質で無病の蚕を見ることができた4｡ 次いで､

一行は絹の名産地コモ (Com o) とその周辺の製糸場･養蚕場を見学し､ ミラノで宿泊した｡

1873 (明治 6) 年 6 月 9 日 (月) :アンノーニ伯爵 (C onteA nnoni) の馬車に乗り､ 同伯

爵のバター ･チーズ工場を見学し､ 夕方はピエモンテ (Piem onte) 州アレッサンドリア

(A lessandria) - 赴いた｡

1873 (明治 6) 年 6 月 10 日 (火) :アレッサンドリア市内の蚕市場などを見学し､ 夕方

はトリノ (Torino) に向かって出発した0

1873 (明治 6) 年 6 月 11 日 (水) :視察団は早朝からトリノの蚕市場も見学した後､ 汽

車に乗り､ 附近のカセッレ (Caselle) 村にあるデプレ男爵 (B arone D epr占) の製糸場など

を訪れた｡

夕方､ 一行は二つのグループに別れた｡ 佐々木とグレーフェンの一行は視察旅行を続け

るために､ スイス､ そしてオース トリアに向かって出発した一方で､ フェ伯爵､ ヴェルソ

1 フェナローリ家はフェ ･ ドステイア- ニ家と親戚関係で繋がっていた｡ フェ伯爵の母親もフェナローリという苗字で
ある｡

2 この施設の訪問について､ 本節の第 9 セクションに引用したグレーフェンの建白書も言及している｡ それによると､

グイー ド･スザ- ニと言う人物は大地主で､ 多くの養蚕場を所有しており､ 日本からの蚕卵の輸入に挑む先駆者の一

人であったと見られる｡ 養蚕関係の雑誌 ｢I,a Sele2lione mi Croscopica｣ [顕微鏡検査] もスザ- ニによって刊行され
ていた｡

3 この施設は微粒子病の予防法を発見したパスツールの名を付けられ､ ここで､ スザ- ニ氏はイタリア国産の良質の蚕

卵を生産するための研究を行っていた｡
4 この点に関し､ 詳しくは､ ヴェネツィアの日刊紙 ｢ラ ･ガゼッタ .ディ ･ ヴェネツィア｣ (La G azzetta diVenezia)

(6 月 17 日号) を参照｡ ちなみに､ グレーフェンも日本政府に提出した建白書の中で､ この試験場に言及している｡
この点に関し､ 詳しくは､ 本節の第 9 セクションを参照｡ (日本国立公文書館､ 2A ･009-00 太 00379100 マイクロフ

ィルム N o.004500 po§.0090-)
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ン博士と日本総領事中山はパ ドヴァに戻ることになった｡

[4-2-5- 視察団がイタリアで受けた歓迎について]

イタリア国立古文書館 (A rchivi o C entrale dello Stato IA C S) には､ この視察団のイ

タリアで受けた歓迎に関する未刊史料が多く保管されているが､ そのなかでも最重要なも

のを以下に分析する｡

イタリア外務省 (M inistero degli A ff ari E steri)､ そしてイタリア農工商省 (M in istero

d'A gricoltura,Industria e C om m ereio) の連携協力によって､ 5 月上旬から視察団の受け

入れ準備が整えられ始めた｡ 農工商省は外務省から日本養蚕視察団のイタリア訪問の連絡

を受け､ 迅速に動き出し､ 回状という形で､ ピエモンテ州､ ロンパルディア州､ そしてヴ

ェ- ネ ト州の各県知事などに視察団の来伊を伝達した｡

回状が発表された時点で､ まだ視察団到着の日にち ･滞在期間に関する詳しい情報はな

かったが､ 各県知事は農業共進会と農業 ･養蚕会社と共に､ 歓迎の準備を整え始めた｡ 特

に､ コネッリヤーノ (C onegliano) 村の農業共進会会長は 4 日間にも及ぶ見学プランを用

意し､ それを賓客に対する好奇心を隠せない書簡と共に農工商省に送った1 〔見学プランは

以下写真①を参照〕0

もちろん､ 視察団がコネッリヤーノ村で 4 日も滞在することはなかったが､ 熱烈な歓迎

を受けたであろうことは容易に推測できる｡ 事実､ 北イタリアの日刊紙には､ イタリア人

養蚕家たちの視察団員に対する温かいもてなしを強調する記事がしばしば現れている｡

日本の内地はイタリア人にとって立入禁止であるにも拘らず(本論第 1章､第 5 章参照)､

岩倉使節団がイタリア国内を無制限に移動できることと､ 日本産蚕卵の晶質悪化 (本章 3

節) を原因に､ 養蚕家や蚕卵商人らは憤怒に駆り立てられ､ イタリア政府と駐日外交官の

弱腰な姿勢を非難することがあった｡ イタリア養蚕業界が大変不穏な状況だった頃にイタ

リアを訪れたことを考慮すれば､ 佐々木の日本視察団が受けた歓迎は予想外盛大なものだ

ったと言える｡

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,ⅠIVerS.b.153 コネッリヤーノ村の農業共進会会長ベネデッティ (B enedetti)
から農工商大臣宛の書簡及びコネッリヤーノ村 ･農業共進会のプログラム (未刊)
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写真① ｢コネッリヤーノ村農業共進会 ･日本養蚕視察団によって､ 1873

年 5月コネッリヤーノ郡にて行われる養蚕場訪問の行稜プラン｣ とあ

[4-2･6- 視察団の費用について]

イタリア側史料の中で､ 視察団旅行の費用に関する文書もあった｡ 以下は主なもののみ

を挙げることにする｡

一行は主に汽車で移動していた｡ 汽車代の総額は 1042.50 リラ (およそ 195 ドル) 1に相

当し2､ この金額は農工商省が北伊鉄道会社 (Societa Ferrovie dell'A lta ltal ia) に直接支

払ったものである｡

しかしながら､ フェ伯爵が旅行中に自ら支払った雑費の払い戻しに関して或る問題が生

じた. フェ伯爵から諸費用の払い戻しを依頼された農工商省は外務省宛に- 通の書簡を送

った｡ その中で､ 農工商省はすでに一行の旅費を払っていたが､ 残 りの諸費はフェ伯爵の

交際費で支払うべきなのではないかという疑問をぶつける8｡ それに対して､ 外務省はフェ

伯爵が休暇の間､ 給与の半分しか受け取っていないため､ 彼に視察団旅行の雑費を負担さ

1 5.35 リラは 1871 (明治 4) 年に､ およそ 1 ドルに相当していたと見られる｡ F.G .B ru ni,M ercato de18em e deibachi
da seta a Yokoham a net1871,B anet血o a DSOlam ,vol.VIII,Firenze,1872,364･378〕参照｡

2 A CS ,M AIC,D ill.G en.A gr.,ⅠIVers.b.158 1873年 9 月 25 日､ 北伊鉄道会社から農工商省宛の書簡 (未刊)

3 A CS ,M A IC,D ip.G en.A gr.,ⅠI VerS.b.153 1873年 7月 18 日､ 農工商省から外務省宛の書簡 (未刊)
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せるべきではないと答え､ 農工商省にその払い戻しを催告した1｡

農工商省はこれを受け､ フェ伯爵に全額払い戻すことを納得したが､ これには厳しい条

件をつけた｡ その条件とは､ 旅館などの領収証を全部提出すること､ そして各費用の表記

と共に､ 支払った人の名前と日付を書き加えること (つまり､ 費用を何らかの形で証明す

ること) であり､ それをヴェルソン博士に要求した2｡

そして､ 最後にヴェルソン博士は農工商省に､ フェ伯爵の要請に応じて証明できる費用

だけの払い戻しを依頼し､ 証明できない費用はフェ伯爵自身が負担するということを伝え

た3｡ 結局､ フェ伯爵に払い戻された総金額は 465 リラ (およそ 87 ドル) のみであった｡

ちなみに､ 払い戻された諸費用はヴェルソンの書簡に添付されていた明細書に一つひとつ

表記されている｡ この明細書を以下に挙げる｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

D IstiL2ta delle sp ese sosten ute p ep la Com m l'BSI'one B acd oBT'cB Gl'app oDeSe, dtetTO

血can 'oo am tO da S.E .ilSTl'gnw M h istm CoDte F j d'Ostlam 'I

ZD821eSSO al teatTO (VeLZZeZii)

Calj 化/血 e)

A lbeEgO 化他 e)

M aDCla 血casa Concini'(ConegEaDO)

VettzLLTB dalla S tag.feTrOT:D T'Padova

PTaDZO (PadovB 1 o gz'om o)

Vettw e (h tem o cl'tti)

a laE 'oBe (Padova 2 0 87'om o)

IbleBTam m a Venezl'a

PTaDZO (PadovB 2 o giom o)

p ( H 3 0 g2'omo )

Vettzu e (A bano)

ColazloDe (Vl'ceDZa)

L .I. 13.00

4.00

100.25

20.00

5.00

34.00

5.00

11.60

2.00

34.00

40.00

19.00

9.50

1 A CS ,M Al C,D iy.G en.A gr_,ⅠIVers.b.153 1873年 7月 23 日､ 外務省から農工商省宛の書簡 (未刊)

2 A CS ,M Al C,D ip.G en.A gr.,ⅠIVers.b.153 1873年 9 月 4 日､ 農工商省からヴェルソン博士宛の書簡 (未刊)

3 A CS ,M Al C ,I)ir.G en.A gl･リⅠIVerS.b.153 1873年 9 月 26 El､ ヴェルソン博士から農工商省宛の書簡 (未刊)
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PTBDBO (Vl'cenzB) 29.00
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Calg;(W aDO)

ColazlloBe (Tovit20)

F eyroIT'B nhT'B (Toz血O)

vettzHle (Topiz20)

〔日本語訳2〕

33.00

40.40

5.50

14.00

2.00

4.00

3.90

12.75

2.00

464.90

Som B2a tOtale dl'L .I.quattm centoseSeaD taquattZ10

Cent.N ovBDta,n 'cem te dalSlinoT

M 'm 'StTO CoD te Fj E VeTSOB {a m aj 1

公@ アユ･ jl'ステイア- ニ慮甜 7Tlr委露を受if､ G 本棚 野のために支超っje:

′者費厚顔新着 /

劇場入湯粁 ｢クIl ネブイ7 )

カフェ ｢クディネ)

m @ (クディネノ

コンデーニ家に支諮ったチップ

パドグァ腐り)ら例 賢者fe

夕食 (/ iヾI'グァ 1 5 5 )

屠卓■fe 働 ノ

1 A CS ,M A IC ,D iy.Gen.A gr.,ⅠIVersリb.153 諸費リスト (未刊)
2 この日本語訳は本論の筆者によるものである0
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昼食 (/ jヾItグァ 2 5 5 )

甜 グ立ネッイア
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〝 ｢ 〝 βββノ

,有事托 (7 / ,llノ)

ll.60

2.00

34.00

40.00

19.00

二星倉 ｢グィチェンブァ､ グィチェンティーニ虎ら邑参勿) 21.00

夕食 ｢グィチエノブァ 2 5 5 )

ノ顔〕貯 ｢グィチエJ/ブァ)

グムロータ 昼食 (K i )

虜倉宥者 ｢コモノ

斉ie (コぞ戯 彪素顔までノ

カフェ (< ラノ)

塵倉 (F y ノ)

J乾草 チy ヱ rjty ノ)

ノ騨 (j･y ノ)

33.00

40.40

5.50

14.00

2.00

4.00

3.90

12.75

2.00

464.90

公@ フヱ好摩か ら受lプ虜 っ虎

G 5 /Tt+ @ イクP アP タカ+ セJ/タの緒

ヱ ･グム/L,ノン/ J著者]

フェ伯爵とヴェルソン博士とが証明できなかった費用の金額はもちろん不明だが､ ウデ

イネやヴイチェンツア以外の宿泊代などを含んでいるので､ 相当高い金額に及んだことが

推測される｡

[4･2･7- 佐々木長淳の報告書について]

佐々木長淳が遺した公式報告書はその視察旅行について貴重な情報を提供する｡ ここで､

佐々木長淳の欧州養蚕所 ･製糸場視察に関する二つの公式報告書を検討 したい｡
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一つ目の報告書は､ ｢佐々木長淳 ｢イタリヤ｣ 囲巡行ノ略記｣ 1とい う題 目で､ 佐々木が

1873 (明治 6) 年 7 月 21 日 (スイス訪問も終えた頃) に執筆 したものである2｡ この報告

書は佐々木が旅行中に取ったメモをまとめたようなものであるため､ 技術に関する詳細な

情報を含む部分は相当多いが､ 所々に著者の興味深いコメン トも含まれている｡

この報告書に現れる技術などに関する情報は､ 久米邦武が 『米欧回覧実記』で紹介 した

もの 〔本章 1 節参照〕と非常によく類似 していることが注 目に値する｡ ここで､ イタリア

に関する部分のみを以下に挙げることにする｡ 〔注意 : ｢｢ ｣ とい う記号は ｢コ ト｣ を意味す

る｡〕

〔日本語原文〕〔未刊史料〕

鐙■々ノ木長居 √イクy ヤノ腰巡行ノG F,-2d

令㈱ 糸政友とノ尿素腰皆炭好等虜遥軌/′命ヲ芽9 線 三+G rイクy ヤノノ野スクイッタ

尿 ノ者材ヲ超′行シテ屠爵ヌル7 左ノ勿シ

0 rタデ千千ノ'# 倉を

願 誓呼ノ5 - rキロノニ# 5 r7 7- J/クj i.云へy 修一r手p j / ､一子ノダ7- A ) 雌 中ニ

.於テ屠所cE クー穿y 廉 y シ虜ノ量G 善,g ヲBをメ､JEE ,iSノJ* シ癖 シヲ慶査スルニ盛者ノ題樹57m

ヱJ野 rフラン∵てJ ノノ(房丁メ- i/I,j ノ長サニ付デ､ 量5 g + 二度審 /､u + i /i:G 筈ノ慶5 ヲ

m シ1 再七/系57康子虐ヌニ赤二度j穿好ヲg テ其寄算基選者ナP ､ 庶メ之デ摩新ニテ宙ミ必着面ニ

pV = 敢メシ虜薯ヲJ,-2E シテ之57威拷ニノ貯フ rクティ子ノ粛聯 ノ軒ヲ新 1 ,4 + E ヶノ軒ナy it云

- 〟

0パjI'ク:酸

度扉ノ鮮 ニノ八戸屠易ヌルニ顔5 本囲 F二交易57磨シ停ノ､慮好ノ盈 有産富シクメ一身ノ餅 ヲ

y 児虚言+ rキロJ デ髪スル｢ ア得タレjI'モ勝 虜好ノ鮎 欝シクメ,噺クー務の虜好3

9 + a /i r辛L7j 瑠 スルモノ少ナオラズ数二虎ノ野ノG j敢琴テ教ガタシ愛ヲLj テ /イクy ヤノ

皮疹ノヾiI'クて好ニ.於テ孝# ア鼠 養蚕製糸ノ屠ヲJ好穿せy 7 ヲ磨メタy

J夢一義度と戯ノ彫 ヲ澄y 身顔中ノ鹿野アイ努勿ヌル7 ヲ得セシメB 着密LP /i -# ノ顔)好7 /I,

1 日本国立公文書館､ 2A -009･00 太 00379100 マイクロフィルムN o.004500 pos.0090- ､ ｢佐々木長淳 ｢イタリヤ｣ 囲
巡行ノ略記｣ (未刊)

2 日本国立公文書館､ 2A ･009-00 太 00379100 マイクロフィルム N o.004500 pos.0090-､ ｢佐々木長淳 ｢イタリヤ｣ 圃
巡行ノ略記｣ (未刊)
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彪 容57澄 P .H 戯身ヲj乾静シテ層款酵ヲg テ鑑定ス/L7 ､ Abt と鹿 野ヲ武生せシムルノ彦掌.房窟′

ノ裏穿ヲ顔穿 シ盟之二尿 ス/I,# # 彦ク貞ノ､i,y 兵務 //願 ニノ､u + / L摩ノ東本 ヲ超テ臭う蟹

質 ヲ慶査シ又番卒中二養蚕ヲ# ン j.飲シテ桑木 タメ好子慶ノ中二膚者シテ鹿 宮二男芽 ア虜 デシ

メ# ニ蚕ヲ養育スベ辛∠コ垂ヲBTケクy E ニ避穿落成シテ今年冴戸棚 ヲ為ス j･云へy 学歴

中ニステ原資スル男女許多アy 屠雌 々ス威 オ jtナy B 養蚕ノ彪 々ス屠知セル上ノ､rイク

P ･打 @ = .於テ善貞ノ鹿 野デ髪澄シテ必ス却@ ノ産新を抑 っ ア賓セン F欲スル由ナy

0 rif生 ヱ/ rクエッセンツ7 J r F y - ノJ /ヌテビ力

餅 テ製糸尻 ノ猷 f /I,ア易ル rパル マソニ.於テノ､鶴 力学ノ感菊芳顔タ.g テ虜卓ヲ屠好シ

JBブ長身 夢ヲG 存二顔 シテ盛者 ヲ遂弟脚 ノ.水ヲ威磨セシム虜魔女七+ ^ ヲ好7 真オー

G 瀞 = 兼 ヲ顔ク7 - r手L7j ノ五分ノーナy 修 玄人ニデー r辛EZJ ヲ顔単糸ル.57度 j･ス) 磨

オーG ノノ静狩- フ7- ンク (q H本ノ十勝 y ) 慶蜜酔ノ桑ソ､､ 二フランク半ア二穿7 其倣兼ノオ

ノ静養欝を身メ/I,# m ^ 虜ノ可否 ヲ齢 シテ之 ア願 ヌル# m ^ 願 ヲ5/摩シ1之ヲ釘ニjW テ魔

力ス者三人アy 彪願 ヲ動産せシ安タカm R ノLすE y E R # y 也0 舶 淵 ス.〟,5 アy者

/ ､j艶土工虐富 ヲ題 P G ニー火炉ヲ上野ケ此火虜二亙富ノm @ ヲ虚行シテ暑中ヲ彪摩 セシメ府メ異音

ノ坤二郎 虜ノ虜穎ア腰# セy j･摩ぞ避暑 .､二家屋ノ二膚5 ニM テ腰垂ヲ澄 y 具 中央二度炉ヲ産

キー一二.才ノE @ = 顔テ虜穿ヲ澄､彪暖炉//殿方二戯膚ノM 57B Tタデ層メ中ニー1々 E 寸安チ三々_方

寸Z腎F /i 'R # y 桑炭見̀好テ澄 y ク/I,# ニ､ 彪瀕スベ早慶 デスL/､ 之ヲ動静ノ1 ニj鉄材シテ願

ヌルニ rL/アムム/I,J (ママ) /i -+ ｡穿ノ題ニテ子機 ′､二+ J野停57m /I,j･云へP O 粛 ヲ

貯 フル5 中ニハ七八層ノM デー野ケ其上下紗 1 - .々 丘 滑 y 戯存二館 を扉セM 中二粛 ア

鹿野シテーH ノ野上之ヲ頗野シテ空 夢7 番ス7 - 顔 /､二度 F ス富ノ中央ノ@ 凄二度炉ヲ置戸

チ/六g ノ澄粛デ癖終発ノ､グラシム0 虜脚 ノ屠仰 チk JW /Jl差ア L, F ぞ兼磨ヲjW ルノ､必

ス二尻 ./虜ノ互二磨 L/倉7 /牙 E y 為/I,j#顔虜一層■ニ.於テ威ン､二j賂ヲ顔クアy 威ン､m # ヲ顔ク

アL/ jLぞ虚# 三m ヲ顔クJEブ魔女二人二村テ虜L7女 ｢ ^ ヲ貞7 /I,アy 或/､貞- ゲルアy rL F

i ソ材ニM テノ､BEk /i ^ ニ付糸屠 y 女｢ 人 舶 ^ ニ付糸L7女 - ^ ヲ厳暑ヌルアy 彪 糸ノ

虜ノ腰ソ､兵:厨ノ腰 ｢ママ) jt戯物ノ鹿野ニ# フテ各々男 カル.i.モ膚m # W H 57顔クヲ避常澄

j･ス〇万号ソ＼髪系ノ威容二者アj賢クルノ､碁ク虜L,ナP ､ A rクエッセン/ブ7 J 市中ニ.冴デーG

j軒57B ルノミ0 屠蘇ノ兼顔虜ニ.封テ屠蘇左石二粛 ｢ママ) ニ鉄材セル演 L7女､ E ニ背ヲ府 と合

せテ塵ヌル jt磨 jtそ r F y イノJ 逝在ノ紛 = テノ､､ 之二友 シテ承魔女､ 家ノ中央ノノオニ併

二殉rシテ二粛｢ママ) E ニ穿ヲ府 と合せ糸讐二行二戯 夢デ席讐ノ静 ､厳クー一二人ヲ題行セシムjW

メ二行ノ題孝二= ′許多ノノ密ア穿チタル雇腐~ヲg テ之 ヲ慶 と中原ニプ蒸粛夢二虜ヲ超人テ糸デ虜カ
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ス為二男7 E XJチ,iS夢ヲ慶査シ威ン､之ヲ勝 ル夢 ′､兵窟ノ元 萩上ヲ虜行シテ.糸孝ノ_ム野ニノ野

早戸ヲ犀タデ此D 3 9 着ヲ行フ此符ノ天 井ノ見方ニM f (マ7 ) ア夢テ題行ノノ八鹿カ 7Iス兵潜

盈糸ノ題置暴威大ニシテ二5 ,有力ノ柵 ア具へ慶古人ノ女 ヲ鹿骨ス府メ,素顔虜一層'ニlJ

チ,糸u G ヲ顔ク潜テ製糸B7 中ノ威 勢碁ク腰湯ニシテ身産ノ/̂ W モー掘 ク貞ノ､y全ク虜密j野

ノ者 jt,a - クy O g /素顔 ヲ南野スルニ､虜感覚カタR F M F モ水神ノ好ヲ得クル餅 M テ

ノ､慶ク.水鼻カタノ骨ヱ､J野チ水卓ン1一天冴中産57m ヱ L/ F モ r jtル ビーy J ニ避タ./I,jb ナ9 歳 蘇/､

r jtル ビーy j ノ鹿カニ産卵アy テ尋棚 ノ河水ニ r Fノレビーy J ヲ虎二屠ス j･云へy

フチエL/イノクンニカテノ_三三J

彪虜ニデ養蚕と軒ヲ月/I,. 鬼蚕ヲ養蚕サン j.併せノ､､ 脚 ヲ屠ミ脚 ｢ プーカ穿茅■j･ス､

鹿 野テ具粛産ヲ腰産セス3戴ノ､慶)好E y 之ア屠樺戸ノ有戸養育二心ノカヲ慶ス j.摩 j･モ月金虜 jtノ人

力 ア者スノミニシテ大粛宮子愛ル｢ 必 セP ､ # ニ客LFDノ:穿産ア賓メ二者可否ヲ斉藤シテ､ 之ヲ#

登温静ニ^ I/ rL/アムム/I,J (ママ) 二十六度 ノ温責とノ八/L,R - ノ月影ノ武生緋 ス/I,a / ､

勿メカ度E y + /L彪 半G ブ 次ヽ夢二温度ヲ願 ヌルノ潜ヲ易でテ天然､姥噺ノ櫛 E y 卓ク之

聯 セシメ兵瀦 ヲG y プ鞄線雛ヲ励 ニテ願 淵 ヲ好子m = ノ貯ケ之潮 ニテ慶査シ

兵冴郷 地 駈星57,@ 3 モノノ､J野チ/無痛ノ虐m F シテ彪顧 ア兵テ之二番号アp-=E シ∴硯 野

中ノ彪君シ虐囲 ナクズシテ歴々ノ二男磨 57,m .R モノ/ ､肴頻櫛ノ.務ニデ､之ヲ慶穿シ府 テ天然微酔
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ノ鹿野ヲ符テ異観 ./貞慶ヲ鼻メ教 メj鞄醍轡ヲ齢 シテ贋承顛摩ニ715 3 9 上面二次夢と屠

メ材セシムノ面メE ニ成虫G タ虜 ヲ脚 面二密雛 テ願 ノ戯容顔iX･# /I,ノ摩､兵磯野タ､虜虜デ
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送 y テ身ie'ノ俊歩摩ヲ腰二彬 へ真空贋 ヲ.凡一寸 j･ス虐 ん′感重野ノ卵 575 % ヌル膠二戯瀞ノ/Jl

虐アy テ戯 身ヲ夢セシムル ヲノ防クi-y鹿又.赤芽アノ骨とズシテ鹿 _とこ顔薯ノ歯顔ヲ慶べ粛ハ虜

二穿ノ嵐 威脚 ノノ/Jl茸夢ヲ塵界シ1 席好ヲ必中ニノ八L,テ産生セシムルア y 戯 全ク卵産57彦
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ノ貯ン F 餅ヌル蕨 .′席麓 ./頗 ヲD 樹 .､+ E 分席彫水中二度シ産車卵産 Fノ存好 古密着セル

rゴムJ 屠ン% ヲ虜辞せシメ兵卵産ヲ摩ク願 ヲLj j=M と落シ有と之ヲ虎樹 二送 P ､水野

a y 濃水ヲ紺 シテ∠プク具 卵ヲ戯腐骨シメ.水底■ニ冴ムモノノ､ノ好卵 i･シ水面ニ# 'フ# / ､不遜好

卵 F シ賓クフ鞄乾看ヲj乾酪シテ# = 之 57m 4 m . BG / ､B席ノ1 ニ置手テフ罵水分ア勝手､ ノ面メD X

143



超ノB 席ヲ窟y クル願 中二戯卿シテ､必勝 ア′方超ノ廟静テ願 シク/I,* # = 遂y 之 ヲ三+
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具超ヒ劇庚アy R 倉箸金野等アy デ､書中磨テ美 ナラス F産ぞ二三薗ノ脚 ア貞/ 願ヽ 57存

廃 シ家尿量謝 酢= 産デ､ 斉藤醗矛盾ラダL/ハ､ 養蚕摩メテ善虐ナP ､ 威ン､盈五二犀ノ大家 ヲ超:

J穿シ1 謝 鉄具ノーy rコL7 -｢/I,b ル ー車ノ ｢ママ) ヲ易(テ舶 二塗y クy jt# j･モ真二主二八ク

マヽ
ル者G ラ乎をT サズ1 慶ハス､ 号令ぞ荻 宏分ナタグシバ. 養蚕摩メプア君 ナP ､ ノ野/アノヤノj

l材ノ慶 鼻是ナy O 膚穿ノ,資､ 鼎 聾野甚多シ1 # /､麦粛チ有子威ン､脚 57慶デ､ 威ン､貞慶度

と真澄ノj蘇芳セルガ軌好子富子威ン､彪舟木~57fg 合せ､威ン､∠コ屠夢ア兵メテ蚕ヲ之ニ# シ1 好ブシ

1 ｢アバノ｣ (現在はA banoつもrm e) はパ ドグァ付近の村である｡ 有名な温泉地でもある.
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ム､威ン､食勇敢 .′1 5 = 直二願 ヲ膚テ澄子威ン､願 ヲ顔折/ノ1 ニ腰 車̀富子テLj テ沓密ノ軽質

二磨 シテ或ノ勝 二穿窟セシメ､ 威ン､願 セル舟 二万窟セシム此顔 中ノ温度 rL/アムム/i,J

(ママ) + モノL度 ア要ヌ

0 ry y ヤノJ rバーセルソr/I.ツアーy J

腰麻 二戸 rシャープJ 修 好,承ア影静シテ1 ,糸 F ナスコj) 腰澄ノ願 ア屠/I,. 各盛大ノ農産

ニシテ､ 薦菊欝# it水車 j･厚真カタR ヱ､ ー岩モ ry y ヤノJ ニ.於テノ､河上E P .水ヲ挙手真水窟

ノ下部ニ/､i 夢ヲ盛上タ､真上ニ@ 4g i･石岸 F ヲ易でテ厚サ｢ .々 ノ.水超ヲ遷 y ､ー撒 併称

jt rセメJ/ F J iLヲ以東夢サー子羊y ニ塵屠メデ､ 廟メ河水ヲi洗夢セシム､ 鮒 T = G 5 J最カ

ノ rj･.ル′ビーy J ヲ彦ケクy T中腰フ

0 厳粛ノ働 易歩行中掌ヲ磨 y テ威ン､一房威ソ､ノ野手- /J､m ニ者L,-2E セル′ヲ今度穿シテ慮二

腐署ス､虜紺 ナ手7 ヲ得サル ベシ1虜鰍 ノ雅 ′､虎尻 ノー大事件ニシテ着手之ヲ粛

ル- 辛ノ､金銀人ノカア費ヤス､シ カノミナラス威ン､家財57度却シ1 或ハー易経ア分# シ1 度と身

命二願 ヌ- 手事件ヲぞ5/屠ヌニ空欄 乳ノ伴々､斉親房周ヒ身好セシメンニノ､少年ノ^

ヲ｣好さ腐摩 r/ jヾ･t'p J ノfJ@ # 中ニノ八ブシメデ､屠 力摩君セ/I,B7 / 虞謬ヲ慶査セjf･ル.i,7 ラス

養蚕ノ柳 ヲLj デ.勧ルイ＼シ:其屠許多ナy # ニM ニ者 七万二+ - G l

『米欧回覧実記』との類似点は非常に多いことが明らかである｡ 文章には多少手が加え

られているにも拘らず､ 内容は久米の挙げるものとほぼ同じである｡ 無論､ 『米欧回覧実記』

は 1878 (明治 11) 年に編修されたため､ 久米が､ 佐々木長淳が収集 した養蚕製糸業をめぐ

る専門的知識や情報を利用したことになる｡ ただし､ 『米欧回覧実記』のイタリアに関する

部分において､ 佐々木の名前が一切現れないのは注目すべき点である0

『米欧回覧実記』の第三十五巻 (イギリス ｢｢ブラットホール ト｣ 府ノ記｣) を見ると､

次の記述が表れる｡

〔日本語原文〕

ス イ ス
牌 7 好潜大牢 ｢西暦｣ 子ソL百七+ 三年)､ 怖 々木工厚顔二カ､ 虜士ヲ遡行 シテ夢

p-aE セル.# 穿ニ､ 雇軌野//ノ犀掛 ヲp-記せ9､ 度 jt畑 ニテ小異 プフレニ{Wク P､ 参考ノタメ

1 日本国立公文書館､ 2A ･009100 太 00379100 マイクロフィルムN o.004500 pos.0090- r佐々木長淳 ｢イクリヤ｣ 囲
巡行ノ略記｣ (未刊) (｢ロ｣ という文字は､ 字がはっきりと読めない時に､ 本論の筆者が利用する文字である｡)
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彪二虜君セJ/､ {@ 贋} 1

その後､ 久米は佐々木がスイスの屑糸製糸場に関する報告の段落をほぼ原文のままに挙

げている｡ この事実が明らかになってくると､ 『米欧回覧実記』の第 35 巻において､ 佐々

木がスイスだけでなく､ イタリアでも養蚕製糸業に関する実地調査を行ったことを久米が

記述していないのは何故か､ そして 『米欧回覧実記』のイタリアに関する部分において､

第 35巻と同じ様に､ 久米が佐々木の名前を挙げなかったのは何故かという二つの疑問が生

じる｡

岩倉使節団がイタリアで養蚕場を訪れたのはイタリア側の日刊紙にも扱われる事実であ

るが､ 養蚕製糸業が最も発展しているイタリア北部､ 即ちピエモンテ州､ ロンパルディア

州､ ヴェ- ネ ト州そしてフリウリ州の都市はほとんど訪れていない 2｡ 岩倉使節団はイタリ

アを訪れた頃､ 当初 12 ケ月の予定だった欧米滞在期間をおよそ 5 ケ月延長していた｡ その

頃､ 副使木戸と大久保は既に帰国の途についていた3が､ 岩倉や伊藤も､ 留守政府の政治活

動を監視できるように､ できるだけ早く帰朝しなければならなかったため､ 北伊の地方を

訪れる時間がなかった｡ また､ イタリアを訪れた時点で､ 岩倉使節団の総勢も少なくなり､

その中で養蚕 ･製糸技術の専門的学習に従事できる者はいなかった｡ したがって､ 一行が

主に訪問した場所は大体フィレンツェ､ ヴェネツィア､ ローマ､ ナポリなどの観光スポッ

トのみである｡ しかしながら､『米欧回覧実記』のイタリアに関する部分 (本章 1節) では､

1873 (明治 6) 年 5 ･6 月に佐々木が北イタリアで実際に集めた養蚕関係の情報は､ まるで

岩倉使節団自らがフィレンツェ ･ ローマの郊外にある養蚕場で集めたように紹介されてい

る｡

久米が佐々木の集めた専門的知識を岩倉使節団の実績として紹介しているのは､ 岩倉使

節団のイタリア訪問を更に正当化するためだったのではないかと考えられる｡ これを具体

的に述べると､ 久米が佐々木の情報を利用したのはあくまで批判を逸らすためであり､ 岩

倉使節団がイタリアで過ごした 27 日間は観光ばかりでなく､ 積極的に日本の工業発展に役

立っ情報の収集に従事していたことを証明するためだったことが推測できる｡

1 久米邦武編､ 田中彰校注 『特命全権大使米欧回覧実記』(第二巻) 岩波文庫 1977､ 291ページ出典｡

2 岩倉具視特命全権大使が体調不良のせいでヴェネツィアに滞在している間に､ 伊藤博文と山口尚芳副使は､ 駐日イタ

リア公使フェ･ ドステイア- ニ伯爵と共に､ ロンパルディア州のプレッシャ及びミラノを訪れたとみられる｡ 久米邦

武が編集した 『特命全権大使米欧回覧実記』はこれらの都市の訪問について一切言及しない｡ この点について､ 岩倉

邦子編 1997 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 などにおいて詳しい情報が記述されている｡

3 木戸は帰国する前に､ イタリアを訪問した｡
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以上のような疑問はさておき､ 佐々木がイタ リアで集めた情報は岩倉使節団の公式見聞

記 (米欧回覧実記) に掲載 される程度信頼性の高いものだったとい うことは紛れ もない事

実であると言える｡

いずれにせ よ､ 佐々木はパ ドグァの養蚕実験局を訪れたことで､ 日本産蚕卵の品質悪化

のために､ 日伊蚕卵貿易がいかに深刻な状況に陥っていたかを痛感 したことが推測できる1｡

また､ 彼は以上の報告書に含まれている専門的知識 を集めることによって､ 日本の養蚕製

糸業の発展に著 しく貢献 したと言える｡

二つ 目の報告書は佐々木が帰国か ら数年後に執筆 したものである｡ この報告書は､ 一つ

目の報告書 と異な り､ 1897 (明治 30) 年 8 月 7 日に刊行 された 『襖園博覧骨参同記要』2と

い う一冊において､ 活字になって収録 されているものであ り､ 佐々木長淳の活躍をよく理

解するために重要な資料であると考えられるので､ 以下にに全文を挙げる｡

〔日本語原文〕

ノ衰:京磯 野窟草野フ琢 轡 産` 々 木 着 岸

卿 季節チ西暦L 千八百七 千三年五月か- 3 ヲLJ テ虜歯和動 勧絶好ヲJy 潜シテ局密度伊

脚 等ア瀞 シ;善意碓 糸彪虎臓 潜等ア慶変易ノ野シクル雛 ノ勿 シ

伊棚 rクデイネJ 威名ノ生糸倉を二遜 ヰ腐承ノ虐否ヌ鑑定シ兼好ノ彪太ヲ武鈴シ盟兵音

量 ア粛査ス/I,# # ノ脚 ヲG 夢 シ二又舶 ヲ康〕静シ之 ヲ金野シテ慶拷二願 スルノ腐 亭デモ

一房｣静セP

周囲 r/ jヾllグノ虚名ノ慶事撃冴三層 手動野 rクェル y ンソ氏二倉シ汽監宕ノ登塵麓身ノ願

顔:-R 農産ノ胎 夢産ノ櫛 夢ノ虜芽 ヲノ野草一才之二屠ス.働 艶桑園中二威摩セ

ル客層ノ桑脚 等湖 セP

周囲 rパル マソ､ rクエy センタアJ､ rステビプリ､ √jLy イノJ､ 戯名ノ農承夢二腰 聯 ノ屠

ノ願 ヲ勝 ス/L'蒸涜櫛 .水卓ノ捌 多産ノ# 景勝 好斗麟ヲ髪スル手節-.威好淵

スル勲暴 威ア府扉ス/I,9 度其政変糸ノ屠ノ虜水潜掌ヲ粛穿シ虐磯 ノ皮層蕗工男ヱ女ア屠骨

ヌル二着潜等ヲノ野ケy

周囲 rj70チェ L,イJ､ rクンニカテノ､ rコテJ､ 虚名ノ薦農家ヲノ静とj欝産ノ臓 ､ 農産ノ病者

1 佐 木々だけでなく､ 視察団のメンバーであったグレーフェンも､ 日本政府に提出した建白書において､ 日伊貿易関係
の断絶を懸念している｡

2 田中芳男､ 平山威信 編 『襖囲博覧合参同記要』下篇､ 第二章､ 30 ページ参風｡
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慶査彦‥欝窟ノ願 産､ 慶 蘇./臓 ､盛者ノ厨斉資､ 農 を./膚蒼顔､ 新 鹿摩資､ 空有ノfe

瀞蔭､ 劇と穿ノ上虞彦夢ヲ粛穿シテ貞二男諾好ヲノ野ケy

棚 riy y ヤノJ 遜省脚 rパーX jt,J､ r/I/ツァーy J l腰省等二遜 辛皮之棚

# ヲ脚 ル棚 .水卓ノ題置､ .E之 ヲ鹿骨ヌル:要冴 ヲ都農シ之ノ堀 jW ヲノ野草又 r/I,ツァ

ーy j ノ適う穿ナル/ /ケ L/イy j 林 = 身y 彪腐鰍 ノ紛 ヲ一一屠 シ勝 ノ塵式ノ符二腰巧ヲ

釦 ル ア′謬冴 セルタ易でテ粛鰍 ノ易者 57m と真贋静ヲぞ願 セy

紺 野 rブル/y J g遜堵ノ農事挙@ = 超 手動 肝 属 ル′i,-ソ 3度ニ戯 テ題真皮層教夢二屠 ヌ

ル脚 ヲ膚野シ二束静二戯テ左ノ必 中.穿好きア受顔せy

産卵署 5 本客 々.木膏摩二者/､一千ノL5 台+ 三年九方+ B a P 二 + G H ニf /L,マデ〉軌轡

欄 事賓静虜と.於テ農業ノ教育ア愛ケクy BP潮 ヲLj テ有害)無害ノ塵取題屠､励 ､

題櫛 ヲ跡 ル/コ F ニ塵 彦スルノ ミナ7-ズ拷オ野草ノノ未,# ニM テ# 行 シクル就 静ニ膵テ題屠

ノ脚 登屠､題窟ノ機 具 療好タコ緊密スルニ虞 要ノ参事ヲG 符セラL/クル コ jt増 野ス

rブル/y J ノ好一子ソL百七十三年尤A 二+ G H

棚 r E ノ､ネスポカ′L,- ソ伊

JW 潜士徽 # ′読殴ノ農務と# 事シテ威ン＼創 立シ威ン､変易産卵シクル歴 をノ勿 シ

矧替士卒ヲLj 戸棚 中二一席ノ盛 者ア励澄 シ+ ニケノ牙ノ桑@ 57顔

シ勃 野T E y 暴 露景虎鹿 勇者 ヲ易 者シテ各晃 資業■ニ好事セシメ之/覇紺 /ノ可否篠 発ヲ此戯芽

.穿シ冴二膚オー顔 ノ題草餅究好57鹿 野シ倉テ rブル.iyj ニ.於テ膚野セシー穿ノ孝屠 jt農 署 jtヲ

榔 産シ傍 7-腰聯 ニノ好ス/鳩 屠件 ア厳君中朗 産卵セル/モノノ鮮シ jt虜 タス中二戯 早着題二

必君 カル兇変ノ度 感賞ノ原囲夢ハ兵著ヰモノ F ス# チ荊瀞夢ノ虜 止二腰フモ膚贈 テ厳密セ

シニ岳y農窟ノが呼好ヌル要件､ 題誓 /ノ膚遂潜､ 棚 ノ得共､ 二者倣製糸農虎臓 ｢ナ

カタカアヤフy ) 励 寄ヲ産卵セy

労潜 + 牢㈱ 宥解柳 井〝ノ畔ニM テ彪凍 ノ臓 荒野ア劇澄シ蒸粛

鰍 .水卓ヲ資産 シテ各願T E y ヱ昇王女ヲ易 者シ何 年 + A 二 + G ヲLj テ脚 ヲ# 行セy 4

1 スイスの都市バーゼル (B a島el) とルツェルン (Lu2XBrn) のことである｡

2 ｢ゴルツ｣ (G 6rz､ 伊 G orizia ゴリツイア) は現在､ イタリア東北部フリウリ･ ヴェネツィア ･ジュリア州､ イタリ

アとスログェニアの国境の近くに位置している町である｡ 当時はオーストリア帝国の領土だった｡

3 ジョヴァンニ ･ポッレ (G iovanniB oue)｡ この人物は当時､ オース トリア帝国領土だったイタリアの都市ゴリツイア

における養蚕実験局 ･蚕事学校の所長である｡ (パ ドグァ実験局と並び､ ゴリツイア実験局は蚕事研究が行われる最
先端施設だったと言える｡) また､ ポッレ氏は様々な養蚕参考書の著者 (全てはイタリア語文にて刊行されている)

としても知られている. その中で､ 最も興味深いのは､ 農工商に頼まれて刊行したB O LLE ,G iovan mi ,L a
bachicoltura nelG iappone.Patern olli,1898 (『日本における養蚕業』)である｡ その中に､ ポッレが 1893 (明治 26)
年に行った日本- の旅行の時に､佐々木長浮などの協力を得て収集した養蚕データ(桑樹の栽培法､養蚕法､製糸法､
蚕の病など) が含まれている｡ 更に､ 多くの興味深い写真や挿絵も含まれている｡

4 田中芳男､ 平山成信 編 1897 『襖園博覧合参同記要』下篇､ 第二章､ 30- 33ページ出典｡
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基本的に､ この報告書の前半は一つ目の報告書の短縮されたものである｡ もちろん､ 一

つ目の報告書と比べると､ 養蚕 ･製糸技術に関する詳細な記述や佐々木のコメントや意見

は含まれていない｡ 一方では､ 順番に訪問したそれぞれの養蚕場や製糸場と､ そこで用い

られる技術や機械のことが報告されている｡ しかしながら､ 他方では､ イタリア訪問より

数年後に書かれたものであり､ 佐々木がイタリアなどで学んだ知識及び技術をどの様に活

用したかが窺えるため､ この報告書の後半は特に興味深い｡

佐々木はイタリアとスイスとを訪問した後､ 当時オース トリア帝国の領土であったゴル

ツ (G orz､ 現在はゴリツイア (G ori zia) ･イタリア東北部 ･ フリウリ州の都市) の養蚕試

験場において､ 2 週間に亘り､ ジョヴァンニ ･ポッレ (G iovanniB one) 所長の下で蚕卵 ･

蚕児の顕微鏡検査や蚕児の解剖方法などを学び､ 証明書を受けた｡ また､ ここで､ 佐々木

は帰国後の経歴を書き加えている｡ また､ 佐々木は内務省所轄内藤新宿試験場1において設

けられた養蚕実験局の局長となっただけでなく､ 養蚕研究を積極的に続け､ 複数の道具や

機械までも発明したことが述べられている｡ 更に､ 佐々木は 1877 (明治 10) 年に開かれ

た内務所所轄群馬新町の屑糸紡績所2についても言及している｡ この報告書は視察団の移動

行程や学習したことだけでなく､ 一行が得た知識や技術が日本の養蚕業 ･製糸業の発展に

如何に貢献したかを証明している点で､ 極めて貴重な史料であると言える｡

以上の二つの報告書においては､視察団構成員の人数に関する詳細な記述はない｡ 更に､

これらの報告書に見られる地名の大多数は不正確にカタカナ表記されていることも強調に

値する点である3｡

ちなみに､ 1907 (明治 40)年に発行された佐々木の著書 『微粒子病蓋之顛末』において､

経歴､ ヨーロッパ派遣や､ ゴリツイア試験場での経験やジョヴァンニ ･ポッレとの談話な

どに関する記述が多い｡ また､ この一冊の最終章 ｢第三 農業世界の佐々木長淳翁｣ は､

佐々木の自伝のようなものである｡ そこには､公文書だけでは読み取ることのできない佐々

1 1872 (明治 5) 年 10 月に､ 大蔵省は旧内藤家の邸宅及びその周辺地 (総合面積は 17 万 8 千坪- 59 - クタール) を買

い取り､ そこで､ 明治政府は近代的農業の発展を奨励する目的で､ ｢内藤新宿試験場｣ を設立した｡ 佐々木の報告書

において確認できるように､ 養蚕実験局は 1874 (明治 7) 年に設置された｡ 同実験局は 5年後 1879 (明治) 年に廃

止された｡ 詳細は 北村斉彬､ 野崎稔 1993 『農林水産省における蚕糸試験研究の歴史』独立行政法人農業生物資

源研究所 (第一部) 参照｡

2 ちなみに､ これは初めて日本人が設計した洋式本格工場である｡

3 例えば､ ｢ウデイネ｣ (U dine)､ ｢パ ドワ｣ (Padova)､ ｢ トリイノ｣ (Tbrino)､ ｢ランカテ｣ (R ancate) や ｢ヴェッセン

ツァ｣ (Ⅵcenza) は確実に佐々木の一行によって訪問された都市であるが､ ｢パルマ｣､ ｢スチビナ｣､ ｢プチェレイ｣､

｢コラ｣､ ｢ツリヤノ｣ は確実にどの町を指しているかについて､ 不明なところがある｡ イタリア側の資料を調べてみ

ると､佐々木の一行はエミリア･ロマ- ニヤ州にあるパルマ (Pal･m a)を訪問しなかったようであることに基づいて､

佐々木が述べる ｢パルマ｣ は別の町を指しているに相違ない (順番を考えるとヴェローナ (Verona) ではなかろう

か)｡ その他に､ ｢プチェレイJ は ｢プレッシャ｣ (B rescia ･フェ伯爵の故郷)､ ｢コラ｣ は綿の名産地 ｢コモ｣ (Com o)
で､ ｢ツリヤノ｣ は改めて ｢トリノ｣ (Tbri no) を指している可能性がある｡
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木本人の養蚕研究に対する熱心な気持ちが溢れ出ている｡ この一冊に目を通すことで､佐々

木長淳という歴史的人物を垣間見ることができるのである｡

[4-2･8- ヴェルソン博士の報告書について]

日本側の史料を用いても埋められなかった空白､ つまり､ イタリア政府の立場及び視察

団の移動を明らかにするためには､ 当然のことながら､ イタリア側公文書の観察も不可欠

である｡ そこで､ ヴェルソン博士が 1873 (明治 6) 年 6 月 16 日に､ (一行が北イタリア養

蚕場の視察を終了した頃) イタリアの農工商省宛に送った下記の報告書をここに紹介し､

分析することにする｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

S TA ZJON E EA COL O GTCH SfE R ZM E N 71u E IN 月4上)0 悦

N 205 0ggetto l勉gg2'O delta a m RZ)'CSL'oDe a 'app onese

L 116 Gl'ug220 1873

E ccellenza,

ZD COd uLm l'ta al' deSl'den ' eSPyeSSl da V E Delta plveplta N ota BO Apz:He, ho

accom pagnato la a m m l'SSI'one BT'app oDeSe Eelsuo Tq'BgS2'o d')'stTuZl'oDeP er l'A lta ZtaEa.

R agg2'zLntala a VeDeE 'a,dove sl'tTO帽Va COD S.E l'1 Co..招 d'Ostla血,e eepazlatl'a'da lul

che vane accoRZPag刀aZle l'am baeClata p er altm vT'aggZ'0,abbL'aR20 CORZ血d ato la DOStm g2'ta

血JFpllLbi Tq'sl'taDdo U B ae e CoDegEaDO, dove 1 slgnon 'al'alP ODeBl ebbem a m ostTare il

lw opLeno 80ddl'sBad m eBtOP eg:L'stabdl'm eDtldl'bach 'OoltzLZIB e Sen 'ci che l'Tq'e nel'血 tw m '

.Sl tTO帽nO.D T'1i passam m o a Pado帽,Owe lecl 搾dere questa Staz2'oDe bacaloBT'ca e altTl'

allevam entldelpyia吻 aE.A lZdaB2RZO diqzLt'a Vl'ceDZB O搾 Cl'n 'zLnim L270 COLsl'9.M iai'stm e

can luL'passaRZR20 a Sck to, e qtLE'Tq'13C om RZl'ssioBe ZleStb m ezTaI幼 ta del'm atoj e tela}'

m eCCam Cl.

Vl'sltam .zzzo quiDdl'VeroDa eli 搾dem m og:ガallev22m eDtlGelSeD.M 'm 'sca雌 p oIB FeSCla,

R ezzate,R oDCadelle,A lbl'ate,M aDO,Com o, Z bL血o e Casale.D a p ep tzLttOla Com m l'SSIoDe

fu accolh2COD Ogn t'geDtHezZa e n gzLaZdop ossibHe/RZOStZla dL'appmv :aZTe altBm eDte l'DOStTI

.gl'stem l' sen 'coE ep zleSe COPla delle pz血ctbaE RZaCChiDe, aPPareCCh ' ed attm zzl' dl'
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back tcoltw B.E ssa estem ∂ildesl'dezT'o che anche Eel al'app one .d apn 'ssero una scuola dt

bach 'coltlLTB e ZLtZa StaZllone bacolog2'ca,Sim ib'alle DOStT e dtM aBO e Padova,ed iTZteTeSSb

al ConteFj a BazYllntefPZTete diquesto suo de.gl'deriopzleeSO ilG oT7em O a 'app oDeSe.

E cco qzLaDtO,a Pl'eno esa zHT'm eDtO delRZl'o LZZaDdato czH'Ao cTeduto in doTlere d i I:d ez:iEle

alla a .V

〔日本語訳2〕

産パFttグァ養蚕実験局

205 号 件名JH 本芽柳 行

1ID h ettove E .Verson lW m aJ

18 73 年 6 .官16 5

ノ野T

4 ノダ20 5 の責瀞にて瀞 下妻j貰L PL-腰琶ぎ八二広C 丁､ /J､二告ぼ誰イクy アで易学併行を行った5

本青線 無野を紳 L,まL たo

ク11 ネクィアiE でアユ .八ステイア- ニ超虜 と穿ILT,好をL T いPL-脚 と倉顔■L,T ､ そこか

ら励/の行者 で<岩 倉> 鰍 J野行することir i,度フェ ･ ドステイア- ニ府虜とRlれ丁､ フP

クy jW iF〕ら粛々の併行を潜めまL,71-0 クディネ とコネ ッy ヤーノのノ訪醐 L,丁､ 6 本 の紳士

題 材府帯やそ郷 lE あa 養蚕夢 と彪 親好t を易学 L,丁,大 いに成層の,5 を着 L,ま L,氏, そこ

か らパ iIlグァ/ 超ヽ いT ､ そこで本着鰍 つそのM の主要を養蚕夢 を屈せまL,71-0 そこか

らダイチェノブァ- 行っT ､ その虜 で公好 < アユ超虜 > と序倉虎■L,虎# ､ @ と穿irス手オ動静

J野L まL,j1-0 粛秦節洗感好L,なが ら､ ここの製糸戯# や叡力感鍵を月 T いま L,氏

その冴ぼグ立L2 - ナを菰 野L,丁, そこでミニスカノレ車上慮 蓑貞の養蚕湯を易学 L,虎# ､ プ レ

ッシャ､ I/y ブァテ就 L7 ンカデッL/H . 7 /I,とア テ赦 ミラノ､ コそ､ jty ノ､ カ グーレ材

を戯れま L,虎 o 静粛W lif a B7 で象 夢の粛好きと克齢クて解 され､ # 々の養蚕酵素潜動首<

甜 L 丁､ 養蚕署に耕 すa 主職 級 慶 びに道具を粛軍L,まL,そO - 行ぼ5本におい

てあ､射 ろ野のミラノt パ iI'ブナにある′農学好t 養蚕実験局のよ2'物 j冴 /f られ るように､

という願 を示 L,丁､ そのm 碧を6 本政府ス=危著すa 産題材アユ府虜がi/き_安げえのですTo

/Jl登の任務を克 全lr成 L遂腔 夢定の# /点で､厨下7ご広まるべきであるこt lf Lj l のt ガタ

ですTo 願 ヱ ･ ダニル ノン< 著名>

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,ⅠⅠVers.ち.153､ 1873年 6月 16 日､ ヴェルソン博士より農工商省宛の書簡｡
(未刊)

2 この文書の日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述は筆者が追加したものである｡
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この報告書で､ ヴェルソン博士は訪れた場所を順番に並べながら､ 視察団の満足度やフ

ェ伯爵の移動などに関する貴重な情報も提供している｡ 最後に､ フェ伯爵が視察団の願望

(つまり､ 日本で養蚕学校と養蚕実験局を開設すること) を理解し､ それを日本政府に伝

える責任を負ったとヴェルソン博士が報告している｡

これを証明する日本側の史料は､ 現時点では発見されていないため､ 実際に､ フェ伯爵

が日本政府に直接この願望を伝えたか否かは不明である｡ いずれにしても､ フェ伯爵とヴ

ェルソン博士が佐々木長淳とその視察団に対して､ 非常に積極的な姿勢を示したことは否

めない｡

[4-2･9- -佐々木とグレーフェンが日本政府に提出した建白書について]

日本国立公文書館において､ ｢佐々木長淳建言書｣､ そして ｢グレーベン氏建白書｣ 1とい

うものも保管されている｡

これらの建言書は､ 特に､ 一行がイタリアの養蚕研究施設及び製糸場にどのような印象

を持ったのか､ そして視察団派遣の目的がどのような成果を得たのかを明らかにするため

に不可欠な史料である｡

まずは ｢佐々木長淳建言書｣ から見ることにする｡ ここで､ 本研究を行う上で最も重要

であると考えられる ｢第- ｣ という部分のみを下記として挙げる｡ 〔注意 :｢｢ ｣ という記号

は ｢コト｣ を意味する｡〕

〔日本語原文〕〔未刊史料〕

一夢-イ クy ヤ歯芽蚕ノ鹿財花 屋@ / 彦二男ナラス虜評者秀家ノ.* Je j･ヌルモノノ､脚

a 9 位生せシE y 者斉ノ為.* ニ^ カ ア費ヤシ盛者 ヲ鎗シメテオニ金虜ア者シ次男と戯 シテ

# E ニ虜ア澄テン F ヌルニ虚ンテ戯二顔済 ヲ穿シテ避半身亡ニ.友と/Jl虎之力為二家財ヲ膏y

戎/､泉尾分戯●筈ノ麟 ヲ芽P y 7 虐全ク臓 ノ屠ヲ屠メチル.3 P屠 y シ算ナL//､ノ方今イ

クy ヤ尿 = .冴テ是虚ヲノ防オン j･餅シテ将二産卵 ヲ澄ラン Fヌル将兵窟虐ノ身卿 ヲ虜虜S/2 ヲ

rミクロスコープoJ ヲLj テ晃疾済ノ有無ヲ激変シ:兵潜養蚕中六二産欝ノ舶 ヲ冴穿シ頑ン､二夏着ヲ

潜浄二滴 穿夕穿シカ 7- シメJE養育せシムル府要ノ脚 ヲ密好セy之57具万屠二教好セン

カ為ニ r/ jヾI'クノ# ニM テ学歴ヲ虜窟ケ鎗ク易女子二膚野セy劇衛兵政孝密中ニ′ステーH 真二酵

1 日本国立公文書館､ 2A -009-00 太 00379100 リール番号 :004500 開始こま :0090-､ ｢佐々木長厚建言書｣ (未刊)
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男 子見分倉y斉二度スy 細 野rクエルノy J 氏B ク勿メ5 本 j･彪 ヲ密セシ以森窟耗発澄

年々歳々歳々炎 夢二産シカラス逝栗逆夢シク下足カニ解 二道 y 庚ニl1 /イクy ヤノニ.於テ有

産ノ戯 置穿好ノ1 ノ､彪@ 可棚 中へ舛@ ノ虜好ヲ戯ススル ア蒼セン j･餅ス5 本 若シ学

歴 ヲノ野ケ畢顔･-ヲ戯メ粛 啓ヲ遠ケ/Jl.紺餅ヲ専ラ jtセスE ニ鹿穿ノ僚ヲLj テ膚茅ヌル 7 ヲ得ノ､a

本 √イクy ヤj 席囲./式事 ナ7I ン j･云へy {@ m j 1

以上の文章では､ まず､ 佐々木の第- 報告書と同じく､ イタリアの養蚕家たちが受けて

いた被害と苦痛､ そしてイタリア養蚕業の厳しい状況を佐々木が非常によく理解している

ことが記されている｡ また､ イタリア養蚕業が抱える諸問題を克服するために採用してい

る対策を日本政府に報告しながら､ ヴェルソン博士の養蚕学校と実験局との各々が果す役

割と目標とが強調されている｡ 佐々木はその施設を見学した際､ その様子に驚いたことも

述べている｡ 最後に､ 日本人養蚕家に科学的知識を広め､ 良質の蚕卵を生産することによ

って日伊貿易関係のよい継続を保護するために､ 佐々木はパ ドグァのような施設を日本で

も設けようと日本政府に提案していることも述べられている｡

ちなみに､ ここに引用していない ｢第二｣､ ｢第三｣､ ｢第四｣ 部では､ 佐々木は干し繭を

作るために用いる措置の仕組みに関する情報､ 屑糸 ･屑繭の加工､ そして日本養蚕業 ･製

糸業の発展に不可欠な機械と道具 (顕微鏡など) とその価格を書き連ねている｡

ここで､ 次に挙げる ｢グレーベン氏建白書｣ 2に目を転じることにする｡ 〔注意 : ｢｢ ｣ と

いう記号は ｢コト｣ を意味する｡〕

〔日本語原文〕〔未刊史料〕

M T ノ夢二磨 シテ5 本養家ノ遥々G ,g = f /i,ヲ5 本静 = M F dulp7欝/ 虜夢 ｢ママ) ア7I/ ､

改正セラル- 辛ヲ願力磨きス5 本 E P 以太脚 ノ針 - 年々舶 ス/叫蚕郵貯ノ鯵 = 窟ク

ナル,7 ノ､屠ぞ= ク如 好ナy E pi6/ ､平静シテ- 庚ノ鰍 ニッ単二+ a r手L7ノグラムJ ノ粛 ヲ

得クy シ二者今ノ､平穆シテ虐二カニ+ a r手L7ノグラムJ ヲ得カ/ノミ虐L,# 密君とf /I.ノ鹿野ナ9

着年生とZ rママ) ノ着紛 = 5本抑 + 顔-f L労クシ密教穿ノ慶蒼ヲp-5 とシ人アy 顔

デ慶査セシニ超カニ二度ン､全ク.庶務ナy シカ東森/､穿ナ療ノ瀞アy テ貫帝ニノ､顔二者シ辛ぞ

1 日本国立公文書館､ 2A ･009･00 太 00379100 リール番号 :004500 開始こま :0090-､ ｢グレーベン氏建白書｣ (未刊)

2 これは文書のタイ トルで､ ｢グレーベン｣ は佐々木の同行者グレーフェンのことである｡
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ノぞ一局ユタy F ノ賞辞ニG 槻 好E y 着 と# /i,7 ヲp-5 フノオタメニ脚 = 選 レカ.戯 穐鑑三+

# ヲぞ鰍 J野クセy 必勝 ′､威潜遂 E y ′労テクル モノニテ長車相 中劇中ニテノ顔 シ

少 ナカ ラス Fノ､摩 モ財 産ニテ慶査セシニ穿ナ療ノ衝シ膚 /､I/クy 彪虜 ノ教 ′､虎 シテ鹿や ニ

テノ顔シE y 虐L//I/ニアテナ/I,7 分野ナy j･云へy

一方ク鼻静5 本 ぎy 廉ル密卵 ヲ着フニ多々虜 57穿シテ3g /I,7 アyE崩ソ､虜 ル7 i -カ y シニ全

ク近来潜マy y 7 ナy j･ゾ又ク多クノ轟 釈好ノ中ニノ､全ク字卵せ薮ル.ぞノアy F 云 7 虐# ニ

貫7 ^ ノ題名｢ママ) j･カル.ア易でテ真贋ノT /L,/ ､勿窟ナy一才ク紙 私人ノ､,q /I,# # 男厭と5 本

ノ秦野タブ解オスシテノ軌野.ノ密卵 57m とン j.Jg フ産ノ次夢二蒼レP G 齢 黍卵アノ屠フレ/､8 本

ノ原産 アG 7 /I,3 y 却テ得ル廟 多ナy jt云フ以太聯 = M i ,q /I,* 穿アル事件 ヲ磨 シ/とこだ

Z J ニ養蚕政所ヲ彦ケ √Fllク Fル､ クエルノy J j elヲLj テ具密教 jtナセy一才ク此本局E y シ

テか 二分局ヲ厚手Lj テ養蚕ノ二者ヲ叡メy 慶事ハW # ノ屠 一章ニ′欝ナ9 度弥見 野ニデモ･5 着

ヲLj デ着密ノノ者ヲ瀞ムル モノ多クアy テ養蚕ノ7 ノ､超ガ タ併オスシテG 犀 二戸霧彦二行ハン

F ス/I,努ニナL/y

夏草鹿G チエタン｢ママ) E y j解屠ク要 せシ歯y 鮮 テ′穿ケクル養蚕臓 軒ヲ一一｢質せP .是

レノ､ rギ j:tj ダニ_/ F 云ヘル^ ノ彦ケクルモノニプランカアテ ｢ママ) F 云ス蘇ニアy 腰麻 二

.於テ6 本ノ黍卵ヲ耕 せシニ紡 .､甜 ノカ超二カニ一作 ナタデハ鰯 ノモノアラダy シ F 云

フ# シテカタ(チエル L/ング L/ニ/I,ム j 鹿 ./腰潜夕一二着ツ 'ヽJlサ手盛賢./モノこ,A L,テ卵ヲ生せシ,.Aル｢

ノ式ヲノ好とテ得ク/I,) 5 度 ./産 ヲ着フ- 辛ノ､虜 7 /I,モノ超二カニ百分ノ二ナy F 云7 o jW /I,事件

ヲ屠ノ野ニテ遥々ノ野@ プソ､G鳳 .′秦野 ヲノ ミノ骨とテ腰ニ/ ､6 本ノ産 57m と矛ル｢ ニノ成行ク- シ

者ノ勿ク遥々黍餅ノ屠クカル.7 ノ､虐二多ク得ン j･ヌルニ@ /I/ナy 5 本ノ屠/､外層人ニG /I,♂

グ多ク膏 y 励 ′タグ多ク.材ヲ得ン/F シ秦野ノ虜 デモ屠 ミス脚 虜セy 虐# ニ黍卵ノ疲 牢々

願 51静ヲ# /i,7ノアク# テ年々威少ス

賞辞ノ# 評二如 材ノ蚕 ヲ養フ者5 本ノ靡 J4,ニ行中轟 卵ヲ局分タデ斉フ7 アJ,fFサル′- ン it

云へP ,然/I,へ辛ノ､5 本ノ黍雛ノ今 E P 善クナル｢ ノ､虎 シテナカルベシ勿lp7 jtナL,/ ､虐遷~5 本

虜人スラ轡見好ノ/Jl舟 = 感 とテ蚕卵 ヲ多ク易者メ顔 クか ′デモ屠 ミサy シニ脚 鰍

靡 々二五八テ将来ノ善ヲモ厨 ミスシテ多ク展着メン itセノ､愈々君 シクナル7 腰 とナ辛ヲ易でデ

ブ̀y

腰ル次夢静5 本政府二m テ遂 =虜置 ｢マ7 ) シ密ノタメニ_* 好加 成業ノ虜 ラサルヤ クニ産

I,-穿シ勿lp7ホ jtノ舶 クy j･モ西洋人ニ.穿7Iサル′ヤクニ慶 カナダL/ク手 7 ナy 以太聯 = .於

1 パ ドグァ養蚕実験局の局長エンリーコ･ ヴェルソン博士のことである｡
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テ爵 = 月度ヲ_彦ク/I,b g ニ雌 二静 と左二_農道 ヲ願 スべシ

彪宮アノ防ク紗 ′､度プ究穿ヲ本 F シテ粛 ヲ着フノ腰欝事潜静 ヲ主 F シ= ク ⊥-i蕗,5 セシメ

5 本ノ養蚕̂ ニ政事ヲ = ク′静シ俊 夢 57m 屠クル- 辛ノ､天満jE アル｢ ヲ屠倉セシム- 辛7 ナy

次ニノ､5 本貧民ノ3 手桑野ヲ崖 y テ膏/I,ノ題ヲノ野クベシ二をス L,/ ､君 シ辛秀郷 ヲ虜ル｢ ハa

ノ乗燈カル- シ俊5 薗 57Lj テ必着ヲ@ ム/I,タメ都 合= 手場所ヲ粛 ミ左ノ二者 ヲ′野ク- シ

屠 一 挙歴-1 好 一夢二 着紺 野

孝於./夢

彪孝# ニ/ ､崩易くテ教育ヲ受ケクル着 手登産ヲ# ミ養蚕ノ彦歯二願 穿 ヲLj テ虜アル鹿 野ヲ

一点分 ケ之ヲノ齢ク7 ヲ教フベシ俊 生産ノ府 3 9度貞ヲ虜 ミ蚕 ヲ着フj野B ニ宮戸養蚕人ア教導 シ

ノアク凄絶 軒E y J労ブル虜 財タ.赤普 シテ之ヲ行ハシム- シ

者の鹿鄭 = 好テ子分真人ア得ク/I,i / ､屠ニデモ右ノ学歴ニノ､都デ塑 ニZ ノ孝iFニW と農 伊

具舛必 骨ノ題二貞ア者ムベシ 僻 ノ虜ニー夢ニ′詳ナy )

者甜 牙ノ7

｢ 虐 L// ､孝G jt併立シ虜:分局ヲ鹿好シ藤戸養蚕ノ農財ヲ居メ之ヲ′者分局二.布告スべシ

二者 57着フモノ二者享者中二本局ノ吟廉ヲp-# フ7 ア7Iノ､之ヲ許 シ卵 ヲ登ヌル崩■ニ本局ノ密

度之 ア吟廉ス- シ朋 @ / ､メタル モノE y a /I,B7 /ノ静 ′､寸分彪 好プソレアLj テ真澄 F シテ藤

jW ヲ# シ嘆 フ- シニアク5梱 中ニテノ好フ- シ然ル# チ厨教穿ア易でテ遥々顔査スル｢ ぞ∠祈ク顔~

ノ好ノ産クy二者タメニノ危ノ半年夕者ス- シ鹿 好ノ餅 ′､西洋ノ塵伊ノ勿ク廟密二屠 シ膚 申ヲ防

ク- シ虐秀郷 ノ1 ニ慶査人# ニ養蚕人ノ朗 57君ス- シ0 超二汐ノ蚕ヲ着フ御 ヲ本

局ニテ虜教卓交易ニJ労ス7 ヲ爵 /､ ＼之 ヲノ許ス- y ,q /I/産二才ニシテ遥々此本局二虜財 57居メテ

運上ヲノ紡メシム- シ二をス L,ノ′､之 ヲLj テ彪二本局ノ腰骨ヲ# フ- 5/M 任矛ニナセノ､助 好ノ齢 ′､

ノ野チ二家郷 ノ′青倉 j･ナ〟/- シ励 /j･ぞ今遷ン､卿 アL, F モ貞ノJ,-# 倉ニノ､ナラス産着感ノ至ナ

y _ガタ貧民 jJlモ政彦ニ# - ノ､兵益少ナカ7- jf･/I,ヲLj テ抑 57jW u ヌルニノ者アノ屠ヱ.ルヤクニ

カル.- シ席カメ彪良彦ニ# / ､ズシテ動労スルモノノ､真贋下落 ス/I,b # ニLG 々粛 シ辛ぞノア夢

/労ス/I,モノ.無手7 ニ至ル′- シ金 紗変貞サ- 丘■シケL// ､虎 シテ超y ノ､脚 モノナy 者 シ腐 y

ヲナス者アブノ､之ヲ彪 シテ好夢二虜菅 (7 7 ) ヌル7 ヲ得- シ

三彪本局/､伊東碓二三ど空ノ勝 者繊 敬軒F彪- ス虚dJ,! シ遥 々虚ル虜 粛ノ7 ニ虜 テ静

′静L,威ン､養蚕ノ虜 工夫# ニ虜潜野7 /I,へ辛ノ､E ニ線 へ6 本ノ養蚕ノ二者ア外囲 二男､ブチル ヤ

クニ/ズ- シ′

四着賓とノ静粛スル御 者ヲ貫スク早慶 57本局二掛 声アブノ､之 57周密ス- シ
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者ノ粛々ノ､5 本二m テ養蚕ノ二者ヲ改正ヌル′ノ良彦 F層着せy 彪事ハ 5 本虜舟 = .於デ者シJ77

F セ/､題遊~行ア7I y 7 ヲ者フ超シ僻 # jt.本局ヲj野クル7 ノ､彪鍬野手7 ニアラス磨メノ､多ク

ノj群# ヲ鼻骨ス庶メ公 望本局ノ虜酔 √声ク j.ルクエルノy J 丘ノJ,--5 シニ脇 五秒へ養蚕静

粛ベF シテ廉 L,/I,̂ ニ者九A ニ序と.来デ,a ノ+ E H ノ野ぞiIE-g セノ､虜教穿57m フル脚 吟廉

ノ任方ヲ膚穿センF云へy ノ野下箸シ許F,7 セノ､朗 ヲjZy ルノ牌 ′､十分二行屠ク- シ

屠T= .於テ薪/I,好摩倉ヲ必ス一発ノ､サル.ヤクニ行ハル 7ヽ / ､腰 ヲ容L,jf/I,B7 ナy 扉メ彪 G J汐

二度テJ嘩棚 ノ7 ヲ望 ミ_玉ン､→今｢ 願 シク紗 ＼テB ス- シ

テノ(5 セナ三年/i A 二ナノLH {4 ンジェ-ソレ､ クミ ア､ グL/- ベyj

ノ醗酵一章

- パ j･tlク養蚕【乾き軒ノ虜財ノー尤者 脚 /､.をノ5 脅ヲ以テ冴クルモノナp

- 養蚕ノ貰二度テ良彦ヲ紗 /7 二 分脚 タ.碁F シテ蚕ヲ着フニ慮夢セル# 財

ヲ虐仏ル7 三 者ノ虜ノ願 井二桑ノ義g ヲ紗 .7 m 鰯 ノ秦野ヲ澄yJ芹虐中産ヲ

屠.才二勃野シ虜 をニテ題 シル黍伊井二者ヲ慶査ス/I,7 E 臓 ノ蚕 i･棚 F ヲ# /I,7

/i 書面葬ニD 膚ヲLj デ｢ 虜ノ^ ニ養蚕ノ月産ヲ身へ威~と/､本局ニデ粛クル戯 ア周贋ス/I,

~7

線 二着

政孝ifニ要スル′モノノ､顔摩ノ富一二慮密葬二虐L/ニノ鮮屠ノ屠道具 脚 韻 蚕57jW ノ

摩3 9 -声ク斉工機 虜アル密井二度ノ願 密ヲ# ニ着アクメノ農道兵 1

その中で､ グレーフェンは佐々木よりも詳細に､ 日本政府に日伊蚕卵貿易の深刻な状況

を説明しながら､ イタリアに輸入 される日本産の蚕卵の著 しい質の悪化を訴えている｡ そ

の状況が継続すれば､ イタリア人養蚕家は日本から蚕卵を購入するよりも､ 養蚕研究に力

を注いで再び自国で生産 した蚕卵を用いる方が合理的であると見なして､ その結果､ 日本

にとって非常に有益な蚕卵貿易に終止符を打つのではないかとも指摘 している｡ ヴェルソ

ン博士のパ ドグァ養蚕実験局と養蚕学校､ そしてロンパルディア州ランカ∵テ村にある ｢カ

シーナ ･パスツール｣ (良質の蚕卵を生産するための先端技術を活用する施設) などの目的

と役割 とが強調されている｡ したがって､ 日本の養蚕業の近代化を奨励すると同時に､ 日

本の養蚕家らに養蚕業に関する科学的知識を広め､ 良質の蚕卵を生産するために､ グレー

フェンは日本政府がイタリアの良法に倣い､ 養蚕学校及び養蚕役所を開設するように強く

1 日本国立公文書館､ 2A -009-00 太 00379100 リール番号 :004500 開始こま:0090-､ ｢グレーベン氏建白書｣ (未刊)
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勧めている｡

更に､ この建白書の後半には､ 養蚕学校と役所の仕組みと目的などが更に詳しく紹介さ

れている｡

[4-2-10- 内藤新宿試験場､ イタリア養蚕実験局との通信開始の件について]

日本政府は佐々木とグレーフェンとの建白書に現れる提案と願望を早々に実現させた｡

日本政府は彼らの指示に従い､ 1874 (明治 7) 年に内藤新宿試験場において蚕室を設けた｡

ここで､ 以下に挙げた翌 1875 (明治 8) 年 3 月 24 日にイタリア外務省領事 ･商業総局長ペ

イロレ- リが農工商省- 宛てた書簡を紹介することにする｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

h 'stero deg:H A 鮎 E stem '

R om a,addi24 M arzo 1875

肋 zl'oDe G eDeEale Gel Consolatle del CazzZm eyCU'0

0ggettoIB acolog2'a

ll a )vem o a 'app at2eSe ha testtistabib'to iTZ 2bh 'o ILtZa S由2U'oDe bacoloBT'ca ad l'm l'tazl'oBe

di quelle dt Pado帽 e di G on 'zl'a. E ssa e qzLaSI zLDa SeZlloDe dena scuola agTicola
令 1 C

sp eFIRZentale dtn h 'O.A Ip oStO dl'D iElettOre delta stazl'one veBne Ch 'am atoilSl'g. Sosa蛾

87a RZem bTO delta am m l'CSL'one che fu m aDdata l'D E zH10Pa P er Bare studl'su questa
●ヽ

8 1 C S 1 C
RZateEla. 11 飽 Sosacch 'aⅦ滋a coadizztw e il Sl'9. GTeeDeD altm m em bTO di quena

am m l'SSI'oBe, il qzLale ha aDCh 'eg:L'Eatto studii bacolog2'a'a Pado帽 ed aa ozT'zl'G. L a

n uovB StaZl'one bacologZlcB Ch 'ede w B d iBZetterSl'1'n cazZZum 'cBZl'oDe COD qUella dJ'Pado帽

pez･cid che oaz2Cem e a:ガstudite le esp en 'eDZe COIZZunL'ad eB tTBm be.

Tale n 'ch 'esta esse刀do v2'vBm eDte aPP OBP 'ata dal R .o R aFPyeSeLatante al a 'app ane, il

sottoscrltto LleCaSl a pyelZZZLTa didam e notlzl'a a codeStO h 'stem p er quelle lZZl'sw e cAe

stizz2erB OPP W tZLnO dl'pYendere血 tale accoLETg2m eDtO.

P al h 'stTO A .PeiE101en '1

l A CS 〔イタリア国立古文書館】,M A IC ,D ir.G en.A gr.b.22,f.240 1875年 3 月 24 日､ 外務省領事商業局長ペイロ
レ- リより､ 農工商省宛の書簡 (未刊)
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〔日本語訳1〕

ガ彦者､ 18 75 年3.官24 5 ローマIL.rT

厨裏野･虚業紛局

件名 /養蚕業

6 本政府放蓉蘇 パ j/､グァとゴy クィア磯 irg野って､ノ定,bTにて願 寿鎗局を願 L まL,

71-0 それ従廉京鰍 のばば｣ 部となっていますo 局長の掛 算てこ句分野について学

ぶ笑めiE 3 - L7 y パ仁虎茸きれPL.-着秘 の｢ 貞t なったノダッ手早氏iE爵ねらあまL,たo

y チッキ氏ぼ､ あの脚 の-1 声で､パjllグァとゴy ブイアirおいて寿委弟醗好を行ったクP

i/- ネン句君を彪力者t L,T いますo

# 欝の養蚕実験局舷 パ j･tlグァの美鈴局とq 密や英樹 をめぐa禿好を願 すa こと

を動 /でおクますTo

この靡痴鰭 G 公@ 41r cEって二赤彦i抄iこ窮撃きれていa ため､ 貞省がこの件lE屠L,て彦あ遂

雛 超置をとクますようir ､ 署名者がそれをiH# lE危夢L,たいとノ囲ってこおクますTo

J* g lEe' ア ･ペイL7 L/- y < 署名>

この書簡では､ 第一に､ 日本側史料に現される様々な情報 (養蚕実験局が設けられ､ 佐々

木がその局長となるなど) を再確認することができる｡ 第二に､ 佐々木とグレーフェンの

依頼が日本政府によって実行されたことが窺える｡ そして第三に､ イタリアと日本との養

蚕製糸界は新たな架け橋で結ばれたことが明らかになる｡

[4･2-ll- 養蚕視察団派遣の歴史的意義について]

最後に､以上の考察に基づいて､佐々木の養蚕視察団が持つ歴史的意義について論じる｡

第一に､ 本論で検討した佐々木の報告書の中に含まれたイタリア養蚕業に関する専門的

知識と情報とを久米邦武が 『米欧回覧実記』に利用したという事実を改めて強調したい｡

また､ 岩倉使節団及び佐々木の養蚕視察団のメンバーは全員 5 月 27 日中にヴェネツィアに

到着し､ 28 日にそこで滞在したことを考えると､ 佐々木達と岩倉達とが会見しなかった可

1 この文書の日本語訳は本論の筆者によるものである｡

2 佐々木長淳のことである｡

3 グレーフェンのことである｡

4 7 ェ伯爵のことである｡
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能性は非常に低い1｡

この事実を踏まえるとなお､ 佐々木の一行は､ 岩倉使節団が訪問しなかった場所をおよ

そ二週間に亘って訪れ､ つまり､ イタリアの経済を支える最重要の産業の一つである養蚕

製糸業の状況を視察し､ その専門知識を収集するという岩倉使節団が十分に遂行できなか

った任務を果たしたと言える｡

第二に､ 佐々木長淳らがイタリアで得た知識は日伊貿易を長く継続させる即時の効果が

なかったにも拘らず､ 東京での養蚕実験局､ そして群馬新町の屑糸紡績場において大変効

率的に活用された｡ 以上の事実を考えると､ 佐々木らはヨーロッパの養蚕製糸業に用いら

れる近代的技術の導入及び養蚕研究の採用に尽力したため､ 日本養蚕製糸業の近代化に向

けて第一歩を記した｡ これも佐々木とその視察団とが果たした重要な役割の一つであると

言える｡

[4･2･12- フェ伯爵の役割について]

最後に､ 視察団の案内掛として勤めたイタリア政府の代表者､ 駐日イタリア公使フェ伯

爵の役割を評価することにする｡

フェ伯爵は日本側の意図 (イタリアに倣い､ 日本養蚕業 ･製糸業を近代化させ､ 良質の

蚕卵を生産する) を非常によく理解し､ ヴェルソン博士と共に､ 不満に満ちた北イタリア

の養蚕家たちにその意図を伝える仲介者の重要な役割を果たした｡ また､ 以前にも述べた

ように､ フェ伯爵は視察団の北イタリア旅行にかかった費用の一部を自ら支払ったことも

忘れてはならない｡ 更に､ 以上に引用したペイロレ- リの書簡に書かれているように､ 視

察団が帰国してからも､ フェ伯爵は日本養蚕研究の発展を積極的に支持し続けたのである｡

しかしながら､ 佐々木の視察団､ そしてフェ伯爵の努力は結局､ 時代の圧力に屈し､ 日

伊貿易関係を長く継続させるという目的の達成には至らなかった｡ ヨーロッパで､ 微粒子

病の予防策は徐々に民間にも普及し､ 1880 年前後からイタリアの中小規模の養蚕家らも再

び良質の蚕卵を生産するようになった｡ そのため､イタリアにおける日本蚕卵の需要は徐々

に減少し､ 最終的には､ 日本とイタリアを結ぶ貿易の糸が途切れてしまうことになった｡

1 この事実を証明する公文書はないC ただし､ 6 月 3 日まで岩倉使節団の接伴掛として務め続けたフェ伯爵は､ 佐々木

らと共に ｢A lbergo La Luna｣ というヴェネツィア市内のホテルに宿泊していたことを考えると､ 両グループのメン
バーが会見した確率が高くなる｡
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[4-3] ～フェ伯爵と日本種紙の貯化不良取り調べについて～

[4甘 1- フェ伯爵の発案について]

フェ伯爵がウィーン万国博覧会の開会式に出席したことは既に本章第 1 節で述べた｡ そ

こからイタリアに戻った時に､フィレンツェで岩倉使節団の出迎えをする前日､つまり1873

(明治 6) 年 5 月 8 日に､ トリノからイタリア外務大臣に宛てて下記の書簡を送った｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

11M ini'StTO delR e al al'app oDe alM ini'stm degll'A B Tan 'E StePi.

Torino 8 M B8g2'0 18 73

N elrBPJ'do RZL'o TT'aggZlo d'aDdata e rltom o da Vl'eDna, COm Pluto izZqueStl zLltlBZL'g Z吻

ho p otato scorgere che l'D diyeTSe localtta delle pyo血 cie deu 'A lta ZtaEa,sl'n 'nno帽nO le

l3877aDZe deg:ガaBTicoltuzT'SLLH'izzZP eZ:(etto sch 'u(血zzeLLZtO delsem e GJ'app oDeSe.M 'cTedo血

doTleDeP eTtaD tO dipz10P Om e n 'sp ettoSBBZeLtZte a VostTB E ccelleDZB LLUa it2Ch 'eSta,da触 )'n

pm p os1'to,PyeSSO lo stabh m eB tO bacolog71oo goァema tlvo dl'Pado喝,S ZH'caz･tOm 'dl'cattl帽

n 'usa 'ta, 血Tq'taDdo l'deteD tUn ' d t questl a BaL滋 coli recapltazle cop e iDdl'cazlom 'che

sarebbero all'uop o zlch 'eSte daldhlettUVle deldetto stabib'm eDtO.

La pyeseDZa it2Ztalta ag:h'w dini del h 'stem degE E sterl dl'zLnO de'szLOl l'DterPyetl

Gl'app oDeSI c丘epyesso la L egazl'one血 2bh '0 61 0ccupa delLIBm O disepI滋)'o bacd oBT'00/il

pz108SiLUO aZTl'yP E ta nOj deHa Com RZl'ssiome A gTicola bacd oBT'ca a 'BPP OBeSe, 1'attuale

pzleSeDZa d' zln CoDeOlato diq uel paeBe a VeDeZl'a, Soho CiEICOStaDZe Che aBSall

opp w tzm am eDteP OtTebbero eBSere utib'zzate a n 'coDOSCerel'boR td'on 'g血e Gelcaz･tom 'e le

app oste 丘n四e del'DegOZiantl ed aTleT e, dau 'esam e del com plesso del cartom 'dl'catd ya

rlusa'ta, zLtZ n 'eZLltato sul B20do p Tlatl'co da eTq'tazle un Sl gTaB danDO alla nostTa

bach 'coltzHla.

1Icou ple.gSO delcaz･tom 'n 'zLnl'b'1'B ZLtZSOLluogo cogb'elem en tlsopzTa 血dicatlp otTiifomi tle

l'datE'p ep zLL2aS tatIStlca esattaB uHe pzlOP Oq:21'om 'dl'essl'PBIatl Tq'ad ogm pz10血 da e

d tstTettO d'on gコ刀e ed l'DdtcBre la Tq'ap er SCOPLW De le cause dellom RZale eslto o Bar eTq'tazle

alm eDO la com p e招 dl'caz･b m 'dt quelle locEE ta dane qzzalt lo sck tudl'm eDtO del seLZZZe
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n 'szLltasseplzidirettoso.
ヽ
E BZl'a op血ioDe delpan 'C丘epye.gso aldetto stabib'm eDtO diPado帽abbjaDO aゑr oeBtTOl'

dtvezISIz'eclam l'(cLe sp eTO nob Sam .uno m Olti)szLt'cBrtOm 'diboR tBalsiGcatlep el'quaE dev'

eSSeye Ch 'am ato l'血terveB tO del CoDSOlato Gl'aFP ODeSe alla pL:izz2a l'stTZLZl'oDe delprocesso

cazzZe∂血te60 Bla la R egZ'a L egaE 'one血 n h 'o ed itG oTlem O Zm p erlale. (FhTRZatO) FBI

〔日本語訳2〕

戯G̀ イクy ア公好よク､ ガ慶大昼窟 1873 年5 .官8 6 ､ F y ノlr T

/J､登i5 ､.度5 度薪野で行ったクイーン- の存姦好行lEAg L,て､.赦イクy ア頻々の多 < の町村

で､ G樹 の府把不遜 iEJ野する農美たちの芳膚が神教いでいa ごと仁斎がつきまL,鳥 L,

虎がっT ､ /Jl皇統 パFltグァの屠立寿郷 で､ それIr厨すa 虜 ク謬べを行うことを凱 てう野

下7ご選者させて窟< 紗 ∫あると存C てこおクますTo その虜 ク虜.ヾ ぼ､ _正常に雛 L,なかった産

ノ好iE行い､ それらLZ)扉有者たちに､ 1 透の彪茂原芽の必二穿凌一題示lrG C 丁､ それ らの周彪静ま

での送付を求めa こt lEよって行いますo

在定昇公館 てミ寿黍業務仁摩わa a.本人願 の｢ ^ 3B j罪務夢の甜 T lr ､ 屠産イクy アir

潜在 L,T いa こt ､ G 機 業芽柳 ∫まあな < 虎.才lr身著すa こと､ そ L,て御

メ甥㌢存ク'1 ネブイアで存在することば､ 棚 倉なことに､ 題紡 蜜歯の願 擬 人の署名

を虚三遷す る虐めに1和好できまf To このようlr ､ 鰍 L 唐かつ71-塵好の金座■を顔査すa ことlr

よって､ 裁ガ斗野の養蚕者- の# 薯叡避けa 兵二践敢方潜というノ綻栗zij滞 らjz,ますTo

一助 軒こ収算 L 71-廟 好の静座ぼ､ i 潜の要秦t # lE ､ 薮原郷 の虎新 M F,計を行うた

めのデータを超# できa l iE ､ そのm ly不遜磯 野の:考慮を導き､ 威ぽ̀せめて卿 メ場 g)不

良であ8 蚕棚 藍歯の層好の謄八を館 できるtいう腰栗をあたらL,T < われば幸いでf o

顔遷され度伊を威せた､ 定家京公館 と虐∋雛乾好の倉離 jこ宥めa ようir ､ 願 の序者 にお

IJ a 5 本穿轟野の鹿好を必要とすa 鰍 ノ野する新 を甜 (夢 < ないことを祈っT いi ナノ

は上潜のパ iI1グァの彪静にノ砕け磨ノダねばならないt いうの邑/J､登玖見解ですTo

r署名) アユ

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,D ip.Gen.A gr.ⅠIVers.b.153､ 1873年 5 月 8 日､ フェ伯爵より､ 外務省宛の
書簡 (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡

3 吉田要作のことである｡
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フェ伯爵がウィーンからイタリアに帰った時にヴェネツィア- 赴いたが､ なぜそこから

直接にフィレンツェ- 行かずにトリノにまで赴く必要があったかは不明である (以上の書

簡はトリノから発送されている)｡ いずれにしても､ フェ伯爵は北イタリアの養蚕家たちが

抱く不満をよく認識していた｡ 蚕卵の醇化不良を招いた主な原因に関して､ 養蚕家らは蚕

卵商人の不注意によるのではないかと訴えていた｡ また､ 蚕卵商人たちは彼らの方で､ 蚕

卵製造者 ･販売者 (つまり日本人) の不注意によるものだと主張しており1､ 責任のなすり

合いが生じていた｡

上掲の書簡からは､ フェ伯爵が明らかに蚕卵商人たちの味方であったことが窺える｡ な

ぜなら､ フェ伯爵が提案する計画は通訳吉田や領事中山の協力を得て､ 種紙を一つ一つ調

べ､ その原産地に遡ることを目的としていたからである｡ 1872 (明治 5) 年に､ フェ伯爵

の弟ピエ トロも種紙を仕入れるために日本を訪れて2いるが､ 彼も養蚕家からの苦情や批判

を浴びる身となった可能性が極めて高い｡ この事実を踏まえただけで､ フェ伯爵が取った

立場を充分に理解することができる｡ また､ この書簡は､ イタリア政府に種紙の醇化不良

の原因を探る取り調べをするように提案した者は､ イタリア政府ではなくフェ伯爵だった

ということを明示している点においても極めて貴重なものであると言える｡

フェ伯爵の提案を受けたイタリア外務省領事商業局長ペイロレ- リは､ 5 月 15 日に農工

商大臣に- 通の書簡を送り､ フェ伯爵の意志を伝えた3｡ 農工商大臣カスタニヨーラは一刻

も無駄にせずに､ 全国の県知事にフェ伯爵の提案を含めた回状を送り､ 各県知事がまたそ

れをその県の各市長に回した4｡ フェ伯爵の計画はおそらく､ 5 月末までには､ 全国の養蚕

家の耳に入っていたと推測できる｡

[4-3-2- 取り調べの実行及び蚕卵商人の立場を保護するフェ伯爵について]

6 月初め頃から､ 北イタリアの市長､ 農業共進会会長､ そして養蚕家自身たちが醇化不良

の種紙をパ ドヴァに送り始めたO 日刊紙 ｢ラ･ガゼッタ･ディ･ヴェネツィア｣ (La G azzetta

di Venezia) によれば5､ フェ伯爵､ ヴェルソン博士､ そして中山領事は､ 佐々木の視察団

1 貯化不良の原因を探ることに関して､ ランカーテ村の ｢カシーナ ･パスツール｣ によって刊行された rLa Selezione

M icroSCOPica - R ivi Sta bacologi ca｣ (1874年 1月､ 第 12 号) という養蚕雑誌における特集が非常に興味深い.

2 ZA N IE R ,Claudio,SEW - Se由L'ob')'tah'anL'iz2a 'aFP One (1861･1880),Cleup,2006､ 323ページ参府｡

8 A CS 〔イタリア国立古文書館) ,M A IC ,D ip.G en.A gr.ⅠIVers.b.153､ 1873年 5 月 19 日､ イタリア外務省領事商業

局長ペイロレ- リより､ 農工商省宛の書簡｡ (未刊)

4 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,I)ir.G en.A gr.ⅠIVers.b.153､ 1878 年 5月 22 日､ コセンツァ (Cosenza)
県知事ミア- ニより､ コセンツア県市長各位宛の回状 (種紙の僻化不良に関する農工商大臣カスクニヨーラの回状を

含む) (未刊)0

5 日刊紙 ｢La G azzetta di VeneziaJ ( ｢ラ ･ガゼッタ ･ディ ･ ヴェネツィア｣)､ 1873年 6 月 16 日号､ 6 月 17 日号
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と別れた後 (6 月 11 日以降)､ パ ドグァに戻り､ 養蚕実験局で 6 月 17 日に取り調べの第一

次集会を開始した｡6月25 日の時点では､パ ドグァの養蚕実験局に送られた不良種紙は2500

枚程度に上っていた｡ 第一次集会が終了した時､ フェ伯爵とヴェルソンたちはまだ結論を

出していなかった｡ その後､ フェ伯爵が暫くウィーン- 赴いてから1､ 9 月上旬頃にパ ドグ

アで取り調べの第二次集会が開かれた｡

その際､ フェ伯爵とヴェルソン博士とが農工商大臣フイナ- リ (G aspare Finali､ つまり

カスタニヨーラの後任者) に宛てた書簡を下記として挙げる｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

S 2lA ZfO〃方EA COL O GZCH SPE E JM E N 71u E JN月 4上)O Ia Li9 SetteLZZZbvle 1873

N F uon 'dtseTie Oggetto CoLZZZ.ZZZl'ssiane B acologl'ca

E cceueDZa I

La Com RZl'sL'ane itzcan 'cata dalpzledecessozle di VE .dtBare uL2'it2Ck testa sLLHe cause Gel

cattlvo BCh 'udim eDtO Gel sem e bacb '82'alP aDeBe, 08g 'D UOVam eDte n 'zLnL'ta 血 Pado帽,SI

IuBiHga dip o血･BIB brevePyeSentaZle ilm pp oz･to delsuolavoL10.Fm ttaD tO E ssa n 'CoDOSCe il

blsogno dipyegap V E .a voler itZteTeSSaLle SeDZa n 'taz,do l'baoolog2'che BaraDDO 血 bueTle

n 'tom o dal g2'app oDe, Onde .gl'oacup血O dzLTante i11w ov T'aggio ad esuLZZeEe aIcum 'datl

zlelatlvam en te alle dL'vezTge tem P eZTBtZZLle, Cbe aTqlannO a Subitle L' cBZ･tOm ' ch ' eSSl'

izzZP Orb .zZ0/datl questl,S ZLtquad la Com m l'ssu'oDe DOE ha p otato fare asse927GBZentO queSt'

BBDO CaEZZe aTqlebbe vlOIuto.

La causa hello sch 'udh zento l'BCOm Pleto,cbe da pjziannl'sI TneZ:iGca EelSeRZl'g2'app onesI

om 'b血an l seRZbTTa clot; (軸endw e assaL' sp esso dalla itTegd an 'ti delta teLZZZP e摺tW B dt

sven 2aLZZeD tO.

E g:b'∂DOtO Che un sem e, BTa eSP OStO a uDat em P emt ZHla alta abbastazzza p ercAetDe

血 asca l'assopJ'ta attlv2'ta it2tem a eP Ol'seDSl'bib'ss血20P er un SUBSegUeDte abbaSSBBZeZZtO

dtcodeSta teBZP eyBtZLra.E d ∂SOPpm DdeDtel'osseTVare,CORZe dl'queBtOfatto geDem LveB te

n 'CoDOSCl'uto, taDtO P OCO CODtO ぬ聯 nO g:滋)'RZP W tatW l di caz･tom '87'app oBe.gl'on g znarj

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ip.Gen.A gr.ⅠIVers.b.153､ 1873年 9 月 9 日､ フェ伯爵より､農工商省 (? )
宛の書簡｡ (私文書) (未刊)
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DaTZCL占g:ガalle帽tOPIste.sslcLe se Be SerVOnO/taD tOChet,l'pm 22jnob 61P eZT'taDO diteDere l'

1w o cartom '血 o al m om eD tO delta distTl'buzl'oDe 血 localtn 'scaldatl e p er altTl'm otl Tq '

dl'sadattIl l'Secondii seDZa COnOSCePe P UDtO le condl'zlom 'denas Tlema tLZrlB PyeCedeD te,

m ettomo I cartonL'acqu 'StatlL'm m ediataBZeDte alh esco,onde rltazdazle COSlla nascl'ta del

SeZZ2e.

Codesta ciEICOStanZa P er Ven 'ti DOE ∂1'um 'Ca che p ossa 血 ℃accagz'onata Gel danm '

Con eptlp eriL2COm Pleto sch 'udizzZen tO GelSem j.n ttaTq'a n 'szLlta dalla esp en 'eDZa fatta Deua

Stazl'oBe B BCOlog2'ca d iPado帽, che sizZZib'casl'sl ayvezlaDO m olto dih equente con daDnO

deg:ガizz2P W tatOn ')'qzLaE eTq'deDteRZeDte De reStaDO SCTedtta銘 noD .ZZZenO Che con danno

degE allev:atom 'tTadl'tlBelleloro sp eTBnZe.

Omd'a che a tuttlg:H iz22P W tatOyla)'cartom 'BIBaDBO Calde raccoB2aDdazl'om 'dl'voler teDeP

esatta Dote dane teBZP eTBtZLtle Subjte dal'BZedeslm l'血o alR20RZeDtO dena consegna/e dl'

tva.gm etteLle a ClasctLD CULZZZPLlatUm 血.dem e al'cartom 'una 由vola 血dicante la teRZP eTatZLZla

BZedta Gellocale d iconservazt'oBe,P er tu出■)'87'ovm 'dellapyeBTeSSa SVem atZHTa.

Q uesta tal′ab seyTdpebbe da zm cBDtO a deteTm l'Dare le DOZm eP ep l' zLlten 'ozle

consey帽E 'oDe dej cartom '血o alla covatw a/ dall' altzlO Canto eSSa Salverebbe gE

l'm p w tatovlda B201tlsosp etd e da nob P OChe accuse.La am m l'sSllone sl'p erm ette dtoiaire

quiuL2L'to un pyogetto diRZOdulo alqzLale secondoilsuo desl'dem '0,1'bacolog2'dow ebberop ez･

1'avTleh e atteDeES1'. ZIPTeS. F e' JID izlettOEe d.Stazl'ODe PTOf E . VeysoD l

〔日本語訳2〕

パ i･''グァ養蚕実験局 1 873 年9 JC 9 a

番号ナシ 件名 養蚕瀞 ク粛べ委貞会

厨7T

厨T の発症者ir よっT G 本脚 の腰推不遜をめぐ8 虜 ク静ペを行う圧密を委ねられた委

貞会枕 木G パ jItグァlr で序乙喋 合L,て冶 ク､ノ野邑な < その携欝の# 芳書を鹿 野できるこt を

兇栄irノgつ てこおクまF o その彫 ､ 本委貞合成厨7TiE ､ ノ野あ唐< G 斬 〕ら虜国の題につ<秦野

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ir.Gen.A gr.ⅠIVerS.b.153､ 1873年 9 月 9 日､ フェ伯爵より､ 農工商省宛
の書簡. (未刊)

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述は本論の筆者によるものである｡
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虚 人 IL_,､ @ らzi滴乱入する鰍 掘媒 得a べき温度払野すa データを､頗M 中に､ 書勘好めるよ

うlr∠衛好させて屠< こt の必二要雀を腰瀞L,て暑 クまiTo 本委貞会ぼ今年､腰搾L,ていj1-とガタ

にこれ らのデ｣ クlr.基づくことができませ克/でL,PL-a

戯季ノ務から貞▲G鹿夢< 蚕> 産仁者登L,ている不完全㈱ 微 L,ぼL,ぽこ冬贋斎題の

不遜抑墜lEノ野わるcf 2'ですTo

< 密> 産の中の顔まった畳鰯 産zij覚智 きれ 8 歳好の克題で.一腰 存きれ て妻)ら､ 克題

の庶下妻壕 生すa t ､ 層がその煮虚庶T lE大変紺 iEをa こt 脚 の虐 クでi To こわば一

腰酵 lrb らあ ていることですTZh.. 貞~6 本彦蔵肝の猷 者jとちg)､ そL T それ らを初野すa 養

蚕家たち6 ､ ,余クlE このノ首を摩粛L,T いa という腰 <̀ べき皐芽を願 Lえいt 存C T h 'クま

i To だから赤芽< 廠八着> ばあ丘T , @ らの虜好あ野分の停ま瑠 房のきいた､ 一才ぽその超

の屠由で不掃 きを部屋で併存L度タダ8 -万 で､ @ 者 < 養蚕家> /皆その停までの冬脚 を

全 < 麿産せずに､ メ貯倍を遅 らせa ため仁摩スLそ願 をすぐlr顔~i,い場所に置いT L,まいま

すo

J芽を言うと､ < 蚕> 産の酵把不遜による虜薯の原囲 t i,T 告発きれ B のぼその事脚 で

ばあクません L,かL,ながら､ パドグァの養蚕実験局の磨瀞iEg づげばここの# /J 事潜ぼL,

ぼL,臓 生すa こt が分か クますTo そのノ綻栗､ 鰍 を兵っT L,まう嵐八着If あらろん ,#

符を東野られ8 着豪家邑虜者をM a ことiEをクまi To

L,度がって､ 噺 の廠八着多プ鎗iE ､ 周好の5/彦L,まで69,m PjZFlr亘って､ 床榊 を石窟に書

きg めT ､ 冬戯新野の姦G の床房室平場斎題を甜 L,え三者を廟 好と芽に､虜八着 lE f/き慶すよ

うlr,# Jb lr@ 穿L,ますTo

この表If r 方で､靴 瀞までの脚 赤彦を政彦す8 71-めに毅彦っjE:あのt をク､ ま71-′晩方

で､鹿八着ir とっT /貨多< の.容:好や告二者を慮れa ためir段立つあのt なB でL,よう0 本委貞会

If ､屠下一の鮎 L;丁､ これ臓 科鼓んたちメj潜 クべき書式の秦を超え/でここに顔付きせ

T 屠きまf To

_主席 フェ 願 E .ク'1 /I,y y 博士

この書簡は､ フェ伯爵たちが結論を出す直前に書いたものであると見 られる｡ その証拠

に､ その行間を読んでみると､ 彼 らが集めたデータは､ 当初期待 された結果 (即ち､ 貯化

不良の原因は日本にあること) を出さなかったことが明らかになる｡ 彼 らはつまり､ この

書簡で､ 醇化不良が輸入者達 と養蚕家達とが種紙の保存気温を軽視することによる (つま
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り､ 原因は旅行中､ またはイタリアにあること) と述べている｡ しかしながら､ 蚕卵商人

の立場をかばうフェ伯爵はヴェルソン博士と共に､ 種紙保存室の平均気温表の計画を立て

るようと発案したのである｡ なぜなら､ 政府がこの措置を採れば､ 彼の弟ピェ トロを含む

蚕卵商人たちは養蚕家の告発を免れることになっていたからである｡

同じ 9 月 9 日に､ フェ伯爵はもう- 通の書簡 (私文書) を書く｡ その宛て先は記されて

いないが､ その内容から判断すると､ 農工商省の者であると考えられる1｡ 以下にそれを掲

載する｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Sl'gnoz･CoBZBZendaEw e Padov;a 9 Settem bTe 1873

Saz20 Vem tO eSPyeSSam en te da tqenLZaP epla seduta bacd ogl'Ca taD tOBZl'sem byb zLZlgeBie

l'azgoRZeDtO Che a搾aPm P OStO tTattaZlSW gBTl.

M 'Z:ifen 'sco al zlalP OrtO Che SP edtsco a S.a .血 data d'oB晋Zl am 'Sandola che earebbe

opp ortLLTZO Eam e paz･tizle lepyop oSte l'stTZLZl'om 'aL'bacoloBT'血 Yokoham a BOD PIzl taz,dl'del

p oBtale iL231ese che salpa da B TizZdislhLaedipyossizzzo 15 coLTeDte a ore 5 an t.

SabBtO Sea nP artOP eZ･Vl'enna deBidezlBDdo tTO帽皿 )'coIip erl'azTl'TIO di'S .M p alqualel'

lq'enDeSIsoDO血 TleTO OZga.gp o dig2'oja.

8 1 C
Le receDtl'DOtlzie bacoloBT'ce del B2'alP Ome a )'SeLZZZbtlaDO BOddtsEaoeDtl,'iZD ZLZZZem deI

cBL･tOm 'pLleParatl au 'eSP W taZl'oDe Sl'calcola a zm qu 'nto pl'zideuo scoESO aLZDO P er CZH'Bl

deve sp em re anche a una dh iTZuZl'oDePyOP W ZloDale Delpyezzp.

M 'oDOyldl'Suoloudh 'e RZl'cTleda con di'S血 tIeSIL22a StizzZa D eTrSeyv A less.F 32

〔日本語訳3〕

ノ野7 18 73 年 9 ,5 9 5 ､ パ jItグァlE で

/Jl全if､ 本G 顔われPL-のぼ書面の勝 だと存L;T ､ 養蚕算会の虐めlEわざわざクイーンカユ

1 この書簡は旧農工商省に関するファイルに発見したこともこの仮説をほぼ確実なものにする｡

2 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M Al C ,D iy.Gen.A gr.IIVers.b.153､ 1873年 9 月 9 日､フェ伯爵より､農工商省 (? )
宛の書簡｡ (私文書) (未刊)

3 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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ら参クまL,たo

Lj 上のことば､ ノ野T iLr送っ虎本H 付の# 芳書を潜L,T 言っていB のでi To そこで産着L,磨

務示を腰漢 にいa 蚕卿蔵人虜 lr ､ 廃瀞CDA 犀H ､ つまクノ宕8 15 5 ､ 4=静5 時にブy ンディシ

叡智# すa イギy ス郵船irJ野に合うように着岸L,虎ほうがよいこtを知 らせてこおき71-いとJg

ってこお夕貴f To

クイーンの.人々メj瀞 /で待っていa犀下妻j灘着する摩 lEノ砕こうlr いjたいので土産G の

夜ぼま度クイーン/lE府かっ-乙生者L まfTo

最近の6本か らの養蚕好クぼ蕗居すべきあのガと存C て̀ガ タまiTo 鰍 のPL-めiER J5 きれ

た題新の緋 去年cf ク邑丘分の一層尤度ので､ それlE此W L,足癖杉の威静め,# 待できますo

静B フェ

フェ伯爵は自ら､ 新たな措置が採用されたことを日本にいる蚕卵商人たちに一刻も早く

知 らせたい意志に駆 り立てられ､ 以上の書簡をローマに送ったと考えられる｡ 以上の書簡

から､ フェ伯爵にとって､ 蚕卵商人の立場を守ることは何よりも大事だったことが読みと

れる｡

[4･3･3- 取り調べの公式な結果について]

パ ドヴァで行われた種紙の筋化不良をめぐる取 り調べの公式な結果が発表 されたのは

1874 (明治 7) 年 1月 15 日のことである｡ そこで､ 本節では､ フェ伯爵とヴェルソン博士

とがどの様な結果を発表 したのかに目を転 じることにする｡ そこで､ 本節で扱っている種

紙の鰐化不良問題が如何に解決されたかを明らかにするために､ 取 り調べの公式発表のう

ち､ 特に重要だと考えられる部分を抜粋して以下に挙げる｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

R .S ZlA .aJOuW EA C OL O GJCH STE R IM E N TA ムg IN RA D O 悦 Ll15 G eLnDal'0 187:4

Com RZL'SSI'onep ep la iL2Ch 'esta .gzLHo sck iu血 eD tO血cazz2Pleto delcaz･tom '.

E ocELLEN %A,

Colfog:b'0 16 a 'ugz20 1873,N 206,1a 血 ata Com m l'8Sl'oDe I:d en 'vB an 'E .V i n 'sILltatl

l'DOOm Pletj SZLIpn ncubJ'o de'szLOI studl'. D 'allw a l'D P Ol le coBdiziom 'sI 80DO alqzLaDtO
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m utate,e,p ersl'steDdo con P em eTleZTaDZB Delsuop yop oslto,eSSB∂n 'zLSCl'ta a mc cogEeye lLn

buoB n ZLZZZerO dida珠)'qualtcl autun 'zzano ad alctLae CanCIusl'om 'che sottom ettlam o an '

appyezzam eDtO diV E .

Los cop o delta L'DCh 'esta SJ I:d eplva a delle n 'cezlehes tatlstlche es cl'eD tiGcAe, che

pyeseDtem eB te SIP OGSODO 血 esazLL:1'te,P er qUaDtO a血eno lo coBZP W taVa ilm aten 'ale

disp om 'bde. (...i

ZD Zlealta BOD P ePVeDDerO alla S tazl'oDeB acol087'ca che 4126 cartom '.D J'questl'601aRZeD te

sleH 101uto tenet coD tO dallB Com BZl'ssiane.P er m ezzo degl'iTZteTPTetlg2'app oDeSlm essl'a

nostm disp oslm loDed al Come01ato al'app omese, )'m edeBizzZl'fw oDOd iStiDtl secondo le

■■
proTlem 'em ne EelsegueDtIBTulP LI

Sc血Scld Cartom ' N o 1662

0Sd zi p ,V 713

G osclzi ,U ,V 689

B uscl'zi // p 296

Gl'oscl'Li ,v H 422

0m l' U ,V 89

K oscl'ti 〝 〝 59

らI C

E tel'cl' H P 2 7
$ 1 e

SJh 0-0330 /y 〝 15

〝 〝 β

,V JV 2

P P 1

Cartom 'nelqZLBE noD∂8cm 'tta o

BOD 戯P UJ zIilevBZle lapTOV7e-

m 'enzB a CELLaPPaZ･tengUnO N o 58

CoRZPless. U 4126

ZD m anCaLZZa deH 'esatto m LZZZem Gel caTtOm 'esp w tatj Demo SCW SO annO da clascuna

pz10血 cla, Che stabR tSCe ZLnC OLZBIOntO 血 il D Um erO del caL･tOm 'p T10dotLI e quelb'che

BCh 'zLSem itZCOm PletaBZeD te, Cl'.gl'aRZO PLleValsl'della tabella p ubbb'cata Eel B ollettin o
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Con801are deE 'aDnO aD ten 'w e,Ch sapplam OP OCO dl'veLVa daL'n 'Sultatjdtquest'aBDOI

pTOI血cl'a diScinscl'zi (SciHaDO)

〝 GJ'oscl'd (K otzke)

ら1 e
p osa'ti (M atsa)

/v G oscl'ti (Om D

p B uscl'zi (Mu sBSCi)

H Cosclz) (K ii)

" sosclzi (Sagam l)
$ IC

P BL'sclzi (OzzaEd)
〝 sanscL'zl 他 昭)

8 1 C
" saDSd ti (SaDgO)

Caz･tom ' N 859,143

H // 412,480

0 // 198,762

P H 70,5 77

H 〝 31,253

H // 30,430

H P 11,708

H JV 2,596

P H 3,332

H P 2,150

H h laki-aliaspaz･te d'OsclzI H H 1,021
$ I C

,v K ascld 〝 〝dtD orEa P // 757
8 1 C

,v Jasc)'zi (S cizzZabzke) H P 400

〝 H l'Scl'li (& 'di) U 〝 267

〝 H escl'zi (E clgt2) p 〝 83

8 1 (:
0 F em esa'zl (H l'taci) p 38

N o 1,626,79 7

A coh oD tare 血 dl'lom le ci& e pw tate dalle due 由TIOle pyecedeB銘 eLZZZeyge aDZl'tutto

che l'cw tom 'BOD Datl'restaDO dtstTT'bzLL'tl'egzLalm eDte h a le divem e pyovitZCie Bl'app oDe或

sicch∂dello sch 'udIm eBtO血com pleto nob P UJ 血 血colp ata nesszLtZa locaE ta sp ea'ale.

E stese le n 'cepche aDChe al'DaZ221'delpyoduttw Tisl'ebbem cod ovm l'ziszLlta銘 vale a dire,

sL'00Dstatd, che, sl'coazz2e dalla pzleCedente 血ch 'esta dovevB aPPaZ血e lo sch 'udhZZeD tO

l'DCORZPleto DatZ Sl'veriGoa dipLleRereDZB SZLIpyodotto di zLna 0 dip oche detezm l'Bate

.zzZaZICAe.

I
IESto dzm que cヵe D∂determ l'nate pTO血 cie, De PYOduttom 'siagoE som m l'm 'StTBL10LZ20 1l

m aggZW COD tlDgen te d icaz･tom 'm alam eBte SCh 'uSIiLleSta招 ZLltizz70 ilsosp etto che dzLElaD te

il tTaSP W tO daE '血tem o al m eTCatO, OVTleZIOSla p er eu etto di 血 udoleDtl op erazl'om 'al

Gl'app one m edesizzzo,1'cartom 'abbjanop otato subire l'daDm 'veL:iacatlsl.

169



M a anche a questa supp osl'zl'oDe Sl opp one il Batto che, cazz7en '3ulta da notlzl'e

uk izzZam eBteP eTlleD Ute alla a m RZl'BSI'oDe,CartOm '87aPP OneBI com p erab'1'anDO SCOTSO SZLI

RZem atO l'D J oboAam a,e tTBSP W tatl')'Ddl'p eTPLVdzLZl'aHe血 vBn 'epz10血 ce dena a 'Da e den '

A m erl'ca,Sl'BODO dl'scb 'zLsl'regd an zZeDte,SeDZa day m otlT70 ad alcuna lag22aDZB.E sclusa

p er tal m am 'erB la coDgettLLrB Che le cause hello sch 'udl'm eD tO iLUP eL:fetto n 'saEssero al

Gl'app aae,ZleSia帽 ad esaRZ血are se le m edeBizzZe Sl doveSSePl'zLttOStO I:ilez血e ah q'agg70 1'D

Italic,ed alla coDSerVa.ZioDe dan 'azTIvo alpz血Cか1'o delta covatLZLa

A talrm ela Com m l'S由'oDeBece assw titlel'captom 'chele erBDOBT'untJlsecoDdole血惣e del

loz10 izzZP W tatOm '.M B da questo laTIOTO nob rlszLlta alczLL2eTq'deDte danno sublto dzLZlaDte il

v2'ags70, 6ahlO a quel'caz･tOm 'che,p er m aDCata COiDCideDZa d i'TlaP On l ebbez10 a S zLez zm a

lezm ata l'm ppeIT'sta e daDDOSa dl'diversiB2'w m l.

N oD n 'm aDe adunque chel'zLltlRZa lb otesi vale a d& e che Delta R2aSBlm a parte del'caBlil

sem e abbia sou erto dop o illq'aggZ'0.(..i

L a a RZm l'sslloDe ∂di codesto avldso, e sl'com pL'ace 血 ttanto nel 搾dere che diTlenSl

izzZP OPtatOVl abbl'aDO SegZLI'to ilcon丘的 dato loro, dietTOPm P OSta dena CaaZRZl'SSloDe, da
ら I C

codesto omovleTIOle h 'stem , di 血 ･p LleP erBZle Cl'0∂ zLa dL'an 'O relatll唱m eB te aha

teRZP eZTatZHla Cu '80g+g2'acquero i seRZl'dal m om eato den 'acqu 'sto Del Gl'BPP OBe SIDO a

quaDdo IcaL･tOm 'sIcoBSeg72anO agb'alle柑tW l'. (..i
F i fm atlIG .0 .N A CH】包脇 Ei pTOf E . VERSON 1

〔日本語訳2〕

パ jltグァf @ _iZT7着蚕実験局 1874 年1 Jq 15 6

産好LZ)# 伍1不完全をめぐ石原 クノ謬ンヾ委貞会

屠下●

18 73 年 6 ,6 16 6 枚 _夢206 号の真紅 丁､ 署名委貞会励野下7ご願 の冴め好の好め定男

を# 芳彦 L まL,鳥 その勧 〕ら# 冴棚 普変わってこおク､ G J汐を虜 成すa 虐めに超.ク虜 < 二努

力 L,唐黍貞会ぼ､ 屠下のj餅糊断lr委ねa 魔 窟を導いた多 < のデータを収着 できまL,71-0 虜 ク

I A CS 〔イタリア国立古文書館) ,M Al C ,D ip.G en .A gr.ⅠIVers.b.153､ 1874 年 1月 15 日､ 中山譲治 ･フェ伯爵 ･ ヴ
ェルソン博士より､ 農工商省宛の書簡｡ (私文書) (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も､ [中略] も､ 筆者によるものである｡
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謬べif ､ M ,,-# @ ､ そL,て軍学僻 を5 静とL,ていまL,虎o これらの厳密ぼ､ 収費できた材

脚が可潜 iE L,え# W で､ # # ,定額 7 L,T いa t いままFoT中級7

兵夙 鬼配荷/こ届いた鰍 4126度一に過ぎません 鼻声会臓 の新象とL,T これらの産

靡 Lか顔っT いません 5 本紺 j瀞々の彪力者t i,て瀦置L,PL-5本人適 評を介L 丁､ # 々

御 薗iEよって次のみ .- プに分ノダまL虎o

/pfJN

奥 W

zT jW

J武卿

l JW

戯r

早卿

虜好 JV○

ll tl

tl

▲●

lE

tl

∫∫

超中< ? > a

下野くP > 〟

伊豆~ "

腰@ < ? > u

勿仰< 府卿 ?凝 W ? > u

願 吸気君のなLU と脚 の

腐離 工不可避であa 虜好

〃

〃

〝

〃

〃

〞

〃

〝

〝

竹

付

け

付

仲

村

作

付

付

付

付

相

似

∽

脚

部

戯

甜

甜

27

〞

β

2

7

7⊥

" 58 顔一

a J,評 4126 度-

生産され]1-超節tE 常傭 L,/JかっPL-戯 好とのノ秋野を碓 lr すa 解牢観労きれた虜好の

E # 唐威力聯 データがないje:め､ 粛々ぼ今年のデータとあま夕顔主著L,ないとJg われ8 -

解牢の顔重合# ir題粛きれた寿を1縦屠させて膚 きまL 度o

庇仰儲 ノ J晩方

l メw (1 5 ) H

虜メ仰 (@ R ) u

z7:jW (G z7 :) H

鹿仰(# #) p

甲jW (甲糞) U
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産好 N 859,143 教

P p 412,480 #

p H 198,762 彪-

N 〝 70,5 77身

〝 p 31,253 #

JV JV 30,430 冴



凝析 ㈲ 〝

鹿仰(G 虜) JV

三jW (三刺 〝

/加仰 (W # < ? > p

一鰍 (W ち奥JWの一都 //

卿 (U ち朗 の一都) < ? > U

卿 ｢ア常 ノ 〝

彪仰 ㈱ 〝

戯仰(W # ) JV

薪仰 (;5m m ) H

U 〝 11,708 度`

P p 2,596 #

H H 3,332 彪一

H // 2,150冴

U 〝 1,021冴

H H 757 冴

〝 H 400 #

/V ,V 267 顔`

n H 83 #

p // 38 ie-

g 上の二つの表ir屠れa 厳粛 あ野合すB と､ まず. 靴 不貞の鰍 5 本の# 々な俊才の

J野で平常iE財 ク普てられ T いますTo i,PL-がっT ､ 舵 不貞の罪ぼ符定の抑 負わせa こと

が できまゼん

卓彦者の名厳にまで諸富を広め̀てあ､ ノ野L:彪栗を停まL,PL- o J即ち, 臓 で得a ぼダTPL-1､っ

RL_-彪栗と周欝に､ 不嘉全㈱ lf . 樹 に一つの､ ま虎ば少数の虚妄欝のCPU iE G jl,たわけでば

あ 夕貴せん

井倉の臓 僻 の生産者凄j雛 不遜の噺 の尉 財 ク普T を′野L,ていないこt がわか

ったので､ 牌 〕ら赤芽までの願 中ir ､ j野ち5 本卵 irおIj a 不正~行為の鹿栗t L で､ 摩

戯 ∫# <解 の停> lr jW らかt なった超音を粛っPL-のでぼないか t いう鹿野だ17が# っT い

まL,たo

L,か L,凌が ら､ 農産委貞会が得度停# lL,よればこ解牢超漢の赤芽で牒スきれ､ # lr JP@ や

アメ y カの粛々唐J晩方に卓彦のために送 られ71-鰍 ､ - 労苦停LZ)G W とならず1lE ､ E 常に

鰍 L,えという幸美オj以上顔 熟野を願 L,まF o このように､ 鰍 不貞の原β7ぼ5 本にある

t いうj晩財を不碓 t 月なすならばそjz,銃 イクy アまでの運送中､ 及 び着荷から腰控ま

での併存<瀞 野> 中iEあるのでばをいJZF)ということを粛べa のみt をクまL,71-0

その5 顔で､ 委貞会は屠いた虜好を戯八着批 銑野させま L,度 o L,か L,なが ら､ 棚 の

虜好ミスのせいで､ スエス7こて瀞 G ノ野の不慮 で有芳彦尿細 野を粛っ虎噺 あ鈴げぱここの

牌 )ちら腰 中lr粛っ虎i酔夢ぼぼっきクと,象労せまゼ勇/でL,PL-o

こうなB と､ 虜# irj晩財きれa 事象 m ち大部分の蚕卿 j運送# iE虜夢を受Ifたこt i,め

孝 之らカません J東経7
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委貞会Ifその朗 を# って∴おク､ 東大の藤久者たちzij本委貞会lE選者きれた貴官の@ 告､

つまク5 本で牒スすa 勧 〕ら養蚕家- のi/彦L,まで69,軌野の床荷 虚を君L,虎H L,i25を鳳爵す

るこt lE好っje:ことlEM L T ､ 慮居のノ者を三者L,ていますもJ中級7

署名 /a.0.中L〟 フェ E .ク'1 /I,y 立衛士

1874 (明治 7) 年 1月 30 日に､ 農工商大臣フイナ- リは､ 以上の文を回状という形で､

全国の県知事､ 農業共進会会長､ 商業会議所長などに伝えた｡

取り調べの結果として､ 醇化不良の主な原因は養蚕家が蚕卵商人から商品を引き渡され

た後の期間の保存気温にあることが明記されている｡

蚕卵は日本で購入した時からイタリアでの引渡しまでの数ヶ月間､ 蚕卵商人たちが責任

を持って保管しなければならないが､ 卯字化不良の原因がその期間にない理由の説明は非常

に唆味で､ 短いであることを指摘したい｡ また､ 輸入者別の醇化不良種紙枚数の割り当て

は以上検討した文に全く掲載されていないことも注目に値する｡ おそらく､ このデータを

載せることによって､ 特定の蚕卵商人の信頼性が傷付けられる恐れがあったことから､ フ

ェ伯爵が農工商に送った文には掲載しないことにしたのではいかと推測される｡

とにかく､ 蚕卵商人別の割り当てデータが存在していないわけではない｡ 蚕卵商人の活

動 (日本産蚕卵の輸入) に反対し､ イタリア産蚕卵生産の再開を奨励するランカーテ村に

ある ｢カシーナ ･パスツール｣ 1の機関紙 (季刊) ｢ラ ･セレツイオ- ネ ･ ミクロスコピカ｣

(L a Selezione M icroscopica) の 1874 (明治 7) 年 1月号の種紙醇化不良取り調べに関す

る特集に表れている2｡ それによると､ 醇化不良の種紙が最も多い (1329枚) 輸入者はピェ

モンテ州カザ- レ･モンフェッラー ト市 (C asale M onferrato) の会社 ｢マッサーザ ･エ ･

プ- ニヨ｣ (M assa2ia e Pugno) であるが､ フェ伯爵の故郷プレッシャ周辺の会社も相当多

くの醇化不良とされた種紙を輸入している.これらの会社は｢ザ- ネ･エ･ダミオーリ｣ (Zane

e D ami oli) (225枚)､ ｢プレッシャ養蚕協会｣ (As sociazione B acologica B resciana) (154

枚)､ ｢ギラルディ｣ (G hirardi) (103枚)､ などで､ その代表者たちがフェ伯爵の知り合いだ

った可能性は非常に高い｡

その他にも､ 醇化不良種紙輸入者の ｢ブラックリス ト｣ には､ 不良種紙が僅か 4 枚だけ

1 佐々木長淳とグレーフェンが 1873年 6月に訪れた場所である (詳細は本章 2節を参照)0

2 ｢La Selezione mi Croscopica - Rivi Sta B acologica｣ 〔｢養蚕雑誌ラ ･セレツイオ- ネ ･ ミクロスコピカ｣〕､ 1874年 1
月､ 第十二号､ 138ページ参照｡ この特集は ｢Rivi sta Settim anal e diBachicul tura｣ という週刊誌から引用された
ものである｡
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とは言え､ フェ伯爵の弟ピエ トロ (Pietro F占) の名前が表れることも注目に値する｡ これ

は､ フェ伯爵が彼の弟などを含む蚕卵商人たちにそれ以上養蚕家の批判を浴びせないため

に､ 蚕卵商人の ｢ブラックリス ト｣ を全国の県知事や農業共進会宛ての回状 (以上に挙げ

た 1874 年 1月 15 日のもの) に掲載しないことにした理由の一つとして考えられる｡

いずれにせよ､ 以上分析した史料に基づけば､ フェ伯爵が発案 した取り調べの目的は蚕

卵商人のビジネス (そして日伊蚕卵貿易) の擁護だったことが再確認できる｡ 結局､ 醇化

不良種紙を購入 した養蚕家がおそらく期待していたであろう損害賠償は一切支払われるこ

となく､ 蚕卵商人たちが 1873 (明治 6) 年度から蚕卵の保存気温を表記する手間を義務付

けられるだけで事は済まされたということになる｡
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■第 5 章 雷 フェ伯爵と外国人内地旅行問題について

[5-1] ～蚕卵商人たちと外国人内地旅行の禁止について～

[5十 1- 条約改正期日の切迫について]

日本が欧米諸国との修好通商関係を開始した頃から､ 国民は徐々に外国人と交流し始め

ることになった｡徳川幕府も明治政府も､毎年日̀本の居留地を訪れる外国人と按する中で､

前例のない､ 多くの問題と直面せざるを得なくなった｡ 事実､ 外国人に対する暴力事件､

居留地の行政や外交 ･貿易関係の開始に伴 う諸問題などが相次いで発生し続けるようにな

った｡

本章で扱 う外国人内地旅行問題もその一つである｡ 1858 (安政 5)年の五カ国条約では､

外国人は居留地などの定められた遊歩規定 (つまり開港場十里四方) 以外に自由に足を踏

み入れることが固く禁じられていた｡ これらの条約の改正期日は 1872 (明治 5) 年 7 月 4

日 (後に 7 月 1 日となる) と定められ､ この旨は､ 近代国家の建設を滞りなく成し遂げる

ために､ 治外法権の撤廃と関税自主権の回復1とを目指していた明治政府にとって当面の課

題となった｡ この日に向かって､ 日本政府は駐日諸国代表者に対して頗る柔軟な外交姿勢

をとりながら､ 欧米に岩倉使節団を派遣し､ 条約締結国家との交渉を始めるための準備に

尽力していた｡

[5-1-2- 蚕卵商人たちが日本の内地を旅行しなければならない理由について]

条約の改正は､ 在日外国人の移動エリアをめぐる制限の撤廃を意味していたのである｡

この点に最も関心があったのは言 うまでもなく､ 外国人蚕卵商人である｡

日本国内を自由に旅行できないイタリア人蚕卵商人達は蚕卵の生産環境を調べることも､

販売価格に著しく影響する生産量などに関する情報を把握することもできなかった｡ 内地

旅行を禁じられた商人らは内地から発送された蚕卵を横浜の市場でしか購入できなかった｡

このように､ 日本人の蚕卵生産者と販売者とは種紙の価格を制御し､ しばしば不良品を売

りつけることもあった｡ 条約が定める内地旅行の禁止はつまり､ 蚕卵商人たちにとっての

1 つまり､安政の条約によって日本に押し付けられた不利な関税を廃止し､ 自由に関税を決定する権利を日本に返還す
ることである｡
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諸悪の根源だったのである｡

1870 (明治 3) 年秋から日本に駐在していたフェ伯爵は､ 日伊貿易を盛んに継続させる

最適の者としてイタリア外務省に選ばれた人物である｡ 更に､ フェ伯爵は蚕卵商人として

勤める二人の兄弟がいた上に､ 親戚の中に､ 毎年祈るような気持ちで蚕卵商人に途方もな

い金額を預ける養蚕家もいた｡ そのため､ 彼は蚕卵商人を困惑させる問題の深刻さを痛感

し､ 他国の外交官らよりも不平等条約が改正される日を待ち望み､ 外国人内地旅行の解禁

に向けて積極的に行動した｡

本章では､ この間題を解決しようとしたフェ伯爵の行動を扱いながら､ 特に次の 4 点に

焦点を当てることにする｡

① 外国人内地旅行の解禁に向けて､ フェ伯爵はどのように動いたのか0

② フェ伯爵は外国人内地旅行に対し､ 日本政府からいかなる特権を獲得できたのか｡

③ イタリア政府はどのように外国人内地旅行問題を理解し､ どのように動いたのか｡

④ 外国人内地旅行問題はどのように展開し､ どのように終結したのか0

この目標を達成するためには､ まず､ 岩倉邦子氏､ クラウディオ ･ザニエル氏や石井孝

氏などの先行研究において検討された要点を整理し､ 外国人内地旅行問題及び日伊蚕卵貿

易の経緯をまとめる必要がある｡ 更に､ イタリアの国立古文書館 (A C S ) と外務省歴史外

交資料館 (A SD M A E )､ そして日本の外務省外交資料館で収集 した複数の未刊史料を紹介

し､ 分析することにする｡

[5-2] ～1872 (明治 5) 午- フェ伯爵と副島種臣の ｢暗黙の合意｣ について～

[5･2111 第- 回京都博覧会とフェ伯爵の期待について]

1872 (明治 5) 年 4 月 17 日から第一回京都博覧会が開催されたO その際､ 外国人の参加

を奨励するために､ 日本政府は博覧会- 赴く外国人の内地旅行を禁 じる制限を一時的に緩

めることにした (京都はそれまで外国人が訪問できる地域ではなかった)｡ 日本政府は 1872

(明治 5) 年 3 月 11 日 (陰暦 2 月 3 日) の書簡で､ この旨を諸国公使 らに知らせた｡ その

書簡と共に､ 政府は次に引用する ｢外国人入京規則｣ を添付する｡
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〔日本語原文〕

外国人ス雇)施財

- 1京都ニ.於デ尿管倉会虜ノH ノ､jW /I,=- A + H ヲLj テ冴 F シ健 5 ay E + Gノ 尉 虜人入居

頗 ヲ許スベシ免入京 瑠 フ者/､左ノ三顔ノ虜財ニ# フベシ

｢ 榔 = .於テ=貫5 m ./静 へコノ入京∴好手ヲ彦ス- シ顔夢E y 之 L/二男腐堵^ 名

産穿ヲF,aE# 浦 野ヲ# シ虜人- 厳達スベシ産シス窟ノ鰍 ニテ者好手ヲ慶査スベ中音アラ

ノ､之ヲ示しス- シ異教査ヲ顔ム崩 ン､榊 酵セサル者潜行ア虎サズ'

- 贋房や遊歩ヌルハノ京都府脚 ニLy ル.ヲ讃=タス肋 ′､勿務ス屠ノ遜働 ､一身之

ア奈ス讃 ど瀞テ農八ノ立入ル ヲ罪サ 修ヽ ＼スベカラス

LH zT Jq粛紗 ､ノ京都府聯 Fイ- i.モ馨倉ス/L′事ヲノ許スべシ二老兵,W 産/､,# / ､彦静粛ハ首

藤夢丑/､塵庶遷ヲ贋y j･ス- シ

ー倉参へ所持ノ/fH牌 ′､崩:g テG 願 事ノ手ヲ摩戸畑 兎唇ノノ坤宮癖へ申脚 ヲ

愛ベシ二岩題顔姦智スモノノ､願 r m G 崩▲E y A 斉 シ願 # 一一一膚 G 虜昇ヲ許ス- 5(o l# 磨11

この書簡を受けたフェ伯爵は当日､商業系報告書でこの旨をイタリア外務省に報告した2｡

また､ 京都博覧会が開会されてからおよそ一ケ月後､ 1872 (明治 5) 年 5 月 14 日に､ フェ

伯爵は以下に引用する書簡で博覧会が順調に進んでいる旨をイタリア外務大臣に報告した｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

$ I C
D oc.2 I IlR o M i'm 'stm a Yeddo alM ia i's tm p er g:滋A B Tan 'E Steri

Zhh '0 14 M Bggz'0 1872

rlc.E 8 L ug:Ho JU

Cog:滋eDdol'occasioDe den 'esposl'm 'oDe dtK ioto,delta quale RZL'fecldovere dayBOtlE 'a aH '

E .V 血 Ser2'e a R2m erCl'ale (16 M arzo 1872 N o 2 7.) il a oyem o ZLZZP ePlale ha Batto

sp oDtaDea e lodeTIOlepL10Va dtBlla聯 LTe I-coDGm 'stabib'tjal' Tq'ags2'dellw asden '1'n questo

P aeSe･

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 549･550ページ出典｡

2 商業系の報告書はイタリア外務省によって処分されたため､ 残念ながらほとんど残されていない｡
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D a1 17 ApL:ile 血 o a iutt'083g2'1e DOtlzl'ed aKl oto sohoc oDOOUdt Den 'aM eTm are la

tT:aDqZLiLb'ta e ilbuon coD tegnO delta p op olazl'one,aDZl'1'Tdsl'tatw llodantl deH 'ospltalita e

delBacile coDtattO COS:1'血dl'gem '.

Contln uaDdo qzzest'esp en 'eDZB Slfelicem eDte Sit20 alla ch 'uszHla den 'esp osl'zl'oBe,cop e Sl'

●I
p ud a buoD dn 'tto lzLSIDgW Sene,n 'uscwB Ply m BT'oneTIOle ilch 'edeTe ePIzifacile l'ottenezle

dal G oTlem O Zm p eTl'ale l' aboEzllone quasit otale delle TdgeD tl restTIzl'om ' al' vZ'aggz'

Den 'iDtem OP egE stTam 'en ',Delta occasioDe deltapyossizz2a 血 o帽2U'oDe del tm ttatl.

H o l'omore eec.

伽 .- E 31

〔日本語訳2〕

その2-G zT ,F 三園公好よク､ 頻度丸亀窟T

1872 年 5 JP 14 5 _虞:,GFILTで

周年 7,5 8 5 .着

虚業系# 穿書 (1872 年3 Je 16 5 ､ 虜~2 7号ノlEおいTm 下に励 らせL,え京都解密会を好

戯lr､務捌 酢こおIf a 外国人m ffB∫礎 であa 脚 をG j軌野に彪大するという勝

者すべき鹿夢をt った,

4 JG 17 5 から本G まで仁愛/f PL-ノ京都 )らの# 々唐好クは全て､ 住居の確 と行膚の良きt

を# 穿L T い8 .京で一身L,T いa o j酢こ､ 湘 蝶安If度款待､ そL,丁敏元の人々との戯れ

合いdj審易であa こtあ紡ぎL てい8 0

度分lE,# 符できa ように､ 以上の肋 博 密会のノ節会までi 手< M ijぽこ桑府政:E の尿 外

国人lr cf る舟観好行を奈ヂa 戯勝 野機 密止ぼ帝鰍 求めやす< ､そL,て優 待L,辛

チ( 磨るだろう o 教具 署名- アユ

条約改正の予備談話が開始 される予定 日である 1872 (明治 5) 年 7 月 1 日が迫る中､ フ

ェ伯爵は以上のように､ 日本政府がとった外国人に対する政策を高く評価すると共に､ 外

国人内地旅行の解禁に大きな期待を抱くようになった｡ 更に､ その頃は 1872 (明治 5) 午

1 A SD M AE,SerieM oSCatiVI,b.1288,1872年 5月 14 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣(ⅥSCOntiVenosta)宛の書
簡｡ (D oc.2)

2 本書簡の日本語翻訳は筆者によるものである｡
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の蚕卵の仕入れ期の始まりが間近だったことも忘れてはならない｡ そのため､ フェ伯爵は､

イタリア人蚕卵商人らの仕事を補助するために､ 一刻も早く内地旅行の許可を獲得するた

めに､ 副島外務卿と交渉を始めた｡

[5-2-2- フェ伯爵の要求について]

1872 (明治 5) 年 6 月 24 日に､ フェ伯爵は外務卿副島種臣に- 通の書簡を送った｡ 以下

にその全文を挙げることにする｡

〔フランス語原文〕〔未刊史料〕

Ligatlon d'ZtaEe au eTap oD eTeddo,1e 24 JLLL'D 1872

M onsL'eLLrle h 'stTe,

8 1 C

D aDS le seDCe de deTm 'eyes coD VeZSBtL'oms qzLe j'aj eu m oBDeW d'avoit･avecV otm

E xcellence je ldeDS de reoel血 ･ZLD telegTaRZB2e de S. a M oDSl'ew lqscaDtl VeDOSta

M l'm 'stTe dos A H airs E tTaDgereS a R oBZe Pap le quel ilB2'OudoDDe de Eaizle tOUteS Lee

dem am Aesp ossl'blesp ow obteLZir du G ouTED u eTap oD la coDCeSSl'OD aZLX gTa血ezu sp ow

se reDdzle SZLr les EeLLX de la cod ectloD dee Caz･toDS P OW le RZOtif qzze le m auv;al'se

∂closioDd e la BTam ejap oDal'se en ZtaEe aa pTeteDde qu'elle dep eDde de m anqzLe des

･90iDS BeCeSSaZT'esp ow la z'endre capable a supp w tey la loDgue tZW eZISぬ

A u bop p ol'ntoB Se tmu Tle hew eSem eDtCette queStl'on queje D 'agT'tetpasp ozLr eta肋

ZLD P Z血由)e (n 'SerTla atLX discussions desDOUVea一LX tTaL'tes)

VezLiLlez M oDSl'ew leh 'stTe m 1'RZettTe en CODdttlloD de p ouvDiz･ zleP ODdile au

G ouⅦ eBZeDt d'ZtaE e que le persoDnee qZHl3'0ccZLP eB t de ped ecdonner les BTal'Ds de

lleZIS-a sole p ow 210mt etTe aUtOn 'sa a chem bez･JhPs Cartons daDS les pL10 ti nces ou on lee

p yepaLleD t.

A BTiez M omslezLZ･1e h 'stTelee seB tizZZentde B2a tTeS haate con.gl'dem tiaD

F3 1

1 日本外務省外交史料館 31512-3 r伊太利囲二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第三巻 自二年至六年｣ 1872年 6 月 24
日 駐日イタリア公使フェ伯爵より 副島外務卿宛の書簡 〔未刊〕
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〔日本語訳1〕

存G イクy ア公魚静 1872 年 6 .タ24 a

_舛藤野 腰

M T と農産行った鰍 ノ野L,丁､ /Jl登ばをローマ外題大官グィスコンテイ･ク'1 ノスクj野T

から密野を受け虜っT jETク､轟駒家人zij瀞 の製造所あ訪れa J許J77 69磨得に府if T あらゆる

.努力を′尽< すよう貴酬 L=# 園を受けて一.おクi i To なぜなら､ イクy アiE.おIf a G 櫛

卵の解任不貞統 秦野を長b膨 ご戯 a ようlE するためのZ 美LZ)jk 4W2ij:原囲であB と屠な

されT いa からでfTo

この膨 甥 をよ<顔っT いa 中で､ /Jl仝ぼ､儲己を脚 ir膠すa 交渉時に虐めa ) 磨-

Gyを定めたいからそれを鮒 L,ていa わげでばあクまゼん

賓卵の皮膚 lr# b a 者達ガj瀞 を卿 で< 貰 い> 求め石窟 L,7 をイクy ア顔舵 # 穿で

きる丘穿iE/J､登が なれa cf う貞節 JとクF,-=fって~贋げますようよろL,ぐ孟囲 い身 L,i i To

敬具

フェ

1871 (明治 4) 年度の蚕卵仕入れ期に購入された種紙の中で､ 鰐化不良のものが少なか

らずあったと見られる一方で､ 既に本論の第 4 章で見たように､ 養蚕家の苦情の的となっ

ていた蚕卵商人たちは､ 日本における内地旅行の解禁を要求し続け､ イタリア農工商省及

び外務省に圧力をかけ続けていた｡ このように､ 蚕卵商人の要求に敏感だったヴィスコン

テイ ･ ヴェノスタはフェ伯爵に電報を打った｡ フェ伯爵は ｢認可をイタリア政府に報告で

きる立場に小生がなれるよう貴卿がとり計って頂けますようよろしくお願い致します｡｣ と

いう巧妙な文言で､ イタリア人の内地旅行が認められるように副島種臣に依頼した｡

いずれにせよ､ イタリア外務省は蚕卵商人たちとの直接な関係を一切持っていなかった

上に､ 特定の養蚕学者を日本に派遣する計画もなかった｡

[5-2-3- 2 人のイタリア人蚕卵商人の内地旅行及びフェ伯爵の仲介について]

1872 (明治 5) 年 7 月 4 日 (日伊修好通商条約に記されている改正の予備談話開始日か

ら僅か 3 日後) に､ フェ伯爵は副島種臣に- 通の書簡を送 り､ その中で二人のイタリア人

1 フランス語からの翻訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者によるものである｡
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蚕卵商人のために通過許可証を申請する｡ この申請の内容を以下に検討することにする｡

〔フランス語原文〕〔未刊史料〕

L igatioD d'ZtaEe aa eTap oD Jeddole 4 JtLiHet1872

M aasiew leu 'stTe

S zLi帽DtVOtTe aUtTIsa血 J7al'1'hoDDeW depn 'er VE .de f70ZLloirbl'en accw der un

passe'-p w tpow le detLX bacologues qLZL'vT'enneD td'azTl'ver d'Ztab'eI

M oD点1'ew B TeSCIam '

M oDSiew a 'oogne et qu 'de血 texam iner la czLltlv:atl'om de la sojTe daDS lee localtta

)'ndL'qu∂sw l')'titzeraizle a -jointen langue J ap oDal'se

A gTeeZ M om.gl'ew lee seBtizzZeDtde m a haute coDSl'dem tJ'oD

S.E .Galm ou K 'o Sore(か血a

〔日本語訳2〕

在H イクy ア公皮静

CoLZZZteA .E 31

1872 年 7ー6 4 5

ガj酌軌野丁
:帯夢 鼻をcE ク許p7 を受けjtl で､ イクy アcE ク身着L,虎二人の着:好学5 9ブL/ツシヤー

ニt チコ- ニヤ願 lr脚 可雷を粛行L て彫 a cE う.お@ いL,たいと存C T おクi iTo願

は鍬好lE で5 本雷でp-記され71-町桝 こおいて､ 養蚕牌 を行うことを動 /でおクますTo

敬具

舶 ガ威解窟 A . フヱ慮爵

内地旅行を行おうとしていた二人の人物はフェ伯爵と同じプレッシャ (B rescia) 出身の

チェーザレ･プレッシャーニ (Cesare B resciani) そしてジャーコモ ･チコ- ニヤ (G iacom o

C icogna, 1843-1874) である｡ ちなみに､ プレッシャーニはこの旅行に関する興味深い報

1 日本外務省外交史料館 3･5-2･3 ｢伊太利園二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第- 巻 自二年至六年｣ 1872年 7月 4 日

駐日イタリア公使フェ伯爵より 副島外務卿宛の書簡 (未刊)

2 フランス語からの翻訳は本論の筆者によるものである｡

3 二人はしばしば日本と中国を訪れた蚕卵商人だったが､ フランス語の ｢bacologueS｣ は日本語で ｢養蚕学者｣ になる｡
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告書1を遺しているが､ そこからは､ 様々な情報を読みとることができる｡ 以下は､ その報

告の一部を挙げることにする｡

〔イタリア語原文〕

(..jAIB21'oB2'zLt2gere ala 'alP One tmV al'che,dtetTOrel'tezlateL'staDZe delcom teA lessan血

F3,M h istTO l'taliaDO illqZLeStOPaeSe,ilgovem o g2'app oDeSe aVe帽 um Cl'alzzzeD te aCCOd ato

al'BeBZal')'由1iam '1a autoplzzazl'oDe dl'p em ovDem l' dl'stTettl sepicoE. B l'eognava sd o

pyesentare assieB2e alla doBZaDda uD l'tlneEan 'o pyecl'so delta Tq'a che s')'Dtende帽

pem orm m ,ed ilpassap w to cLe vem '帽ZilaSd ato Dbn em vBhdo chep elcaRZIZZl'DO Su eS50

血dtcato.(..i 2

〔日本語訳3〕

僻 7/Jl_生がG 刺 L=身着L j1-頃二櫛 好をL,てこおクまテイクy ア公超ア L/プサン jJTL7 ･

フエフ晩爵zhtllp7度 g)顔 を申L,J労まL,度ので､ 5 本抑 イクy 7 ^ 黍卵腐人劇 ご者蔚 艶好を

j豹野すa ための公式凌､一群F,4 4を与までいまL,PL.-o 申粛夢と穿lr､ j訪れa 町村の緋 行者を磨

/野することだ鋤 j泌 夢で､ 公布 された齢 許可雛 その行啓でのみ肴:夢でL,)とo T# m j

プレッシャーニとチコ- ニヤは小林5という人物を伴って､ 1872 (明治 5) 年 7月 5 日に

汽車で横浜から品川まで行き､ イタリア公使館に着いた｡ フェ伯爵から日本政府の通過許

可証を得､ 公使館で一泊した後､ 翌 6 日早朝､ 二人は東京を出発した｡ 日本橋から旧中仙

道に沿って､ 熊谷､ 島村､ 本庄､ 高崎､ 松井田､ 小諸､ 田中､ 上田などの小 ･ 中規模の養

1 B R E SCIA N I,CeSare 仏cuI･a diClaudio Zanier),Ⅵaggi o neu'intern o delG iappone 日本国内旅行 (1872),Cleup,
2006 ｡ この報告書は実際､ プレッシャーニが横浜から1872年 8 月 25 日に､ 義兄のカルロ･ヴェドグェッリ (C arlo
Vedovelli) に送った書簡である｡ 当初､ ミラノ商工会議所の機関紙 ｢イル ･ ソーレ｣ ("IISole") において 1872 (明

治 5) 年 12 月と翌 1873 (明治 6) 年 1月にかけての間に連載で刊行されたものである｡

2 B R E SCIA N I,Ce8are 仏cura diClaudio Zanier),Vfagg2'onen'血tez･L20delGL'aFPOne G 本棚 行 (1872),Cleup,
2006 22･24ページ出典｡

3 B R E SCIA N I,CeSare 仏cura diClaudio Zanier),Vl'agg2'oDeu'血tem OGelGlaFPOBe G 桝 行 (1872),Cleup,
2006 の日本語訳は若干不正確なところがあるため､ 本論の筆者はこの段落の訳文を書き直した. [前略]､ [後略]
は本論の筆者によるものである｡

4 プレッシャーニは ｢公式な許可｣ と述べているが､ 実際はそうではなかった｡ フェ伯爵が 1872 (明治 5) 年に得た特

権が実際どんなものだったかということは本章で明らかにしたい問題点の一つである｡

5 この小林は種紙 (蚕卵) 販売人だったとみられる. B R E SCIA N I,Cesare 仏cura diClaudio Zanier),Ⅵaggi o nell'
intem o delG iappone 日本国内旅行 (1872),Cleup,2006,24-25ページ参軌
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蚕場を訪問し､ そこで､ 二人は日本の養蚕技術と生糸の生産技術を視察することができた｡

そして 19 日に東京に帰った1｡ 以下は､ 二人が東京に戻ったことに関する報告の部分を挙げ

ることにする｡

〔イタリア語原文〕

ll 87'om o 19 Jug:b'o eLla帽m O a Tahyo, o帽 PaSSam .ZZ70 1a DOtte Dena CaSa Gel coDte

Alessandz10E3,ilquale com 'a sua ab4'tu血 e,clfu laEgO dtogm 'sw ta dicw tesl'&.E gE cl

dL'sse com e losse g2'om alm eDte inrovBZatO dalM l'm 'stero degE ZDterm 'dl'ognL'cosa che a DOI

slz:ifeplsse e a'a a m ezzo dtcw T2'epIche le autovl'ta deu '血tem o sp edivaDO a Yedo.2

〔日本語訳3〕

7,8 19 5 1r展有に聯 L,まL,71-0 そこで､ # 々ぼいつ邑虜舶 アL/プサンjI'EZ ･フェm

虜 lr T 看なあT なL を受払 @ の家Ir潜らぜ･て贋甘夏L,そ o @ ぼ､ ノ布射 落の′穿普局# zT p- に

鹿茸L,j1-好者ir cf a /J､二生らir屠すa あらゆa 厚顔(.=ついて僻 から姦G 願 を受けT いえ

t 言いまL PL-o

この報告から､ 日本政府はプレッシャーニとチコ- ニヤの移動を念入 りに監視し､ 怠る

ことなく二人の移動に関する情報をフェ伯爵に報告していたことが窺える｡

[5-2-4- 英国代理公使ワトソンの疑問について]

しかしながら､ 1872 (明治 5) 年 7 月 17 日に､ プレッシャーニとチコ- ニヤの内地視察

旅行が終わりに近づいていた頃､ 突然､ 駐 日英国臨時代理公使ワトソン5は副島外務卿に-

lBRESCIAN I,Cesare 仏cura diClaudio Zanier),Ⅵaggi o nell'in tern o delGiappone 日本国内旅行 (1872),Cletlp,
2006 53ページ参照｡

2 BRESCIAN I,CeSare (A cura diClaudio Zami er),Ⅵaggi o nell'in tern o delGiappone 日本国内旅行 (1872),Cleup,
2006 110ページ出典｡

3 イタリア語原文からの翻訳は本論の筆者によるものである｡

4 ｢M imi stero deglilntern i｣ は日本語にすると ｢内務省｣ となるが､ 実際､ 日本の内務省は 1873 (明治 6) 午 (征韓
論政変後) に大久保利通によって設けられたものである｡ したがって､ ここでは ｢外務省｣ を指していると推測され

る｡

5 R .G .W atson｡ ワトソンは英国代理公使 F.0 .アダムズ (Franci80 ttiw ellA dam s､ 1826･1889) の代わりに着任した

者であり､ パークスの様に強かで厳しい外交姿勢､ そして時に厳格な性格を見せる人物である｡ 例えば､ 1872年 6
月 22 日の ｢TheJapan W eekly M ail｣ が報道するように､ 天皇との謁見の日にちが定まってから､ 天皇が座りなが
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通の書簡で､ 一つの疑問をぶつけた｡

〔英語原文〕

S址, B r允Is丘L eg2ZtloD Yedo,JtLlY 17,18 72

A sDOtJ'cehas been glveD l'n the P ubE ceTozuDals of YohohaRZa,under the吻 atzLre OfH l's

E xcellency CozLDt E 3 d'06tlam ', 地at 紘e pn 'Tilege had been aCOOUded to cez･ta血 Zb ll'aD

subjects of Tdsltitzg sp eciGed localttles of J ap an lw a sp ea'alp ILt･POSe,and sl'nce,aS Yozu

E xoelleBCy ls awazle, the exl'StlDg 7}eaty betw een ERG:1BDd and J ap an PYOtT'des 血atH ey

B FltaBm 'c M ajesty 's S ubject丘ゐould be p em 21'tted to enjoy any P n 'vilegeS Wh 'cL m ay be

acced ed to J apan tO the m ost Ba y pzHled Da血 e, Z 長点ozLld be m uch obbied Ly You

E xceneDCy authon 'ziDg RZe tO IZZabe血owD tO Such ofH ep B m 'taDm 'c M ajesty 'S Subjects as

BZay be desizlOuS Of Tq'sl'tiDg the Sam e SP eCiGed locBlttl'esRuT theE kep zLZP OSeS thatthe sam e

p m 'Td ege has been Cat2Ceded to tLez22.

Z 丘ゐall, 血 sueh case, Of cozHISe be answerable, lw such of H er BTltaDm 'c M ajesty 's

subjectsI I功o m ay be 60 Pyl'Tileged, to a血 ilap extent wl'th the Ztah'an M iaistey lop

S ubjects ofH l's Zb b'aD M ajesty

Z availRZySeH of th 'S OIP OrtZLnl'ty to renew tO You E xcellency the BBSLLZlaLZCe Of R2y

h 'g:bestcon.gl'derBtioD. R .a . V A T:S ON

H er B m 'tanm 'cM ajesty '6 (泡aLTgi d'aH aiTleS血eTapaD

H l'S ExcelleBCB S oy eJlm a Tan ;om l'1

〔当時の日本語訳〕

( 朱 事 )

ri 申/i A ナ二三5戯来ノ
g 手線 姿上虎鈴者彪頃凍瘡柳 lE㈱ 太空公好有告の遜 lr欄 入居きa朋

ら謁見を行うことを知ったワトソンはそれに憤慨し､ その習慣が改定されるまで謁見を断ることにした. その後､ 日
本政府の困惑をかきたてたワトソンの拒絶は ｢もし天皇がヴィクトリア女王のように立って謁見しないのであれば､

英国にこれを訴え､ 当時ちょうどイギリスにいた岩倉具視に対して女王の謁見を取り消しにする｣ という脅迫に急激

に変化した｡ 日本政府はワトソンのかけた圧力に屈し､ 天皇は遂に外国人に謁見を賜る際､ 立つことになった｡ 以上
引用した書簡の中からもワトソン氏の厳しい性格が顕になる｡

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 558ページ出典｡

184



lr て爵弼 々脚 之戯 豹寮承G ,# # m T i)静粛の虐# @ とき齢 ノ野原甜 虜紛

虜二+ I- ヶ虜 に府@ M の却園浸す朔 典あa ノ琴ば棚 犀虐あ周# の虎男=J71 秀之遜超

厳粛之l.=鮪辞書の虜々｣毎晩穿武人虎まあ厳暑腕 首之虎段布告虎柵 の有無

粛併鉱藍岩厳君の許容を得庶務入居の磨牌 走者公皮御 者lEM T g 受p7 申虎肴の遜所得

a ,意倣 上 /i A + 二 H I A-a-m feg 公好 ア- ジークjtサン

脚 脚 下2

つまり､ ワトソンは､ この手紙で日本政府がイタリア人だけに特別な権利を与えたので

あれば､ その同じ権利をイギリス人にも与えなければならないと訴えているのである｡

1872 (明治 5) 年 7月 17 日といえば､ ワトソンが着任してから僅か一ケ月しか経過して

いなかった｡ 明治初期の駐日外交官達にとって (もちろんフェ伯爵も例外ではない)､ 明治

政府における動きや政策の意味を正確に把握することは非常に困難なことであった｡ 一方

では､ 言語の壁を越える必要があった｡ そのために各公使館に通訳が雇われることも､ 外

国人書記官が日本語の勉強に挑戦することもあった｡ 他方､ 当時の日本政府が公開する情

報は理解し難く､ また暖味な点が多かった｡ たとえ外国語に翻訳されても､ 外国人にとっ

てその本当の意味を把握することは極めて困難な作業であり､ そのためには相当の洞察力

が必要だったと推測される｡

公使 ･領事の情報収集の最大の味方は言うまでもなく､ 当時横浜や長崎などで刊行され

ていた英字新聞だった｡ しかしながら､ それらの新聞は時に日本政府から流出した情報を

解釈しながら､ それらを膨らませ､ 空騒ぎや論争まで起こすという難点があった｡

着任したばかりのワトソンは､ 単に外交官として与えられた任務を果たしただけで､ フ

ェ伯爵が受けた ｢特権｣ に言及する記事を読み､ 日本政府に詳細な情報を求めただけであ

る｡ なぜなら､ 万一日本政府が一つの締約国に何らかの特権を与えた場合は､ 日本と諸外

国との間に成立した修好通商条約が含むいわゆる｢最恵国条款｣(TheM ostFavored N ation

Clause) によって､ 他の締約列国にも同じ特権を与える必要があったからである｡ これで

ワトソンの迅速な反応の意味が十分に説明できる｡

しかしながら､ イギリスの懸念はそれだけに留まらなかった｡ 事実､ イギリス公使は､

1 この日付は陰暦である｡ 陽暦にすると､ ｢1872 年 7月 17 日J のことである｡

2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 558 ページ出典｡ 日本語文の次に､ 次の註が追加されている｡

〔日本語原文〕註 右爽翰二封シ六月十五日副島外務卿ヨリ英国臨時代理公使宛 ｢(前略)布告は事賓と敵齢致居不都

合に付昔時同国公使え掛合中に有之候｣ 云々 卜排明スル所アリタリ
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過去にヨーロッパの絹産業に著しい損害を与えた微粒子病が､ 蚕卵商人の立入によって､

日本の養蚕場にも伝染することを恐れていたと考えられる｡なぜなら､イギリスは､1860-70

年代に日本から生糸を有利な価格で大量に輸入しており､ 日本にまで微粒子病の感染が拡

大した場合､ 日英貿易､ そしてイギリスの経済は相当の打撃を受ける可能性があったから

である｡

ワトソンの書簡を受けた副島外務卿は､ 即座にワトソンの読んだ英字新聞に現れた布告

を手に入れ､ その内容が ｢事賓と敵齢｣ しているとワトソンに説明した (1872 年 7 月 17

日の書簡の日本語文に現れる註を参照)｡ そして､ イタリア側にも同じ誤解が生じていない

かを確藩するために､ フェ伯爵宛てに次の書簡 (仏文) を送った｡

〔フランス語文〕〔未刊史料〕

S.a . SoyedLTizZZa alsly.zICon te F j,M inistm d'ZtaEa

Toh '0,20 J izit218 721
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eB TIOJlies expyes p ap le G ouvem em eD tL'taEeD, a血 d'eズam l'Der Cette Cultw e, VZL qUe les
I

cartons eXP Ortis daBS yPtTeP ays D 'oD tP aS donn∂de boDS reSultats.

L e G ouvem eRZeB t JTap oDal's vDuB a ZleSP ODdeT qu'il daz2L2eyTal't cette p eTm l'SslloB
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p as le zTang desp ezTOnneS.M alls vezLiHez aep eB daD tCOnSeD血･que notTe G ozLVem e皿eD tDe

ヽ
don De la p ezm l'BSiaa pDedate qu'apm s avDir bL'eD eXaRZin∂lee p eTSOnDeS qUl'en BaD t la

dom aDde, com a e D al'duilo et Sl'oduilo vows op t dl't deTm 'CTem eD t/ quol'que votTe

G ouvem em eD t物 e zLae aUtTe R018 des p eESODneS P OW le m d皿e m otif la p em Zl'BSion

daja accovdie De dolt p as êtm coDSideyie coRZBZe Chose k e. J 'BL'1'honnew de Vozzs
8 1 C

id w m er de cela. slgne; Sojedui'm a2

1 この日付は陰暦である｡ 陽暦にすると､ ｢1872 年 7 月 25 日｣ のことである0

2 この書簡のフランス語文はイタリアの古文書館で発見されたo A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,D irezione
G enerale dell'A gri coltura,Ⅳ versam ento.b.599,faSCic.3439.
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〔日本語原文〕

/i A # H 運ス

さんしゆ
易で子鹿身啓上虞然ば戎囲よク# # 僻 へ鹿入L,男潜の上虚乗鹿角不素顔iE棚

養農耕 静のi 鰍 のr j静を潜ぼÅ/との貴腐府御 者の.未其粛啓者の鰍 梱 よク

腐々鹿謝 iE lJ裁棚 愛好者の符許を棚 畳鰯 蘇示ir /筋穿度肝

iiii
二夢の｢ 好 iE て殊に従者路統靴賢の1解密膚無象赤舟噺好ir棚 贋東経 JgLjR 貞脚 下冴

T ぼ夢字義好季節中If r 脚 の事故克好を以人月あ野らぎa 事7ごご御 IL=顔㌧へと

邑裁政務おゐてぼ甜 中細 弊常のp--ayagを以真野の̂ 貞lrJ野ク_免許# 事紬 釣餅承知秀之

題且大少丞よク中郷 ク肺 # # G 7政人差遣きれ穿t邑虜/好の虎J,fFを以虐潜 と

If不裾成療此度象倉今｢磨 申超置度和彦鰍 上

牢 JG H 卿

伊東材公∠軌野下7

以上の書簡を以って､ ワ トソンに注意された日本政府は慎重な態度をとり､ イタリア人

に与えた内地旅行の許可に関して､ フェ伯爵に誤解を招かないような説明をした｡ この説

明はある種の ｢非公式の協定｣ として捉えることも可能である｡

これを受けたフェ伯爵は早速､ 副島外務卿に返事を送った｡ この返事を以って副島に正

確を期 し､ この一件に関する日本政府の疑いを晴らそ うとしたのである｡ 以下にフェ伯爵

の書簡 (フランス語原文及び当時の日本語訳) を挙げる｡

〔フランス語原文〕

L dgatloD d'ZtaEe azLeTap on. Yedo,1e 25 Jm et1872

M oD丘teZLrleu 'stTe,

J'al'm on De- de I,eoe血 1a dip eche de cette datepaz･1a quelle VE .cm ltqu'LTy al't zm

m aE t2teBdu LlelatlveBZeDt a lap en ZZl'ssloD que j'al' deB2eDdi p ow autoplser quelque
$ I C

gTiZiaezLZ･(bacolog22eS?) a fq'slter lee pyol血ces sdTl'cicoles de l'E RZPine.Je n 'al'jam al's eu

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 558-559ページ出典｡

2 正しくはbacologues である.
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1'iDteD tloD de dem eDdey tine CODCeSSl'oD g血dTale/ oom m e j'al'eu m oDneW de Vows

expliquey,je De PZ13teBdal's paS dta姐 ･uD precedent ou Eaizle ZLTZe question de dtolt,j'aj

TIOulu sezLbzZeD taSSW eZ･1a fa搾W lm P eTlalaa DOm bTeZleBtTB血tdesp ersoDDeS quLP eUVleD t

donLZer desluLZZl'dzleSP OW lee eludes des vets-a-3ol'e etdela gTa血epozH'Cette Sal'Con.

2bl i? dta le bzLt de RZeS deRZam 丘es azzp tleS de VE .p ow ne pas m e tz10ZLVer daD8 1a

p osltl'oD d38aBTBable d'a血 obteB UeZ LtZe EaTleW a quelqu'un etpeea d'autTeS qZLt'8e

tTOuTleDtdaD6 Ice m em ee OaZZditioDe.

eTe com p te p ozLr Ca SLZZ･1a bl'eB VeiHeBCe du G ouvem eRZeDtizzZP ePlalp ow n 'avouP as a

etTe iHjzLSte eHTleZy BZeS COna'toyeDS.

A BTeeZ,m ODSiew le M l'm 'stTe,lee SenS de m a 由las haute coDSidezlatl'oD. F3

A S.E M oDSl'ezLZ･Sojedg2'm a h 'stTe desA 触 sE tTB癖 n h bl

〔当時の日本語訳〕

壬申/iA # GJ好

虐G M のノ野下の卿緋 辛いjE:L庚然ぼ裁鰍 の者寿歯髄 夢の戯折々々 願 度盛

ノ許捗者cf ク倉て磨顔だ度一件に伽 ､得原題香芝威閣下御着I.=棚 ir付静解題の件々兵き

仁斎辞任穿

右裾元cE ク宇摩 < _虎棚 庶lr lf劇 ご魚之点者を易｢ 一盾 の蕗と心得成増穿 て象殉r∠∫/J i,

庚析卿 二度之雀皇帝政府の仁君をLj i5 g Wg･-iE崖 L 2好者iE T M 顔ノ敢女ら虎易逆夢斉之顔

朗 ,i彪季節中あ野ク勝 彦潜仁者之庚膏にj酔夢lrM てら甲の者虐ばだ虐~の抄放いたL,乙

の者虐/宮原L:き歩合の者にてら東砂# /無之顔-ぼ産めT 曹らかきa 次男7こ庚願 下妻腰療初 野

務勿斯鰍 T 任免酪好の展着を以彪# 柵 J屠民度斉L,不公LZ)必置lr丘蒼らきる虜

いたし夢存経を鼻答職 安鰍 1

ヂノL5 セナ二年セガU E G

併走殉資産分2好 フヱ

Jg-/J湯外題誘軌野下2

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 559-560ページ出典｡

2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第五巻) 1955 560ページ出典｡
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つまり､ この書簡によって､ フェ伯爵は自分の立場と状況とをいかに理解しているかを

明らかにしたわけである｡ 換言すれば､ 内地旅行の許可は一時的なものであり､ それを利

用できるイタリア人養蚕家の数が限られていることは充分に了承していることを日本政府

に知らせた｡ また､ 最恵国条款を含む条約の下で､ 単独で日本政府から特権を獲得する意

思がないことも明らかにした｡

[5･2･5- 1872(明治 5)年に日本の内地を訪れたその他のイタリア人達について]

次の日､ 1872 (明治 5) 年 7 月 26 日に､ もう一名のイタリア人のために通過許可証を申

請した｡ 以下にその推薦書を検討する｡

〔フランス語原文〕〔未刊史料〕

L dgadoB d'ZiaEe au eTap oD.

A S.E .M .Soje亡か血a M 'm 'stTe deSA u aiElSE tTaDgeL甘 n kel

Jeddo,1e 26 Jm et1872

M onsl'ew le M ialstTe

M omsl'ew a '搾tta eSt Zm des bacologues l'tah'eDS qu 'est chazge p ar cette L如 tiat2 de
I

faizle des eludes sw la m auval'se ecloBIoD des gTiZiTZeS de veES-a-3Oie caz22RZe a OydanDeu e

h 'stetre deR om e. Ll desitli a cette occasL'oD Se rebate avec soD 血terpvlete et ZLt2

dazz2eStlgue daDSleelocBE tes sousiDdtqu由.

eTepn 'e VE .de vozLloirb4'eD IzH'accordep zm passep w tvIBlabh BeZLbzZeDtP OW Cette Sal'BOD.

A BT,eeZ M oDSlew le M l'm 'stTe m eS reLZZZeZICl'm eDtS aD軸 as etles seLDtlm ents da m e 如きs

haute coBSI'deTatjoD.

E3

ZtlDeTair Schiz22aL22ZLTB TakaSahy A BDa-ka N ana-DOjo N akano Sh 20-m 'tal

1 日本外務省外交史料館 3･9 -419 ｢外国人内地旅行関係雑件 一 日明治元年至廿一年｣1 872年 7月 26 日､ フェ伯爵
より､ 副島外務卿宛の書簡｡ (未刊)
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〔日本語訳1〕

産■H イクy ア公魚静

1872 年 7JP 26 5

劇鼻外務駒野T ノ衰二有

# 虜新野丁

解 雇七 一マく外務> 省讃∫命令身L,まL,たように､デブニック氏Ii秦野69府佑不妻 IL_Tm

すa 厳 密を行 う虐めlr本'公離 断=任命きれた養蚕槻 家の一一二人でiro @ ぽこCDG . 適 評や好

好いを者わでTTp-i23 の彪虜に超 < こt を動 ′で:おクまf o/Jl登ぽこの季節にノ野って有:夢患歯歯

芽j74 豪■を@ 仁委付L,てG げますよう､ノ野T iE頒 い申しとノダますTo あらかL:め感謝のJ5 を申

i,1 げま i To

戯男 フヱ

行窟 ′島村 高野 安中 中之条 中野 下仁jZ7

1871 (明治 4)年度にイタ リア外務省 が刊行 した 『領事会報』(Bonettino Consolare)に､

初代駐 日イ タ リア領事 ロベ ッキが書いた ｢日本 における蚕卵市場 について｣ とい う題名 の

報告書が掲載 されている3｡ その中には､ 日本 を訪れ る蚕卵商人達の姓名 ､ その所属会社 と

出身地 の リス トが含 まれ てい る｡ この リス トには､ チ ヴェ ッタ ･ ジュゼ ッペ (Civetta

G iuseppe 182211897) の名 がある4が､ この人物は､ フェ伯爵の書簡で言及 されている者 で

ある可能性が高い5｡ いずれ にせ よ､ 現在の時点では､ この人物が残 した報告書は発見 され

ていないため､ その旅行の経緯は不明である｡

初代駐 日イタ リア公使 ド･ ラ ･ トウールが 1869 (明治 2) 年 に初 めての外国人 として上

l フランス語･からの日本語訳は本論の筆者によるものであるO < > 内の記述も本論の筆者によるものである｡
2 この推薦書にある ｢島村｣､ ｢高崎｣､ ｢安中J､ ｢中之条｣ と ｢下仁田｣ は全て群馬県の地名であることから､ ここにあ

る ｢中野｣ はおそらく長野県北部にある ｢中野市｣ ではなく､ 群馬県の旧地名 ｢中野村｣ を表す可能性が高いと考え
られる｡

3 R O B E C CH I,Cri StOfo ro,S ulm em ato GelseR7e dtbacb 'da se由al G L'aFPOne,in M IN ISTE R O D E G LIA FFAR I
E STE R I,B onettlDO a nSOlaLle,Vol.ⅤⅠⅠ,Parte I,1871､ 321ページ参照.

4 ちなみにチヴェッタはイタリア北西ピエモンテ (Piem onte) 州クーネオ (Cuneo) 県サント･ステーフアノ･ベルボ
(告anto Stefano B elbo) 村の出身で､ 蚕卵輸入会社 rチヴェッタ･エ ･クレモーナ｣ (Civetta e Crem ona) 社に所

属していたと見られる｡
5 最近刊行されたクラウデイオ･ザニエル氏の研究によると､ チヴェッタ･ジョヴァンイ (Civetta G iovanni) という

人物も確実に3 回渡目したことがある｡ ジュゼッペと同じ蚕卵商人で､彼の親戚だったに相違ない (親等は不明であ
る)｡ そのため､ フェ伯爵が推薦した人物はこのジョヴァンニである可能性も捨てられない｡ ZA N IE R ,CLAU I)10
2006 SE M AユーSetaioliitalianiin G iappone (1861-1880)Cleup,305･306 ページ､ を参照｡
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州などの養蚕地域を訪問した時に､領事館､そして公使館において書記官としても勤めた1蚕

卵商人ピエ トロ･サグイオ (P ietro Savi0 1838･1904) 2も一行に加わり､ 彼はこの視察旅

行の報告書を翌 1870 (明治 3) 年に刊行した3｡ また､ 1874 (明治 7) 年夏にサグィオは再

び内地旅行を行った時に､ 養蚕業だけでなく､ 日本人の日常生活や風習に関する情報まで

を含む興味深い報告書を作成し､ それを翌 1875 (明治 8) 年に刊行した4｡ この書物の序文

からは､ サグィオがフェ伯爵の仲介のおかげで 1872 (明治 5) 年にも内地旅行を行い､ そ

れに関する報告書を作成したことが明らかになる｡ しかしながら､ サヴイオはこの旅行に

際して訪れた地域が 1869 (明治 2) 年の旅行の行程とほぼ一致していたため､ 結局その報

告書は刊行しなかったとも述べている5｡

以上の情報から､ フェ伯爵は日本政府にサグィオを推薦したと考えられる｡ しかしなが

ら､ 1872 (明治 5) 年度のサグイオの報告書及びその他の史料が発見されていないため､

この旅行の詳細な経緯の再現は不可能である｡

[6-216- 1872 (明治 5) 年～フェ伯爵と副島外務卿の ｢暗黙の合意｣ について]

1872 (明治 5) 年夏の時点で､ フェ伯爵と副島外務卿の間に公式の協定が結ばれていな

かったことは明らかである｡ しかしながら､ イタリア人による内地旅行は様々な条件が付

された上で認められることがあった｡ 以上分析した様々な史料に基づきながら､ それらの

条件を以下にまとめることにする｡

① 駐日イタリア公使の仲介が必要である｡

② 駐日イタリア公使はイタリア政府が指定した者しか推薦できない0

③ 推薦される者の人数に制限はあるが､ 何人までかははっきりしていない｡

④ 通過許可証を申請する際､ 旅行の行程をあらかじめ指定する必要がある｡

⑤ 日本外務省が発行した通過許可証は指定された行程以外の地域では利用できない｡

⑥ 通過許可証は発行された年にしか利用できない｡

1 ド･ラ ･ トクールがサグイオを書記官として公使館に雇ったと述べている. A SD M A E ,Serie II,B usta Y-1,Consolato
diYokoham a.1868年 11月 4 日の書簡､ ド･ラ ･ トウールより､ 外務大臣メナブレア宛の書簡.

2 サグィオについてはZA N IE R ,CLA U I)10 2006 SEM A I- Setai oliitalianiin G iappone (1861-1880)cleup､ 383･386
ページ､ を参照｡

3 SAV IO ,Pietro,Lapz血2a SPedtzloneJ'b h'aDa neu Jhtem o GelGI'aFPOne e neL'ceDtTlsen 'cob'eqettua由SIDelRZeSe dt
821ug270 deD 'anno 1869 da SUB E cceneDZa ila DteD eLa 乃W ,E .Tr eves editore,1870 参照｡

4 SAV IO ,Pietl'O,n a 'appone algZ'om o d'ogg2'nena sua lq'hZP Ubbb'L:a ePZT'招由,F.lliTr eves,1875
6 SAVIO ,Pietro,n al'appa打eaIg2'om o d'oeg7'LZeua SUB Tq'tap ubbh'cB ePrl帽由,F_1li Tr eves,1875 1-2ページ参照.
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⑦ 日本外務省は内地を旅行する者のあらゆる移動を監視し､ 公使館に報告する｡

副島が 1872 (明治 5) 年 7 月 25 日にフェ伯爵に送った書簡の中で､ 内地旅行の許可を

申請する者は ｢我内部旅行賛地研究｣ を行う者に限ると記されている｡ また､ フェ伯爵は

翌日チヴェッタを ｢蚕卵の醇化不良に関する調査を行 うために本公使館に任命された養蚕

研究家｣ として推薦する｡ もちろん､ プレッシャーニ､ チコ- ニヤ､ チヴェッタやサヴィ

オなどの蚕卵商人は養蚕製糸業に関する技術的知識に長じるものであろうが､ 厳密な意味

では ｢研究家｣ だとは言えない｡ 彼らはあくまで良質で廉価な蚕卵を仕入れるために尽力

する ｢商人｣ であり､ 養蚕製糸技術の発展及び蚕卵の生産量と荷造りの現状を視察するこ

とによって､ 経済的利益を挙げようとしていたわけである｡

当時､ フェ伯爵の書簡にも書かれているように､ イタリアが輸入する日本産の種紙の中

に含まれる不良品の数が徐々に多くなっていった一方で､ 1869 (明治 2) 年にパスツール

が微粒子病に対する予防策を発見した上に､ イタリアで蚕卵の国内生産を実現するための

研究が着々と進められていた｡ このような理由から､ 日本政府は近代化に向けて必要とし

ていた莫大な収入を失うことを懸念していたことが推察される｡

同時に､ イタリア政府は当時､ 日本の蚕卵に依存していたイタリア養蚕業 (そして経済)

を振興させる､ それだけのために､ 日伊蚕卵貿易の継続を奨励していたわけである｡ もち

ろん､ 日本でイタリア政府を代表するフェ伯爵はイタリア政府の指示通りに行動していた｡

但し､ 蚕卵商人の兄弟が二人もいて､ 知り合いに養蚕家が何人もいたフェ伯爵にとって､

日本から良質の蚕卵が輸出されることは個人的利益に繋がる極めて重要な点であったに相

違ない｡

つまり､ 尊敬し合い､ それぞれの立場を理解し合っていたフェ伯爵と日本政府とは良質

の蚕卵を輸出するという点で全く同意見であった｡ しかしながら､ 不平等条約の ｢最恵国

条款｣ を考えると､ イタリアが日本と公式な協定を一方的に締結することは､ 他国 (主に

イギリス) の怒りと反感とを招いてしまう懸念があったことが推察される｡

したがって､ 1872 (明治 5) 年に､ フェ伯爵と副島外務卿と協力し､ 公式な文章でない

｢暗黙の合意｣ に達したおかげで､ 幾人かのイタリア人蚕卵商人が日本の内地を訪れるこ

とができた｡

しかしながら､ 翌 1873 (明治 6) 年 2 月に､ この状況は新たな進展を見せた｡ 次節では､

その進展に焦点を当てて観察することにする｡
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[5-3] ～外国人内地旅行の解禁及び飯事裁判権の放棄について～

[5･3･1- フェ伯爵の新たな提案について]

1872 (明治 5) 年の岩倉使節団が欧米諸国で行った条約改正をめぐる会談は､ 日本政府

並びにフェ伯爵が期待した成果をもたらすことはなかった｡1872 (明治 5)年 8 月 21 日に､

つまり岩倉使節団が米国における会談を終了し､ ちょうどイギリスのロンドンに到着した

頃､ フェ伯爵はイタリア外務大臣に- 通の書簡1を送った. そこには､ 日本外務省が岩倉使

節団から受けた報告と共に､ 駐 日米国公使デロング2による条約改正の進展に関する意見が

記されているO - 方で､ 岩倉の一行は､ 日本外務省に電報を打ち､ ヨーロッパで条約締結

国の首脳を全員同じ場所に集めてから条約改正をめぐる予備会談を行 うどころか､ 各国で

新たな条約を締結することすら非常に困難であろうという消極的な姿勢を示 した｡ そして

他方で､ 米国公使デロングは､ もし岩倉達がヨーロッパで条約改正をめぐる交渉の際､ ア

メリカ政府に要求した事項の改正 (つまり日本における治外法権の撤廃や関税自主権の回

復など) を再び持ち出した場合､ おそらく成果を得ずに帰国することになるだろうという

懸念を示したことも窺える3｡ この懸念は､ 時間が経つにつれて現実のものとなり､ 治外法

権及び輸出入関税に関する事項は改正されず､ 岩倉使節団が背負っていた主な任務の一つ

は失敗に終わった｡

1873 (明治 6) 年 2 月 7 日に､ 岩倉の一行がフランス訪問をほぼ終えた頃､ 日本におけ

る治外法権の撤廃そしてそれに繋がる外国人内地旅行の自由は成立しそ うもなかった｡ し

たがって､ フェ伯爵は日本を自由に旅行できる許可を目的とした抜本的な計画の実行に着

手した｡ 以下は､ フェ伯爵が 2 月 7 日に日本政府に送った書簡の全文を挙げる｡

〔当時の日本語訳文4〕

二方七H 紛 好 E y 脚 虜解窟

6 本ニ.於倒 産ノ廃止戯二鰍 G 本棚 行ニm シテ朗 ヌ好フル件

1 A SD M AE ,Seri e M oscatiVI,b.1288,1872年 8月 21 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Serie Politica
N o.29･m inuta (未刊)

2 デロングは米国で岩倉使節団の接伴掛として務めた後に日本に戻り､ 駐日米国公使館に再着任した｡

8 A SD M AE ,Seri e M oscatiVI,b.1288,1872年 8月 21 日､ フェ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ Seri e Politica
N o,29･m inuta (未刊)

4 この書簡のフランス語文は残念ながら､ 発見されていない｡
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去A + E 夙鮮鼻静を易(中山顔激暑御 慶だ継 右柳 の膚iE u

産々顔務静粛之庚i餅屋題の岸を邑@ 申戯承勿変L,虎右脚 郷 を虜 に継 好へ脚 L,

麟 T lf務縦 であ鹿屋身L,者好事のプ監至首の床紛 @ /貨雛 で務顔府坑ニ射て肴静

書面の粛々lE lfM# 必着cf ク摩 t mp-5申 1 庚窟磯 t 務酵

丁度lrjW # のノ志虜をLj で申潜療従者遷膠下其潜鼻背中の高普:方と脚 の靡 lE働 い

たL,鹿粛々ノ顔虐■i,申1 庚静粛棚 卸EM で佐倉酪ク軒L,M て㈱ 有之題拷顔~

外 交掌努めて濁 彦G 主の麿を専 /L_T身すべき膚仁者之庶顔lr裁虐酢EM ぼ在晋よク不超5 @ を盛■

一大lr鮒 L,庚事務のガ彪m LZ)慶事7ご夢せず丘彪駒 野の# g lE願 慶事邑鹿之柵

の鰍 上lrM で鮮 夢の得PL- a 符藤津全 ぐ5度八層の原産t.称盆の薦めに雛 のf l.= て-

_H 鰍 て弁慶八.及び芽和彦の虐め虞蒼の床鮒 鮭上ぼ外囲よク.友L,庚産ぼ有者磨蒼と

F77 G G G

｢ 肺 クノ穿脚 へ磨き頻度裁許安靡よク直に真二穿lE て激 務静ひ庶事の新野/J a ぱ

ノ野下7こら静 7 解可有之好事にて朋 物象八鰍 一容易 <ノ好行鰍 瀞許麻酔丁

顔等の事鮒 て十分甜 なa m 勿産磯 に秀之@ # 仁虎,,iTを得尿F'iT-# # lf摩瀞を

符顔ノ面己ならず家産を得舶 許の者脚 られ# 紛 て二者W を遂げ罪を兵- 農園の有せる

.君碩酢こ野L,g Jg を表L,顔

- #R .･Eim t 愛 クの囲みあa m t 易 者の_上超勤勧敷居EJ静に轡今朗 仇犀庚禿野の顔を鹿元cf

ク脚 L,顔潜を劫 酪好- 申ス庚着/境野癖成摩 lr顔得どら責棚 事ぼ裁噺

^ の房男方の者に秀之庚瀕屠g の塵界 邑j観官ク穿夢等邑秀之脚 荷lE l1 T 贈 蔭を

なさず轡席駒 盈弟鮮轡の放酪酸彦雛 めM iこ樹 L 犀紺 を膚郭好き㈱ i,度勝

者背鼻義家勿榔

子ソL百七ナ三牢夢二方七 H コJ/ Fフヱ

脚 虜卿 ノ野Tl

以上の書簡で､ フェ伯爵は副島外務卿にイタリア人蚕卵商人の 日本内地旅行に関する意

見を述べながら､ イタリア人に限定 した領事裁判権の放棄を条件に､ 自由の内地旅行を検

討するように求めている｡ フェ伯爵の要求は､ 言い換えれば､ 日本内地旅行を行 う願望の

あるイタリア国民は､ 個人の判断で遊歩地域以外の場所を訪れる際､ 条約によって定めら

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 651･652ページ出典｡
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れた治外法権 (本論の付録④参照) を放棄 して日本の法律で裁かれることになる｡ フェ伯

爵は､ イタリアの蚕卵商人が非常に勇敢な者ばかりで､ 毎年 日本にはるばる渡り､ 時に非

常に厳 しい日本の法律に服してでも彼らの任務を完遂する覚悟があったことをよく認識 し

ていたため､ この決断がなされたのである｡

副島外務卿は､ 日本の文明度を高く評価 したフェ伯爵の提案を快く受け入れた｡ そして

数 日後､ ちょうどフェ伯爵が帰国前に天皇に謁見した日1､ つまり 1873 (明治 6) 年 2 月

22 日に､ 副島は､ イタリア人内地旅行の認可に関する規則案をフェ伯爵に提出した｡ この

規則案を以下に挙げる｡

〔当時の日本語文〕

二万二+ 二G 脚 虜財E P 伊国分皮窟

伊盛ん本務棚 示ノ件

裁臓 の享に布野香御者寿の次弟静搬 遂｢ 熟慮穿L,庚謝辞財 彪右に野L,甜

申選好と存i好摩め棚 をIL,脚 L,顔膠下抑 脚 L,顔

,g r 釣/

御 者齢 紺 lEM げa勿 < 脚 脚の鹿野を/労て土歯質責のj静財t 原産 仁腰すa lEM T

/貨伊太和好屠ぼ5 本柳 を摩 クを<磨 すF,7 L

_夢二財

顧慮軌 穿めに行於正L,き伊東縦人lEli G m ziJtf'貞の彪介lEG T 戎弥彦ぎょク｢ ^ 姦lr

在乗夢手を得鮎 J77 L,

農三財

㈱ 仇菟所持静粛虜を受if a 事あa J啓ぼ6 本の鰯 クlr 2鮮夢を爵辞すa 屠灰女

御 こ産~a J77 L,J# クと磨t 邑伊綱 人見蘇ふa 産を伊へi 'B lめに5 本の# 耽 射て二カの

R ふ_丈~if一手段を粛L,.果せL,斬 り乙頒 ふ- き屠な< L,T 5 本裁櫛 ご潮 を否み L,呼に#

きれば柳 _立入らきa I,7 L,

_夢御

鮒 秋野居教材彦 lrG すa lr好手磨t き脚 ひき8 - i,雌 夢の事務のためlE脚 財

1フェ伯爵の謁見については､ A SD M AE ,Fondo M oscatiVI,b.1288,1873年 3月 2 日､駐日イタリア領事バッリーリ
スよりイタリア外務大臣ヴイスコンテイ･ヴェノスタ宛の書簡｡その日本語訳は 岩倉邦子『岩倉使節団とイタリア』､
京都大学出版会､ 1997､ 50-52ページ参照｡
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節,5 5 1EM ひ潜一座■の虜財を慶立野すJ77 < t 存地 熱野答得魚島薮転榔

好雛 祭二月か二G 芽柳 鼻筋

棚 公好 コン′jtアL,グy j･L7フヱ厨アブ

ここで､ 上記の規則案の内容を以下にまとめることにする｡

第- 則は内地旅行を行 うイタリア人が領事裁判権を放棄し､ 日本の法律に服するという

ことを定める｡ 第二則は内地旅行を行 うイタリア人が以前と同じく､ 公使の仲介で､ 日本

外務省が発行した通過許可証を取得する必要があると定める｡ 第三則はもし内地旅行を行

ったイタリア人やその所持品が何らかの形で損害を受けた場合にも､ 損害賠償は日本の法

律によって決定されることになると共に､ 裁判の際､ ある種の例外を除いて､ イタリア政

府の干渉が拒否されることを定める｡ 最後に､ 第四則は､ 刑法上の裁判が発生した場合､

イタリア人が過度に厳重な処罰を受けないことを保証しながら､ 新たな一俵の規則が制定

される可能性に言及する｡

こうして､ 1872 (明治 5) 年夏の ｢暗黙の合意｣ が進化2 し､ 具体的な形に整えられた｡

これはイタリア人 (及びその他の外国人) による内地旅行を許す公式な協定に向かっての

第一歩であると言える｡

但し､ フェ伯爵が 1873 (明治 6) 年 2 月 25 日に弁理公使として在ローマ日本公使館に

着任する予定の佐野常民などと共にヨーロッパに赴く3ことになったためか､ この規則案は

その前に提出できるように外務省が慌てて作成した仮のものであった｡ 事実､ 第四則に書

かれているように､ 更に一条を追加する必要があった｡

一方で､ 岩倉使節団が欧米諸国で試みた不平等条約の改正が挫折しそうになっていた頃

に､ フェ伯爵の提案は､ 新たな交渉の糸口として､ 岩倉の一行と日本政府とに大変歓迎さ

れた｡ 他方で､ 日本における自由な移動を許す協定はイタリア人蚕卵商人が日伊貿易関係

の当初から待ち焦がれていたものだった｡

以上の規則案を受けた直後に､ フェ伯爵は副島に感謝の意を表しながら､ 直接にイタリ

ア外務省にその旨を伝える意志を表した｡ この事実は､ 以下の書簡 (当時の日本語訳文の

み- フランス語原文は発見されていない) に含まれているものである｡

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 652 ページ出典｡ この規則案のフランス語訳文 (つまりフェ伯爵が

受けとったもの) は､ 本論の筆者によってイタリア国立古文書館 (A C S) で発見された｡ A C S 〔イタリア国立古文書

館〕,M A IC,D irezione G enerale dell'A gri coltura,IV verSam entO.b.599,faSCic.3439｡ (未刊).
2 旅行者の人数及び旅行の期間や行程の制限がなくなっている｡

3 この点については岩倉邦子 『岩倉使節団とイタリア』､ 京都大学出版会､ 1997 41-49 ページ参照｡
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〔当時の日本語訳文〕

二万二十二H 紺 公好 E y 脚 く務解窟

伊威人H .本棚 ノ勝 彦卿- 膚凄ス- 中郷 ノ#

夢G ノ醗鼻静をLJ で牌 八農園拷F,iWB jbm 行虎密めのG 産め棚 者L粛下潜 に彦字身L,顔

都者顔 の庶桝 働 酔夢p - マ伊太欄 府ノ各孝次夢シール クイスコンチークノス

ク胸 ソ名- 右樹 L,裁政府の脚 下へ舶 蓉J74 # # #

着御 申1 度鰍 上

チノ(房~七十三年夢二方放二G 鮒 和琴符冶金盾公@ コンjtフヱ

舶 願 ノ野T l

この書簡を書いてから三日後(2 月 25 日)､フェ伯爵は帰国の途についた｡しかしながら､

フェ伯爵がイタリア- 帰る間に状況は大きく変わっていった｡ 次セクションでは､ その状

況の変化について観察する｡

[5せ2- 駐日外交団の非難と阻止活動について]

フェ伯爵の提案は巧妙に不平等条約の法網をかいくぐるものだった｡ なぜなら､ 領事裁

判権の放棄は条約で定められた遊歩地域以外に足を踏み入れるというリスクを負 う個人に

限っていたからである｡ しかしながら､ フェ伯爵は今回も諸外国の代表者と直接に相談す

ることなく､ 単独で行動してしまった｡ 最恵国条款で同じ権利を持つ他国の立場を十分に

考慮しなかったことは､ 彼の計画を狂わせる主な原因となった｡ フェ伯爵が不在中に､ 日

本政府と駐日外交との間で､ 外国人内地旅行問題に関する論争が始まった｡

この点については石井孝氏の 『明治初期の国際関係』 2に詳しい｡ その中で､ 石井孝氏は

主に駐 日英外交官ワ トソンやパークスがイギ リス外務大臣グラングイル (G eorge

Leveson･G ow er,E arlofG ranvi lle) に宛てた書簡などを取り上げ､ 丁寧に問題の経緯を再

現している｡ ここで､ その論争の最重要なポイントだけを取り上げたい｡

石井孝氏によると､ フェ伯爵が提案を提出した直後に､ 諸国公使らはそれに対して､ わ

りと積極的な姿勢をとったようである3｡

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 652-653ページ出典｡

2 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977､ 第二章 『外国人の内地旅行問題』､ 97･188 ページ参照｡

3 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977､ 100･101ページ参照｡

197



但し､ フェ伯爵が後に副島外務卿から受けた規則案は仮のものだったことを忘れてはな

らない｡ フェ伯爵が出発してから僅か三日後に､ 副島は米国公使デロングから内地旅行の

新協定に関する詳細な説明を要求され､ ｢外国人内地旅行に付見込み覚書｣ を作成し､ 米国

公使館に送った｡ この ｢覚書｣ は 2 月 22 日にイタリアに送ったものとほぼ同じ内容だった

が､ 比較してみると､ 第四則に ｢尤有役或は無役の入牢又は前金等に止る- し｣ 1という点

が現われているだけでなく､更に､以下に挙げるの第五則及び附等が付け加えられている｡

〔日本語原文〕

.夢二互財

虎罪の摩.を申彦す- き罪人あa 犀だ_士虜のg 貞よク畝 定昇lrあa 紗 へ?Flq を超すL,て罪

岸に虜せき石へL虐5 本の産虎に屠ふa虜の潜と宵俗/=# ふ慮虚

ノ酔夢

一男:易禁止之事 臓 .､外題卿ノ.貞道_著書タレノ､夢二虐ヲ齢 スノレニノ､序と紡 /′鹿看

アルベシ 二A ガノLH ノ太政大虐臓 象夢5 彪■ニ.於テp-adス 伊 1 野

以上の ｢第五則｣ は遊歩地域外における治外法権の完全な放棄を意味し､ 米国公使デロ

ングをはじめ､ 外交団を大変失望させたと見られる3｡ 中国を訪問していた副島は帰国した

後に外交団長デロングと会見した｡ その席で､ フェ伯爵の帰国までに以上の協定の実施を

中止するように提案されたが､ 断った｡ イタリア政府がその協定を承認 した場合は､ 他国

の政府も最恵国条款の規則で内地における領事裁判権を完全に失うことになる｡ 3 月に入る

と､ この状況を把握した駐日ドイツ公使フォン ･プラント(M .Von B randt)及び駐日イギリ

ス代理公使ワトソンらが慎重な姿勢をとり､ フェ伯爵の単独行動及び日本外務省が出した

規則案の内容を批判し始めた｡ 徐々に､ これらの批判は完全にイタリア政府が協定を認可

しないための阻止活動と化した｡

フェ伯爵は 4 月 13 日にイタリアのプリンディシ港に到着し､ そのままローマ- 赴いた｡

そこで､外務大臣などと会見し､2 月 22 日の規則案についての説明をした｡ しかしながら､

英国側の史料に基づく石井孝氏の研究によると､ ワトソンに頼まれた英国外務大臣グラン

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 654ページ出典｡
2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 654ページ出典0

3 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977 101ページ参照｡
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ヴイルは､ 5月 9 日に駐伊英国公使パジト (Paget) に､ この間題に関するイタリア外務大

臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタ (E m ilio V iscontiVenosta) の意見を聞くよう依頼した｡ パ

ジ トとの会見によって､ ヴェノスタは外国人内地旅行問題の展開と諸外国の批判を知った

上で､ 慎重な態度をとることにした1｡

[5甘3- イタリア外務大臣と岩倉使節団との会見について]

第 4 章 1節で検討したように､ 5月 8 日に岩倉使節団はイタリアに入国し､ 翌日早朝にフ

ィレンツェに到着した｡ イタリア政府が慌しくその歓迎の準備を整え2､ 数 日後､ 5 月 18 日

に岩倉具視はヴェノスタ外務大臣と会見することになった｡ 二人は早速本題､ つまり条約

改正問題に入 り､ その点に関して､ ヴェノスタは他国の立場から離れない慎重な姿勢を示

した3｡ 岩倉大使が領事裁判権の放棄を特に強調しながら内地旅行問題を取り上げ､ 更に､

関税自主権及び外国人居留地における治外法権の撤廃を求めた｡ そしてヴェノスタ外務大

臣は日本との修好通商関係の繁栄を希望していることを明らかにしたが､ 外国人を日本の

法律に従わせるという点に関しては､ それが一朝一夕にできることではなく､ その時点で

承諾できないと述べた｡

その会見に､ イタリア人の領事裁判権放棄を提案した張本人のフェ伯爵も出席していた

のは強調に値することである｡ 正に石井孝氏が述べるように､ フェ伯爵と岩倉とはヴェノ

スタ外務大臣にもう少 し積極的な姿勢を期待していたに相違ない｡ しかしながら､ 彼 らの

期待は裏切られた｡ ずっと蚕卵貿易を奨励 し続けたヴェノスタ外務大臣の慎重な姿勢の裏

に､ イギリス側による圧力があった4｡ いずれにせよ､ その日にフェ伯爵は自分が考え出し

た画期的な提案が被綻する姿を目の当たりにしたのである｡

[5-3-4- 件のその後の展開について]

しかしながら､ その後の出来事で､ ヴェノスタの慎重な姿勢は建前に過ぎなかったこと

が明らかになる｡ ヴェノスタはイギリス政府から圧力をかけられ､ 一時的に抑えつけられ

ていた｡ またその一方で､ イタリア政府は日伊蚕卵貿易を奨励する必要性があったばかり

1 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977､ 105ページ参照｡

2 岩倉邦子 『岩倉使節団とイタリア』､ 京都大学出版会､ 1997､ 53166ページ参照｡

3 ヴェノスタ外務省と岩倉大使との対話は 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 101･103ページに収録さ
れている｡ [5 月 18 日 倹約改正二関シ伊園側ノ見込照合ノ件]｡ 本対話の解説は､ 石井孝 『明治初期の国際関係』

吉川弘文館 1977､ 93･94 ページで行われている｡

4 石井孝 『明治初期の国際関係』吉川弘文館 1977､ 94ページ参照.
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でなく､ 日本の内地における自由旅行の許可を望むイタリア人蚕卵商人達の圧力も受け続

けていた｡

イギリス側の史料を用いる石井孝氏の研究によれば､6 月下旬と7 月上旬にかけて､駐英･

米イタリア公使らは両国政府に対し､ イタリア政府が日本との協定の締結を望んではいな

いと言うものの､ せめてフェ伯爵が獲得した規則案に記された条件で､ イタリア人が自己

のリスクで内地旅行を行うべきであるなどの立場を再び強調し始めたことが確認される｡

1873 (明治 6) 年の蚕卵仕入れ期が迫る中で､ 内地旅行が可能であるか否か､ 状況は明

らかでなかった｡ つまり 1873 (明治 6) 年に内地旅行を行おうとするイタリア人たちは一

体どんな規則に従うべきであるかという点も不明だった｡ そのため､ イタリア政府は､ 日

本との協定を批准することが不可能であったと知っていたものの､ フェ伯爵が得た特権を

暫定的に利用できることを狙っていた｡

しかしながら､ イギリス外務大臣グラングィルが特に許せなかったのは､ イタリア側 (フ

ェ伯爵) の単独行動であった｡ 彼は在日ヨーロッパ人達ができ得る限り協力しなければな

らないと主張していた｡ そのため､ フェ伯爵が他国代表者の意見を聞かずに日本政府から

特権を得たことに大変驚き､ あらゆる手段を用いてイタリアの単独行動を阻止する方針を

とった｡ 2 ケ月にも亘る論争のあげく､ フェ伯爵が提案した協定は成立せず､ 結局､ イタリ

ア人蚕卵商人による内地旅行が公に認められることはなかった｡

[5-4] ～外国人内地旅行問題とイタリア政府について～

[5-4-1- イタリア政府の情報管理について]

石井孝氏が 『明治初期の国際関係』において取り扱った英国 ･米国側の史料はイタリア

政府の動きと方針とを少なからず明らかにするが､ イタリア政府がどの程度まで日本にお

ける外国人内地旅行問題に関する情報を把握していたかという点を十分に追究してはない｡

本節では､ この間題を取り扱うイタリア側の未刊史料を紹介し､ 分析することで､ 未だ闇

に覆われたこの点に光を投じ､ その全容を明らかにしたい｡

岩倉邦子氏はその著書 『岩倉使節団とイタリア』において､ ｢岩倉使節団の到着以前の交

信｣ を紹介し､ その ｢分析結果として､ 一つには､ 総じて事前の情報の少なさ､ とりわけ
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直前までの不正確さと不明瞭さが目立つ｣ 1と述べている｡ この状況は､ まさに岩倉邦子氏

の 『岩倉使節団とイタリア』で述べられているとおり､ ヴイスコンテイ ･ ヴェノスタ外務

大臣とその同僚達の内政優先型外交政策､ そして日本関係の情報に対する関心の低さによ

るものだと言える｡

日本における外国人内地旅行問題の状況は頗る複雑だったことは否めないが､ これに関

するイタリア側史料を少し参照してみると､ 同様に ｢イタリアらしい｣ 混沌とした情報管

理が際立っ｡

イタリア農工商大臣カスタニヨーラ (Stefano Castagnola 1825･1891) は､ 1873 (明治

6) 年 4 月中旬に帰国したフェ伯爵と会見したため､ 2 月 22 日の規則案の存在を知ってい

たのは明らかであるが､ それ以外の情報は把握 していなかったと見られる｡ 但し､ 彼には､

日本に向かって出発 しようとしていた蚕卵商人らに内地旅行ができるか否かを速やか (6･7

月以内) に伝える義務があった｡ そこで､ 農工商大臣は 1873 (明治 6) 年 5 月 12 日に､

外務省宛てに､ 以下に挙げる書簡を送った｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

M +N LS TE R O D ZA GR IC OL TUM J N D US T:H TA E C OM M E R CTO

OggettoJq}attato COIGl'app oDeP er la li'bezla CiEICOlazl'oDe GelseRZaL'.< RZ血uta>

R om a,addi12 M agp '0 1873

A lh 'stTO deB:ガA H an 'E Sterl

E 'veB utO a m L'a coDOSCenZa aDChep er nob'zl'a dataRZeHe dal coDte Fj d'0gtlam 'che sl'a

stato 80ttOSCTl'tto un tTattatO COL Gl'alP One Per la li'bem citlCOlaal'oDe Gelsem aL')'taEam ')'D

qzLello ZRZP eTO.a se DOE BZl'inganBOP eBSO Che questa BacLEttazl'oDe BIG state concessa iL2

geBeZTale a tuttll'8em al'.PTegO ilm l'o E m et.an egT a d血ZZl'com e eH ettlv;am eD te StaDnO le

cose e Eelcaso che iltTattatO eSjsta sep ossa essere m tiGcato.

E to Castagnola2

l 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 62 ページ出典｡

2 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,I)irezione G enerale dell'A gricoltura,Ⅳ vel･Sam entO.b.599,fascic.3439 (未
刊)
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〔日本語訳1〕

慮Z j5 g

件名 .･蜜剤蔵人のG 由虜身をJ,ffJ77 す8 5 本との彪窟 < 卓粛>

1873 年5ノG 12 5 ､ ローマiE で

ガ紺 野7T

アユ ･ ダステイア- ニ超虜からfp7っ桑原# lLTよると､ /Jl登If 5 本におげa イクy 7 ^ 蚕卵

慶大のG 岳虜瀞を許j77 すa 彪虐オ31その甜 t 腰潜きれたことを存L:ておクますTo /Jl登zjj澱 夢

っT いな J劣ればこ以上の皮EJb Aj金線紛lE､ 鍬 全貞lr与点られたあのであるt虜餅L,丁

.おクまダTo cf って､ この件irノ野する昇折､ Lj l の彪虐讃嘆落 すB か､ そL,T それ雌 轡でき

B かを弁慶大食讃即ご好いたいt ,穿ってお夕貴iTo

署名 カスクニa - 7-

この書簡の内容から推察すると､ やはり農工商大臣カスタニヨーラが把握する協定に関

する情報が大変漠然としたものであることは明白であると言える｡

しかしながら､ 不思議なことに､ カスタニヨーラに返事を出したイタリア外務省領事 ･

商業総局長アウグス ト･ペイロレ- リ (A ugusto P eiroleri) も､ 外務大臣ヴェノスタと岩

倉との会見から一ケ月以上過ぎていたにも拘わらず､ 詳しい実情を把握 していなかったよ

うである｡ 問題の展開が不明だったせいか､ ペイロレ- リが農工商省に返事を出すまでに

はおよそ 2 カ月が経過していた｡ その間に多くの蚕卵商人が既に日本に向けて出発 してい

たであろうことは容易に想像できる｡ これらの情報の根拠として､ペイロレ- リがその頃､

つまり1873 (明治 6) 年 7 月 5 日に､ 農工商省に宛てた書簡を以下に挙げることにする｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

M +M S TE R O D E GLZA FEA IU E S TE R Z

D k eal'aaegeDerale del'coDSOlatle delcom RZem lo

Oggetb IA m RZl'8Sl'oBe dog:ガS如 m 'en 'Den '血teTO Gl'app oDe

ConGdeDZl'ale R om a,addi5 L ugEo 187:3

1 日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述は本論の筆者が追加したものである｡
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A IM h istero diA gTIcoltLLrla e Com m ertu'o

LI sottosczT'tto ∂ogg2'血 gTado dtSCiogb'eTe la n 'Sepva espzleSSa Delta pTOPPla D O由 1'B

data 16 M agg20 8.0,N 316,reBP ODBI招 a qUena dicodesto dl'castem iTZdata 12 m agg70

N 7219,D lfr18.

L e coDdl'zl'om 'alle qzLali)'1 (おvem o GI'app onese aRZRZetterebbe gE stTBm 'em 'a citlCOlazle

p ep tutto l'Zm p em sohoq ueuea ゐe apparlscoDO dal fog:ito qzLl'aoch 'uso. P ojd∂ fu

esam iData la RZatem 'a,Dd dBL'gab血ettj血teq )euatj veDDeZ10 gTaTd obL'eLZio血,∂seR2血甥tO

che alto appm ssizzZam l deHa staBT'ome serlca sl do搾SSe SeDZ'BltTV l'nduBT'o plgEare とLTZa

n 'soluzl'oDe OOd ozm e all'opin ione che 血 da pL血CTか'O sl em m aD ilestata alle p oteDZel

doTley:Si clo占beD.a n 'sepvBLle 血tegTO 血 O alla LleV2'S2'oDe del'tmt tad ilpm SeDte reBlZZZe

coB yeかZl'oDale, m a,p otem l血tanto BO血 pe aL'LIsp ettjn'DaZl'auahl1e coDdtzl'om 'alle

quad TIOlomtan 'am ente e hbem RZeDte a.geDggletteTebbez10 COlovo l' quad vDlessero

appm G ttazle deua b'oeDZB aCCW data dd G ovem o del地 do. ZstTum 'om 'caz2CePL'te 血

qzLeStOS enSO fzH10nO it2 data d'ogP 'steBSO iz22ParLltea l R . ZBCan 'cato d'AH an 'al

GL'app one.

P elM 'm 'stm , A .P eitlOlen l

lA ccluso iltesto in fr ancese (versione in 4 punti)dell'accordo de122 F ebbraio]

〔日本語訳2〕

邦彦 ダ ･爵 夢 ･虚業紛局 件名 / β本金 酢こおIf a 男フ歌人の受lf.入れ許F,7

紺 _夢424 号 1873 年■7.才5 6 ､ ローマir T

農ヱ虜ぎ-

署名者は本6 ､ 5 ′方12 6 の責瀞 7219 号 1 局irG C a 去8 5 .官16 5 の虚事■316 号におい

T lJ L,je:留併夢穿教務野できa cfラlEを クまL,PL-0

5 本虜府ガ堺盈八の痢琴全雛 お/I a ノ好行を許 J77 すa 桑件棚 lE鮒 L,た戯 好IL,穿わ

れaあのでf To この勝 ごノ野する/芽室ガj行われ､靴 好C 虎朝顔:垂オ)ら男励 j竣かったため､

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ireEione G eneral e dell'A gri colttw a,Ⅳ vel.sam ento.b.599,fascic.3439,1873
年 7 月 5 日､ 領事商業局長ペイロレ- リより､ 農工商省宛の書簡｡

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述は本論の筆者によるものである｡
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轟卵だニスカの季動 適 a 中で､空身よク′者舛G lr矛J野L,虎朗 t 一身 L,虎鰍 戯却着手す

a 必要があa ようir,BTわれていますTo それらのノ最屠t ぼつまク､東都材j即 されa ま瑠 在の

冴贋を完全lE# 挿すa こt ､ そL,T ､ それと何時lr ､ < ノオjI'の顔府ガj瀞 L,浩一許p7 を殉屠 L,え

い者諺∫G :発酵lr ､ そL てG 岳 lE # うことになる桑件を彪酔夢iE励 できるこt でiTo

このよう恵方:針は本H ､ 戯■5 僧 公超7こjy /示されまL 鳥

相 - ア ･ペイL7 L/- y

<1紺野に､ アユ超虜が2 .官22 5 lr朗 に安iJ虎劇 宥 休 学3 5 に挙Jゲた全勿財のみのあ

〟) のフランス題文運j乱 との書静irlI鈴きれていa >

これが 1873 (明治 6) 年 7 月 5 日現在､ 日本における外国人内地旅行問題に対するイタ

リア政府の本音だった｡ しかしながら､ ペイロレ- リが付け加えたのは､ フェ伯爵が 1873

年 2 月 22 日に受けた規則案 (第五則を含まないもの)であることは注目に値する｡それは､

イタリア政府は英米政府の批判を浴びながらも､ フェ伯爵が帰国してからの展開､ つまり

第五則が追加 されたなどの事実を知らなかったからだと推察される10

[5-412- 駐 日代理公使 リッタ伯爵と蚕卵商人たちの申請について]

外務省はペイ ロレ- リの書簡 に現われ る方針 を駐 日代理公使 リッタ伯爵 (C onte

B alzarino Litta B iumi R esta,1832･1880) にも電報で知らせた｡ しかしながら､ ペイロレ

- リが 7 月 10 日に書いた書簡2から判断すると､ 実際､ 外務省はその書簡が発される数 日

前に､ リッタからの電報を受けたことが窺える8. その電報に､ リッタは日本政府が外国人

内地旅行を結局､ 一切許可していないことと､ 後に書簡にてその点に関する詳細な情報を

提供することとを外務省に通達したと見られる4｡

そして 1873 (明治 6) 年 8 月 21 日に､ 代理公使 リッタ伯爵が日本から 7 月 2 日に外務

1 フェ伯爵は2 月 25 日に帰国し､代理公使は5月 1 日に到着したため､ちょうどその間に､公使館の義務は日本に到着
したばかりの領事､ ディェゴ･デ･バッリリス (D iego D e B arr山S,1835-1881) に委ねられた｡

2 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,D irezione G eneral e delrA gri coltura,Ⅳ verSam entO.b.599,fascic.3489 1873
年 7月 10 日､ 領事商業局長ペイロレ- リより､農工商省宛の書簡｡ (未刊)

3 ペイロレ- リは10 日にリッタからの電報を受けたと述べているが､以下に引用したリッタの書簡､そしてペイロレ-
リ自身が8 月 26 日に書いた書簡からすると､ 電報は7月 1 日に打たれたことが明らかになる｡ もし､ 電報が7 月 1
日に打たれた場合は､ペイロレ- リがその存在を知らずに､ 7月 5 日の書簡を書いてしまったことになる｡

4 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D irezione G enerale deu'A gri coltura,ⅠV versam ento.b.599,fa8Cic.3489,､
1873年 7 月 10 日､外務省領事･商業局長ペイロレ- リより､農工商大臣宛の書簡｡ (未刊)
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省に宛てた商業関係1の書簡 (電報の内容を詳しく解説するもの) が届いた｡ 次に挙げるの

はその書簡の内容である｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

CoRZRZerCl'ale N o 100

TelegTaRZm a dirt:a ilI:iGuto dip eLm eSSip er TqagP 'azTe Deu iL2tem O.

A S ue E ccelleDZa ilSJ'9.Cap:TqscoDtl V eDOSta M EniStTO degE A u an 'E stepI R om e

Toh '0 2 L zzg:滋0 1873

SL'gz2W M h istTO,

Zen 'ho spl'ccato au 'E ccelleDZa VostTTa Zm telegTam m a,.ZZ2GBdaDdolo ad H omg -K oDg P er

血 azL a che l'D queSt'aM O ilgovem o BT'app oDeSe nOD aCCOPda De.gSuna am LZ21'ssl'one

nen '血tem o,seDZa di'stiL2ZioDe dtBaZl'onaltta,ep erpyegazla dJ'vDleT Bar conoeCere qUeSta

cosa alp ubbb'co.

Q uello che Ilopyevede帽 Delm l'o rapp w to den 'll al'ug720 B.S.N o 52 a RZm em lale,cLe

cioeh 'sem aLll'Ddottl血 ezTW e dalle DOtlzl'e pyeRZatZLZle appal:Se Eel g2'oma E L'taEam 'den '

eslsteDZB d l'un patto 血 Tq'sta del quale g:ガ)'taltam 'sw ebbeL10 StallaRZBZeSSIDeu 'intem o,

aW ebbero aD軸 atoi11w o azTITIO,Sl占vez:iGcato.

Q zLalche sem ajoiafattLlg2'a q zLtg2'zm to,Sl'∂n 'l7d to a questa L egaZioDe,P em h∂per m ezzo

SZLO SI souecltasse dalle auton 'Li gZaPP ODeSl'ilp ezm esso dl' Tq'aggZaZle Dew l'B tem O, e ad

oD ta delta m l'a n 'SP osta De827d va, queste doRZaDde facendosl insl'SteDtl e fTequeD tl, )'o

do搾tt3'n 'corzlere alla E ccelleDZa VostTa P em L∂ilp ubbEco sap esse com e 80DO 血zleak a le

CO8e.

SL'B P er geloslad egb'altTTl sla p er le tm sBTeSSiom 'dello scorso anno p eTP etTate da

qualche l'taEano,sla p erl'血certezza delDegOZlailp endeDtlp ez･1a zleTisJ'oDe del'tm tta銘il

Batto sta ed ∂Che questo govem o dtvenne n gw os1'SSizzzo e DOE Ba eccezl'om 'dtsoz･b p er
8 1 C

DeSSUnO,e nOD P erm ette Che sl Wadi nen '血teLT20.Zo DOE Baro m al'cosa che nob Sl'a BZenO

che decoLt10Sa P er queSta R . L egazlloDe, e qZLl'Bdl'LZ21'Z:iGuteEa eeLEZPye ad l'nd&iz%BZle al

1 外交官たちが世界各国から送っていた通商系の報告書は､ 残念ながらイタリア外務省歴史外交資料館 (A SD M A E ) に

よって廃棄された｡ そのため､ 残されたものは非常に少なく､ 大抵その他の資料館において保管されている｡
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G w em o a}'app oDeSe dom aDde che so cLe ve乃℃bbeL10rea'sam eDte ZleSP血te.a m e ho detto

Eelm l'o zlaPP W tO N o 95 diqueSta SeET'e,queSta SW te tOCOa ad zLL2a dom aBda Eatta dalm l'o

collega diG em zam 'a.F azle altTiz22eD t18aZTebbe bzH:1azTSlGelgoTlem O g2'app oDeSe,e m aDCare

d i diiniti cazZ2e m lP yeSeDtaDte l'taliano, e sotto qzzeStO doppl'o p zLtZtO di Tqlsta l'o n utm

G dzLCla,anzl'certezza dl'avere l'alP L10招.ZioDe deu 'E cceueDZaV ostTB.M a com e ho detto,

occovre cLeilp ubbEco sBPPja com e sohole c o se,altTl'm eDd p otTebbe szLPPOZd cLeIlom anco

dl'di蜘 za e dipm m w B,quaBdo bo血veoe la cosa'eDZB diayezleEatto ilm l'o dovepe.

●I
A y e 帽 87B PLlePam tO ilRZl'o corrl'ere p ez･queSt'oggl, BZa ho dovuto aggZun gW e aDChe

questo dispaocio,app zLa tOP em h∂jem 'a Bem m L'soDO tm 帽 tOnelcaso direspIDgerePeT遡

tezza vt21ta uL2'jstanzap T e Sen tatam l'da un sem ajop erp o奴･andare Dell'血tem o.

GTBdl'CCB,Sl'8770T M h istm ,gE attl'deH 'Blta m l'a consl'dem ziToDe.

B .L ittal

〔日本語訳2〕

題虜系夢100 号

府戯桁 許pT e)超超 lE厨 すa 甜

グィスコンティ . グ主ノスク桝 ノ野T EZ- マ

18 73 年 7ノ々 2 5 ノ麦RT iE T

ガ虜大底貯

今年5 本廟府凄棚 行の許 J77 を､ 廟夢をJ野わヂー好孝之ないt いうこt をノ野T iE広丘 a

ため､そL T これ を屠屠/こ顛7ら骨でG < ためlr ､解5 ぼ香農産盾 瑠 T lr餅 を打ちまL ji- 0

//､生が去 8 6 .号11 5 の歯彦粛# 芳書夢82 号にお いT f /野L,T いた とガ タ､ イクy ア^ のPy

彪併行諺j瀞 J,7 きれ a 彪富の存在ir膠 すa イク y アの新野irJ静粛きれた芽公式~のき乾夢のせいで

,ETC,膚 いを L,虎鰍 らzFj孝,# iEjg H i,まLj ro

g lL_yこちらiE廉度微 の黍卵摩人た ちは本分鮒 L,T ､ 5 本舵 機 好行を行 う許

p7 を与点 させる虐めの伸介をj鉱毒好L,T いますo i,zh L なが ら､ /Jl二全の超否好断 こら滑ら犬

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M Al C ,D ire2:ione G eneral e dell'A gri coltura,ⅠV verSam entO.b.599,fascic.343901878
年 7月 2 日､ 駐日イタリア代理公使リッタより､ イタリア外務大臣宛の書簡 (未刊)｡ 下線部は手書きの書簡に現わ
れるものであり､ 本論の筆者がつけたものではない｡

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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そjl,らの新顔諺櫛 々lE L つこ< ､ そL,て掛 行われa cE うiE なっT きまL j1-0 よっT ､ a

度Zij美好を磨穿できa cfうiE ､ /Jl二生材/野T のおg J,-5 1=ならぎB を得まゼ止/でL,71-0

彪G の者の羨望のせいか､摩牢 イク97 ^ メj署 L,度数 のせいか､ そL,て条線 正を行う

虐めの交渉毎j不願 であa せいか､ 5 本肋 穿常に厳暑唐潜産をt ク､少 L,の顔葬あ潜め

ずミ屠 iEM L,てら舶 -､適 { こt を蒼 L:Tい ますo /J､登If本公超智の名誉を顔をう行瀞 をす

a っ邑クIf /J いので､ G 本郷 M W t Lて 超否~ぎjz,a だろうとわかつT いa ような申房を

J野すつg)クばあ夕貴せん 茶系# 芳書夢95 号で述べたように､ /J､登のノ野2欝である声イソ公皮

メjl労L 虎申静 jf Lj上 のようlE必屠きれまL,度o /Jl仝/ま述べ足腰クに布野L,ないと､ 5槻 好

を′線 iE すa だけで/J< ､ イクyア の托寿者t i,丁のFFPtEifを斉っT L,まうこt lrをB でL,㌔

うo

この二つの_iZTf# を孝之at ､ /J､卓ば膠F のJq J者を得られ8 ことを倉 C ていB ､ 否二藤倉 L,

て冶 クますTo LかLjg がら､Lj l 述べた避 ク､ 屠屠If臭厚を身 a 必要があクi i To きめ虐げ

ればこ/J､登がい<ら 公好とL,T の義務を男虎L,度5 度を揮っていal rせよ 戯磨 き t J配慮と

に欠 if a tノ好われa 可紛 ∫あるのでダTo

解G ./ Jl登ぼ鍬 がm i,度棚 を劾 B PL-めの申J,-# 藍三度旦却7Tすa ことlrなっPL-虐

め､ 本 Gの 粛狩をノ既着L,T い)とところ､ 本嘉静め題勿する必要狸あ好C g i,71-0

教具 B . y ック

結局､ 7 月頃に､ 多 くの蚕卵商人たちは内地旅行の許可に関する詳 しい情報を持たずに日

本に赴いた｡ その時までイタリアの 日刊紙において､ フェ伯爵が 日本政府 と何 らかの協定

を結んだことが宣伝 されていたため､ 多 くの蚕卵商人たちは内地旅行が可能であると思い

込んで例年より早めに出発 してしまったのである｡

フェ伯爵は 2 月 25 日に帰国の途につき､代 理公使 リッタ伯爵はそのおよそ 2 ケ月後の 5

月 1 日に来 日した｡ その 2 ケ月間で､ 内地旅行問題をめぐる論争は様々な展開を見せたが､

この状況を理解 し､ イタリア政府に伝達するものは日本にいなかった0

これは基本的に､ 駐 日イタリア公使の不在､ そ してイタリア政府の不注意が生んだ結果

である｡ 日本に到着 したばか りの リッタ伯爵は､ その論争の急な展開どころか内地旅行間

1 この件について､ 副島の不在中に､ 1873 (明治 6) 年 6 月 23 日に宮本外務大不丞が ドイツ公使館の通訳に宛てた書簡

(日本語原文)及びそれに対する駐日ドイツ公使が 7月 2 日に上野外務卿代理に出した書簡 (ドイツ語原文と日本語

訳) が遺されている｡ これらの書簡などは日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955､ 654-658 ページ､ に収
録されている｡
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題の経緯をすら把握していなかったのである｡ そのため､ 外交上の問題が発生するのを恐

れていたせいか､ 慎重な姿勢を取ろうと決心したのではないか｡

以上の書簡を受けたイタリア外務省は 5 日後､ つまり8 月 26 日に､ ｢日本政府は内地旅

行を厳重に禁じている｣ という事情を農工商省に伝え1､ 農工商省の方も9 月 2 日の回状で

その旨を各県知事や商工 ･農業会議所長､ その他の農会長宛に通達した2｡ それと同時に､

リッタ伯爵は蚕卵商人達の内地旅行申請を拒否し続けたのである｡

その結果､ 1873 (明治 6) 年に､ 来日したイタリア人の蚕卵商人たちは内地旅行を行え

ず､ 何度もその不満を顕にすることがあった｡

[5･4･3- 明治六年の政変と外国人内地旅行問題について]

岩倉使節団が欧米を訪れている頃､ 留守政府の首脳たちはいわゆる ｢征韓論問題｣ の解

決に必死だった｡ 征韓論問題といえば､ 日本政府は当時の韓国政府に国交を求めた時に拒

否された際に日本国内に沸騰 した論争である｡ 一方で､ 板垣退助､ 江藤新平､ 後藤象二郎

や副島種臣らが韓国の挑発に乗 り､武力行使を行 うべきであることも主張していた｡ また､

他方で､ 西郷隆盛は自ら使節を率い､ 開国を勧めるために韓国- 赴 くべきであることを主

張していた｡ 結局､ 1873 (明治 6) 年 8 月 17 日に､ 西郷の韓国派遣が決定された｡

岩倉使節団と別れて､ 一足先に日本に帰国した大久保 と木戸とは､ 留守政府が慌 しく行

った改革によって国民の間に引き起こされた混乱と不満とを目の当たりにし､ 大変驚博し

たであろうことは想像に難くない｡ また､ 政権の最重要な地位が旧土佐 ･肥前藩の者に占

領されていたことは二人の憤慨を引き起こしたのではないかと想像される｡ 木戸は体調不

良だった一方で､ 大久保は西郷を韓国派遣する決定を取り消そうとしたが､ 彼の試みは失

敗に終わった｡ そのため､ 二人は心配しながらも､ 岩倉たちが帰国するまで待機すること

になった3｡

いよいよ､ 9 月 13 日に､ 岩倉使節団が帰国し､ 10 月 15 日に閣議は予定通り西郷の韓国

派遣を裁決 した｡ これを受けた大久保は､ 二日後に木戸と岩倉と同時に太政大臣三候実美

I A C S 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D irezione G eneral e dell'A gri coltura,ⅠV versam ento.b.599,fascic.3439 外
務省領事 ･商業局長ペイロレ- リより農工商大臣宛 (1873年 8 月 26 日) の書簡 (第 511 号) (未刊)｡

2 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M AJC ,D irezione G eneral e dell'A gri coltura,ⅠV versam ento.b.599,faSCic.3439､1873
年 9 月 2 日､ 農工商省フイナ- リ (G .Finali- カスタニヨーラの後任者) より各県知事､ 諸商工 ･農業会議所長等

宛の回状 (第 256 号) (未刊)｡ この回状に､ 様々な県知事及び農会長からの返事も残されている｡ この度､ 1873年

5月末に北イタリアを訪れた日本養蚕視察団を熱烈に歓迎したコネッリヤーノ (Conegliano) 村農業共進会のデ ･ベ
ネデッティ (D e B enedetti) 会長は日本政府の決定に対して失望感を表した｡ (1873年 9 月 15 日付の書簡) (未刊)

3 大塚孝明著 『寺島宗則』吉川弘文館 1990､ 187ページ参照｡
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に辞表を提出することによって､ 西郷派遣が天皇に上奏されるという事態を､ 一日延期さ

せることに成功した｡ そして翌 18 日に､ いわゆる ｢明治六年の政変｣ 1が起った｡ その日の

早朝､ ショックのせいか､ 三候は突然精神錯乱に襲われて倒れ､ 岩倉具視は太政大臣代理

になり､ 天皇から征韓不可の裁可を獲得することができたのである｡ すると､ 今度は西郷

が辞表を提出し､ 24 日に征韓派の参議､ 即ち板垣､ 江藤､ 後藤や副島が一斉に下野する事

態となった｡

太政大臣三候実美と右大臣岩倉具視とが占める地位は変わらず､ 大久保利通 (薩摩) は

国内の治安を司る内務省を新設し､ 自ら内務卿となった｡ 次いで､ 工部省に伊藤博文 (長

州)､ 大蔵省に大隈重信 (肥前)､ 司法省に大木喬任 (肥前､ 1832-1899)､ 海軍省に旧幕臣

の勝海舟が着任した｡ そして副島種臣 (肥前､ 1828-1905) の後任者として外務卿となった

のは寺島宗則 (薩摩､ 1832･1893) である｡ 彼らは ｢大久保政権｣ を支える人物たちだった

のである｡

いずれにしても､ 岩倉使節団に参加したいわゆる ｢外遊組｣､ 即ち大久保､ 伊藤､ 木戸な

どが再び日本政府において力を持つようになった時点から､ 明治政府の政治的方針が著し

く変化する｡ なぜなら､ 1年 10 ケ月の間に自ら世界の情勢を観察することによって､ 彼ら

の国際政治観､ そして価値観が以前より大きく変わったからである｡ よって､ 明治六年の

政変後に成立した大久保政権の日本は欧米の影響を受けた近代的な対外政策を採用し始め

たと言えよう｡

岩倉使節団は不平等条約の改正に成功を収めることができず､ 帰国以来､ 条約改正問題

は 1894 (明治 27) 年まで大きな展開を見せることはなかった｡ しかしながら､ 新たに成立

した大久保政権の対外政策には方針の変化がはっきりと現われてくる0

例えば､ 大塚孝明の著書 『寺島宗則』に目を通すと､ 本章で扱っている外国人内地旅行

問題に対して､ 寺島外務卿は着任してからすぐ､ 副島より遥かに強硬な姿勢をとっていた

ことが窺える｡ 宗則は駐英公使時代から､ 治外法権の撤廃なくして､ 外国人の内地旅行を

認可するわけにはいかないという持論を堅持していたのである2｡

[5･4141 駐日イタリア代理公使リッタと新外務卿寺島外務]

寺島外務卿は 1873 (明治 6) 年 11 月 8 日3に諸外国代表者と会見し､ 彼らと内地旅行問

1 このテーマについては､ 毛利敏彦 『明治六年政変』中公新書 1979､ という研究が詳しい｡

2 大塚孝明著 『寺島宗則』吉川弘文館 1990､1 91ページ参照｡

3 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 675-683-ページ参風,
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題についての意見を交わした｡ そして､ およそ 1 カ月後の 1873 (明治 6) 年 12 月 9 日に､

駐日代理公使リッタ伯爵がイタリア外務大臣に､ 以下に挙げる親展書簡を送っている｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Yeddo 9 D V'cem bve 1873

PTeg2'atlBSlm o Sl'g.% 'stTO

ll SL'g.K awosh i D ZLOVO M EalstTO del Gl'app oBe a R om e paz･te ogp 'p er l'E w opa/ egE

andezTiip ez･qzLalcLe g2'om o a Pan '97lep ol'veyEi a pzleDdepe dom l'cib'o a R azzZa,n 'm anendo

accredttato com e ZB TT'ato StTBODdh an 'o e 此払1由tm lYem b oteLHm 'an '0, 801taD tO PTeSSO la

DOStri2Cu te,eDOE aDChepm sso quella diVl'enDa,cop elofu ilsuopyedecessope ASl'9.Sano.

1I飽 K awosh ipLTLZZZa dl'essere diblom adco,a搾Va UB 'alta cam 'ca DellB Coz･te del肋 doI

∂zLn uOm O 血 )'do aGSaL m a m ostTB buona volon ti e desl'derlo dl'Eaz･bene ilpyoprio dovleye.

llh 'stTO deg:ガA 鮎 E sten 'RZL'ha血can 'cato dtzu coBZaDdazlo alla sp ecl'ale bezzevDleDZa

diLei e dl'vt21eL:Jo com patiEle Se Delpyiz220LTdt delta eua m l'SSI'oBe egE nob IZ20StTeVd lB

pz:Btt'cB dl'un diblazzZatlcopyoyetto.

GH ho data zm a letぬ招PerilCaTEP eit101en :colquale Bltm ven iiL2m agBT'orlzlaPP W tlp eT

le quesdom 'coRZRZeEld aE.

Zo oso pDegaZ:L B/ S)'9.M 'm 'stm , av Dler pazlare al J9 'g.K aw osh 'dena questlone deH '

aB2m jssl'oDe del触 stl'erl Deu 血tem o del Gl'app oDe, qUeStloDe Che col SoyeduizzZa aVeVa

fatto B201topvogTleSSO,m a Che血搾Ce COL Tem 血 a DOE Bd o n 'm ane s由zloDan 'a,RZa aDZl'

pan cLe 血dtetzlegB2'.Zo Lopar:1ato ch 'aL10 a qUeSt'zLltizz20, CaZZZe n 'szLlia Galm L'o zlaPP W tO

Com BZem lale No 160 de1 18 N otleBZbTea .8. e BP eT10 di avem 血terpLletatO le I-doe Gel

I
gollem O, P er CZLi se d cosl, Sarebbe oIP W tUDO Che il govem o gZaPP ODeBe n 'cevesse la

confen ZZa delle RZlePam lep er m ezzo delsuo m iaiStm a R oRZa.

●I
La sl'tuazl'one qzLtegTaTle,alazeBO COSUPare a .ZZZe,cop e a quelh 'stTl'cLe da pareoch '

aDm 'sl tTOVaDO al al'app onel uzZa reCm desceBZad i ostib'tad el D uOTT'伽 tTI TleLISO l'

Eom Stlen l crea l'm bam z2U' ed (accresa'uta) dim colta･' tuttZ'soDO 血dl'sp ostl coD由10 1a

(pyeseDte) aRZm ini'stT:aZl'oDelilpaesed RZalcon ten t0,.91'tem oDO R20TizZZeD tl血szHTleZl'oDaE

EelRZeZZOdi, e la guezTa COna Cw ea dl'l7en由 dl'g2'om o iTZg2'om o LUZa DeCeSSlid.Sarebbe
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zugeLZZte Che DOl'avessizz20 qZLt-alm eDO due bastizzZeD tlda guezTa･'p er ilm om en to DOE Se De

ha alczm o,ed血 T7eTlta ♂tm lP OP OCO.
S i c

Se la G uerTBC ODl a Cw ea BI Ea, yedzlem O Sd upparsI PareCCh 'e geloBie 戯 quak ムe
5 i c s 1 C

P oteBZa, ed alZw a ilbzLODa COW do che eslste alpresente 朗 tuttl, se ne anderebbe l'n

fzLaZO COD danDO di tuttLS e ∂DeCeSSBn 'a uD 'azl'oDe d m egEo che l'azlloDe .gla com uDe

aDZl'cA占1'solata,e questo accozdo sBrebbe bene che Gl'stabib'ssepz血Za血E zH10Pa,P erD odo

cbe l'm iaistTl'estepl qzLE'n 'cevessezIO l'StTuZl'om ')'deD ticbe dal'pz10PVl gOVler血. Se noB

occozTeEa di肥 ･Th sene,tantORZeg:滋O,LZ2a (SaLla Sem PZle) utile esseyepyepazIBtllp ert:h∂a 血 ･

ilveroDOE SEt'γede ch 'aro.

LapzlegO a 血 )'8CuSaLle Se R21'estendo tTOPP O Su queStO aZgUBZeDtO,m a Credo obbbio

m L'o dl'diTIL e,吻 w M h i'stT0,Com e SOnO le case l'n questo m om ento.

VogE a agw ad& e,slg nw M ini'stTO,gE attldelta RZl'apl'zialta coBSLderaz2'oDe.

S zLO devod SSizz20 Servo B .L i'ttal

〔日本語訳2〕

1873 年12 .5 9 5 ､ Z7:p- にて

ガく務* 5 度

斉L < 産冷され足腰 p̀ - マ5 本七分疫カブオス手< 櫛 > 虎ば 本C 3 - L7 ツ ノ瑞=磨きますTo

a /貨数 G J野/ pヾ - 行き､ その@ 統 _鹿産着であa 在野とは異な ク､ 顔 ･伊 で/J ( ､ 裁ガj圏 に

のみ待命全彦公好t Lて瀦著され,ローマlこ庄膚 を定め8 予定 でi Toカ ブオス辛< 牌 >氏ぼ､

却愛好ir をa RV iE ､ ミノオFtlのj教産笥すい雌 雌 いT いまi,そ o @ /貨# 常lr府 攻入です妻jtl.

,# J5 そL,て与淫ら九度義彦孝男たす願 を揮っていますo倣 <あ ぐ弟′i)鼻 矛lE @ を腰夢

すa ようir ､そL T @ の戯 lrG L:儲 かな殊更ziJi'彪みの蕗を_見せない穿倉で邑@ < 櫛

> を容fkM できるようIL,広丘古庄務を//､生に圧せまL,j1-0

@ ぼ虜者静粛の脚 をめぐって､ 呈 lEペイ L7i,- y 丘 と膠 < ノ野わa ことiE /T a だろうか

1 A C S 〔イタリア国立古文書館〕,Personale,archivi oⅥsconti Venosta,pacco ll fascic.7 0 1873年 12 月 9 日､ リッ
タ伯爵より､ イタリア外務大臣宛の書簡｡ 原文は相当読み難い手書きで書かれている｡ () は本論の筆者によって追

加されたもので､ その内の記述は読み難い箇所を指すものである｡

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者によるものである｡

3 河瀬正孝 (かわせまさたか､ 1840-1919)､ 数年イギリスに留学してから､ 1873 (明治 6) 年から1877 (明治 10) 午

までの間､ 弁理公使に命ぜられ､ イタリアとオーストリアに在勤する｡ 詳しくは富田仁 『海を越えた日本人名事典』
日外アソシエーツ 1985､ 212 ページ参照｡
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ら､/ J､登Jdj冴 lEペイEZ L/- 9 度肴の音節を諾L,g i,PL-o

/Jl登は 外務尤島野に､ カブオス辛< 牌 > 丘と5 本におif a 外国人内臓 ノ野L,T

粛すようlE鹿好L,たいと存C てこおクますも この周夢枕劇轟く弁慶卿> の@ きかげlr よってG

.倉L,い虐膚を屈せまL,たが､ 寺′暑< ガく最盛野> が着任 L,丁から鰍 慶になつj1-､ 否二遜行L,

てい石ようlrB 虐まf To 去る11ノG 18 5の 鹿業者# 穿喜寿●160 号に書いえとガ タ､ /Jl二生ぼ手

′暑lE lf っきクt p--5 L,ま L,そo その時に,/ J､二生If < 務が> 慶好の′方針をE L < fe# i,たt fpきじ

でいますTo そのため､ G 本郷 ､ ローマ/礎 をすa < 5 本> 公疫を虐L,T ､/ J､登の言募に

膨 ∫ないことを< イクP ア抑 > 腐謬すa /矛がよいかと存L:まF o

ここでの# 冴ぼ彪財でi To t lEか < ､ こわば/J､登､ そL て数年厳か ら5 本l.rE G L,てい石

窟外層公@ らの伊参lr過ぎません, 雛 な卿着の外層人に斉する反感の再発は迷惑や貫をa

虜潜を畳みJ労L,i i To 資メ甥 在の雌 irH L,T ,5 い感伊を磨いていまf o G 中に不敵 j:広凄∫

ク､膚 の遡.才iEおけ6 度密の戯れがあク､ そL,硝 鮮t の顔争/貨G ごとに不可避iEなっT い

<励 〕クでi To # 々ぼ至讃､ ここで少な < t 邑二者の卓欝 を符 T a ようIL_T L を採れば汝クま

せん G 7 のところ､ ｢ 曹ああクませ叉/ので､ それIijgに少なすぎますo

朝鮮t の顔争jd物 ねえ虜倉If ､# 々淵 のノ野で多 < の対立が発生すai r凝着あクませ

L o こう肋 ば二者在駒 執野で成クJZTf っT いa 良好な膨 j水〟,薗lrなク､ 容G lE とっT

,* m lrなB でL ようo あL 武力行動 j必要 であればここカメj潮 でばを < ､ # J野で行わなif

れば扮夕貴せん L たがって､ まずぼぎーL= ツノヾ てヲ狛軌野の彪居を好び二二二/こ戯凄■L,T い

a J者動野分離 ∫それぞれの顔府か らノ野C j啓示を受 if il-励 ∫よいでL,よj o その彪虐オ尊抄野き

才乙a こt が/} /劣れl式 それiE戯 L,PL-ことIf あクまゼ止′zij､ 兵既 着傍ぼ好らか でないため､

いざtい2'停 lE鮎 な妨れ舶 クまQ i (o

以上の件lrノ野L,T < どい屠野を L,すぎて申L,′評ございませズ/zhtl. 穿在の新顔を屠7TiE密告

するのが/J､二全LZ)農RL.-すべき義彦であa t 存L:て冶 クまi To

教具 B . y y ク

この書簡で､ リッタ伯爵は碗曲な言葉遣いをせずに､ 駐伊 日本公使河瀬正孝の派遣､ 日

本で成立 した大久保新政権の対外政治方針 (特に寺島宗則の外国人内地旅行問題に対する

姿勢)､ そして朝鮮問題などを簡単にまとめてイタリア外務大臣に報告 した0

リッタ伯爵が以上の書簡で取 り扱っている日本国民の不満に関 しては､ 実際､ 岩倉使節

団が欧米諸国を訪問 していた頃に留守政府によって行われた様々な急進的改革 (学制､ 徴
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兵令､ 地租改正など) によって掻き立てられたものであり､ 新政権が起こした問題ではな

いと指摘する必要がある｡ しかしながら､ その他の問題､ つまり諸外国代表者に対する冷

淡な態度､ 寺島外務卿の強硬な外交姿勢､ そして朝鮮問題の不透明な事情は､ 条約改正に

失敗した岩倉使節団のメンバーで構成されている大久保政権と直接に関わってくるもので

ある｡

そのため､ この深刻な状況を把握できたリッタ伯爵､ そして他国の外交官は日本で成立

した大久保政権に対して深い懸念を抱かざるを得なくなった｡

1873 (明治 6) 年 12 月 12 日1と25 日2 とに､ 駐日イタリア代理公使 リッタ伯爵は改めて

寺島外務卿と会談し､ 内地旅行問題に関する新たな意見を交換したが､ 問題の解決に向か

っての進展は一切見られなかった｡

[5-4-5- 代理公使 リッタ伯爵の過ちについて]

しかしながら､ ここで､ フェ伯爵の努力が全て台無しになったと思いきや､ 新たな展開

が見えてきた｡ 代理公使 リッタ伯爵はついに､ 翌 1874 (明治 7) 年 2 月 15 日に寺島外務

卿と会見した上で､ 1872 (明治 5) 年の夏に､ フェ伯爵と副島外務卿との間に成立した約

束､ つまり ｢暗黙の合意｣ の存在を知るようになる｡ その旨をすぐにイタリア外務省に伝

えたことを寺島外務卿に報告するリッタ伯爵の書簡 (全文) を以下に挙げることにする｡

〔フランス語原文〕〔未刊史料〕

M om丘t'ew LeM h i'StTe, Zbh '0 16 F eTqT'er 187:4

SaDS PyeJZLger lee DegOa'a血 S P eDdan tee eDb,e le G ouvem eRZeDt Zm p en 'al et lee
■ヽ

ヽ ヽ
repzleSeDtantS des P uL'68GBces etTaDgeZleS,CODCem aD tla questl'oD de l'ozLVeTtW e du Jap on,

j'ajpn 's note a搾C Zm aT q've satlsfacLioB de la diclam tJ'oD qUeV otTe E xoelleTZCe a bl'eD

vouley m e Eaitle h 'er c'est-a-d& eJ qu'alDSJ'qu'eD 1872 et aとは m eZZZeS COBditL'oD8 lee

lozLaCtioDnaitleB eB VOyeS Par le G ozL職 :打elZZentZtalteD etlee Ztab'eHS qu 'deBiEleDt Tq'sl'tez･

1espL10VitzceS Serla'coles du Jap oD B血 d'exBBZ血er etd'etudiep l'educatJ'oB du 耶 a801'e,

ce qzLtDeP eatqUePm G teT a Cegen e d'血dustTT'e .sizleP ODdue eB Ztabe,SeroD taUthon 'zesaヽ

1 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 683-689ページ参照｡

2 日本国外務省編 『日本外交文書』(第六巻) 1955 689-690ページ参照｡
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ciETCZLleT daDS lee pz10 1血cess w dites 皿LLtu's d'zLD Pa.SSeP W t deE Tqla papl e u 'ste;re

ZB2P erl'alduA H aizleS E tTaDgere.gSW la dem aDde de la L agatl'on R oy ale.
I

J'al'pw ta SBDS dilal'ce qu precede ala coDnal'ssaDCe de m om G ouveme 皿eD tetje su 's

con帽iL2Cu qu'Oma ppTeDdile BVeC Plajsir la decIBm tl'oB deV otTe E xcellence,vu qLU'elle
ヽ

zlePaad eD BTandepaz･tl'e aux disizIS du G ouvem em eD tZtaEeD.

Jesal'BirTIOleDtiers cette oocasiTon p ow ypus戯 deB20D CatB.Z27eS d srem em iazeB tS,et

vowspm 'er d'ag21eeZT,M oDSl'ew L eM h istTeles asszHlaDCeS dem aplushaute con.gl'dezTatioD.

Littal

〔日本語訳2〕

ガ細 腰 1874 年2 JP 16 5

男顔府及聯 朗 顔のfeLi# # たちのノ野で行われ T い8 6 本の舛屠人腰行瑠鳩弘=膠す8 .着

腐資の交渉を冴4デダillE ､ 解c m 下妻jtl/J､全に三者好L,71-岸､ J即ち18 72 年 t J野C < ､ そL,T その時

とJ野L:桑件で､ イクy ア抑 よっ-こ祈著された役鼻友び芽蚕業を粛賓L,､ メ釈穿する虐めlE

(= のことばイクy アlEおいT # 常に重要せこの産業ILT船 を邑たらすlr倣 い)､ 5 本の

着密教好をj豹野すa こt を望むイクy 7 ^ 戯 j＼イクy ア公館 の申.芽によっT G 本:弁慶者

仁者行きれa ノ舜券叡揮って､ 1 潜のj軌好あ静行する許 可妻j静められることを克lEg めきせT

屠きまL,えo

/Jl二生ぽこの岸をえあらわヂ1r ､ 裁@ の顔府ス=# 穿きゼて膚 きまL,虎0 度府ぼ､ その願 に

大き<広 C a l で､ノ野下妻j芽 jW L,PL-岸を善言/で穿枕入れB だa うt /Jl:生功 豹官L でおクますTo

この# # をつかみ､ /Jl登城 )ら貞節 こ心から感財のJg を申L i げたいとノ囲ってこおクまf To

顔男 y y ク

それからおよそ二カ月後に､ リッタ伯爵の報告を受けた外務省の領事 ･商業局長ペイロ

レ- リは､ 1874 (明治 7) 年 4 月 18 日に農工商省宛てに以下に挙げる書簡を送った｡

1 日本外務省外交史料館 3-5-2-3 ｢伊太利囲二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第三巻 自二年至六年｣ 1874年 2 月 16
日､ 駐日イタリア代理公使リッタ伯爵より副島外務卿宛の書簡｡

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡() は､ 原文の非常に長い文章を理解しやすくするために､ 本論の筆者が追
加したものである｡
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〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

M inisiez10 deg:ガA B 7an 'E sterl- D h ezT'oDe a eLDeZTBle del伽 SoIBtle del a m BZem io

N 253 0ggetto Italiam 'neu 'iatem o del Gl'aFP OBe

A IM i'Dl'stepo diA BTT'coltzHla e Com LZZeTClo R om e,addl18ApL:He 1874

1I R o Zncan 'cato dA H an 'a Zbh 'o rd eTl'Sce, 00m SUO PlyZ leCeLDte R app orto, che zm

m aLh teso d occw so血 hLied il仇)Tlem O a)'app auesep er cl'b cLe I:1'sguazda la pz10m 'Sopja

am m l'ssloDed eg:b'stTam 'erl Belle proI血cl'e seyT'cole dell'itZtem O, al qualea zgum eD tO

rd en '帽Sl'1a D Oねdtquesto胞 由tem it2data de1 7Apz:ire zLlto ,N2 20 a RZlZ2.1e.

D a zLL2 D uOl70S CaRZbL'o d i Dote n 'sLLltd, 血fatti che il regizzze al quale il G ovem o

a 'app oDeSe l'ntende dL'sottop ovTe l'am RZl'SsloDe deg:ガZtali'am 'DeH '1'Dtem O,ePyeCl'SBRZente

queno caTZVeD utO De1 1872 血 ilCoDte Fetequel G ovem o.L o scpII即 te rep ute OIP W tZLL20

diqu 'um 'to tm sm ettere a oodestoD icastem copla dena Rota SW l'tta i120 GJ'ugDO 1872,Gal

h 'stezl0 degb'A u arlE sten 'GJ'app oDeSe a qUelR o h 'stTO, dalla qzLale .gl'L:ile帽 Cbe la

Eacolta ♂caacessa soliaD tO a queg:h')'taliam 'che slaDO 血vZ'atl Gal (おTlem O Ztall'ano a

studtare l')'ndustTla sen 'cola od altzle 血dusbT'e delpaese, e che ilG ovem o Gel Gl'app oDe

n 'Ser招SldiI:ilascl'are ilSILO aSSeD80P er OBn t'sl'Dgd a dom anda.

P elh 'stTO A .P eit101epll

< An nessa la lettera diSoejim a alC onte F占de120 G iugno (25 Luglio solare) 1872>

〔イタリア語原文からの日本語訳2〕

邦彦者 - 好事 ･鰍

_夢253 号 件名 5 本の棚 におif a イクy ア̂

虐虜爺窟 187:4 年4ノG 18 6 ､ L7 - マlr T

戯二定着イクy ア倣 超城 の# 穿lrよB と､ 繊 j二者L,71-度業者220 号､ 去8 4 ノ々 7

5 lJの書瀞■lr顔われた件､ つまクJ外層人のノ碕戯孝二密槻 立入を許す密着許p7 をめぐって､a

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,D ireEione G enerale dell'A gri coltura,Ⅳ verSam entO_b.599,fascic.3439 (未
刊)

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者によるものである｡
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i G 槻 好t のJ野て頑物 jこ生CたようですTo

新 患やク とクiEよればこ5本政府 がイクP ア人を舶 iE_iZけち,̂ らせa 冴冴ぼ18ク翌年にア

ユ政爵とその虜府 t が倉者の上 産めjE:あのであa こt A草雛野L,まL,PL-o 筆者脚 lE､7872

年6 JC 20 6 lE G .本葬虜箸が書き､フヱ超膚iE送っ虐静 の顔写を顔付すa ことメj齢 であa

t 存 C ますTo その中から､ 符歯珠蓉蚕業､ またぼその超の5 碗 麦芽を併穿するためにイクy

ア抑 虎著されたイクy ア̂ lEJ野a ごt ､ そL T H 槻 好ぱーっひt つの申ノ芳lこ虜瀞をT

す< 感材> を密床する というこt zij裾野できまf To

畑 - ア ･ペイL7 L,- P

< 本書簡に､本章の第 2 節に引用したフェ伯爵宛に､ 1872 (明治 5)年 7 月 25 日 (1872

年 6 月 20 日は陰暦) に副島外務卿が書いた書簡が添付されている>

この事実が明らかになると､ 1873 (明治 6) 年にイタリア人の蚕卵商人が一人として内

地旅行ができなかったのは､ フェ伯爵の不在及びイタリア政府の情報管理の悪さだけによ

るものではないことが窺える｡ 実は情報を十分に把握 していなかったリッタ伯爵がとった

慎重な態度もその一因だったのである｡

リッタ伯爵自ら書いた書簡から明らかなように､ ドイツ公使が出した内地旅行の申請が

拒否されたという事実だけに基づき､ 彼は内地を訪れたい蚕卵商人の要求に一切耳を傾け

なかった｡ もちろん､ 彼はフェ伯爵と直接話したことがなかったため､ 1872 (明治 5) 午

の ｢暗黙の合意｣ の存在を知らず､ 1873 (明治 6) 年夏に､ フェ伯爵と共に ｢暗黙の合意｣

を成立させた副島外務卿との外国人内地旅行をめぐる交渉に踏み切らなかった｡ リッタ伯

爵が外国人内地旅行問題をめぐる会談に初めて出席 したのは 11 月 8 日1､ つまり以前､ フ

ェ伯爵と ｢暗黙の合意｣ を結んだ張本人の副島が明治六年の政変で下野した頃のことであ

る｡

状況がついに明らかになった 1874 (明治 7)年の夏に､ピエ トロ･サグィオ(Pietro Savio)､

ボンベオ ･マッツオツキ(P om peo M azzocchi)やイシド- ロ ･デルオーロ(Isidoro D ell'O ro)

などの数名のイタリア人蚕卵商人たちは内地旅行を行 うことができた20

1 日本国外務省編『日本外交文書』(第六巻) 1955 675･683ページ参照｡
2 以前述べた通り､ サグィオは翌1875 (明治 8) 年に旅行の報告書を一冊の本としてSAW O ,Pietro,ZI GlaFP One a1

87loL･L20 d'ogg2'Dena SZLa Tdta p ubbb'ca ep n '帽由,F.lliTreves,1875 を刊行したO また､マッツオツキとデルオーロも
1875年度の『領事会報』において収録されている｡M AZZO C CH I,Pom peo,D ELIJO R O ,ⅠSidoro,R elazlon L'd ilq'aggZl
dtbachl'culb FjL'tab'anl'nen ')'n細 o Gel GJ'aFP Ome,in M N ISTE R O D E G LIA Fm lR IE STE R I,B ollettino
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最後に､ 1873 (明治 6) 年の夏にイタリア外務省と農工商省の間で行われた書簡のやり

とりを調べてから再度 1872 (明治 5) 年を振り返ると､ 更なる事実が明らかになる｡ それ

は､ 農工商省どころか外務省までもが､ 1872 (明治 5) 年に副島がフェ伯爵と交わした ｢イ

タリア政府に指定された者｣ にのみ内地旅行を解禁するという約束の存在すら知らなかっ

たという事実である｡ もともとイタリア政府 (主に農工商省及び外務省) は不満の声を上

げる養蚕家や蚕卵商人らに圧力をかけ続けられていた｡ しかしながら､ イタリア政府は蚕

卵商人たちとの直接的な関係は一切持っておらず､ 自ら日本の内地に派遣される者を選ん

でいたわけではない｡ イタリア政府 (外務省) がしたことは､ 1872 (明治 5) 年 6 月にイ

タリア人による日本の内地旅行解禁の実現を､ 電報という形で､ フェ伯爵に要請するだけ

であった (本章 2節で検討した 1872 (明治 5) 年 6 月 24 日の書簡参照)0

一方で､ 副島は､ フェ伯爵に宛てた 7 月 25 日付の書簡において ｢貴政府評議の末其筋巧

者本圃より態々被差越候に付｣ と書いている (本章 2 節参照)｡ 彼はつまり､ 蚕卵商人たち

がイタリア政府に直接的に派遣された者であると ｢誤解｣ していた (これはもちろん､ 他

国外交官の非難を逸らすための意図的な誤解だった)0

他方で､ 1872 (明治 5) 年 7 月 26 日付､ フェ伯爵より副島外務卿宛ての書簡 (本章 2 節

参照) に記された言葉 ｢在ローマ< 外務> 省が命令致しましたように､ チヴェッタ氏は蚕卵の

解化不良に関する調査を行うために本公使館に任命された養蚕研究家の一人です｣ の唆昧さは

注目に値する｡ これは､ 蚕卵商人チヴェッタとローマの政府との関係を詳細に明らかにし

ない巧妙な言い方であり､ フェ伯爵の優れた交渉能力を証明するものであると言える｡

フェ伯爵は､ 副島外務卿の協力を得､ ｢養蚕研究家｣ (実際は蚕卵商人だった) と ｢イタ

リア政府｣ (外務省) との本当の関係を明白にしないことによって､ 諸外国公使の非難や干

渉を回避でき､ 副島外務卿との ｢暗黙の合意｣ を成立させることに成功したのである｡

[514-6- フェ伯爵の活動とその歴史的意義について]

フェ伯爵は 1872 (明治 5) 年から 1873 (明治 6) 年にかけて､ イタリア人蚕卵商人のた

めに日本政府から内地旅行許可を獲得する努力をしていた｡ そこで､ 本セクションでは､

彼の努力の成果と歴史的意義とをまとめることにする｡

1872 (明治 5) 年に交わしたフェ伯爵と副島外務卿との ｢暗黙の合意｣ のおかげで､ 1872

(明治 5) 年の夏､ そして 1874 (明治 7) 年の夏以降も､ 数人の蚕卵商人が日本内地の主

Con801are,Vol.XI,parte 1,1875,161ページ参風,
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な養蚕地域において視察旅行を行 うことができた｡ フェ伯爵の努力なしに､ プレッシャー

ニやサグィオなどの蚕卵商人達が日本の養蚕業に関する貴重な情報を集めることは､ おそ

らくできなかったであろうことは容易に推測できる｡ また､ それがきっかけとなって､ プ

レッシャーニやサグイオらはその経験を盛 り込んだ大変興味深い報告書をまとめることが

できた｡それらの報告書は､イタリア人の目に映った明治初期の日本を描くばかりでなく､

当時の日伊関係に関する情報の源であるため､ 非常に価値の高い一次史料であると言えるo

しかしながら､ フェ伯爵の不在や外国人内地旅行問題に関する論争がもたらした混迷､

そしてリッタ伯爵が犯した過ちなどが原因で､ 1873 (明治 6) 年に日本を訪れたイタリア

人蚕卵商人は一切内地旅行を行 うことができなかった｡

全ての原因はフェ伯爵が 1873 (明治 6) 年 2 月 7 日にとった決断 (本章 3節参照) に求

めるべきである｡ なぜなら､ その日に提出した提案に諸外国の反感を掻き立てるリスクが

あったことをフェ伯爵が十分に承知していなかったはずがないからである｡英伊 ･米伊各々

の間に存在する利害関係をめぐる衝突が起こる恐れが十分にあったことは確実である｡ し

かしながら､ 彼は､ 日本政府が柔軟な対外政策を見せている時機を失 しないために､ - か

八かの決断に踏み切ったことが推察される｡ その決断が即ち､ イタリア外務大臣が駐日イ

タリア公使に与えた指示の- 項目､ つまり ｢日本政府と修好通商条約を結んでいる他国の

利害と対立し得る外交活動を行わないこと｣ (本論第 2 章 1節参照) に違反することになっ

たわけである｡

結局､ イタリア外務大臣は英米政府との摩擦が発生することに気づいた瞬間に､ 即座に

慎重な姿勢をとったので､ 外交的危機は辛くも回避されることとなったが､ この経験は外

交官としてのフェ伯爵にとって非常に大きな挫折となったのである｡

いずれにせよ､ 1873 (明治 6) 年 2 月 7 日の決断の歴史的意義は強調に値する｡ 条約改

正の予備談話が始まって以来､ 条約締結国は治外法権を日本各地に拡大することを望んで

いた一方で､ 日本政府は (特に寺島外務卿が着任 して以来) 治外法権の無条件撤廃を求め

ていた｡ その中で､ フェ伯爵は日本政府に一歩譲 り､ 実際に治外法権の是非をめぐる交渉

を開始させる重要な役割を果たしたわけである｡ フェ伯爵の決断ははからずも､ 不平等条

約が定めた均衡を破る端緒になったと言えよう｡
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『第 6 章 ■ フェ伯爵の留守と日本再着任について

[6･1] ～日本政府の種紙直輸出計画について～

[61111- フェ伯爵の留守と危険に晒される蚕卵商人のビジネスとについて]

前章で検討したように､ フェ伯爵が 1873･74 (明治 6･7) 年に一時帰国した間に､ 駐 日外

交団の間には外国人内地旅行問題に関する論争が発生し､ フェ伯爵が発案 した蚕卵商人た

ちによる完全自由内地旅行の解禁を目的とした計画は挫折に終わった｡ 日本政府は､ フェ

伯爵が 1873 (明治 6) 年 2 月 7 日にとった決断が治外法権の撤廃- の糸口になることを期

待 していたことが充分に考えられる｡ この事実を考えると､ 天皇自らが出発直前のフェ伯

爵に捧げた｢あなたはわれわれの友人の一人です｣ 1という言葉の意味はさらに明白になる｡

しかしながら､ フェ伯爵がちょうど帰国の準備をしている頃､ 日本政府は蚕卵商人のビ

ジネス及び日伊蚕卵貿易の継続を著しく脅かす計画の実行- と踏み切ろうとしていたので

ある｡

[6-1･2- 渋沢喜作らのイタリア派遣及びその目的について]

ここで､ その計画は一体どの様なものだったのかについて論じる｡ まず､ 1872 (明治 5)

年 11 月 9 日 (陰暦 10 月 9 日) 付の書簡を紹介し､ 分析する｡ その内容は､ 当時大蔵省の

租税寮に勤めていた渋沢喜作 (本名 :成一郎､ 1838- 1912､ 渋沢栄一の従兄) 2､ 及び中島

才吉 (本名 :謙益､ 1846-1925) 3のイタリア派遣に関するものである｡ 一体なぜ二人がイ

タリアに派遣されることになったのかとい う疑問に対する説明は下記の史料を見れば明ら

かとなる｡

1 岩倉邦子編著 『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997､ 51ページ参照｡

2 渋沢喜作は武蔵国洗島村の豪農渋沢文平の長男として生まれた｡ 幼い頃から従弟栄一と行動を共にする｡ 農業を好ま

ず､ 武術を修業する｡ しだいに尊皇壊夷の考えを持つようになり､ 文久 3年には栄一らと壊夷のため横潰焼打ちを計

画する｡ 翌年は栄一と共に幕臣となる｡ 1872 (明治 5) 年に､ 既に新政府に出仕していた栄一の尽力により大蔵省七
等出仕となる｡ 同年イタリアに派遣され､ 帰国後に､ 従弟栄一が大蔵省を辞任したと知り､ すぐさま辞職する｡ その

後､ 小野組を経て東京に廻米問屋､ 横浜に生糸売込問屋を経営するようになる｡ 渋沢についてより詳しくは､ 富田仁
『海を越えた日本人名事典』日外アソシエーツ 1985 300･301ページ参照｡

3 中島才吉は中島庄右衛門の三男として生まれる｡ 横清仏蘭西語伝習所においてフランス語を学ぶ｡ 明治初期に大蔵省

租税寮に移り､ 1875 (明治 8) 年 2 月に外務省の一等書記生となり､ 外交官としてイタリアに赴任する｡ 中島につい

てより詳しくは､ 富田仁 『海を越えた日本人名事典』日外アソシエーツ 1985 480･431ページ参照.
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〔日本語原文〕

+ A カG 丘卒

屠威穿七等方脚 ′＼崖 務屠香芝併走殉与野へ捌 好事

層線 /L箭労tt･中点才斉- 遷 哀歓有家之棚 へ彪 邑鼓酔夢 斎

場 酌野

生系農産ノ鹿元粛 皇@ = M テ夢- ノ助産二者之頻度超遷蜘 角屡々JB ノ､.穿芳彦ニ.財

デ農道ノ才モ鰍 貨客捌 E y 右脚 曹ノノ着港ぞ府立兼糊

二榔 = 鮮碧G G &G /J､野善妙 E y 腰演算≡産五万著者イクy ヤ囲 ′＼手fe'ノ孝二為メ豹野

@ = .於テ慶縦 貫棚 酸穿二彪 安産申′労穿ニ# 手feLノ者ノミニテノ､鹿野G 撃碓 ノ

膚ぞ/p7'i･モ勝 義潜櫛 一之虚勢今G 遂ノ資ニテノ､多少ノ動 線窟こぞJ77薪碓 テノ､黍三野

5 年EP 虜窟ノ虜財ヲぞ原産F,7 申棚 景冴5 畢 jtシテ甜 賞貞ノ棚 名崩ノモノノ帝~

^ イクy ヤ囲- 願 蒼顔5 脚 F シテJ労盛者甜 上層鰍 好へ碓 F jW 倉舶 ケ# 黍ノ 5

遜存立申度庚岩黍産ノ虜ハ戯静モ秀之顔摩盈方+ 七G j貯～軌鱗 ノ励 L= テ/労轍 シ度夏

着徹柳 + 方ノLG メ虜 舟之題 + A /LE I

蚕卵商人たちがイタリアに帰り､ 種紙を売 り捌き始める頃にちょうどイタリアに到着す

る予定だった渋沢と中島は､ 1872 (明治 5) 年 11月 17 日 (上記の史料に現れる日付は陰

暦､ 10 月 17 日) に横浜を出発した｡ 彼らは日本政府から派遣された者でありながら､ 本論

の第 4 章で検討した佐々木長淳の一行及びその案内掛だったフェ伯爵とは直接に関わって

いなかった点を指摘しなければならない. 佐々木の一行と渋沢たちの訪伊の目的は全く異

なるものだった｡ 一方では､ 佐々木の目的は養蚕研究方法及び養蚕製糸技術を習得するこ

とだった｡ しかしながら､ 他方では､ 渋沢たちはイタリアで日本産種紙を売 り捌く会社の

設立を計画するにあたって､ イタリアで市場調査を行 う任務を帯びていた｡ ちなみに､ 種

紙の買占めとこの商社の設立とに必要だった資本金を投資する者は､ 江戸時代に設立され

た豪商 ｢井筒屋｣ (いづつや) の代表者小野善助で､ イタリアで種紙を売り捌くために派遣

される者は ｢井筒屋｣ (小野組) の浅野幸兵衛 という人物だった｡ また､ 『渋沢栄一伝記史

料』によれば､ 渋沢栄一自身がこの計画に関与していたことが窺える01 868 (明治元) 午

1 日本国立公文書館､ 2A -009･00 太 00308100 リール番号 :003700 開始コマ :0139- ｢租税寮七等出仕渋沢喜作外一

名伊太利国- 差遣｣
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から､ 栄一は大蔵省に所属していたため､ 彼自身が ｢井筒屋｣ の計画に政府の支援を与え､

大蔵省租税寮所属の従兄である喜作のイタリア派遣を発案した者である1｡

以下で､ イタリア側史料を用い､ 渋沢と中島のイタリア訪問､ そして特に､ 二人が訪れ

たイタリアの都市やそこで出会った人物などに関する情報を簡潔にまとめることにする2｡

渋沢と中島の出発は､ フェ伯爵によって通商関係報告書を通してイタリア政府に伝えら

れたと推測される｡ 1873 (明治 6) 年 1月 18 日付の書簡で､ イタリア外務省領事 ･商業総

局長ペイロレ- リは渋沢たちの訪伊を農工商省に伝えた3｡ 同じ書簡で､ ペイロレ- リは､

養蚕製糸が最も発展している地域の農業共進会と連絡を取ることを渋沢たちが望んでいる

旨も伝えた. 翌日付の書簡で､ 農工商大臣カスタニヨーラ (Ste血no C astagnola) は北イ

タリア主要都市やその周辺の各県知事､ 各農業共進会会長､ 各商工会議場宛に二人の出迎

え準備に着手するように伝えた4｡

渋沢たちがミラノに到着したのは 1 月未頃のことである｡ 彼らは農工商省において局長

として勤めるボンベオ ･コロンボ (Pom peo C olom bo) 及びミラノ商工会議所 (C am era di

Com m ereio diM ilano) の副所長ガェタ- ノ･カント- ニ (G aetano C antoni) などに市内 ･

郊外 (製糸所) を案内された5｡ 二人はミラノに滞在しながら､ 周辺の養蚕主要都市 (コモ

やプレッシャなど) をも訪れたと見られる｡

ちなみに､ 代理公使リッタ伯爵が日本に到着して三日後､ つまり1873 (明治 6) 年 5 月

4 日にイタリア外務大臣に宛てた下記の報告書において､ 次のように述べている｡

〔イタリア語原文〕

L egazione d'Ital ia alG iappone Yokoham a i14 M aggio 1873

Politica N .49 Presentazione alM inistro degli A ffari E steri

A Sua E ccellenza IISig.C av.V iSCOntiVenosta M inistro degli A ffariE steriR om a

1 ｢井筒屋｣ 及び小野に関して､ 渋沢栄一伝記史料刊行会 『渋沢栄一伝記史料』(第 14 巻)､ 1957､ 44T 459 ページ を
参照｡

2 渋沢と中島の訪伊に関する史料は､ イタリア側にも (新開記事や公文書) 日本側にも (公文書や私文書) 多く遺され

ているため､ 本論の筆者は近い将来､ 研究ノー トという形で紹介する予定である｡

3 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ip.G en.A gr.ⅠIversam ento,b.153,1873年 1月 18 日､ 外務省領事商業局
長ペイロレ- リより､ 農工商省宛の書簡 (未刊)

4 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC,D ip.Gen_A gr.ⅠIversam ento,b.153,1873年 1月 19 El､ 農工商大臣より､
北イタリア主要都市やその周辺の各県知事､ 各農業共進会会長､ 各商工会話場宛の書簡 (未刊)

6 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ip.Gen.A gr.ⅠIver8am entO,b.153,1873年 2 月 5 日､ ミラノ商工会議所長
カント- こより､ 農工商省宛の書簡 (未刊)
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[...]H o detto al mi o interlocutore che durante il breve soggi orn o fatto da m e a

M ilano,mi a citta natal e,aveva avu to il vantaggi o di conoscere personalm ente e di
$ I C $ 1 C

vedere con qualche fr equenza i Signori Schibousaw a e N akashim a, com m issari

com m erciali in ltalia:che l'accoglienza loro h tta tanto dalle autori ta localiquanto da

queue persone colle qualiessis'erano trovatiin rapportiera stata eortese,e che quei

signori sierano m ostratim eco m olto soddiぬ tti.[…] B .L ittal

〔日本語訳文2〕 〔未刊史料〕

存 H イクy ア公皮静 1873 年 5 ノ5 4 5 ､ 願 ir で

虜潜脚 49 号 傭 人の舷介

頻度大官グィスコンテイ ･クtl ノスクノ野T L7- マ

{中藤7 /Jl生紘 教科数野ミラノにおける虚-,7軌野の滞在中ir ､ イクP アlr虎者きれPL-虚業委責

,弊】狩と中虜府庁と勿 ク合い､好きの頻穿傍 を合わせa 腰会に粛まれI @ らぼ淵 乙慣 わっPL:

^ 々仁愛if度款超ガj潜か < ､ 大変産屋そうlr月度j1-､ と/Jl登の粛L,好手lE言いまL,虎 o Tや@ j

B . y ック

又､ トリノ県知事が農工商省に送った書簡3によると､ 2 月 10 日の午前 8 時､ 渋沢 と中島

は トリノに到着 し､ 町を遊覧 してか ら同市商工会議所長に会った｡ また､ 同書簡か らは二

人が翌 11 日からトリノ周辺の主な養蚕関係施設を訪れる予定だったことも確認 される｡ 二

人の トリノ訪問に関する更なる情報は日刊紙 ｢ラ･ガゼ ッタ･ピェモンテーゼ｣ (L a G azzetta

Piem ontese) の 1873 (明治 6) 年 2 月 10 日号及び 2 月 12 日号にも掲載 されている｡ これ

によって､二人は トリノ市内の｢Al bergo E uropa｣ とい うホテルで宿泊 し､クーネオ (C uneo)

出身の蚕卵商人カルロ ･キアペ ッロ (C arlo C biapemo,1821･1878) 4が彼 らに随行 していた

などの事実が明らかになる｡ 2 月 12 日号に記載 されている記事によると､ 渋沢 と中島とは

その 日の午前中にクーネオ市に向かって出発 し､ その後はパ リ- 赴 く予定であったことも

1 A SD M AE ､ M oscatiVI,b.1289､ 1873年 5月 4 日､駐日イタリア代理公使リッタ伯爵より､イタリア外務大臣宛の書
簡｡ Ser主e Politica N .49 (未刊)

2 この日本語訳文は本論の筆者によるものである｡
3 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,M A IC ,D ir.G en.A gr.ⅠIversam ento,b.153,1873年 2 月 10 日､ トリノ県知事より､

農工商省宛の書簡 (未刊)
4 この蚕卵商人に関する詳しい情報はZA N IE R ,Claudio,伽 ∫- Se由)'ob')'b EanJ'L'D GyaFPOne (1861-1880),Cleup,

2006､ 302-303ページ参照｡
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窺える｡

イタリア側史料において､ 渋沢と中島とが ｢イタリアの産業を研究するために日本政府

に派遣された｣ という情報以外のものは現れない｡ こうした事実に基づくと､ イタリア側

は二人の訪伊の真の目的を把握していなかったと推測できる｡

[6十3｢ 農工商大臣の蚕卵商人達- の直撃- 7 月 8 日の回状について]

イタリア側史料 (主に日刊紙に表れる記事) のみに基づくザニエル氏の研究によれば1､

イタリア政府が日本政府の種紙直輸出計画の噂を耳にしたのは 1873 (明治 6) 年 7 月頃の

ことであった｡ 同年 7 月 8 日に､ 辞任直前の農工商大臣カスタニヨーラは各県知事､ 農業

共進会､ そ して商工会議所宛に- 通の回状を送った｡ その回状で､ カスタニヨーラは在 日

イタリア領事館から得た情報に基づき､ 日本人が大規模の商社を設立したことを明らかに

する｡ カスタニヨーラによれば､ その商社は日本で輸出用の種紙を大量に買占め､ それら

をイタリアに輸出し､ そこで直接に売 り捌こうとしていた｡ また､ 日本人がイタリアで蚕

卵を直接販売することによって､ 大勢の蚕卵商人が毎年 日本- 渡 り､ 競争して種紙を高価

で買い占める必要がなくなり､ イタリア人養蚕家はより安い価格で種紙を購入できるので

はないかと主張していた農工商大臣カスタニヨーラはこの計画を支持していたことが窺え

る20 この回状が発されたのは､ 1869 (明治 2)年から続いていたランツァ (GiovanniLanza,

1810･1882) 内閣の瓦解､ そして農工商大臣としてのカスタニヨーラの辞任 (7 月 10 日)

の僅か二日前のことである｡ カスタニヨーラの回状は､ 長年農工商省に圧力をかけ続けた

蚕卵商人たちを攻撃したことは明らかである｡

回状が発されたちょうどその頃､ 蚕卵商人たちの大多数が日本- 渡る途中だった｡ 8 月

16 日現在､ 日本に到着した蚕卵商人 30 名程度3は､ 日本政府の計画に関する非公式の情報

や噂に踊らされていた｡

1873 (明治 6) 年 7 月 23 日に､ イタリア軍艦 ｢ゴヴェルノーロ号｣ (G overnolo) が横浜

に入港した4｡ その艦長エンリーコ･アッチンニ (EnrieoA ccinni) は海軍省宛に､ 1873 (明

1 ザニエル氏の研究は主にイタリア側史料 (特に当時の日刊紙) に基づくものである｡ その中で､ イタリアの種紙を直

輸出する日本の商社設立に言及するが､ 詳細な情報は表れない｡

2 ZA N IE R ,Claudio,SE M 一曲由)'oh'1'b EanL')'D GIaFPODe (1861-1880),Cleup,2006､ 2231224ページ参照｡ ザニエ
ルの研究によれば､ カスタニヨーラが 7 月 8 日に発した回状の全文はミラノ商工会議所の機関紙 ｢イル ･ソーレ｣ (ⅠI
sole) の 1878 (明治 6) 年 12 月 13 日号に掲載されている｡

3 A rchivi o Stori co della M arina M ilitare (A SM M ) 〔イタリア海軍資料館〕､ busta n_2159､ 1873年 8 月 19 日､ アッ
チンニ艦長より海軍大臣宛の書簡 (付録付) (未刊)

4 rゴヴェルノーロ号｣ の航海に関しては､ LE V A FAU ST O (ed.),S tuuT'a delle Cam pag77e OcealzLIcムe dena a .M aL血8 -
volum e 1 (m stam pa),U fficio Stori co dena M ari na M ilitare,1992､ 169･233ページを参照. そこで､ 艦長アッチン
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治 6) 年 8 月 19 日付の長い報告書を送っている1｡ この報告書には､ 以上の噂 (主に日本政

府が輸出用種紙の数を減らし､ それらを後にイタリアで直接に売り捌く計画を実行しよう

としているなど) から生じた蚕卵商人たちの懸念がはっきりと表れている｡ 以下にその報

告書を掲載する｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

COR 搾TTA GO Vq RN OLO N 199 Yokoam a, 19,A gogto 1873

J‥ノ

La riz2208tTaDZa del DOStTl'connaEl'oDaE che coRZm eLld aDO Su'seLZZZl'de'bach 'da Beta Sl

base su d i己LL2a reCeDte dl'sp osIzl'oDe eBZaData Gal G ovem o GJ'app oDeSe, e VeD uta a loto

coDOSCenZa P ep m ezzo d')'RZPl'egad eUbaltem Ll teDdente a h'm l'tare al'Ⅴ班dl'torliln um ero

de'cariom 'da p w tare al m ezICatO, LZ2entTe la z血ZaDeD te PaZ･te Sarebbe RZeSSa iL2 VaDdtta

dop o la partenza de'sem aL'stessll oFP W e eSP W tata P er COBtO del al'app oDe iD Ztaba con

m ag酢α･Pm R tto.E 'cb 'aro che con Cj∂ilpzleZZO de'CartoDL'sem e-bach 'da seta auzZZen teZd

e gl')'ncettatw l'fazTanDOm emo buom 'aH an l oltTe a Che se fosse vem lB OZdh anza

goTlem atl帽 eSSa d coDtTO IB h'berta di'com m em わstabE tta da'DOStTl tTatta銘 e sBDCl'ta

dalla coBSuetU d ine血 o ad ogg2'.

1IEatto che ha data orl'i血e alEeClaR20 de'nostTl'DegUZiantla, com e ho detto, TleD utO a

coDOSOeBZBP er岬 DL'a彪 ttosubalterm leDeSSZLt2a nOtlzla uBgclaleseDeha,p er D odo cAe

credo alla BOStTB L egazl'oDe .gaZd dit翳cilepyendezle uZ2')'m 'zl'atlvB,taDtOPjliche gE zLm ClaE

GelG oTlem O DegaDO l'eslsteDZa dl'tale dtsp oslzl'aae.

A m agg2'ovm eD te Ck taz血e ilEatto db alcum 'datI'szLHa veBdita de'caTtOm :quelb'pTOdottl

ニ (E nricoA ccinni) が日本から海軍省に送る報告書の抜粋が紹介されている｡ そこで､ 艦長アッチンニは近代化に

向かって歩み始めた日本の発展を高く評価するとともに､ 日本- 渡る蚕卵商人たちの旅費に関する大変興味深い情報

を明らかにする｡ 一人の蚕卵商人が日本に渡るために､ 乗客として負担しなければならない金額は (片道)､ およそ

465 ドル (2580 リラ) に相当していたことが窺える｡ また､ 種紙一枚当たりの運賃は普段､ フランス ･イギリス船

で､ およそ 0.09 ドル (0.5 リラ) に相当していたことが窺える｡ このデータを挙げる艦長アッチンニは､ 種紙の価格

を下げるために､ その運輸を運賃の高いフランス ･イギリス郵船でなく､ イタリア国旗を掲げた船にさせることを提

案する｡ (詳しくは､ 同書 194-197ページを参照)｡ また､ ｢ゴヴェルノーロ号｣ の航海やその乗組員の日本滞在に関

する興味深い史料も残っている｡それは海軍少尉ジャコモ･ボーグェが執筆した『航海日誌』である｡PUDDINU ,Paob
(ed.), U n 由82g2'abTeL'tab'aL20izZ a 'alPODene11873- Zl "Gllom alePartlcolw e"Lb'a 'acom oBove,Ieoka,1998. 岩

倉具忠 ｢明治初年の日伊交流 ｢ 未刊行史料ボーグェの 『航海日誌』に見られる- ｣､ 京都外国語大学 編 『研究論
叢 u I』京都外国語大学 1999年､ を参照｡

1 A rchivi o Stori co dena M ari na M ilitare (A SM M ) 〔イタリア海軍資料館〕､ buSta n.2159､ 1873年 8 月 19 日､ アッ
チンニ艦長より海軍大臣宛の書簡 (付録付) (未刊)
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Den '血tem Gl'app oDe 血 quest'aDDO 60m 0 19 76672, de'quali600000, secoDdo l'datl deg:ガ

anDl'CCW si occow ono alla nbzlOdzLZl'oDeP ehl eDtW O annO, e 13 766 72 soho disp om 'bib'p el

RZe托沼t0,.geRZbTlerebbel'D VeCe Chel'n 脚 dl'ta quest'aDDO Se ne RZetteTebbem 1101844,e cAe

l'n 'm aBeD t1 2 7:4828 8aZTebbezlO aPP untO qUelb' che il a oyem o Gl'app onese vozTebbe

n 'sezh m a laz:滋vendere dop o lapaL･tenza de'sem al'.(..A

〔日本語訳2〕

コル グ主 y i･腰ゴブ1 .ルノーL7 号 屠 199 号 18 73 年8 ,6 19 6 超漢にて

{中級 7

蚕卵をj=} って鹿芽を行う# zij'Jq 屠人え らの不膠ぼ､ @ らzij罪公式7こ顛7つた5 本磨府諺j:扉澄

男L,PL-命令lEE づいT いまF o この命令If ､ 彪麦人た ちがj5 # ir J好個 の威せ劇野す8 -

ノ才で､ 虜 クの分/貨轟荊家人zij願 L,た# 仁戯芽 きれ a か､ _更竣 B .殉三者を得a PL-めiE ､ H i m

によってイクy アlrj酪労され るという卓彦であa らL,いでi To

これによっT ､ 噺 の癖存zij嵩潜L,､ 斉Lf め静 jl- ちぼあまク得/1度5/が できを < 虐a だ

ろうt いうこt ぼ野点でf To E lr ､ あL,Lj l の命令ガj本尊 であればこぞれIf # 々の索郎 j瀞

ノ看L , 今H まで膚行 仁者材If らわた虜:易のG jblE厳 L,ますTo

# メ斗野の慮人らの芳好を:着生させた件Ii ､ Lj pV /J､生zht潜 べたt ガ タ､ 全 < 脚 の磯節 に

よって二知らされ 丁おク､ それiE膠すa 公式を鰍 - 穿あ 夕貴せん L,虎がって＼顔砕 身局

If その麟■な命令ガj筋 をすることを否定'L,T いa のでいっそう# がG の公紗 ,tt. 何 らかのイ

ニシアチブを虜 a こt 臓 こなB でL,ようo

この件 lrE を乳光を# C a iE:めlr ､ 虜 好の紺 こ膠すa データを挙げま L,よう o 今年H /本全

犀 で生産されje:あのぼ 1976672 度■iE及びますo 威牢のデ｣ クIL=g づぐt ､ その中の 600000

仰 好の仝超すニ必要1なあので､ 1376672彪 ぼ市穿lrG きjz･a lf ヂですTo LH L ､ 今紘 看

Jq if t きれje:鰍 1101844 度で､ 粛 クの 2 7:4828 戯ぼ らょうど5 本紗 j鰍 え らの

′聾者@ 仁着ク動 〕せa ためir屠ってこおぐあのt きjz,まi To r# G j

1 A rchivi o Stori co della M arina M ilitare (A SM M ) 〔イタリア海軍資料館〕､ busta n.2159､ 1873年 8 月 19 日､ アッ
チンニ艦長より海軍大臣宛の書簡 (付録付) (未刊)

2 日本語訳は本論の筆者によるものである｡

3 蚕卵商人たちを指す｡

4 日本政府を指す｡
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以上の報告書から､ カスタニヨーラの回状は公式の情報でなく､ 単なる噂に基づくもの

だったことが窺える (イタリア外務省経由で農工商省に情報を送った駐日公使リッタも公

式の情報を把握していなかった)0

いずれにせよ､ 蚕卵商人たちがカスタニヨーラの回状に初めて目を通すことができたの

はおそらく9 月上旬のことである1｡ カスタニヨーラの回状は､ 日本滞在中の蚕卵商人たち

の憤怒を爆発させる結果となった｡ 本論の第 5 章にも述べたとおり､ 1873年に蚕卵商人が

一切内地旅行もできなかったことを忘れてはならない｡

ザニエル氏の研究によれば､ 第- に､ 蚕卵商人たちは9 月 17 日に､ カスタニヨーラの回

状に応じて､ イタリア政府 (そして日本でそれを代表する公使) が取った無責任な姿勢を

猛烈に批判する長い電報を打った2｡ その中には､ 抗議文の内容に賛成する者たちの署名も

印されていた3｡ ちなみに､ 電報に署名した商人らの数は 50 人を超えていたが､ フェ伯爵の

弟ピエ トロは､ おそらく公使として活躍していた兄の立場を考慮して､ 署名しなかったと

見られる｡

第二に､ 経験豊富で代表的な有力蚕卵商人 7 人4が協力し､ 日本における蚕卵商人たちの

活躍に関する報告書を横浜で執筆した｡ ザニエル氏によれば､ その報告書には､ 日本政府

の妨げ及びそれに対するイタリア政府や駐日公使の無関心な態度にも拘らず､ 彼らがいか

にイタリア人養蚕家の利益を意識しながら､ 長年良質の品物を仕入れる努力をしてきたか

が強調されている｡ また､ 蚕卵商人たちは､ 日本で内地旅行ができないにも拘わらず､ 岩

倉使節団や養蚕視察団がイタリア政府やその代表者たちに支援され､ イタリア各地を自由

に回っていた事実を許せないと主張した (それらを案内していたフェ伯爵の名前は記され

ていないが､ 彼に対する不満は明らかに表れている) 50

そして最後に､ 8 月 23 日にイタリア国王の甥ジェノヴァ公 トマゾ ･ディ ･サグオイア

1 かなりの長文で､ 回状の全文は電報で報告できるものではなかったため､ 郵送された可能性が高いC 郵送された回状
文はおよそ2 カ月後 (9 月上旬) に日本に届いたと推測される｡

2 この電報は､ ミラノ商工会議所の機関紙 ｢イル ･ ソーレ｣ (IISole) の 1873 (明治 6) 年 9 月 22･23 日号に掲載され

た｡ ZAN IE R ,Claudio,SE 脳AJ- Seb L'oh'L'b ltan1-血GlappoLZe (1861-1880),Cleup,2006､ 228 ページ参照｡

3 ZA N IE R ,Claudio,点弧 けI Se由1'ob'L'tah'am ')'n Gl'aFPODe (1861-1880),Cleup,2006､ 228 ページ参照.
4 この 7人はカルロ･アントンジーニ (Carlo An tongi mi )､ アントニオ ･ ドゥズィ- ナ (An tonio D u8ina)､ ヴィンチェ

ンツオ ･ガッティノーニ (Ⅵncen2lO G attin oni)､ カルロ･ムッティ (Carlo M utti)､ イッポリト･パッラヴイチ-

ノ (Ippolito Parravi cino)､ 1872 (明治 5) 年にフェ伯爵の仲介のおかげで日本の内地を訪れたチェーザレ･プレッ
シャーニ (Cesare B resciani) そしてトリノで彼らの計画を知らずに渋沢喜作らに随行していたカルロ･キヤペッロ

(Carlo Chiapello) だった. ZA N IER ,Claudio,S戯l朗_トSetaLloh-1'tah'aLZL')'n Gllappone (1861･188a),Cleup,2006､
228 ページ参照｡

5 この報告書も､ ｢イル･ソーレ｣ (IISole)の 1873 (明治 6)年 12 月 4 日号以降に連載された｡ZA N IE R ,Claudio,SEW
- Seb lob')'b h'aBL')'b al'aFPOne (1861-1880),Cleup,2006､ 228ページ参照｡
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(Tom aso diSavoia,D uca diG enova) 1が軍艦 ｢ガリパルディ号｣ (G ari bal di) に乗って､

来日した際､ 日本政府による公式の歓迎会が 9 月 1 日に催された､ 多くの蚕卵商人たちが

それに顔を出さないというイタリア政府に対する背信行為にまで及び､ 不満を表 したので

ある｡

[6-1･4- 渋沢の種耗輸出計画の破綻について]

蚕卵商人たちの懸念は農工商大臣カスタニヨーラの回状という具体的な形をとったが､

それでも非公式の情報に基づいていた｡ しかしながら､ 本節の最初に検討 した書簡による

と､ 日本側に種紙の買占め計画が実際に存在 していたことが見て取れる｡ まさに､ それは

｢火のないところに煙は立たぬ｣ という言葉にふさわしい状況だった0

次に､ 日本政府 (渋沢栄一とその従弟喜作) は結局のところ､ なぜこの計画の実行に移

せなかったのかという理由を探ることにする｡ 主な理由は二つあると考えられる｡

①種紙の生産者､ そして､ 特に横浜蚕卵市場の販売人たちは､ 利潤が減ることを恐れ､

政府による種紙の買占め計画を簡単に許すわけにはいかなかった｡ したがって､ 彼 らはあ

らゆる手段で､ 日本政府の企みを阻止しようとしたのである｡ この断定を裏付ける根拠は､

以下に挙げる ｢ゴヴェルノーロ号｣ の艦長アッチンニが海軍大臣に宛てた 1873 (明治 6)

年 9 月 1 日付の書簡にある｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

C OR TE T7lA G O lq E N OL O N 201 YokoaRZa, 1 S ettem bve 18 73

(..JF aoen dop olseg u 'to a quaD tO le I:d em 'vB D elta lettem aDZl'detta SZLIzleClam o de'seR Zal'

p ep la n 'teD Uta GelSam bzLicl (1/21) de'Cartom 'che BIp L10ducon o,ho l'oB Om d 'in{om arla ch e

8 I C
血baSe a queu 'ozTdh anza del a )vem o G L'app oB eSe aD Ch e la pyoIdD Cla dl'a 'Osclo,che 占uBa

deu ep )'zian tlche,ep LzLm Pα･taD d ch epzlatlcaD O la bach 'coltw a,doTTebbe eSSey SOggetta a
■ヽ■

1 ガリパルディ号の航海に関する全般的情報はⅠJEVA FAU STO (ed.),SbM'a dane CaRZPagZZe Ocean)'Cムedeuaa.
M aL:iz7a - TrolzLZ22e1(Ristam pa),U缶cio Stori co della M arina M 山tare,1992､ 150-168ページ､ にある｡ ジェノヴ

ァ公が日本で受けた歓迎に関する大変興味深い情報はPU D D N U ,Paolo (ed.),UD T由927'abqeL'b h'aDO血GL'aFPODe
ne11873-m "G yatTZalePatb'colaTe"d ta)'aoo皿OBo喝 Ieoka,1998､ 190-193ページ､ ジェノヴァ公の来日に関して

はまた､ D IRU SSO ,M ari sa,U n principediCasa Savoia eun diplom atico delRegno d-1talia conquistano la Corte
M eiji,AISTU GIA,A td del.m catnlee220diStudta 'aFPOBeS1,2002､ 157ページ､ も興味深い｡ そこで､ フェ伯
爵の後任者パルボラ- ニ (Raffaele U liSSe Barbolani) に関する興味深い情報も表れる｡
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a 'a sloaatTattaDOl'caz･tOm 'a 2 donan 'e 1/2 0872ZLZZO ed i;m oltoBacile cbe slEam nDO au arl
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ZI C om aDdaD te dl'boEdo. E .A ocIDm '1

〔日本語訳2〕

コノレグ主y i.腰 ゴグム/I/ノーロ著 者201 号 18 73 年9 JG 1 H 願 IL,て

(中解ノ威歯の書瀞■においT /Jl二生が# 穿L,度産j妊生産者の_三分 - (lj詮) メj保有̀きれ a こt

irg づぐ鍬 えらの粛穿iEJ野L,T j皆､上郷 晩方t いう古妻〕ら屠る主要二を養蚕歯好め5 本凌~

ノ好のあの度合に戯# L,､ その併有7諸 すa li ヂであa こtを 叡 /でお知らせ密L,まiTo i,かL,

ながら､ < 5 本の> 養蚕家と虜好の虜膏二者t ぼ､ @ らlE t って二余クlrM Lいあのなので､ この

度靴 反対L,i ダTo @ ろば政所に苑穿すa ノ軌野で､ @ らのノ野で薗好きみそ二人のfe･表音を願

(zT p- ) ノこ者るこt lE i,g L,た o 倣 ｢ 応 こ̀の二^ t 面会L,まL,虎が､ -鯵 夢をj労L,ま

ゼメ/でL,虎oガ紗 j瀞 69m 売群務を虜赦させないこt彦腐 った# A j野の代屠公W の書膠を

受け度 という暴君を考慮にスあますと ほぼ凝三者に# メ堰Fの蚕所蔵人足 ちlE とっT 肴雛 庶栗

を色度らL,､@ らがよクよい虜5/# できa よう/LT/J a でL,ようo

超新一教あえクの癖好は節 こ2.5 j･t'/I.で､ _毒酢こよい虜i/ができ8 膚率オ斗有いと/g われまi To

/中略/ 腰‡長

E . アiy テン/ニ

1 A rchivi o Stori co della M ari na M ilitare (A SM M ) 〔イタリア海軍資料館〕､ buSta n.2159､ 1873年 8 月 19 日､ アッ
チンニ艦長より海軍大臣宛の書簡 (付録付) (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者によるものである｡

228



日本に駐在するイタリア人蚕卵商人がちょうどカスタニヨーラの回状を受け､ イタリア

政府をボイコットしている頃に書かれた以上の書簡に表れる事実は大変重要である｡ その

中から､ 日本人の養蚕家 ･種紙販売人の不満及び彼らによる日本政府 (大蔵省) の計画を

阻止するための積極的な活動が証明される他にも､ 本当の目的を知 らずにミラノで渋沢喜

作に会った代理公使 リッタ伯爵が日本外務省に書簡を送ったことも窺える｡ リッタ伯爵の

長文の書簡は 1873 (明治 6)年 8 月 21 日付で､ 日本外務省外交史料館に保管されている1｡

その中で､ リッタ伯爵は外務省にイタリア人蚕卵商人たちの不満を訴え､ 大蔵省が即座に

種紙保有計画を中止するように催告 した｡

②渋沢栄一と従弟喜作とがほぼ同時に大蔵省を辞任 した2ことも計画の中止に決定的な影

響があったと推察される｡ 渋沢栄一に関する有名な史料全集 『渋沢栄一伝記資料』には､

渋沢喜作がヨーロッパに駐在 している頃に､ 従弟栄一に送った書簡などの他にも､ ｢青潮先

生伝初稿｣ (第七章五 ･第六一一六二貢 〔大正八一十二年〕) からとった次の引用が収録さ

れている｡

〔日本語原文〕

0 k G g 8 5

度i狩善伊の棚 者

庶一狩善伊脚 の威肋 て挿木=巌き､ 願 lr歯せられ L,が. # 舶 せらa 上や､ 度登之を

大願 lrg めて協虜 L7-EgiT等か倉となL,j1-クL が､ 槻 五宰+ A 腰憐 ･養蚕等の脚 好を鎗

ぜらね､ @ 威煮/L等智倉中農才吉と穿IE､ 仝虜磯 とL･て名ノすき2箕郷 二超if クo 崖L,屠

虜のBe'善者達を@ ク､ B つ之によクて貿易の′材あ好L,､ 将束の屠題'を冴すa iEあク丁､ _莞全

zi晩 とt 鰍 鑑栗な ク o /節るIL,喜搾ガj滞静せる摩If ､ 一発_生棚 の# /J クL,かば二者解

る∠祈穿'を# L,丁野lr T ク､ 虜弥ir学びLノ軒を:寿行ゼメ/t T ､ :全虜の鵬 IL=# 事 L,､ 凝着

の為lER せa こと大凌クL,li 下二丈にいふべ L o 3

1 日本外務省外交史料館 3甘2-3 ｢伊太利園二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第- 巻 自二年至六年｣ 1873年 8 月 21 日

駐日イタリア代理公使リッタ伯爵より 副島外務卿宛の書簡. (未刊) (フランス語文である)

2 渋沢栄一伝記史料刊行会 『渋沢栄一伝記史料』(第 14巻)､ 1957､ 447-459ページ参照0
3 渋沢栄一伝記史料刊行会 『渋沢栄一伝記史料』(第 14巻)､ 1957､ 453ページ出典｡
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渋沢栄一､ そして喜作が官を辞 したのはちょうど 1873 (明治 6) 年夏のことである｡

最後に､ 以上の事実を更に裏付けるために､ 『渋沢栄一伝記資料』に収録された ｢竜門雑

誌｣ (第三四六号 ･第- 八頁 〔大正六年三月二五 日〕) から引用された文を以下に挙げるこ

とにする｡

〔日本語原文〕

○美顔題意;轡産顔 (# = ) /景教着生)

善携単行L T /J､館 に/八a

O l G

静丁者○栄一ぼ､ 一面に角｢ 度洋行L,て二乗B が可からうt @ め､_ズ豊人0 喜伊iEM T あ､庚PL-1｣

度 あ行つPL-事がJ# いから慮罪粛2' L,て餅L,いめのどとの肩部 ∫あったところ∴野右脚 牢寿

蚕業原クノ静ンヾの名G で､ 柵 称へ柳 if られる事7こなったのであa o ,節L ､ 養蚕業鎗静ベ

Ii単iこ名G だ1グのこt で､鮒 の冴顔を粛穿するにあったのだdj噺 牢lr原静L TR

れiil1. 番櫛 こ克彦ぎあ辞L で屠ノ野lE T ク､一文萩上きメ/邑聯 L T L,まばれたので､ _栄一邑#

i きバ/邑屠らぬ勿B の乏 L,いzi'b R lrあっje:からt T ､Bqlr舶 < 色度い# ､ 5 分 邑昏速を逝き

えいとの事であったo 之れirぼ宥め願 であったから､ 棚 早々官を犀することirなっ

たのであa zhtl.粛lrぼ普時好lr虜行業に好事L やうとの,紗 ∫あったので､ 鼻伊と粛t J野C事'

を行B でg)唐からうt 彪よク鼻伊を/J､節線系ノ好の藤野5 ///j5/4 衛の参尿に選者 L,虎のである O

,鈴L,香草lr 邑屠七年 lr卓ク､ /J､厳密戚 夢L て働ねえので､ 善傍ら/J､厳密を去らカばならぬcE

j に磨ったo o 刀酔

以上の文によると､ 渋沢喜作は養蚕業に関する取 り調べを名 目として､ イタリアに派遣

されたとあるが､ 最初にあげた 1872 (明治 5) 年 11 月 9 日付の公文書に改めて目を通して

みると､ 彼の真の目的が単に ｢欧州の状況を視察する｣ でなく､ む しろ､ 日本産の種紙を

輸出する計画を実行するための市場調査だったことを指摘 しなければならない｡ いずれに

せよ､ 小野組 (井筒屋) は翌七年に倒産 し､ それ以来､ 蚕卵商人たちの活動はその脅威に

晒されることはなかった｡

1 渋沢栄一伝記史料刊行会 『渋沢栄一伝記史料』(第 14 巻)､ 1957､ 452 ページ出典0
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[6･115- 件が日伊蚕卵貿易関係にもたらした影響について]

軍艦 ｢ゴヴェルノーロ号｣ 艦長の書簡においても確認できるように､ 日本政府が企てた

計画及びそれが実行に移される前に漏れてしまった非公式の情報と噂とは 1873 (明治 6)

年度に日本を訪れた蚕卵商人のビジネスに極めて有害だった｡ 蚕卵商人らは横浜に到着し

た時に､ 日本政府の計画をめぐる噂に駆り立てられ､ 種紙をできるだけ早く仕入れようと

決心したに相違ないO その結果､ 日本政府の計画は 1873 (明治 6) 年の種紙一枚当たりの

平均価格急騰の一因となり､ イタリア人蚕卵商人は 1873 (明治 6) 年は前年よりも高い平

均価格で種紙を購入することになった1｡ 逆に日本政府の企てをめぐる噂がイタリア人蚕卵

商人の間で広まったことは､ 不本意ながら日本人の種祇販売人にとって大変有利となった｡

結局､ 本論の付録①のグラフからも確認できるように､ 1873 (明治 6) 年に実際に輸出

された種紙の総枚数はおよそ 142 万枚にも及び､ 1872 (明治 5) 年のおよそ 130 万枚を上

回ったことが窺える2｡ この事実も日本政府の計画が頓挫したことを証明する一つの証拠で

ある｡

フェ伯爵の不在中に起きた大騒動は言うまでもなく､ 日伊蚕卵貿易関係を深く傷つける

影響があったと見られる｡ 実際､ 翌 1874 (明治 7) 年に日本を訪れた蚕卵商人の数は急激

に減少し､ 前年と比べると21人の商人が日本で蚕卵を仕入れなかったことが窺える (本論

の付録①を参照)0 1875 (明治 8)年以降も､ 日本産種紙の需要が更に少なくなるに連れて､

日本を訪れる商人たちの数が減少していくばかりとなった｡

[6-2] ～フェ伯爵の日本産塩漬鮭輸出計画について～

[6甘 1- 日伊貿易の継続について]

1869 (明治 2) 年にルイ ･パスツールによって発見された微粒子病の予防法は､ 佐々木

長淳の報告書においても確認できる通り､ 中小規模の養蚕場には､すぐに普及しなかった｡

とは言え､ その有効性は 1870 (明治 3) 年代前半から徐々に認められ始めていた｡ そのた

め､ その頃はイタリアで国内産の蚕卵生産が再開される一面で､ 日伊蚕卵貿易及び蚕卵商

1 本論の第 1章及び第 3章 4節において説明したように､ 1873年の種紙一枚あたりの平均価格 (2.13 ドル) は､ 1872
年 (1.45 ドル) と比べると､ 0.68 ドルも急増した｡ また､ その急増の理由として､ 蚕卵商人の多人数 (1873 は最も
多い年 68人) による買い入れ競争の激しさ､ 及び蚕卵商人たちの競争率を抑える積極的な役割を果したフェ伯爵の

不在を挙げたO なお､ そのデータはZAN IER ,Claudio,SEW - Se由)'oh'L'b h'aLZl血GUaFPOme (186111880),Cleup,
2006､ 136ページ､ に表れるものである.

2 詳しくは､ ZAN IE R ,Clalldio,Sm J - Se由)'oh')'tab'aD)'血Gl'aRPODe (186111880),Cleup,2006､ 131ページ参照｡
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人たちのビジネスにも終蔦が見え始めていた｡

フェ伯爵はもちろん､ この事情をよく把握 していた｡ また､ 進取の精神に富み､ 商才も

兼ね備えていた｡ そのため､ 彼は､ 日伊貿易関係を継続させる目的で､ 新たな品目の輸出

も計画していた｡

[6甘2- 日伊貿易を継続させるための計画一日本産塩漬鮭の輸出について]

本節では､ 日伊蚕卵貿易の短い寿命を意識 しながら､ フェ伯爵によって計画された日本

産塩漬鮭の輸出という新たな提案について論じる｡ 石井元華氏 (大阪芸術大学助教授) は､

『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交流』という研究の第- 部 ｢明治初期の交流｣ にお

いて､ 駐 日イタリア公使フェ伯爵の経歴及び彼が奨励 した日伊文化交派 (主に､ ヴェネツ

ィア商業高等学校における日本語講座の開設やイタリアに派遣される日本人留学生など)

について論 じている｡ その中で､ 石井元華氏はフェ伯爵の日伊貿易を繁盛させるための提

案について簡潔に言及 L l､ 註にその件に関する日刊紙 ｢ラ ･ガゼッタ ･ディ ･ ヴェネツィ

ア｣ (1873年 4 月 10 日号) の記事を紹介している｡ 以下に､ まず､ その記事の日本語訳を

引用する｡ (日本語訳は石井元章によるものであり､ ルビと註は本論の筆者が追加したもの

である)0

〔イタリア語文からの日本語訳〕

ii) ifi
rH 本の慮o 戯~5 イクP ア大変アユ一癖腰掛 やイクy ア産材の知事- の鮮ク顔とL T ､

5 本の.於の膚で慶iz,た雌 を牌 野l.rjW 密送っT 高密L,虎o彪オ患者の腰掛 ∫あク痴好め

手頃をこt から､イクy アlE t って働骨癌膠の高い廃人/Fq G lEを a 僻 を考までのことであ

a o パFtlグァやプレシャ､ ミ7-ノ､ ジヱノブァでIf この点を雛 武倉L,､ 廉めcf < 癖移邑安い

と櫛 きれ;i-0 アユ一府虜If グヱ ネブイアで細 事に送H L,､ 腕 密r 会新 着lE鹿茸. i

そ戯酪野iEホテル.iE あ屠った 24 鰍 lE度if T 媛冴きLjra ､ .水好ですB と､ 適者グ'= ネ

クィアで好っていa っ好準クラスのイギy スの磨よクあ虜~い品質のあのt なるt 言われT いa o

この産の顔断を考慮すB と､ これを斬 すa こt て切)をクj和好を上げるこt あできa PL-め､膚

^ 妙 に.お知らせすa 次夢であるJ 20

1 石井元章 『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交流』プリュッケ 1999 30ページ参照｡

2 石井元章 『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交流』ブリュッケ 1999 298ページ出典｡
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石井元章氏の研究から引用 した上記の記事に表 される情報は極めて少ない｡ そのため､

フェ伯爵の新たな発案はどのような経緯で生まれたか､ そ してそれはどのような展開を見

せたかなどの情報を獲得するために､ 他の史料を利用する必要があると考えられる｡

[6-2-3- 副領事ブルーニの報告書について]

以前も述べたように､ イタリア外務省歴史外交資料館 (A SD M A E) には､ 政治 ･諸件に

関する外交官の報告書や書簡は多く保管されているが､ その一方で通商関係のもの (Ser主e

C om m erciale) はほとんど残 されていない｡ ただし､ イタリア外務省資料館が 1861 (文久

元) 年以降に毎年発刊 している 『領事会報』(B ollettino C onsolare) には､ 日伊貿易に関す

る貴重な情報 とデータとが記されている｡

例えば､ 1873 (明治 6) 年度の 『領事会報』(第 10 巻､ 上)には､ 塩漬鮭の輸出可能性に

関する報告書が掲載 されている1｡ この報告書の執筆者はフェ伯爵ではなく､ 駐 日イタリア

副領事ブルーニである｡ 以下に､ その長い報告書の主要な部分を日本語に翻訳 して分析す

る｡

〔イタリア語原文からの日本語訳2〕

5 本からの感度産の鮎 可潜# lEついT 18 73 年12 ,c

c 五八メj二重せ食産を励 )らt っT い8 ､ .釆t r 雛 食べa あの後妻lE潜夢やその超の薪 乾

R び金野の鹿岸沿いlE t れる男顔の東 であ8 こt 脚 の避 クであるO .米ぼ@ らlr とって､

# 々の食堂瘡におif a パンの超厚をLf めa iLrあ二線らf it.舟影揮産lrR いられ a のめ参L < ない

こt であるo _有に､ ノ米l.=多量の@ 1# を勿虐B と粛子雛 g)をa o

まPL.-, 彦草g)新 野やその超のこ凝 着lrR いられ a L ､ 下原犀であっT 邑豚 ､ 超腐-/J家

で食べられ ているように生魚を食べ8 0 度だ L,､ 桝 でIf ､ 貞t クビクのこ凝 着を伊 a 虐

めir､ 虜に火を適 L,たク､ 易 で度ク､ 麟々脚 で解られたクL/て僻 L T m L PL- タダa こt

i)あa o 符に､ 願 や併穿きjz,度その超のq iEお いT 邑/JlB # lr ､ およそ二年崩から､ 虜g)粛

1 B RU N I,Fran ceSCO,S m ap ossL'bde esp w taz)'ODe disa血oDL'S81ad dal GL'aFPaae,in M IN ISTE R O D E G LIAF FA R I
E STERI,a uet血 o a LE7801aLle,Vol.冗,Parte 1,1874､ 262･269ページ参照｡ (イタリア語文)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである. [中略] も本論の筆者によるものである｡ イタリア語原文はBR U N I,
Francesco,S m a possibde espoT由zt'one Lb'朗血onLIsalatt'dal Gl'aFPOme,in M IN ISTE R O D E G LIA FFA RI
E STE RI,B onet血 O a nsolaLle,Vol.X ,Parte 1,1874､ 262-269ページにおいて､ 活字となっている｡
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膚暑 H 本人は舛国人lr W い､ 虎尻lE解 された虜を食べるcf 2'になった L,か L,唐が ら､ 勿い

好からヂっt 食べT きた 邑のでぼ/} いため､ 姦G 顔を食べa ^ lf # 常iE少な < ､ 東オブっかない

うちに､ いつのノ野ird 〕こうL 虎^ た ちであ､ .米や客賞 そL て魚をLP心t L jl-食生産に戻る̀こ

とが多C,to

L,虎がって､ 虎=署ぼ6 本においT ､ # 常に大鹿轟郡こ行われ､ 虜 あ有益な虞者の一つである o

この度 穿ir # 事す a 会# の中で銃 彪 大患資金を有L,､ 展 着IL,摩めて灘 であ ク､ メガか クに

厳君を営んでいるあのが多いo 符 ia 鉄索ば盛兄/であa o 磨ぼ併存L,やすいため､ 5 本 務 め食

べられ T いa ノ索であ a o また､ ここでぼその癖移ば穿常に安いため､虚~G イクy ア王国公好ア

ユ･jltR ティア- ニプ鋭爵ぼその導入がイクy アの倉L,い願 lr t って大変符 lr /J a のでばをい

か と朔断L,PL-o よって､ フヱ超爵If パ jItグァ虚業会紛 どlr,産の試射 サンプ7/L′を送 ク､ そ

の会者夢の虜盛暑らぼ､長b櫛 を磨えらのであa 雛 If その廉Ii i 筈であるという財 を述べ

たo このようir ､ @ らIf ､ パ jI'グァ贋の盛唐掩屋の僧 で､ イクP ア王屠岸ヱ鹿 野僻

zij暴虐蒼の粛得などを櫛 するために必要をデ｣ クを超# すa cf 2'lrG 重野L,そo牌 イ

クy ア王新 線 )ら､わざわざこの件についT の屠静署を受けPL-o この# 芳書ぼその度瀞夢

/こ対すa 紛 多妻 iE 邑な 8 0

3 - LZ iyノlOiEおいT lf # 常によ<ノ知られ ていa 虜 であ ク､ 5 本 でt れ B の 邑それ と一身異な

るところIf 唐いため､ i,や仇 また牌 の# 子lr ついての威紺 野L よう0 線 その長

さぽおよそ1 メ- jtノレで､ 威凝 L PL一犀の穿きIf 2 辛U か ら 3 手L=のノ野であ a o 腰ぽ 6 本 で､

言わ臓 野の虜 であ 8 20 なぜ)をら､ ここでぼ､ お顔いや薯紺 いを魚 で矛ダづ)らであ る o

腰払 願 のcf うlr , I//〟,% 頗甘 さかのぼ ク､ 1 か ら7 69///m lr点て戯カi ガ タ､ 潜 で邑Jt

あらノねをいため､ 腰 を^ lL=M ED すa こt 統 その人呪力t 男鹿を粛める蒼顔があ a o T痢雛 7

腰の顔zPj畝 //こ行われ Tいa 棚 の虜 であa 嵐 その鹿 看iLT磨める主な二つの会をぼ

ここlE願 きれ Tい a o それらば虜の贋庁飾 生歯であa 虜抑 こあ 8 0 - つ5 /王者邑_重要 で､

節 といい､ ノ定昇の鹿都塵町 8 番戯7仁支署 ああ a o そL,丁､ 二つG ば僻 と呼ばれa

1 イタリア語原文にはsalam one, o salm one とある｡
2 イタリア語原文にはE 'deSSO alG iappone ilpe卓ce per dir coS主popolare,とある｡
3 伊文には 8picca im m enSisal tiper gi ttarSidal letto superi ore in quello inB riore d'un fium e.とある｡ このブルーニ

の記述は不正確である｡なぜなら通常､鮭は卵を産み落とすために川を遡るからである｡そのため､瀧があった場合は､
｢上の川床から下の川床に｣ でなく､ ｢下の川床から上の川床に｣ 飛び跳ねることになるのである｡

4 中略した文には､ 副領事ブルーニは､ その他の魚 (鯛や鯉) は日本で何を象徴しているかについて報告し､ 鯉のぼり
の習慣についても説明している｡
5 イタリア語原文にはisola diYeSSO とある｡
6 イタリア語原文にはH ayaschiとある｡
7 イタリア語原文にはKi to-con-ya･cib N .8 とある｡
8 イタリア語原文にはO caido Sciocaiとある｡
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会超で あa o それ らの会を/ま戯貞､ 廃 や鈴 ク腰 を雇 うこt あ､ 虜膏~すa ことああ ク､ 慶好の

L,か a べき許F,7 を得､免をきれた密葬の序iE その貴 著lr # 夢すa o顔府ぼ会をir 与尤度許 F,7 0

揮わ クに､ 顔勝 者の 20 % を穿教 安静t L て徴 収す a o

,療ぼ8ノダ.未カ〕ら11ノG′寿までの彫 行われるがJ IJG lE H-うt 顔題材多 < ､慮If g J# * きい .

6本メぼ､ 屠 れjとめのを催 / 1 (jf･クリ と 健 / 2 (マス) という二つの鹿 野紅塵2秒すB が.

これら二鰍 一一一離 ､ 虜 ざク合って潜られao /髭 / lf 像 cf クg)ー* きいため底打ちがあ

B O L,かL,､ ノ帝産夢 の廉ぼノ野C で､ L品質 邑J同等 であa o まPL- I ｣帝凄潜めFFP% をまt めて瀞 で着

a展 それ仁一つの平棚 好をつけるo 腰/貨大きな東新 cf って基原に行われ B が. 夜諺酢こら

顔 に/野a ことああるje:め､ その棚 の激発 ｢へさき) iL.TfT L,k を置 < o 河かlrお いて1瀞を行

うと 腰細 こ多 いo

G 本人側 を食べるd j＼全鮒 ir盛潜げの産を虜スす 8 0 5 本 で統 ビス/な iご貧 乏唐

黍欝 で邑家の禿 群や蜜ILr戯匹滞a きれ T いao この発破人た ちの家にスB と､ G m lE G lrA 8

顔/ま大鹿 食べかけられた腰 であ8 0 6 本二人雌 の卵 g)食窟l= ダ~a o /盈 / の卵ぼ 磯 / の卵 と

/# iE ､ 碁 でT ､一方掘 夢ifiE L て食べるo アユ･ドステイア- ニ慮虜zijR J者L,手番送L,え# の

新 顔 の卵の尉倉 ダンプ/I,zij勅 )つf= i)のの､逝=ごろ バ ッy - y ス氏zhtイ クy アir # って~行

っ足腰7こ/まスっT いえo 向 こうでそれ らJZht鰍 屠いたか否かを衝 きj z,B だ18 うZijT. /Jl登ぽ

この.窟lEノ野L,て粛犀を彪 いT いa o まPL-､腰 碗 j:雇鰍 )つ有益な｣商品t をa 所産樫がある

か否か というノ点lrJ野L,T i)/Jl登備 わ L,<ノ好っT いる 0

度# lE ､ 牢ン野lr磨 れ a 磨 郷 国梓の鹿 野を猷 L,T いる三5 E q lご題 ぎ暑 いzijこその彪

仁厳粛ガ漸 きれ B と､ 卵 の虜人らぼヂっt 盛者な顔慶あ静狩 できa ノだろう 0

5 本 でぼ､ 腰 ∵匹嘗虎 クぼ 1 分β､ つまク1.40 y タの金き野に# 普するo

これ まで産の登慶について溜 介L,できたの で､ Lj T lrぼ､ 符 に粛々イクy 7 ^ zij願 すa腰

の雛 Irノ野L,て述べた い o

腰 をここか ら.余B所 Z)@ lr射 すa こt ばをb lo5 m にその齢 を求めB のIf イクy ア であ a

こt lEをao ここで｣ 戯 鹿茸 の願 であa 虐め長 い運送 鍬野に戯 /J げれぽこなら凄 いt

いうこt ､ そL,T 産い痴潜のカ タlE舟箸の垂影 ∫あ ク者 L,い願 をLf めa ことを考慮すB と､

それ脚 でIf を < ､ 赦齢 で鮒 すべき虜/Fq であa こt メ堰場 に鹿をできる0 度だ'L,､ ここ

1 イタリア語原文には Sake とある｡

2 イタリア語原文には M as とある｡

3 伊文には al pre212X)d'un bu l'uno とある. 1分は 1両 (1 円) の 1 /4 となる｡ 1両は当時､ 1メキシコドル､ つまり
およそ 5.6 イタリアリラに相当していた｡

4 イタリアリラのことである｡
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で蕗5 すべきあう一つの′粛ぼ､ イユ/八 度淳こそL,T スエス漸 つま夕顔獅 虚彪

ノ方の磨 る粛 L,暑いルー F の全 て諺j二おそら< W のjg FIPJ7ir顔宮を邑たらすであろう､ というこt で

あ a o つまク､ 虚ぼ,好け､ 慮脚 に戯れ､ 赦 すa こt lr なa だろうo cf って､ /Jl登の農局

で紘 鼻身轡憂慮 由 L,3 - P y ノ湖 上好物齢 iE層む必要があるo イクy アで/J < ､ a - L= y

パ t 述べえのぼ鮒 でぼないo なぜ怒ら､ 5 本か ら裁メjl野の潜/ヽ 麿 < 戯舟は全 < /好摩せずこJ77

慶なG 鰍 イギy ス､ ダイタ､ フ7- シス､ オランクーの,啓iEJ野a o よぽど大暑なイクy ア行き

の# の膚み荷が唐採れば∴穿物齢ez)ルー jtを変 好きせa こt ぼ不 可避 であろうo

邑L,W iこ震要が多iJiz,l式 虐;酪働 を鼻骨lr戯 夢するこt が できa だろう o 雛 l式 LJ

l lriGべた麟蔵圧勝 LZ)jg h 齢あ所有L ､ その藤酷暑/貨者 L,いめのであa 嵐 その中の一着

をガ屠人の彪房 lE圧せ､ この虜着ir好うことあできa だろうo この彦倉ぼ､ 虜の粛啓ぼイクy

アまでの運送群を含むこt iEをa だろうo そうでない穿倉If ､ 6 本カ】らの脚 の_易者をつげ

a ためir ､ぼ保 全仏経窟L,T いa 穿在の# RF,tの運送禅を彪介 L,よう0 3 - L7 ソバ での1 願

~マ■~丁
をノ野わプミ50丘友好フィー jJ の 1 jtン普PL-クir 4 -0 -0 ボン j･VE 唐 a o Lj l の鼎金lr､虎顔金

AaZ潮 とL,T IOO カティ (G 伊鹿家脚 lE よBと1 カティIf O.60453 ヰU ir好きす

る) 普il- クlE H 伊納 産条紛lr て定めらjz,た 0.75 _分を勿穿~L,/J 伽 ぼならない o

麿 を蒸気船/こ乗せa 膚倉/J ､ 多 <の盛~iJr磨 /ナ､ 題■,'=L,5 め/J ,'〃乙ばなら/J いだろうが､ 僻ノ掛の

穿倉払 摩 ｢クテノのようlr ､ そのまま荷産みすB だげ でCEかろうo 顔ぼ 11 Je lE彪 7 するが.

それに腰 を虚漕げlr すa 劇 野を考慮すa と､ 舶 ぼ客年 12 JC .寿に潜まa こt lE /J a だろうo

また､ 赦彪ガj著者轡を産由 L,je:穿倉､ イクy アiEi 摩すB までの,新野ぼ 5 ケ,G であa こt を

考点るt ､ 慮ば 5 JG 半ばに屠 < だろうo ここで､ 彪好季節の変把iE朗 ､ 虜みメj遅 いと/皆い

うあのの､ この事寡だtiflこ好a わIf iLTぼいかない . なぜミなら､ 伸二2'i で夢べl式 # 常に長い

膨 逝まれ､ # 々/J戯好を虜a ごとlEなa からであ a o i,たがって､ これを一字滞聯 lr

行 う必要なあa zijI. 今まで行われえ農ぎg)参考lE lf /J a だちjo

一一二才でぼ､# メ堰7の盛観 らt G 本の磨席人らが､書斎の動 こJ* き{冴げられ T いa 嵐

虐雛 凄好を虜ク合点ないだろうo 像方でぼ､ H 本人がローマ字をぎっT あ､ 粛乾八の牌 ∫

な採ればこ鮎 の発送を行うごとが できない o E lr ､ 務メj野の慮人らが5 本の励 ら/こ尭超い

で稚金を真影 うこt 邑静められ唐t, lo TやG j また､ 腰背の違いと6 本の願 の彪顔役密封と

妖 E L,b戯 い金静をF,-# # すa鹿カを全 ぐ# たないG ノ本人らをオいlrG JG させa だろうo i,

虎がって､ イクy アの慮人らがD G をノ野{ こと､ あるいは# 聯 /J どの鹿着を行う犀のよう

1 50 立方フィートは 1.41584233 立方メートルに相当する｡
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ir ､ ここir以静よク願 きれT いる虜をILrG るこt は穿虜の方潜であるo このようiLTすめばこ

殿 ば発症者の彦示仁広 L:､ この斎夢で普段5% ときれa 手数符を安 If ､ 腰の正二入れと蒼送～

の義務を5/き受けa ことirなるノだろうo

イク9 7 ^ がこの# 芳書の対象lrな a jとめ､この戯ir願 きれたイクP アの虜をを薦めたb lo

その名 静を､ 参考のためlr､ アルクアべ y Fm fE書き避カよう o

(V Awzz20Bit2e Co.) グィ･アイモニン膚会

(a .B oL221'da.) ジー ･ボル ミ- クや

(D en 'OTIO e Co.) デ ローL=虜会

(Fad am e aTeDet.) プア/i,プアラ ･ヱ ･グレネ

農産ir､そのような鮎 の:蒼送lE虐こク得る不都合を/京及びその肋 ユら得られる欄 を知

a pt-めlr､ 今年から/JlG # ir あ､ その展着を潜めa べきだt 超潜■L PL- b lo なぜ汝 ら､ この顔

zi瀞 と局磨きねえ穿倉IEli ､ そ贈 牢lr､ その鹿君を大郷 L,磯 できa o E iE ､ 膚品

の発送を遅< t あ12 ノタ.寿までにできればこその方がよいiLr府だ夢なC 10

以1 の鰍 ∫G 斬 ユらイクy ア- の盛雄 の卒鰍 を潜めえい者に参考t i T 段立てば

幸いであa o

副領事ブルーニの報告書は以上の通りである｡ この報告書の日付は 1873 (明治 6) 年 12

月となっている｡ つまり､ ｢ラ ･ガゼッタ ･デイ ･ ヴェネツィア｣ の 4 月 10 日号に塩漬鮭

に関する記事が掲載されてから､ 少なくとも､ およそ 7 ケ月が経過していることになる｡

この報告書から､ フェ伯爵が発案した塩漬鮭の商売は少なくともイタリア農工商省及び

外務省によって検討されていたことが証明される｡ また､ 駐 日イタリア総領事の任務を背

負ったバッリーリスも､ 1873 (明治 6) 年の秋から冬にかけての間にイタリアに帰国した

際､ 塩漬鮭やイクラの運送を試みた事実も相当興味深い｡

[6･2･4- 計画の失敗について]

副商事ブルーニは､ 『領事会報』の報告書で､ 所々に個人的な意見を漏らしながらも､ 忠

実に塩漬鮭を中心とした貿易の損得を検討 した計画を立てている｡ しかしながら､ ブルー

ニの文章に目を通してみると､ 日本とイタリアとの間の塩漬鮭の商売は､ 運送料や リスク
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の高さが原因となり､ 非常に困難であることが窺える｡ 更に行間を読むと､ その成功の可

能性は低いというブルーニの見解が明らかになる｡

更に､ ブルーニの報告書で用いられている言葉からは､ 商売相手となる日本人に対する

不信や軽蔑も感じられる1｡ この文章に漂う慎重な姿勢がイタリアの塩漬肉商人らに日本と

塩漬鮭の商売を始める勇気を与えはしなかったことはほぼ間違いないだろう｡

フェ伯爵が 1873 (明治 6) 年 2 月下旬から翌 1874 (明治 7) 年 9 月下旬までの間に日本

を離れ､ イタリアで岩倉使節団や養蚕視察団の接伴及びウィーン万博で日本とイタリアと

の政府が課した諸義務に従事し､ 塩漬鮭貿易の指揮をとれなかったことも忘れてはならな

い｡

ブルーニの報告書以来､ 塩漬鮭の貿易に関する未刊史料は現在のところ発見されていな

い｡ 翌 1874 (明治 7) 年度の 『領事会報』においても､ それに関する情報は一切存在しな

い｡

この事実に基づいた上で､ そして副額事ブルーニの報告書がイタリアにもたらした影響

を考えると､ フェ伯爵が考え出した塩漬鮭の貿易は､ 領事バッリーリスの試みで終わった

のではないかという結論が導かれる｡

このように､ 日伊蚕卵貿易の規模が徐々に小さくなっていく中で､ フェ伯爵が日本とイ

タリアとの間に新たな貿易の道を開けるという試みは挫折に終わったと言える｡

[6-3] ～フェ伯爵の再着任と二度目の日本滞在について～

[6せ 1- フェ伯爵留守期間延長の理由について]

フェ伯爵の休暇期間は相当長く､ 1年半以上にも延長されることになった｡ ここで､ 一体

なぜフェ伯爵はすぐに戻らなかったのだろうかという疑問が湧いてくる｡ この理由はやは

り､ 彼の日本における外交活動及びそれがもたらした結果に求めるべきであろう｡ 本論の

第 5 章で論じたように､ フェ伯爵は帰国する直前に､ イタリア人蚕卵商人たちが個人の領

事裁判権を棄て､ 自由に日本各地を旅行できるための便宜を日本政府から得ようと大いに

努力した｡ この決断は外国人内地旅行問題論争の開幕の原因となったほか､ 駐日外公団の

反感を誘 う結果となった｡

代理公使リッタ伯爵は､ 1873 (明治 6) 年 7 月 30 日に､ イタリア外務大臣ヴィスコンテ

1 ちなみに､ フェ伯爵が書簡や報告書の中で日本人に対する姿勢は､一切このような見方をしていない｡
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イ･ ヴェノスタ宛てに､ - 通の書簡(私文書)を書いた｡ その中で､ リッタ伯爵は､ フェ伯爵

が帰国する前にとった決断 (本論 5 章を参照) を猛烈に批判しながら､ 公使が駐日外交団

の間に残した印象について下記のように報告している｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

Y誠do 30 L zzgHo 1873

PTeg2'atLlssILZ70 SL'g M it71-s b ･O .

Cb〟'ultizzzo w 'em ho m 'tio al CaTIA ptom zLLZa letieya,脚 dd o av olem e daze

cM 'eDZa aH 'E .V cbyLaAp oBizione鬼肋.sL'qzLt'血JdtoLm diquesta h 'one.

Zom l'saロ0 加帽tOD ena DeCeiLu'id di e如 血em alC aTr A zb m quah'IOS s em gL'

appzem enti del M ' d t触 cLb, di a m anib, e di'R uぷ丘由血b m o aLh coDdo肋

a9Sem 由血/1m v coHeg a dtZial由.SbbbeDe aVem 'Ltna m am ata nb ugTZBDZa a P m ndeLe A

p enDa P er Bm 'veTe m Se CW Ip ow fayⅣeI威 al cante E 3,d ovettt'p ed αde T e au '

血coh 由bde Dea m 'ia,e adezzZPl'eTe un dov e T e Cbe m l'占izzZP OStO dag:L'izztm ssL'stessu'del

PaeSe･

Jem'ilA4inik加 diOlaDda m l'diede a )LZGdeBZiu e e zim tiisizzza com zm l'W 'oDe di'LLLZ

d軸フaCd o Sm 'tio血J胞 由加)Oh ndese a 物 alSZLO a ? T7em O.Ed 'm l'β即ebbe diiBde di

qzLinb etepe lepam le testualt m a Be ho bezzcoR ZP y eSO ilseDSO,Cbe ∂ilsegueB ie Ja P an '由

滋Azolb T m Odo m eTaIT'h b'diaDDm Bdem A DOb'zt'a deLh con veD.d onel'ialo･g由DZ70meSeJiZ

G byem o ih Da Se DOE d血 cbe il α)yemo Zb ltaDO SCOnJ払打出頑al Dl'ti Presto il SUO

m ini'S加 al G由oDOBe.e SDem Cbe d'om it2aW tim egL'o 血血 ato szLl搾gP StatO dbHe

m Se血auesio DaeSe.SL'n 'ibTeZTiiLh Lh由 nelh2auale BZ'd m e ガ ロ. a hdtm '且紺ebbe e甲Lt?虜90 il

a LZ2te d i肋 uDOt.L a data dd d £qpa∝io del肋 Ob dese ∂qzLelh2血717 diM agg2'0.

A 相月tL'jen '丘肋 a nRm DZa del 皿pO 蜘 atico, due 胞 お城 cbe BOD BOm iao, ha皿かO

detto cbe .9e ilCbnお R j n 'tom dem andew oilsuon bbi'aB20.

h pyeseDBa diqueSb'鬼均 dovevo Ilo tacem ? E M eDdo qlH'szLIp osto DOE m l'∂放 血

a pad tatm 'deLb p osjb 'oDe iaZP Om 'bde cbe ila mねEj aⅧebbe,qzzando血 asse alsuo

p osto.E g 'sepa湖 dm 'tutt'a免 tto dog:b'albT'coneB:hi e ゑceDdo, a )m e egd soleva dh ,

LLaa DOE tia gaZibaldina,Aa m 血 to sa steBSO,α)m P m m eβgO h diin i'ia delta L egw 'one,e,
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∂du o a 血n或Degletto l'血 血teressl'p oE tia'den 'ZtaEa nen 'estTem O OPieD te,SeDZa EaL･

m LHa p er g:b'血teresslcom m era'aliig2'accL占DOn SIp ud m etteLtle tva l'tTioDG dibloRZatla'di

accettarepz10P OSte Ugualia quelle fattecldal'g2'app oneSll血 ugg2'a a tutia l'E LLZTOPa.

L 'E .V tz10TleZliilurse esagerato questo RZl'o h 2gUagg2'0,B2a,CTeda, cAe DOE lo dJbjsogDa

essepe qlH'a 搾depe e a sen tizleJtuttlhaDDO SCn 'tto coB tTO ilDOStTO M 'm 'stTOIp朗血 o ch '∂

iLZCan 'cato degE aH an 'S搾desi ha scrltto a S toccoLTa, quaDtZm que la S vezl'a DOE Sl'a qzL7-

m FPVeSeBtata da ageDte dLiZlom atico.LI G ovem o GJ'app oDeSe Sl e BT'uocaio del CoD te E 3,
●ヽ

Che cadde clecam ente Eellaccl'o che g:ガveDDe teSO,m etteDdo coslla dtszLtZL'one szLlcovp o

diiZh zzzatico, e sepTleDdosl Gel rappzleSeD taDte l'taEaDO Onde Ear ppe帽1ezle l'dee e pym cか)I

che DOE aTq ebbero m al'tTOVatO aCCeSSOPZleSSO g:h'altTl'.E ua 押出 Sl'gnw 胞 由tTO Se dop o

quanto scTl'CSJ'al CaTE A rtom ed aH 'E .V oaH queSte E tzee, sla il caso dl'n 'm andare al
S I C

GJ'appoDe il Conte F j, o se invece DOE Sl'a m Lillop conslg:b'o atteDdere cAe lab aLTZLla sI

calazlle chela L egazl'one coBSOli'dl'1a p oslziome cLe ha n 'cup ezlatO.(.J

B .L ittal

〔日本語訳2〕

18 73 年 7ノダ30 5 ､ zT ,p- iこT

.* 5 度

つい舷 /Jl登if 7 /L′i.ム虎 lr 静 を送 ク､ 本公皮静 のfe'寿者が瀞 っT L まっPL-丘夢を屠

芥に顛7らせるようlE顔 LまL,PL-o

/J､登If アル′i.ム虎 ILr､ フランつて､ jIlJ タ､ L7 シアの沓公超妻j凝 らの願 であa イクy ア公

超~の鹿穿lrノ野L て勿lp7rJ a 朔断をT L たかを表jW せざるを停まゼ勇/でL,忠, フユタ免爵lrm す

る不都 合唐草好を書 < 虐め仁者 を# a こと雌 を感L:えらのの､ 鹿 犀そLZ)E 野できな
い必要樫lrG i,､ 紗 jV l_生ir屠 す8 歳夢を貰えき唐Ifh ば扮クませメ/でLj =o

解 G ､ オ ランダ公4好ば虚 パy ･オランダ;分離 ∫身鰍 送 っ虎# 告をごくノ坤密に/Jl生lE

知 らせi L it-0 ここlE本二才どおクの嘉 好をi/R すa ことIf できi ゼメ/zhtl. 身 に挙げa その,5

1 A CS 〔イタリア国立古文書館〕,personal e,A rchivi oⅥscontiVenosta,pacco ll,faSCic.7､ 1873年 7月30 日､ 代理
公使リッタ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタ宛の書簡｡ (未刊)

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も本論の筆者が追加したものであるC 下線は原文のまま
である｡
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廉ぼ L,つか クt鷹野 できまL,jto パ P でぼ､ 伊5 彪君の知 らせを受けて､ < 釦 ∫> 余 クIrJ曹

きま L fro フラン㌧ス政 所ぼイクy ア肋 駒 jiE そのG 5 公W を君津すB と虜窟L,､ 以摩

このG の.穿好をよク# L,<雌 L,､ 彪 っ)i-丘# zi〕ら威 すa こt を屠 っていますo i,ミヱノ慮

虜ぼこのようlE述べまL,jto オランダ紺 の嘉静ぼ5ノ6 17 G H ですTo - 解G ､ ガ交野の会穿

lrおいて､ ここで名を挙げてい凌い公象 二者ぼ､ 邑L フェ慮爵zij劾 ぽこ密の有産を求める

と言いまL 度o

この裏芽をG のあjt クiE i,､ /JIJ告If解るべきだったのでL,よう251 ? 昇留lE いa /J､二生ir とっ

T ､ フヱ超虜メj榔 L,度摩ir ､ いかirm っ度丘 穿ir遣 いやられ るか/普/# @ irM <あクませ

ん @ 好感@ の願 < のjf# > か らm j2'L,､ 離 ∫LぼLば言っT いたようlE ､ ノダy ノ,+/I,デシ

らL,い< * # 不瀞を> 外交姿勢を# つことによって､ 5 分 B 身に虜を孝之､ 公館 の名誉を

搾L ､ そL,T ､ .* @ 言いづらいことです凄i+. 鹿衰すごおIf a イクy アの本尊の慶藤棚 を磨

m L,､ 虜;易願 を期 すa 虐めの成果を得ることあできまゼ豆/でL,jto なぜ怒 ら､ a - p ツ

ノ唆 好695 感を彦い身が ら､ G 本人の腰蒼をそのまま穿妖入れ a ことが舛兼 敏餅称だt ぼ t

T 邑富ま.ないか らですTo

ノ野市坊欝ら< ､ /Jl登の言いノ矛を大ザ きiEJBTうからL,あ ませえ′ziip. そうでばないこtを窟L:

T F き いo ここir いればわか クまF o ここで資が劫野の公超一lE.軒する反感 を文章lr i,jt ので

すTo ス クユーデシが この.歯に.おいて舛愛 好lr fe･# きれ ていない あのの､ ス クエ- デンの任務

lr# b a 着色､ ス j.ック# /I,ムlr < この岸lE膠すa > # 告を送クまL,jto

G 本郷 フェ赦好を弄びま L,jto @ ぼ好め知 らずに倉m げらわた屠iE zわかってL,まいま

L たo このようlr ､ < 5 本政府ぼ> 畑 野を分@ させると穿ILT､ イクy ア公好教材屠L,T ､

超脚 j安妖入れ a ぼすり∫ない選者や濃紺を超そうt L,ま L,jto

/Jl登が7 /I,F ムjER ぴ膠下に書いたことあ静ままえi で､ フヱ慮虜を6本lr序次澄すa れ

あa いぼ粛争が彦ち着き､ 公紗 j暑 ク.房 L,磨_泣顔叡野めB まで符つかを/野下~のこ鮒 にお

産ぜ費 L,ますTo TやG j

B . y y ク

この書簡はまず､ フェ伯爵に対す る外交団の反感 を明 らかに している｡ 第 3 章にも検討

したように､ フェ伯爵は本来す ぐに再着任す る予定だった｡ しか しなが ら､ 外務省 は恐 ら

くリッタ伯爵のア ドバイスに従い､ 外国人内地旅行問題 をめぐる論争が落ち着 く時まで待

つことにしたのだ と推測 され る｡
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フェ伯爵が日本政府の民にはまったというリッタ伯爵の見方も注目に値する｡ もちろん､

日本政府は外交団の中で最も好意的な公使だったフェ伯爵に働きかけることによって､ 最

恵国条款で治外法権の全面撤廃を狙 うという企てがあったことは推測できる｡ しかしなが

ら､ それを裏付ける更に具体的な根拠が示されない限り断定は下せない｡

結局､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ･ヴェノスタは､ 外交官として大きな失敗を犯し

たにも拘らず､ フェ伯爵を再着任させることにした｡ やはりフェ伯爵は養蚕家や蚕卵商人

たち自身に批判されながらも､ 帰国中にも岩倉使節団や養蚕視察団の案内をしたことによ

って､ 日本政府から好意を得ており､ 日伊蚕卵貿易を継続させるためには､ やはり最適の

人物だったからではないかと推察される｡

[6-3-2- フェ伯爵の再着任について]

フェ伯爵が､ 米国経由で日本に戻り､ イタリア公使館に再着任したのは 1874 (明治 7)

年 9 月 23 日のことである1｡ その頃､ フェ伯爵に対する駐日外交団の反感が治まったか否

かは不明であるが､ 彼が二度目の来日に際して､ 日伊貿易を奨励する便宜を獲得する目的

で､ 以前と同じような抜本的で大胆な決断をとることはなかった｡

というのも､ 岩倉使節団の帰国後は､ 日伊関係の性質が大きな変化を迎えようとしてい

たからである｡ イタリアにおける日本産蚕卵の需要が減少すると共に､ 日本側はイタリア

と文化 ･芸術を中心とする交流を開始した｡ したがって､ 日本とイタリアとを結ぶ貿易関

係が時代に屈し､ 徐々に衰退していく一方だったにも拘らず､ 両国は 1880 年代半ばまでに

は､ 非常に盛んな文化交流を保つことができた｡

以前より日本政府が近代化に向けて努力していることを高く評価していたフェ伯爵が､

駐日イタリア公使として友好に基づいた日伊関係を支えるために尽力したことは否めない｡

しかしながら､ 彼が再着任してから帰国するまでのおよそ 2 年半は､ 初期のような日伊蚕

卵貿易を盛んに継続させるための ｢攻勢｣ 的な姿勢を見せることはなかった｡ 彼はむしろ､

日本の政治情勢及び改革の展開を見守る ｢守勢｣ 的な外交姿勢をとった｡

フェ伯爵が再着任してから､ どんな形で日伊関係を支えたかについては､ 本論の内容と

直接に関わらない上に､ 石井元華氏などの先行研究において充分にとりあげられているた

め､ 長く留まるつもりはない｡ そこで､ フェ伯爵の最も重要な活動として､ 次に示す 3 点

1 A SD M A E ,Seri eⅥIPersonal e,b.F-4,Fasc.Fe D●O stiani,C.te Al essandro､ 1874年 9月 23 日､ 駐日イタリア公使

フェ伯爵より､ イタリア外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタ宛の書簡｡ S.N .Per80nale (未刊)0
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が挙げられる｡

① 伊藤博文に工部美術学校1の開設及びイタリア人御雇い外国人の雇用を勧める｡

② トリノのイタリア王立国際学院 (R egi o lstituto lnternazional e ltaliano) に日本人

留学生の派遣を奨励する2｡

③ 日本の政治的情勢を注意深く観察し､ 日伊友好関係を保護し続ける3ことだった｡

どの資料館で徹底調査を行っても､ 1874 (明治 7) 年 9 月以降の日付を記したフェ伯爵

の書簡や報告書の中で､ 養蚕関係のものはほとんど発見されていない｡ いずれにせよ､ こ

れらの年の蚕卵貿易の最も貴重な情報源は､バッリーリスの後任者として 1874 年 8 月末に

領事として着任した4ピエ トロ･カステッリ (Pietro C astelli,183611898) 5が外務省刊行の

『領事会報』に掲載した､ 1876,1877,1878 (明治 9,10,ll) 年の蚕卵仕入れ期に関する報告

書である6｡

[6-3-3- フェ伯爵の異動出願について]

フェ伯爵は再着任してからおよそ- 年後に､ 外務省総務局長アル トム (Isacco A 血om ,

1 工部省工学寮付属として､ 1876 (明治 9) 年､ 東京虎ノ門 (つまり､ イタリア公使館の近く) に開設された日本最初

の官立美術学校｡ そこで､ イタリアから風景画家アントニオ ･フォンタネ- ジ (An tomi o Fontanesi,181811882)､
彫刻家ヴィンチェンツオ･ ラグーザ (v incenzoR agllSa,1841-1927)､ そして建築家ジョヴァンニ ･ ヴィンチェンツ

オ ･カペレッティ (G iovanniV incenzo Cappelletti,?-1887?) が講師として招かれている｡ 但しこの学校は寿命が短
く､ 1883 (明治 16) 年に廃校にされたのである｡ 又､ フェ伯爵と1875 (明治 8) 年に来日した版画家エ ドアル ド･

キヨツソーネ (E doardo ChioSSOne,1832･1898) に関して詳しくは､ R O N D O ,E iko,D ipintigi apponesia B rescia,
sTR AI)IO TTI,Renata;CE RVA TIL uisa (a cura di),D Vb血tig2'appoDeSL'a BTeBd a,G rafo editore,1996 (13-20ペー
ジ)､ 13-15ページ参席｡ フェ伯爵と工部美術学校の開設については､ 井関正昭 『画家フォンタネ- ジ』中央公論美

術出版 1984､ 150･156ページ参照0

2 この点に関しては､ 石井元章 ｢明治初期 トリノの日本人留学生｣､ 『イタリア学会誌』第 53 号､ 2003､ 29-54ページ参

鳳｡ この研究によると､ フェ伯爵は鹿児島出身の若者井尻義三郎の派遣に関わったこと以外にも､ 佐々木長淳の次男
佐々木三六 (さんろく､ 1860-1928) もトリノで留学したことが窺える｡

3 この点に関しては､ A SD M A E ､ M oscatiVI,b.1289 において保管されている駐日イタリア公使フェ伯爵より､ イタリ

ア外務大臣宛の政治関係報告書が最大の情報源となる｡この書簡の一部は､D IM A IO ,Silvana,IIConte F占d'O stiani
neirapportifr a ltalia e G iappone neglianmi 8ettanta delr O ttocento,TA M B U R E LLO ,A dolfo (a cura di),N eu '
h 7PetO Gel a 1LellaBte - 1勉9g2'aぬET;LZZl'sslonaL･Ie蜘 atlcll'n GyaFPOBe,Fondazione Civilta B reSCiana,1998
(133-155ページ)､ 136-137ページに紹介されている｡

4 日本外務省外交史料館 6･1-8-3-9 r在本邦各国領事任免雑件 (伊太利之部) 第一巻 自明治二年至参十五年｣ 1874
年 8 月 23 日､ 駐日イタリア公使リッタ伯爵より 寺島外務卿宛の書簡｡ (未刊)

5 トリノ出身の外交官｡ 1874 (明治 7) 年 8 月 23 日に駐日イタリア領事となり､ 1879年前半にコロンビアに転任され

る｡ 1876 (明治 9) 年 1月 7 日から7月 21 日までの期間は､ 駐上海イタリア領事ヴィニヤーレ (I,orenzoⅥ gnal e,
1829･1875) の急死に際して､ 在上海イタリア簡事館を運営した｡ 更なる情報については､ G R A SSI,Fabio,La
form aZione della diplom a21ia nazionale,Ⅰ8tituto Poligrafico e Zecca dello Stato,R om a,1987,160-161ページ参照｡

6 CA STE LLI,Pietro,R iasszID由S由LISdco sl11RZeTICaわdtseRZe SeLIco血 YohohaRZa Eel1876 in M IN ISTE R O D E G LI
A FFA R IE STE RI,B onettioo a BSOlaLY?,Vol.XIII,1877､ 615-626 ページ参照､ CA STE LLI,Pietro,R i'assuBわ
S由lIstlcoSulRZeLICaわdtSe皿eSeLloo血rToboham a De11877in M IN ISTE R O D E G LIA FFA R IE STE R I,B aue血 O
a msolaLle,Vol.X IV,1878 73174 ページ参照､CA STELLI,Pietro,R tassuDわS由tlstl'aoszLZm eLICaわdisem e sen'co血
n boham a De1187夕in M IN ISTE R O D E G LIA FFAR IE STE R I,B onettiz20 a nS01aLle,Vol.X V,parte I,1879
451･456ページ参照｡
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182911900) 1に- 通の書簡 (1875 (明治 8) 年 11 月 25 日付､ 私信) を送 り､ その中で異

動を請願 した｡ 以下はその内容を紹介して､ 分析する｡

〔イタリア語原文〕〔未刊史料〕

L egazioDe d'Ztalia, Toh '0,25 N oⅦ bTe 1875

A n '1H.Com .A rtom R az22a

Caz10 CODega

H o Tq'Sto DeL giom aE qualche m oTizz2eDtO Del DOStTO COJP O dlblom atlco, e le DOtlzle

pEl帽te aCCennaDO ad altTl'm o血 entL'p ossl'bib',seDZa CAe siゑCcla aH usL'oDe allZZ)'o noRZe.

Rlbaz･teDdoIlop eL･Tah 'oEel Gl'zLg770 1874,coneply'Tq'vel'staBZe tla搾aPregatO d'ave- zl'

血m eBteP er des血aL:m l'a quella qzLalzLZ7gUeZleSideBZa Owe m l'fossep ossiblle stare con B21'a

ヽ
Gg:bra e ooLZZZPl'em e la SUa educazl'oDe.E ssa am PPeStO 17aDm '.llm l'o sogg70m O ∂om RZal'

m emo ZLtile 血 questo paese, o搾 BOD doyendo aTleZle l'ZtaEa LLL7a iaizl'ad帽 PyOPyTa 血
SIC

p oL'tlca,ho coRZPluto quelp oco cAe eraP OSSl'bde a Earsl'p er DOi Be Tledo aH an 'dipz106Sizzza

l'RZPW taDZaP erl'ZtaEa da tTattenerm l'p elzlegT'o seTT712do,血coh onto de'm l'elseD tlm entle

doverldi'padte.

OTa ∂ih'ta,e 帽DtagB2'aSam en teP ep g:ガ1'taltanL'aBChe questa caBZPagZZa bacd ogT'ca,ed

l'o desL'dem alazeDO eSSere autOm 'zzato adZ LD CODgedo tosto cAe lo e癖 zLaa PZlelledt'bile

zLZTgeDZa dom estl'ca.(.J A ddi'o A E A m l'co e an eg:a E 32

〔日本語訳3〕

イクy ア公館

7 /I,F ム 腰 ローマ

裁d場 L,き勝 へ

1875年11 ,q 25 5 ､ /東京仏ごて

1 ピェモンテ州､ アスティ (A sti) 出身の外交官｡ 1870年 11月 27 日から1876年 3月 24 日までの間は外務省総務局

長の任務を帯びる｡ 詳しくは､ GRASSI,Fabio,La fo rm azione della diplom azia nazionale,Istituto Poligra丘co e
Zecea demo Stato,Rom a,1987,28･29ページ参風)

2 A SD M AE ,Seri eⅥIPer80nale,b.F-4,FaSC.Fe D 'OStiani,C .teAl e88andro､ 1875年 11 月 25 日､ 駐日イタリア公使
フェ伯爵より､ イタリア外務省総務局長アル トム宛の書簡｡ N .1Per80nal e (未刊)

3 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ [中略] も本論の筆者によるものである｡
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虜ノ野で, # djlG の舛二変声'b の具慶 lr膠する伊野を屈まL,虎が､ E lrノ坤密の修好lrよればその

M の兵劇のp7 Jg 鐙を示唆 L,T ぼいますゼミ /Jl_全の名彪ぼ言AEきれていまゼん

/Jl登が 1874 年6ノ5 irE RT lこ侍って~必着L,度頃二裁ガj瀕の教育の面う財を_屠a 虐めlr､ 盈女t

.解 いられa どの公皮好- 邑男顔させT G げa ようlE願 L,まL,た0 度h lf あうC き17歳

lrなクまiToイクy アぽこの園において､緋 顔鮒 イニシアチブを# PL-/J < てらよいI lE.

/Jl:生ぼ超かですTが. 粛メj屠民の虐めlE できB だ1ifのことばL,まL,えo まPL-､ /Jl二生の父虜とL,丁

のJg いやクt 鰍 匹敵するほどiLT､ 5 分メ漉 ぎt きれる二要務従局普磨らない夢をt なって1

この腰におげる/Jl二生の戯在ばあぼ磯 を斉いつつあクますも

今年の蹴 入れ瀞 あ､ イクy 7 ^ lr t って秀才抑こ腰カタまL,えo そL,T /J､二全ぼ､ 少な<

t 邑予/# できる二家庭■の者好によって紡野の粛J77 を動 /でいまF o l中解7

裁メ場シ＼ さようなら 二7ヱ

ここで､ フェ伯爵は 1871 (明治 4) 年と同じ様に休暇期間を求めている｡ この度の主な

理由は娘の教育であると見られる｡ この書簡から､ 1874 (明治 7) 年 6 月に､ 東京に向け

て出発する前に､ フェ伯爵がアル トム外務省総務局長と会見したことが明らかになる｡ そ

の時に､ フェ伯爵は初めて娘の面倒を見るための休暇を求めたが､ 結局は再着任すること

になったことが推測できる｡ アル トムも､ 外務大臣ヴィスコンテイ ･ ヴェノスタは､ 1873

(明治 6) 年夏に､ 本章で検討 したリッタの書簡を受けたため､ フェ伯爵の外交官としての

失敗と日本における難しい立場とを充分に理解 しているはずだった｡ しかしながら､ 彼ら

にとって､ 日伊貿易関係をフェ伯爵のように保護できる外交官はいなかった｡

いずれにせよ､ フェ伯爵自身も､ 自ら考案 した計画が他国外交団に阻止され､ 彼の行動

の結果として外国人内地旅行問題をめぐる論争が始まっていたこと､ 1873 (明治 6) 年夏

に発された農工商大臣カスタニヨーラの回状に反発 した蚕卵商人たちのイタリア政府及び

駐 日公使に対する猛烈な批判､ そして日伊蚕卵貿易の衰退を知ったことによって､ 1874 (明

治 7)年 6 月にアル トムと会見した時に､ 娘の件で日本における再派遣を避けようとしたの

ではなかろうかということも推測できる｡

再着任 してからおよそ- 年後に､ フェ伯爵は以上に挙げた書簡を以って､ 再びアル トム

に異動を請願する｡ しかしながら､ この度は ｢自分が必要とされる要務は見当たらない現

在となって､ この地における小生の駐在はもはや意味を失いつつあります｣ という本音を

はっきりと表している｡ フェ伯爵はやはり､ 日本にいる動機付けを失っていたのである｡
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以上の書簡が書かれたのは 1875 (明治 8) 年 11 月 25 日､ つまり同年度の蚕卵仕入れ期

が終わった頃である｡ フェ伯爵がその中で､ ｢今年の蚕卵仕入れ期も､ イタリア人にとって

有利に終わった｣ と述べるが､ 本論の付録①に収録したデータを見ると､ 1875 (明治 8)

の蚕卵貿易はさほどよい結果をもたらさなかったことが明らかになる｡ まず､ 1874 (明治 7)

年以降の種紙一枚の価格が急落1することが注目に値する｡ この状況は日本産種紙の需要が

供給よりはるかに少なくなったことを意味する｡ したがって､ 種紙の価格を下げるには駐

日公使フェ伯爵の努力はもはや必要でなかったことが明らかになる｡ 更に､ 1875 (明治 8)

年度に輸出される種紙の枚数が前 1874 (明治 7)年の半分 (僅か 73 万枚) となったことも､

蚕卵商人たちが二年前の半分程度 (35 人) に減少したことも､ 彼の弟ピェ トロも 1874 (明

治 7) 年以降は日本を訪れなくなったことも､ すべて注目に値する要素である｡

この事態を目の当たりにしたフェ伯爵は､ 蚕卵商人たちの商売を擁護する役割､ そして

日本にいる動機付けを失ったことを実感 して､ 以上の書簡の執筆に駆 り立てられたことが

推察される｡

結局､ 以上の請願が受け入れられ､ フェ伯爵は 1877 (明治 10) 年 2 月 13 日の省令によ

って､ 駐中国 ･日本イタリア公使を解任されローマに呼び戻された｡ そして 1877 (明治 10)

年 5 月 11 日に､後任者ラッフアエーレ･クリッセ･パルボラ- ニ伯爵 (C onte R aff aele U lisse

B arbolami ,1818-?) 2にイタリア公使館を引き渡して3から､ モンゴル ･シベリア経由で帰国

した｡ このようにして､ フェ伯爵の日本における任務は終了したのである｡

1 1873年 :2.13 ドル､ 1874年 :0.53 ドル､ 1875年 :0.67 ドル｡ (1874年の価格は 1873年のおよそ 25% に相当する｡)

2 イタリア中部のキエーティ (Chieti) 県コツレ･ディ･マチネ (Colle diM acin e) 出身の外交官｡ ナポリ大学法学部

を卒業する｡ 1867年 4 月 17 日から1869 年 10 月 29 日まで外務省の総務局長となる｡ 1877 (明治 10) 年 2 月 13
日の省令によって､ 東京に派遣され､ 1881年 8 月 31 日の省令でミュン- ンに派遣される｡ G RA SSI,Fabio,La

fo rm a21ione della diplom a2ia na2:ional e,Istituto Poligrafico e Zecca deno Stato,R om a,1987,48-49ページ参照｡
3 A SD M AE ,Seri e V IIPersonal e,b.F ･4,FaSC.Fe D 10 stiani,C_te A leSSandro､ 1877年 5月 11 日､ 任期満了の駐日イ

タリア公使フェ伯爵及びその後任者パルボラ- ニ伯爵の公使館引渡し届｡ (未刊)
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1 結論■

本論の筆者は､ クラウディオ ･ザニエル氏や岩倉邦子氏などの先行研究の恩恵を受けな

がら､ イタリア､ そして日本で収集した多種の未刊史料を分析し､ その中に隠された貴重

な情報を抽出した結果､ フェ伯爵と日伊蚕卵貿易とに関する多くの知られざる側面を明ら

かにすることができた｡

フェ伯爵が日伊蚕卵貿易をイタリアにとって有利に継続させることに尽力したことは否

めない事実である｡ 彼の努力は､ 日本を訪れる蚕卵商人たちが有利な取引ができることを

目標としたものだったと言える｡

フェ伯爵は日本政府との長い交渉の結果､ 幾つかの便宜 (政府による種紙の押印制定及

び 1872 (明治 5) 年の内地旅行許可) を獲得できたにも拘らず､ 蚕卵商人たちは､ 彼の名

前をあからさまに挙げずとも､ イタリア政府及びその代表者である駐日公使を猛烈に批判

していた (1873 (明治 6) 年夏､ フェ伯爵が不在の際の出来事に反発して書いた報告書は

その最も代表的な例となるが､ 同年に刊行された日刊紙にも大体同じ内容の記事が多く掲

載されていた)｡ 更に､ イタリア政府も日本に対する無関心が主な原因で､ フェ伯爵の活躍

を､ 必要最低限にしか積極的に支援することもなかった｡

その中で､ フェ伯爵が頼れるのは自らの力だけであった｡ 彼は孤軍奮闘し､ 真っ向から

外交の経験が浅い日本政府の弱点を攻めようとした｡ 彼の先任者 ド･ラ･ トウール伯爵は､

この ｢攻勢｣ 的な外交姿勢を見せることはほとんどなかった｡

無論､ ド･ラ･ トウール伯爵の着任期間 (1867づ0 年) は､ 徳川幕府が崩壊し､ 明治政府

の基礎がまだ確立していなかった時でもあった｡ ド･ラ ･ トウール伯爵は､ フェ伯爵より

先に明治政府の好感を得て､ 1869 (明治 2) 年 6 月に行われた上州の養蚕現場における前

例のない外国人内地遠征を成功に導いたことも事実である｡ しかしながら､ ド･ ラ ･ トウ

ール伯爵は､ 養蚕知識が乏しく､ 自分自身が全く養蚕業界と無関係だったせいか､ 領事ロ

べッキや書記官サグィオ､ そしてイタリア外務大臣に頼りすぎる傾向があったのである｡

結局､ 彼が計画した第二次日本内地遠征の提案は､ イタリア外務省の経済的支援を求める

ものだったため､ すぐに却下されたのである｡ また､ ド･ ラ ･ トウール伯爵が 1867 (慶応

3) 年から導入した種紙 ｢証印｣ (公使館印) 制度も､ 蚕卵商人たちの名誉を傷つけ､ 何ら

の効果も生み出さない無駄な作業だった｡
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一方で､ 初代駐日イタリア公使という難しい任務を帯びて日本- と渡った ド･ ラ ･ トウ

ール伯爵は､ 非常に勤勉で､ 慎重で洞察力に富んだ外交官だったと言えるが､ 養蚕知識､

進取の精神､ そして熱心などジネス感覚を欠いていたのである｡ 他方で､ フェ伯爵は外交

の面で無謀なところがあったことは否めないが､ 先任者 ド･ ラ ･ トウール伯爵になかった

特長の持ち主だった｡ こうした理由に基づき､ イタリア外務大臣ヴイスコンテイ ･ ヴェノ

スタはド･ ラ ･ トウール伯爵の駐 日公使としての任期を延長せず､ フェ伯爵がその後任者

になるようにしたのである｡

フェ伯爵の積極性の裏には､ 自分の兄弟､ 家族や知り合いの利益に直接に繋がる ｢我田

引水｣ 的な要素も隠されていたことが推測できる｡ 第一に､ 1872 (明治 5) 年にフェ伯爵

の仲介で日本の内地を訪れることができた商人プレッシャーことチコ- ニヤは彼と同じプ

レッシャ出身の者で､ 以前から知り合いだった可能性が非常に高い｡ 第二に､ 彼が帰国し

た頃､ 岩倉使節団の副使や養蚕視察団に､ 家族､ 親戚､ そして地元の蚕卵商人たちとの接

触の場を設けたこともこの点に関わっていると考えられる｡第三に､彼の弟ピエ トロが 1874

(明治 7) 年､ 義弟パオロ ･フアツキは 1875 (明治 8) 年以降､ 日本を訪れることがなか

ったことは､ フェ伯爵の動機付けを失わせた一つの理由としても挙げられる｡ いずれにせ

よ､ 現在のところ､ フェ伯爵が特に兄弟や知り合いなどの商売活動の支援を優先していた

ことは状況証拠にしか裏付けられていないので､ ここで断言は避けたい｡

本論の第 4 章 2 節で､ 1873 (明治 6) 年フェ伯爵が､ 帰国中に､ 佐々木長淳が率いる養

蚕視察団の案内係を勤め､ その旅費の一部を自己負担してまでその視察旅行を支援したこ

とを明らかにした｡ もちろん､ 佐々木の一行はイタリア養蚕製糸業に関する技術的 ･科学

的知識や情報を集めるためにイタリアを訪れた｡ しかしながら､ それらの知識と情報とを

日本に導入して､ 実際に活用することによって､ イタリア人養蚕家がしばしば訴える日本

産蚕卵の晶質悪化問題の解決に繋がる可能性があったからこそ､ フェ伯爵は積極的に佐々

木たちの北イタリア訪問を支援したことが推察される｡ また､ フェ伯爵が佐々木の一行と

同行することに､ 日本政府に対する暗黙の懇願も含まれていたことも十分に考えられる｡

つまり､ 彼はイタリア人蚕卵商人の利益に繋がる日本における内地旅行を許す措置を期待

し､ 日本人がイタリアの養蚕製糸技術を自由に視察できることを伝えようとした可能性が

ある｡

本論の第 4 章 3 節で検討したように､ フェ伯爵は一時帰国した期間にも､ 蚕卵商人たち

の活動を支える目的を視野に入れながら､ 積極的に動いた｡ 種紙の卯宇化不良問題をめぐっ
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て養蚕家が蚕卵商人に (そして自分自身に) 浴びせた批判と苦情に終止符を打つために､

パ ドグァ養蚕実験局において､ 取り調べを行おうと発案した｡ その結果､ 彼とヴェルソン

博士は蚕卵商人たちの立場を考慮した解決策を提案することになったのである｡

フェ伯爵の帰国は､ 一方で､ 岩倉使節団や養蚕視察団のイタリア訪問と重なることによ

って､ 将来の日伊関係に著しく影響しており､ この面から見ると､ 非常にタイミングがよ

かった｡ しかしながら､ フェ伯爵の帰国は日本に多くの未解決問題 (主に､ 本論の第 5 章

で論じた外国人内地旅行問題) を残し､ 蚕卵商人たちの商売を危険に晒し (本論の第 6 章

で検討した渋沢 ･井筒屋の種紙の買占め及び直輸出計画) とそれに関して有害な噂が立つ

こととの原因となった｡ その結果､ 1873 (明治 6) 年夏に､ 日本にいる蚕卵商人たちが内

地を訪れることができなかったことと､ カスタニヨーラ農工商大臣の回状がもたらした混

乱は､ 代理公使リッタ伯爵の犯した過失だけでなく､ フェ伯爵の不在にも大きな原因があ

ることを指摘しなければならない｡

当時の駐日イタリア公使はもちろん､ イタリア養蚕業会にしばしば非難される身となる

｢膜罪のヤギ｣ (スケープゴー ト) のような存在であった｡ しかしながら､ フェ伯爵は､ 蚕

卵商人の利益保護者としては見事に成功し､ 帯びた任務の遂行に向けて尽力したため､ 蚕

卵商人などの批判は彼に不当だったと言える｡ これらの批判は主に､ 1870年代前半のイタ

リア養蚕業の悲惨な状況が生んだ絶望の表れに過ぎなかった｡

但し､ フェ伯爵の日本における活動を厳密に外交の面から見ると成功だったとは言い難

い｡ 無論､ フェ伯爵はウィーン万博の日本出展に積極的に協力するなどをして､ 交渉相手

だった明治政府に対して親 日感情を示す機会があった上に､ 彼の交渉能力によって､

1871-72 (明治 4･5) 年に相当大きな成功 (特に種紙の押印制定やイタリア人内地旅行をめ

ぐる副島外務卿との ｢暗黙の合意｣) を収めることができた｡

しかしながら､ 彼は 1873 (明治 6) 年 2 月にとった決断 (つまり､ 日本政府に提出した

個人の領事裁判権の放棄を条件に､ イタリア人の自由内地旅行を許す提案) によって､ 絶

対に越えてはならない一線を越えてしまった｡ 駐日イタリア公使の任務を帯びた者は､ 日

伊貿易関係及び信仰の自由を擁護 ･奨励すると共に､ その他の条約締結国の利害に触れる

活動を避けなければならなかった｡ フェ伯爵は外交官にあるまじき無責任な態度で､ 他国

と相談することなく､ 単独で日本政府に彼の画期的な計画を提出してから帰国した｡ フェ

伯爵の行動は一方で､ 日本側にとって治外法権の撤廃をめぐる交渉の糸口となり､ 非常に

大きな歴史的意義を持ったと言えるが､ 他方で､ 在日イタリア公使館の名誉を傷つけると
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共に､ 外交的危機に発展し得る他国の反感を招く結果となった｡ この大きな失敗を犯した

にもかかわらず､ 彼は 1874 (明治 7) 年 9 月 23 日以降にも再び駐日公使として東京に派遣

されることになったが､ もはや以前のような ｢攻勢｣ 的な外交姿勢を見せることがなかっ

た｡

パスツールの微粒子病予防策が発見され､ 蚕卵貿易の寿命があと数年に限られているこ

とに気づいたフェ伯爵は､ 別の形で日伊貿易を継続させる意志があったことから､ 廉価で

購入できる日本産の塩漬け鮭の輸出までも計画した｡ しかしながら､ 外国人内地旅行問題

で日本の休暇期間を延長することになり､ 結局､ この計画は一切展開を見せなかったが､

それを考案し､ その実行を試みたという事実だけで､ 日伊関係を貿易という形で継続させ

る彼の意志を汲み取ることができる｡

鮭の計画を諦め､ およそ 1 年半ぶりに日本に再着任 した頃に､ 日本産蚕卵の需要が急減

し､ 販売価格が急落した結果､ 日伊関係の中心が貿易から文化 ･芸術に切 り替わる傾向を

見せる中で､ 彼は自分の日本駐在が意味を失ったことに気づき､ 外務省総務局長に異動を

求めることになったのである｡ 1880 年代半ば頃から､ 日伊蚕卵貿易は完全に終鳶を迎え､

日本とイタリアとは二度と明治初期の蚕卵貿易のように盛んな貿易関係で結ばれることは

なかった｡

最後に､ 以上の論述に基づき､ 本論の ｢はじめに｣ に挙げた 5 つの問題については､ 次

のように結論づけることができる｡

① イタリア養蚕業会の非難を浴びていたにも拘わらず､ フェ伯爵は駐 日公使に問わ

れる能力を所持していたと言える｡ 彼は交渉能力の優れた外交官であった上に､

日伊貿易を常に意識した ｢商売人らしい｣ 進取の精神の持ち主であった｡

② 彼は日本でも､ イタリアでも蚕卵商人たちのために努力し続け､ 実際に日本政府

と交渉することによって､ 彼らの利益を目的とした有用な便宜 (主に日本政府に

よる種紙押印制定やイタリア人の内地旅行を許 した ｢暗黙の合意｣ の成立) を獲

得できた｡

③ フェ伯爵の先任者 ド･ ラ ･ トクール伯爵は基本的に､ 優れた外交官だったにも拘

わらず､ 余りに慎重な外交姿勢をとり､ イタリア政府などに頼りすぎる傾向があ

った｡ また､ フェ伯爵のような養蚕知識､ そして蚕卵商人の立場を充分に理解で

きる ｢商売心｣ を持っていなかった｡
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④ フェ伯爵の交渉能力は優れたものであったが､ 彼は蚕卵商人たちの利益を意識 し

過ぎて､ 1873 (明治 6) 年 2 月に､ 外国人内地旅行問題をめぐる論争を起こして

しまった｡ イタリア政府から受けた指示を守れず､ 外交的危機に展開し得る事態

を発生させたため､ 彼は外交官として失敗したと言える｡

⑤ フェ伯爵は外交的危機も恐れず､ 着任 してからすぐに ｢攻勢｣ 的な外交姿勢を見

せ続けた｡ 外交官として大きな過ちを犯したにも拘らず､ 彼は最後まで日伊蚕卵

貿易を擁護 し､ 有益に継続させる役割を見事に果たしたと言える0

フェ伯爵の ｢攻勢｣ 的な外交姿勢は､ 実質的に蚕卵貿易の破綻と共に終蔦したと言える｡

これは時代の流れであった｡ しかしながら､ 明治初期における日伊貿易が盛んであった時

代に､ 舞台の表裏でこれに関わっていたフェ伯爵の名は､ 日伊関係の歴史の中で記憶する

べきであろう｡
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付録①～日伊蚕卵貿易のデータ (1868-1880) ～

ここで､ ピサ大学教授クラウディオ ･ザニエル (C laudio Zanier) 氏がイタリア人蚕卵商

人をめぐる研究 『SE M - Setal'oE l'tall'anl'1'D Gl'app oDe (1861-1880)』(『日本における蚕

卵商人たち (1861-1880)』) に収録した日伊貿易関係に関する最も信頼性の高いデータを分

析する｡ これらのデータは本論において論証される要点を裏付ける根拠となるので､ 非常

に重要なものであることを改めて強調する｡

ザニエル氏は､ 多種の史料 (主に当時のイタリアで刊行された日刊紙 ･雑誌や 『領事会

報』など) に基づいて､ 1864 (明治元) 年から 1880 (明治 13) 年までの間に､ 日本を訪

れるイタリア人蚕卵商人の人数1､ 横浜で販売される種紙一枚の平均価格 (ドル) 2､ 日本か

ら輸出される種紙の総合枚数3と総輸出高 (ドル) 4に関する各年のデータをまとめる｡ 1864

(元治元)年から 1867 (慶応 3)年までのデータは非常に不確かであるので5､ここでは 1868

(明治元) 年以降のデータをグラフにまとめて､ その変動を見ることにする｡

(》 日本を訪れたイ9 1)ア人蚕卵商人の人数
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年ザニエル氏はその研究において､ 1861 年から 1880 年まで確実に日本を

訪れたイタリア人蚕卵商人の総合人数は 150 人前後にも及ぶと述べている6｡ グラフ①か

らすると､ 日本を1 ZA N IE R ,Claudio,SEM 一鹿由1'011'1'Lalt'am 'Lt2a 'aFP ODe (186111880),Cleup,2006､ 1
42 ページ出典｡2 ZA N IE R ,Claudio,SE W - .Sb由1'on l'tBll'aDl'iD a 'app oDe (1861-1880),Cleup,2006､ 1
36 ページ出典｡3 ZA N IE R ,Claudio,SE 岨 ∫- .5b由1'oh'1'taEaDl'ID Gl'app oDe (1861･1880),Cleup,2006､
131ページ出札4 ZAN IE R ,Claudi0,.SE M - Setal'01111'taEaDlin Gl'BPPODe (186111880),Cleup,2006､ 1
36 ページ出典.5 ザニエル氏は 1864- 67年までの種紙平均価格を 2.00 ドルとしながら､ このデータは不正確である

可能性が高いと述べている｡ しかしながら､ 前述したイタリア領事ロベッキの書簡に記述される価格を見ると､ 実際

の価格は 2 ドルよりはるかに安かったことが推測できるo (この書簡は､ 1865- 67 の期間の種紙一枚価格に関して､
非常に重要なヒントを提

供してくれる｡)6 ZA N IE R ,ClaudlO,ぷ跳 4ノー鹿 taJloムJtalT'aDl'1'D GlaFPODe (1861-1880),Cleup,2006､ 140 ページ参照
0 148 人の蚕卵商人に関するそれぞれの情報は同書 2691399 ページに含まれている｡



訪れるイタリア人蚕卵商人の数が最も多いのは 1870 (明治 3)午 (のべ 67 人)､そして 1873

午 (のべ 68 人) で､ 1874 (明治 7) 年以降､ カーブは下がっていく一方である｡ この減少

の理由は本研究で論じられる点の一つである｡

② 横浜における種紙一枚の販売価格 (1868- 1880､単位はメキシコドル)
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年グラフ②には､ 種紙一枚の販売価格1の変動が現れる｡ 種紙一枚の平均価格は 186

8 (明治元) 年から 1873 (明治 6) 年までは相当高い｡ しかし､ 1871･72 (明治 4-5) 年

の価格が一時的に下がるのはフェ伯爵の働きかけによるものである(詳細は本論の第 3 章参照｡)0

1873(明治 6) 年､ つまりフェ伯爵が帰国した年の種紙価格は再び高騰する

のである01874-75 (明治 7-8) 年には 0.5-0.6 ドルまで急激に下がる｡ 翌 1876 (明治 9

) 年には再び急上昇するが､ 1877 (明治 10) 年に 0.3 ドルの最低価格に暴落する｡ 1880 (

明治 13)年にもまた価格が

急増する｡パスツールによる微粒子病予防策が発見されてからは､ 日本産蚕卵の需要は

ゆっくりと減少する傾向をみせ､ 種紙の価格が 1870 (明治 3) 年のおよそ 2.5 ドル/枚の水

準には二度と達しない｡ しかしながら､ パスツールの予防法はすぐに普及しなかったため

､ 蚕卵の需要はすぐに減ることはなかった｡ 1868 (明治元) 年から 1873 (明治 6) 年まで

の高値期間は日本を訪れる蚕卵商人の人数の増大に繋がる可能性は十分にある｡ ちょうど

その頃､ 日本を訪れた蚕卵商人の人数は最高潮に達する (グラフ①を参照)｡ 大勢の蚕卵商

人が日本を訪れ始める頃から､ 彼らの間で競争はますます激しくなり､ それにつれて､ 蚕

卵商人同士で協力し､ グループで行動することは徐々に難 しくなっていく｡ 種紙の値下

げを待つ商人1 この計算には､極めて安い ｢夏蚕｣ の種紙も含まれているから､種紙一枚の平均価格は相当安くなるO 実際､

特に 1870(明治 3) 年以降は､ イタリア人蚕卵商人はほとんど ｢夏蚕｣ の種紙を購入していない｡ (｢夏蚕｣ は主

にフランス人に購入される品物だった｡)



もいれば､ 高価であっても良質の種紙を早急に入手したいと考える商人1もいた｡ 後者のよ

うな理由から､ 日本人の蚕卵販売者はなかなか種紙の価格を下げなかったであろうと推測

される｡ 駐 日イタリア公使フェ伯爵は種紙の購入を指揮する役割も果 した (第 3 章参照)0

ちなみに､ 翌 1870 (明治 3) 年 2 月 19 日､ そして 3 月 3 日に､ イタリア領事ロベッキ

は､ 種紙販売価格の上昇に関して､ 日本政府に不満を表明する 2 通の書簡2を送った｡ 2 月

19 日の書簡では､ ロべッキは種紙一枚の価格上昇を訴え3､ 日本人の蚕卵生産者 ･販売者の

態度を批判 している｡ 同時に､ その状況が継続すれば､ 日伊蚕卵貿易が断絶され､ 日本が

相当の収入を失うであろうと示した4｡ 更に､ ここで領事は 1865･69 (慶応元一明治 2) 午

までに輸出された種紙総合枚数のデータをも挙げる5｡ 1870 (明治 3) 年 3 月 3 日の書簡で

は､ 領事は同年 2 月 13 日に､ 日本人蚕卵販売者が日本政府を通して蚕卵生産者に種紙の生

産を減らすように求めたことが真実であるかどうか尋ねている｡ それに対して､ 外務省は

その旨に関して一切承知しないと述べ､ 関係当局者がこの一件について調査を行 う約束を

していたことが窺える｡ その書簡で､ ロベッキは改めてその件に関する情報や説明を期待

すると述べる6｡

1 素人で､ 初めて日本で蚕卵を仕入れに来た商人らは特にこの傾向を見せることが多かった｡
2 これら二通の書簡は未刊史料である｡ 日本外務省外交史料館 3- 5- 2- 3 ｢伊太利囲二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件

第一巻 自二年至六年｣､ 1870年 2 月 19 日､ 1870年 3月 3 日､ 駐日イタリア領事ロべッキより､ 滞外務卿宛の書

簡｡ (未刊)

3 2 月 19 日に､ ロベッキは 1865- 1869年の種紙一枚の平均価格を挙げる｡ 〔英語原文】｢Forthe laStSix years ltalian
landed･pl'opri etors have senttheirA gents outto Japan for the purpose Ofbuyin g Sik w ol･m E ggs,and the pri ce
th ereofhas gradual ly and steadily ri sen 丘.om yeal'to year,as show n by th e fo llow ing 丘gures representing about
the average pri ce per card ofthe bestdescri ption during th e last丘ve Seasons,Viz.in 1865 $1.- ," 1866 " 1.60,
" 1867 "2.20," 1868 `̀ 3.- ,"1869 "4.- `̀｣｡ とにかく､ ロべッキが挙げる平均価格は ｢最良晶｣ のものである｡ 日本
外務省外交史料館 3- 5- 2- 3 ｢伊大利囲二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣､ 1870年 2 月 19
日､ 駐日イタリア領事ロベッキより､ 滞外務卿宛の書簡O (未刊)

4 〔英語原文〕｢[…]The Japanese m erchants 0fYokoham a are sai d to contem plate a com pactam ong them ,the result
ofw hich,ifcami ed out,w oul d be to fu rth er increase th e pri ce ofcards for nextseason 1870,to $6 an d m ore:and
itis obvi ous that,ifth e practice ofaSkin g high er and high er pri ces for the Seed iS tO gO On in Such w anton
m anner,th e advi sability w heth er ofcom ing outhere or ofseeking fo )･other m arkets Shal lbe a m atter ofvery
Seri ouS consideration fol･Italian Seed m erchants:ifhow ever seed iS notProduced in Italy as ofold (aS itis hoped
itw in)in sufacientquantities to m eetrequirem entsIU nder the circum stances ltal ian com m erce and industry
m ay Suffersom e tem porary inconvenience,buta certain Source ofactualgain w ould be lostto Japan. [...]｣ 日本
外務省外交史料館 3- 5- 2- 3 ｢伊太利囲二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣､ 1870 年 2 月 19
日､ ロべッキより､ 滞外務卿宛の書簡｡ (未刊)

5 〔英語原文〕｢[...] The fo llow ing is a Table ofthe exportofeggSfo r the lastfive years,asreturned in the reportof
th e Yokoham a Cham ber ofCom m erce.In th e year 1865 cards 3,000,000 """ 1866 "950000 "" 1867 " 850000
""" 1868 " 2300000 "`̀" 1869 " 1390000 […]｣ 日本外務省外交史料館 3- 5- 2- 3 ｢伊太利図二於ケル蚕卵紙生

糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣､ 1870年 2 月 19 日､ 駐日イタリア領事ロベッキより､ 滞外務卿宛の書簡｡ (未
刊)

6 〔英語原文〕｢G entlem en, In an in terview w ith one ofYourE xcellencies atthe Foreign O face in Tokeion the l s d,.

U ltim o Ihad the honour to ask w heth er itw as a real factthatJapanese M erchants had petitioned the lm perial
G overnm ent,urging itto issue Orders and in Stru Ction8 tO grow ers and propri etors in the several sik districts,or
otherw iSe tO in fluence th eir m in ds,so,as to persuade th em to produce buta lim ited quantity ofSilkw orm E ggs
fo r th e approachin g si比w orm season.Iw as told then,thatitw as nottO the kn ow ledge ofth e Foreign O ffice that
SuCh a petition had been m ade,th e com petentofBce w oul d be questioned in the Subject,and an answ er SenttO
m e shortly.The com m erce ofItaly bein g greatly interested in th e m atter,Ibeg again to be supplied w ith th e
info rm atiOn Irequire and have the honour to be; Gentlem en,W ith respectand consideration C .R obecchi
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こうしたロベッキの懸念は､ 日本産生糸の質的悪化が良質の蚕卵の輸出過剰に起因する

と考える者1もいたことが原因で生じたことと推測される2｡ 結局､ 蚕卵生産者が何らかの形

で圧力がかけられたか否かは不明であるが､輸出される蚕卵の総合枚数は 1869 年とほぼ同

じだったと言える｡ (以下のグラフ③を参照)｡ しかしながら､ グラフ②から観察されるよ

うに､ 1870 (明治 3) 年の種紙一枚の平均販売価格は､ ロベッキが懸念していた通り､ 1869

(明治 2) 年より上昇したことは事実である｡

グラフ①に見たように､ 1873 (明治 6) 年以降､ 需要と共に､ 蚕卵商人の数は減少して

いくばかりだった｡ この現象は 1874･75 (明治 7･8) 年､ そして 1877･79 (明治 10･12) 午

に販売された種紙の値下げを説明する理由の一つとして挙げられる｡ (需要と共に､ 競争も

減っていた) いずれにせよ､ 1874- 75 (明治 7- 8) 年の種紙価格の暴落は､ おそらく 1873

(明治 6) 年の世界恐慌の影響を受けていることも否定できない3｡

また､ 1876 (明治 9) 年に､ 種紙の価格は急上昇する｡ この理由は翌年に刊行された 『領

事会報』の報告書4において説明されている｡ 1876 (明治 9) 年は､ 一方で､ フランスやイ

タリアの養蚕業にとって不作の年だった｡ 生糸や蚕卵の生産量が非常に低かったため､ 日

本産蚕卵の需要は急増した｡ しかし他方で､ この年は日本の養蚕業に有利な状況をもたら

した｡ この事情を知ることができた日本人の蚕卵販売者は､ 前述の通り､ 日本養蚕業の詳

しい事情を把握できない外国人商人らに､ 例年よりも種紙の販売を意図的に遅らせ､ しば

らく高価で販売しつづけた｡ 翌 1877 (明治 10) 年には､ イタリアにおける無病蚕卵の生産

が非常に好調であったため､ 日本産種紙の需要は､ その販売価格と共に暴落した5｡

最後に､ 1880 (明治 13) 年の価格上昇は､ ザニエル氏が 『SEM AI』で述べているよう

H ltal .M .'s Consul and in Charge ofH .M .'SLe gation｣｡ 日本外務省外交史料館 31 5- 2- 3 r伊太利囲二於ケル
蚕卵紙生糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣､ 1870年 3月 3 日､ 駐日イタリア領事ロべッキより､ 滞外務卿宛の書

簡｡ (未刊)
1 その人は英人F . 0 . アダムズ (Franci8 0 ttiw ellA dam S) だった｡ イギリスは日本から生糸を大量に輸出する最重

要な貿易相手の一つだったため､生糸となる繭の生産ではなく､蚕卵の生産が優先されることを懸念していたことが

十分に考えられる｡

2 2 月 19 日の書簡に次のような段落がある｡ (下線部は原文にも現れる) ｢[…] Ihave read in a Yokoham a paper M r.
A dam s'8 in teresting reporton th e U gi(軌 and th ere Ihave fo un d a pas組ge mi g th us:another cause of
deteri oration ofthe silk doubtless ari SeS fr om th e im m ense exm rtofe引謂Ofthe best(】ual itv.w hich statem ent
m u8tbe rectified.[…]｣(カの証には次の様に書かれている｢(2)Japan W bekly M ai l29th Jan.1870 - and hal fyearly
reportofth eYokoham a Cham ber ofCom m erce - January 1870 C 日本外務省外交史料館 31 51 2- 3 ｢伊太利
圃二於ケル蚕卵紙生糸関係雑件 第一巻 自二年至六年｣､ 1870年 2 月 19 日､ 駐日イタリア領事ロベッキより､ 揮

外務卿宛の書簡｡ (未刊)

3 1873年の世界恐慌の影響で､ 1874- 75年の輸出糸価も暴落した｡ 中村哲 『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英

社､ 1992､ 240ページ参照｡

4 CA STE LI,I,Pietro,R LbsszLnb sぬめb'coszLIB7eLYLab dtsem e seLjbo血 Rh ham a De1187汐in M IN ISTE R O D E G LI
A F FAR IE STE R I,月b曲itiao a nsd aLq Vol.孤 ,1877､ 615-626 ページ参照｡

5 CA STE IL I,Pietro,触 uDtOS由tLbtl'cv SZLILZLem tO dlsem e seLkoitzXjkohaL22a LZe11877in M IN m R O D E G u
A F FAR IE STE R I,B b曲ttit20 a DSOh zp,Vol.X Ⅳ 1878 73･74ページ参照0
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に､ 1880 (明治 13) 年前後に渡目するイタリア人蚕卵商人が主に奥州産の種紙 (最高級 ･

最高価のもの) を求めていたことが原因で生じた現象である1｡

ちなみに､ 日本産の種紙一枚のイタリアでの小売平均価格は､ 1870 (明治 3) 年に 26-

32 リラ (4.64- 5.71 ドル)､ 1873 (明治 6) 年に 23.5- 27.5 リラ (4.20- 4.91 ドル) で､

極めて高い｡ しかし翌 1874 (明治 7)年から種紙一枚の小売価格が 8.25- 12.50 リラ (1.47

- 2.23 ドル) に暴落する2｡ このデータにも､ ヨーロッパにおける蚕卵需要の減少が明らか

に反映されている｡

③ 日本から輸出された種紙の総合枚敬
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年ここで､ 日本から輸出された種紙の総合枚数の変動 (グラフ③参照) を追 うことにする｡輸出枚数が最も多い年は 1868 (明治元) 年3で､ それ以来､ 輸出される種紙の総合枚

数が1

50 万枚を超えることはない｡ 1874 (明治 7)年までに目立った変動はないが､イタリアで､パスツールの微粒子病予防策による無

病の蚕卵生産が再開され､ 1875 (明治 9) 年に種紙輸出枚数ははじめて 10 万枚を切る｡ 前述の通り､ 1876

(明治 9) 年は蚕卵の需要が多い年で､ 翌 1877 (明治 10) 年の種紙一枚あたりの価格は極めて安かったという理由に基づき､輸出枚数の上昇が十分に説明できる｡ そして 1877 (明治 10) 年以降

､ 種紙の輸出枚数は減少するばかりである｡ ちなみに､ ザニエル



④ 日本から輸出される蚕卵の総額(1868-1880､単位はメキシコドル)
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年最後に挙げる以上のグラフ④において､ ザニエル氏が挙げる蚕卵輸出

総額のデータ (種紙一枚の価格×枚数) を利用し､ 日本から輸出される種紙の総額を見て

おきたい｡ このグラフをグラフ②と比べると､ 二つのカーブの動きは類似していることが容易に観



付録②～私文書に見るフェ伯爵とイタリア公使館～

ある人物とその活動について歴史研究を行う時は､ その生きた時代の歴史的情勢を徹底

的に調べ､ その経歴や業績､ そしてその性格､ 生活様式､ 関わった人物についての情報を

把握しなければならない｡

本研究は駐日イタリア公使アレツサンドロ･フェ ･ ドステイア- ニ伯爵､ そしてその日

本での活動を中心としているものである｡ もちろん､ 歴史研究であるため､ 主に公文書を

中心とするものでなければならない｡

複数のイタリアと日本の公文書館において､ フェ伯爵が執筆した公文書は比較的多く保

管されている一方で､ 彼の日記は発見されておらず､ 彼に関する私的な物はほとんど遺さ

れていない｡ 家族や親友宛の進展な手紙なども極めて少ない｡ そのため､ フェ伯爵の私生

活は多くの謎に包まれている｡

ここで､ これらの謎を明らかにするために､ 駐日公使時代のフェ伯爵と関わりを持った

数々の人物が残した記録を収集し､ 一斉に紹介することにする｡ こうして､ 公文書が提供

しないフェ伯爵の性格､ 生活様式､ 仕事環境に関する新鮮な描写､ そして貴重な情報を得

ることが可能になる｡ 更に､ 以下に紹介する史料において､ 在日イタリア公使館に関する

多くの情報も含まれている｡

[史料①- イタリア軍艦 ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ の航海日記]

ここではまず､ イタリア海軍が数回に亘って､ イタリアとアジア諸国との間の貿易を保

護､ そして奨励するために､ 東洋に派遣したコルグェット艦 ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣

(R .Corv etta V̀ ettor Pisani") の航海日記を扱うことにする.

｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ がはじめて東洋に派遣されたのは 1871年から 1873 年に

かけての間である｡ 海軍資料館に保管されている史料や､ イタリア軍艦の世界一周航海を

めぐる先行研究1からすると､ この軍艦の初めての世界一周航海に際して､ ｢ヴェットール ･

ピザ- ニ号｣ は二回にわたって日本の港にて錨を下ろした｡ 一回目は 1871 (明治 4) 年 9

月 26 日 (横浜着) から同年 12 月 17 日 (長崎発) まで､ そして二回目は 1872 (明治 5)

年 8 月 7 日 (横浜着) から同年 11 月 1 日 (横浜発) までの時期である｡ ちなみに､ ｢ヴェ

1 LEVA FA U ST O (ed.),Sb yla dane Cam pagZZe O ceanL'che dena R .M a血 a - VoluRZe 1 (R iStam Pa),U fficio Stori Co
della M ari na M ilitate,1992,1251149 ページ参照.
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ットール ･ ピザ- ニ号｣ は､ イタリア養蚕業が必要としていた蚕卵を購入する目的で毎午

日本- と渡っていたイタリア人商人が最も多い時期 (夏と秋) に日本に来航したのである｡

この度､ ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ の副水先案内人クーゴ ･べディネッロ (U go

B edineno) は航海日記を執筆し､ それを 1876 (明治 9) 年 『1871,72,73 年度のイタリア王

国コルグェット艦 ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ の世界一周航海日記』 (D Ian 'o del Vl'aBg2'o

L'D tOm O al g:lobo delta R egl'a Cw vetta ZtalL'aDa < Vettw h 'sam '> DegE aDDL' 18 71,

1872,1873) という題名で刊行 した｡ これは海軍に所属する者によって愛国心を込めて執筆

されたものである｡ また､ 著者は刊行の際､ 日記の一部を直接にイタリア王に贈呈したと

見られる｡

これらの理由で､ 日記の著者はアジア ･オセアニア各国の政治 ･経済的情勢､ 風俗､ 習

慣､ 人々については興味深い描写を書き連ねるが､ もちろん祖国の代表者である公使や額

事らの性格や活動に対する個人的意見や余計な賛辞の記述を避ける傾向を示す｡

フェ伯爵と在日イタリア公使館に関する言及も例外ではない｡著者ベディネッロは､ 1872

(明治 5) 年東京におけるイタリア公使館を訪れた際､ フェ伯爵に関して､ 次のように述べ

ている｡

〔イタリア語原文〕

(..P TeSl'allogg7'o pyeBSO il DOStTO RZ血istro plem b otenzl'ario, iZ Conte E 3 d'Ostlam l

gTBZl'e la diluL'sqzH'sl'ta cw tesja.L a dtlu 'abk azt'oDe fさsl'tuata Eel quaz･tlere izzzp erlale
良 I C

detto Jam aksas ed ∂zm a gTaZiosa ed elegaDtePalazzIDa in m l'm 'atzHla,d'zmp laDO SOlo,a

m otlvo del h equen tl tem em otI. Vl' sono aDDeSSe tTe Case dl'1egno, ゑbbm 'cBte alla

81'app oneSe, Che servoDO P ep l')'DteZPyete,P eZ･1'allog野'o del fureStlezT'e lat erzB P er la

serIT'tli.11帽StO glaLldiHO Che cizICODda l'abjtato ∂adom o dtbeR issizz2ePL'ante esotJ'cAe ed ∂

accLLtlataRZeD te COltlvato.

1I CoLtZte E j d'Ostlam 'fu ilpm m o tTa l'RZini'stTl'esterl che sl'StabiHrono Eel szzddetto

quaz･tl'ere, BiccL∂1a DOStTab aDdl'em fu la pz:izz2aa SVeD tOlazle Del re血 to del castello

iazp en 'ale.(..} 1

1 B E D IN E LLO ,U go,D laLjo del IT'ags2'0血tuLIL20 aJClobo dena regla corvette ZLgZh-aha IVetb yh 'saDl"Degb'aDL211
1871･73,(Seconda edizione)Ti pogra丘a D om enico D elB ianco,U dine,1893 132ページ出典｡
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〔日本語訳文1〕

# zijl野の全膚公倉アユ ･ Ftlステイア- ニ府虜の窟好きの朗 )4デで､ 公鮮 度窟L,まL,氏

@ の在庁ぽヤマクタス t いう塵肺 ttitLL置きれ T ､戯 酢ここ蒼生すa 彪夢のため､ ｢ 贋潜 T lE

層 T らわた褒美てリ:ppqな/Jt邸箸でf To それiこ､ 5 本虜 /こ啓てらわた.木馨の家憲j三好徹許され T

いますo その中の一軒膨 j:神原L ､ i)う一軒棚 jl# G すa ノ牙で､ 三好G ぼ鹿骨八尋~

R のあのでf To これ らの摩珍を@ & R b麟 異国備歓あふれa _美 L,い超瀞 てう飾られ T いて､

7解 手スれきれ T いますo

アユ ･八ステイア- ニ瘡爵ぼ上潜の彪区/こ犀を岸尤度虜冴の舛齢 超だっ)と虐めlE ､ 冴めT

皇居郷 ir粛っえのぼ# ガj周密でF o

この日記では､ フェ伯爵とイタリア公使館に関する記述はこれのみである｡

しかしながら､ 同じコルグェット艦 ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ の 1874 年から 1877

年にかけて行われた第二次世界一周航海の際に､海軍大尉ルイ- ジ･グラッファーニ (Luigi

G raffagni) によって､ 新たな航海 日記が執筆 され､ その中でフェ伯爵とその活動並びにイ

タリア公使館については数箇所で取 り上げられている｡ この日記の題 目は 『｢ヴェットー

ル ･ピザ- ニ号｣ 艦内で過ごした三年 (1874- 1877)』(7}e aDDL'a bovdo alla Vettorh 'saDL'

(18 74-18 77) )である. この史料も公式な刊行物 として出版 されたため､ フェ伯爵とい う人

間とその活動を高く評価 し､ 祖国の名誉を傷つける恐れのある､ いわゆる ｢都合の悪いと

ころ｣ を一切報告 しない ｢偏った｣ 見方をしていたことを認識するべきである.

今回も､ 蚕卵商人らの来 日に合わせて､ ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ は二回 (- 回目は

1874 (明治 7) 年 8 月 31 日から 11月 13 日までで､ 二回目は 1875 (明治 8) 年 7 月 15 日

から 11月 1 日まで) に亘って横浜に入港 した｡ その中で次の記述が現れる｡

〔イタリア語原文〕

(...}LIDOStTOh '8tTO CaTZteEj d'06tlanllesseDdostatoit2Caricato dalR e a farg:滋oDOrl

血ZtaEa all'AIZZbasclata al'appoDeSe, ed 血 segzH'to BOm 血ato Com m l'ssaTl'o Gel Gl'appoDe

1 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡
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p er l'E sp oslzl'one dl'TqeDDa,em P aZ･tJ'to da ZLD annO,aVeDdo lasclato血can 'cato d'auan 'il

CoD te L i'tta seBTetan 'o di'L egazl'oBe.(..M gE Aa la I,eSL'deDZa a Jeddo dovefu uno delpz血l'

diblom atk lesterla Stabib'zTSi.R eeeg:L'1e dovute 下7'sl'te e l'dovutloBOm legE c l'oH erse la sua

case,dellB quale DOE taZdaB2B20 ad appm E ttazlel.(..i

〔日本語訳2〕

臓鰍 肇デの公好フェ ･ jIlR ティア- ニ助爵If ､ 王# lr委ねられ T . G 本郷 のイクy

ア彦膠を款汐L,丁､ # lE クイーン勝 てG # fe一着重点lE任命きれ虎PL-め､ 一年薪から必着

i,丁､ 書君官のy y ク慮膚を僧 公W lE L ていi i,PL-o /東綴後 < アユ慮磨> 励 乙戸<願 >

lER を膚尤度鼻財の動野公好の一一ソLでfTo @ 払 超夢を秀わL,てカユら､ 公皮静を# 々の雛

i T <わで､ # 々If早慶これを務屠させT G きi i,PL-o 俊 磨/

フェ伯爵は 1874 (明治 7) 年 9月 23 日にアメリカを経由して､ 再び日本に到着 した｡ し

かし､ ｢ヴェットール ･ ピザ- ニ号｣ が翌年 日本を再度訪問する部分において､ フェ伯爵に

関する言及は圧倒的に多くなる｡ 今回も､ 軍艦の参謀本部の数人がフェ伯爵に招待され､

公使館に 8 日間宿泊することになった｡ ここで､ 著者のグラッファーニ大尉はフェ伯爵の

人気度について語る｡

〔イタリア語原文〕

(..必 nostTO B Zinistm d taDtO COnOSCl'uto itZquella cltta,sebbeDe血m eDSam en te BTande,

che basted & e, <Ztab'an h 'stey>, p em h∂il giw ikisha p az･ta veloceBZeDte P er la sua

des血azl'aae.N ob Credem che questo avveDga aDChep er gE altTjRZini'stTl'eSteTl',P em ha,

p er esem pl'0,iZR zzssop er Earsl'p w tazle a CBSa,Che ∂pyeSSO qUella delDOStm ,d obbbiato a

diLle <Ztaltan M h istez> .3(..i

1 G R AFFA G N I,L uigi ,2he anBL'a boLldo alla Ve tぬ rPIsaLZL'(18 74-18 77),IIa ed.E dizioni"A lpes''M ilano,1927 65166
ページ出典｡

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も､ [前略]､ [中略]､ [後略] も本論の筆者によるもので
ある｡

a G R A FFA G N I,Luigi,Tr e annia bordo alla Vettor Pisan i(1874-1877),ⅠIa ed.E diziomi `̀Al peS''M ilano,1927
184-185 ページ出典｡
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〔日本語訳文1〕

(赤味/その船 zijニ広二大であa ir 邑滑らず､ rイクy アン ･ミニスターソ t いう一言で､ノ八ノ身

重がその5 動線irノ帝かって､凄い遜穿て甥謄 すa < らい釦 j公超揚# 常lEよ<知 られT いますo

i,かL産声よ これ好感G の公W にああa ことだとノ囲わないで< ださい o 雛 ぽこイクy ア公

G M の〟彦ir企んでいるL7 シア公皮ぼ､ 原著する虐めiE､ /イクy アン/ ･ミニスクーソt言わ

なifh ばをクまゼん /顔彪/

グラッファーニ大尉の言葉は少 し大げさに聞こえるが､ フェ伯爵は東京にて大変よく知

られていたようである｡ 次は､ グラッファーニ大尉がフェ伯爵の家において受けた歓迎や

フェ伯爵自身とその活動について書く｡

〔イタリア語原文〕

(.h lDOStTO胞 1由tm da quattTO anm '∂alGJ'app oDe/COnOSCe l'iadole diquelp op olo,e sa

Earsl'aRZaZle e S血 ate da tu城 DelRZentTe Che eg:ガSteSSO aRZa l'g2'app oDeSi p er D odo che,

OltTe a)'Ser吻 1a sua caSa ♂sem pye B lequentata dag:ガllD蜘 e vT'1'D COn tTIDOE dl'rado

m l'm 'stTi da血 )'os, cugが ed altm'p e r s onags2'd'alto m DgO dl'quella DaZl'oDe.Fm I .LZ201tLl

TledeBZRZO quak he TIOlta un pn 'ncか血o deua casa Zm p em 'ale,alE evo del ColleBT'o diM az血&.

Sb'm ato e ben yedzLtO da tuttB la Colom 'B,ilcoDte F 3 ha sem pzle la case ap erta e la 由TIOla

l'm baDdl'ta per qualzLaque L'taEaDO/ e czledo DOE T72'sIa SeB Za L'0, Che DOE Vada a paesazle

qualche gT'om o ill Case dl'queH geD tH uom o.Q ualM eoeLDate aCCOgEe epTOtegge g:滋aptlstl

de16ZLOPaeSe, e lo 搾dem m o soccozTeZle とLTZa 点RZ1-g:滋a dl'cantaD銘ed otteDereP er eSSa ZLTZ

concerto alla pyeseBZa del肋 do,cosa Don da p oco.L 'Zm p eLlatOm del Gl'alP ODe gガfeα

doDO diuDa n 'ccB SClabola d'oD OVe aln 'tom o dall'E sp oSl'Z}'oDe dl'Vl'eDna,do搾eZTa D2em bm

delta com m l'sS1'oDe giapp oDeSe.M edtaB te l'SUOl 血 ottenDe C丘e alla scuola P oE tecm 'ca

(stabib'ta l'n Tah'o) fossero am LZ2eSSl'alczLL2L'pm fessovl'1'tah'am ', m en ble SP ed ts ce alczLnL'

BT'0帽m 'giapp oDeSlalcouegz'o ZDtem aZl'oDale di 勉 血O.E gE sl'adop er a itZtUttll'm odl'p eril

1 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ [前略] と [後略] も本論の筆者によるものである｡
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beDe ed ilpyogTeSSO del GJ'app one,nob disg2'UDtO RZal'dalbene R2aSSizz20 dell'Ztalta.1 (..i

〔日本語訳2〕

(pi抗G j# zijて分離 ∫5 本磁 L,丁から4 年ガj過ぎまL,鳥 あの屠犀の鮭好を知 ク､ 5 本の@

虎を愛L,ながら､ 皆に愛され､ 一挙静きれていますo この腰皆で､ @ の表7こ紘 皮膚人らの超に

あ､ 男鹿̂ i)L ぼL,lfl行きノ宕L T いますTo そこで､ 畑 ､ 一大名､ 公家をどのあのG のi m iEt会

31=属すa ^ % たちに会うの25j凍 L,丁珍L,いこt でばあクません その中で､ 虐軍士昏'学2好の

二生産である重量の若いf 子# 邑摩々ノ居か/f まL たoガ屠人ノ穿好感の庄層に一挙瀞きれ､彪感を#

って凌われているフヱ慮爵払 いつああらゆa イク9 7 ^ を曹 < @ 325'Tf'lE款謬L,‥豪華を食事で

あTをL T いまf To おそら< ､ あの紳士の@ 325Ji'でせめて数 G ノ野を過ごさをい:密朔蔵人If いない

でL,ようo _文芸の床ノ夢者とL,T ､@ lf5 分のノ野の芸節者を動静L,て庶夢L,ますも# 々ば離 j瀞

辛.一家 を虎謬L,丁､ ミカ i/1のT 瑠 奏会を甜 すa kL_-めの許p7 を得るのを5 撃L̀,まL,鳥 @ ぼ

5 本fe衰委貞とL,て潜 めていたクイーン牌 〕ら戻っ̀PL-ときに､一天萱から_広野な太刀あ鮮窒珍

とL,て受け虜 クまL,え o @ の親好によって､ 屠= 禅学好 願 に願 きれ Tいますソ でイクy

ア̂ 紗 j雇われa ようiE L,ながら､ i.y ノの脚 lE G ノ本人の.若者を送 クますTo @ 払 イ

クy アの季題■と穿 ク摩せないβ本の膚数と遜歩に尽力L,T いますo l# 虜/

この一冊で､ フェ伯爵の活動と努力はしばしば強調されている｡ その後も､ フェ伯爵の

邸宅にて剣道の試合が開かれたことや､ 公使館の敷地内に小聖堂が開設されたなどの出来

事が以上と同じ調子で語られている｡

[史料②- ドイツ人医師エルグイン ･ベルツの日記]

1876 (明治 9) 年から 1905 (明治 38) 年に亘ってのおよそ 30年間の間日本に滞在を続

けた著名な ドイツ人内科医エル グィン ･ フォン ･ ベルツ博士 (D r. Erw in von Baelz

1849･1913､ 写真①参照) もフェ伯爵に面会 した経験がある｡ 息子の トク ･ベルツ(Tbku

Baelz)が編集 した日記においても､ フェ伯爵の人物像が描かれている.

1 G R AFFA G N I,L uigi ,Tr e annia bordo alla Vettor Pisani(1874･1877),IIa ed.E dizioni"Al peS"M ilan 0,1927
186-187ページ出典｡

2 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ [前略] と [後略] も本論の筆者によるものである｡

3 著者はおそらく､ 詳しいところまで日本の歴史的 ･政治的情勢を把握していなかったと見られる｡
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〔英語訳文〕

7あわro,N ovem ber 15,18 76.

T:h 's m oTm 'Dg I w en t tO a Callat the Italian legatl'on,

where m eL･m 'ch l'n tTOduced m e to Coun t F e, the Ztall'an

m lm 'ste1.. H e l's the m ost p op zLlal･ m em bez･ of the

E zD10P ean COB2m um 'tiy; an d wl'tL good l･eason_H e has a

liLH -m oon SOl･t Of face B ･172ged by a b∫g zTeddl'sh -b}･own

beal･d, w ea}･s a 見ろootlDg jacket, a slouch hat, an d top

boots,so thatat the lhlStglance one m l'gL t take A血 IDP

a G em 2aD foreste)･.H e was aD Om Cel･1'n the am Zy be血le

becom ing a dli71om atlst,an d has retal'ned som eth 'Dg Of tLe m anDe}･S Ofa dz･a

goon.H alt乃gl'n the old days seen gaZTl'soD Sem 'ce jn

Vl'eDna,Le sp eaks G em Zan D ueD tly,'also Fl･eDChan d E Dg:ESA.H e Las a l･eck less dem eanozu , wh 'CL Is little dz'stzLZ･bing at血 es.E tle}･y tbizlg

about the m an l'sp elP etually iD LZ20VeLZ2en t/he lps lullofu e,and seeB26



j1-4好子をかぶって､棚 を履いていますので､ - a i,虎t ころぽ ダイタの森雛新鮮者のよう

irJETi まf o 外憂IiJb lrなa 節 こ､ 慶 夢士HJi'だっPL-ので､どこかで彦錠兵らL,b l腰度諺j芽っT い

a cfうに.5 度まiTo 夢T li クイーンで守7 度兵とL,T # g L,えので､ 顔冴lE 声イユ甥 あ夢L,丁､

フラン.ス屠邑腰 色感潜でiTo 犀 に少 L,裾経ir膚a 虜許な鹿好の符 ち主 でiTo @ のすべT /貨超

克ノ野をぐ虜いT いますTo 彦斎l.=好ちていで､言われa 事に斉 L,T 一財産者を超わをいようlEJE

ままダオブ､ _穿ぼすべT あ夢常iEよ<F,-aE庶L,T いますTo フェ慮爵佐多やあめで､周密カ タを新

選節を窟L,ていまiTo 客をg)でなすこt JZij好 きで､^ を< つろが せ8 才潜を揮っていますo T#

G j

[史料③一週刊誌 ｢The Tbkio Ti n eB｣ (1877年 1月 20 日 第 3号)記事]

1877 (明治 10) 年 1月 20 日の週刊英字新聞 ｢TheTbkioTim es｣ において､ イタリア公

使館についての記事が現れる｡ ここで､ 日伊通商修好条約の締結にまでさかのぼる歴史的

背景の後､ イタリア公使館の歴史が紹介されている｡

〔英語原文〕

F ORE IGN LE G A TJON S LN el+A PA N

ILJ-ZT:u Y

I..jn cozLTZtD e la Tow succeeded CotLatA lexaDdez･R j d'Ostiam l虎epDeSen t WOr均ア

repm sentatlve of the L10yalty of Ztaly at the JapaDeSe Cow l.A h eT 地e o地 w of 紘e

To丘ugawa m le, Count F j rem oved h 's zTeSl'deBCe tO the capital, II功ere Ae p epm aDen砂

k ed h 's quartezIS OD血 e sp ot to th '8 day occupL'ed Ly血 e Italian L egadoD,LID bzLildtngs

coDStTuCted y々 him seM The Iq'sl'toT tO Toh lo lZZay GDd 地e ZtaEaD Legatl'oD Ly en ten 'ng the

castle enclosw e tbz10ugL the 21'gez･Gate.CUose to 塊e F w elgnO m 'ce,opp osite thepz:1'vBte

entTaDCeS tO 地e houses of 血e pzlafessozTS 血 the Im p erial an ege of EBgiTZeeL血9, and

coDtlguozLS tO the rear ofthe eDd oszHle Where BtandS the elegan tm aDSL'OD ZleCeLn砂 buHtみr

the R usslaD M 'zzl'stey,js a lazgepl'ece ofgTOZIDd wh 'chw as fw m ez:Iy thepm p ez･tE and oD

wb 'C丘was erected the tow打re.gl'dence, of the daizzZL'o Takag2'M asatada. (..n t was 塊e

spacious town dom ait20f th 'S noble ｣払出ilLW DeBZ･Tw a no M om, Wh 'cL CountE jp zu chased,
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aDd 血 wh 'ch he erected at h 's ow打eXP eDSe 血e jhTSt Of the fuzlel'872 L egatlloDb LLildiLZgS

expressly coDStTUCted lw tk tsp zLZP OSe thatBOW Stand 血 Toh '0.7丑e house wh 'ch Ae tLeB

bzLHthe stilldw ells血, Lie honom d repyeseD tatlve of h 's soverel'872,aZZd secoDd 血 eOclal

esteem and p ezsoDalp op ulan 'ty to DODe Of the Rovelgn M l'm 'sters. 72Ze ground and hozzse

have been p w chased BlaZZZLizzZLy the ZtaEaD gOVemm eDt, who con tem plate coDSL'deyable

enlazlgelZZentS and l'm pyovem eDtS OD th 'S 地eir n hyo estate. H l's presen t ZleSidence l's

de8血ed to 塊e occzzpaDCy af the om cl'd eぬ鍔aDd the omc es of the m l'ssion,'wk He a lazge

and LaDdsom e m an.gl'onw iH be bzLiltfur the M h ister,血a pα･tloD Of thepleasantgarden

ak eady Selected fw 血ep w p ose.

血 18 75 a pretty little Ca地oL'c chap el was added,iLZa Zletizled sp ot wltk in the gTOZLt2ds,

to地 eまあeD eLX7'stlDg ediGcee. m e happ ened to see th 'C Chapel oB 地e day when the

m α･tuary m ass Ew the rep ose ofH er late R oyalH LiAness the D uchess ofA osta,ex -Q ueen

of SpaiTZ, Was held.ZD BIOD t Of the pw tico h ung a black veilbeaz血g 血 the ceDtTe a gilt

cTuCitZx. I:Be sl'des of血el'nten 'or,tO Wl'thiTZa few 血ches of theirextTem l'tl'es, Wem dilaP ed

w7'iA black cw tal'Ds edged with gold.A wh 'te caDOPJ;blazoned wl'iA the um 'vem alem blem

ofeぬ吻 czLZ･talned thez100f and the altar wasreSPleDdeDtWlth the accustom ed l'RZagerJ E

l..I

CouDtFj d'Ostlam '1's weu 血owD aS a lover ofart.H e l'S aD eD th usl'astlw good m zLSL'C.

P en 'odl'caLTJ;1'n the EDe autZLm D Wea地er he eLleCtS a bdou theatzle atthe back ofh 's abode,

IDP ppl帽te OP em tE'c enterta血m eDtS Wh 'ch are always of the B206t aBTeeable k也d.(..i
$ 1 (≡

CountF3 1'C DOE a m ere diHetaBte.H e }'s R20Ee furtunate than 80RZe Of h 's fenows itzthe

p oSSeSSiom oflel'sw e,th ough nothating a quan tity of tw bzLlen tBatl'oDals to goven L and

pz10bably DO Very l'DtT2'catep ob'tl'cBI w ebs to weave.乃e ZtaEaDS here are lew and g7lve but

little tTOUbk l..i A t any mt e he has hade DOUgカwhem iz2 tO l'n veD t a Stove, 血 塊e

ad帽ntageS Of wh 'ch,oTleP Other stoTleS,he has BTeatEal'地.∫..) 乃e resultl'C the Stoveala

Count Fj, a wBLm l'Dg aPPam tZLS Wh 'chl 's at once cheap, clean and usefiLl, wh 'ch has

ah eady been adop ted l'D BZaDy hozLSeS,(..}1.

1 The Tokio Ti m eS,1877年 1月 20 日より. ちなみに､ この記事は､ イタリア外務省歴史外交資料館にて保管された書

簡に添付されていた｡ 仏SDM A E,Ser主eM oSCatiVI,b.1289.) (未刊)
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〔日本語訳1〕

産~βガ国分鹿野

)+I - イクy ア

TpTg# j iI'･ 7- ･ jtクーソレ慮膚の# 産着ぼ穿在の慮れ足腰G̀ イクy 7 G fe'赤芽アレクサンダ

ー･フェ ･君ステイア- ニm B であ8 0 度ノ〝新 磯 に､ アユ超磨ぼm ir∠野者を虜爵きゼ1

夢をイクy ア公紗 jl存在すa 易薪に､ G ら願 L た膚鯵 に虜を膚虐71-0 /定昇を掛 る着払

虎ノ啓を< < って礎 の序W へ行 < t ､ イクy ア公庶好を:若月できa o 邦題者の逝:< ､ ヱ猷

学好の教穿ち鹿骨の庄屠スクD 劾 〕いlr ､虜滋:L7 シア公W l.r cf って鹿野きれPL-慶潜な屋敷

を囲む密 の裏諺財に願 L,ていa のぼ､ 夢丁高木マグクク曽t いうー*名の摩却冴j潜 T られ てい虎

広い1 .歯であ a o T中解7

アユ慮爵都鮮ス L,虎の/ま虎ノ啓の彦 < lrあB ､ 船 の妙 j冴有■L T いえ1 .轡であa o そこ

で､ 慶ぼ5 着 でIf C めて舷 /東京7こあ a 公棚 の膚鯵を屠 丁度 o G J,-評t ^ 斉の面 で

遡上罫公瘡に劣 らない< イクy ア> 国王の̀一挙瀞すべきfeI寿者産着だlEG らJZTf T jと家に在宗/でい

a o この度首にあ a J観牙の存孝一を彪二大と改題をp-=fpjG L,T いるイクy ア抑 ∫@ lr@ か らi 彪 t

家を虜八L,虎のであa o わざわざそのfrめに選ばれた庭園の｢ 野iE lf ､遭いうちir公好のため

仁政密勝 瀞 され るため､戯凄j鰍 /でいる鰍 将束 公皮静の観 っ願 の

庄屠となa だろう0

1875 年i=ば､ 尊称 存在 L T いPL-願 に､ そのi 歯に含まれた̂ a /Eつかをい易所 こ､

こぢ宗/まクL 度fL膨 j遥勿きれ71-0 # 々がこの花泉堂を一局PL-の材齢 で,永戯ぎL,えLj 粛スペ

イン二女壬だっje:アオスク公爵夫人腰下郷 Jとク行わh 虎 H であa o 脚 の｣好に. J買い

べ｢ /I,d j凄Jlf らカ､ そのLP心lE金の+ 字栗があったo 鼻緒の劇蟹ぼ､鬼 好の顔インチ以外､ 金

虜の屠 いカーテン.lr彦われ T いPL-o全# G iE層C a 不厳の慶@ で飾られPL-白い天者/ま天井を慶

い､ 鰍 易j好ねえLT m 輝 いていえo T中磨プ

アェ ･ 君ステイア- ニ必爵従業好の愛好者t L てらcE < .おられ T いa o @ ぼcE い斉発 lrあ腰

1 この日本語訳は本論の筆者によるものである｡ < > 内の記述も､ [前略]､ [中略]､ [後略] も本論の筆者によるもので

ある｡

2 1869 (明治 2) 年まで丹南藩主だった高木正坦 (たかざまさひら) であろう｡ (高木氏の藩主たちの中で､ マサタダと
いう名前の人物はいない｡)
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LP L T いa o a /i庄居の鼻 に､お粛啓で/J､きな劇夢を摩T T ､ 雇等揮クに､ ノ天顔のいい# のβ々

仁､ そこでいつあ.努L,い助赦厨の虜1労を行う o T中晩7

フェ慮爵/i単身a 美術愛好家で/fない o a /J ､卿 L,磨/fit,if ならない多< の屠々L いJq G

^ を符PL-ダミおそら(願 L,なiJjl,/f ならない彦膠仁摩み倉っPL-､豆オ/J g G GF,iG 邑# 虎ない

# ､超の公倉t jtべT ､わクとjW のあa卓彦を送っT いat 言之 a Dイクy 7 ^ たちば少な< ､

ぽt A ′t凋Z選Fを虐こさな いo {中晩 7 い弟れirせよ､ a /i ､ ス iL- ブを男jW すa frめに十分に

< JW dj'> あっ7 1-0 @ 払 このス p - ブが､ その符長/=よっT ､ 鹿のス jl- ブよクあ慶れPL- i)〟

であa と/pf C T いるo r LPG j その虎男/f フェ鎗爵庶スF - ブであa o 伺噂 にjf ( ､ 衆好に慶▲

i < T !穿fyを虜房鰍 で､ すでに多< の看て肇/jR きれ T いa o T# G j

[史料④一彫刻家長沼守敬の自叙伝]

最後に日本側史料も紹介する｡ それは､ 『中央公論』の 1936

年 7 月号に掲載された ｢現代美術の揺藍時代｣ という題目のも

のである｡ 内容は詩人 ･彫刻家高村光太郎 (1883- 1956) に

よって編集 された彫刻家長沼守敬 (ながぬまもりよし､ 1857

- 1942､ 写真②参照) の短い自叙伝である｡

若い長沼守敬は､ 美術､ そして美術家を庇護していたフェ伯

爵に出会い､ しばらくイタリア公使館に通ったと見られる｡ も

ちろん､ ここからもフェ伯爵とその活動に関する貴重な情

報を抽出することができる｡ ただし､ このような史料を扱 う時は､ 注意 しなければならないことがある｡ これ

は一人の年老いた人間の思い出から生まれたものであるので､ その中に含まれる情報 (特に詳細な点)

は完全に正確でない恐れがある｡ここで様々な逸話を挙げることにする｡〔日本語原文〕一､ 二生ひ立ちからi ノ京ま でTLPG j 虜

j玖 5 本鰍 住み､ # 身町の平滑呼に庄宣/でゐ71-0 着/i伊太覇JF,5 を学ぼうt/ETひ立ち､ 手3 ノネ 1のノ甲をLW いT 縦 材署を教へT

くノれt 申返え/だt ころ､ @ 接着から5 本) エ ドアル ド･キヨッ



こ ち ら かたこと
p欝を穿ふといふ交瀕虜件で承諾 L た o 向こう媒昇､ # . ∂筑穿まて1教材B の/こ､ 彪棚 穿き-

′労粛ぬのであB か ら､ 辛= ノネ吻 j潜を岸 であったo 暫 < 虜 っT みfrが､ どうL,T も# * 窮J

I,5 j j署i られi 'ので/5,gつPL-o

g 停伊太材公批 虎ノノ甲/=あった｡ 公皮雛 J静めT ゐfr歯凄み長君 ｢有者/J J夢Wr-の崖人平

九｣財の.未窟 t いふ) に倉っT ､ 辛 = ノネの虜へ行つT伊k f/Jp% を穿つT ゐa がどうL,T もよ <

澄まらj7,i ,で@ a t 頻尿すると､ その事を公好のコン F ･フェイ仁斎って呉れたo 公皮払 そ

のうち伊方材の紗 j二来るか らそれ/こ乗せT やらう､ t の事であっPL-o

やが T ､ 伊方材の紗 j雛 ので､ 公皮の名ノ材を茸っT ､ 館

を戯 酢こ訪ねたo 卵溜ソL牢のごt であa o 館 と云つT も､ 離崩~

t J蒸有を併せー71-コルベット塵 /で､彪 /i ベッ itル ビjf.ニt 云つPL-o

乗貞すべて鰍 のこt i T ､ 者の彪乗る啓一の9 0-aG rこわば

/p7といふ邑のかノを願 L,T ､水菜で邑Ll者で邑暦へT ､ JZ-=# いPL-名

# を手G に署きつ仇 /蹄3 ケ/方脚 て㌔生産L,たので大いに得る

虜があっ71-o

L野郎g)願 になつT ､鹿をg * f/Jへ慮れT 行 < t いふJ,-穿 g)′労71-

ので書誌′でゐ71-岸 であるo

rLPG j 公好め適才

乙丁行 < やう/=云つT ゐFrが､ 一一｢̂ の母あ穿L,て舛鮮 ､､行 ぐ事ぼ,E び芳彦かつPL-のでやめた0 2, 3

5 i,T 公好に倉ふt ､ 皮/i /p7# fi=d 漆 かつたかt L,5 PFL,たが､ 者の′穿挙/ま真二壁唐を′細々

虜野すa f /f ir /ま彦 L,T ゐ/J かつPL-a二､ 2努太船 脚 feベッ i･ノレピサニ戯ガ〕ら/オル/j

ty - y l t 云ふ^ が 下:紛 L,T ､ 公戯 卯rg まっT い71-ので､そf z,から′穿挙を華人/71-1t ,# i,､ いよいよ倉ふ事ガj教材ダミ遜中でやめa

の/ま度合であるがE むを符ぬから､ノ野合ir厨つT房潜 で邑L よj i /gTふ､ t いろいろ粛

折をオソレF y 一二irJ7-aG L たところ､ それを公釦 51野き勿つT ､ それ/f p7 RA /E fL-1から倉ふ丈/J の鼻骨をやろう､

t いふ夢で伊/大船 紺 へ,6 6 @ で慶ばれ a こt ir なつ71-06 @ t 云つT あ､ 昔時の下宥feが 2 @ 50 戯 〕3 齢 の舟夢の事t T ､ 公鹿野のjfl曙のj敢昼l エツトレ･オ/レトリーニ (Ettore O rtolini) :本論で扱った 『｢ヴェットール ･ ピザ一二号｣ 艦内で

過ごした三年 (1874- 1877)』(Zhe aDDl



た だ

てう無fe.で倉ぼ Lて晋 ひ､ノ紡好やつT ゆげ71-のであるo 邦題省､へば者を虚発見野とL,てこ屠げえの

であB が､ 責贋ぼ疲れをクの/Jl潜lr過ぎ凌かったo

公疫コン j. ･フェ- 脚 と死2秒Lて協 身であっj1-Zhtl. 斉 によれ人で年中彩を可動 j､って､

戯歩/こ行 < 帝に/ま必ず遣れT いって実 れ虎oその途中の倉者が曙 の彪虜 lEなったo粛Gの こと､

威密の層線 一一その好の# L}PJ76 で貫珍をL,71-線 公鰍 全焼酢有あ哀れT 粛たこtを 知 ク､

金を揮って諌せかつえと云ふ夢を粛iこ凌穿きせ71-0 虜物屋 でIf公静を知っT をa ので､feliM

の身で紺 ですと云ったzhtt.公2好ぼ､/p725ユpPF7% のfet i,て質に置いてffか クと云ふo t ころメj二

者lr lf その質 t いふg k flp% d j滞らない､ すB と公2賂焼鈍密の人膚 クの鼻ん中で､者の耳を5/

贋■って質t いふ屠を教- ようとL,虎から､ 遂行人ぼ何事かとノ穿って好を屠贋■a のであったo

T中腰プ公皮ぽこA /な虜lEg lE よ<者の面静を虜 て=呉れたo ブラジル′て御 L,た鮮 度せ

れ T ､ Lj #凝 身だしったせいああB が ､ 風采などにかまii ダil.1 才の顔の身ねた棚 をどを着た

ク､虜資ン＼行 < 席赤瀬罪へ厨げつげBのl E ､ ,鳥の骨のメせ いのをL,やぶク乍ら行 < といふ彪野

をところのあるノ八であったo r# G j 1

1 『中央公論』1936 年 7 月号､ 215･218 ページ出典｡ この文献､ そしてその他の長沼自身による文献資料は 『長沼守敬

近代彫塑の原点』寓鉄五郎記念館 1992､ というカタログに含まれている (61-78 ページ参照｡)
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付録③～日伊修好通商条約 (和文 ･仏文 ･伊文) ～

(外務省記録局 『締盟各国条約嚢纂』第一編 1884,1889 47 7･504 ページ出典1)
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DEL GIAPPONE.

一 二 二 二r

FEl'm atO a YedGo l125A90StO LS66
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1 条約のイタリア語文の数箇所には､ 綴 りの間違いが表れている｡ 条約の第 22 条にもよれば､ フランス語文は原文と

されている (併蘭西語を以て原と見る- し)｡
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血ise on ]apon &iSe,Pendatlt
legcm q prem i古re的m 占eS qul
suivrontl払date oa1.epr由 ent
T raits entrera etl Vlgtteur.

A Rm CLE)ⅩⅩⅠⅠ.

LO Pr6sent T r8it占est 血it
en sept e叩iditiozIS, dont
detlX'sont icr紬 se n 】apo･
zlais,trois etlfrancAlS et Jes
detlX atltreS en itAlien. L ea
trois v ersiotlS On上lem 金tz)e
8etlSetla m色血叩 Ortae,m a主s
h versiotl fm zl甲180 8era
consid6r60 cotntz)C 10 texte
origi tlal dtl T raits, de tn8-
ni8ro que, d&t)与Ie caso a
uzle interpr舌tation diだirezlte
seraitdonzl鮎&tlteXtOit811'en
et aTL teX te japonAis,le t8Ⅹte
francais feraitioi.

A Rl･ZCt.芯ⅩⅩrII.

Le p r 6 s ezlt T rait6 serB
rati朋 p A L'Sa 班ajesti le R oi
d 7ItAlio et par鮎 Alajest6
le T at-coutl du Japon, ot les
r血ti丘eAtions dam iELt S)'gne65
et scOllGesJ S8rOnt ichazlgさes
瓦Y ido AtlSSitat qtle faire se
POuTlr&･

Co T rait占 entreL･& C.EI

vlguenr鉦partirdtllcrJazIVier
tnil血 it･cent･soixm te･SePt.
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" Ochigoni仙 川払ienan･
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R玉;仔OIJA拡E耳TI
n et p orLl giAp p on eEIe A p p B r tL al

corn m epc io ltA liAn O.

ヽ - ●〇〇一･･･一.

lT R EQOLAEEm 0.

駄 tro le quarant' otto ore
dall'&rrivo d'tn bastim ento
ilali&t10 in tLnO deiportigi8p-
ponesi 叩erti 8l com tneL･Cio,
eccettuatO 】e dotneniche, il

(YeAtPitabnaOstiOS ei!.pco霊 eTgeneP,ei

:tlrat.･Gdc:foAgd:1 6i.anpsp.;enodS,OItAi.I

.1.iia ;uOIP Pi ovdaenpt: ?tS.Seri tpieSsl:
C&rte di bordoJ gli gCOntrini
diricem tA eec ied ilcapitaiLO
o padrone aJ)tltLh慈iera Allora
l'entrat& del St10 bastitnet)to

I-A dogm a,･COn畠喝や871do T氾A
dichi&r&ssione scri tt& itldi_
cm te ilnon e del baStitrLento

e.qtlello del porto dlotlde
vletle,la STIR POrt&ta,ilnotnq

EeJm iOd&eE怒 :egos.豊 ;oqnAen,d3
7]e &bbi8nO, ed il nqtnero
delle perso加 COtDPOnetlti
l'eqqipaggio. Qtte8tadichi&-
m BSiono 的ri certi丘C&ta cotne

:erAd&dallCnAIPi等 :惑ad;ognl;

FIenP霊霊 sth.eld芸:np.o 慧 …;
indicatltO il ntlm er0 8 18.
m &rea dei coli che l& com _
pongo710∴il loro contezltLtO
quale あ さpeCiGcato negli
scontritli di ricevnta, col
t10m e delh persona e.delle

Eo?lr)Si等:n｡&tilnodi,qi慧 i.quSeAS,Bi
ztggitm ta al m anifesto tn &
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ヽ
RE駄E拡EFTS

8u r le母pOrt8 48 POnRi与Ou V ePは
at) com m erce ttalien.

.:二二

1 0E R 主QLEAlEF･P.

D anS leら qtn r札nte-huite
hetlreS (les ditz)AtlCheS 飯･
cept的 qlli guiv･rotlH 'arriv6e
d'uzL b如im ent i払lietl dans

l'tm dos ports JAponais otl-
V･erts Atl COtnm erCe, le c叩ト
tAitLeOIL18 m a壬trode ce bAti_

甲Cntretnettr&,瓦h D on- e

賢FdE635:I;S6ei:i:pc%ruo.u還 racuqS ･slOS
p&pler8 dtl bord, lei coz1-
zlaissem ents etx:.eb lo c8Pl-
tah e otlle n a壬tre8屯710tlCera
&lorS1'etltr由de son n&vire
etlD ou弧O,enm mettatlttnO
d占ch r&tioz1 6crito qui fern
cotn a.itre le zIOTn dll naVire

etcelui dtl Port d'oa ilpro-
vietLt, $Otl tOZln喝e, 1e non

feens.onn dCeT if&aiBnSOAgOen,8㌢8雲itlre;
en A, et le notnbro dos per-
80nZ185 qul COtnPOSent SOB
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≡:rp3.C&芸teiGio?uv61roit霊 .ps !et
Ser& Sign由 p&r lui･ Ild6-
posera, en m亀metem p与,tltl
znanife8te de son charge-
tnetlt, itLdiquAtlt le tlOm bre
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!eelCOqnuPnos慧 蕊uL lf60,ntdeannu;
les cotltLaissetnezlt8, 8VeC 】e
notn dO la PerSOm e Otldes
personzleS ATLXqttBlles cos
colios 80nt Adress由. thle
listede且PrOViSiotlS du bold
serajoint881日nAtlifeBte. Le
c&pih ine otl lo n &itre
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saadnriOf:se..Cecr.ti!iCehnee% cS:stcaTIl:
%iotLeeS&tta ditllttO ilcarico
e dOlle provlglOTli･del basti･
m ento, 8 Vi apporr瓦l叩 rO･
pria S rm &･
Ql旭Tldo sin ricot10SCitLtOut)

errore in corso n8lm 8Zlifesto,

nl望eltSeetOv.eenPtOi:qro;AteetSfsec;heree;･OerS:eecnte:I:
che cia possa dat･ iuogo 81
p&gam ezJtO d'alcuna m lIl叫
l‡la･Se tm SCOrSO queStO tetXLPO,
fo s s8 fAtt& utla altera2iiot100d
tltlB ta rd& dicttiAra2iione net
tzlatLift5StO, il delihq tlente
avra itnposta Ⅶtl& m ultA di
quizLdicipiastre･
T u tto le tz)ercit10tl dichiA_

ratcl net znatlifesto pagh e･
ranno, al m on en to del lore
Sbarco,ildopp10 (1ella t&854･
0酢i czLpitatLO 0 Padrone

chetrascum SSe netprescritto
tOrm iDe di teT叩O di dichia-
r&re l'entrata delst10 basti.
m OntO 皿ella dog- o gl叩･
potleSe PagLera Ⅵna m utta
di sessantB piastre pop ogql
g10rnO diritardo Alh dichiA･
ra名ione cLe h払dovet･o di
farO.

望O Rl柑OLAbl正邪0.

IIG o'eploG j叩P?ZleSeAVra
il diritto di porre I-I)PiegAti
d8118 d哩ana A bordo d'ogBl
b鵬titn蝕tO entratO itl POrtO
(l8 nLtVidagtl.erraeCCettu&te)･
Q l18Sti im だtegati sar朋m O
trattaticon rlguat･do,8Sal'AT1-11O loro accordatetlltt81e
pos#ebsisliniaaci,lttraczeiosnal;瓦sbAr.
ca ta,innan Y.iillevare de lso一e
･1 dopo ilst10 tram On tO,SOTluL
芸 topreirhT竃ai:leiCi;I;a;'tTvIae
o i bocc叩Ol･ticho conducotlO

g i:itnclhuiOa O.,nOeV.濃 rcvaarlllCoOf,;

ヽ

C8rti60ra qua cel m m ifestB
c血tiezltla description exacte
de totltO la Ca唱alSOn et des
provisions all batim cultetle
s】gnera do写On ZLOtrI･

SiuzlO erreureStieconnlle
cotnm e ay皿t 6t6 com m ise
dnniVl18Tnanif由teJe,Ilo pollrra
色tre corrig6e dazIS les vi工唱t-
quatre heures (ditM Ches.ex･
cept6s) 各ans qu'elle ptllSSe

孟?anunceurne慧nuendnen3 E3al.T,ens.I
tu 8 &1t6 m tion ollW )0 dさcl払_
ratiozl tardive (1氾lS le m Euli.
feste itait fAite ap r8s ce
l咋s de tem ps, tlne atn孤de
de ql11n2ie Piastres serait
itz)pos由fLn d61iLlqu ant.
Toutes 】es m a .rchandises

nOn d6clar6es dams le m zuli_
feste, p 18rO山 tLn double
droit 抑I m O tn 8 mt de letlr
d6bTaoruqbuOc:pei志.･｡B ｡m n蝕Ie
de navire qtli l16g1igem itde
d占ch rer l'entr由 de sozI
JlaVire ezL D ouane押 Onaise
d弧S le tetnps prescdt par
ce rさglem entl Pa1em lm e
&tnendedesoi王antedepiastres
par cもaqt)o 】011r de reh rd
apport占瓦l札d6cl附ation 瓦
払ircI.

IIo R主QLW Em l.

LC 任otIVem etneZlt Japo･
皿ais aura 18 droit de Placer
des et叩loy由 de h D ou弧e
a bord dt) totlt batim ezLt
entr6 dzulS lo port (les
nBvires de gtlerre eXCePt6S)･
Tolls CeS em Ploy由 seront
tm it6s Avec 6gard et toutcs
leg facilit由 qll'onpotln･a
letlr &CCOrtler leurドerOnt
(lonnees.
A tlCtlnO tn 爪.rCh n dise neSera (1ibarquio A∇antlelever(1usoleilniapI･由son

couc】1er,弧nSuno PLirmi ssiozI
sp6ciAIE>dos &tltOrit6s de la
D ou弧e, et h c&le et leら
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付録④～訪れた古文書館や資料館～

■ イタリア側史料

2004 (平成 16) 年 10 月から2007 (平成 19) 年 6 月の期間､ 本論の筆者は 3 回に

亘って資料調査のためにイタリア- 赴いた｡ 1 回目は 2005 (平成 17) 年 8 月- 9 月

で､ 2 回目は 2006 (平成 18) 年 2 月- 3月で､ 3回目は 2006 (平成 18) 年 8 月- 9

月である｡ その際､ 次に挙げる古文書館や資料館において資料調査を行った｡

① A SD M A E仏rchivio Storico D iplom atico del M iniSterO degli A 鮎 E Steri ～

イタリア外務省外交史料館)

ここで､ 駐日イタリア公使館からイタリア外務省宛てに送られた公使 ･領事たち

などの報告書や書簡を収集した｡ 残念ながら､ 通商関係報告 (Ser主e C om m erciale)

は外務省によって処分され､ 現在残っている少数のものは別の史料館 (主にイタリ

ア国立古文書館) に保管されている｡ また､ 日本に対するイタリア政府の (無) 関

心をよりよく理解するために､ 外務大臣からの主な書簡を含むファイルをも収集し

た｡ また､ 今回は 1866 (慶応 2) 年から 1877 (明治 10) 年までの間､ 日本に滞在

していた外交官らの個人ファイルを調べることができ､ この人物たちの活動に関す

る更なる貴重な未公開史料を入手することができた｡ 他にも､ 史料館の付属図書館

において､ 主に日伊貿易をめぐるフェ伯爵らの ｢領事会報｣ (B omettino C onsolare)

なども集めた｡

② A C S(Am hivio C entral e deno Stato ～ イタリア国立古文書館)

この古文書館においても､ 多くの未公開史料が眠っていた｡ ここで､ フェ伯爵の

書簡だけでなく､ 岩倉使節団とほぼ同じ時期に北イタリアの養蚕場を回覧した視察

団､ パ ドグァと東京の養蚕研究所の通信､ イタリア人蚕卵商人らの活動や奥地旅行

などについての非常に興味深い史料を手に入れた｡

③ A SD M M (Archivi o Stori co D ella M ari na M ilitar e ～ イタリア海軍資料館)

この小さな資料館では､ 日本を訪れたイタリア王国海軍の軍艦に関する史料が多

く保管されている｡ 1866 年から 1881 年の時期にかけて渡目した ｢マジェンタ号｣

(M agenta)､ ｢プリンチペッサ ･クロテイルデ号｣ (Principessa C lotilde)､ ｢ゴヴェ
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ルノーロ号｣ (G overnolo)などの船長や参謀本部の報告書や書簡は､ 時に極めて興味

深い情報を提供する｡

ヽ 日本側史料

また､ 以上の資料が含む情報を補完するために､ 2005･2006 (平成 17･18) 年にわた

って日本側史料の調査を行った｡

① 宮内庁書陵部

ここで､ フェ伯爵の謁見や､ 皇室との接触に関する史料が保管されているが､ そ

の中でも公開されていない史料が多い｡

② 日本国立公文書館

この公文書館で､ イタリア公使の謁見や日本政府との接触､ イタリア人蚕卵商人

の内地旅行､ 北伊養蚕場視察団､ イタリア公使館などについての貴重な日本側資料

が数多く保管されている｡ ここの史料は日本語のみである｡

③ 日本外務省外交史料館

ここで､ 駐日イタリア公使フェ伯爵や代理公使リッタ伯爵などが日本外務省に送

った未公開の書簡が多く保管されている｡ 今回は､ 特に､ 内地旅行や蚕卵貿易､ フ

ェ伯爵とウィーン万博などに関するファイルを調べ､ これらの件について更なる情

報を得ることができた｡ また､ フェ伯爵が明治天皇に提出した信任状もここで保管

されている｡ ここで発見した史料は公使らが日本外務省に送った書簡なので､ フラ

ンス語で書かれたものが多い｡
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M asSettiR odeua E ditori,2003

4 0 ) ZA N IE R ,Claudio,S批 け- Se由)'ob')'tah'am '血 Gl'appoDe (1861-1880),Cleup,2006

4 1 ) ZAN IE R ,Claudio eta1.,L a seta血Zb lla dalM e(HoeTIO alSe)'ceDb .D albaco aldtw p o,M arsilio,2000

@ - B J研ぎ･靡典･全集好

1 ) FA PPA N I,An tonio,E DClclop edi'a bm scJ'ana 一昭/uLZZe ZV;E dizioni"La Voce delPopolo''B rescia,1981 (育

科事典)
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@ - C 鹿野･勝 ･ノオクp ク野

1 ) A ISTU G IA ,A ttldel且訂I7 con l′確ⅥO dtS tudtGL'aFPOneSl,2002

2 ) IW jm SH O K O (ed.),n a 'aFP ODe SCOPTel'αd 'deDte,UDa RZl'SSIoLZe dij21om atl'ca (18 71･73),Istituto

G iapponeSe diCd tura in R om 乱,1994 (カタログ)

3 ) M IN ISTE R O D E G LIA FFA RIE STE R I,B ollettin o Consolar e,1867-1880 (領事会報)

4 ) PU RIPU R IN Ⅰ,An tonio,Prim iapproccidiplom aticifr a ltalia e G iappone,in L'O sserv atore politico

letterario,a.XX V n.5,1979 (80･90 ページ ･雑誌)

5 ) STR A D IO TTI,R enata;CE RVATILuisa (a cura di),軸 血b'87'aFP OmeS)'a BM Sd a,G rafo editore,1996

(カタログ)

6 ) SU SA N I,G uido,La Selezione M icroSCOPica - R ivi sta bacologi ca,187 1･1874 (養蚕雑誌)

7 ) TRU FFI,R iccardo,UD PTl'LZCLbe dtLZaSa Savola dzze vDlte itza 'appoDe LZenO SCOLICLlo Gelsecolopassato

iDIzlando zw pw Ll d tleT n 'da am L'clzla bla L'due paesl (dalla com kp oDdeHZa eP由b lam dtL uch iDO D al

lTeLm e)in B ouetLlno S tom 'co P a帽Se -Vol.ⅠIFasc.ⅠⅠ,Pavi a 1939 (45-62ページ ･雑誌)
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付録⑥～駐日イタリア公使アレツサンドロ17 ェ･ドステイア一二伯爵と日伊蚕卵貿易関係一食合年表～

年 月 日 フエ伯爵の生涯と活動 日本 .重 アジア イタI)ア ,欧 米 史

料 (参 照)1818(文政元)年 8月 13日 キエーティ(Chietj)市付近の村､コツレ.デイ.マーチネ(COlre diM acine)にて､1877年にフエ伯爵の帰国後に駐日イタ dx>/om 由 I7aZJ'OJ7a/C.ⅠS也血 PoHgraf;co ozecca de"o StatO,R○m

a,1987.48ページリア公使となるフツフアエーレ.サノツセ.パルボラ- こくRafFa8一〇UI;sseBar

b○rani)が生まれる○1821(文政4)年 8月 1E3 ミラノで､1867年に初代駐日領事官となるクIJスト- フォ口.Elベツキ(c ristoforoR○b〇cchi)が生まれる○(1891年1月4日漢) GRASSl,Fabi○,La ゐ′m azlone 仙崎Ib m azla naL27'OI73Je,ーstitLJt○Poligrafic○ezecca dello St

ato,ROm a,1987,625ページ1822(文政5)辛 12月 28日 佐賀藩士下村充資の五男として肥前画早津江に､政治家.日本赤十字事業の創始者佐野常民(さのつねたみ)が生まれる. 富田仁『海を越え

た日本人名手典』日外ア､シエ- ツ 1985 286ページ1825(文政8)辛 6月 12日 フエ伯爵はプレッシャ市､フエ官(現在.同市マッチオツティ通り5番地)にて父ジユリオ.デイ.マルントニオ(GiuliO d‖MarG8ntOniO)とパ オラ.フエナ Il - リ(PaolFenarOli)の同で第五子として生れる. 伽 血nazylona/C.lsdtuto P O ligraficO ezccca de"O Stato.Rom a.1987,318ペ- ジ､sT

RADl0 lT 1,Renata;CE

RVATI Lu isa (a cura1996,169ページ1827(文政10) 9月 7日 トリノで､1867年に初代駐日イタリア公使となるヴイツトリオ.サリ工.ド.ラ.トウ- ル(V触Orb Sa"ierDe La TOur)那生まれる○(1894年2月25日没) GRA SSL.Fabio.La b m Taz7'0′78 由uadb /om arか I7a27'OnalQ . lSth POI

igrafic○○zecca dellO Stat○.Rom a.1987,651ページ1829(文政12) 1月 22日 数回に渡ってイタリア外務大臣となる1走れた外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエdxb/p〝血 paE/One/C.l
Sdt止O P O ljgrafic○○zecca de"o StatO.ROm a.1987,751ペ- ジノ

スタ(Em iliO VISCOntiVenOsta)がミフノで生まれる○(1914年11月24月没)1830(文政13) 不明 不明 越前国福井で､1873年に遣欧養葺視察Blを率いる養蚕研究者佐々末長淳(ささきながあ

っ､又はちようじゆん)が生まれる. 宮田亡『海を越えた日本人名事典』日外ア､シエーツ 1985 280ページ1830(天保元)年 12月 18E3 フエ伯爵の弟､軍卵商人のマルカントニオ(M arc'Ant○n'l○)がプレッシャにて生まれる○ STRADlOTTt.Fh nata;CERVATILuisa (

a curadl),D x>lntF'BlapponesI'G CT78SCia.G rafoeditore,1996.189ページ1831(天保2)辛 不明 不明 亡命先のマルセイユ(M arseiHe)にて､マツツイーニ(G iuseppe M azzh i.1805-1872)がr青年イタリア党｣を結成する○ M O NTANELu lndr○. Su n-a d

′Jb 血 - L 'Jb h'de/偽 oめ e〝to lB3 1- 1861.Bibli○tecau nh lerSale Rizzoli.1998 517ページ1832(天保3)年 5月 19日 ミラノで､1878年に一時帰国したフエ伯爵の日本での任務を代理公使として受け取ったパルツアリーノ.リツタ(B8lzan'n○L批a Bium iR8Sta)伯爵が生まれる｡ (1880年3月4日没) GRA

SSL,FabiO.L g 血′m aEioI78 由Il3- - , = = - - ---- - I . i - . IZ〇cca d○lI○Stato.ROm a,ー987,420ページ1833(天保4)辛 1月 10日 フエ伯鼻の弟､蚕卵商人のビエトロ(pietr○)がプレッシャにて生まれる. STR AD

ⅠO Tll.RenFta;CERVATILu;sa (a curadi),DbZh7d BX軸POI7eS/'a 伽 sGI-a,GrafOed托Ore,1996.169ページ1834(天保5)年 4月 20日 フエ伯爵の妹力ミツラ(Cam日a)がプレッシャで生まれる｡力ミツラはジ∃バン二.フアツキ(Giovann‖=a

cchi)と轄婚する. STRADⅠOTTL Renata;CERVATILuiSa (a cLIr aI - . -r=-.. - -- -- = = . .eC批Ore.1996,169ペ- ジ1835(天保6)辛 1月 268 トリノで,第ニ次駐横浜領事官(1872-1875年)として勤めたデイエゴ.口レンツオ.フイリツポ.Jくヅ)- l)ス(DiegoLOr8nZO FilippO Ba

rrniS)が生まれる.(ー881年12月17日没) a/>/om az血naziona/C.lstitut○Poligrafco eZ8cca deJJo Stato.Rom a.1987,57ペ- ジ1836(天保7)辛 11月 24日 トlJノで､1875年に駐日イタリア領事となるピエトロ.力ステtylJ(P ;etrO C aste";)め生まれる

. GRASSL Fabio.La ゐrm azloI7e (血uadxbb m aZ/a naZI'OI7a/a,ⅠSt弛JtO PoligraficO eZecca de"o StatO.ROr71a,1987.160 ペ- ジ1838(天保9)辛 6月 10日 武蔵国洗島村の藁農

浪浮文平



ー839(天保10) 6月 15日 江戸本所石原で､幕臣瀬戸本太夫の子として.外交官.実業家中山醸治(新太助)が生まれる. 1873年一月より牲伊El木魚領事となる○ 盲EEl仁『泡を越えた日本人名事典』日外ア､シエーツ 1985 439-4

40ページ1839 (天保10) to月 不明 ナポリからポルティチ(POrtici)までの鉄道線が開設される. M O NT A NELu ,lndr○.Stp′由d'肋 - L 'Ata/xbde/JWsoq 'm enb 183/-/eel.B ibli○teG8universale R izzOl

i.1998 517ペ- ジ1840 (天保11) 2月 9日 1873年(明治6)年駐伊弁理公使となる外交官､川東真幸(かわせ.まきたか)が周防国佐山村にて､山口藩士石川洋介の三男として生まれる｡ 富田亡『海を越えた日本人名事典』

8 外ア､シエーツ 1985 212ページ1840 (天保11) 7月 12日 ミラノで､初代公使ド.ラ.トウールの下で活雇した書記官マルコ,アレ- ゼ.ルチ一二(M arco A rese Lud ni)伯爵が生まれる. dy>/om aEb I7aZJ'Ona/a . ーstitutD P O帖grafic○ezecca

de"o StatO,R○m a,1987,160 ページ1841(天保12) 11月 9日 秋田川尻村にて､｢川尻租｣という義軍組合を租輸した蚕種商人川村永之介(かわむらえいのすけ)が生まれる｡ 富田

仁『海を越えた日本人名事典』日外ア'シエーツ 1985 214ページ1842 (天保13) 5月 1一日 佐賀藩に.官吏及び岩倉使節団鼻となった山口尚芳(ますか)が生まれるE

. 喜田亡『海を趨えた日本人名事典』日外ア'シエーツ 1985 804ページ1844(弘北元)辛 不明 不明 1844年と1849年の間に､甫フランスでペプリン(伊pehrh a､倣敦子病としても知られている)という猛烈な蚕の病が発生し､その感染の範囲が拡大していく○ zA NⅠER.C Jaudi○(a cura di).M D Ien'o dI'-, .I. I - : , , .C om p

agnia deIIa Stam pa - M assettiR ode"aEdkOrL 2003 20ページ1844(弘化元)年 2月 6日 サレルノ(Salem ○)付近にあるノチエ-ラ.インフエリオーレ(NOcera ⅠnfeH○re)村で､ー870年から1875年までの間に横浜で副領事として活渡したフランチェスコ.ブルーニ(FranceSc○B runi)が生まれる○ t物b m azI'a I}aZJ'OrT

a/a,ーsdtub P○IigrafICO ezecca de"○StatO.Rom a.1987,112ページ1845(弘化2)年 8月 9日 フエツラーラ(Ferrara)で､ 1870年から1872年までの間に､牡日公使フエ伯爵の下で手配官として勤めたウ- ゴ.ピサ(ugO p isa)が生まれるB (砂/om azl>

naE/One/C.lS心tutO PoHgraficO ezecca dello Stat○.Rom a.1987,586ページ1845 (弘化2)辛 不明 不明 フランスで最初の微粒子病感染のケ

ースが現れ始める(1845年中後一群細は不明である)○ G iappOne (1861-1880),C leup.2006.21ペ-ジ1846 (弘化3)辛 6月 1日 ローマ法王グレゴリウス十大世(G regonJ

O XVl)が死去する. M O NTA N ELU ,lndt,0.蝕 ′由d′Jb hi - L '̂b h'U niverSale R ;zz〇一i.1998 517ベ- ジ1846 (弘化3)辛 6月 17日 ビウス九世(p io ⅠX)が口- マ法王になる○ M O NTAN

ELLL,lndrO,蝕 ′由d '肋 - L 'Jb h:de/偽 吻 ento 1831-1861.Bib liote c aUniv8rSale Fh zoli.1998 517ページ1846(弘化3)年 不明 不明 中島庄右衛門の三男として､溢津喜作と共に1873年(佐々木の視察団より教ヶ月前)にイタリア養蚕埠を視察した外交官中島才書く謙益)が生まれる｡フランス鰭が達者で､ヨー口ツ′{に渡ったとき.洗浄

喜作の通訳として活擢した○その後､駐伊日本絵領事中LII汲治の下で手配官として勤めた○ 富田亡『海を越えた日本人名事典』日外ア'シエーツ 1985 430-431ページ1847 (弘化4)辛 8月 不明 フエ伯爵はウィーン大学法学部を卒業する. G RA SS一.

Fabi○,La ゐm zaLZlOI7e deua(物b m aZ/a naZl'Onale.tStitutO PoligraflCO eZecca deLlo Stato,Rom a,1987.318ページ1848 (嘉永元)辛 1月 12日 バレルモ(Palerm o)にて蜂起が勃発す

る｡ M O NTA N ELLu ndrO,S tm 'a d 'Ih拍 - L ′h d I'de/J71-SOJp -m eI7わ 183/-186/.Bjb Jj○te cさUn;verSalO R izz○li.1998 517ページ1848 (嘉永元)年 2月 11日 両シチリア国王フエルデイナンド二世(FerdinandO 打diBOrbOne)は憲法を発布する○(184

9年5月に廃止される.) M O NTAN ELU .lrldrO,蝕 ′由d 'Jb h'8 - L 'hah>ゐ l偽 oJP m e〝LID 183 1-1861.B ibliotecaU niverSale Rizzoli,1998 517ページ1848 (嘉永元)辛 2月 17日

トスカ- ナ大公が憲法を発布する○ M O NTA N ELu ,h dro.S おn'a d '舶佑- L 'Jb hlde/C 1'S O′由b eI7tO Ie3 1-′861.B ibliOtecaU niverSale R izzoli,1998 517ページ1848(嘉永元)年 3月 4日 サルデー二
ヤ国王の



1848 (嘉永元)年 3月 18日 ミラノにて､反オーストリア勢力の蜂起(5日間の蜂起.Le C inqLJe G ;○rnate diM ;JanO)が始まる｡23日に､ロンJくルデイア暫定政府が成立する○(同年8月6日､ミラノがオーストリアに再占領される) M O NTA NELU .Indr○.伽 ′血d'Jb h'3 - L ′Jb h'delf7I'SOq -m eJ7わ 183 1-1861.B ibliotecau niv ersale Fh zolL 1998 5

17ページ1B48 (嘉永元)辛 3月 22日 ヴェネツィアにも独立のための蜂起が勃発したあげく､暫定政府(サンマルコ共和国)が成立する○(1849年8月24日にヴェネツィアもついにオーストリアに再占領され.暫定政府が解散される｡) M O NTA N ELu ,h drO,Ston> d 'ぬ 他- L '肋univ○rSaJe Fh zOl

i.1998 517ページ1848 (嘉永元)年 3月 23日 サルデー二ヤ王国はオ- ストリア帝国に宣戦布告し､正式に第一次イタリア独立戦争が始まる○ M O NTA NELu .lndro,S tp′あd'Jb h'a - L 'Jb hJ由If71'S OJP 'm e〝お 1831-1861,BibliOtecaUniv ersal

e R izzoli.1998 517ページ1848 (嘉永元)年 4月 17日 フエ伯爵は奄ロンパルディーア国サルデー二ヤ王国公使館に勤め､同年5月5l∃から書紀官になる○1848-49年戦闘の軒､フエ伯爵はサルデー二ヤ国王の参謀本部の一員となる｡ , . . --I : , - = ●■●二一 ●-Zecca d

ellO Stat○,R○m a,1987,318ペ- ジ7848 (轟永元)年 7月 25日 サルデー二ヤ王国軍はクストーツア(c LIStOZa)にて敗戦する○ M O NTA NELu .lndrO.S to′血d'Jb h'3 - L ′ぬ血del/71-S O増血enわ ′831-1861,BibriO

tec8UnivOrSale R izzoli.1998 517ペ- ジ1848く嘉永元)辛 8月 9日 サルデーニヤ王国とオ- ストリア帝国の間で､サラスコ(Salasco)の休戦協定が締結される. M O NTA NELU ,Indro,SZm -3 d ' t̂ahb - L '̂t曲め/ 偽 orBZb7eI7わ 183 1-186

1.B ibli○tecaU niversale Fh zoLi,1998 517ページ1848 (嘉永元)辛 9月 3日 フエ伯東は第七騎兵連隊に入り､外務省に仕える. . .

. ク ー - ∫- I . ■■ニ- . こZecca de"o Stato.R om a.1987.318< - .?1848 (嘉永元)年 11月 24日 ローマ法王ピウス九世はローマから追放される. (1850年4月12日にローマに戻る○) M O NTA NELu .lndr○,馳 ′おd'hd I'3 - L 'Jb 佑delfFI'SOq

'm eJ7tO IC3 1-186 1.BibliOtecaU rliversale R izz蛾 7998 5ー8ベ- ジ1849(嘉永2)辛 2月 9日 マツツイーニ(GlluSePPe M azzinlJ),サツフイCAureliO SafFi).アルメツリ- こくC ar1○A rrTlelfini)によって､ローマ共和国が生まれるが､その寿命は極めて短く､7月3日にフランス軍によって占領される○ M O NTA N ELLu ndro,S tpI7'a d 'Jb h'3 - I.'Jtah'

de/偽 oIP 'm eI1わ 1831-1861,BibriotecaUniV erSale Fh zOli.1998 518ページ1849 (嘉永2)辛 3月 2日 フエ伯爵は二等書記官に昇進する. G RA SSl.Fabio.La ゐ M d one deNa(砂Iom az

J'a I7ad oIla/e ,ーstitLJtO Porigraf;cO eZecca dOl暮O Stato,R〇m 8,1987.3T8ページ1849(嘉永2)年 3月 23日 サルデ- 二ヤ国王カルE),アルベルト(carlo A lberto)が退位し､息子のヴイツトリオ.エマヌエーレ二世(∨批oriOErnanuel8 ⅠⅠ)が国王になる○ M O NTA NELu lndr○,S tm b

d 'Jb 飴 - L '肋delfTI'SOrp -m qnb IC31-1861,Bibli○tecaUniversale R izz○li.1998 518ページ1849(嘉永2)辛 5月 7日 マツシモ.ダゼ- リオ(M assim ○dーALZeglio)がサルデー二ヤ王国の首相となる○ M O NTA N ELJ｣.Ⅰn

dro.如 由d '肋 - L '此曲de/fTr'soJ3如TleI7わ 183 1-TeeI.B ibliOtecaU niverSz)le Fh zOli.1998 518ページ1849 (嘉永2)年 8月 28日 ヴェネツィアがオーストリアに再占領される.同時に.ミラノにて､サルデーニヤ王国とオーストリア帝国が平和条約を結ぶ○ M O NTA NELU ,

lndr○,肋 d 'Jb hi - I.'Jb /由de/fFIJsoq 'm eJ7t.P IC3 1- 1861.B ibl;OtecaUniversale R izzoli,1998 518ページ1849(嘉永2)辛 9月 17日 フエ伯k はリオ.

チ.ジヤネイE)赴任が決定される○ dld om aE/a I}aZI'OIla/Q .ZS血止O P orlgrafico eZecca dellO StatO,R om e,1987,318ページ1850(k k 3)* 1月 1日 フエ伯軌 ま在リオ.

チ.ジヤネイ口.サルデーこヤ王国公使館と領事館を兼任し始める, (1857年4月6日まで) , - I .- I . . = = . .. I - - iZecca delJO Stato,R Om a,1987.318ペ- ジ1850 (嘉永3)年 2月 ー3日 フエ伯宙はマル

タ騎士称号を拝受する○ STR A Dー0 lT T,Renata; C ERVA TIL_uk a (a curadi),βかI'nd g触 IO〝eSia Br.eec/a. G rafocrditOrE,.1996,169ページ1850 (嘉永3)辛 to月 11日 力ヴ- ル伯爵(C am 川○B enso C Onte diC avour)がサ

ルデー= ヤ王国のダゼ-リオ内閣に入る○ M O NTA N ELu ,Indro.Stm -a d 'Jh hb - L.'此曲め/fWsqI:F 'm enわ 1GBト1861.B ibli○tecaUniv8rSaーe Fh zOli,1998 518ペ- ジ1850 (嘉



lB52(嘉永5)年 11月 4日 力ヴ- ル伯爵が初めてサルデー二ヤ王国の首相となる○ M O NTANELLL h dro,S b rIa d 'b hb - I.'此曲め/fTI'S Oq lm eI7tO IC31-1861,B-IbrlOteGaunhlerSale RizzOlL 1998 5

18ページ1853(嘉永6)辛 7月 8日 (陰暦6月3日)ペリ- 提督(M atthewc albrahh P8rry.1794-1858)が浦賀に来航する｡7月17日(陰席6月12日)に江戸湾を去る. 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集

英社 1992､50ページ1853(嘉永6)辛 7月 14日 ベリー捷菅が久里浜にて､米大統領の国手及び要求書を幕府に提出する. W ,G.Beasley.Stonpa delG ;appOne m Od8m O(nuova edizi○n○)

,Einaudi.1975,72ページ1853(嘉永6)年 11月 30日 E3シア帝国がオスマン帝国船を攻撃し､クリミア戦争が勃発する○ M O NTA NELu ,Jndr○,肋 d'Jb h'3 - L 'Jhdx'de/R1-SOq Z7ne〝わ 1631-1861,8ibliOtecaun

;versale RjzzoJi,1998 356ペ- ジ1854(安政元)年 2月 ー7日 (陰暦1月16日)ペリー提督が再び江戸湾に来航する. 田

中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992､59ページ1854(安政元) 3月 31El (陰暦3月3日)ペリーが幕府と日米和親条約(神奈川条約とも)を締結した

E. 田中彰『集英社版日本の歴史@ 開国と倒幕』集英社 1992､60ページ1854(安政元)年 8月 38 フエ伯軌 ま一等書記官に昇進する○ db /o J7W ZJb naZ/One/e, ⅠS

址 止O P○lig aflC○ezecca dell○Stato.ROm a.1987.318ページ1855(安政2)辛 1月 10日 サルデー二ヤ王国もオスマン帝国.フランスとイギリスに加えて､クリミア戦争に出兵する○ M O NTANELu h dro.S tm 'a d '蜘 - L 'Jb 他del飴 onD

b enb 1831-1861.BibliotccaurLiversale RizzOli.1998 518ペ- ジ1856(変改3)年 8月 21日 (陰暦7月21El)初代駐日米国総領事タウンセンドリ リヽス(TownsendHan

iS,1804-1B78)は下田に到着する○ 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992.62ページー857(安政4)年 4月 6日 フエ伯爵rま家族の事情により､休暇をとり,帰国する. STRA D10TTT.Renata;OERVATt

Luisa (a curadi),Dxbl-nb'g如 oI}eSI'a erZ?SCIb,G raf○○dkOre.1996.169ペ- ジ1857(安政4)辛 4月 16日 オーストリア帝回とサルデーニヤ王酉の同に

存在していた外交関係が断絶される. M O NTANELU .lndrO,馳 ′由d'血他 - L′肋universab RizzOli.1998 518ページ1857(安政4)年 不明 不明 フエ伯爵の妹力ミツラ(Car71irla FeD'0 Stjanj)は､プレッシャ市長ガエタ- ノ.7 7 ツキ(Gaetano FaGChi)の兄弟ジヨパンニ(Gi○vann;)と結婚する○ STRADⅠOJ

TT L Renata;CERVATlLuisa (a curad;).D xb/nLyJB吻 oI7eSia ereSC/a.G rafo○⊂批Oro,1996,170ページ1858(安政5)辛 5月 20日 フエ伯爵は在リオ.チ.ジヤネイロ.サルデー二ヤ王国公使館に再度任するb

STRADⅠO TTl.Renata;C ERVATTLuisa (a curadi),卿 &'如 oJ7eSI'a B n?scla.G rafDe(批ore.1996.169ページ1858(安政5)辛

6月 4日 井伊直弼(1815-1860)が大老になるo BEASLEY,W Illiarn.G .,Stqrla 由′GI'BPPOneEirlaLldi.1975 86ページ1858(安政5)辛 7月 21日 サルデ- ニヤ王国首相力ヴ- ル伯界(cav○LJr)がプロンビエ- ル(PIOrnbiereS)にて､フランス皇帝ナポレオン三世(Nap○le○n lll)と会見し､フランスがイタリアと共にオ

ーストリアと戦うことを目的とした同盟密約を結ぶ○(プロンピエール協定) M O NTANELu ,lndr○,S to′由d' b̂ h'3 - L '肋univerSd e Rizz〇一i,1998 898-4

09ペ- ジ1858(安政5)年 7月 29日 日米♯好通商条約が締持される.〔安政の仮条約】 BEASLEY,W illiam .G ..蝕 ′お db/GIJa

JP O〝eEinaudi,1975 86ページ1858(安政5)年 8月 18El 日TF修好通商条約が締結される.
BEASLEY,W miam .G ,,S tm '

a de/軸 oI78Ejnaudi.1975 86ページ1858(安政5)辛 8月 19日 日露修好通商条約が締結される勺 BEASLEY,W川iam .ら.,S

torfa 由/物 oneE;naudi,1975 86ペ-ジ1858(安政5)辛 8月 23日 日英修好通商条約が締結される. BEASLEY.W

i"ib



1858 (変改5)年 r安政の大獄Jが始まり､翌1859年まで続く○米価貢英仏と修好通商条約の綿棒後に､井伊直弼が寺社運動を徹底的に辞圧した○鷹司政道 , ≡傭実某などの公家､徳川斉昭､松平慶永などの大名そして井伊に反対した幕吏までが厳しく処罰された. 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992, 1

12ページ1859 (安政6)辛 4月 28日 1 { ■■一 一 - M O NTA NELu ,lndrO,Szo′おd'ぬ仏 - I,'JTZah'め/f7I'SOq ZTTle/7b lee 1-1861.B ib-;○ttIGau niversare R izzOli,1998 518ページオースト)ア帝国カサル丁- - ヤ王国に宣戦布告する○このように､第二次イタ

リア独立戦争が勃発する○1859(安政6)年 6月 8日 第二次イ9 リア独立戦争が続き､フランス帝国軍とサルデー二ヤ王国軍がマジュンタ(M agenta)にてオーストリア軍を打ち破り.ミラノに入るo M O NT A N ELu .lndr○,伽 ′由d'Jb 偽 - L '̂Zd x'め/C1'$0め e〝tv TC31-1861.BibI;○tecau TliV 8rS

ale R izz○lL 1998 518ペ- ジ1859 (安政6)辛 6月 12日 フエ伯爵と幸､ブラジル出身のリータ.チ.ソウザ.プレーヴエス(R itade SOuza B rev8S)の間で､娘のマリア.パオリ- ナ.アントニア(M ariapaOlina A ntOnia)が生まれる. sTRADlOTl1.R enata;C ERVA TILuisa (a cur8di).D x>血d BIam OneS/'a ereS

由 ,G rafoeditOre.1996,169ページ1859(変改6)辛 7月 1日 横浜港および長崎が開港される(白米修好通商条約にて､7月4日と決定されているが､実際､開港は7月1日になった). R e latj○ns:W estem Tm age$ ○ftJl○SalTluraiduring Bakum atsu and Early M eijiJapan.inMA NES.Jefh y;YA M A Jl,HidetOshi(Ed.),-i.= p - ,I -E L. I.: = =OuJh n /

JIJbtOγ,Kobe U nivers'0 ,2004. 143…▲.1859(安政6)年 7月 8日 サルデ- ニヤ王国とオーストリア帝国の同に､ヴェロ ーナ(Verona)の近くのヴイツラフラン力(ⅥlJa斤anca)にて､休戦協定が希ばれ､オーストリア帝国がロンJくルデイア州における支配権を失った08月と9月に､第二次イタリア独立戦争の結果として､モデナ公国とパルマ公園､そしてトスカ- ナ大公国および教皇領の一部がサルデー二ヤ王国に併合される○ M O NTA NELU ,Jndr○,蝕 ぬ

d '加地 - L '肋universare R izzolj,7998 428- 440ペ-ジ1859(安政6)辛 7月 9日 在リオ.チ.ジヤネイ口公使館が廃止されるため､フエ伯爵は再び帰国し.体椴になる○ STRADlO TTL Fb nata;C ERVA TlLuisa (a curadi),D x

bJ'I7tI'如 o〝esI'a erDSCIa . G rafOe(批Or8.1996.169ペ- ジ1859(安政6)辛 7月 12 E3 力ヴ-ル伯 爵が首相として辞任する. M O NTA N ELLL ーndro,38on'a d '血na - L 'Jb h'くね′用

如め eIltO 1831-1861,BiblioteGau niverSale Fb zoli.1998 518ペ- ジ1859(安政6)年 8月 25日 午前に､新しく開港された横浜にて､二人のロシア人船員が浪人によって A U SLlN.M ichae一, Terr○riSrrland T rB8ty P O rtFh latjonS:W eStem Ⅰm ages ofthe Sam uraidurh g Bakum atsu and Early M eiiiJapan.inHA N ES.Jefh y;YA M A JJ.H lldetOsh'I(EdJ,Im age arld M er1如 ′おdl
hlkh7g JapeneSeC uh urz1/FIX-3ね′γ,Kob

○Universky, 2 004, 143- 166ペ ー ジ切り殺される○この事件で.外国人基地が開かれることになる○1860 (万延元)辛 一月 1日 新潟港が開港されるC 日米修好通商条約の英帯版はA U SLlN ,M ichaelFt.伽 地軸 ー●伽 ImJ78′由曲m -T-71e unequaI TrpaぬJ and ZJ18 0u

kurt>ofJapaneSe D Xbb m aq ′,H arvard U niverskypress,2004, 214-221ペ- ジ に載っている.ー860 (万延元)年 1月 2一日 力ヴ- ル伯爵が改めてサルデーニヤ王国の首相となる｡ M O NTA NELU ,ⅠndTO.S torla d 'M an

3 - I.′Jhdx'de/J 7I'SOq 'm eI7tP Ie37-1861,BibliOtecaLuniversale Fh zoli,1998 519ペ- ジ1860 (万延元)年 2月 13日 (陰暦1月22E3)最初の日本遺米俵好く新見使節)が､ 日米修好通商条約批准書交換のために､横浜を出発し､アメlJ力を坊間し､世界一周をする.ホノルルをはじめ､サンフランシスコ.パナマ.ワシントン.ボルチモア.フィラデルフィア.ニューヨークに 田中

彰『集英社版El本の歴史@ 開国と倒幕』集英社 1992､223ページ､また､鳥佐竹猛『幕末遣外債節物語 夷秋の貢へ』講故社学術文庫 1989､10-161ページを参照○赴き､帰りに口アンダ.喜望峰南方を通過し､′くタピアや香港経由で1860年11月9日(陰暦9月27日)に帰国す

る○利用された船はアメlJ力軍艦パウハタン(Pow hatan)号である.人数:77人.正使:新見豊前守正典.警護船(乗船者:96名)に福沢袖吉や中浜万次郎も乗船○1860 (万延元)年 2月 下旬 横浜にて､オランダ人が二人切り殺される○ A U SU N.M ichad . T○rrDrISrrland T r○aty PortFb Jations:W BStern lm ageS Ofthe Sam uraiduring Bakum atSu and Early M eijiJapan.inMA N ES.JcfR,8y;YA M AJl,Hi一t)t
○shi



1860 (万延元)辛 3月 24日 (陰暦3月3日)r桜田門外の変Jが発生する○水戸藩士17名､そして薩摩藩士1名は､ 1858-59年にいわゆる｢安政の大獄Jを実行させた井伊在朝を桜EE]門付近で暗殺する. 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992､ 1

17ページ1860 (万延元)年 4月 22日 プロンピエール協定通り､サルデーニヤ王国領土であったニッツア(N izza -N ice)およびサヴオイア(S BV由 一Savoy)はフランスに割醸される○ M O N TA N ELu .lndro.Ston-a d 'Jb /由一L.'hahbdeIR I'SOJgZb enLv 183 1- TOe /.B ibliotecaU niveTSale Fh zOl

i,1998 519ページ1860 (万延元) 5月 5日 ジユゼツペ.ガリパルデイ(G iuseppeG aribaldi.1807- 1882)が､いわゆるr手入隊｣を率い､北西イタリア.ジエノヴァ(G enOva)付近のクアルト(Q uarto)港をシチリアに向かって出港する｡ M O N T A N ELU ,Ⅰndr○.SzD′由d 'Jb hi - L '血/iくね/偽 oq 'm e〝to lB3 1- 186 1,8 ibliote caU niv8rSale R izzoli

.1998 450-465,519ペ- ジ1860 (万延元)辛 5月 ー0日 ガリパルデイと千人隊がシチリア島西部にあるマルサ- ラ(M arsala)に上陸する○ M O N TA N ELu lndro.Ston'a d 'Jb /i - I.'̂ta/也de//}Is吻 enお TC31- 1861,B ibli○tecaU niVersale

R izzoli.1998 450-465,519ページ1860 (万態元)辛 5月 15日 ガリパルデイと千人隊がシチリア島の力ラタフィーミ(C alataflm i)にて両シチリア王国軍を打ち破る○ M O NT A N ELu ,Ⅰndr○,Szv′おd'Jhahi - I.'飴由一お/偽 org;m enわ 1831-1861,B ;bl;otecaU

niversalO R izzolH 998 450 .465,519ページ1860 (万延元)年 8月 20日 ガリ′くルデイ連がメツシーナ海峡(stretto diM ess;na)を渡り､カラブリア(c aI8bria)に入る○ M O N T A N ELU J ndrP.Su n-3 d '此曲 - L '̂ta/伝de /偽 物 eI7わ 183/- 186 1.8 ibljO

tecaU niversale Fh zOli.1998 450 -465.5ー9ページ1860 (万延元)年 9月 7日 ガリパルデイと千人隊が両シチリア王国の主要都市ナポリ(NapOl;)に入る｡ M O NT A N ELu .lndrO.馳 ′ねd'Jh
hb - L 'Jb h'U nh /crrsale R ;zzoI;.1998 450 -465

,519ページ1860 (万延元)辛 9月 18日 サルデーニヤ王国軍がイタリア中部アンコーナ(A ncona)周辺にあるカステルフイダルド(c asterFidardO)にて､敦皇軍を打ち破る○ de/J71-SOJgX7neI7tO I

e3 1- 186 1.B iblj○tecaU niversale R izz○li,1998 450 -465.519ページ1860 (万延元)辛 10月 1日 ガリパルデイと千人隊が甫イタリア､ヴオルトウルノ(V Ortum ○)川にて､両シ M O NTA N
ELu ,Jndr○,SLo′由d'肋 - I.'Jb h'U n

hlBrSale R izzoI;.1998 450 -465.519ページテリア国王7 7 ンチェスコ二世の軍を打ち破る○1860 (万延元)辛 10月 25日 同年春と夏にかけての間､r千人隊｣を率いて南イタlJアを占領したガIJJくルデイ(G ;us叩Pe G aribardi,1807J 1882)は､ナポリ北方に位置しているテア- ノ(TeanO)において､軍を南下させたサルデーニヤ国王ヴイツトリオ.エマヌエーレ二世(vkb rIO Em anuele n)に会見し､ 自分の全権を塩み､イタリア南部を国王に献上した. M O N TA N

ELJJ ,lndro,St○ria d' Itaria - L '(taliadeFR i$Orgim E,nt

O 1831-1861.B tbliotecaジ､クリストファー.ダガン著､河野幸訳『イタリアの歴史』潮土社 2005､ 188ペ- ジ186

0 (万延元)年 1一月 9日 新見豊前守の達米使節が日本に帰国する. 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992 .223ページ1861(文久元)辛 1月 15日 深夜､載日米国公使館で書記官として勤めるヘンリー.ヒユースケン(H enry H eusken,1832- 1861)は､江戸にて切り殺されるOこの事件は外交官らの治安に対する心配をかき立てる効果があった. A U S U N ,M ichael, T errorism and T reaty P○rtR eratJb n S :W t,stem lm ages of the S am uraidLJring B akurTlatSu and EaHy M t赫 Japan,inH A N ES .Jefh.ey;YA M A Jf.H id○to

shi(Ed.),Im aBD u Td肋 〝触 RedII'nkI'ng JapaITeSa肋 /fII'9わry .KObe U niveTS-rty.2004. 143- 166ページ1861(文久元)辛 2月 ー8日

｢サルデーニヤ王国第八次国会Jが召集され､サルデーこヤ王座の悪法､行政.関税制度､商業協約がイタリア全国に適用さ れることになった. La terZa,2000,65ペ- ジ1861(文久元)辛 2月 28日 フエ伯串は奄ペルシャ
公使虎における一等書記官の任命が決定さる. ST RA DⅠ0lT L Fh nata;C ER V ATlLuisa (a cura. , , ---.,.= = = = = = .edko

re,1996,169ペ- ジ1861(文久元)辛 3月



1861(文久元)年 6月 6日 サルデ- ニヤ王国､そして生まれたてのイタリア王国の首相力ヴ- ル伯東が急死する｡ M O NTANELu lndrO.Stpr由 d'Jb /Ia - L '此曲Rizz○Li,2002,3

24ペ- ジ1861(文久元)辛 6月 12日 ぺツティ- ノ.リ力ソリ(Betth o FrlCaS○Ii)那,力ヴ- ル伯爵の後任者として､イタリア国王の首相となる. Laterza.2000,77ぺ- ジ､M O NTA NELu ,h drO,Storia d' ltaぬ - LTltalia d○inotabili

2002,324ページ1861(文久元)辛 7月 5日 (陰暦5月28El)第一次東禅寺事件が発生する.水戸藩出身の浪人(少なくとも14人)が馬主日イギlJス公使館 A USLlN.M ichael,TerTOriSm and Treaty PortR由tions:W eStem 一m ages ○fthe SaTnLJraidur;ng Bakum atSu and EaHy M〇日iJapan.inHANES,Jeffrey;YAM AJl,HidetOshi(Ed.),b77iZge and M eI7tjbc R eth血舶甘 JapaI705eO u血〟甘/I/Jbb ′γ,K○be UnhlerS
i吋.2004, 143- 166ページ(東禅寺)を襲撃する○イギリス公使だったラザフォード.オールコック(Rut

herfw d AlcOck)は無事だったo1861(文久元) 不明 不明 最初のイタリア人茸卵商人が日本を妨れる○ Giapp○ne

(186ト1880),Cr8UP,2006 48ページ1861(文久元)辛 11月 18日 フエ伯爵は在パリ公使館に赴任する. dxb Io′7浪曲 I7aLZY'OJ78/a,JSdtut○POrigrafiG

O ezecca de"o Stato,Rom a,1987.318ページ1861(文久元)年 12月 22日 フエ伯爵は聖マウlJツイオとラツザElの騎士勲位(Caval;ereLazzar○)を拝受する｡ sTRADl0-rT1,R8nata;C ERVATILuisa (a curadlI).妙 LiB

如 JQI7eSja B n scla.G rafoeditore,1996,169ページ1862(文久2)辛 1月 21日 (陳腐文久元年12月22日)竹内遣欧使肝が新潟.江戸.大坂.兵庫の開港の延期を求め､集約締結国と事故判を行う目的で品川を出て.ヨーロッパに赴く○訪問した国はフラン 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992.2

24ペ- ジを参照○また､Im p erxbh'sm - 771e une叩 / Tread e s and LJleスイギリス.オフンダ.フロンア.ロシア.ポルトガルである.その錯果､いわゆる｢ロンドン覚書｣で､4都市の開港が1868年1月1日に延期されることになる.総勢は38人に及び､正使は竹内下野守保徳である. OuhzJn O fJapaneSe D xpb m acy,Hzlrv arduniVerSity Press.2004､82-88ページ､尾佐竹猛『幕末

道外使節物語 東映の国へ』読破社学術文庫 1989､ 164-204ページにも詳しい報が含まれている.1882(文久2)辛 2月 13日 坂下門外の変が先生｡井伊直弼の後任者.老中安藤借正が水
戸藩などの浪人に襲撃される. (m pen'd I-Sm - 771e unequa/ Treab'es aI7d dle

O uhyye Q f J apanese D b>b m aGy,Harv arduniversky PreSs.2004､83ペ- ジ1862(文久2)辛 3月 不明 ラツタツツイ(UrbartO Rattazzi,1808-1873)がイタリア王国の首相と

なる○ de/J70tabuI'1861-1900,BiblioteGa U niVerSaJeFh z○lL 2002,324ページ1862(文久2)年 3月 30日 フエ伯爵は代理公使として､改めてブラジル赴任が決定される. d

わb m a21a n w J'OJ73/C.ーS1先LJtO P○Jigrafic○ezecca dello Stat○.R○rna,1987.318ベ- ジ1862(文久2)年 6月 6E3 竹内使節は｢ロ

ンドン覚書Jの調印で､4都市朋港の延期(1868年1月1日)に成功する○ 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992､224ページを参照.1862(文久2)辛 8月 26日 (陰暦5月28日)兼二次乗禅寺事件が発生する○薫一次東禅寺事件から陰暦で数えると､ちようピー年後にイギリス公使館は再び井草を受ける.今回､公使館に駐在していたイギリス人兵士二人が斬殺された.襲撃者伊藤軍兵衛が事件直後に切放した. A USU N.M ichael,Terrorism and T reaty Portdurh g Bakum atsu and Early M赫 Japan.inHANES.JefR.ey;YA M AJL,Hi由t○Shi(

Ed.).h77age aJ7d u erI赦 免 di血kh zg JapeneseCTuJh rz7lIII'Sおり′,KObe Universky.2004. 143- 166ページ1862(文久2)辛 8jI 29日 ∩- マをイタリア王国に返還させるために､ガリ′くルデイが遠征するが､甫イタリアのカラブリア(Calabria)州アスプp モンテGAsprom Onte)LIJl=てイタリア王南軍に阻止される○ M O N

TANEU J,lndr○,S to′血d'h ana - L 'Jb nadeiI70tabm'1861-19cc,Biblioteca UnivBrSareRiZZ○Ii.2002. 324ページ1862(文久2)辛 9月 14日 (陰暦8月21日)生麦事件が発生する.薩摩藩主の父島津久光の行列が生麦にさしかかった時､イギリス人4人が騎馬のまま行列の前を通過しようとしたことに境慨し､従士が刀を鞘から抜き､一連を襲いかかった○C .L IJチヤードソン(CharlesLennox Richards○n)が切り殺され.残りの三人が重傷を追うことになった○この事件は薩英戦争のきっかけとなる. AUSU NtM ichad ,TerrOrisr71and Treaty PortR8latJtOnS:W estem h ages ○fthe Sam uraidurlpng Bakum a

tsu and Earl



1862 (文久2)年 12月 1日 ラツタツツイがアスプロモンテ事件で首相を辞め､ その後准看はフアリ- ニ(LuigiC ar10 Fanpni.1812-1866)となる. deI'J70LabiII'IC61-1900.BibJiOteca U nh /erSaleR izz○ri,2002, 3

24ペ- ジ1862 (文久2)年 12月 8日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタはイタlJア外務省の総務部長となる○ GRA SSⅠ.FabiO.L g b m hFZIqI7e ゐNa嘩JIoIW ZJb I7aZionale.lS t九uto Poligrafic○○zecca de"○Stat○.R om a

,1987,751ペ-ジ1883 (文久3)辛 1月 22日 フエ伯爵はペルシャの太陽と獅子の称号を拝受する. ST RA DⅠO TTL R enata;C ER VATILuisa (a curadi),D xbI'nLy'如 oI7eSI'a B n s由 . G rafo

edkor○.1996.170ペ- ジ1863(文久3)辛 1月 28日 (陰暦文久2年12月9日)竹内使節は晶lIlに入港し､帰国する. 田中彰『集英社版日本の歴史⑯

開Elと倒幕』集英社 1992.224ページを参照｡1863 (文久3)年 3月 19日 聖マウリツイオとラツザljの上級騎士勲位(c ava li8re UfFicialeLazzaro)を拝受する. ST RA DIO TTI.R enata:C ERVA TTLJuisa (8 Curadi).D xblrlLy'g吻 oI7e SI'a LF

rescI'D,G rafoeditOre.1996.170ペ- ジ1863 (文久3)年 3月 24日 フアリーニ首相が脳の病気で辞退し,その後継者はミンゲツティ(M arcoM inghettj. 1818-1886)となる｡同時に､外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタは一国目イタリア外務大臣(1863年3月24日-1864年9月27日)となる. M O NTA NELu lndrO,S tD
′由dv肋 - I/肋R izzoli 2002 324ページ G RA SSーFabiO La危m 7aD 'Orre deup (物血m azf> ′血 IP ,Tsth LtOP o ligra

fico e Zecca dellO Stato.R orna,1987,751J<- .}1863 (文久3)辛 6月 3日 フエ伯爵はブラジルの青春高官勲章を拝受する. STRAD l0 lT t,Renata;C ERVA ll L u ;sa (a curadi),卿 d

o 'ajrPOIleSI'a CrescI-a.G rafo8ditOre,1996.170ページ1863 (文久3)辛 8月 15日

r薩英戦争Jが勃発する○ 日中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992､ 134ページ1864 (元治元)年 1月 18日 フエ伯爵はブラジルで弁理公使に昇進する○ STR A DⅠO T q Renata;C ERV ATI

Luisa (a curadi),D XbI'nb'如 oI78SI'a Bn s由 , G rafoedね〉re.1996.ー70ペ- ジ1864 (元治元)辛 2月 26日 (陰暦文久8年ー2月29日)池田遣仏使節が､横浜の鏡溝を求め.横浜を出発する.スエズ経由でマルセイユに到 着し､そこからパリへ赴く.横浜の閉鎖を断念され､この便漆の派遣は結局､ 目的を達せずに失敗に終わった.一行の総勢は35人に及ぶ.正使は池田筑後守長発.岩倉使節団にも 参加する田辺太一も- 行に行す る o 田中彰『集英社版日本の歴史⑱ 開国と倒幕』集英社 1992､224ペ- ジを参照.また､lm pe′由Hsm - 771e uy78quaI TrpaLt'eS a〝d dleCukur8 0f JaLhm eSe D b b m aGy .H an伯rdU nivers軸 Press.2004､ 1

05-108ペ-ジ ､尾佐竹猛『幕末遣外使節物語 夷秋の国へ』講執社学術文庫 1989､ 205-240ページにも詳しい情報が含まれている○1864 (元治元)年 4月 不明 駐日フランス公使l)ツシユ(L60nRo¢h○S,ー809- 19

01)が着任する○ EEl申彰『開国と倒幕』(児玉幸多､地籍『集英社版日本の歴史』第⑬巻)､集英社､ 1992､314-315,330J<-.}1864 (元治元)辛 5月 28日 フエ伯串はサルツツオ(SaluzzO)餐騎兵隊(Reggim crnt○C avalleggeri)
の少佐となる｡ 坤 b m azxb IZaZI'OI78/Q,Isth P○ligrafic○ezecca de打o Stato,ROrna.1987,31

9ページ1864(元治元)辛 8月 20日 池EEl達仏使帝は
下関通航の安全を保 田中彰『集英社版白木の歴史⑩ 開国と倒幕』集英社 1992,224ページを参照｡陣するrパリ条約｣を締鎗するが.それで横浜港の開放

は温められない.1864 (元治元)辛 8月 19日 池EZl遣仏使節は横浜に到着し､帰国する○ 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992､2

24ペ- ジを参照.1864 (元治元)年 8月 25日 池田達仏使節が締結したrパリ条約｣は幕府に破棄される. 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992､224ページを参照○1864(元治元)辛 9月 21日

21日と22 8 にかけて､トリノにてイタリア王国の首都をトリノからフィレンツェへの移動に反対するデモが発生する. M O NTA N ELLL.h dro.S tw b d'Jb hb - L 'Jb /bFh zOlL 2002, 324ページ1864(元治元)辛 9月 27日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタはイタ

リア外務大臣の- 回目の任務(1863年3月24日-1864年9月27日)を辞聴する○ dわ/onlaZ/a Ilad oI73/Q.k tjtuto PoligraficO eZecca d8flO Stato.R Om a,1987,751ぺ-ジ1864 (元治元)辛 11月 20日 ボールドウイン.Jく-ド殺青事件が発生する,鎌倉を肋間していた二人のイギリス人ボールドウイン少佐(M司jOrGe○rge Baldwin)とバード少尉(Li○ut.Rob8rtB'lrd)が無惨に切り殺される.襲筆者のリーダ- 清水清次が幕府によって拘束され､公共の規にて処 刑された_ A US u N.M icha○L TerTOrism and T reaty Portduring Bakum atsu a

nd Ea



18t54(元治元) 12月 20日 外交官フランチェスコ.プル一二(Francesc○Bruni)はナポリ大学法学部を卒業○ (勿血′一拍ヱ由nazJ'OJ7ale.ⅠS仇LJt○P○rlgrafIC○ezecca de"o Stato.R or71a,1987,1

12ペ- ジー865(慶応元) 9月 8日 この日の 横浜で刊行された英字新珊『Japan Tim es』によれば､軍卵の輸出を禁 じるr蚕種輸出蕪止令Jという法令が 解除されたことがわかる. ZA NIER.C laudiO.SEM AⅠ- S8taiOlH talianiinG iappon○(1861-1880).C feup

.2006､65ペ-ジ1865(慶応元)辛 10月 3日 日伊修好通商条約を緯線する任務を帯びた特命全権大使ヴイツトリオ.アルミニヨン海軍中佐(Vktori○A rTTliqjon)はパリへ赴き､芝田日向守と会見する｡ A FM ⅠNJO N.Vitt○ri○,IIG iappone 8 ilviaggi○de"a c○rv Btta M agentzl.G en○va.R.LsOrdom

uti,1869､205-206ペ- ジ1866(慶応2)辛 2月 2日 特命全権大使アルミニ∃ンを乗せたrマジエンタ号｣が日本に向かって､ウルグアイ.モンテビデオを出航する○ A R M lNJO N.V批orio,llG iapp○ne e " via

ggiOs ord〇m utJ.1869､209ページ1866(慶応2)辛 2月 28日 フエ伯爵の妻リタ.チ.ソウザ,プレヴエス(R ka D e Souza Breves)がリオ.チ.ジヤネイロで死亡する○ A SD M A E,Serie tPerSOnale.b.172 (E-J).Fasc,Fe DtO stjani,C .te A Lessa

ndro,1866年3月7日,外務大臣ラ.マルモラ将軍宛の手簡.ー866(慶応2)年 3月 7日 フエ伯爵は外務大臣ラ.マルモラ将辛(A rFonsO La M arm Ora)に書簡を 坂本竜馬の仲介で 薩長寿の指導 A SD M A E,Serie lPerSOnale,b,172 (E-J),FasG.Fe DTO stJpani,C ,te A IessandrO,1866年3月7日､フエ伯爵より外務大臣ラ.マルモラ将軍宛の書簡.薩長盟約については､

田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992､261ペ ージを参廉○送り､そこで妻の死亡とそれに関わる事情(健康上の

理由など)の力め､休暇を求める. 者西坤隆盛と種小五郎は京都で薩長盟約を結ぶ○1866(慶応2)辛 3月 18 El 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタは特命全権公使となり.コンスタンチノープル (C Onstanth ople)に派遣される○ (壕血 IW Eb I7aZ/OY}ale,k tjtu

tO POligr'afic○○zecca de"○Stato.R Or71a.1987,751ページ1866(慶応2)辛 4月 8日 イタリア首相兼外務大臣ラ.マルモラ(A一向nsO La M arm Ora)は､フランスの仲介で､ビスマルク宰相と対オーストリア同鱒をiE ぷ 〈 M O NTA NELu lndrO,S tm'a d'Jb hb - L 'Jb uadeI'J70由血m'

1861-1900.B ib riot8Ca UniversaleR izzol;.2002. 74-82.324ページ1866(慶応2)辛 4月 19 E3 フエ伯弟は聖マウリツイオとラツザロのコンメンダトーレ勲位(C om m 8ndatOre d8ll'O rdTrn一∋d○isantiM aLJriziO e Lazzar○)を拝受する. STR A DⅠO TTt,Renata;

C ERVA 'n Luisa (a curad;),卿 が8吻 oI7eS/a Bn s由 .G rafoed托Ore,1996,170ページ1866 (慶応2)年 6月 20日 ヴェネツィアを取り戻すために､イタリアが書換載争に参戦する0第三次イタリア

独立戦争が始まる｡ M O NrrA N ELu ,lndrO,Stor由d 'Ib h'3 - L 'Jb naRizz蛾 2002. 74-82,324ページ1866(慶応2)辛 6月 24日 イ5 リア軍を率いるう.マルモラ(A rfon$○La M arm Ora)将軍はクストザ(c ustoza)でオースト

リア軍に撃退される. deiI7○由血m'186/-1900.8 ib riO teca UniverSaleR izzo日.2002. 74-B2,324ページ1868(慶応2)年 6月 28日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタは二回目イダノア外務大臣(1886年6月28 E5-1867年

4月10日)となる｡ dx>/om aEb nazJ'OPla/Q.lS titut○PoligraRcO eZecca de"O StatO,R om a.1987,751ページ1866(慶応2)辛 7月 3日 プロイセン軍を率いるモルトケ(Her,rTlUthC arlG raf vOn M Oltke)元帥はサドワ(s

adow a)で､オ- ストリア軍に圧勝する○ de/'〝0由buI'/861-1900.BibJiOteca UniversaleRizz○li.2002, 74-82,324ページ1866(慶応2)年 7月 5日 イタリア使節を乗せたコルヴエツト艦｢マジエンタ号｣は江戸湾に到着する○
A RM lN JO N,V触On'○,llG iapp○ne e ilviaggi○d○lla corv8tta M ag○nta,G enOva.R_

Lsordom utJp,1869､218-225ページ1866(慶応2)年 7月 20日 イタリア海軍はリツサ(u ssa)で敗戦する. R izzoli.2002. 74-82,324ペ- ジ1866 (慶応2)年 7月 21日
ガl)′くルデイが率いる軍はベツゼツ力(Bezzecca)でオ- ストl)ア軍を撃退する. M O NTA NELu ーndrO,StDn'a d'Ib h'3 - L '血IbR izzOli.2002, 74-82,324ページ

1866 (慶応2)年 8月 12日 昔填戦争を終結させるコルモン(cOrTTlOnS)休戦協定が積ばれる○ヴェネツィア､そしてヴエーネト州はイタリアに返遺される. Rizzoli.2002

. 74-82.324ページ1866 (慶応2)年 8月 25日 日伊修好通商条約が締結される○ A FW lNJO N.V拙On'O.llG iappone e ilvia
ggl○



1866(慶応2)年 9月 28日 (陰暦8月20日)幕府は第15代将軍として徳川慶喜の着任を宣言する. 田中彰『集英社版8 本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992､2

66ページ1867(慶応3)年 1月 1日 El伊修好通商条約が定めるE3伊国交開始日. 外務省記録局『締盟各国条約重美』第- 編188

4.1889 487ページ1867(慶応3)辛 1月 27日 フエ伯爵は二等特命全権公使に昇進する｡ 一砕血m az/a ′ほZIb/73/C.fstituto P○ligraflco ezecca delt○Sta

to.Rom a.1987.318ペ- ジ1867(慶応3)辛 1月 30日 (陰暦慶応2年12月25日)孝明天皇は急死する｡ 田中彰『集英社版日

本の歴史⑬ 鼎圏と倒幕』集英社 1992,295ページ1867 (慶応3)年 2月 13日 明治天皇(睡仁)の継承儀式が行われる. KEEN E.D onald,Em perw ofJapaI

7.,M CgI'aI7dp ress,2002.81ペ- ジを参照o1867(慶応3)年 2月 ー5日 徳川昭武遣仏使節が､将軍徳川慶喜の名代としてパリ万博の参列と載隻.そして締盟各国の坊間を目的として.フランス.スイス.オランダ.ベ)ギー.イタリアそしてイギリスに赴く○イタリアのトリノ.ミラノウイレンツ工. 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992､225ページを参照.また､- 行のイタリア新聞に関しては､岩倉拘子r岩倉使節EZlと維新前後の日本使節 - イ9 IJア訪問をめぐって- ｣､米欧回覧の会

編『岩倉使節団の再発見』､思文閣出版､2001､52-66ページ が興味深い○リヴオルノ(U Vom O)をも訪問する.田辺太一.洗浄栄一も参加し､一行の飴勢は30人に及ぶ○一行がヨーロッパに滞

在している間に､幕府が崩壊する.(一行は翌1868年12月16日に帰国する.)1887(慶応3)辛 4月 1日 パリ万国轄集会の開会式が行われる○日本は初めて博覧会に参加し.幕府.薩摩藩.佐賀藩が

出品する○ EEl中彰『集英社版日本の歴史⑳ 開国と倒幕』集英社 1992､225ページを参照○1867 (慶応3)年 4月 10日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタはイタリア外務大臣の二回
目の任務 . . , I -- : , , = . -. = - . =zecca de"o Stat

○,Rom a,1987.751ペ- ジ(1866年6月28 E1-1867年4月10日)を辞職する○1867(慶応3)辛 4月 13日 初代柾目.清イ9 リア公使の任命を受けたウイットリオ .サリ工.ド.ラ.トウール(V拙○riO Sarli8r d○L8 Tour)は､書紀官マルコ.アレ-ゼ(Marc○A r○se Lud ni.1840-1893)と共に.エジプト北部のアレクサンドリアを4月24日､または28日(実際は25日になる)に出発し､上海､そして横浜へ赴くと､外務大臣宛の手簡にて､報告する○ A SD M A E.Serie M O s catJ'V L b.1288,1867年4月13日､ド.ラ

.トウール伯爵(c Onte De laTour)より､イタlJア外務大臣宛の暮衝.(serle POl批 a N○.1,No.2).1867(慶応3)年 6月 5日 初代赴日イタリア公使ド.ラ.トウ- ルは､書紀官アレ- ゼと共に.上海に到着するが､直接に横浜へ赴く○ A SD M A E.S8ri8 M OscatjV l.b.1288,186

7年6月5日､ド.ラ,トウール伯爵(c Ont○D O laT○ur)より､イタリア外務大臣宛の書簡.(serie P Olhjca N○.3).1867(慶応3)年 6月 9日 初代蛮Elイタリア公使ド.ラ.トウールは､書記官アレ- ゼと共に､横浜に到着し､在日イタリア人たちに歓迎される｡ A SD M A E,SericrM○scatiV l.b.12

88.1867年6月12日.ド.ラ.トウール伯爵(c Onte D e raTour)より､イタリア外務大臣宛の書簡○(Serie P ○l'd ca N O.4).1867(慶応3)年 6月 21日 リオ.チ.ジヤネイ口で.フエ伯爵の娘マリア.パオリーナ.アントニア(M aria PaOlina A nt○nia)は再び母方の祖父.祖母によって長寿拐される｡ A SD M A E.Serie lPerso

nzlle.b.172 (E-J).Fasc.Fe D 'O s也n;.C .te A lesSandrO.1867年6月23日､フエ伯爵より､デイ.力ンペツ口理事官宛の書簡O1867(慶応3)年 8月 8日 イタリア公使館.領事矧 =よる種紙押印制度が初めて導入される(この制度は1871

年に廃止される)｡ A C S ,M A lC .D ip.G en.A q ,.llv8rSりb.1531867 年7月30日､裟Elイタリア領事ロぺツキよりイタリア人軍卵商人宛の回状(未刊)1867 (慶応3)

辛 11月 〇日 (陰暦10月14日)徳川慶喜がr大政奉還｣を朝廷に申し出､翌日に朝廷はそれを許可する○ 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 開国と倒幕』集英社 1992.298ページ1868 (明治元)辛 1月 1日 (陰暦慶応3年12月7日)大坂と兵庫が開港される｡ A U Su N.M ichael, T t)rrOrism and T reaty PortdLJn'ng BakurTlatSu and Early M e-diJapan.iJlMA N ES.J8fh.ey;YA M A J

J,H idetoShi(Ed.).Im aCP and M qJ7秒 fTeLJII'JZk/yzg JapaJleSeOuhzJrZrlfII'StOり′.I(Obe Univers和,2004. 143- 166ページ1868 (明治元)辛 1月 3日 (陰暦慶応3年12月9日)封書派はr王政復古Jク- TJ タ- を行う｡海舟.芸州やその他の藩で雷門を固め. 田中彰『集英社版日本の歴史⑬ 開国と倒幕』集英社 1992,318ペ
ージ.公使.領事に関しては.A SD M A E,Serie M OScatjⅥ,b,12B8.1868年1月5 Er､駐日イダ)ア公使ド.ラ.トウー

ル伯爵



1868 (明治元) 1月 27日 京都の鳥羽.伏見にて元将軍徳川慶喜の歩兵が薩摩.長州軍と交載し始める.この戦いによって.いわゆる｢戊辰戦争Jが始まる○ 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治姓斬』集英社 1992､ 16-

36ページ1868(明治元)辛 1月 29El ド.ラ.トウール伯爵やロベツキは､他の外交官らと共に大坂を放れ 天保 A SD M A E.Sen'e M OscatiV L b.1288,1868年2月7日､駐日イタリア公使ド.ラ.トウール伯蘇り､イタリア外務省宛の暮鮪○(sen'e politi
caN.21)(未刊)

山に逃走する.1868 (明治元)辛 2月 2日 ド.ラ.トウール伯爵とljベツキは兵庫に到着する｡ A SD M A E.S8rie M ○scatJ-VL b.1288,1868年2月7日､駐日イタリア公使ドう .トウール伯爵LJ､イタリア外務省宛の書簡○(sEI

rie PolhjcaN.21)(未刊)1868 (明治元) 2月 4日 (陰暦慶応4年1月11日)神戸事件が発生する.新しく開港された兵庫港(神戸)にて､備前藩兵の行列が三宮神社の前を通りかかる時､外国人水兵に横切られたことが原田で､備前藩兵の先兵であった瀧幸三郎が発砲を命令し､水兵一人は重傷を負うことになる.瀧幸三郎が明治政府によって拘束され､およそ一カ月後 に切腹をする○ Relatj○nS:W estem 一m ages Ofth8 Sam uraiduring Bakum atsu and Early M eUiJapan.mHA N ES.J○fh .ey;YA M A Jl,H id○toShi(Ed.).Im age and肋 妙 fねd1物 JapaI7eSeOuJb rzP/I/I'Sb ry,KObe U niversity,2004, 143- 166ページを参府○また､神戸事件に関しては､内山正熊『神戸事件 明

治外交の出発点』中公新書 1983 という一冊が詳しい.1868 (明治元)年 2月 8日 東久世勅使は､外交団に天皇を中心とする新政府の樹立を報告する主音書を提出する.

内山正娘『神戸事件 明治外交の出発点』中公新書 1983､66ページ1868(明治元)年 3月 2日 神戸事件の際に外国人水兵に対する発砲を命じた備前藩士瀧善三郎は､公共の場(淑福寺)r=て､諸国外交官らの目の前に切腹をする｡駐日イタリア公使館の書記官ピエトl) .サヴイオも切放を目撃したとみられる.

内山正熊『神戸事件 明治外交の出発点』中公新書 ー983､ 156-157ペ- ジ1868 (明治元)辛 3月 8日 堺事件が発生する.フランス軍艦｢デウプレJ号の乗細長11人が土佐藩の士族に殺されるo

佐々木克『志士と官僚 明治をr創業｣した人々』講故社学術文庫 2000､ 162-163ページ1868 (明治元)年 3月 23日 駐日代理公使パークス(H arTy Sm ithparb S,1828-1885)が京蔀市内で二人の暴徒に集

われる. 佐々木克『志士と官僚 明治をr創業｣した人々』E*故社学術文庫 2000. 163-165ページ1868(明治元)年 4月 6日 (陰暦3月14日)新政府の方

針を表したr五箇条の御誓文｣が発表される. 中村哲『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､ 52-53ページ186

8 (明治元)辛 5月 3日 江戸城は無血で開城される○ 中村菅『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､22ページ1868 (明治元)辛 6月 17日 (陰暦閏4月21E])明治国家の政治体制

を体系化する｢政体手Jが発布され､これによって｢太政官｣が成立す局. 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､55-58ページ

1868 (明治元)辛 9月 3日 天皇の盲引こよって､江戸を東

京に改称されるb W Q B○a sl○y Stm 'a dC/OiaJP One J770由m o(nuo柑 e血 I7e).Einaudi.1975.138ページ1868 (明治元)辛 to月 30日 書紀官アレ- ゼが帰国する. A SD M A E.Sen'e lL
,C onsolatl',faSc.Y-1.Yokoham a､ 1868年11月7日､ドう .トウ- ル伯爵より.外務省メナ

ブレア宛の書簡.AfFar‖ngenere,N.28 (未刊)1868 (明治元

)年 11月 明治天皇は東京に幸行する. W G B eaSIey S tz}rb 血/軸 o〝e m odem o(nw L(a edxilorTe).Einaud日 975,138ページ1868 (明治元)辛 11月 上旬 公使は､ピエトロ.サヴイオ(P ietrOSavl'0.1838-1904)を代理書紀官として雇用する(2ケ月間のみ)○
A SD M A E.S8de ll.C onsOratJ'.fasc.Y-1,YOkOham a､ 1868年11月7日､ド.ラ.トウール伯爵より.外務省メナブレア宛の手

簡○Affariing○ner○.N.28(未刊)1868 (明治元)辛 12月 16日 徳川秋武遣仏使節が横浜に帰国する○ 田中彰『集英社版日本の歴史⑯ 願国と倒幕』集英社 1992､225ページを参照○1868(明治元)辛 12月 24日 軍艦｢プリンチペツサ.クロテイルデ早_I(P n'ncip

essa C lotjlde)が初めて横浜に入尭する○ LEV A FA U STO (ed.),Ston'a d8lle C am pagne(R istarnpa).UfFicio St○rico de"a M arinaM 批are,1992.123ペ- ジ1869 (明治2)

辛 1月 4日 ド.ラ.トウール伯爵はその他の公使らと共に天皇に借任状の提出を行ラ. A SD M A E.St)rie M ○scatiV L b.1288,1869年1月15日､駐日イタリア公使ド.ラ.トウール伯爵より.イダ)ア外務省宛の書簡ー869 (明治2)辛 4月 8 E3 軍艦rプリンチペツ
サ.ク口



1869(明治2)年 5月 明治天皇および太政官が東京に移る｡ 五味文彦他『辞税日本史研究』山川出版社1998､3

19ペ- ジ1869 (明治2)辛 6月 9日 日本内地養葦地域(上州)における実地調査を行うために､駐Elイタリ公使ドう .トウール伯爵らは横浜から出発するo SAV l0 .P ietrO.La prh a spedizione ib Hananell'intern○d○lGiappOne e n8icentrisericOli○fFettuatasinelm ese digiugn○de"'annO

T reves.18701869(明治2)辛 6月 22日 イタリア政府は領事ロベツキに聖マウリツイオ.工.ラツヅア口(SantiM aurizi○eb zzarO)の騎士称号を与える ASDM AE,Sede L fasc,L R-4.1869年6月22日､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタより､領事口ベツキ宛の手簡. (serie

pQrSOnal8 N.420)(未刊)1869(明治2)年 6月 27日 北泡道に脱出した旧幕府海軍副総裁榎本武揚(1836-1908)が降伏し､戊辰戦争が終わる○ 中村哲『集英社版日本

の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992.34-38ページ1869 (明治2)辛 6月 28日 日本内地養蚕地域(上州)における実地調査を行ってから.ドう .トウール伯爵の一行は横浜に戻る｡ SA V l0 .Pietro,La prim a spedizjOne ib lianane"'in

tem ○delGiappOn

e e neicentrisericOli1869(明治2)辛 6月 30日 軍艦rプリンチペツサ.クロテイルデ号J(Principessa C l○tJlde)が2度目横浜に入坑する. LEVA FA U STO (8d.).St○ria de馳 Cam pagne(Ristam pa).UfF

ick} StOricO della M arh aM ilitare.1992､ 123ページ1869(明治2)辛 7月 15日 新政府が版籍串遠を命じる.これによって.諸藩の土地及

び領民が天皇に返上される. 五味文彦他『詳税日本史研究』山川出版社1998､320ページ1869 (明治2)辛 8月 15日 祭政一致(神祇.太政二官制度)香基本とした新太政官制

が導入されるが.廃藩置県後に改革される. 五味文彦他『静観日本史研究』山川出版社1998､322ページ1869(明治2)年 9月 2日 公使ド.ラ.トウール伯爵は怪我の治療のために､外務大臣に休暇期間を要望する. La Tour. 1869年9月2日､鹿日イタl

)ア公使ド.ラ.トウ- ル伯爵より､外務大臣兼内閣総理大臣メナブレア伯爵宛の手簡 S8rie P olld c 8 ,S.N.(未刊)1869(明治2)辛 10月
2BE= イダ)ア政府はド.i .トウール伯爵の休暇要望を受け入れ

る. La TOur.1870年3月21日 ド.ラ.トウール伯爵よりイ9 リア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の手簡(未刊)1869(明治2)年 11月 16E3 軍艦｢プリンチペツサ.ク口テイルデ号J(P rirlCipessa C lotjlde)は､横須賀､函館を訴れてから､2度目横浜を出航する○(その後は兵庫.長崎へ赴き､長崎から上海に向かって出発したのは12月1日のことである.) LEVA FA U STO (ed.

).StOria detle C am pagne(Ristam pa),UfFici○StOrk○delfa M arinaM iritare.1992､ 123ページ1889(明治2)辛 12月 14日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタは三回目イタリア外務大臣となる(1869年12年14日-1

876年3月25日)｡ dd oのめ haZI'OI}ale.lstitLJtO Pofigrafic○ezeCCa de"O Stato,RorTla,1987.751ページ1869 (明治2)辛 12月 24日 外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタは在中国イタリア公使館の開設に関する情報をフエ伯爵宛ての書簡にて報告する. DTO s

tiani.C .te A lessandrO､ 1869年12月24日､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタよりフエ伯爵宛の書簡.D ivjsiOne Po批jca (下書き)(未刊)1870 (明治3)辛 1月 10日 この日に送った書簡において､ド.一 7両 1870 年1月10日､監Ejイタリア公使ド.ラ.トウールよりイダ)ア

外務省宛の手簡､serie(付録付き､未刊史料)7 .トウール伯* fま新たに計Lg した日本内地旅行をイタリア外務大臣に紹介する○結局､この提案は外務大臣によって却下されることになる○1870 (明治3)辛 3月 7日

フエ伯爵は特命全権公使に昇進し､彼の日本.中国赴任が決定される○ (物/om azかI7血 Ie,lsdtutO Poligrafico ezecca dellO Stat○,ROm a.1987.318ページ1870
(明治3)辛 3月 25日 フエ伯爵はエジプトのアレクサンドリアで､後に彼の書記官となるウ- ゴ.ピサ(Ug○

Pjsa)と合流する. DTO stianlI.C .te A l8SSandr〇､1871年5月1E3､フエ伯爵より､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の手簡.Personale S.N.(未刊)1870 (明治3)年 4月 228 駐日イタリア公使ド.ラ.トウール伯爵は横浜を出発し.帰国する.領事口ベツキはフエ伯爵の来日まで代理公使となった. La TOur.1870年3月21

日.ド.



1870 (明治3)辛 5月 4日 フエ伯齢 ま香港に到着する｡ A S D M A E . M ○scatjV L b.1288､ 1870年5月9日､駐中国.日本イタリア公使フエ伯爵より､イタリア外務大臣宛の手簡○Serie P OLkjca N .1

(未刊)1870 (明治3)年 5月 22日 フエ伯爵は上海に到着する○ Fもd'O stjani,A l○ssandr○.EsGurSi○ne neidistrettjbachic ukOri delT che-K iang (C hina),B o‖etth O C onsolare.V ot.V ,parte ll 1870

､172- 180ページ1870 (明治3)年 5月 27日 フエ伯爵は養蚕実地調査を行う目的で､2隻の舟で､江新省に向かって出版する○ Fもd'O stiani,A Iessandr○.Escursione neidistrettibachicurt○r;delT che-K iang (C hina),B○llettin○C ○nsolare.V Ol.V .par

te Ⅰ日870､172-180ページ1870 (明治3)年 6月 6日 フエ伯爵は江新省で養葦実地調査を行ってから.上海に戻る○ F台d'O stJ'ani.A lessandrO,Escursi○ne neidistrettibachicurtoridelT che-K iang (C hina).B o llettino C Ons○lare.V Ol.V

.parte ll 1870､172- 180Jq- .}1870 (明治3)年 6月 21日 中国.天津で外国人18人が無h fこ虐殺される事件(天津事件)が起きる. A SD M AE ､M OscatjV l,b.1288 ､ 1870年7月7日,駐中国イ9 リア領事ヴイニヤーレ(V ignare)よLJ､

イタリア外務大臣宛の手取 serieP○Iitica N .6 (未刊)1870 (明治3)辛 6月 下旬 フエ伯爵は芝宋(しふ)に到着する. A SD M A E ､ M OscatiV I.b.1288､ 1870年7月9日､駐中国J日本イタリア公使フ

エ伯爵よりイタlJア外務大臣宛の書簡,S erie P○lh'ca N .5r圭利一1870 (明治3)年 7月 18日 領事口ベツキは日本の内地旅行(倍州､奥州など)を行うために横浜から出発する(この旅行は30-40日間に及んだと見られる○) A S D M A E,S8riEll,fasc.IR′4.0 rk tOforOR o

becc hi0 1870年7 月22日､駐日イタリア副領事ブルー二より､外務大臣宛の書簡(未刊)1870 (明治3)年 7月 18日 軍艦rプリンチペツサ.クロテイルデ号J (P nncipeSSa C JOtjlde)が3度目横浜に入航する8 LEV A FA U ST 0 (ed.),Storia de"e C am pagne(Ri

stam pa).UfFici○St○rico d8日a M arinaNIilitare.1992､ 124ページ1870 (明治3)辛 9月 9日 フエ伯爵はイタリア外務大臣宛ての書簡で､口ベツキ､そして零卵商人たちの活動を支援するために日本へ赴く意志を伝える○ A SD M A E ､ M oscatiV J,b.1288､ 187

0年9 月9日.駐中国.日本イダJア公使フエ伯爵よりイタリア外務大臣宛の書簡､se rie P○lh'ca N .ll(未刊)1870 (明治3)年 9月 20日 イタリア軍はロー

マのポルタ.ピア(pOrta p ia)に入る｡ deI'〝OZabI'h'186 1- 1900 ,B iblioteca U niversale1870 (明治3)辛 to月 2日 国民投票の後､ローマはイタリアに返

遺される○ de/'no由LII'h'/861-1900.B ibli○teGa U n ivE)rSaleR izz○lL 2002. 101- 108ペ- ジ1870 (明治3)年 10月 22日 フエ伯爵は上海を出港し､日本に赴く. A S D M A E,Serie M osc

atJ-V l,b.1288,1870年11月3日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣ⅣiscontiV enosta)宛の書簡. (serie P OlkJCaN O_ー)1870 (明治3)早 to月 30日 長崎.兵庫を経由し､フエ伯弟は横浜に到着する. A S D M A E.

Serie M○scatiV L b.1288.1870年11月3日.フエ伯爵より､イタリア外務大臣N iScontjV 8nOSta)宛の手簡○(serie P olhicaNO.1)1870 (明治3)年 11月 3日 フエ伯辞は初めて東京(江戸)を坊間し.そこで外務卿に会見し,信任状を連出するために.天皇への謁見の別こち(11月8日)を決定する. A St

)M A E,Serie M OscatjV I,bー1､288,1870年11月3日､フエ伯鼻より､イタリア外務大臣N isc○ntiV en○sta)宛の手簡○(serfe P o lh -c aN o.1)1870 (明治3)年 11月 7日 フエ伯爵は朝､軍艦rプリンチペツサ.クロテイルデ号｣に乗船し､午`に東京に到着する○そこで､日本政府の役人に歓迎を受け､夕方は馬見式の儀礼を整える○

A S D M A E.Serl'e M ○scatjV T,b,1288.1870年11月11日､フエ伯爵より.イタリア外務大臣(v iscontjV en○sta)宛の書簡8 (S eri○P O liticaN o.2)1870 (明治3)辛 11月 8日 A SD M A E,Serie M OscatjVⅠ.b.1288,1870年11月11日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N isc○ntJ'Ven○Sta)宛の書簡○(serie PolitjcaN○.2)､また､フエ伯爵の天皇への謁見について,LEV A FA U ST O (8d.),Storia d○lleC arnp a gne O ceaniche della R.M arina -V○lum e 1 (Ristam pa).UfRcio StOricO de"aM an'na M "b rc.1992､ 113ページをも参照.そこで､rプリンチぺツサ.クロテイルデ号｣の船長が執

筆した航海日睦において興味深い情報が含まれているo謁見式および晩餐会の流れに関する日本側資料は宮内庁手陵部にて保管されている○(外事録､式部寮(式部職)明治三年､第九号.皇室例親書兼部局共通明治三年､第十四号)(陰暦10 月 15日)フエ伯爵は､｢プリンチペツサ .ク口テイルデ号｣の乗組員.仕官らに陳遺されながら､正午.馬車にて､皇居に向かう○そこで.外務卿と会見し､明治天皇に信任状を提出する｡その後,フエ伯爵は連れの書記官ウ- ゴ.ピサ(Aw .Ug○P isa)､副領事フ

ランチェスコ.ブルーこ(FrancescO B runi)そして｢プリンチペツサ.クロテイルデ号Jの船長カル口.アルベルト.ラツキア(C arl○A lbertO R acchia)などを紹介し､全長が晩餐会に招待される○1870 (明治3)辛 11月 17Ej 軍艦rプリンチペツサ.クロテイルデ号J(P riTlCjpessa Cl○tjJde)は.兵津.広島,対馬などを訪れてから､3度



1870 (明治3)年 日月 19日 フエ伯爵は､東京から横浜に戻り､前駐日イタリア公使ド.ラ小ウール伯辞が公使館として利用していた建物に入り､領辛口ベツキ(C aV.c n'Stoforo Rob8cchi)より公使館の配線文事を授かつたと､手簡にて､イタリア外務卿に知らせる｡ A SD M A E,Serie M ○ScatiⅥ.b.1288,1870年11月19日､フエ伯弟より,イタリア外務大臣(V isc OntjV enOsta)宛の書簡. (serie Pqlhica

NO.3)1870(明治3)辛 12月 2日 フエ伯爵は日本外務省の代表者安藤に､ 11月8日に提出した借任状に対する返事の勅書(フランス語釈付き)を授かる. A SD M A E.Serie M OscatiV l.b.1288,1870年12月2日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N isc○ntiV en○Sta)宛の書簡. (s en'e p○

liticaN O.4)1870 (明治3)辛 12月 3日 フエ伯爵は勅書の日本語原文を､ルイ- ジ.El力テヅ)(LuigiL○cate"i)氏に預けて､イタリア外務大臣に送ると書簡に書く○ A SD M A E,St)rie M OscatiⅥ.b.1288,1870年12月3日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(Ⅵsc○ntN en○sta)宛の手簡○

(serie P O Jh 'c aNO.5)1871(明治4)辛 1月 13日 英国人数師ダラスとリングは東京.神田鍋町にて妾と井に歩いている時､三人の日本人に刀で後ろから襲われ.背中などに大怪我をする○ A SD M A E.Sen'e M ○scatiV L b.1288.ー871年1月21日､フエ伯爵より､イタl)ア外務大臣(V ;sc○ntjV enosta)宛の書簡(附録:伊話訳文)○(Fb raZiOnid

e"'EurOpa c○lG b pp○ne,∩.28)1871(明治4)辛 1月 20日 英公使パークス､フ三伯鼻､及び他国公使は日本籍外務大臣らに､13日に発生したダラス.リング藻草事件を訴え､犯罪者の逮捕を促す. A SD M A E,Serie M OscatjVT.b.1288,1871年1月21El､フエ伯爵より､イタリア外務大臣ⅣjScontjV enOsta)宛の手簡(附録:伊語訳文). (Relazll

OnlldelrEuropa cOlGlrappone.∩.28)1871(明治4)年 1月 21日 フエ伯j酎まダラス.リング典撃事件のこと及び日本政府にそれを訴えたことを書簡にて､イタリア外務大臣に報告する○ A SD M A E.Serie M ○scatiⅥ.b.1288,1871年1月21日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(v isc○ntjV enOsta)宛の書簡.

(RelazionidelltELJrOPa COIG iappone,n,28)1871(明治4)辛 2月 4日 フエ伯爵は日本外務省に.種紙が｢夏茸｣であるか､または｢春蚕｣であるかを見分けるために有効な措置を採るように要請する○ 日本 外 務省外交史料館3-5-2-3 ｢伊太利園ニ於ケル蚕BF)紙生糸関係雑件第-巻自二年至六年｣1871年2月4日駐日イタリア公使フエ伯 爵より制島外務初宛の書簡｡(未刊)この書 簡のイ9リア語釈はACS【イ9リア国立古文書館〕,M A IC ,D ;rezione G enerate de"IAgricOkura,Ⅳ versam ○

nt○.b.153､ 1871年2月17日付.通商係報告案5号､附録その1(栄刺)､にある.1871(明治4)年 2月 11日 日本外務省は､フエ伯爵の依頼に応じ.穂紙がr夏蚕Jであるか､または｢春蚕｣であるかを見分けるための装置を採用する旨をフエ伯爵lこ報告する○ A C S〔イタリア国立古文書館〕,M A lC ,D irezi○ne G enerd e deJI' A gricOkura,

lVversarTlentO.b.153○1871年2月17日付.商業関係報告第5号､附録その2 (未刊)1871(明治4)年 2月 16日 領事口ベツキは､日本政府の種親押印が制定された旨を伝える回状をジャパン.ヘラルド(TTle JapanHerald)に掲載する○ A C S〔イタリア国立古文書館】,M AⅠC ,D i和Zi○ne G enerale d○"' A

gric○kura,〟versam ○nt〇一b.153. 1871年2月17日付､商業関係報告第5号､附録その2(未刊)1871(明治4)辛 2月 17日 フエ伯爵はイタリア外務大臣に､日本政府による種紙押印が制定された旨を手簡にて報告する｡ A C S〔イタリア国立古文書館〕,M AJC ,D irezi○ne G enerare d

ell' A gn'cortura.rVversam ento.b.153○1871年2月17日付､商業関係報告第5号､附録その2(未刊)1871(明治4)辛 2月 27日 フエ伯爵は手簡にて､日本外務省に新しく制定された政府印のサン E3本外務省外交史料館 3-5-2-3 r伊太利開ニ於ケル軍卵紙生

糸関係雑件 第- 巻 自ニプルを送るように依頼する. 年至大年｣1871年2月27日､駐日イタリア公使フエ伯爵より 副島外務卿宛の手簡○(未刊)1871(明治4)辛 3月 8日 フエ伯爵は在中国公使館としての任務もあったので 書記官ウ- ゴ. A SD M A E.Sernb
M OscatiVt,b,1288.1871年3月2一日､フエ伯爵よ

り､イタリア外務大臣(v iscontjV 8n○StQ)宛の書簡. (seriePerSOnaーe)ピサ(Ug○P isa)と共に上海に向かって横浜を出港する.1871(明治4)年 3月 17日 フエ伯爵とピサは中国.上海に到着する.航海は嵐のせいで､大変由札だつたと報告する｡ A SD M

A E.SenLe M ○ScatjⅥ.b.1288.1871年3月21日､フエ伯皐より､イダJア外務大臣(V iSc○ntjV ellOSta)宛の書簡○(serieP ers○nar○)1871(明治4)辛 3月 21日 フエ伯爵は在中国公使館の管理に着手し.領事ヴイニヤーレ(V ignale)より公使館の紀緑文書を授かつたと､手簡にて､イタリア外務大臣に報告する○



1871(明治4)年 4月 1日 養葦季刊誌rLa Selezi○neM icroSc○pica｣(顕微鏡検査)が創刊される.創刊者は北伊ロン′くルデイア(LJ)mbardia)州レツツアーテ(R○zzate)村に開設された養蚕研究所r力シーナ.パスツ- ルJの所長であるグイード.ス rL3 Selezione m icr○scOplCa｣ Anno

ⅠNum 1ザ- _ (G uldO SusanJ)氏である.スザ一二氏の研究所は､蚕や蚕卵に顕微鏡検査を行い､ぺプリンなどの病に冒されている葦を隔牡することによって.国内産の良質蚕卵を生産する目的があった○雑誌の趣旨は顕微鏡検査の大規模普及を奨励することだったため､日本での蚕卵仕入れに関しては批判的な姿勢をみせる｡最終号は1B74年10月に刊
行される. Ag那加 della PersdVeranZa.A lbb

te.18731871(明治4)辛 4月 6日 フエ伯軌ま上海を発ち 北京へ赴 DlO stian-I.0.te AlesSarTdr〇､ 1871年4月25E3､駐日イタリア公使フエ伯爵より､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴ

エノスタ宛の手簡く｡1871(明治4)年 4月 17日 フエ伯爵は北京に到着する. Dt0 5由ni.C .te Ak SSandro､1871年4月25日､駐日イタリア公使フエ伯爵より､イタリア

外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の書簡1871(明治4)辛 4月 20日 イタリア農工商省総務部長ルイ-ジ.ルツツアツティ(LuigiLuzzatti.1841-1926)は.イタリア外務省より報告された日本政府による種紙押印に関する情報をイタリアの養軍家と蚕卵商人たちに一刻も早く報告するように.全国の農業共進会に回状を送る○ AC S〔イタリア国立古文書館〕,M AIC,D i帽Z;One Generale delt' AgricOrtura.rVversan ent

○.bー153○1871年4月20El付の回状○(未刊)ー871(明治4)辛 4月 22日 フエ伯爵は総理帯門(そうりがもん) に赴き､恭親王薬所(きようしんのうえききん､1832-1898) に鴇見する. D.O stJ'ani,0.te Alessandr〇､ 1871年4月25日､駐日イタリ

ア公使フエ伯爵より､イタリア外務大臣ヴイスコンティ,ヴエノスタ宛の手簡1871(明治4)辛 5月 30日 フエ伯爵は日本に戻るために､北京を出発する. D'O stiani,C,te A lesSandr〇､1871年7月10日､駐日イタリア公使フエ伯爵より.イタリア外務

大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の書簡○s eriePersonale N.3(未刊)1871(明治4)年 6月 23日 領事口ベツキが横浜を出港し.帰国する○ ASDM AE,Sen'e
lPerSonale.b.R-4,Fasc.Robecchい 871年6月23El､領事E)ベツキより､イタリア外務大

臣ヴイスコン丁ィ.ウエノスタ宛の書簡｡N.65 AfFar= n Genere pBrS○nale(未刊)1871(明治4)辛 6月 27日 (陰暦5月10日)日本円の誕生.r薪貸条例Jが公布される○貨幣制度として､純金1.5グラムの価値をもつ1円金貨を廃貨とした金本位制を採用される｡ (金貨:20円､ 10円.5円､2円､ 1円.銀貨:50鋲､20銭､10銭.5蝕.銅貨:2姓､1銭.半鉄.1度)｡また.窯易銀として利用できるr一円鼓.Iも採用され

､その価値はメキシコドルと同位である｡ 中村膏『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､224ページ1871(明治4)年 7月 2日 イタリア国王ヴイツトリオ.エマヌエーレ二世(V池○riO Em anuele ll)はフィレンツェからローマへ移る○ローマはイタリア王国の新首都となる○ M O NTANELu .lndr○,Sわn'a d'ぬhb - I,'Ib Ha

deiI70由bHI'1861-19cc.Bib lioteca UniversaleRllZZOli.2002, 10卜108ページ1871(明治4)年 7月 5日 午前中に､フエ伯爵は中国から横浜に到着する｡ DーO stjani.C.te A lessandr〇､187

1年7月10日.姓日イタリア公使フエ伯爵より.イダ)ア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の手簡○s erbPersOnaI8 N.3(未刊)1871(明治4)辛 7月 10日 フエ伯爵はイタリア外務大臣宛の書簡にて､父の死亡を原因に休職(一時帰国)を求める○ D -0 S由ni.C.te AJessan

dro､



1871(明治4)辛 8月 21日 フエ伯爵は日本の政権変化を､書簡にて､イタリア外務大臣に知らせる8詳細に言うと､この書簡で､フ伯串は薩Jk 長州､肥前などの代表者らが徐々に公家の代わりに政府高官の席に就いていることを報告する○また､ここでフエ伯爵は日本国における政治の異変を知るのは極めて困難であると指摘するO A SD M A E,Serfe M ○scatiVL b.1288,1871年8月21日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N iscontjV e n○Sta)宛の手簡○(S 8nkrPOJitjcaN

o.13)1871(明治4)年 8月 29日 (陰暦7月T4日)に廃藩置県の符が宜ぜられる○廃藩置県によって.全国を治める中央集権的な国表が成立する｡ 中村菅『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集

英社 1992.95ペ- ジ1871(明治4)辛 9月 4日 フエ伯爵は書簡にて､日本の政治的変化について､外務卿として沢皇嘉の辞任と岩倉具視の着任､廃藩置県などの具体的な情報をイタリア外務大臣に提供する○また､ここでフエ伯爵は以上の変化が日本の外交姿勢に異変をもたらすか菅かを知らないと述べるが､それによって日本匝は近代的な政治制度を導入しようとしていることを高く評価する○ A St)M A E.Serie M OscatiVI.b.1288.1871年9月4日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(V iscontiV en○Sta)宛の書簡. (s

erie POliticaNO.14)1871(明治4)辛 9月 8日 フエ伯鼻は米国公使デロングに､ 駐日米国公使デ.ロングが率いる一行はrエリエ- ル｣号に乗船し､蝦夷(北海道)の未開の地域に向かって横浜港を出港する○そのグループ チャ- ルズ.A .ロングフェロ- 箸､LllEF久美子訳『ロングフェロー日本滞在記』､平

凡社2004､50ページを参照.デロングの誘いに関蝦夷(北海道)における探検旅行 に､イタリア公使館の書記官ウ- ゴ. しては､
A SD M AE.SEPrie M ○scatiVL b.1288,に同行するように提案されたが､ ピサ(UgO Pisa)も参加する

.ちなみ 1871年12月24日､フエ伯爵より､イタリア外務璽卵商人がE3本を訪れる季節(7 に､この旅の際.デロングの随
行員 大臣(V iscOntiV enOsta)宛の書簡o (S ○rie月- 11月)に公使館を放せないた だったチャールズ.

ロン9 7 エロ- P○lit;Ga NO,20)を参照○また､イタリア側資料め,暮妃官のウ- ゴ.ピサ(ugo (charl

es LongFe"○W)は『日本滞在 として.この旅行の際にピサが書いた報告書P ;sa)を代わりに行かせた. 妃』において､イタリア公使館の手配官ピサが同行したことと､公使デロングを冒した病気だけに､不愉快な思いをしたと書く○ が興味深い○A SD M A E,Serle M

oscatiVt,b,1288.1871年12月21日､ピサより､フエ伯爵宛の手簡○1871(明治4)辛 9月 26日 イタリア海軍のコルヴエツト艦ヴエツトールゼザ- = (FL FTlrOc○rvetta LEVA FA U STO (ed.),Storla delle C am pagn
B(Ristam pa),U用忙iO StoHco 血lla M a

げnきM 批arO.1992､ 148ページVetBorPFSani)は横浜港に銀を下ろす○187ー(明治4)年 9月 28 E3 イタリア外務大臣はフエ伯爵に帰国する許可を与える.しかしながら､帰国は1873 (明治6)年3月以降になったと見られる○ Fe D tO stiani.C .te A reSSandr〇､ 1872年ー2月2日､駐日イタリ

ア公使フエ伯爵より､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエ/スタ宛の手簡.N.15 AfFar= n G enere (未刊)1871(明治4)辛 11月 5日 ウ- ゴ.ピサ(Ugo pisa)を含むデロングの一行は寵で東北地方などの内地を折れてから東京に到着する. チャールズ.A .ロングフェロー著､山田久美子訳『ロングフェロー日本滞在記』､平凡社2004

､50ページを参照.A SD M A E.SerleM○scatiV l,b.1288.187一年12月21日､ピサより､フエ伯爵宛の書簡1871(明治4)辛 11月 18日 フエ伯爵は書簡にて､日本の政治的改革の展開をイタリア外務大臣に知らせる○まず､徹底的な改革が行われたものの､ E3本の治安が悪化するなどの閉局は一切なかつたと報告する○ここで､フエ伯爵は日本政府の役人や官僚の服装.髪型の欧風化およびその貨金の変更(米から通貨)を指摘する｡また､以前庶民の目に隠され続けていた天皇が寵生日の隙に.東京市内l=現れ､近い将来に横須賀の造船所を訪れるそうであると書く○ A SD M A E,Serie M ○BCatiⅥ.b,1288

,1871年11月18日.フエ伯爵より､イタリア外務大臣(v iscOntH /enoSta)宛の書簡○(seri8 P O lttic aN○.16)187ー(明治4)辛 11月 20日 イタリア海軍のコルヴエツト艦ヴエツトール.ピザ一二(Ft P irocOrvettaVettor P isani)は横浜を出航する(後に､ 12月17日までの間は兵庫.大坂.長崎を訪れる)○ LEV A FA U ST

O (ed



1871(明治4)辛 ー1月 22日 フエ伯鼻は11月21E3に岩倉使漆同の欧米派遣について日本政府に通知され､書衝にてその件をイタlJア外務大臣に報告する○岩倉使節団の出発日､ El的､構成員などに関する最初の情報も現れるが､一行のイタリア坊間の日にちは未だ A SD M A E,S8rie M OscatjVT,b.1288.1871年11月22日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(Vk contjV enOsta)宛の手簡. (serie POlhicaN

O.17)に未定である.また､フエ伯爵は条約改正の予備会晩に向かって､岩倉使蔀団に加わるEl本政府代表者らは近いうちに各国公使に会見する旨も報告し､イタリア外務大臣に公使館の適切な明度を整える必

要性を促す○1871(明治4)年 11月 30日 フエ伯軌ま副外務卿寺島宗則より岩倉使帝国の大使と副使らの名 lと目的の通知書を受け､伊外務大臣にその仏語翻訳と内容を解税する書簡を送る. A SD M A E.Serie M ○ScatjV I,b,1288,1871年11月80日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(V iscontH ′en○sta)宛の書簡｡ (serie P

OlhjcaNo.18)1871(明治4)年 12月 20日 フエ伯軌ま岩倉使節団の構成員リストを伊外務大臣に送る.それとに.嗣島種臣が外務卿､寺島宗則が副外務卸となったことと､大蔵省が使節団のため[=280000両(1700000イタリアリラ)を充当したことを報告する｡ A SD M A E,S8n-e M OscatJpVI,b.1288.1871年12月20日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(v iscoTTtN er70Sta)宛の

書簡○(Se血 Po他carNO_ー9)187T(明治4)辛 ー2月 23日 外交EZl長だったデロングが岩倉使節団と共に日本を触れた○この日から フエ伯爵は新しい外交団長と(陰暦11月10日)岩倉使節団を乗せた｢アメリカ号Jは横浜港から米欧に 久米邦武編､EZ]中彰校注『特
命全権大使米回覧実記』岩波文庫 ー977

第一巻 47ペ-なる○ 向かって出発する○ ジ1872 (明治5)辛 1月 15日 (陰暦明治4年12月6日)岩倉便帝国はアメリカ(サン.フランシスコ)に到着する｡ 久米邦武韻J E

l中形校注『特命全権大使米欧回果実配』岩波文庫 1977 第一巻 75ペ-ジ1872 (明治5)辛 1月 25日 イタリア外務省の領事.商業総局長ペイ口レ- リ(Augusto PeirOleri)は農工商大臣に宛てた書簡で､日本救JR に種紙の押印制度を導入させたフエ伯辞の努力を高く評価している(それによって､イタリア側は輸出用種牡の生産枚数という貴重なデータを把捉するようになり､葦卵商人らは以前より低価で種紙を仕入れることが出来た). A C Slイタリア国立古文手館〕,M AJC .D ;reziOne G enerale de"' A gricOltura.〟v ersam ○nt○.b.153.ー

872年1月25日.領事.商業総務局長ペイロレ-J Jより､農工商省宛の手簡○(未刊)1872(明治5)年 1月 29日 フエ伯爵は日本政府における改革によって､天皇を人前に姿を現すようになり､横須賀の造船所を妨れた際､オーストリア人スチールフリード男鼻(BarOn8 S tilrM ed)が天皇の写真を操った事件について､書簡にて､伊外務大臣に報告する｡スチールフリ- ド男爵が無許可に天皇の峯を撮影し､その写真を販売しようとした蘇､日本政府は填国公使力IJチエ(Calice)に抗議した○よって､カリチエ公使は写真の販売を禁じ.報道機関における論争のあげく､事件は頼枯したと書く○ A SD M A E,Serie M OscatiVI.b.ー288.1872年1月29日､フエ伯爵より､

イタリア外務大臣(v iscontiV enOSta)宛の手簡. (serie PolkjcaNO.22)1872(明治5)辛 2月 11日 フエ伯爵は書簡にて､伊外務大臣に､日本居における新年の際､欧米諸国を代表する外交官ら全員がはじめて同時に天皇へ新年の挨拶をするための罷見企画を2月10 A SD M A E,Sen'e M ○ScatjV l.b.1288.1872年2月日日.フエ

伯爵より､イタリア外務大臣N isc○rltJ'V enOSta)宛の手簡. (sen'e pOIiticaNO.23)a (陰暦､明治5年1月2日)に

実行させたと報告する. (当時.フエ伯* fま外交団長となっていたため､罷鼻の企画及び新年挨拶のスピーチをした｡)1872(明治5)辛 2月 24日 フエ伯爵は､駐日オーストリア公使か}チエ男爵(Bさr○n H8nry C alice)の不在によって､ウィーン万国博覧会の日本政府事務取扱者になる. この日付で.駐日オーストリア公使カリチエ男爵は大隈重信.寺島宗則､井上畢宛の書簡にて､不在のため.粂Elイタリア公使フエ伯爵にウィーン万博博覧;の日本政府事務取扱者という任務を委ねる○ か)チエの書簡(ドイツ語原文､日本籍訳付)は日本国外務省 点『E3木外交文書』日本外交文書頒布や 1955. 594-595ページ に現れる○手車きの手簡はEl本外務省外交史料館.ファイルN○.3-15-2-3､『填国縫也納開設某国博覧会ニ帝Bf政府参同一件 (草等)』ウィーン万博二本部要員会『N○tjce surL'Em pire du JaPOn et Sur Sa ParteCipatjOn a rExp〇ghjon U niversd Le de V ienne.1873』､C.Le

vy,YOkOham a.1873､ 55ページ､ 岩倉相子編著『岩倉使節団とイ9 リア』京都大学学術出板金 1997 46ペ- ジをも参照○ー872(明治5)辛 2月 29 B (陰暦1月21日)岩倉使節団は米国サクラメント(Sacram ento)､ソルト.レイク.シティー(S舐 Lake C ity).シカゴ(c hica goを訪れてから､ワシン



1872 (明治5)年 3月 10日 イ9リアの革命家マツツイ- こくG iuseppeM azZinll)が死去するd M O NT A N ELU .rndrO.肋 d'此曲 - L 'b /iRizz○li 2002. 3

25ページ1872 (明治5)辛 3月 3一日 フエ伯爵は書簡にて､2月25日と26日の間の夜に､白い衣を纏った漣の十人が皇居に入ろうとし､その中の五人は逮捕され､残りの五人は衛兵に斬られて命を落とした事件について伊外務大臣を知らせる｡初めは､この事件は外国人コミュニティーを大変心配させたが.それに対して日本政府がとった厳しい対策によって.早くも忘れられることになり.政府がしっかりと治安を保てる証拠となった. ASDM AE.Serie M○scatiVl.b.1288.1872年2月11日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N iscolltjV8n○Sta)宛の書簡○(sen'e p o 舶 c aNO.24)､また.日本側史料 として､陰暦2月ー8日のr横浜毎日新軌 を参照○ここで.侵

入者らの名前も現れる.1872 (明治5)辛 4月 ー7日 1872年度京都博覧会が開催される○ A SD M A E.Serie M oscatiVt.b,1288,1872年5月14日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N iscontjV 8nOSta)宛の書簡. (Doc_2)｡この中に､京都倖覧会に関する3月ー6日にフエ伯爵が送った南桑系報告書(sene c om m ercialeN○.27)の存在が明らかになる. (商業関係の報告書はイ9 リア外務省外交資料虎において一切保管され

ておらず､ほぼ完全に失われている.)1872 (明治5)辛 5月 14日 フ正伯鼻は､1872年4月17日から催された京蔀博覧会の際､日本政府は一時的に京都まで外国人の移動を辞す執権的な姿勢をとり,その時までは外国人妨間者は無事に往杜していることを伊外務大臣宛の書簡において報告する.また､その中で､フエ伯爵はもし以上の状況が博覧会の閉会まで続ければ､条約改正の際.外国人の内地旅行を禁ずる規制制限の大幅な緩和は帝国政府に求めやすく､そして獲得しやすくなるだろうと期待する∧ A SD M A E.Serie M○scatjV T,b.1288,ー872年5月ー4日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣Ⅳi

sc○ntiV en○Sta)宛の書簡｡ (D○C.2)1872(明治5)早 5月 25日 体調不良が原田で､在日イタリア公使館で勤めていた書記官ウ- ゴゼサは痛国する. D .O stiani.C .te A lessandr〇､ 1872年5月26日.フエ伯辞より.イタリア外務大臣ヴイスコンティ,ヴエノスタ宛

の手簡. C○ntabiL舶 N_13(D uplicata)(未刊)1872 (明治5)辛 6月 1日 イタリア外務省の領事.商業総局長ペイE)レ- リ(A ugust○Peiroleri)は農工商大臣に宛てた書簡で､日本政府はフエ伯爵の働きかけのおかげで､ 1872(明治5)年

にも､イタリアにとって非常に有益な種紙の押印制度を行い続ける旨を伝える○1872(明治5)辛 6月 24日 フエ伯爵は外務卿利島種臣にイタリア人軍卵商人たちの日本における内地旅行の解禁を求める一遇の手簡を送る｡ 日本外務省外交史料館 3-5-2-3 r伊太利開ニ於ケル軍卵放生糸関係雑件 第三

者 自二年至六年｣1872年6月24日 駐日イタリア公使フエ伯爵より 副島外務卿宛の書簡〔未刊〕1872 (明治5)年 6月 28 El 日本各地にある主要都市を訪れるために､明治天皇が蒸気船(全九隻)にて､ 東 京品川 か ら出発する.行程は志せ(鳥羽､伊 勢 神宮.鳥羽)､紀州(大島.大坂､伏 見､京蔀､伏見､大坂､神戸)､ 讃 岐､備後(姫路)､九州(長崎､熊本)を妨れてから伊勢､熱海を経由し､品川に到着し.浜御殿に帰る) A SD M A E.Serie M oscatiVt,b.1288.1872年6月30日､フエ伯爵より､イタリア

外務大臣(ⅥscontiV 8nOSta)宛の書簡○(serie P olh'G8N○.27,a"egato)1872(明治5)辛 6月 30日 フエ伯爵は伊外務大臣に書簡にて､明治天皇の日本各地旅行について報告する○天皇の旅行は日本全国の治安の良さを証明するものだとある○また､天皇家の古来の習慣の変化にアクセントを置く○天皇の旅行行程(フランス語文)も附録されている. A SD M A E.Serie M oscatN L,b.1288.1872年6月30日､フエ伯爵

より､イタリア外務大臣(ⅥScontjV en○sta)宛の書簡○(serie P○lkjcaN○.27.a"egato)1872 (明治5)辛 7月 1日 日伊修好通商条約によると､ 1872(明治5)年7月1日はEl本と条約を結んだ諸外国との間に､不平

等条約改正の予備金故が開始される予定日である. 外務省紀録局『締盟各国条約勇纂』第- 編1884.1889 477-504ページ1872(明治5)年 7月 4日 フエ伯爵は日本外務卿削島種臣に書簡を送り､日本内地の養蚕場を防れたいイタリア入寒卵商人チェーザレ プレッシャーこくCOsar○Br○Sciani)そしてジヤ- コモ.チコ-= ヤ(G iac○rnO C icOgrLa)のために通過許可証を求める. フエ伯爵の書簡は日本外務

省外交史



1872(明治5)辛 7月 5日 即時に日本政府の許可を得たイタリア人軍卵商人たちプレッシャー二とチコ一二ヤは横浜を発ち､イタリア公使館に着き.そこで.- 泊する｡ BRESCIANL Cesare (A cura diClaudioZani8r).Via由O nelL' intem O delGiapp○ne 日本国内旅行(1872),C l8UP.2006

53ペ- ジ1872(明治5)辛 7月 6日 プレッシャ一二とチコ一二ヤは早朝に東京から出発 し､旧中仙道に沿って.熊谷.島村.本庄.高崎.松井EEl､小諸､EZl中､上田などの小.中模養蚕坤を防 間し､そこで､二人は日本の養蚕技 術 ばかりでなく､生糸の生産技術を視察した○ BRESCIANl,CesBre (A cura diCb udioZanb r).ViaggjO Tle"' intern○delGbPPOn8 日本国内旅行 (1872).CJe

up,2006 53ペ- ジ1872(明治5)辛 7月 17日 駐日英国臨時代理公使ワトソン(AG.W atsOn)は副島外務卿に,横浜の英字新聞が報道するイ9 lJア人に与えられた内地旅行のr特権Jに関する鋭明を求めた一速の書簡を送る. 日本国外務省嶺『日本外交文書』(第五巻)1955 557ページ. 1872年

7月17日 ワトソン発､副島宛の手簡.1872(明治5)辛 7月 19日 プレッシャー二とチコ一二ヤは群馬県と長野県を防れてから､再び東京に到着し.日本養蚕場視察旅行を終える. BRESCIANL.Cesare (A cura diC IaudioZanier).V k由○nell' intem o deJG iappone E3本

国内旅行(1872).Cleup,2006 53ペ- ジ1872(明治5)辛 7月 25日 フエ伯爵は副鳥の書簡を受け,即座に返事を送る.フエ伯爵はそこで､イタリア人らに与えられた内地旅行の許可は一時的なものであり､利用できる人数は限られている外務細別島種臣が7月17日のワトソンの書簡を受け､フエ伯東がイタリア人内地旅行の件に関して隈解してないことを確隈する目的で､- 通の書簡を送る｡ El本管文はE3本国外務省編『日本外交文書』(第五巻)1955 558-559ページ に収録されている.しかし.この手簡のフランス帯文はイタリアのA CS 〔イタリア国立古文書館〕.M AJC.DjrezjOne G enerale delー' AgTicortura,verSam entO.b.599,fascわ.3439 で本始の筆者が発見した○1872年7月25El (陰暦6月20日)､羽島外務卿発､フエ伯爵宛の手簡｡フエ伯爵の書簡は日本国外務省絹『日本外交文書』(第五巻)1955 559-560ページ に収録され
ている〇一872年7月25日.フエ伯爵より､副島外務卿宛の手簡｡ことを完全に承知していると劉島に伝える.また､最恵国の条款を含む条約の下で

､単独で日本政府から特権を獲得する意思はないことも明らかにする｡1872(明治5)辛 7月 26日 フエ伯爵は改めてイタリア人葦卵商人のための内地通過許可葺正を求めるため､削島外務卸に書簡を送る.今回の葦卵商人はチヴエツラ(C ivetta)という人物であり.群馬県の養蚕埠を視察する意志があった○ フエ伯爵の書簡は日本外務省外交史料館 39-4-9｢外国人内地旅行関係雑件 一 日明治元年至廿

一年｣に保管されている○7872年7月26日､フエ伯爵より､利島外務卿宛の手術○1872(明治5)辛 8月 6日 (陰暦7月23日)岩倉使節団は米国ワシントン(W ashington)､フィラデルフィア(Philad8lphia)､ニューヨ- ク(NewYork)､ボストン(8oSton)を訪れ､ボストン港を出て､英国に向かうb

久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米回覧実記』岩波文庫 1977 第一巻 204-370ページ1872(明治5)年 8月 7日 イタリア海軍のコルヴエツト艦ヴエツト- ル.ピザ- = (Ft Piroc○rvetta LEVA FAUSTO (ed.).StOrla deJle Cam pagne(Ristam pa),UfFcio St○rico delfa M arin

aM ilitare.1992､ 148ページVett○rPisani)は2度目横浜港に錨を下ろす○1872(明治5)辛 8月 不明 領事口ベツキの後任者デイエゴ.デーバツIJ- リス(Dieg○De BarriI;S)が横
浜に到着する. Barrilis､ 1872年7月9日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣宛の手簡○ A触r= n GcnereN.13(未刊)､

1872年7月19日､在ニューヨークイタリア公使より､イタリア外務大臣宛の書簡○AfFar= n G 8nere N.808 (未刊)1872(明治5)年 8月 16日 (陰暦7月13El)岩倉使節

団は英国E)ンドン(LorldorT)に到着する. 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第ニ巷 64ページ1872(明治5)辛 8月 21日 フエ伯爵は伊外務大臣に手簡にて､岩倉使節団が欧米で行っている条約改正予備験話の行方(駐日米国公使デ.ロングの発言など)､天皇の行幸.そして日本における詩学について報告する｡ A SDM AE,Serie M○scatJ'Vf.b.1288.1

872年8月21El､フエ伯爵より､イ9 リア外務大臣(viscOntJ'VenOSta)宛の暮蘭｡ (serie P ○lk ic aNo.29-m ;nuta)18

72(明治5)年 9月 5日 明治政府は日本の学校制度を定める法令､｢学制Jを公布する｡ 五味文彦他『詳説日本史研究』山川出版社1998､322ページ1872(明治5)辛 9月 80日 フエ伯爵は伊外務大臣宛の書簡にて､イギリスの報道機関が訴えた日本におけるキリスト教徒に対する墓別事件に関する真実(そのような差別は発生せず.イギリス側が事実を幕張し過ぎた)を知らせ
る○



1872 (明治5)年 10月 15日 (陰暦9月13 El)に､東本願寺法嗣現如上人大谷光壁の- 行く総勢五人)は､教会を祈れる目的で､ヨ- 口ツパ(フランスとイタリア)に向かって横浜港を出発する.成島柳北も参加し､旅日紀『抗西日乗』を執筆する○イタリアのフィレンツェ.ローマ､ナポリ.ヴェネツィアを妨関する.これは公式使節ではなかっ た. この一行のイタリア訪問に関しては､岩倉相子r岩倉使節団と維新前後の8 本使節 - イタIJア坊間をめぐって- ∫.米欧回覧の金浦『岩倉使節団の再発見』､息文献出版､2001､52-66ページ を参照.成島の日記に関しては小林華r『航西El乗』『明治五年柳翁洋行曾計録』解題J.『明治文化全集 第七巻 外国文化篇』日本評論社 1986 29ペー

ジ を参照｡1872(明治5)年 10月 16日 フエ伯爵は諸国外交団長として､外交東京- 横浜の鉄道線の際に.明治天皇に挨拶の辞を述べた○ 東京一横浜の鉄道線が開設される.明治天皇自身も開設式に出席した○ A SD M A E,Serie M ○scatiVL b.1288.1872年10月20日.フエ伯爵より､イタリア外務大臣(v iSc○ntJ'Venosta)宛の書簡. (son-B P O

IhLcaN0.34)1872 (明治5)辛 to月 20日 フエ伯爵は書簡にて伊外務大臣に､ 10月16E3に行われた東京- 横浜の鉄道線の開設式について報告する○また､近い内に行われる欧州との七倍の開校や横浜市内でのガス導入(日本の技術的進歩)についても触れる.フ工はウイ- ン万博の用事や軍卵商人たちの来日で大変忙しいとも述べる. A SD M AE.S8rie M OscatjVL b.ー288,1872年10月20 El､フエ伯爵より､イタl)ア外務大臣N iScOnt= ′enOsta)宛の手簡.

(s erie P O IM c aNo.34)1872 (明治5)年 11月 1日 イタリア海軍のコルヴエツト艦ヴエツトール.ビザ一二(FL P ir○C○ryettav ettOr Pisani)は､8月31Elから9月20日までの期間に横須賀を折れてから､横浜を出航し､帰国の遠につく. LEV A FA UST O (8d.),S tOria de"e C am pagne(FrlStam Pa).UfRdlO StoricO d

8lra M arh aM "他用.1992､ 148ページ1872 (明治5)辛 11月 4日 上州(現在の群馬県)富岡に､富岡製糸報が設立される.ここで､イタリア.フランスの最先端技術､そしてお雇い外国人ポ- ル.プリユナ- (PaLLlBrLJnat)の知抜が導入され.良質 の生糸が生産されていた. 中村哲『集

英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､240-254ペ- ジ1872 (明治5)年 11月 9日 渋沢喜作と中島才吉のイタリア派遣が決定される○ El本国立公文書帝､2A-009-00 太00308100リール番号:

003700 開始コマ:0139～｢租税寮七等出仕渋沢喜作外一名伊太利回- 差遣｣1872 (明治5)辛 11月 13日 ロシア帝王の三男アレクセィ.アレクサンドロヴイツチ大公はフリゲート艦rスヴエトラ- ナ号｣にて横浜に入港する. A SD M A E.Sen'e M OscatiⅥ.b.1288.1872年11月22日､フエ伯爵より.イダ)

ア外務大臣(v k cOnt= /enosta)宛の書簡. (serie P○lhjcaN○.35)1872 (明治5)辛 11月 22日 フエ伯爵は伊外務大臣にロシアのアレクセイ大公の来日及びその際に受けた歓迎について報告する○その時､フエ伯爵は外交団長として､皇居の敷地内において行われた/{L/- ドや宴会に招待される.そこで､外交団は初めて皇后を紹介される｡フエ伯爵は挨拶の辞を述べ､翌日の日本軍艦閲兵もアレクセイ大公を接伴する予定だった○ A SD M A E.Serie M ○scatiVL b.1288.1872年11月22日､フエ伯爵

より､イタリア外務大臣(viscOnt= /en○sta)宛の書簡4 (S e rie P O lk jc aN○.35)1872 (明治5)辛 11月 25日 フエ伯爵は､外交団長として､アレクセイ大公を接伴する○ 悪天候のため､アレクセイ大公のために行われる日本軍艦碍兵は11月25日に延期された｡天皇も参加し.外交団に対しては非常に友好的な姿勢を示す○ A SD M A E,Serie M oscatJ'V L b.1288,1872年12月

1日､フエ伯辞より.イタリア外務大臣N isc○ntJV en○Sta)宛の手簡q (serie P O Iitic aN○.36)1872(明治5)辛 12月 一日 フエ伯爵は伊外務大臣に､日本政府がウィーン万博の準鰍こ注いでいる努力について報告する○天皇のいとこ有栖川宮やその他の高官の参加､欧州に派遣されている岩倉使節団の博覧会防開､400トン A SD M A E.S1∋rie M oscat
jⅥ,b.1288,1872年12月1日､フエ伯弟より､イタリア外務大臣〟;scontiVenOsta)宛の書簡○(D○C.N.5)にも及か博覧会の日本か

展不晶の運輸について官及する｡フエ伯爵は. 日本政府の努力が条約改正に繋がる意義があると指摘し.改めて日本の近代化を高く評価する.1872 (明治5)年 12月 2日 フエ伯爵は手簡にて､イ9 リア外務大臣に帰国する旨を伝えるCそこで､フエ伯東は1873(明治6)年3月に出発する予定であることと､彼の帰国中r=はちようど岩倉使節Blがイタリアを放れることを報告する○ ASD M A E.Serie VTlPersonal8.b.F-4,Fasc.FE)'O stiani.C.te A l○SSandr〇､ 1

872年



ー872(明治5)辛 12月 10日 フエ伯爵は書簡にて､9日の天皇への碍兄を報告する,馬兄の目的は先任者ドう .トウール伯東が不在のため届けられなかったイタリア国王より天皇宛の手簡(1869年1月16日と同年11月25日の日付.件名はイタリア王の孫プツリア公とナポリ王子の誕生)の提出である.フエ伯東はその際､天皇にイタリア圏王についての事件を聞かれるo A SD M A E,Serie M OscatiVT.b.1288.1872年12月10日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣N iscontiV enOstzL)宛の手簡○(serie P Ol批 aN

o.38)1872(明治5)辛 12月 16日 (陰暦11月16日)岩倉使節団は英国ロンドンくLOndon),リバプール(U verpo○[)､マンチ玖 タ-(M anch8Ster).グラスゴー(G rasgOw)､エ～◆ヽ ◆~ . 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第

ニ巻 64- 385ページンノハフ(Edlnburgh)､_ ユーキャストル(New castle).シエツフィールド(ShefFiBld).バ- ミンハム(BirTTlingham )などを肪間してから.再度ロンドンに赴き､ヨーロッ

パ大陸(フランス)へ渡る.1872 (明治5)年 12月 17日 フエ伯弟は伊外務大臣宛の手簡にて外交Blの集会(=ついて報告する.その集会において､宮岸監督事務所長の任命や日本政府が決定した外国人所有土地(抵当権の禁止)に関する法令などが取り扱われる.また､フエ伯王馴ま所県における裁判所の開放についても簡潔に報告する. A SD M A E.S○rie M ○scatJV l,也.1288.1872年12月17日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(visc○nt= ′en○Sta)宛の

手簡勺(Serie P○雌caら.N .)1872 (明治5)年 12月 下旬 フエ伯爵は手簡にて､伊外務大臣 A SD M A E.Serie M oscatJIV L b,1288,1872年12月??日(下旬)､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(V Tsc○ntiV en○
sta)宛の書簡｡ (senLep○帖ca N○.39)に日本と韓国の外交.貿易関係について報告する. (廃藩置県後の対馬

情勢や外務省の官僚隼の韓国新聞についての内容である｡)1872 (明治5)辛 12月 29 E3 フエ伯爵は伊外務大臣宛の手簡にて.日本における協暦の導入を知らせる.また､休日が日曜日と決定される可能性があるが､その他の祭日はまだ未定であると述べる.いつも皇居で陰暦1月2日に行われていた新年会も暦の変更に応じて陽暦一月2日になる｡ A SD M A E,Sen'B M OscatiVT.b.12B8,1872年12月29日､フエ伯昇より､イダ)ア外務大臣N i印○nt

jVenOsta)宛の書簡. (seri○P○liticaNO.41)1873 (明治6)辛 1月 1日 (陰暦明治5年12月3日)日本政府は陰暦を廃止し､陽暦を導入する. A SD M A E,Serie M○ScatjVL b.1288.1872年72月29日､フエ伯東より､イタIJア外務大臣(v isc○ntiVenosta)宛の手簡｡ (serie P○lit

jcaN○.41),五味文彦他『辞悦日本史研究』山川出版社 1998､329ページ1873 (明治6)辛 1月 2日 フエ伯界は外交団長として,天皇に新年の祝辞を述べる○外交官らほ夕方､果物のかごを受けるo 皇居にて新年会が開かれる○ A SD M A E,Serie M ○scatjVt.b.1288,1873年1月5日､フエ伯爵より.イダ)ア外務大臣(v

iscOntiVenosta)宛の書簡. (seri○P○lhj¢aNO.43 e 8lJegatO)1873 (明治6)年 1月 5日 フエ伯爵は伊外務大臣に皇居における新年会のことを報告する. A SD M A E.Serie M oScatjV L.b.ー288,1873年1月5日､フエ伯爵より､イタ

リア外務大臣N iscor心V en○sta)宛の書簡○(Serie P oJiticaNo.43 e a"egatO)1873 (明治

6)年 1月 10日 徴兵令が発布される. 五時文彦他『辞税日本史研究』Lll川出版社1998､322ページ1873 (明治6)辛 1月 18日 フエ伯爵は体調不良で浜御殿にお 2日後横浜を出発し､オーストリア帝国のトリエステへ赴くウィーン博覧会 イタリア外務省領事.商業総局長ペイF)レ- リは渋沢と中島の訪伊を農工商省に伝える. ウィーン万博二本部委員会『N○tice surL-Em pire du Jap○n ○t sursa paJteCipatjon
a JExpositiOn U nivE)rae"e d○V ienne,ー873』､C .Levy.Y○k○ham a.1873､ 55ページ を参府○ける送別会に参加できない○ E3本か垂鼻会のメンバーのために､浜御殿において送別会が行われる. A C S〔イ9 リア国立古文書間】.M AJC ,D ;r.

G en.A gr.llverSさrTlentO.b.153,1873年1月18日､外務省領事蘇葉局長ペイロレ- リより､農工商省宛の書簡(未刊)1873 (明治6)辛 1月 20日 ウィーン万博博発会の日本部重点会及びそこに展示される物品を果せたフランス運送蒸気船rフアース号J(p hase)は横浜を出港する○ 日刊紙rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィ

アJ(LaG azzetta diV enezia). 1873年3月28日号､rイル.チッタデイ- ノJ(llC rttadin○)､ 1873年3月22日号を参照○1873 (明治6)年 1月 23 El トリノで､第二次牡横浜領事官(1872-1875年)として勤めた.T- イエゴ.ロレンツオ.フイリツボ.バツl)- lJス(DiegoLor○nzcFF的叩O Barr"h )の父親が



1873(明治6)辛 1月 29E3 フエ伯爵は伊外務大臣に､日本政府がローマとウィーンに公使館を開設するつもりであるという事実を書簡にて報告する○二つの公使館は､岩倉便市Bl及びウィーン万博El本琳委員会の帰国まで.一人の ASD M AE.Serie M OscatjVl,b.1288,1873年1月29日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(visGOnt= ′enOSta)宛の書簡O (Serie P○ritjcaN○.44)○この書簡の日本陪訳は､岩倉親子編著『岩倉便漆同とイタリア』京都大学学術出版会 1997.4ト42ペー

ジ にある○公使､佐野常民に委ねbれる｡この書簡と共に､太政官がイタリア王宛ての書信を送り､イタリア王に渡すべき天皇の肖像は手元にあり､休暇の時にイタリアへ赴く際に持参す

ると述べる｡1873(明治6)辛 1月 末 渋沢喜作と中島才吉はミラノに到着する○ A c s〔イタリア国立古文書間〕,M AIC ,Dir.G en.Agr.rFversam Bnt○,b.158.ー873年2月5日､ミラノ商工金紙所長カント- こより､

農I 商省宛の書簡(未刊)1873(明治6)辛 2月 7白 フエ伯爵は副島外務卿に外国人内地旅行に関する一速の書簡を送る ○ここで､フエ伯爵はイタリア入寒卵 商人の日本内地旅行に関する意 見を述べながら､イタリア人に限る 領事裁判権の放棄を条件に､自由 の内地旅行を検討するように求める○ フエ伯爵の手簡は 日本国外務省絹『日本外交文書』(第六巷)1955 65ト652ページ に録されている｡1873年2月7El､フエ伯爵より､割島

外務卿免の書簡｡フランス語文は未発見○1873(明治6)辛 2月 10日 フエ伯爵は伊外務大臣に書簡を宛て､そこでは､第- に､1月29日の手簡に言及した佐野常民の着任 渋沢著作と中島才舌はミラノ及びその A SDM AE,Serie M oScatjVT.b.1288,1873年2月10日､フエ伯爵より､イタリア外務大臣(viscOntjV○nosta)宛の書簡. (sen'e p olh rcaN○.45)○この事闇の日本語訳は､岩倉河手編が公式に決定されたことを伝える. 周辺の主な養蚕施投を坊

間してから.ト著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版また.自分､そして佐野のヨーロッパに向かつての出発及び移動計画を紹介する｡ リノに着く8 会 1997.43-44ページ にある｡A CS〔イタリア国立古文書間〕,M AJC,Din Gen.Agr_lTv8rSam entO,ら.153,

1873年2月10日､トリノ県知事より､農工商省宛の書簡(未刊)1873(明治6)年 2月 17日 岩倉使節EZlはフランス(主にJ{lJ)に 久米邦武編､田
中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第三巻､2卜164ページ

二ケ月種皮滞在してかb ､ベルギーのリユツセル(Bruxe"es)へ到着する.1873(明治6)年 2月 21日 フエ伯弟は領事′{ツリーJ Jスと共に.浜御殿における宴会に招待される○ A SDM AE,Serie M OscatiVt b.1288.7873年3月2日､代理公使バツリ一リス発

､イタリア外大臣Ⅳjscont= /enoSta)宛の書簡○(seriep o雌ca NO.46)1873(明治6)年 2月 22日 午前10時30分に､フエ伯爵は.彼の出発と代理公使リツタ伯爵の来日(5月1日)の間に公使館の義務に従事する領事バツlJ一)スと共に､一時帰国および代理公使の着任に際する挨拶のために天皇に謁見する○また.この際､フエ伯爵は天皇と皇后の肖像を受け取り､イ 副島は､イタリア人内地旅行の旺可に ASDM AE.Seri○M○ScatiVl.b.1288,1873年3月2日､代理公使バツリーリス発､イタリア外大臣(viscOntJ'yen○Sta)宛の書簡. (sen'ep Olhjca No.46)この書簡の日本語訳は､岩倉朝子編著『岩倉使節団

とイタリア』京都大学学術出版会 1997.50-52ページ にあるB副島がフエ伯爵に捷出する規則案は日本国外務タリア王にそれを捷出する任務を帯びる.この際にも､天皇及び日本政府は｢あなたは我々の友人の- 人です.Iという言葉などを捧げ.フエ伯爵に対する好意と信頼が大いにあらわになる.また､フエ伯東は金箔入りの謙重箱などを3個贈呈される○ 関する規則案をフエ伯東に提出する○ 省絹『日本外交文書』(第六巷)1955 652ペジ出典○この規則案のフランス捨訳文(つまりフエ他者が受けとつたもの)は.本論の筆者によってイタIJア酋立古文書館(A CS)で発見された｡AC S〔イタIJア国立古文書館】.M AtC,D'lreZ'IOne

Gen○ral8 dell' Agricob ra.Ⅳversam ento.b.599.fascic.3439. (未刊)1873(明治6)年 2月 24日 横浜の外国人居留地にて刊行されているrThe Japan HeraldJ鰍 こ､フエ伯弟のヨーロッパf=向かつての出先直前の天皇への謁見と､彼のE3本での様々な活動について報 告する妃書が掲載される.この能 事 の筆者は駐日イタリア副領事フランチェスコ.ブ ル- ニ(FranCeSCO Bruni)である.この妃事は｢ラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣紙(1873年4月15日号)にも掲載される｡

rThe Japan HeraldJ､ 1873年2月24日号､rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア),1873年4月15日号を参照.1873(明治6)年 2月 25日 フエ伯爵は佐野常民と共にイタリアに向かって出発する. 岩倉使節F rまベルギーのブリュッセル(Bruxe"es)を放れ､アントワ- プ(Antw8rT>)を経由し,オランダのハ

ーグ(T he Hague)に到着する. 久米邦武絹､EEl中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第三巻､ 165-232ページ1873(明治6)年 3月 2日 フエ伯爵の出発後､代理公使バツリーリスは2月22日の鴇見に関する報告書を伊外務大臣に送る.その中に､皇居の様子､天皇及びフエ伯爵が述べた言葉なども紀操されている.この長い書簡の内容は非常に興味深いものである. ASDM AE.Sen'e M○scatiVI.b.1288,1873年3月2日､代理公使IくtylJ- l)ス先､イタリア外大臣N iScOntiVenosta)宛の書

簡. (S



1873 (明治6)辛 3月 9日 岩倉使節EZlはオランダのハーグ(llleHague)､ E)ツテルダム(Rotterdam )､レイデン(Lejden)､そしてアムステルダム(A m sterdarT1)を訪れてから､プロイセン(preussen)に入り､ベルリン(Berlin)に到着する○ 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 兼三春､233-30

0ページ1873 (明治6)辛 3月 13日 フエ伯爵に代わる代理公使パルツアリーノ.lJツタ伯爵(O ontO Balzarin○Lh a)はミラノを出発し.マルセイユ(M arseme)経由で日本へ赴く(5月一日に到着). A SD M A E,Sen'e M ○scatiV L,b.1288.1873年5月4日.リツタ伯爵より.イタリア外務大臣Ⅳisc○ntjV 8nOSta)宛の書簡. (s ene P○l

iticaN○.49)1873 (明治6)年 3月 2一日 ウィーン万博博覧会の日本部委員会及びそこに展示される物品を乗せたフランス運送蒸気船rフアース号J(Phase)は､当時オーストリア帝国領土であったトリエステ(T血stel 現在イタリア領土)に到着する○乗客らは欧風の服装を態い､rホテル.チロルム_A(HOt8ーD elorm e)に滞在する. 日刊紙rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィアJ(LaG azzetta d= ′enezia). 1873年3月28lヨ号､rイル,チッタデイ- ノJ(flC批adin

o)､ 1873年3月22日号を参照.1873 (明治6)年 4月 1日 岩倉使節団はプロイセン訪問を終え､列車にて､ロシアに入国し､サンクト.ベテルブルグ(sankt Peterburg)に到着する. 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回

覧美紀』岩波文庫 ー977 第四巻､21-1ー0ページ1873 (明治6)辛 4月 7日 フエ伯B はウイ- ン万博博覧会日本部絵理事および監イタリア弁理 駐イタリア弁理公使になる予定の佐野 ASDM A E.FondO M OscatiⅥ
,b.1288 には.佐野常民がアレクサンドリアからイタリア外務大公使となる二つの任務を纏った佐 常民がこの日に伊外務大臣に書簡を宛 臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ

に宛てた書簡が保管されている(日本陪本文.英訳付).この典野常民と共に､エジプトのアレクサヽ●l て､ウィ

ーン万博での任務による着任期の旨を伝え､フエ伯弟の日本での活確を高く評価する○ノド)ア(A lexandna of Egypt)に到着する.養蚕視察EZl長佐々木長淳も随行している○ 味深い書簡は岩倉邦子編著『岩倉

使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 ､44- 4 5ページにも引用されている.1873(明治6)年 4月 10日 日刊耗rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣(La G azzetta d= ′enezia)紙に､フエ伯爵が提案する日本の塩瀦鮭の輸出についての記事が掲載される○ rう.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣(La GazzettadiV enezia). 1B73年4月108 号.昔己事の日

本帯訳は.石井元章『ヴェネツィアと日本 美術をめぐる交流』プリユッケ 1999 298ページにある○1873 (明治6)年 4月 13日 フエ伯爵は佐野常民と共に､イタリア南部プリンデイシ(Brindisi)港に到 rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣(La G azz8ttadiV

enezia)､ 1873年4月ー4日号｡善し､直ぐに一人でローマへと赴く○佐野は翌日ヴェネツィアへ赴く○1873 (明治6)辛 4月 14日 午後5時○駐伊日本籍領事中山醸治がヴェネツィアに到着する○中山と会見するために､佐野常民はプリンデイシ(Br;ndisi)港でフエ伯爵と別れ､そのままヴェネツィア(Ven

○zia)へ赴く. rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィアJ(La G azzettadiV○nezia)､ 1873年4月14 El号.1873 (明治6)年 4月 18日 岩倉使節団はサンクトペテルフルグ(Sankt Peterburg)妨間を終え.北ドイツの′ヽンブルグ(Ham b

urg)などを獲り.チンマークに到着する. 久米邦武鴛､田中彰校注『特命全権大使米回覧実記』岩波文庫 1977 第四着､111-132ページ1873 (明治6)辛 4月 23日 旧薩Jt 藩の島津三郎(久光)はおよそ2000人の兵陣を率い,東京を妨関する○ A SD M A E.Serie M oscatiⅥ.b.1288.1873年5月21日､リツタ伯爵より､イ9

リア外務大臣(v iScOntjV enosta)宛の書簡.(seri○P olh'caNO_52)○この書簡にて､リツタは島津久光について長く記述している○1873 (明治6)辛 4月 24日 岩倉使節団はデンマーク防間を終え､コペンハーゲン(C openhagen)を発ち､船でスエ- デン(Sw ed

en)に移動し､ストックホルム(StockhOJm )に到着する○ 久米邦武編､fEI中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巷､ー33-155ページ1873 (明治6)年 4月

28日 フエ伯昇はヴェネツィア(V en8Zia)に到着する○ ｢ラ.ガゼツタ.デイ.r3エネッイア｣(La G azzettadiV enezia)､ 1873年4月27日号○1873 (明治6)辛 4月 27日 午前､フエ伯爵はヴェネツィアN ene由)を出発し､ウ

ィーン万博の開会式に出席するために.オーストリア帝国ウィーン(w on)に赴く｡ rう.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣(La G az28ttadiV en○zia). 1873年4月27日号.1873 (明治6)年 5月 1日 代理公使リツタ伯蔚(c Ont○B alzarin○Litta)は横浜に到着する｡ オーストリア帝国.ウィーン万国博菓会(T he W 8n W ○rld ExpOsitjon - VnenW ertausstellung)の開催式が行わ



1873 (明治6)年 5月 4日 代理公使リツタ伯爵は伊外務大臣に書簡を送り､日本外務省の坊間を行つたと報告する.リツタは.ミラノで.イタリア養苓集の書冊を視察する洗浄喜作と中島才吉に数回出会ったことと､彼らが非常に良いもてなしを受けたと述べる.また､この手簡で､駐イタリア日本総領事中LIJ襟治は､日本領事館をヴェネツィアよりも､養蚕集の中心であるミラノに設けた方がいいと述べたことも明らかになる. A SD M A E.Senk M ○scatiVI,b,1288,ー873年5月4日､IJツタ伯爵より､イ9 リア外務大臣(ⅥscOntjV enosta)宛の書簡○(serie PoliticaN

o.49)1873 (明治6)辛 5月 5日 早朝､皇居は火事によって､数時rI'1で全焼する.天皇は赤坂の宮殿に勤し､家事の原因を明ベる調査が始まる. A SD M A E,Serie M oscatjV l,b.1288.1873年5月6日､リツタ伯爵より､イタリア外務大臣(viScontjV eJl○Sta)宛の手簡｡ (ser;e p o

lh'caN○.50)1873 (明治6)辛 5月 7日 岩倉使節団はストックホルム(stOGkholm )訪問を終え､スエーデン(sw ed○n)を出国する.また､ドイツを北から南まで横断し.フランクフルト(Frankh rt)を経由し.甫ドイツの都市ミュンヘン(M unchen)に到着するoミュンヘンの訪問をも終え､列車にて､P M 11:00ミュンヘン(M un¢h○n)駅を発ち.イタリアへ赴く○ 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巻 156-250ベ- ジ○岩倉和子編著『岩倉使節団とイタリ

ア』京都大学学術出版会 1997 も参照○1873 (明治6)年 5月 8日 フエ伯爵はトリノから外務省に一遇の書簡を送り､その中で.イダ)ア養蚕業から上がっていた不満の声に耳を傾け.確報の!押化不良に関する取り調べの実行を提案する. pM 2二00.岩倉の一行はオーストリアを通り､填伊国境を越え､ヴェローナ(verona)に到着し､フィレンツェ行きの列車に乗り換える○ 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巷 257-259ペ- ジ｡岩倉期子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 ー997 も参照.種紙貯化不良に関する取調べに? いては､A C S〔イタリア国立古文書間〕,M AlC.D ;r.G en.A gr.livers.b.153､ 187

3年5月8日,フエ伯爵より.外務省宛の書簡(未刊)1873 (明治8)年 5月 9日 フエ伯爵はフィレンツェのグランデ.アルベルゴ.レア- レ.デツラ.Ji-チエ(G rande A lberg○Reale dellapace)にて岩倉使節団を出迎え､岩倉使節団の接伴掛としての活確を始める.この日に､フエ伯爵はフィレンツェを案内する○ A M 3:00､岩倉使節団はフィレンツェに着普.グランデ.アルベルゴ.レア- レ.デツラ.J{- チエ(G rande A lberg○Realede"a pace)に宿泊する.A M ll:00からフィレンツェの中心部にあるサンタ.マリア.デル.フイオレ(S.M aria delFi○r8)敬会､町の美術館(G alleria d8gliUfFizi)早ナツイオナーレ博物館(M use○Nz)ziOnab )などを見学する○午後は力シーネ(c ascine)公園を馬車で回る○また､ 8 本におけるイタリア人内地旅行に関して､英国外務大臣グランヴイルは亜伊英国公使パジト(Paget)に､この間愚に関するイタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ(Em iri○V isc○ntl'V○n○Sta)の意見を開くよう依頼する○パジトと会見してから､ヴイスコンティ.ヴエノスタは外交的危機を回避するために.外国人による日本内地旅行閉環に対して俵重な姿勢をとるようになった. 久米弗武備､EZl申彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 260.272-285ページ.岩倉相子鳥著『岩倉使節EZ)とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照｡ヴイスコンティ.ヴエノスタとパジトの会見に関しては､石井孝

『明治初期の国幹関係』吉川弘文虎 1977､ 105ページ､を参照C1873 (明治6)年 5月 10日 岩倉使市田にフィレンツェ市内及び郊外(桑畑など)の案内をする○ 岩倉使節団は徒歩でフィレンツェ市内にあるモザイク師の家や日本物産店を見学し.午後は馬車で公書のドッチャ(DOccia)也草製造工場を妨れる○その級.フィレンツェの周辺にある桑畑を馬車で走り回るd* ここで久米邦武は『米欧回覧美紀』において.イタIJア養蚕業に関する紀述を書き連ねる.夕方､一行はフィレンツェを発つ○ 久米邦武編､EEl中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 272-285

ペ- ジ○岩倉相子嶺著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照｡1873 (明治8)辛 5月 11日 フエ伯* は岩倉使節団と共にロ- 岩倉使節EZlは早朝ローマに到着し､駐伊日本稔領事中LIJ穣治に迎えられ.ホテル.コスタンツイ(HOtelC oStanzi)にて宿泊する○ 久米弗武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977
第四着 290ペ-ジ.岩

倉和子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照.マl=到着するOー873 (明治6)年 5月 12日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行するq 午前中に､岩倉たちはイタリア外務大臣エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタを坊間し､イタリア王への罷兄を申請する｡午後に､一行は馬手でサン.ピエトロ広坤(p iazza San P ietrO).サンタンジエE)城(c astelSanでA ng8l○).パンテオン(panth○○n)､コ口ツセオ(0○loSS○○)やその他の旧跡を回覧 する. 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 19

77 第四巷 295-304ページ.岩倉邦子絹看『岩倉使節Eg]とイ9 リア』京都大学学術出版会 1997 も参照.1873 (明治6)辛 5月 13Jj フエ伯軌 ま岩倉使節団に同行する○ A M 10:OO岩倉使節匝‖まイタリア王ヴイツトリオ.エマヌエーレ二世(V触oriOEm anuele U)に謁見し､国書を奉呈する.夕方は下院謙全くC aTTlera de'lDeputatJ')を妨冊する○ 久米邦武絹､田中彰校注『特命全権大使米

欧回覧



1873(明治6)年 5月 14日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する. 駐日イタリア代理公使リツタ伯爵は書簡にて､イタリア王の甥(ジエノウ公)が近いうちに蒸気船rガリパルデイJ号で来日する可能性があると述べる○よって､リツタ伯爵は外務省にその件をめぐる詳細な情報を提供するように促す. PM 1:00岩倉使節Bllまバチカン美術館(M useH /atjcani)を見学する.pM 6:00から.王宮にてイタリア王の晩餐会が開かれ､それに参加する○ 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巻 305-307ペ- ジ｡岩倉相子編著『岩倉使節団とイ9 リア』京都大学学術出版会 199

7 も参照｡1873(明治6)辛 5月 15日 フエ伯爵は岩倉使節即=同行する. 岩倉使節団は馬手で､ローマ市内を回覧する ドムス.アウグスターナ(D Om us 久米邦武溝J El中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 307-314ページ○岩倉相子楯著『岩倉使節団とイタリア』京蔀大学学術出版会 1997 も参照｡ペイI)レ- リの 書簡はAO S〔イタリア国立古文書間〕,M AJC,D;r.Gen.Agr.rlV○rS.b.153.1873年5月19 日､イタリア外務省領事清美局長ペイロレ- l)より.農工商省宛の

手簡(未刊)､を参照.A ugustana)､力ラカツラ浴場(T8rm ○ diC aracalra)､マツシモ大成技喝(CirccM a写Sirn○)などを見学する○午後r=兵屯所､軍病院そしてローマ城外蟹の周辺の養蚕 場を妨間する○フエ伯爵の種紙群化不 良に関する取り調べの提案を受けたイタリア外務省領事商業局長ペイ口レ - リは､5月15日に農工商大臣 に一速の手簡を宛て､

フエ伯爵の意志を伝える.ー873(明治6)辛 5月 ー6日 フエ伯軌ま岩倉使帝Blに同行する○ 岩倉使節団はAM 9:00から､ローマにてカビトリーノ美術館(M uSe○C apitOlino).マメルテイヌス牢獄(CarceT,eM am ertJnO)､ローマ水道の遺跡などを見学する. 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実兄』岩波文庫 1977 第四巻 314-319ペ- ジ｡岩倉相子編著『岩倉使節団とイダ)

ア』某都大学学術出版会 1997 も参照｡1873(明治6)辛 5月 17日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する○ pM 2:00に島日イタリア代理公使リツタ伯爵は天皇に謁見する○ 岩倉使節団はIl- マにて滞在する. *『米欧回覧美紀』にはこの日に関する特別な記述はない. 久米邦武編､EEl中形校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 集四巷 319ページ○岩倉相子編著『岩倉使節団とイ9リア』京都大学学術出版会 1997 も参照○lJツタの謁見については.A SE)M AE.Serie M○scatjⅥ.b.1288.1873年5月21日､リツタ伯爵より.イタリア外務大臣CViscOntiVen○sta)宛の書簡｡(seri8 PO馳ca N○,54)を参府. (リツ

タが天皇に述べた挨拶の辞も書簡に追加されている.)1873(明治6)辛 5月 18日 フ三伯弟は岩倉使節団に同行する｡ 岩倉使節団は外務宰相より招宴される. * 『米欧回覧実記』にこれ以外の紀速はない｡ 久米邦武編､EB中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 319ページ○岩倉

相子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照b1873(明治6)年 5月 19E3 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する. 岩倉使節団はpM 9:00に汽車に乗り､南へ向かう○この節に､久米は『米欧回覧実記』において､ローマが西洋文明の源であることについて述べる○ 久米邦武編､EZl中彰校注『特命全権大使米欧回覧実兄』岩波文庫 1977 第四巻 320-321

ページ.岩倉相子編著『岩倉使節団とイダ)ア』京都大学学術出版会 1997 も参照.1873(明治6)辛 5月 20日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する○ 早朝に.岩倉の一行はナポリの付近にある力ゼルタ(Caserta)に到着する｡こ一で､午前中に力ゼルタ王宮(palazzOR○a)e又はR8gg ia diCaSerta)及びその庭園を訪問する.P M 5:00にカゼルタを発ち､pm 6:00にナポリのホテル.デユ.グラン.プレターニユ.工.アングリテール(H○teldLLGrand Bretagne etd'Angle terre)に到着する. 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四着 3

22-325ベ- ジ｡岩倉相子編著『岩倉便添Enとイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照｡ー873(明治6)辛 5月 21日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する. 駐日イダノア代理公使リツタ伯爵は 岩倉使節団は朝からナポリ市内を見学するo王宮(palaZZO Reale)､考古学博 久米邦武絹､EEl中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1

977 第四巻 325-330ページ.岩倉精子編著『岩倉使節E5

とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照.M A h l スール. - ~̀ ~つ ヽYT _タリア公使でもあったフエ伯爵が中国政府に一時帰国を通告する義務を 丁ツE1- ヴオ(C aSteIDe"TOvo)などを訪問

○同時に､佐々木長淳の義軍視察団 塙 『湊園博寛骨歩同紀要』､1897､下意､第二章.30ペ- ジを参照.lJツタの書簡について怠つたと述べる○ はオーストリア帝国の首都ウィーンから出発する｡ は,ASDM A E.SerlB M○scat;Vf.b.1288,1873年5月27日

､ FJツタ伯爵より､イタリア外務大臣(viScOntiVenosta)宛の暮衝｡ (seTl'e P OliticaNo.53)を参照○1873(明治6)年 5月 22ーヨ フエ伯東は岩倉使節Blに同行する○ 岩倉使節団はAM 8:00からヴエスヴイオ火山の舌にあるポンペイ及びヘルクラネウム(Erc○lanO)の遺跡を折れる.この日の夕方6時に､『いいなづけ』や『アデルキ』などの作品で有名なイタリア小脱衣.劇作家アレツサンドローマンゾ一二(A l8SSandro M anzoni)が88歳で死去する. 久米邦武輔､田中彰校注

『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巻 330-335ペ- ジ｡岩倉邦子韻書『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参府｡1873(明治6)年 5月 23日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する○ 岩倉使節団はPM 12:50に汽車でナポリ駅を発ち､ローマに戻り,またホテル.コスタンツイで投宿する○ 久米邦武

編､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巻 335-336ページ.岩倉鞄子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照,1873(明治6)午 5月 24日 フエ伯爵は岩倉便漆Eglに同行する｡ 岩倉使節EZlはlj- マにて滞在する. +『米欧回覧美紀∬に妃連はなし. 久米邦武

絹.EZ



1873 (明治6)年 5月 25日 フエ伯爵は岩倉使節団に同行する. 岩倉使節団はAM 9.3 0からイタリア王ヴイツトリオ.エマヌエーレ二世- 別離の清見をする.午後に.一行は再びバチカンを訪れ.ピンチヨ.ヴイツラボルゲ- ゼ(pinci○,V‖a B O rghese)公園にて散策をしながらE)- マの′{ノラマを眺める｡ 久米邦武格, EEl中形校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 336ページ.岩倉掬子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 199

7 も参殿｡1873 (明治6)辛 5月 26 E3 フエ伯爵はイタリア王国海軍士官カリ一二(UfFicialediMarinaA rFons○Carini)と共に､岩倉使節団に同行する○ 岩倉使節団の副使であった大久保利通は欧米から帰国する. 岩倉使節団はPM 9:45に王室専用列車に乗手し､水の都ヴェネツ ィアに向かって出発す る○ 久米邦武編､ EZl中形校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巷 336-337ページ○岩倉相子絹著『岩倉使帝国とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照○大久保の帰国については泉三郎『堂々たる日本人 知られざる岩

倉使節団』祥伝社黄金文庫1873 (明治6)辛 5月 27日 フ三伯弟は岩倉使節Eg と共にヴェネツィアに到着する.しかし､彼は今回､佐々木の視察団と共に､ ｢ホ 岩倉使節団はフィレンツェ､ボIl - ニヤ(BOlogna).パドヴア(PadoVa)経由で､pM t0:00にヴェネツィア.サンタルチア駅に到着する○中山領事とその書記官が岩倉の一行を迎える｡岩倉らはホテル.二ユ- ヨーク(H OtelN○w YOrk)にて宿泊する｡同時に､佐々木の養蚕視察Blrま汽車で､イタリア東北フlJ.) I) (Frh li)州 La G azzetta diV enezia (rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィアj耗), 1873年5月28日号,久米邦武編､ EEl中形校注『特命全権大使米欧回覧実記』岩波文庫 1977 第四巻 337-346ページ｡岩倉相子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照○書ちなみに久米邦武は『米欧回覧実紀』を絹典した時に､′{ドヴ丁の養蚕学校およびイタリア養蚕業に関する記述に､佐々木らの報告暮に含まれた榊 を利用したことが明らかにわかる.この事実は佐々木の視察団が岩倉使節団の任務を補う重要な役割
があつたという脱を強調するのである｡丁ル.7 .)レ- ナJ(H○telLarLLLnar)に投宿する○ [=あるウデイネ(Udine)市経由で､岩倉使節団と同じ日に､ヴエーネト(V en○t○)州､ヴェネツィア市に到着し､ ｢ホテル.ラ.ルーナ｣(H○telLa LLlna)にて宿泊する8こ

のElにヴエルソン博士も- 行と合流する○1873 (明治6)年 5月 29日 A M 7:00に.フエ伯爵は岩倉使節団の副使であった伊藤博文と山口尚芳と共に､プレッシャ市(B reScia).ミラノ市(M ilanO)- と出発する.プレッシャにて フエ伯爵は自宅で安客 岩倉使節団は二つのゲル- プに分かれ､一方で､岩倉大使が体調を崩したため､ヴェネツィアに滞在し､他方では､伊藤.山口副使らはフエ伯鼻に案内され､列車でプレッシャ及びミラノへ赴く｡岩倉の-行はグッリエルモ.ベルシエー(GLLglieln○Berchet)に案内され､国立古文手間を折れ､1815年支倉大館門がヴェネツィアを肋間した際に残した署名 久米邦武領､田中形校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巻350-355ペ- ジ｡岩倉相子編著『岩倉使節団とイタリア』京都大学学術出版会 1997も参照○伊蘇,LIJElのプレッシャ坊間およびフエ宮殿における宴会についてはLa SentJ'ne"aBreSci8na(｢ラ｢センティネッラ.プレッシャーナJ紙)､1873年5月30El号 を参照○佐々木の-行に関してはEEl中芳男.平山成億格『決園博覧曾歩同

紀要』､1897､下肯､第二章､30ペ- ジ などを参照.のための宴会を開き､その宴会に多くの養蚕家および葦卵商人らも参加する○* この旅行の報告は『米欧回覧実記』に現れない○ を見て､サンタ.マリア.丁ツ7 .サル一丁(S.Marhde"aSatute)教会などを新聞する.同時に､佐々木の養蚕視察EHまヴエルソン博士と共に､ウデイネ市へと向かい､ウデイネ市内の｢グランデ.アルベルゴ.デイタリアJ(Gran血 Alberg○d'Ztalia)に投宿する○ウデイネ市.そしてコネ.ylJヤーノ

(Con8glian○)村周辺の製糸節.養蚕埠を見学した○1873(明治6)年 5月 30日 フエ伯爵は伊藤.山口別使の一行 岩倉の一行はA M 9ニ00から船に乗り､ムラ- ノ島(M u
rano)を妨れる｡そこでガラ 久米邦武備､田中彰校注『特命全権大使米欧を案内し､ミラノにて滞在する○* ス

工芸想および複数の工房を見学す 回覧美紀』岩波文庫 1977 第四巷 355-356この旅行の報告は『米欧回覧
実 る○同時た､佐々木の養蚕視察団はウ ペ- ジ○岩倉邦子編著『岩倉使節団とイタリ吉己』に現れない. デイネ市

.コネ.yリヤーノ村周辺の製糸所.養軍所を見学. ア』京都大学学術出版会 1997 も参照○1873 (明治6)年 5月 31日 フエ伯爵は伊藤.山口副使の一行 岩倉の一行はA M 9:00から､ヴェネツィアのアカデミア美術館 (G alleria deIl'A ccadem ;a)を見学する○同時に､佐々木の視察団は再びフlJr> I)州からヴエネト州に入り パドヴア(Pa血va)市へ到 久米邦武緒､田中彰校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫

1977 第四巻 357ペ-ジ.岩倉相子編著『岩倉使帝EZlとイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照.を案内し､ミラノにて滞在する. *この旅行の報告は『米欧回覧実記』に現れない○ 若し､そこで滞在する.

ヴエルソンt8士の養蚕学校,養茸実験局を坊間し､そこで義軍技術.蚕病の検査方法.賓の解剖方法などを学ぶ.1873 (明治6)辛 6月 1日 夜､フエ伯爵は伊藤.山口別使らと共にヴェネツィアに戻り､岩倉大使の一行と再合流する○ 日曜E3であり､ヴェネツィアは非常に賑やかになる.夕方は岩倉大使の一行と伊藤.山口の一行が再合流する○同時に､佐々木の視察団は′{ドヴ丁にて滞在｡ 久米邦武編､田中彰校注『特命全権大使米

回覧実記』岩波文庫 1977 菓四巻 357ページ○岩倉相子a 考『岩倉使節団とイタI)ア』京都大学学術出版会 1997 も参照○1873 (明治6)辛 6月 2日 フエ伯希はイタリア王国海軍士官カリ一二と共lこ､国境まで岩倉使節EZlに同行する｡ 岩倉使節団はPM 10:30に､王室専用列車を利用して.伊嘆国境に向かって出発する.同時に､佐々木の視察EZlはパドヴアにて滞在. 久米邦武濁､田中彰校注『特命

全権大使米欧回覧美紀』岩波文庫 1977 第四着 357ペ-ジ.岩倉邦子縮著『岩倉鹿瀬EZlとイタリア』京都大学学術出版会 1997 も参照.1873 (明治6)辛 6月 3日 朝､フエ伯爵はナプレシナ駅にて 岩倉使節団はウデイネ (u dinB)経由でイタリアの国境を越え､当時オーストリア帝国領土であったナプレシナ(NabreSina)の駅で駐日オーストリア公使カリチエ(C alico)及び佐野常民と落ち合う. 同時に.佐々木の養蚕視察団は温泉名所のア′くノ(AbanO)村を経由して､ヴイチエンツア(Vic8nZa)市へ到着する.ヴイチエンツア周辺の養零租.製糸場を折れる. 久米邦武編､JZl

中彰校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 柑77 第四巷 3



1873 (明治6)年 6月 4 lヨ ヴイチエンツア市において､岩倉便漆Eg と告別したフエ伯爵は佐々木の一行と再合流する. フエ伯辞と共に､佐々木の一行はスキオ(schiO)村の製糸場を妨間

した○1873(明治6)辛 6月 5日 同時に､岩倉使節団はオ- ストリア帝国ウィーン(W ien)に到着し､この都市及びそこで開催されている万t+博覧会を回覧し始める. La G azzetta d= ′enezia (rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィアJ雑)､ 1873年6月17日号､久米邦武頼､田中彰校注『特命全権大使米欧回覧美紀』岩波文車 1977 案内巷,377-410ページ､

第五巻.21-52ページ1873(明治6)年 6月 6E] フエ伯爵は佐々木の視察団を自宅に招待し.プレッシャ周辺の養茸に会わせる. 養蚕視察EEIは早朝デセンツアーノを発ち､E3ンパル.T- イア(Lom bardlla)州に入る.プレッシャ(B r8SGia)県レツツ7 -i(R○zzate)村にあるフエナIl- l)(Fenaroli)家の義軍蛾を坊間した○そこから､正午､一行はプレッシャ市へ移動し､博物館､テアトロ広場(piazza delTeatrO)にある軍の市場などを見学した La G azzetta diV○nezia (rラ.ガゼツタ..T- ィ.ヴェ

ネツィアJ紙). T873年6月ー7日号後､岩倉使節団と同じように.佐々木らはフエ伯爵の自宅にて宴会でもてなしを受けた○その後,一行はロン力デツレ(R○ncade"○)村のグアイネ- I)(G LJainer;)兄弟の城へ赴き､近くの義軍軌 こおいて.数人の養蚕家と面会した.夕方､視察団は電車で

ミラノ(M ilano)市へと出発した○1873 (明治6)辛 6月 7El ミラノ市に到着した佐々木らの視察団は博物館と農業高等学校を防れた○一行はミラノ市内に投宿した｡ La G azzetta diV enezia (rラ.ガゼツ

タ.デイ.ヴェネツィアJ紙)､ 1873年6月17日号1873 (明治6)年 6月 8日 この日に､佐々木らはプリアンツア(B rianza)地方のランカーテ(Fh ncate)村へ赴く.そこで､スザ一二氏(C av.G uidO Susani)のr力シーナ.I{スツール_I(C aScina P asteur)という私立養蚕拭牧場を見学する.この施設において､佐々木らはイタリアで飼育された良質で無病の軍を見ることができる.その次､一行は絹名産地コモ(C○rnO)市とその周辺の薬糸坊,養軍埠を見学する.またミラノにて宿泊する. La G azzetta diV enezia

(rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィアJ紙). 1873年6月17日号1873(明治6)辛 6月 9E3 佐々木の- 行はアンノーニ伯東(C○nteA nnoni)の馬手に乗り､同伯爵のバター.チーズエ鴇を見学し.夕方はピエモンテ(Piem onte)州アレツサンドリア(A lessandri8)市へ赴く○ La G azzt?tEa d

iV 8n d Zは(rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣雑). 1873年6月17日号1873 (明治6)年 6月 10日 アレツサンドリア市内の菩市場などを見学し.夕方はトリノ(TOri
nO)市に向かって出発する○ La G azzetta d

iV即teZia (rう,ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣紙)､ 1873年6月17日号1873 (明治6)年 6月 11日 視察団rま早朝からトリノ市の葦市租も見学した後.電車に乗り.附近のカセツレ(CaSelle)村[=あるデプレ男辞(Barone D○prも)の製糸甥などを妨れた○夕方､一行は二つのグループに別 日刊

紙rLa G azz8tta diV enezia｣ (rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣)､ 1873年6月17El号れる○佐々木とグレーフエンの連中は視察旅行を続けるために､スイス.そし

てオーストリアに向かって出発した一方で､フエ伯爵､ヴエルソン博士と日本総領事中山はパドヴアに戻ることになる.1873 (明治8)辛 6月 16ーヨ ヴエルソン博士がイタリア農工商省に､佐々木らの義軍複葉旅行の報告書を送る｡ A C Sl

イタリア国立古文書間L M AIC ,rlVers.b.153､ 1873年6月16日､ヴエルソン博士より農工少省宛の書簡. (未刊)1873 (明治6)辛 6月 17日 ヴエルソン18士､フエ伯爵.そして駐イタリア日本領事中山搬治はパドヴアの養蚕実験局において､種紙の脚化不良に関する取り嗣ぺの第一次集会を

開始した○ 日刊紙rLa G azzetta diV ene由｣ (rラ.ガゼツタ.デイ.ヴェネツィア｣). 1873年6月16日号､ 6月17日号1873 (明治6)辛 6月 20日 岩倉使節団はオ- ストリア(A ustria)回覧を終
え.再度ミュンヘンを経由し､スイス(Sw托zerland)の都市

チユーlJツヒ(zurich)に到着する｡ 久米邦武絹.EZ)中形校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 1977 第五巻､53-64ページ1873 (明治6)辛 6月 28日 佐々木長津と共に北イタリアの養蚕所.製糸所を視察したグレ- フエン(EngelA



1873 (明治6)年 7月 1日 駐日代理公使リツタ伯爵は外務省に電報を打ち､それで､外国人(そしてイタリア人)の日本における内地旅行は一切認められていない旨を伝える. A C S〔イタリア国立古文書虎〕,M AJC .D ireziOne G t)n○rare dell' A gric○kura.ⅠVversam entO,b.599,fascic.3439○1873年7月2日.駐日イタリア代理公使リツタより､イタリア外務大臣宛の書簡

(未刊).1873 (明治6)辛 7月 2日 駐日代理公使リツタ伯爵は外務省に手簡を送り､そこで､7月1日の電報に含まれた情報を辞しく悦明する○ A C S【イダ)ア国立古文書館〕,M A lC.DjreziOne G enerale d○ll' A gricofturzl.rVv ersam entO.b.599,fascic.3439○1873年7月2日､駐日イタリア代理公使リツタより､イダノア外

務大臣宛の書簡(未刊).1873 (明治6)辛 7月 5日 イタリア外務省領事.商業稔局長アウグストペイljレ- リ(A LJgUSt○P e'lrd ○ri)は､農工商省に一速の書簡を送り､そこで日本における外国人の内地旅行に関して､1873(明治6)年2月22日にフエ伯爵が獲得した便宜(剤島の規則案)によって､イ少)ア人が日本の内地を自由に旅行できると述べる(実際はそうでなく､その協定の批准はイタリア外務大臣と岩倉具視が会見する前にイギリスに阻止されていた｡)外務省は電報で､この旨を駐日代理公使リツタ伯爵に知らせた. A C S【イタlJア国立古文書館〕,M AJC.D irez;one G enerale d8H' A grici○ltura,lVv○rsarnento.b.599.fascic.3439,1873年7月5日､領事面菓局長

ペイ口レ- リより.農工商省宛の書簡｡1873 (明治6)辛 7月 8 E3 フエ伯爵は.馬主伊日本弁理公使佐野常民からの書簡を受け.ローマから伊外務大臣宛の暮席にその内容を報告する○そこで.主に佐常民の倍庄状提出の件について述べるo鯖局､国王不在のため.佐野の鵜島は更に延長されること 辞任直前の農工商大臣力スタニヨーラは各県知事.農薬共進会､そして商工会議所宛に一遇の回状を送る.その回状で､カスタ二ヨー ラ は在 日 イダ)ア領事館から得た柵 に よ る と ､ 日 本で摘出用の種紙を大i に 貫 占 め ､ それらをイタリア市軌 =おい て 直 接 に 売 り捌く大境の商社が設立され た ことを 明らかにする○また､ 日本人 が イタリア で蚕卵を直接廉売することに よって . 大 勢の軍卵商人が毎年El本へ 渡 り. 競 争して種紙を高価で買い占め る必 要 が なくなり､イタリア人養軍費は よ り安 い 価 格で種紙を購入できると主張 してい た 農工商大臣カスクニヨーラはこの計画を支持していたことが窺える○この回状は葦卵商人たちの怒りを呼び起こす結果となった○ A SD M A E.Seri○M OscatiVT,b.1288,柑73年7月8日.フエ伯弟より(l3- マより)､イタリア外務大臣(ⅥBCOntjV en○sta)宛の手簡. (S.N,)力スタニヨーラの回状に関しては､ZA NlER .C laudio,SEM A卜 SetaiOliitalianiin G iapp○ne(1861-188

0),C Jeup.2006. 223-224< - .} *になる.また.佐野はイタリア政府が岩倉使節EZlや養葦視察団を熱烈に歓迎したことを感謝しているとも伝える.フエ伯爵は最後に.ウィーンに赴く意を伝える○ 周.ザニエルの研究によれば.カスタ二ヨーラが7月8日に発した回状の全文はミラノ商工会旗所の機関紙rイル.ソーレ_l(IISOle

)の1873(明治6)年12月柑日号に掲載されている○1873 (明治8)辛 7月 10日 ランツア(QiovanniLanza,1810-1882)闇が瓦解したに際して､農工商大臣カタニヨーラが辞任する○農工商大臣の任務を受け姓いだのはフイナ- lJ (G aSparFinali)だった｡ M O NTA N ELu ⅠndrO.S

tQn'a d'Jb u3 - L '肋R izzOli,2002, 324ページ1873 (明治6)年 7月 15日 岩倉使節団は､スイス(Sw他erb nd)のベルン(B〇m )及びジュネーブ(G○nOv○)の訪間を終え､この日の夜に.南フランスの都市リヨン(Lyon)に到着する○ 久米邦武編､E

El中彰校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 1977 第五巻､65-ー12ページ1873 (明治6)辛 7月 21日 佐々末長淳はスイスの視察旅行を終えた頃､第一次報告■=を書く｡ 日本国立

公文書館 2A-009-00 太00379100マイクロフィルムNo.004500 p○5.0090-1873 (明治6)辛 7月 23日 岩倉使節団の副使であった木戸孝允が欧米から帰国するbまた､イタリア軍艦rゴヴエルノー口早｣(G oVem ○lo)は挽浜に到着する｡ 泉三部『堂々たる日本人 知られざる岩倉使節団』祥伝社黄金文庫 2004 225ペ- ジ.｢ゴヴエルノー口号｣の航海に関しては､LEV AFA U ST O (ed.)tStoria delle C am pag n○(Ftista
m pa),UfRciO StOricO de"a M arinaM ilFb re.1992､ 169-233ペ- ジを参照｡

1873 (明治6)年 7月 28日 太政官は｢地租改正｣を発布すること

五味文彦他『鮮税日本史研究』山川出版社によって,土地制度及び税制を改革した○ T998.324J<- .}1873 (明治6)辛 7月 30日 代理公使リツタ伯爵は､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛てに､一遇の書簡(私文書)を書く○その中で､リツタ伯爵は､フエ伯爵が帰国する前(1873年2月7日)にとった決を猛烈に批判しながら､フエ伯爵が牡E3外交団の軌に残した非常に悪い印象について報告する○ A C S【イタリア国立古文書館〕.Pers○nale,A rchiviO V iscOntJ'Ven○sta,p

acc0 11.fa Scjc.7, 1873年7月30日､代理公使リツタ伯弟より､イタリア外務大臣ヴイスコンティ.ヴエノスタ宛の書簡. (未刊)

1873



1873(明治8)年 8月 19日 ｢ゴヴエル ノーロ号J(GOvOm ○lo )の艦長エ ン リーコ.アツチンニ(E nrt¢○Accinn i) は 海 軍省宛に長い報 告書送る○そ の 中で､日本政府が輸 出用種紙の 数 を減らし､それらを後にイタリアで直接に売 り捌く計画を実行しうとしているなどの点に触れる○ A rchiviO StOric○de"a M arina M ilib re(A SM M )〔イタリア海軍資料館〕､bLLSta n.2ー59､1873年8月19日､アツテンニ艦長より海軍大臣宛の手簡(付録付

)(未刊)1873(明治6)辛 8月 21日 駐日代理公使リツタ伯爵の7月2日付の手簡(外国人による日本内地旅行の全面禁止の旨を報告するもの)は外務省に届く. AC S〔イタリア国立古文書館).M AtO,Di柑ZiOn○Generar○de"' AETicok ura.rVversam ento,bー599,fascic.3439. 1873年7月2日､監Elイタリア代理公使リツタより､イ9 リア外

務大臣宛の書簡(未刊).1873(明治6)辛 8月 23El pM 2:00にイタリア国王の甥ジエノヴァ公を乗せたフリゲート艦｢ガリパルデイ号｣は横浜に入港する｡ ASDM A E.Serie M○scatjVI,b.1288.1873年9月2日､領事Jくツリ- リス発､イタリア外務大N jscontiVenOsta)宛の書簡○(AfFarH ngener8 N OJ28).それに.ジエノヴァ公の来日と謁見を扱うrThe Japan Daily Herald｣(9月1El､2日号)に関

する記事が抜粋され､追加されている○1873(明治6)年 8月 28日 外務省は8月21日にリツタ伯爵の書簡を受けてから5日後､農工商省に､ ｢日本政府は内地旅行を厳重に禁じているJという事情を農工商省に伝える. A CS〔イタリア国立古文書館),M A lO ,Direzione Gt)neraI○de"' Agric○kura,〟versam ento.b.599,fascic.3439 外務省領事.商集局長ペイ口レ- リより農工商大臣宛(1

873年8月26E])の書簡(第511号)(未刊)｡1873(明治6)辛 9月 1日 A M H :00にイタリア国王の甥ジエノヴァ公トマ- ゾ.デイ.サヴオイア(TOm aS○diSavOia)は､横浜に積を下ろしたフリゲート艦rガリパルデイ号J(Garibaldi)を下船し.緒国領事ら(フランス領事以外)などの歓迎を受けた○後に､ジエノヴァ公は､領事バツリlJスと副領事ブルー二に髄行され､列車にて東京へ赴き.天皇に罷見する.農工商大臣カスタ二ヨーラの回状を耳にした軍卵商人たちの多くは.ジエノヴァ公の戟迎会に出席しない. A SDM AE,Serie M OscatiVl,bー1288,1873年8月26日.領事′くツlJ- リス発､イタリア外務大臣ⅣiscOntiVen○sta)宛の手簡. (Affar‖ngenere N○.26).軍卵商人たちの怒りに関しては､ZA NlER.ClaudiO.SEM A l- SetaiOli托albTliin Giappone (1

86卜1880),CleLJP.2006､228ページ､を参照.ー873(明治6)辛 9月 2日 農工商省は回状でr日本政府は内地旅行を厳重に蕪じている｣という旨を各県知事や商工.農業会耗所長､その他の農会長宛に通達する. A CS〔イタリア国立古文書館〕,M A lO.Dir○zj○ne Generlde delL' Agricokura.ⅣV 8rSarTlentO.b.599.fasGic.3439､ 1873年9月2日.農工商省フイナ- リ(伝.R n8lト.力スタニヨーラ

の後任者)より各県知事､諸商工.農業会社所長等宛の回状(第256号)(未刊)○1873(明治6)辛 9月 9日 群化不良種鰍 =関する取り調べの イタリア国王の甥ジエノヴァ公トマ-ゾ.デイ.サヴオイア(T〇m a$O diSavoia)は.東京から横浜に車を下しているrガリ′くルデイ号｣(G aribaldi)に羨る｡リツタ伯東は手簡 パドヴアの養蚕実験局で聯化不良種紙に関する取り調べの兼二次集会が開かれる○ ASD M AE.Sen'e M○scatjVl.b.1288.1873年9月9日､リツ
タ伯辞より､イタリア外務大臣N iscontiVenOsta)宛の手簡○(Doc.9)､フエ伯第二次集会が開かれるため.フエ伯爵はわざわざウィーンから帰国 にて､ジエノヴァ公の浜御殿における滞在や好意に満ちた歓迎のことを伊

鼻と搾化不良種紙の取り調べに関しては,A CS〔イタリア国立古文手間〕,M AーC,Dir.G肌し､′ヾドヴアに着く｡ 外務大臣に報告する.9月8日の夕方に､外務卿別島種臣がリツタ伯爵に握手し､ジエ/ヴア公の日本新聞以来､ ｢イタリアと日本を隔てる産能は無くなった｣と述べた. Agr.llV

ers.b.153､ 1873年9月9日.フエ伯爵より､農工商省(? )宛の書簡○(私文書)(未刊)参照｡ー873(明治6)辛 9月 ー0日 佐々木長淳はジヨヴアンニーボルレ博士(Dr.G ;OvanniBo"e')の下で,オーストリア帝国(現在イタリア領土)ゴルツ(G O rz,GOn'zh )市軍事実験軌

こおける養蚕学術コースを開始する. 田中芳男､平山成倍 額 『漢園博覧青春同紀要』.1897､下算.第二章.30ペ- ジ1873(明治6)辛 9月 13日 フエ伯爵は改めてウィーンに向かって出発する｡ 岩倉使節日日ま南フランスの都市リヨン(Ly○n)及びマルセイユ(M ars○ill○)坊間を終え､同地を出港してから､ナポリ(Napoli)､ポートサイド(pOrtsaid)､アデン(Aden)､シンガポール(Sing a po r○)､サイゴン(Saigon)､香港(Hong lく○ng)､上義(shanghai).そして長崎を経由し､ついに横浜に到着するo 久米邦武嶺.田中彰校注『特命全権大使米回覧美紀』岩波文庫 1977 第五巷､ー1皇-337ページ.フエ伯爵の出発に関して､ACS〔イタリア国立古文書間】,M N C.D

ir.Gen.Agr.TlVerS.b. 153､ 1873年9月9日､フエ伯鼻より､工面省く? )宛の書簡. (私文書)(未刊)参照○1873(明治6)辛 9月 178 力スタニヨーラの回状に応じて､日本にいる蚕卵商人たちは,イタリア政府(そして日本でそれを代表する公倭)が取った無兼任な姿勢を猛烈に批判する長い電報を打つ○ この電報は､ミラノ商工会社所の稚開紙｢イル.ソーレJ(ⅠlSOlや)の1873 (明治6)年9月22-23El号に掲載された○ZA Nf

ER,C



1873 (明治6)辛 9月 24日 佐々末長淳はオーストリア帝国(現在イタリア領土)ゴルツ(G○rT.G orizia)市葦事実鼓瑞における養軍学術コースを終え.修了証明証考入手する. 田中芳男､平山成借 編 『洩園博覧曾拳固紀要』､ー897､下鳶､第二章､

30ページ1873 (明治6)辛 10月 7日 代理公使リツタ伯爵は暮蘭にて､伊外務大臣に､岩倉具視との会見について報告する○この書簡で､岩倉具視はちようどその頃日本にいたジエノヴァ公にも会見し.岩倉使節団がイタリアで受けた熱烈な歓迎を感併したことがわかる.更に.リツタ伯爵は本書簡で米国公使デE)ング(D 8Long)の解任とその後任者ビンハム(Bingham )の着任にも言及する○ A SD M A E.St∋n'e M○scatiVT.b.1288,1873年10月7日.リツタ伯鼻より､イタリア外務大臣(viscontiVen○sta)宛の書簡○(seri

e P○雌caN.83)1873 (明治6)年 to月 13日 イタリア軍艦rゴヴエルノーロ号｣(G Ovem Of○)は横浜を出港する. LEVA FA UST O (ed.).St○ria de"e C am pagn8(Fb tam pa).UfFicio Storic○de"a M an-na

M il鮎re,1992 .231ページ1873 (明治6)年 10月 15日 開放は予定通り西畑隆盛の韓国派遣を裁決する｡ 犬

壕孝明『寺島宗則』吉川弘文館 1990､ 187ページ1873 (明治6)辛 10月 17日 西郷の韓国派遣に憤慨した大久保利通は三条に辞表を提出す

る｡ 犬壕孝明『寺島宗則』吉川弘文館 1990. 187ページ1873(明治6)辛 to月 18日 明治六年の政変が発生する○太政大臣三億実美が倒れ､岩倉具視が天皇に征韓不可の裁可を得たため､酉林は辞

表を出す○ 犬塚孝明『寺島宗則』吉川弘文館 1990､187-188ページ1873(明治6)辛 10月 24日 征車輪に敗れた参放板垣退助,後藤象二郎､江藤新平.副島

種臣が辞表を提出し､下野する. 犬塚孝明『寺島宗則』吉川弘文館 1990. 188ページ1873 (明治6)辛 10月 29日 イタIJア領事館に述蕪として勤めていた吉田夏作(よしだようさく)はヴェネツィア商業高等学校 (現在のヴェネツィア大早 )で開かれた日本語講

座の初代講師となる. 石井元手『ヴェネツィアと8 本 美術をめぐる交流』プリユッケ 1999.4ト46ページ1873 (明治6)年 日月 1日 イタリアのフリゲート艦rガリパルデイ号J(G aribaJdi)は横浜を出航する｡ LEV A FA U STO (ed.),Storia de"e C am

pagne(Ristam pa),UfFiciO StoricO de"a M arh aM ilitare.1992､ 168ペ- ジ1873 (明治6)年 11月 8日 リツタ伯爵は寺島宗則と会見し,外国人内地旅行糊層について意見を交換する. A C Slイタリア国立古文書館】.per$○naI8,archiviO V iscontjV en○sta.pacc○11 faScic.7. 18

73年12月9日､リツタ伯爵より.イタリア外務大臣宛の手簡. El本国外務省編『日本外交文書』(第六巻)ー955 675-683-ページ1873(明治6)辛 12月

ー2日 リツタ伯爵は再度､寺島宗則と会見し､外国人内地旅行間長引=ついて意見を交換する. 日本国外務省編『日本外交文書』(第六着)1873 (明治6)辛 12月 25日

リツタ伯爵は改めて､寺島宗則と会見し.外国人内地旅行聞及について意見を交換する○ 日本国外務省絹『日本外交文書』(第六巻)1955 689-690ペ- ジ1874 (明治7)辛 1月 15日 種紙弊化不良の取り駒ベの結果が公式に発表される. A C S〔イタリア

国立古文書間〕.M AIC ,D i√.G en.A gr.打Vers.b.153､ 1874年1月15日､中山馳治.フエ伯昇.ヴエルソン博士より､農工商省宛の書簡. (私文書)(未刊)1874 (明治7)辛 1月 17日

征韓漁に破り､下野した板垣退助らは左院にr民摂議員設立建白書｣を提出する.これはいわゆる｢自由民権運動Jの口火となる. 鹿野政直『近代日本思想案内』岩波文庫1999.61ページ1874 (明治7)年 2月 6日 r台湾出兵｣が閉経によって決定される｡1877年12月

に琉球の需流民が台湾の原住民に殺害された｡清国は賂償金の支払いを拒否したため､日本は台湾に対する武力行使を行うように決めた○ 犬壕孝明『寺島宗EIJ』富川弘文舘 1990､200-201ページ1874 (明治7)辛 2月 15日 リツタ伯爵は寺島宗則と会見した後､ 1872年7月の外国人内地旅行問題をめぐるフエ伯鼻と嗣島元外務卿の間にr暗黙の合意



1874(明治7)辛 4月 18日 r暗黙の合意Jをめぐるリツタ伯爵の報告を受けた外務省の領事.商業局長ペイ口レ- リは､農工商省に書鮪を送り､そこでその非公式の協定はまだ有効であると報告する. AC S〔イタリア国立古文書館】,M AJC .Djrezione Generale delF' Agricoltura,rVverSam 8ntO.b.599.fbscic.343

9(未刊)1874(明治7)辛 5月 22日 西林隆盛の弟従道(1843-7902)は日本政府軍を率い.台湾に到着する○ 犬塚孝明『寺島宗則』吉川弘文館

1990､203ページ1874(明治7)辛 6月 1日 西村従道は台湾の原住民r=対する軍事行動を開始させる○ 犬壕孝明『寺島宗

則』吉川弘文館 1990､203ページ1874(明治7)辛 6月 208 明治政府は朝の府議にて､外務大臣寺島宗則に圧力をかけられた後に､｢外国人内地旅行｣を聡めないと決定した.午後に､ 寺島宗則は諸国代表と会見し､｢日本側の準備不足を理由に.当分の間､棄客とみなす少数の外国人だけに内地旅行を許可するつもりである｣という日本政府の見解を伝える. 犬

塚孝明『寺島宗則』吉川弘文館 1990､196ページー874(明治7)辛 8月 ー1日 フエ伯辞はニューヨークに到着する○ A SDM AE,SeriEIVTl,F-4,AlesSandro Fe.D.O stjanH 874年8月11El､牲ニューヨークイタリア領事コンセツキ(cOnsecchi)発.イタリア外務大臣(visc○nt=′en○

sta)宛の書簡○(s o血AfFjn g8nere N○,1209)1874(明治7)年 8月 25日 フエ伯爵は日本に向かって,蒸気船で米国サンフランシスコを出港する○ ASDM A E.S○rie VZT.F-4,A18SSandrO F8'D'0 Stiani1874年8月11日､姓ニューヨークイタl)ア領事コンセツキ(cOnsecchi)発.イタリア外務大臣N iscOntJ'V

○nosta)宛の手簡○(serieAfF.;n g8nt∋re No.1209)1874(明治7)辛 8月 31日 2度巨の世界一周航海に派遣された LEVA FAUSTO (ed.).St○ria delreFO am pap e(Ristam p
a).UfflciO Storico della M arinaM ilh re,

1992､246ペ- ジイタIJア軍艦rウエット- ル.ビザ一二号｣は横浜に到着する○1874(明治7)年 9月 238 フエ伯爵は東京に到着し､駐日イタリア公使としての任務に再び着任する｡ ASDM A E.Serie V

u.ト4,AleSsandro F〇一DtO stJ'ani1874年9月23日.PrOceS$○Verbale1874(明治7)年 11月 13日 2度目の世界一周航海に派遣されたイタlJア軍艦rヴエツト- ル.E ザ一二号Jは横浜を出港する｡ LEVA FA USTO (8d.)tStOria de"e C a

m pau lEI(Ristam pa).UfficiO StorlcO de"a M arinaM il他re.1992.246ページ1875(明治8)辛 3月 24日 イタリア外務省領事.商集総局長ペイロレ- リが農工商省へ一速の書簡を宛て､ その中で､ペイ口レ- リは佐々木長淳 によって東京で設けられた零圭がパドヴアの養蚕実験局との通信.交流を開始 したいことを報告する.この交流は駐日公使フエ伯爵に支持されている○ A C S〔イダ)ア国立古文書間),M AIC.

D ;r.Gen.Agr.b.22,f.240 1875年3月24El､外務省領事商業局長ペイIlレ- lJより､農工商省宛の書簡(未刊)1875(明治8)年 7月 15日 2度目の世界一周航海に派遣されたイタリア軍艦rヴエツトール.ビザ一二号Jは2度目横浜に到着する. LEVA FAUSTO (ed

.),Storia deIle Oam p8gne(Fh tam pa),UfFiciO Storic○delra M arinaM日b re,1992､246ページ1875(明治8)辛 11月 1日 2度目の世界一周航海に派遣されたイダ)ア軍艦rヴエツトール.ピザ一二号｣は2度目横浜を出港する. LEVA FAU

STO (ed.),Storia delle C8m Pagne(Fh tam pa),UfFici○StorfcO delfa M arinaM ilb re.1992､246ペ- ジ1875(明治8)辛 11月 25日 フエ伯爵は再着任してからおよそ- 年後に､外務省耗務局長アルトム(-sacco Art○r71,1829-1900)に一速の暮簡(1875(明治8)年11月25日付,私信)を送り､その中で異動を清原した○ ASDM A E.Serie VⅠⅠPersonal○.b.F-4,Fasc.FD■O

gt;ani.C.te Al8SSandr〇､ 1875年11月25日､駐日イタIJア公使フエ伯爵より､イタIJア外務省輸務局長アルトム宛の暮簡.N.1Pers○nale (未刊)1876(明治9)年 3月 18日 デプレテイス(Agosth○D8Pretis)はイタlJアの新政府(イ9 lJア王国初左耳政府)を形成する. M O NTANELU .lndr○,Sto′由d'肋 - L'血nade/I70由bITI'TC61-19cctBib liOtOCa Un

ivers8leRjzzOli,2002, 325ページ1878(明治9)辛 3月 22日 日朝捗好条約が批准される○ 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､307ページ1876(明治9)年 3月 25日 外交官エミリオ.ヴイスコンティ.ヴエノスタはイタリア外務大臣の三B]目の任務(1869年12月14日-18763月25



1876(明治9)辛 3月 28日 明治政府によって廃刀令が布告される○ 中村菅『集英社版8 本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､3

07ページ1876(明治9)辛 3月 29日 大蔵卿大隈圭借が秩禄処分の方針を太政大臣に申し上げる○ 中村菅『集英社版日本の歴史⑳ 明治維新』兼英

社 1992､307ページ1876(明治9)年 8月 58 明治政府は金禄公債発行条例を布告する○ 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明

治維新』集英社 1992､307ページ1876(明治9)辛 10月 24日 太田黒伴雄らの敬神党(絵勢がおよそ200人に及ぶ)は熊本で蜂起するが､簡単に銃圧される. 中村菅『集英社版

日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､307ページ1876(明治9)年 to月 27日 秋月の乱という小規模の蜂起が発生し､直ぐに鏡圧される. 中

村菅『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､308ページー876(明治9)辛 10月 28日 元兵部大輔前原一能は500人の兵 中村哲『集英社版日本の歴史⑱ 明治維新』集英

社 1992､308ページ隊を辛い､蜂起するが､致El後に鏡圧される｡1877(明治10) 1月 29日 西砂隆盛が退官後(1874年)に鹿児島の城山で創設した私学校党急進派は弾薬庫を集い､武者を奪い､最高幹缶であった桶野判秋(きりのとしあき)や篠原国幹(しのはらくにもと)が率兵上京の方針を決め.

西細隆盛に伝える｡ 中村菅『集英社版日本の歴史@ 明治維新』集英社 1992､309ページ1877(明治10) 2月 12日 西細.桶野.篠原の連名で､薩軍の率

兵上京の届けが県庁に捷出される○ 中村哲『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992.310ページ1877(明治10) 2月
1二一日 外務省の省令によって､駐中国.日本イタリア公使フエ伯爵が解任され,ll- マ[=呼び戻される｡ G RA SSL FablO.La fgrm azlOne della dlplOm azl

nazionaJe ,lstftuto PoligraficO e Zecca deIIOStatO,ROm a,1987,318ページ1877(明治10) 2月 15日 薩軍の一挙大勝および

二幸大健が某に向かって出発し､ー7Eほ でl=全軍が動き出す. 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､311ページ1877(明治10) 2月 19日 明治政府は上京
している薩軍に対し 中村菅『集英社版E7本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992､311ページ

て征討令を先し､いわゆるr西南戦争｣が始まる○1877(明治10) 2月 21日 夜と翌日の早朝にかけての間.薩軍は熊本城を包詞強製する1877(明治ー0) 3月 4日 3月20E3まで.田原坂

(現在の熊本県鹿本郡植木町大字豊岡)で政府軍と南軍は死闘を続ける.政府軍の死傷者は3000人にも及ぶ. 中村哲『集英社版日本の歴

史⑱ 明治維新』集英社 1992､312ページ1877(明治10) 3月 20日 田原坂は政府軍の手に落ちる. 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992

､312ページ1877(明治10) 4月 14日 鳥EB清隆中将が率いる政府部隊が背後に薩軍を攻撃し､熊本城に向かラ. 中村哲『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集英社 1992.312

ページ1877(明治10) 4月 15日 木曽.植木.鳥巣に防衛線を敷いて40日にわたって政府軍を阻止した南

軍はついに退きはじめる. 中村菅『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､313ページ1877(明治10)辛 5月 11日 G RA SSL Fabi○La fOrm azio
nb della diplOJT[aZiフエ伯爵は日本を出発し.シベリア経由でイタリアに帰る○ naz;onale.Ⅰsti

tuto Poliq afico e Z〇cca de"○State.R○rTla.1987､318-319ページ1877(明治10)

5月 26日 木戸孝允が病気で死去する. 大江志乃夫『木戸孝允 維新前夜の群像④』中公新書 1968 194ページ1877(明治10) 6月 1日 政府軍は人吉を占領する. 中村

菅『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992､313ページ1877(明治10) 7月 24日 薩軍が政府軍によって都城(みやこのじよう)を攻略される.その後､薩軍の戦力は急激に



1877(明治10) 9月 1日 薩軍の兵隊の著しい部分が政府軍に降状してから､西林隆盛が率いる数百人の兵隊が鹿児島に突入し.城山を占領する. 中村哲『集英社版日本の歴史⑯ 明治維新』集英社 1992.3

13ページ1877 (明治10) 9月 24日 山県有朋参軍が8日に鹿児島に到着し､準備を終えてから､政府軍は西郷の軍隊に対して玉終攻撃を始める｡西称隆盛､桶野利秋などは自刃し､西南戦争が終わる. 中村菅『集英社版日本の歴史⑩ 明治維新』集

英社 柑92､313ペ- ジ1877(明治10)年 11月 25日 フエ伯爵は在ブラジルイタリア公使 G RA SSl,FabiO.La form aziOne delJa dJ'PJorTlaZinazi○nale . lstl'tutO P o ーigra ficO e Zecca de"○Stat○,R om a.1987､318-31




